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Ⅰ 情報公開制度のあらまし 

 

 １ 情報公開制度の意義 

   情報公開制度とは、市が保有している文書等を市民の請求に応じて閲覧に供し、  

又は、写しの交付を行う制度です。 

   この制度の目指すものは、本市の保有する文書等の開示を請求する権利を市民  

の権利として定めることにより、市政運営の公開性の向上を図るとともに、本市

の諸活動を市民に対して説明する責務が全うされ、地方自治の本旨に即した公正

で民主的な市政を実現することです。 

 

 ２ 情報公開制度の概要 

  (1) 実施機関 

    情報公開制度を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事

委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、

消防長及び議会です。 

 

  (2) 対象となる文書等 

公開請求の対象となる文書等は、次の要件を備えているものです。 

   ア 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィル    

ム、磁気テープその他これらに類するもので、当該実施機関の職員が組織的

に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの 

   イ 現に保有している文書等 

     ただし、議会の文書等については、平成１１年１０月１日以降に作成し、

又は取得したもの 

また、旧富合町関連の文書等については、平成１９年４月１日以降に、旧

城南町関連の文書等については、平成１４年４月１日以降にそれぞれ作成し、

又は取得したもの 

旧植木町関連の文書等については、平成１０年４月１日以降に作成し、又

は取得したもの（一部の電磁的記録については、平成１４年４月１日以降。

また、旧植木町議会の文書等については、平成１９年４月１日以降） 

 

  (3) 請求権者 

平成２４年度より、何人も、実施機関に対して文書等の開示を請求できます。 

 

  (4) 開示請求の方法並びに請求に対する決定及び通知 

開示請求の方法並びに請求に対する決定及び通知については、次のとおりで   

す。 

   ア 文書等の開示の請求をしようとするものは、必要事項を記載した請求書を    
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情報公開窓口へ提出しなければなりません。 

   イ 実施機関は、請求書の提出があった日の翌日から起算して１４日以内に、    

開示請求に係る文書等を開示又は開示しない決定をし、開示請求者に対して    

書面で通知します。 

     ただし、開示請求に係る文書等が著しく大量である場合、第三者情報が含    

まれ、当該第三者に意見聴取の必要がある場合等、やむを得ない理由により、    

１４日以内に決定をすることができない場合は、請求書の提出があった日の    

翌日から起算して４５日を限度として延長することができます。 

     この場合、延長する期限及び理由を文書で請求者に通知します。 

 

  (5) 不開示情報 

    開示請求のあった文書等は原則として開示します。ただし、開示することに   

より、個人又は法人等の正当な利益を害するもの、公共の安全、行政の事務事

業の適正な遂行等に支障を及ぼすもの等、次に掲げる７項目は開示することは

できません。 

   ア 法令秘情報 

     法令等の規定により、開示することができない情報 

   イ 個人に関する情報 

     個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合    

することにより識別され得るもの 

   ウ 法人等に関する情報 

     開示することにより、法人等の競争上の地位、財産権その他正当な利益を    

害するおそれがあるもの 

     公にしないとの約束の下に、任意に提供されたもので、当該約束の締結が    

合理的であると認められるもの 

   エ 公共の安全等に関する情報 

     開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防及び捜    

査その他公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報 

   オ 審議、検討等に関する情報 

     審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な    

意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に    

混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼ

すおそれがあるもの 

   カ 事務事業に関する情報 

     事務事業に関する情報のうち、開示することにより、事務事業の性質上、    

その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

   キ 国等に関する情報 

     国等との協議等に基づく情報であって、開示することにより国等との協力
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関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの 

 

  (6) 存否不回答 

    開示請求に係る文書等の存否について回答することにより、不開示情報を開   

示した場合と同様に保護される利益が害されることとなるときは、その存否を   

明らかにしないで請求を拒否することができます。 

 

  (7) 第三者保護 

実施機関は、開示請求に係る文書等に本市又は開示請求者以外の第三者に関   

する情報が記録されている場合は、第三者の正当な権利利益を保護するため、

開示等の決定をする際に、当該第三者の意見を聞くことができます。     

 

  (8) 費用負担 

文書等の閲覧に係る手数料は無料ですが、文書等の写しの作成及び送付に必   

要な費用は、請求者の負担となります。 

 

  (9) 不服申立て 

請求者は、開示等の決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づき   

不服申立てをすることができます。 

    実施機関は、不服申立てがあった場合、学識経験者などの第三者で構成する   

熊本市情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して決定又は

裁決を行います。 

  

  (10) 情報提供施策の充実 

実施機関は、市民生活の向上に資するとともに、市民の市政に対する理解を 

   深めるため、市民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めなければなり 

   ません。 

 

 ３ 情報公開窓口 

   情報公開制度を円滑に運営し、市民の利用しやすい制度とするため、情報公開 

  の相談や案内、請求の受付、開示の実施等を一元的に行う総合窓口として、市庁 

  舎１階に「市政情報プラザ」を設置しています。 
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Ⅱ 情報公開制度の運用状況 

 

１ 開示請求件数及びその処理状況 

   平成１０年度から平成２５年度の開示請求の処理状況は、次のとおりです。 

                       （単位：件） 

年度 

開示

請求

件数 

処理状況 

開示

決定 

部分

開示 

請求拒否決定 

合計 取下げ 却下 
不開示 

存否不

回答 
不存在 その他 小計 

10 21 4 16 1 0 5 5 11 31 0 0 

11 64 14 45 2 0 4 0 6 65 0 0 

12 96 67 18 0 0 17 2 19 104 2 0 

13 486 231 86 0 0 246 0 246 563 8 2 

14 346 185 75 0 0 172 2 174 434 3 1 

15 572 225 150 15 1 214 4 234 609 5 0 

16 489 234 112 11 8 142 0 161 507 11 0 

17 536 189 132 12 0 146 6 164 485 68 2 

18 344 120 105 17 0 122 2 141 366 15 4 

19 504 314 80 8 0 177 2 187 581 6 0 

20 416 262 93 8 0 63 4 75 430 13 1 

21 517 364 102 14 1 70 1 86 552 9 14 

22 633 445 147 18 0 96 12 126 718 15 2 

23 787 629 114 16 0 72 0 88 831 6 0 

24 868 519 227 9 0 152 0 161 907 9 0 

25 974 681 237 18 0 105 1 124 1,042 6 0 

〔備考〕 

(1) １件の開示請求に対し、複数の決定が為される場合があるため、開示請求件

数と処理件数とは、必ずしも一致しない。 

(2) 部分開示決定とは、開示請求に係る文書等の一部について請求拒否の決定を

し、その他の部分について開示の決定をしたものをいう。 

(3) 存否不回答とは、条例第９条の規定により請求拒否の決定をしたものをいう。 

(4) その他とは、条例が適用されない文書等に対する請求等その他の理由により、

請求拒否の決定をしたものをいう。 

(5) 却下とは、文書等開示請求書の記載内容に不備があったため補正を依頼した

が補正に応じなかったもの、又は開示請求権がないものから請求について、却

下したもの等をいう。 
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２ 実施機関別の処理状況 

   平成２５年度の実施機関別の処理状況は次のとおりです。平成２５年度に

おける実施機関別請求件数は、市長事務部局が７７９件で最も多く、うち都

市建設局が４３１件、次いで健康福祉子ども局が１６１件となっています。 

 

 平成２５年度の実施機関別の開示請求件数及び処理状況 

（単位：件） 

実施機関 

開示 

請求 

件数 

処    理    状    況 

開示 

決定 
部分開

示決定 

請求拒否決定 
合計 

取下

げ 
却下 

不開示 
存否不

回答 
不存在 その他 計 

市 

 

 

 

長 

総 務 局 15 7 3 4 0 8 0 12 22 1 0 

企画振興局 54 19 11 2 0 31 0 33 63 0 0 

財 政 局 5 4 0 0 0 2 0 2 6 0 0 

健康福祉子ども局 161 113 45 3 0 9 0 12 170 0 0 

環 境 局 43 27 9 1 0 7 0 8 44 0 0 

農水商工局 19 15 3 0 0 3 0 3 21 0 0 

観光文化交流局 15 9 3 0 0 6 0 6 18 0 0 

都市建設局 431 293 133 5 0 21 1 27 453 0 0 

中央区役所 7 2 4 0 0 1 0 1 7 1 0 

東 区 役 所 5 2 3 0 0 1 0 1 6 0 0 

西 区 役 所 8 6 2 1 0 5 0 6 14 0 0 

南 区 役 所 7 4 3 0 0 1 0 1 8 0 0 

北 区 役 所 9 6 2 0 0 2 0 2 10 0 0 

会 計 総 室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

小 計 779 507 221 16 0 97 1 114 842 2 0 

教 育 委 員 会 25 22 3 0 0 2 0 2 27 0 0 

選挙管理委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

人 事 委 員 会 6 4 1 1 0 0 0 1 6 0 0 

監 査 委 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

農 業 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

固定資産評価 

審 査 委 員 会 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

公
営
企
業

管

理

者 

交 通 局 6 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 

上下水道局 134 124 7 1 0 3 0 4 135 3 0 

病 院 局 9 8 1 0 0 1 0 1 10 0 0 

消防長 消防局 14 9 4 0 0 1 0 1 14 1 0 

議 会 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 

合 計 974 681 237 18 0 105 1 124 1,042 6 0 
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３ 不開示理由の適用状況 

条例第７条各号のいずれかに該当し、不開示（部分開示を含む。）となった事

例の理由別内訳は、次のとおりです。 

  不開示理由別内訳 

不開示理由（条例第７条）  
２５年度 

件数（件） 比率（％） 

第１号 法令秘情報 １ ０．３ 

第２号 個人に関する情報 ２２５ ７７．６ 

第３号 法人等に関する情報 ４１ １４．２ 

第４号 公共の安全等に関する情報 １ ０．３ 

第５号 審議、検討等に関する情報 ５ １．８ 

第６号 事務事業に関する情報 １４ ４．８ 

第７号 国等に関する情報 ２ ０．７ 

その他（条例の適用除外など） １ ０．３ 

合    計 ２９０ １００.０ 

 

４ 不服申立ての状況 

  平成２５年度の不服申立ての状況は、次のとおりです。 

             （単位：件） 

不服申立て件数 

処理状況 

決定済 裁決済 
審議会で 

審 議 中     

実施機関 

で検討中 
取下げ 

２５年度 

異議申立て ７ ２  ３ ７ １ 

審 査 請 求 ０  ０ ０ ０ ０ 

合  計 ７ ２ ０ ３ ７ １ 
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Ⅲ 個人情報保護制度のあらまし 

 

 １ 個人情報保護制度の意義 

熊本市では、昭和６１年１月に「熊本市電子計算組織の運営に係る個人情報の

保護に関する条例」を制定し、電子計算組織により処理される個人情報の保護を

図ってきました。しかし、近年における市民のプライバシーに関する認識の高ま

りや高度情報化社会の急速な進展に伴い、「手作業処理される個人情報」や「民

間業者が保有する個人情報」についても、保護措置を講ずることが求められるよ

うになってきました。このため、平成１１年１１月に熊本市個人情報保護制度検

討委員会が設置され、平成１２年１１月の答申を経て、平成１３年９月２１日に

「熊本市個人情報保護条例」を公布、平成１４年４月１日から施行されました。 

 

この制度は、熊本市や熊本市の民間事業者等における個人情報の取扱いによっ

て侵害されるおそれがある個人の権利利益を、広く保護することを目的とするも

のであり、本市が個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、個

人情報の本人に開示、訂正などを求める権利を保障しているものです。 

 

 ２ 個人情報保護制度の概要 

  (1) 実施機関 

    市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、

固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び議会 

 

  (2) 個人情報を適正に取り扱うルール 

   ア 収集の制限 

    (ｱ) 個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、必要な範囲内で収集する。 

    (ｲ) 適法かつ公正な手段で収集する。 

    (ｳ) 原則として本人から収集する。 

    (ｴ) 思想､信条等に関する個人情報は、原則として収集しない。 

   イ 利用及び提供の制限 

    (ｱ) 目的外利用の制限 

(ｲ) 外部提供の制限 

   ウ 電子計算機結合による提供の制限 

(ｱ) 通信回線の結合による提供の制限（相手方が随時入手できる状態にする

ものに限定して制限） 

   エ 適正管理 

    (ｱ) 正確、最新の状態を確保 

(ｲ) 漏えい、滅失、改ざん等の防止と責任体制の明確化 

    (ｳ) 不必要なものの廃棄、消去 
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(3) 開示や訂正などを求める権利 

 ア 開示請求 

   自己情報の開示請求権の保障 

 イ 訂正請求 

   自己情報の訂正請求権の保障 

 ウ 是正の申出 

個人情報の取扱い（収集、利用及び提供）の違反に対する利用停止請求権

の保障 

※ 利用停止請求（平成１６年４月１日から条例改正・施行） 

    個人情報の取扱い（収集、利用及び提供）の違反に対する利用停止請求

権の保障 

 エ 苦情の処理 

   実施機関の個人情報の取扱いに関する苦情の処理 

 オ 苦情相談の処理 

   事業者の個人情報の取扱いに関する苦情相談の処理 

 

  (4) 請求の方法並びに請求に対する決定及び通知 

請求の方法並びに請求に対する決定及び通知については、次のとおりで   

す。 

   ア 自己に関する個人情報の開示、訂正等の請求をしようとする者は、必要事

項を記載した請求書を情報公開窓口へ提出しなければなりません。 

   イ 実施機関は、請求書の提出があった日の翌日から起算して、開示請求は 

１４日以内に、訂正請求及び利用停止請求は３０日以内に諾否の決定をし、

開示請求者に対して書面で通知します。 

     ただし、やむを得ない理由により、１４日以内（訂正請求及び利用停止請

求は３０日以内）に決定をすることができない場合は、請求書の提出があっ

た日の翌日から起算して４５日（訂正請求及び利用停止請求は６０日）を限

度として延長することができます。 

     この場合、延長する期限及び理由を文書で請求者に通知します。 

 

  (5) 罰則 

    国において職員や受託事務従事者等に対して罰則規定を設けられたことに伴

い、本市においても次のような罰則規定を設け、平成１６年４月１日から施行

しています。 

   ア 職員若しくは委託を受けた者又は指定管理者の行なう事務に従事している

者（職員・受託者・指定管理者であった者も含む。）が、正当な理由がない

のに、個人の秘密に属する事項が記録された､行政文書に記録された個人情

報を含む情報の集合物であって一定の事務の目的を達成するために特定の
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行政文書に記録された個人情報を電子計算機を用いて検索することができ

るように体系的に構成したもの（その全部又は一部を複製し、又は加工した

ものを含む。）を外部提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下

の罰金 

   イ 職員若しくは委託を受けた者又は指定管理者の行なう事務に従事している

者（職員・受託者・指定管理者であった者も含む）が、個人情報をその業務

に関して知り得た行政文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の

不正な利益を図る目的で外部提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役

又は５０万円以下の罰金 

   ウ 職員が職権を濫用して専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘

密に係る個人情報を収集した場合は１年以下の懲役又は５０万円以下の罰

金 

   エ 不正な手段により個人情報の開示請求をした場合５万円以下の過料 

 

  (6) 費用負担 

文書等の閲覧に係る手数料は無料ですが、文書等の写しの作成及び送付に必   

要な費用は、請求者の負担となります。 

 

  (7) 不服申立て 

請求者は、開示等の決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づき   

不服申立てをすることができます。 

    実施機関は、不服申立てがあった場合、学識経験者などの第三者で構成する   

熊本市情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して決定又は

裁決を行います。 
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Ⅳ 個人情報保護制度の運用状況 

 

１ 開示請求件数及びその処理状況 

   平成１４年度から２５年度の開示請求の処理状況は、次のとおりです。 

 

                                （単位：件） 

 
開 示 

請 求 

件 数 

処  理  状  況 

開 示 

決 定 

一 部 

開 示 

決 定 

不開示 不存在 
存 否 

不回答 
取下げ 却下 

14 年度 １７ ４ ０ １ １２ ０ １ ０ 

15 年度 ５１ ２０ １０ ０ １８ ０ ３ ０ 

16 年度 ５２ ２８ １０ ０ １７ ０ ０ ０ 

17 年度 ９４ ４０ １４ ２ ３３ ０ ４ ２ 

18 年度 ６６ ３４ １０ １ ２１ ０ ０ １ 

19 年度 ７９ ４５ ９ ０ ２７ ０ ０ ０ 

20 年度 ８６ ４４ ２９ ０ １３ ０ ０ ０ 

21 年度 ７５ ３５ １９ １ ２２ ０ １ ０ 

22 年度 １０５ ４８ ３８ １ ２４ ０ ０ ０ 

23 年度 ８０ ３７ ３２ ０ １３ ０ ０ ０ 

24 年度 ６３ ３３ ２１ ２ １１ ０ ０ ０ 

25 年度 ９３ ３８ ３６ ５ ２７ ０ ０ ０ 

 

〔備考〕 

１ １件の開示請求に対し、複数の決定が為される場合があるため、開示請求

件数と処理件数とは、必ずしも一致しない。 

２ 一部開示決定とは、開示請求に係る文書等の一部について請求拒否の決定

をし、その他の部分について開示の決定をしたものをいう。 

３ 存否不回答とは、条例第１７条の規定により請求拒否の決定をしたものを

いう。 
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２ 実施機関別の処理状況 

  平成２５年度の実施機関別の処理状況は次のとおりです。平成２５年度における

実施機関別請求件数は、市長事務部局が７２件で最も多く、うち企画振興局が４０

件、次いで健康福祉子ども局が１６件となっています。 

 

 平成２５年度の実施機関別の開示請求件数及び処理状況 

（単位：件） 

実施機関 

開 示 

請 求 

件 数 

処    理    状    況 

開 示 

決 定 

一部開 

示決定 
不開示 不存在 

存否不

回答 
合 計 取下げ 却下 

市 

 

 

 

長 

総 務 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

企 画 振 興 局 40 12 8 2 20 0 42 0 0 

財 政 局 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

健康福祉子ども局 16 7 9 1 0 0 17 0 0 

環 境 局 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

農 水 商 工 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

観光文化交流局 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

都 市 建 設 局 3 1 1 0 1 0 3 0 0 

中 央 区 役 所 5 3 2 0 1 0 6 0 0 

東 区 役 所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

西 区 役 所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

南 区 役 所 4 2 2 0 0 0 4 0 0 

北 区 役 所 1 1 0 0 1 0 2 0 0 

会 計 総 室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

小 計 72 26 24 3 24 0 77 0 0 

教 育 委 員 会 8 6 5 1 3 0 15 0 0 

選 挙 管 理 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

人 事 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

監 査 委 員 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

農 業 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

固 定 資 産 評 価 

審 査 委 員 会 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

公 営 

企 業 

管理者 

交 通 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

上下水道局 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

病 院 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

消防長 消 防 局 11 5 6 1 0 0 12 0 0 

議 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合 計 93 38 36 5 27 0 106 0 0 
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３ 不服申立ての状況 

  平成２５年度の不服申立ての状況は、次のとおりです。 

             （単位：件） 

不服申立て件数 

処理状況 

決定済 裁決済 
審議会で 

審 議 中     

実施機関 

で検討中 
取下げ 

２５年度 

異議申立て １ ０  ０ １ ０ 

審 査 請 求 ０  ０ ０ ０ ０ 

合  計 １ ０ ０ ０ １ ０ 

 

４ 訂正請求の状況 

  平成２５年度における自己に関する個人情報の訂正請求は、ありません。 

 

 

５ 利用停止請求の状況 

  平成２５年度における個人情報の取扱いの違反に対する利用停止請求は、ありま

せん。 
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Ⅴ 熊本市情報公開・個人情報保護審議会の運営状況  

 

１ 開示請求等に対する不開示等の処分に対して不服がある場合は、行政不服審査

法に基づく不服申立てを行うことが出来ます。  

そこで、不服申立てが行われたとき、実施機関は、不服申立てを認容する場合

等を除き、第三者機関である熊本市情報公開・個人情報保護審議会に諮問を行い、

その答申を尊重し当該不服申立てに係る決定を行わなければなりません。この審

議会は、次の５人の有識者によって構成されます。  

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会委員名簿  

 （任期：平成２５年４月２７日～平成２７年４月２６日） 

役  職 氏  名 職  名  等 

会  長  江藤  孝 
 熊本大学名誉教授 

 志學館大学名誉教授  

会長職務代理者  高木 絹子  弁護士 

委  員  大江 正昭  熊本学園大学社会福祉学部教授 

委  員  馬場  啓  弁護士 

委  員  澤田 道夫  熊本県立大学総合管理学部准教授 

（平成２６年３月３１日現在） 
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 ２ 平成２５年度の情報公開・個人情報保護審議会への諮問は、合計８件で、うち、

情報公開制度に基づく諮問が７件、個人情報保護制度に基づく諮問が１件となっ

ています。 

平成２５年度の情報公開・個人情報保護審議会の開催は、合計１２回で、開催

状況は、次のとおりです。 

年  月  日 主 な 審 議 事 項 

平成２５年 ４月２６日 

平成２５年答申第１号(案)の審議及び答申（平成 23

年諮問第 5 号関係） 

平成２４年諮問第１号及び第２号の審議 

平成２５年 ５月２２日 平成２４年諮問第１号及び第２号の審議 

平成２５年 ６月２４日 平成２４年諮問第１号の審議 

平成２５年 ７月１７日 平成２４年諮問第１号の審議 

平成２５年 ８月 ７日 平成２４年諮問第１号の審議 

平成２５年 ９月 ４日 
平成２５年答申第２号(案)の審議（平成 24 年諮問第

1 号関係） 

平成２５年１０月１０日 
平成２５年答申第２号(案)の審議（平成 24 年諮問第

1 号関係） 

平成２５年１１月２０日 
平成２５年答申第２号(案)の審議（平成 24 年諮問第

1 号関係） 

平成２５年１２月 ９日 
平成２５年答申第２号(案)の審議及び答申（平成 24

年諮問第 1 号関係） 

平成２６年 １月１７日 平成２４年諮問第３号及び第４号の審議 

平成２６年 ２月１０日 
平成２６年答申第１号及び第２号(案)の審議（平成

24 年諮問第 3 号及び第 4 号関係） 

平成２６年 ３月２７日 
平成２６年答申第１号及び第２号(案)の審議（平成

24 年諮問第 3 号及び第 4 号関係） 
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す
る

熊
本

市
救

済
条

例
等

の
整

備
が

な
さ

れ
て

い
る

の
か

。
あ

れ
ば

、
こ

の
熊

本
市

条
例

等
、

ま
た

は
、

他
制

度
に

よ
り

救
済

す
る

制
度

が
あ

れ
ば

、
こ

の
事

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
5

4
/
1
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
4/

1

B
56

-2
9-

02
-0

1
B

56
-2

9-
02

-0
2

B
56

-2
9-

02
-0

3
B

56
-2

9-
02

-0
4

B
56

-2
9-

02
-0

5
道

路
位

置
指

定
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

B
56

-2
9-

02
-0

1、
B

56
-2

9-
02

-0
2、

B
56

-2
9-

02
-0

3、
B

56
-2

9-
02

-0
4、

B
56

-2
9-

02
-0

5 
道

路
位

置
指

定
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
3

4
/
8

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

21
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(1

04
工

区
)

の
金

入
り

設
計

書
、

工
種

明
細

表
の

下
位

代
価

の
う

ち
、

金
入

設
計

書
。

な
お

、
金

入
設

計
書

に
は

工
種

明
細

表
の

下
位

代
価

の
一

部
を

含
む

。
(科

目
内

訳
表

、
施

工
内

訳
表

の
う

ち
特

殊
施

工
単

価
に

係
る

も
の

)。

開
示

4
/
1
5

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

21
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(1

04
工

区
)

の
金

入
り

設
計

書
、

工
種

明
細

表
の

下
位

代
価

の
う

ち
、

工
種

明
細

表
の

下
位

代
価

(施
工

内
訳

表
の

う
ち

特
殊

施
工

単
価

以
外

の
も

の
)。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

4
/
1
5

7-
2

4/
1

平
成

22
年

度
に

熊
本

県
に

お
い

て
優

良
表

彰
さ

れ
ま

し
た

、
以

下
の

工
事

の
施

工
計

画
書

の
開

示
請

求
を

い
た

し
ま

す
。

･山
鹿

植
木

線
単

県
災

害
防

除
(自

然
債

)法
面

対
策

工
事

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

山
鹿

植
木

線
単

県
災

害
防

除
(自

然
債

)法
面

対
策

工
事

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
0

4
/
1
8

郵
送

8
4/

2

平
成

25
年

3月
13

日
開

札
一

般
県

道
 戸

島
熊

本
線

(水
前

寺
工

区
)電

線
類

地
中

化
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

戸
島

熊
本

線
(水

前
寺

工
区

)電
線

類
地

中
化

工
事

(金
入

設
計

書
)

開
示

4
/
4

4
/
1
6

9
4/

2
平

成
25

年
3月

15
日

開
札

熊
本

市
1工

区
舗

装
復

旧
工

事
[単

価
契

約
]

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

･熊
本

市
1工

区
舗

装
復

旧
工

事
〔単

価
契

約
〕

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

4
/
1
6

4
/
1
6

10
4/

2
熊

本
市

産
業

文
化

会
館

花
畑

町
別

館
2件

の
耐

震
診

断
報

告
書

都
市

建
設

局
営

繕
課

熊
本

市
産

業
文

化
会

館
お

よ
び

花
畑

町
別

館
の

耐
震

診
断

報
告

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
4
/
4

4
/
5

11
4/

2
道

路
判

定
05

年
50

3号
白

黒
と

ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 0
5年

50
3号

 白
黒

と
ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
3

4
/
1
0

12
4/

2
道

路
位

置
指

定
 第

H
24

-0
16

号
う

ち
位

置
指

定
書

、
計

画
図

(平
面

図
)の

み
(白

黒
で

)
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課
道

路
位

置
指

定
 第

H
24

-0
16

号
う

ち
位

置
指

定
書

、
計

画
図

(平
面

図
)の

み
(白

黒
で

)
開

示
4
/
3

4
/
5

13
4/

2

※
下

記
建

築
物

の
｢建

物
名

称
｣｢

所
在

地
｣｢

面
積

｣｢
階

数
｣

1)
50

,0
00

㎡
以

上
の

平
成

11
年

以
前

に
建

設
さ

れ
た

建
築

物 2)
15

階
以

上
か

つ
30

,0
00

㎡
以

上
の

平
成

11
年

以
前

に
建

設
さ

れ
た

建
築

物

消
防

局
総

務
課

次
に

該
当

す
る

建
築

物
の

名
称

、
所

在
地

、
面

積
、

階
数

･5
0,

00
0㎡

以
上

の
平

成
11

年
以

前
に

建
設

さ
れ

た
建

築
物 ･1

5階
以

上
か

つ
30

,0
00

㎡
以

上
の

平
成

11
年

以
前

に
建

設
さ

れ
た

建
築

物

開
示

4
/
1
5

4
/
2
2

郵
送

7
4/

1

工
事

番
号

12
80

02
1の

｢都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

21
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(1

04
工

区
)【

総
合

評
価

方
式

】｣
の

金
入

り
設

計
書

。
(当

初
分

)工
種

明
細

表
の

下
位

代
価

も
お

願
い

し
ま

す
。

C
D

-R
で

の
配

布
を

希
望

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

14
4/

3

平
成

25
年

3月
6日

開
札

都
市

計
画

事
業

 中
央

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(1

46
工

区
)

平
成

25
年

3月
8日

開
札

都
市

計
画

事
業

 坪
井

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

雨
水

貯
留

管
築

造
工

事
(1

40
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

中
央

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(1

46
工

区
)

都
市

計
画

事
業

坪
井

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

雨
水

貯
留

管
築

造
工

事
(1

40
工

区
)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
4
/
4

4
/
1
6

15
4/

3

｢北
区

植
木

町
広

住
小

道
公

民
館

付
近

φ
10

0･
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
｣(

変
更

契
約

分
)

上
記

工
事

の
金

入
り

内
訳

書
(工

種
明

細
表

及
び

科
目

内
訳

表
)

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
広

住
小

道
公

民
館

付
近

φ
10

0･
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
4
/
4

4
/
8

16
4/

3

平
成

24
年

度
採

用
試

験
(高

卒
程

度
)の

初
級

事
務

、
学

校
事

務
、

消
防

士
、

救
急

救
命

士
の

、
1次

合
格

最
低

点
、

2
次

合
格

最
低

点
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ
い

。
上

記
職

種
に

技
術

職
(土

木
)も

追
加

。
人

事
委

員
会

事
務

局

平
成

24
年

度
熊

本
市

職
員

採
用

試
験

(初
級

職
等

)に
係

る
文

書
次

の
職

種
の

第
1次

試
験

及
び

第
2次

試
験

の
合

格
者

最
低

点
事

務
職

、
学

校
事

務
職

、
技

術
職

(土
木

)初
級

消
防

職
、

初
級

消
防

職
(救

急
救

命
士

)

開
示

4
/
5

4
/
1
2

17
4/

3

熊
本

市
中

央
区

水
前

寺
3-

○
の

土
地

の
上

水
道

と
下

水
道

の
名

義
が

変
わ

っ
た

事
が

わ
か

る
書

類
上

下
水

道
局

給
排

水
設

備
課

熊
本

市
中

央
区

水
前

寺
3丁

目
○

番
の

給
水

装
置

及
び

排
水

設
備

工
事

に
関

す
る

○
○

○
○

様
名

以
外

で
申

請
等

が
な

さ
れ

て
い

る
文

書
及

び
上

下
水

道
局

の
発

送
又

は
内

部
文

書
。

｢給
水

管
栓

止
め

確
認

書
｣外

18
枚

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
4
/
1
7

4
/
1
8

18
4/

3

熊
本

市
発

注
の

下
記

工
事

の
金

額
入

り
工

事
内

訳
書

担
当

課
:都

市
建

設
局

 設
備

課
工

事
名

:豊
田

団
地

第
6期

I棟
(6

戸
)給

排
水

衛
生

設
備

工
事

都
市

建
設

局
設

備
課

豊
田

団
地

第
6期

I棟
(6

戸
)給

排
水

衛
生

設
備

工
事

 金
入

内
訳

書
開

示
4
/
9

4
/
1
2

19
4/

4
道

路
指

定
関

係
書

類
S5

7.
8.

25
 指

令
(計

建
)第

47
号

(指
令

書
、

図
面

の
み

)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

指
定

関
係

書
類

S5
7.

8.
25

 指
令

(計
建

)第
47

号
(指

令
書

、
図

面
の

み
)

開
示

4
/
5

20
4/

5

平
成

25
年

3月
13

日
開

札
市

道
 二

本
木

3丁
目

世
安

町
第

1号
電

線
類

地
中

化
工

事
(2

41
1工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･市
道

 二
本

木
3丁

目
世

安
町

第
1号

線
電

線
類

地
中

化
工

事
(2

41
1工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
1
5

4
/
1
9

21
4/

5

熊
本

市
大

窪
1丁

目
○

番
の

市
道

山
室

大
窪

第
1号

線
道

路
改

良
事

業
用

地
と

し
て

市
に

提
供

し
た

時
の

公
共

事
業

用
資

産
の

買
取

り
等

の
証

明
書

(○
○

○
○

分
)と

、
買

取
り

に
係

る
内

訳
が

わ
か

る
書

類
(木

の
種

類
、

本
数

等
の

明
細

が
わ

か
る

書
類

)

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

用
地

課

･収
用

証
明

書
･立

竹
木

調
査

表
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
7

4
/
1
9

22
4/

5

●
工

事
番

号
:1

20
17

43
●

工
事

名
国

道
26

6号
(出

仲
間

地
区

)電
線

共
同

溝
整

備
工

事
(そ

の
2)

【総
合

評
価

方
式

】
●

該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

国
道

26
6号

(出
仲

間
地

区
)電

線
共

同
溝

整
備

工
事

(そ
の

2) 金
入

設
計

書
開

示
4
/
1
0

4
/
2
2

郵
送

23
4/

8
位

置
指

定
道

路
図

面
昭

和
43

年
6月

6日
 熊

本
県

指
令

第
19

0号
位

置
指

定
書

、
平

面
図

の
み

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

図
面

昭
和

43
年

6月
6日

 熊
本

県
指

令
第

19
0号

位
置

指
定

書
、

平
面

図
の

み
開

示
4
/
9

4
/
2
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

24
4/

9

都
市

計
画

事
業

 東
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(E

-2
3)

築
造

工
事

(1
52

工
区

)
科

目
内

訳
、

施
工

内
訳

ま
で

お
願

い
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

東
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(E

-2
3)

築
造

工
事

(1
52

工
区

)
の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
1
2

4
/
2
5

閲
覧

25
4/

9
中

央
区

九
品

寺
6丁

目
か

ら
白

山
2丁

目
間

φ
60

0粍
配

水
管

布
設

工
事

(そ
の

2)
科

目
内

訳
、

施
工

内
訳

ま
で

お
願

い
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･中
央

区
九

品
寺

6丁
目

か
ら

白
山

2丁
目

間
φ

60
0粍

配
水

管
布

設
工

事
(そ

の
2)

上
記

工
事

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

4
/
2
2

4
/
2
5

閲
覧

26
4/

9

一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

島
崎

高
架

橋
下

部
工

工
事

科
目

内
訳

、
施

工
内

訳
ま

で
す

べ
て

お
願

い
し

ま
す

。
都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

島
崎

高
架

橋
下

部
工

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
4
/
1
6

4
/
2
5

閲
覧

27
4/

9

一
般

県
道

 戸
島

熊
本

線
(水

前
寺

工
区

)電
線

類
地

中
化

工
事

科
目

内
訳

、
施

工
内

訳
ま

で
す

べ
て

お
願

い
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

①
一

般
県

道
戸

島
熊

本
線

(水
前

寺
工

区
)電

線
類

地
中

化
工

事
金

入
り

設
計

書
開

示
4
/
1
2

4
/
2
5

28
4/

9

都
市

計
画

道
路

子
飼

新
大

江
線

道
路

改
築

外
工

事
科

目
内

訳
、

施
工

内
訳

ま
で

す
べ

て
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

②
都

市
計

画
道

路
子

飼
新

大
江

線
道

路
改

築
外

工
事

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
1
2

4
/
2
5

29
4/

9

平
成

24
年

度
管

理
道

路
境

界
確

定
及

び
側

溝
改

良
測

量
設

計
業

務
委

託 金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

平
成

24
年

度
管

理
道

路
境

界
確

定
及

び
側

溝
改

良
測

量
設

計
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
開

示
4
/
1
5

4
/
1
8

30
欠

番

31
4/

9

㈲
○

○
の

産
業

廃
棄

物
処

理
業

を
営

む
に

あ
た

っ
て

、
熊

本
市

の
認

可
を

得
て

い
る

は
ず

で
す

の
で

、
市

の
基

準
を

満
た

し
て

い
る

根
拠

と
な

る
資

料
及

び
そ

の
基

に
な

っ
て

い
る

市
の

基
準

が
明

記
さ

れ
て

い
る

文
書

環
境

局
ご

み
減

量
推

進
課

事
業

ご
み

対
策

室

㈲
○

○
の

産
業

廃
棄

物
処

理
業

許
可

申
請

資
料

及
び

熊
本

市
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

指
導

要
綱

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

5
号

　
審

議
、

検
討

に
関

す
る

情
報

4
/
2
3

4
/
2
4

32
4/

9

暫
E
-1

14
 道

路
判

定
書

受
付

台
帳

申
込

書
地

図
白

黒
又

は
ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

暫
E
-1

14
 道

路
判

定
書

受
付

台
帳

 申
込

書
 地

図
白

黒
又

は
ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

4
/
1
5

4
/
1
8

33
4/

9

(内
部

通
報

H
24

年
11

月
01

号
)

熊
本

市
動

植
物

園
の

ｿ
ﾞｳ

の
骨

格
標

本
づ

く
り

に
絡

む
公

金
の

不
適

正
利

用
の

通
報

に
つ

い
て

総
務

局
人

事
課

ｺ
ﾝ

ﾌ
ﾟﾗ

ｲ
ｱ

ﾝ
ｽ

推
進

室

内
部

通
報

 H
24

年
11

月
01

号
熊

本
市

動
植

物
園

の
ｿ
ﾞｳ

の
骨

格
標

本
づ

く
り

に
絡

む
公

金
の

不
適

正
利

用
の

通
報

に
つ

い
て

不
開

示
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
4
/
2
3

4
/
2
5

34
4/

10

位
置

指
定

道
路

関
す

る
ｺ
ﾋ
ﾟｰ

H
18

-0
05

№
1～

№
7

白
黒

又
は

ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

関
す

る
ｺ
ﾋ
ﾟｰ

H
18

-0
05

 N
o1

～
N

o7
白

黒
又

は
ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

4
/
1
5

4
/
1
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

35
4/

10

㈱
○

○
熊

本
市

北
区

植
木

広
住

○
-△

○
○

○
○

（許
可

証
番

号
）

㈱
○

○
熊

本
市

北
区

楠
野

町
○

-△
○

○
○

○
（許

可
証

番
号

）
2社

の
決

算
書

及
び

概
要

(2
2～

24
年

)

環
境

局
ご

み
減

量
推

進
課

㈱
○

○
熊

本
市

北
区

植
木

町
広

住
○

-△
○

○
○

○
（許

可
証

番
号

）
㈲

○
○

熊
本

市
北

区
楠

野
町

○
-△

○
○

○
○

（許
可

証
番

号
）

2社
の

決
算

書
及

び
概

要
(2

2～
24

年
)

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

4
/
1
8

36
4/

10

※
情

報
提

供
の

申
請

に
係

る
行

政
資

料
の

内
容

自
動

販
売

機
の

設
置

に
伴

う
喫

茶
営

業
許

可
申

請
ﾘｽ

ﾄ
(2

01
3年

3月
末

日
か

ら
過

去
5年

間
)

【内
容

】
営

業
所

の
屋

号
･住

所
･電

話
番

号
･申

請
者

(企
業

名
)･

契
約

期
間

C
D

で
可

能
で

あ
れ

ば

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

熊
本

市
内

に
お

け
る

自
動

販
売

機
の

設
置

に
伴

う
喫

茶
営

業
申

請
ﾘｽ

ﾄ
(2

01
3年

3月
末

日
か

ら
過

去
5年

間
に

許
可

を
受

け
た

も
の

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
住

所
、

営
業

所
電

話
番

号
、

申
請

者
名

、
許

可
期

間
※

廃
止

さ
れ

た
も

の
は

除
く

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
4月

15
日

開
示

4
/
1
5

4
/
1
9

37
4/

10
大

規
模

建
築

物
等

行
為

届
出

書
の

様
式

第
3号

(平
成

25
年

1月
11

日
～

2月
10

日
届

出
分

)
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
(様

式
第

3号
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
5

4
/
2
6

38
4/

10

平
成

24
年

10
月

17
日

開
札

市
道

 川
尻

町
下

無
田

第
1号

線
道

路
改

良
工

事
上

記
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･市
道

 川
尻

町
下

無
田

第
1号

線
道

路
改

良
工

事
の

設
計

変
更

後
の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
1
8

4
/
1
9

39
4/

11

行
政

書
士

･○
○

(住
所

:東
京

都
中

野
区

○
○

-○
-△

)お
よ

び
行

政
書

士
･○

○
(住

所
:東

京
都

清
瀬

市
○

○
-○

-
△

)に
よ

る
戸

籍
謄

本
･住

民
票

等
職

務
上

請
求

書
そ

れ
ぞ

れ
郵

便
請

求
に

係
る

も
の

企
画

振
興

局
区

政
推

進
課

行
政

書
士

･○
○

及
び

行
政

書
士

･○
○

に
よ

る
、

戸
籍

謄
本

･住
民

票
等

職
務

上
請

求
書

(郵
便

請
求

に
よ

る
も

の
に

限
る

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
5

5
/
8

40
4/

12
道

路
判

定
07

-2
17

全
て

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
、

白
黒

は
白

黒

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

07
-2

17
全

て
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
、

白
黒

は
白

黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
6

4
/
1
8

郵
送

41
4/

12

道
路

判
定

 1
2年

第
34

1号
に

関
す

る
書

類
･判

定
調

査
書

･地
図

(案
内

図
)

･道
路

調
査

書
･誓

約
書

･図
-1

･字
図

の
写

し
ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 1
2年

第
34

1号
に

関
す

る
書

類
･判

定
調

査
書

 ･
地

図
(案

内
図

) 
･道

路
調

査
書

 ･
誓

約
書

･図
-1

 ･
字

図
の

写
し

ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
6

7
/
1
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

42
4/

15

○
熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
･(

市
民

の
権

利
)第

5条
･(

市
民

の
責

務
)第

6条
･に

基
づ

き
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
1.

平
成

25
年

度
当

初
予

算
案

で
、

JR
熊

本
駅

･東
口

駅
前

広
場

整
備

に
1,

00
0万

円
計

上
し

た
と

あ
る

が
、

1)
現

在
の

暫
定

形
と

言
わ

れ
て

い
る

JR
東

口
広

場
を

ど
の

様
に

整
備

す
る

の
か

等
、

具
体

的
に

ど
の

様
な

作
業

に
、

こ
の

1,
00

0万
円

が
投

資
さ

れ
る

の
か

、
具

体
的

に
わ

か
る

件
名

ご
と

の
内

訳
･図

面
等

の
開

示
請

求
。

2)
在

来
線

高
架

ﾎ
ｰ

ﾑ
を

隠
す

為
の

｢武
者

返
し

の
壁

｣の
敷

地
面

積
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2.
熊

本
市

は
政

令
指

定
都

市
に

な
っ

た
の

で
、

熊
本

県
か

ら
東

口
駅

前
広

場
整

備
を

引
き

継
い

だ
と

聞
く

が
、

熊
本

県
の

整
備

計
画

で
は

現
在

の
暫

定
形

の
約

2倍
に

な
る

と
の

事
で

あ
っ

た
が

、
熊

本
市

発
信

の
諸

資
料

を
見

る
と

、
約

1.
7倍

に
な

る
と

の
事

で
あ

る
が

、
熊

本
県

の
整

備
計

画
と

の
誤

差
･変

更
･等

の
わ

か
る

具
体

的
対

比
資

料
等

･図
面

等
･(

含
む

ｶ
ﾗ
ｰ

)の
開

示
請

求
。

3.
｢日

本
一

乗
り

換
え

し
や

す
い

駅
｣を

目
指

し
た

整
備

を
行

う
と

の
案

と
聞

く
が

、
熊

本
県

の
計

画
で

は
、

他
交

通
機

関
へ

の
乗

り
換

え
場

所
･交

通
結

節
機

能
が

、
三

ヶ
所

に
分

散
し

た
図

面
と

な
っ

た
儘

で
あ

る
が

、
ど

の
様

な
｢日

本
一

乗
り

換
え

し
や

す
い

駅
｣と

す
る

の
か

、
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
更

に
、

JR
小

倉
駅

で
は

駅
舎

内
に

ﾓ
ﾉ
ﾚ
ｰ

ﾙ
の

発
着

場
が

あ
り

、
駅

舎
を

出
れ

ば
す

ぐ
目

の
前

に
ﾊ

ﾞｽ
発

着
場

が
あ

る
。

JR
長

崎
駅

前
は

二
重

層
の

構
造

の
駅

前
で

、
2

階
部

分
は

乗
降

客
の

歩
行

空
間

で
あ

り
東

西
南

北
に

移
動

が
可

能
で

あ
り

、
一

階
の

地
上

部
分

は
、

公
共

交
通

機
関

発
着

場
･ﾀ

ｸ
ｼ

ｰ
自

家
用

車
発

着
場

･と
な

っ
て

お
り

、
こ

の
情

態
の

駅
前

整
備

が
普

通
と

言
わ

れ
て

い
る

が
、

こ
れ

よ
り

遥
か

に
優

れ
た

｢日
本

一
乗

り
換

え
の

便
利

な
駅

｣と
す

る
整

備
計

画
が

ど
の

様
な

も
の

な
の

か
?の

具
体

的
に

現
在

の
日

本
国

内
で

実
働

稼
動

営
業

中
の

｢駅
前

｣と
対

比
の

わ
か

る
具

体
的

資
料

等
の

開
示

請
求

。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

1.
1)

現
在

の
暫

定
形

と
言

わ
れ

て
い

る
現

在
の

東
口

広
場

を
ど

の
様

に
整

備
す

る
の

か
等

、
具

体
的

に
ど

の
様

な
作

業
に

こ
の

1,
00

0万
円

が
投

資
さ

れ
る

の
か

具
体

的
に

わ
か

る
件

名
毎

の
内

訳
･図

面
等

(※
補

足
資

料
参

照
)

1.
2)

在
来

線
高

架
ﾎ

ｰ
ﾑ

を
隠

す
為

の
｢武

者
返

し
の

壁
｣の

敷
地

面
積

の
わ

か
る

資
料

等
2.

熊
本

県
の

整
備

計
画

と
の

誤
差

･変
更

等
の

わ
か

る
具

体
的

対
比

資
料

等
図

面
等

3.
ど

の
様

な
｢日

本
一

乗
り

換
え

し
や

す
い

駅
｣と

す
る

の
か

等
の

わ
か

る
資

料
等

具
体

的
に

現
在

の
日

本
国

内
で

実
働

稼
動

営
業

中
の

｢駅
前

｣と
対

比
の

わ
か

る
具

体
的

資
料

等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

4
/
2
6

5
/
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

43
4/

15

1.
平

成
25

年
度

当
初

予
算

案
で

、
JR

熊
本

駅
･東

口
駅

前
広

場
整

備
に

1,
00

0万
円

計
上

し
た

と
あ

る
が

、
1)

現
在

の
暫

定
形

と
言

わ
れ

て
い

る
J東

口
広

場
を

ど
の

様
に

整
備

す
る

の
か

等
、

具
体

的
に

ど
の

様
な

作
業

に
、

こ
の

1,
00

0万
円

を
投

資
さ

れ
る

の
か

、
具

体
的

に
わ

か
る

件
名

ご
と

の
内

訳
･図

面
等

の
開

示
請

求
。

2)
在

来
線

高
架

ﾎ
ｰ

ﾑ
を

隠
す

為
の

｢武
者

返
し

の
壁

｣の
敷

地
面

積
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2.
熊

本
県

の
整

備
計

画
と

の
誤

差
･変

更
等

の
わ

か
る

具
体

的
対

比
資

料
等

･図
面

等
(含

む
ｶ
ﾗ
ｰ

)の
開

示
請

求
。

3.
ど

の
様

な
｢日

本
一

乗
り

換
え

し
や

す
い

駅
｣と

す
る

の
か

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

更
に

、
｢日

本
一

乗
り

換
え

の
便

利
な

駅
｣と

す
る

整
備

計
画

が
ど

の
様

な
も

の
な

の
か

、
具

体
的

に
現

在
の

日
本

国
内

で
実

働
稼

動
営

業
中

の
｢駅

前
｣と

の
対

比
の

わ
か

る
具

体
的

資
料

等
の

開
示

請
求

。

都
市

建
設

局
都

市
政

策
課

1.
1)

現
在

の
暫

定
形

と
言

わ
れ

て
い

る
現

在
の

東
口

広
場

を
ど

の
様

に
整

備
す

る
の

か
等

、
具

体
的

に
ど

の
様

な
作

業
に

こ
の

1,
00

0万
円

が
投

資
さ

れ
る

の
か

具
体

的
に

わ
か

る
件

名
毎

の
内

訳
･図

面
等

1.
2)

在
来

線
高

架
ﾎ

ｰ
ﾑ

を
隠

す
為

の
｢武

者
返

し
の

壁
｣の

敷
地

面
積

の
わ

か
る

資
料

等
2.

熊
本

県
の

整
備

計
画

と
の

誤
差

･変
更

等
の

わ
か

る
具

体
的

対
比

資
料

等
図

面
等

3.
ど

の
様

な
｢日

本
一

乗
り

換
え

し
や

す
い

駅
｣と

す
る

の
か

等
の

わ
か

る
資

料
等

具
体

的
に

現
在

の
日

本
国

内
で

実
働

稼
動

営
業

中
の

｢駅
前

｣と
対

比
の

わ
か

る
具

体
的

資
料

等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

4
/
2
6

5
/
1

○
熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
･(

市
民

の
権

利
)第

5条
･(

市
民

の
責

務
)第

6条
･に

基
づ

き
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
平

成
25

年
当

初
予

算
計

上
の

中
に

、
｢J

R
熊

本
駅

･川
尻

駅
間

新
駅

整
備

｣の
項

目
と

し
て

10
,8

00
万

円
計

上
さ

れ
て

い
る

が
、

1.
こ

の
投

資
額

の
何

に
投

資
す

る
の

か
具

体
的

項
目

･件
名

毎
の

金
額

等
の

開
示

請
求

。

開
示

4
/
2
6

5
/
1

○
熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
･(

市
民

の
権

利
)第

5条
･(

市
民

の
責

務
)第

6条
･に

基
づ

き
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
平

成
25

年
度

当
初

予
算

計
上

の
中

に
、

｢J
R
熊

本
駅

･川
尻

駅
間

新
駅

整
備

｣の
項

目
と

し
て

10
,8

00
万

円
計

上
さ

れ
て

い
る

が
、

1.
こ

の
投

資
額

の
何

に
投

資
す

る
の

か
具

体
的

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

表
等

の
開

示
請

求
。

2.
JR

九
州

と
熊

本
市

と
の

協
定

書
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
書

。
3.

熊
本

市
公

共
事

業
等

環
境

配
慮

指
針

･等
の

条
例

が
あ

る
が

、
周

辺
の

環
境

影
響

調
査

説
明

責
務

は
、

こ
の

事
業

に
対

し
て

行
う

の
か

･否
か

･の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
｢否

｣の
場

合
は

、
何

故
｢否

｣な
の

か
の

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

4
/
2
6

44
4/

15

○
熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
･(

市
民

の
権

利
)第

5条
･(

市
民

の
責

務
)第

6条
･に

基
づ

き
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
平

成
25

年
度

当
初

予
算

計
上

の
中

に
、

｢J
R
熊

本
駅

･川
尻

駅
間

新
駅

整
備

｣の
項

目
と

し
て

、
10

,8
00

万
円

計
上

さ
れ

て
い

る
が

、
1.

こ
の

投
資

額
の

何
に

投
資

す
る

の
か

、
具

体
的

項
目

･件
名

毎
の

金
額

等
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等
の

開
示

請
求

。
2.

JR
九

州
と

熊
本

市
の

協
定

書
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
書

。
3.

熊
本

市
公

共
事

業
等

環
境

配
慮

指
針

･等
の

条
例

が
あ

る
が

、
周

辺
へ

の
環

境
影

響
調

査
説

明
責

務
は

、
こ

の
事

業
に

対
し

て
行

う
の

か
･否

か
･の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

｢否
｣の

場
合

は
、

な
ぜ

｢否
｣な

の
か

の
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

45
4/

15

○
熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
･(

市
民

の
権

利
)第

5条
･(

市
民

の
責

務
)第

6条
･に

基
づ

き
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
平

成
25

年
度

当
初

予
算

計
上

の
中

に
、

｢J
R
熊

本
駅

･川
尻

駅
間

新
駅

整
備

｣の
項

目
と

し
て

、
10

,8
00

万
円

計
上

さ
れ

て
い

る
が

、
1.

こ
の

投
資

額
の

何
に

投
資

す
る

の
か

、
具

体
的

項
目

･件
名

毎
の

金
額

等
･ｽ

ｹ
ｼ

ﾞｭ
ｰ

ﾙ
等

の
開

示
請

求
。

2.
JR

九
州

と
熊

本
市

の
協

定
書

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

書
。

3.
熊

本
市

公
共

事
業

等
環

境
配

慮
指

針
･等

の
条

例
が

あ
る

が
、

周
辺

へ
の

環
境

影
響

調
査

説
明

責
務

は
、

こ
の

事
業

に
対

し
て

行
う

の
か

･否
か

･の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
｢否

｣の
場

合
は

、
な

ぜ
｢否

｣な
の

か
の

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

平
成

25
年

度
当

初
予

算
計

上
額

の
う

ち
、

｢熊
本

駅
･川

尻
駅

間
新

駅
整

備
｣項

目
と

し
て

10
,8

00
千

円
計

上
さ

れ
て

い
る

こ
と

に
関

し
て

①
投

資
額

の
具

体
的

項
目

･件
名

毎
の

金
額

等
、

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

表
等

②
JR

九
州

と
熊

本
市

の
協

定
書

の
分

か
る

資
料

等
③

当
該

事
業

が
、

熊
本

市
公

共
事

業
等

環
境

配
慮

指
針

等
の

条
例

に
照

ら
し

、
周

辺
へ

の
環

境
影

響
調

査
説

明
の

責
務

を
果

た
す

か
否

か
が

分
か

る
資

料
。

｢否
｣の

場
合

は
、

そ
の

法
的

根
拠

の
分

か
る

資
料

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

4
/
1
8

5
/
1

46
4/

15
旅

館
業

変
更

届
一

式
○

○
分

H
22

.頃

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

22
年

度
提

出
の

○
○

(旧
名

称
:○

○
)の

変
更

及
び

添
付

書
類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

5
/
1

6
/
1
3

47
4/

15

20
12

年
12

月
か

ら
最

近
ま

で
の

路
上

等
で

の
動

物
の

死
体

処
理

に
関

わ
る

連
絡

が
来

た
日

時
と

場
所

を
で

き
る

だ
け

詳
し

く
知

り
た

い
。

(中
央

区
役

所
ま

ち
づ

く
り

推
進

課
対

応
分

)

中
央

区
役

所
ま

ち
づ

く
り

推
進

課

20
12

年
12

月
か

ら
最

近
ま

で
の

路
上

等
で

の
動

物
の

死
体

処
理

に
関

わ
る

連
絡

が
来

た
日

時
と

場
所

が
わ

か
る

資
料

(中
央

区
ま

ち
づ

く
り

推
進

課
受

付
分

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
7

4
/
2
4

48
4/

15
20

12
年

12
月

か
ら

最
近

ま
で

の
路

上
等

で
の

動
物

の
死

体
処

理
に

関
わ

る
連

絡
が

来
た

日
時

と
場

所
を

で
き

る
だ

け
詳

し
く

知
り

た
い

。
(ご

み
ｾ

ﾞﾛ
ｺ
ｰ

ﾙ
対

応
分

)

環
境

局
廃

棄
物

計
画

課

20
12

年
12

月
か

ら
最

近
ま

で
の

路
上

等
で

の
動

物
の

死
体

処
理

に
関

わ
る

連
絡

が
来

た
日

時
と

場
所

を
で

き
る

だ
け

詳
し

く
知

り
た

い
(ご

み
ｾ

ﾞﾛ
ｺ
ｰ

ﾙ
対

応
分

)。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
4

4
/
2
4

49
4/

16

平
成

25
年

3月
6日

開
札

都
市

計
画

事
業

 中
央

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(1
45

工
区

)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

中
央

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(1
45

工
区

)
の

金
入

設
計

書

開
示

4
/
1
8

4
/
2
2

50
4/

16

熊
本

市
に

お
け

る
食

品
衛

生
法

に
基

づ
く

許
可

業
種

全
て

の
施

設
店

名
、

店
住

所
、

店
電

話
番

号
、

申
請

者
名

(申
請

者
が

法
人

の
場

合
は

･法
人

住
所

･法
人

電
話

番
号

･法
人

代
表

者
名

)、
許

可
日

、
許

可
満

了
日

、
業

種
但

し
、

廃
業

し
て

い
る

施
設

は
除

く
※

20
11

/1
/1

～
20

13
/3

/3
1に

新
規

で
許

可
を

受
け

た
施

設
全

て
C

D
-R

郵
送

希
望

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

熊
本

市
に

お
け

る
食

品
衛

生
法

に
基

づ
く

許
可

業
種

全
て

の
施

設
(2

01
1年

1月
1日

～
20

13
年

3月
31

日
の

間
に

新
規

で
許

可
を

受
け

た
施

設
全

て
)

項
目

:屋
号

、
営

業
所

住
所

、
営

業
所

電
話

番
号

、
申

請
者

名
(申

請
者

が
法

人
の

場
合

は
、

法
人

住
所

、
法

人
電

話
番

号
、

法
人

代
表

者
名

)、
許

可
日

、
許

可
満

了
日

、
業

種
※

廃
止

さ
れ

た
も

の
は

除
く

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
4月

18
日

開
示

4
/
2
2

4
/
3
0

郵
送

51
4/

17

熊
本

市
横

手
2丁

目
○

番
.平

成
15

年
1月

24
日

決
裁

の
市

道
の

立
会

資
料

熊
本

市
横

手
2丁

目
○

番
△

.平
成

16
年

1月
18

日
決

済
の

市
道

の
立

会
資

料
ｶ
ﾗ
ｰ

の
資

料
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

市
道

境
界

立
会

に
関

す
る

文
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
5

5
/
2

-23-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

52
4/

18
平

成
25

年
1月

1日
か

ら
平

成
25

年
3月

31
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
不

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
企

画
振

興
局

区
政

推
進

課

平
成

25
年

1月
1日

か
ら

平
成

25
年

3月
31

日
ま

で
の

住
居

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
4

4
/
3
0

郵
送

53
4/

18

建
築

指
導

課
に

お
け

る
道

路
判

定
資

料
(H

11
年

度
.9

9-
09

6)
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

〃
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(1
2
-2

69
)

ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

建
築

指
導

課
に

お
け

る
道

路
判

定
資

料
(H

11
年

度
.9

9
-

09
6)

建
築

指
導

課
に

お
け

る
道

路
判

定
資

料
(1

2-
26

9)
ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
9

4
/
1
9

熊
本

都
市

計
画

事
業

復
興

土
地

区
画

整
理

事
業

第
一

地
区

に
伴

う
河

原
町

2-
○

,2
-○

,2
-○

,2
-○

の
精

算
金

に
関

す
る

書
類 1.

振
込

金
、

振
込

み
口

座
を

証
す

る
書

類
2.

支
払

い
領

収
書

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

4
/
3
0

5
/
2

熊
本

都
市

計
画

事
業

復
興

土
地

区
画

整
理

事
業

第
一

地
区

の
施

行
に

伴
う

河
原

町
2-

○
,2

-○
,2

-○
,2

-○
に

関
す

る
各

筆
各

権
利

別
精

算
金

明
細

書

開
示

4
/
3
0

55
4/

23

位
置

指
定

道
路

図
面

(関
係

書
類

す
べ

て
)ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
昭

和
50

年
12

月
16

日
 第

84
号

昭
和

51
年

7月
21

日
 第

41
号

昭
和

38
年

8月
26

日
 第

60
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

図
面

(関
係

書
類

す
べ

て
)ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
昭

和
50

年
12

月
16

日
 第

84
号

昭
和

51
年

7月
21

日
 第

41
号

昭
和

38
年

8月
26

日
 第

60
号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
5

4
/
2
6

56
4/

23

現
在

㈱
○

○
を

相
手

に
民

事
裁

判
中

(医
療

法
人

○
○

)
○

○
の

開
設

に
関

す
る

一
連

の
書

類
①

熊
本

市
○

区
○

○
-△

-×
 ○

○
ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ

平
成

○
年

○
月

○
日

 市
に

届
出

、
開

設
②

熊
本

市
○

区
○

○
-△

-×
 ○

○
ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ

(2
件

の
医

療
設

備
、

建
物

の
設

計
図

等
々

)関
す

る
書

類
開

設
年

月
、

日
、

住
所

、
2件

共
存

在
し

な
い

健
康

福
祉

子
ど

も
局

医
療

政
策

課

○
○

の
開

設
に

関
す

る
一

連
の

書
類

①
熊

本
市

○
区

○
○

丁
目

△
-×

 の
施

設
に

関
す

る
開

設
関

係
書

類
等

②
熊

本
市

○
区

○
○

-△
-×

 の
施

設
に

関
す

る
開

設
関

係
書

類
等

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

5
/
7

5
/
1
0

57
4/

23

専
用

水
道

の
配

管
図

(○
○

病
院

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

熊
本

市
専

用
水

道
事

務
取

扱
要

綱
第

10
条

に
規

定
す

る
専

用
水

道
設

置
届

出
(第

8号
様

式
)に

伴
い

関
係

書
類

と
し

て
提

出
さ

れ
た

下
記

施
設

の
配

管
図

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
記

施
設

名
称

:○
○

病
院

施
設

所
在

地
:熊

本
市

北
区

○
○

丁
目

△
-×

開
示

4
/
3
0

5
/
2

58
4/

25
熊

本
市

役
所

を
平

成
25

年
3月

31
日

に
退

職
し

た
臨

時
職

員
の

｢離
職

票
｣発

行
に

関
す

る
決

裁
書

類
等

総
務

局
人

事
課

熊
本

市
役

所
を

平
成

25
年

3月
31

日
に

退
職

し
た

臨
時

職
員

の
｢離

職
票

｣発
行

に
関

す
る

決
済

書
類

等
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

5
/
9

5
/
1
0

54
4/

18

熊
本

都
市

計
画

事
業

復
興

土
地

区
画

整
理

事
業

第
一

地
区

に
伴

う
河

原
町

2-
○

、
2-

○
、

2-
○

、
2-

○
の

清
算

金
に

関
す

る
書

類
1.

振
込

金
、

振
込

口
座

を
証

す
る

書
類

2.
支

払
い

領
収

書
3.

各
筆

、
各

権
利

別
精

算
金

明
細

書

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

-24-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

59
4/

25

■
東

部
地

区
(6

工
区

)公
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
■

東
部

地
区

(4
工

区
)公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
東

部
地

区
(2

工
区

)公
園

管
理

業
務

委
託

【単
価

契
約

】
の

金
入

り
設

計
書

■
東

部
地

区
(4

工
区

)公
園

管
理

業
務

委
託

【単
価

契
約

】
の

金
入

り
設

計
書

■
東

部
地

区
(1

工
区

)公
園

管
理

業
務

委
託

【単
価

契
約

】
の

金
入

り
設

計
書

■
東

部
地

区
(3

工
区

)公
園

管
理

業
務

委
託

【単
価

契
約

】
の

金
入

り
設

計
書

■
東

部
地

区
(3

工
区

)公
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
■

東
部

地
区

(7
工

区
)公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
東

部
地

区
(2

工
区

)公
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
■

東
部

地
区

(1
工

区
)公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
東

部
地

区
(5

工
区

)公
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

〈件
名

〉
東

部
地

区
(1

工
区

)公
園

管
理

業
務

委
託

【単
価

契
約

】
の

金
入

り
設

計
書

東
部

地
区

(2
工

区
)公

園
管

理
業

務
委

託
【単

価
契

約
】
の

金
入

り
設

計
書

東
部

地
区

(3
工

区
)公

園
管

理
業

務
委

託
【単

価
契

約
】
の

金
入

り
設

計
書

東
部

地
区

(4
工

区
)公

園
管

理
業

務
委

託
【単

価
契

約
】
の

金
入

り
設

計
書

東
部

地
区

(1
工

区
)公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書 東

部
地

区
(2

工
区

)公
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書 東
部

地
区

(3
工

区
)公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書 東

部
地

区
(4

工
区

)公
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書 東
部

地
区

(5
工

区
)公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書 東

部
地

区
(6

工
区

)公
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書 東
部

地
区

(7
工

区
)公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
2

5
/
1
3

60
4/

25

■
東

部
地

区
(3

工
区

)市
道

等
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
■

東
部

地
区

(1
工

区
)市

道
等

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
東

部
地

区
(4

工
区

)市
道

等
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
■

東
部

地
区

(2
工

区
)市

道
等

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
東

部
地

区
(1

工
区

)国
県

道
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
■

東
部

地
区

(5
工

区
)市

道
等

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
東

部
地

区
(4

工
区

)国
県

道
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
■

東
部

地
区

(3
工

区
)国

県
道

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
東

部
地

区
(2

工
区

)国
県

道
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

･東
部

地
区

(3
工

区
)市

道
等

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

･東
部

地
区

(1
工

区
)市

道
等

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

･東
部

地
区

(4
工

区
)市

道
等

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

･東
部

地
区

(2
工

区
)市

道
等

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

･東
部

地
区

(1
工

区
)国

県
道

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

･東
部

地
区

(5
工

区
)市

道
等

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

･東
部

地
区

(4
工

区
)国

県
道

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

･東
部

地
区

(3
工

区
)国

県
道

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

･東
部

地
区

(2
工

区
)国

県
道

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
7

5
/
1
3

-25-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

61
4/

25

■
西

部
地

区
(1

工
区

)公
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
■

西
部

地
区

(4
工

区
)公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
西

部
地

区
(7

工
区

)公
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
■

西
部

地
区

(2
工

区
)公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
西

部
地

区
(6

工
区

)公
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
■

西
部

地
区

(8
工

区
)公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
西

部
地

区
(5

工
区

)公
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
■

西
部

地
区

(3
工

区
)公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
西

部
地

区
(1

工
区

)公
園

管
理

業
務

委
託

【単
価

契
約

】
の

金
入

り
設

計
書

■
西

部
地

区
(2

工
区

)公
園

管
理

業
務

委
託

【単
価

契
約

】
の

金
入

り
設

計
書

■
西

部
地

区
(3

工
区

)公
園

管
理

業
務

委
託

【単
価

契
約

】
の

金
入

り
設

計
書

■
西

部
地

区
(4

工
区

)公
園

管
理

業
務

委
託

【単
価

契
約

】
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

西
部

地
区

(1
工

区
)公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

設
計

書
西

部
地

区
(2

工
区

)公
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
設

計
書

西
部

地
区

(3
工

区
)公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

設
計

書
西

部
地

区
(4

工
区

)公
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
設

計
書

西
部

地
区

(5
工

区
)公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

設
計

書
西

部
地

区
(6

工
区

)公
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
設

計
書

西
部

地
区

(7
工

区
)公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

設
計

書
西

部
地

区
(8

工
区

)公
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
設

計
書

西
部

地
区

(1
工

区
)公

園
管

理
業

務
委

託
【単

価
契

約
】
の

金
入

設
計

書
西

部
地

区
(2

工
区

)公
園

管
理

業
務

委
託

【単
価

契
約

】
の

金
入

設
計

書
西

部
地

区
(3

工
区

)公
園

管
理

業
務

委
託

【単
価

契
約

】
の

金
入

設
計

書
西

部
地

区
(4

工
区

)公
園

管
理

業
務

委
託

【単
価

契
約

】
の

金
入

設
計

書

開
示

5
/
9

5
/
1
3

62
4/

25

■
西

部
地

区
(2

工
区

)国
県

道
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
■

西
部

地
区

(1
工

区
)国

県
道

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
西

部
地

区
(3

工
区

)国
県

道
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
■

西
部

地
区

(4
工

区
)市

道
等

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
西

部
地

区
(1

工
区

)市
道

等
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
■

西
部

地
区

(2
工

区
)市

道
等

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
西

部
地

区
(3

工
区

)市
道

等
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
■

西
部

地
区

(4
工

区
)国

県
道

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

西
部

地
区

(1
工

区
)国

県
道

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
西

部
地

区
(2

工
区

)国
県

道
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

西
部

地
区

(3
工

区
)国

県
道

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
西

部
地

区
(4

工
区

)国
県

道
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

西
部

地
区

(1
工

区
)市

道
等

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
西

部
地

区
(2

工
区

)市
道

等
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

西
部

地
区

(3
工

区
)市

道
等

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
西

部
地

区
(4

工
区

)市
道

等
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
8

5
/
1
3

-26-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

63
4/

25

■
北

部
地

区
(6

工
区

)公
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
■

北
部

地
区

(5
工

区
)公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
北

部
地

区
(2

工
区

)公
園

除
草

業
務

委
託

【単
価

契
約

】
の

金
入

り
設

計
書

■
北

部
地

区
(1

工
区

)公
園

除
草

業
務

委
託

【単
価

契
約

】
の

金
入

り
設

計
書

■
北

部
地

区
(2

工
区

)公
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
■

北
部

地
区

(4
工

区
)公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
北

部
地

区
(1

工
区

)公
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
■

八
景

水
谷

公
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

北
部

地
区

(6
工

区
)公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書 北

部
地

区
(5

工
区

)公
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書 北
部

地
区

(2
工

区
)公

園
管

理
業

務
委

託
【単

価
契

約
】
の

金
入

り
設

計
書

北
部

地
区

(1
工

区
)公

園
管

理
業

務
委

託
【単

価
契

約
】
の

金
入

り
設

計
書

北
部

地
区

(2
工

区
)公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書 北

部
地

区
(4

工
区

)公
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書 北
部

地
区

(1
工

区
)公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書 八

景
水

谷
公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
3
0

5
/
1
3

64
4/

25

■
北

部
地

区
(1

工
区

)市
道

等
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
■

北
部

地
区

(3
工

区
)国

県
道

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
北

部
地

区
(1

工
区

)国
県

道
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
■

北
部

地
区

(2
工

区
)国

県
道

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
北

部
地

区
(2

工
区

)市
道

等
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
■

北
部

地
区

(4
工

区
)国

県
道

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

北
部

地
区

(1
工

区
)市

道
等

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
北

部
地

区
(2

工
区

)市
道

等
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

北
部

地
区

(1
工

区
)国

県
道

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
北

部
地

区
(2

工
区

)国
県

道
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

北
部

地
区

(3
工

区
)国

県
道

街
路

樹
管

理
業

務
委

託
北

部
地

区
(4

工
区

)国
県

道
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

以
上

、
6件

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
7

5
/
1
3

65
4/

25

■
熊

本
城

樹
木

等
管

理
業

務
委

託
【単

価
契

約
】の

金
入

設
計

書
観

光
文

化
交

流
局

熊
本

城
総

合
事

務
所

熊
本

城
樹

木
等

管
理

業
務

委
託

【単
価

契
約

】の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
7

5
/
1
3

66
4/

25

■
緑

の
じ

ゅ
う

た
ん

管
理

(郵
政

局
前

交
差

点
～

花
畑

別
館

前
)業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
緑

の
じ

ゅ
う

た
ん

管
理

(郵
政

局
前

交
差

点
～

水
道

町
電

停
)業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
緑

の
じ

ゅ
う

た
ん

管
理

(熊
本

駅
前

電
停

～
田

崎
橋

電
停

)業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書

環
境

局
緑

保
全

課

･緑
の

じ
ゅ

う
た

ん
管

理
(郵

政
局

前
交

差
点

～
花

畑
別

館
前

)業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
･緑

の
じ

ゅ
う

た
ん

管
理

(郵
政

局
前

交
差

点
～

水
道

町
電

停
)業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

･緑
の

じ
ゅ

う
た

ん
管

理
(熊

本
駅

前
電

停
～

田
崎

橋
電

停
)

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書

開
示

5
/
9

5
/
1
3

67
4/

26

道
路

判
定

の
書

類
平

成
19

年
-0

25
道

路
位

置
廃

止
書

の
写

し
･写

し
(鏡

)
･土

地
利

用
計

画
平

面
図

･確
定

測
量

図
･公

図
黒

又
は

ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

の
書

類
平

成
19

年
-0

25
道

路
位

置
廃

止
書

の
写

し
･写

し
(鏡

)
･土

地
利

用
計

画
平

面
図

･確
定

測
量

図
･公

図
黒

又
は

ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

5
/
1

5
/
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

68
4/

30

別
紙

添
付

に
よ

る
。

5件
す

べ
て

の
金

入
り

設
計

書
一

式
(鏡

か
ら

参
考

資
料

ま
で

)
1 

12
01

75
8 

橋
梁

 平
成

25
年

3月
13

日
 白

藤
跨

線
橋

橋
梁

補
修

工
事

4 
12

01
34

8 
橋

梁
 平

成
24

年
12

月
27

日
 新

四
方

池
橋

外
1橋

橋
梁

補
修

工
事

4の
分

に
つ

い
て

は
、

当
初

及
び

変
更

契
約

後
の

も
必

要

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･白
藤

跨
線

橋
橋

梁
補

修
工

事
 金

入
り

設
計

書
(当

初
)

･新
四

方
池

橋
外

1橋
橋

梁
補

修
工

事
 金

入
り

設
計

書
(当

初
･変

更
)

開
示

5
/
7

5
/
1
0

69
4/

30

別
紙

添
付

に
よ

る
。

5件
す

べ
て

の
金

入
り

設
計

書
一

式
(鏡

か
ら

参
考

資
料

ま
で

)
3 

12
01

49
1 

橋
梁

 平
成

25
年

1月
25

日
 主

要
地

方
道

熊
本

嘉
島

線
(川

尻
宇

土
3号

橋
)橋

梁
(補

修
)工

事
3の

分
に

つ
い

て
は

、
当

初
及

び
変

更
契

約
後

の
も

必
要

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

25
年

1月
25

日
開

札
･平

成
24

年
度

 主
要

地
方

道
熊

本
嘉

島
線

(川
尻

宇
土

3
号

橋
)橋

梁
(補

修
)工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
開

示
5
/
7

5
/
1
0

70
4/

30

別
紙

添
付

に
よ

る
。

5件
す

べ
て

の
金

入
り

設
計

書
一

式
(鏡

か
ら

参
考

資
料

ま
で

)
2 

12
01

55
3 

橋
梁

 平
成

25
年

2月
14

日
 市

道
河

内
第

1号
線

(古
閑

前
橋

)橋
梁

補
修

工
事

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
内

分
室

平
成

25
年

2月
14

日
入

札
市

道
河

内
第

1号
線

(古
閑

前
橋

)橋
梁

補
修

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

5
/
2

5
/
1
0

71
4/

30

別
紙

添
付

に
よ

る
。

5件
す

べ
て

の
金

入
り

設
計

書
一

式
(鏡

か
ら

参
考

資
料

ま
で

)
5 

12
00

84
9 

橋
梁

 平
成

24
年

10
月

17
日

 市
道

池
田

4丁
目

釜
尾

町
第

1号
線

(釜
尾

橋
)橋

梁
補

修
工

事
5の

分
に

つ
い

て
は

、
当

初
及

び
変

更
契

約
後

の
も

必
要

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

市
道

 池
田

4丁
目

釜
尾

町
第

1号
線

(釜
尾

橋
)橋

梁
補

修
工

事
金

入
り

設
計

書
(当

初
及

び
第

1回
変

更
分

)
開

示
5
/
2

5
/
1
0

72
4/

30
道

路
位

置
指

定
の

図
面

昭
和

45
年

12
月

4日
 熊

本
県

指
令

第
29

6号
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

位
置

指
定

の
図

面
昭

和
45

年
12

月
4日

 熊
本

県
指

令
第

29
6号

ｶ
ﾗ
ｰ

又
は

白
黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
1

5
/
1
0

73
4/

30

平
成

25
年

4月
30

日
付

で
契

約
し

た
、

熊
本

市
上

下
水

道
局

発
注

の
｢都

市
計

画
事

業
 中

央
汚

水
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

01
工

区
)｣

の
金

入
り

設
計

書
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

中
央

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
01

工
区

)
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
7

5
/
1
0

74
4/

30

･秋
田

配
水

場
電

気
防

食
設

備
(外

部
電

源
)設

置
工

事
に

関
す

る
金

入
り

設
計

書
･秋

田
配

水
場

内
外

電
装

置
(ﾏ

ｸ
ﾛ
ｾ

ﾙ
対

策
)設

置
工

事
に

関
す

る
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

･秋
田

配
水

場
電

気
防

食
設

備
(外

部
電

源
)設

置
工

事
･秋

田
配

水
場

内
外

電
装

置
(ﾏ

ｸ
ﾛ
ｾ

ﾙ
対

策
)設

置
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
5
/
8

5
/
1
7

郵
送

75
5/

1

平
成

25
年

4月
19

日
開

札
熊

本
市

上
下

水
道

局
発

注
の

件
名

 (
海

底
構

造
物

(攪
拌

ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
)設

置
工

事
の

金
入

り
設

計
書

の
開

示
請

求
を

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
計

画
調

整
課

平
成

25
年

度
 海

底
構

造
物

(攪
拌

ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
)設

置
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

76
5/

1

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

25
年

4月
30

日
ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

飲
食

店
の

一
覧

表
(食

品
営

業
許

可
台

帳
)

※
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･申

請
者

氏
名

･業
種

･営
業

所
電

話
番

号
･許

可
年

月
日

･許
可

満
了

日
等

に
つ

い
て

の
資

料
一

覧
表

(自
動

販
売

機
･露

店
営

業
･ｺ

ﾝ
ﾋ
ﾞﾆ

ｴ
ﾝ

ｽ
ｽ
ﾄｱ

･惣
菜

販
売

･
弁

当
屋

を
除

く
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

4月
1日

～
平

成
25

年
4月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

露
店

営
業

、
ｺ
ﾝ

ﾋ
ﾞﾆ

ｴ
ﾝ

ｽ
ｽ
ﾄｱ

、
惣

菜
販

売
、

弁
当

屋
を

除
く

) 
計

90
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

申
請

者
氏

名
、

業
種

、
許

可
年

月
日

、
許

可
満

了
日

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
5月

7日
 1

0:
00

開
示

5
/
9

5
/
1
6

郵
送

77
5/

1

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【地
域

】熊
本

市
内

全
域

【対
象

】飲
食

店
営

業
(H

25
年

4月
1日

～
H

25
年

4月
30

日
の

新
規

営
業

許
可

)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【内
容

】･
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･営
業

者
氏

名
･初

許
可

年
月

日
･業

種
詳

細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

4月
1日

～
平

成
25

年
4月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

移
動

店
舗

、
臨

時
営

業
及

び
露

店
を

除
く

) 
計

10
0件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

営
業

者
氏

名
、

初
許

可
年

月
日

、
業

種
詳

細
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

25
年

5月
7日

　
10

:0
0

開
示

5
/
9

5
/
1
7

郵
送

78
5/

1

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

25
年

4月
30

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
、

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

4月
1日

～
平

成
25

年
4月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

) 
計

10
0件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

25
年

5月
7日

 1
0:

00

開
示

5
/
9

5
/
2
0

郵
送

79
5/

1

○
平

成
23

年
3月

8日
受

付
･第

57
号

･｢
文

書
等

開
示

請
求

拒
否

決
定

に
対

す
る

異
議

申
立

書
｣に

対
し

て
、

熊
本

市
長

が
｢熊

本
市

情
報

公
開

･個
人

情
報

保
護

審
議

会
｣に

対
し

て
｢諮

問
｣し

た
｢熊

本
市

長
公

印
の

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
※

(情
個

審
答

申
第

3号
の

分
。

)

総
務

局
総

務
課

熊
本

市
長

(市
民

協
働

推
進

課
)か

ら
熊

本
市

情
報

公
開

･
個

人
情

報
保

護
審

議
会

長
へ

提
出

さ
れ

た
情

報
公

開
審

査
諮

問
書

(平
成

23
年

3月
28

日
付

け
市

協
発

第
79

号
)

開
示

5
/
2

5
/
1
3

80
5/

1

○
平

成
24

年
7月

19
日

(木
)に

郵
送

受
領

し
た

｢調
査

開
始

通
知

書
｣・

平
成

24
年

度
第

30
号

･平
成

24
年

7月
17

日
付

・
熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

原
田

卓
の

書
面

を
頂

き
ま

し
た

が
、

そ
の

後
の

業
務

処
理

が
そ

の
後

ど
の

様
に

行
わ

れ
た

の
か

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
ま

た
、

ど
の

様
な

法
的

根
拠

等
に

基
づ

く
も

の
な

の
か

等
も

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
熟

視
資

料
･A

4→
1枚

※

企
画

振
興

局
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局

1 
平

成
24

年
7月

17
日

付
、

平
成

24
年

度
第

30
号

の
調

査
開

始
通

知
書

送
付

後
、

調
査

に
使

用
し

た
資

料
及

び
法

的
根

拠
等

資
料

(1
)報

告
書

へ
の

未
掲

載
の

事
例

(要
約

)中
、

(7
)ﾊ

ﾞｽ
停

の
廃

止
(要

約
)(

8)
公

募
委

員
の

選
考

(要
約

)
(2

)平
成

24
年

3月
13

日
受

付
 平

成
23

年
度

 熊
本

市
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞ

ｽ
ﾞﾏ

ﾝ
制

度
に

つ
い

て
の

ｱ
ﾝ

ｹ
ｰ

ﾄ
(3

)平
成

24
年

7月
2日

受
付

第
30

号
 苦

情
申

立
書

(4
)熊

本
市

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

条
例

中
、

第
6条

第
5号

開
示

5
/
1
5

5
/
3
0

81
5/

1

平
成

21
年

度
に

公
募

さ
れ

た
熊

本
市

植
木

健
康

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

に
お

け
る

指
定

管
理

者
(株

式
会

社
○

○
)の

事
業

計
画

書
一

式
及

び
平

成
24

年
度

の
年

次
報

告
書

を
開

示
請

求
い

た
し

ま
す

。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

健
康

福
祉

政
策

課

有
6/

14

平
成

21
年

度
に

公
募

さ
れ

た
熊

本
市

植
木

健
康

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

に
お

け
る

指
定

管
理

者
(株

式
会

社
○

○
)の

事
業

計
画

一
式

及
び

平
成

24
年

度
の

年
次

報
告

書
の

中
で

、
平

成
19

年
度

貸
借

対
照

表
、

収
支

計
算

書
、

定
款

、
登

記
簿

謄
本

、
労

働
者

災
害

補
償

保
険

加
入

証
明

書
、

納
税

証
明

書
、

収
支

計
算

書
、

収
支

計
算

積
算

内
訳

明
細

、
自

主
事

業
収

入
予

定
明

細
に

か
か

る
部

分
を

除
く

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
7

6
/
2
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

平
成

21
年

度
に

公
募

さ
れ

た
熊

本
市

植
木

健
康

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

に
お

け
る

指
定

管
理

者
(株

式
会

社
○

○
)の

事
業

計
画

一
式

及
び

平
成

24
年

度
の

年
次

報
告

書
の

中
で

、
平

成
19

年
度

貸
借

対
照

表
、

収
支

計
算

書
、

定
款

、
登

記
簿

謄
本

、
労

働
者

災
害

補
償

保
険

加
入

証
明

書
、

納
税

証
明

書
、

収
支

計
算

書
、

収
支

計
算

積
算

内
訳

明
細

、
自

主
事

業
収

入
予

定
明

細
に

係
る

部
分

に
つ

い
て

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
7

82
5/

2

○
月

○
日

に
届

出
の

あ
っ

た
○

○
熊

本
店

の
大

規
模

小
売

店
舗

立
地

法
5条

1項
(新

設
)に

係
る

届
出

一
式

の
う

ち
、

基
本

届
出

事
項

に
つ

い
て

記
載

さ
れ

た
概

要
部

分
お

よ
び

添
付

資
料

中
の

周
辺

見
取

図
、

店
舗

の
配

置
図

。
(道

路
と

建
物

と
の

位
置

関
係

が
配

置
で

き
る

も
の

を
希

望
。

)

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

平
成

25
年

○
月

○
日

付
け

で
届

出
の

あ
っ

た
｢○

○
熊

本
店

｣に
係

る
大

規
模

小
売

店
舗

届
出

書
に

添
付

さ
れ

た
｢大

規
模

小
売

店
舗

届
出

書
(規

則
様

式
第

1)
｣及

び
｢周

辺
見

取
図

｣(
1:

1,
00

0)
及

び
｢平

面
兼

配
置

図
｣(

1:
40

0)
開

示
5
/
1
0

5
/
1
5

郵
送

83
5/

2

平
成

25
年

4月
19

日
開

札
･都

市
計

画
事

業
 東

部
処

理
区

雨
水

吐
貯

留
管

(E
-1

･E
-

15
)築

造
工

事
(5

12
工

区
)

･都
市

計
画

事
業

 南
部

汚
水

18
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
03

工
区

)
･　

　
　

〃
　

　
　

　
　

　
　

〃
　

　
　

〃
　

　
　

　
　

　
　

〃
〃

　
　

　
　

　
　

(5
04

工
区

)
･　

　
　

〃
　

　
　

　
  

西
部

汚
水

11
号

　
　

　
　

　
　

〃
〃

　
　

　
　

　
　

(5
13

工
区

)
･　

　
　

〃
　

　
　

　
　

　
　

〃
　

　
　

〃
　

　
　

　
　

　
　

〃
〃

　
　

　
　

　
　

(5
02

工
区

)
･　

　
　

〃
　

　
　

　
　

東
部

汚
水

35
号

　
　

　
　

　
　

〃
〃

　
　

　
　

　
　

(5
24

工
区

)
上

記
6件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

平
成

24
年

3月
14

日
開

札
都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
7号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(7

79
工

区
)

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 東
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(E

-1
、

E
-

15
)築

造
工

事
(5

12
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 南
部

汚
水

18
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
03

工
区

)
都

市
計

画
事

業
 南

部
汚

水
18

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

04
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

11
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
13

工
区

)
都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
11

号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
02

工
区

)
都

市
計

画
事

業
 東

部
汚

水
35

号
幹

線
枝

線
ほ

か
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
24

工
区

)
上

記
6件

の
当

初
設

計
金

入
り

設
計

書
都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
7号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(7

79
工

区
)

上
記

1件
の

変
更

設
計

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
9

5
/
1
0

84
5/

7
(工

事
名

)都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

2号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(7
54

工
区

)の
金

入
り

設
計

書
(設

計
変

更
に

伴
う

変
更

分
)

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

2号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(7
54

工
区

)の
金

入
り

設
計

書
(設

計
変

更
に

伴
う

変
更

分
)

開
示

5
/
9

5
/
2
2

郵
送

85
5/

7

･道
路

位
置

指
定

位
置

指
定

年
月

日
 昭

和
42

年
6月

10
日

位
置

指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
第

93
号

･道
等

の
判

定
調

査
判

定
年

月
日

 平
成

17
年

06
月

27
日

判
定

番
号

 0
5年

第
29

4号
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

致
し

ま
す

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

･道
路

位
置

指
定

 位
置

指
定

年
月

日
 昭

和
42

年
6月

1
0

日  位
置

指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
第

９
３

号
･道

等
の

判
定

調
査

 判
定

年
月

日
 平

成
17

年
06

月
27

日
 判

定
番

号
 0

5年
第

29
4号

 ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
8

5
/
8

-30-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

86
5/

9

道
路

位
置

指
定

に
関

す
る

書
類

、
図

面
･昭

和
35

年
7月

30
日

･熊
本

県
指

令
(建

)第
60

号
･熊

本
市

出
水

町
国

府
86

0
(ｶ

ﾗ
ｰ

)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

に
関

す
る

書
類

、
図

面
･昭

和
35

年
7月

30
日

･熊
本

県
指

令
(建

)第
60

号
･熊

本
市

出
水

町
国

府
86

0
開

示
5
/
1
3

5
/
2
0

郵
送

87
5/

10

平
成

20
年

～
平

成
24

年
で

、
市

税
を

滞
納

し
て

給
与

等
の

差
し

押
さ

え
を

受
け

た
市

職
員

に
つ

い
て

、
滞

納
の

内
容

が
わ

か
る

文
書

並
び

に
当

該
滞

納
に

伴
っ

て
下

さ
れ

た
処

分
(懲

戒
処

分
及

び
指

導
上

の
措

置
)の

内
容

が
分

か
る

文
書

総
務

局
人

事
課

平
成

20
年

～
平

成
24

年
で

、
市

税
を

滞
納

し
て

給
与

等
の

差
し

押
さ

え
を

受
け

た
市

職
員

に
つ

い
て

、
滞

納
の

内
容

が
分

か
る

文
書

並
び

に
当

該
滞

納
に

伴
っ

て
下

さ
れ

た
処

分
(懲

戒
処

分
及

び
指

導
上

の
措

置
)の

内
容

が
分

か
る

文
書

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

5
/
1
6

5
/
1
8

88
5/

13
熊

本
市

中
央

区
迎

町
○

丁
目

○
番

地
他

で
営

業
し

て
い

た
○

○
に

係
る

ﾀ
ﾝ

ｸ
埋

設
、

配
管

位
置

等
の

記
載

図
面

を
入

手
し

た
い

為
、

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
中

央
区

迎
町

○
丁

目
○

番
地

 ○
○

･ﾀ
ﾝ

ｸ
埋

設
･配

管
位

置
等

の
関

係
図

面
開

示
5
/
2
1

5
/
2
2

89
5/

13
平

成
20

年
度

～
23

年
度

の
樹

木
害

虫
駆

除
委

託
(学

校
･

幼
稚

園
)

環
境

局
緑

保
全

課

平
成

20
年

度
～

平
成

23
年

度
樹

木
害

虫
駆

除
委

託
に

お
け

る
散

布
場

所
(但

し
学

校
･幼

稚
園

分
)、

受
付

日
、

実
施

日
、

散
布

量
が

わ
か

る
文

書
開

示
5
/
1
6

5
/
1
7

90
5/

13
大

規
模

建
築

物
等

行
為

届
出

書
の

様
式

第
3号

(平
成

25
年

2月
11

日
～

3月
10

日
届

出
分

)
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
(様

式
第

3号
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
5

5
/
2
8

91
5/

13
金

入
り

設
計

書
都

市
計

画
事

業
 東

部
汚

水
46

号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
14

工
区

)

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

46
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

14
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
1
6

5
/
2
3

92
5/

15

上
下

水
道

局
中

央
区

京
町

2丁
目

14
番

φ
30

0･
15

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
当

初
と

変
更

が
わ

か
る

も
の

(3
/1

4、
4/

17
)

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･中
央

区
京

町
2丁

目
14

番
付

近
φ

30
0･

15
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

上
記

の
当

初
、

第
1回

･第
2回

変
更

金
額

入
り

工
事

内
訳

明
細

書
開

示
5
/
1
7

5
/
2
0

93
5/

15

○
○

消
火

設
備

(ｽ
ﾌ
ﾟﾘ

ﾝ
ｸ
ﾗ
ｰ

設
備

、
泡

消
化

設
備

、
屋

内
消

火
栓

設
備

)の
着

工
届

出
書

(書
類

及
び

図
面

)と
設

置
届

出
書

(書
類

及
び

図
面

)

消
防

局
総

務
課

○
○

･消
火

設
備

(ｽ
ﾌ
ﾟﾘ

ﾝ
ｸ
ﾗ
ｰ

設
備

･泡
消

火
設

備
･屋

内
消

火
栓

設
備

)の
着

工
届

出
書

(書
類

及
び

図
面

)
･設

置
届

出
書

(書
類

及
び

図
面

)

開
示

5
/
2
9

5
/
3
0

●
熊

本
市

｢西
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

｣の
･公

募
委

員
･選

考
が

行
わ

れ
た

が
、

こ
の

事
に

関
連

す
る

開
示

請
求

。
1.

熊
本

市
西

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
の

、
規

定
要

綱
等

、
公

募
委

員
選

考
基

準
、

等
の

わ
か

る
資

料
等

。
2.

熊
本

市
職

員
に

よ
る

選
考

委
員

だ
け

の
選

考
と

思
わ

れ
る

が
、

1)
全

選
考

委
員

の
氏

名
･役

職
名

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2)

全
選

考
委

員
に

よ
る

応
募

市
民

等
の

応
募

原
稿

に
対

す
る

評
価

評
点

の
わ

か
る

資
料

等
。

3)
全

選
考

委
員

に
よ

る
応

募
市

民
等

の
面

接
時

の
評

価
評

点
の

わ
か

る
資

料
等

。

●
熊

本
市

｢西
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

｣の
公

募
委

員
選

考
が

行
わ

れ
た

が
、

こ
の

事
に

関
連

す
る

開
示

請
求

。
1.

熊
本

市
西

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
の

規
定

要
綱

等
、

公
募

委
員

選
考

基
準

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2-
(1

)全
選

考
委

員
の

氏
名

･役
職

の
わ

か
る

資
料

の
開

示
請

求
。

開
示

5
/
2
3

2
/
3
0

94
5/

16
西

区
役

所
総

務
企

画
課

-31-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3.
応

募
原

稿
に

対
す

る
評

価
評

点
配

点
は

、
｢私

が
や

り
た

い
西

区
の

ま
ち

づ
く

り
｣と

の
応

募
者

全
員

共
通

の
ﾃ

ｰ
ﾏ

で
の

選
考

で
あ

る
か

ら
、

1)
非

常
に

優
れ

て
い

る
 2

)優
れ

て
い

る
 3

)普
通

 4
)劣

っ
て

い
る

 5
)非

常
に

劣
っ

て
い

る
と

の
評

価
評

点
配

点
は

、
ど

の
様

な
基

準
に

依
っ

て
配

点
す

る
の

か
等

、
具

体
的

凡
例

に
よ

っ
て

配
点

さ
れ

る
の

か
、

等
の

共
通

の
具

体
的

事
例

標
準

基
準

が
設

定
さ

れ
て

い
た

筈
だ

か
ら

、
そ

の
具

体
的

に
わ

か
る

資
料

等
。

4.
面

接
時

に
お

け
る

人
物

評
価

･人
材

評
価

･等
は

、
｢西

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
｣に

相
応

し
い

人
物

･人
材

の
発

掘
評

価
の

筈
で

あ
る

の
で

、
1)

非
常

に
優

れ
て

い
る

 2
)優

れ
て

い
る

 3
)普

通
 4

)劣
っ

て
い

る
 5

)非
常

に
劣

っ
て

い
る

と
の

評
価

評
点

配
転

は
、

ど
の

様
な

基
準

に
依

っ
て

配
点

す
る

の
か

等
、

具
体

的
凡

例
に

よ
っ

て
配

点
さ

れ
る

の
か

、
等

の
共

通
の

具
体

的
凡

例
標

準
基

準
が

設
定

さ
れ

て
い

た
筈

だ
か

ら
、

そ
の

具
体

的
に

わ
か

る
資

料
等

。

○
熊

本
市

｢西
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

｣の
公

募
委

員
選

考
が

行
わ

れ
た

が
、

こ
の

事
に

関
連

す
る

開
示

請
求

。
2-

(2
)応

募
原

稿
に

対
す

る
評

価
評

点
の

わ
か

る
資

料
等

、
2-

(3
)応

募
市

民
等

の
面

接
時

の
評

価
評

点
の

わ
か

る
資

料
等

、
3.

4具
体

的
事

例
標

準
基

準
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
3

5
/
3
0

5.
熊

本
市

･西
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

･公
募

委
員

･応
募

原
稿

ﾃ
ｰ

ﾏ
は

、
応

募
者

全
員

｢私
が

や
り

た
い

西
区

の
ま

ち
づ

く
り

｣と
な

っ
て

い
た

。
熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
･条

例
の

理
念

に
は

、
自

治
の

基
本

理
念

･自
治

運
営

の
基

本
原

則
･等

を
｣定

め
て

、
｢情

報
共

有
の

原
則

･参
画

の
原

則
･協

働
の

原
則

｣等
が

遵
守

す
べ

き
で

あ
る

と
な

っ
て

い
る

の
で

、
応

募
者

全
員

の
応

募
原

稿
の

開
示

請
求

。
(但

し
、

個
人

情
報

は
除

く
。

)

○
熊

本
市

｢西
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

｣の
公

募
委

員
選

考
が

行
わ

れ
た

が
、

こ
の

事
に

関
連

す
る

開
示

請
求

。
5.

応
募

者
全

員
の

個
人

情
報

を
除

い
た

応
募

原
稿

の
開

示
請

求
。

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
5
/
2
3

95
5/

17

S3
3-

01
7 

熊
本

県
指

令
建

第
十

七
号

建
築

基
準

法
第

42
条

第
1項

第
5号

位
置

指
定

道
路

に
関

す
る

資
料

の
実

測
図

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

S3
3-

01
7

熊
本

県
指

令
建

第
十

七
号

建
築

基
準

法
第

42
条

第
1項

第
5号

位
置

指
定

道
路

に
関

す
る

資
料

の
実

測
図

開
示

5
/
2
1

5
/
2
1

96
5/

17

建
築

指
導

課
道

路
判

定
 H

.1
6年

度
 0

4-
51

8号
　

　
〃

　
　

　
H

.2
4年

度
 1

2-
10

0号
　

　
〃

　
　

　
H

.2
5年

度
 1

3-
02

8号
の

資
料

一
式

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

建
築

指
導

課
道

路
判

定
 H

16
.年

度
 0

4-
51

8号
道

路
判

定
 H

24
.年

度
 1

2-
10

0号
道

路
判

定
 H

25
.年

度
 1

3-
02

8号
の

資
料

一
式

 ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
1

5
/
2
2

97
5/

17

｢熊
本

市
大

気
汚

染
ﾃ

ﾚ
ﾒ
ｰ

ﾀ
ｰ

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
保

守
点

検
業

務
委

託
｣に

お
け

る
下

記
の

平
成

25
年

度
～

平
成

23
年

度
に

お
け

る
3年

分
の

情
報

公
開

請
求

.
(仕

様
書

)

環
境

局
環

境
政

策
課

｢熊
本

市
大

気
汚

染
ﾃ

ﾚ
ﾒ
ｰ

ﾀ
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
保

守
点

検
業

務
委

託
｣

に
お

け
る

下
記

の
平

成
25

年
度

～
平

成
23

年
度

に
お

け
る

3年
分

の
情

報
公

開
請

求
(仕

様
書

)
開

示
5
/
2
4

7
/
4

郵
送

98
5/

19

都
市

計
画

事
業

 東
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(E

-2
3)

築
造

工
事

(1
52

工
区

)金
入

り
設

計
書

代
価

表
、

施
工

内
訳

ま
で

す
べ

て
お

願
い

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

東
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(E

-2
3)

築
造

工
事

(1
52

工
区

)
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
2
2

5
/
2
7

94
5/

16
西

区
役

所
総

務
企

画
課

-32-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

99
5/

20

水
質

汚
だ

く
防

止
法

第
2条

.特
定

施
設

の
設

置
届

の
内

容
熊

本
市

東
区

○
△

-×
所

在
の

工
場

(○
○

所
有

)
環

境
局

水
保

全
課

水
質

汚
濁

防
止

法
第

5条
第

1項
の

規
定

に
基

づ
く

特
定

施
設

の
設

置
届

出
の

内
容

事
業

場
:○

○
所

在
地

:熊
本

市
東

区
○

△
-×

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
7

5
/
2
9

10
0

5/
20

道
路

関
係

書
類

一
式

S6
2-

06
9

S4
9-

08
0 

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

関
係

書
類

一
式

S6
2-

06
9

S4
9-

08
0

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

5
/
2
1

5
/
2
2

10
1

5/
20

○
熊

本
市

｢第
6次

総
合

計
画

基
本

計
画

中
間

見
直

し
委

員
会

｣の
･公

募
委

員
･選

考
が

行
わ

れ
た

が
、

こ
の

事
に

関
連

す
る

開
示

請
求

。
1.

熊
本

市
｢第

6次
総

合
計

画
基

本
計

画
中

間
見

直
し

委
員

会
｣の

、
規

定
要

綱
等

、
公

募
委

員
選

考
基

準
、

等
の

わ
か

る
資

料
等

。
2.

熊
本

市
職

員
に

よ
る

選
考

委
員

だ
け

の
選

考
と

思
わ

れ
る

が
、

1)
全

選
考

委
員

の
氏

名
･役

職
名

の
わ

か
る

資
料

の
開

示
請

求
。

2)
全

選
考

委
員

に
よ

る
応

募
市

民
等

の
応

募
原

稿
に

対
す

る
評

価
評

点
の

わ
か

る
資

料
等

。
3)

全
選

考
委

員
に

よ
る

応
募

市
民

等
の

面
接

時
の

評
価

評
点

の
わ

か
る

資
料

等
。

企
画

振
興

局
企

画
課

1.
熊

本
市

｢第
6次

総
合

計
画

基
本

計
画

中
間

見
直

し
委

員
会

｣の
、

規
定

要
綱

等
、

公
募

委
員

選
考

基
準

、
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

･熊
本

市
第

6次
総

合
計

画
基

本
計

画
中

間
見

直
し

委
員

会
の

公
募

委
員

の
選

考
に

関
す

る
要

綱
･熊

本
市

第
6次

総
合

計
画

基
本

計
画

中
間

見
直

し
委

員
会

の
公

募
委

員
選

考
基

準
2.

熊
本

市
職

員
に

よ
る

選
考

委
員

だ
け

の
選

考
と

思
わ

れ
る

が
、

1)
全

選
考

委
員

の
氏

名
･役

職
名

の
わ

か
る

資
料

の
開

示
請

求
。

･熊
本

市
第

6次
総

合
計

画
基

本
計

画
中

間
見

直
し

委
員

会
公

募
委

員
選

考
委

員
会

名
簿

3.
応

募
原

稿
に

対
す

る
評

価
評

点
配

点
は

、
｢今

後
の

熊
本

市
の

ま
ち

づ
く

り
に

必
要

な
こ

と
｣と

の
応

募
者

全
員

共
通

の
ﾃ

ｰ
ﾏ

で
の

選
考

で
あ

る
か

ら
、

1)
非

常
に

優
れ

て
い

る
 2

)優
れ

て
い

る
 3

)普
通

 4
)劣

っ
て

い
る

 5
)非

常
に

劣
っ

て
い

る
と

の
評

価
評

点
配

点
は

、
ど

の
様

な
基

準
に

依
っ

て
配

点
す

る
の

か
等

、
具

体
的

凡
例

に
よ

っ
て

配
点

さ
れ

る
の

か
、

等
の

共
通

の
具

体
的

事
例

標
準

基
準

が
設

定
さ

れ
て

い
た

筈
だ

か
ら

、
そ

の
具

体
的

に
わ

か
る

資
料

等
。

4.
面

接
時

に
於

け
る

人
物

評
価

･人
材

評
価

･等
は

、
｢熊

本
市

第
6次

総
合

計
画

中
間

見
通

し
｣に

相
応

し
い

人
物

･
人

材
の

発
掘

評
価

の
筈

で
あ

る
の

で
、

1)
非

常
に

優
れ

て
い

る
 2

)優
れ

て
い

る
 3

)普
通

 4
)劣

っ
て

い
る

 5
)非

常
に

劣
っ

て
い

る
と

の
評

価
評

点
配

点
は

、
ど

の
様

な
基

準
に

依
っ

て
配

点
す

る
の

か
等

、
具

体
的

凡
例

に
よ

っ
て

配
点

さ
れ

る
の

か
、

等
の

共
通

の
具

体
的

凡
例

標
準

基
準

が
設

定
さ

れ
て

い
た

筈
だ

か
ら

、
そ

の
具

体
的

に
わ

か
る

資
料

等
。

3.
応

募
原

稿
に

対
す

る
評

価
評

点
配

点
は

、
｢今

後
の

熊
本

市
の

ま
ち

づ
く

り
に

必
要

な
こ

と
｣と

の
応

募
者

全
員

共
通

の
ﾃ

ｰ
ﾏ

で
の

選
考

で
あ

る
か

ら
、

1)
非

常
に

優
れ

て
い

る
 2

)
優

れ
て

い
る

 3
)普

通
 4

)劣
っ

て
い

る
 5

)非
常

に
劣

っ
て

い
る

 と
の

評
価

評
点

配
点

は
、

ど
の

よ
う

な
基

準
に

依
っ

て
配

点
す

る
の

か
等

、
具

体
的

凡
例

に
依

っ
て

配
点

さ
れ

る
の

か
、

等
の

共
通

の
具

体
的

事
例

標
準

基
準

が
設

定
さ

れ
て

い
た

筈
だ

か
ら

、
そ

の
具

体
的

に
わ

か
る

資
料

等
。

4.
面

接
時

に
お

け
る

人
物

評
価

･人
材

評
価

･等
は

、
｢熊

本
市

第
6次

総
合

計
画

中
間

見
直

し
｣に

相
応

し
い

人
物

･
人

材
の

発
掘

評
価

の
筈

で
あ

る
の

で
、

1)
非

常
に

優
れ

て
い

る
 2

)優
れ

て
い

る
 3

)普
通

 4
)劣

っ
て

い
る

 5
)非

常
に

劣
っ

て
い

る
 と

の
評

価
評

点
配

点
は

、
ど

の
様

な
基

準
に

依
っ

て
配

点
す

る
の

か
等

、
具

体
的

凡
例

に
よ

っ
て

配
点

さ
れ

る
の

か
、

等
の

共
通

の
具

体
的

凡
例

標
準

基
準

が
設

定
さ

れ
て

い
た

筈
だ

か
ら

、
そ

の
具

体
的

に
わ

か
る

資
料

等
。

･審
査

項
目

と
着

眼
点

6
/
1
0

開
示

6
/
1
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5.
熊

本
市

･第
6次

総
合

計
画

中
間

見
直

し
委

員
会

･公
募

委
員

･応
募

原
稿

ﾃ
ｰ

ﾏ
は

、
応

募
者

全
員

｢今
後

の
熊

本
市

の
ま

ち
づ

く
り

に
必

要
な

こ
と

｣と
な

っ
て

い
た

。
熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
･条

例
の

理
念

に
は

、
自

治
の

基
本

理
念

･自
治

運
営

の
基

本
原

則
･等

を
定

め
て

、
｢情

報
共

有
の

原
則

･市
民

参
画

の
原

則
･協

働
の

原
則

｣
等

が
遵

守
す

べ
き

で
あ

る
と

な
っ

て
い

る
の

で
、

応
募

者
全

員
の

応
募

原
稿

の
開

示
請

求
。

(但
し

、
個

人
情

報
は

除
く

。
)

2.
熊

本
市

職
員

に
よ

る
選

考
委

員
だ

け
の

選
考

と
思

わ
れ

る
が

、
2)

全
選

考
委

員
に

よ
る

応
募

市
民

等
の

応
募

原
稿

に
対

す
る

評
価

評
点

の
わ

か
る

資
料

等
。

3)
全

選
考

委
員

に
よ

る
応

募
市

民
等

の
面

接
時

の
評

価
評

点
の

わ
か

る
資

料
等

。
･公

募
委

員
選

定
評

価
表

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
0

6
/
1
0

5.
熊

本
市

･第
6次

総
合

計
画

基
本

計
画

中
間

見
直

し
委

員
会

･公
募

委
員

･応
募

原
稿

ﾃ
ｰ

ﾏ
は

、
応

募
者

全
員

｢今
後

の
熊

本
市

の
ま

ち
づ

く
り

に
必

要
な

こ
と

｣と
な

っ
て

い
た

。
熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
･条

例
の

理
念

に
は

、
自

治
の

基
本

理
念

･自
治

運
営

の
基

本
原

則
･等

を
定

め
て

、
｢情

報
共

有
の

原
則

･市
民

参
画

の
原

則
･協

働
の

原
則

｣等
が

遵
守

す
べ

き
で

あ
る

と
な

っ
て

い
る

の
で

、
応

募
者

全
員

の
応

募
原

稿
の

開
示

請
求

。
(但

し
、

個
人

情
報

は
除

く
)

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
6
/
3

10
2

5/
20

●
熊

本
市

振
興

ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

(素
案

)等
に

関
す

る
ご

意
見

･ご
提

案
･と

し
て

の
様

式
で

、
平

成
25

年
1月

24
日

付
･第

8号
･で

ﾊ
ﾟﾌ

ﾞﾘ
ｯ
ｸ
ｺ
ﾒ
ﾝ

ﾄを
提

出
し

た
。

そ
の

私
の

ﾊ
ﾟﾌ

ﾞｺ
ﾒ
に

対
す

る
｢熊

本
市

区
振

興
ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

(素
案

)に
関

す
る

ﾊ
ﾟﾌ

ﾞﾘ
ｯ
ｸ
ｺ
ﾒ
ﾝ

ﾄ
結

果
に

つ
い

て
･平

成
25

年
3月

13
日

付
･提

出
さ

れ
た

ご
意

見
と

そ
れ

に
対

す
る

本
市

の
考

え
方

(西
区

)･
を

照
合

し
て

の
開

示
請

求
。

1.
ご

意
見

(要
約

)→
･ﾊ

ﾞｽ
の

ﾙ
ｰ

ﾄ変
更

が
強

行
さ

れ
、

五
反

ﾊ
ﾞｽ

停
･春

日
寺

前
･両

ﾊ
ﾞｽ

停
が

喪
失

し
た

た
め

、
高

齢
者

等
の

交
通

弱
者

の
移

動
権

が
侵

害
さ

れ
、

非
常

に
困

っ
て

い
る

。
担

当
部

署
か

ら
の

回
答

で
は

、
ﾙ

ｰ
ﾄ変

更
を

ご
理

解
い

た
だ

き
た

い
と

の
こ

と
だ

が
、

行
政

は
、

公
共

交
通

機
関

を
利

用
し

ま
し

ょ
う

｣と
宣

伝
し

な
が

ら
、

こ
の

矛
盾

は
、

い
か

が
な

も
の

か
。

西
区

役
所

等
の

｢ま
ち

づ
く

り
の

基
本

理
念

｣
等

の
遵

守
に

よ
っ

て
、

早
急

な
解

決
を

望
み

ま
す

。
と

の
記

述
に

対
し

て
、

→
本

市
の

考
え

方
 生

活
環

境
や

公
共

交
通

網
の

整
備

は
区

の
課

題
と

し
て

捉
え

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

り
、

ご
意

見
と

し
て

伺
い

ま
す

。
と

あ
る

。
つ

ま
り

、
｢区

の
問

題
｣と

し
て

捉
え

て
い

る
と

あ
る

の
で

、
今

後
･区

と
し

て
、

ど
の

様
な

対
処

の
仕

方
･具

体
的

計
画

対
応

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

西
区

役
所

総
務

企
画

課

1.
生

活
環

境
や

公
共

交
通

網
の

整
備

は
｢区

の
課

題
｣と

し
て

捉
え

て
あ

る
と

あ
る

の
で

、
今

後
、

区
と

し
て

ど
の

よ
う

な
処

の
仕

方
･具

体
的

対
応

等
の

わ
か

る
資

料
等

2.
西

区
振

興
ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

に
対

す
る

市
議

会
か

ら
の

意
見

が
わ

か
る

資
料

等
3.

-1
)熊

本
駅

前
西

口
広

場
等

の
問

題
及

び
交

通
結

節
点

等
の

課
題

に
つ

い
て

｢今
後

と
も

課
題

解
決

に
向

け
｣と

の
回

答
が

あ
っ

た
た

め
、

今
ま

で
取

り
組

ん
だ

実
績

等
の

わ
か

る
資

料
等

　
-2

)｢
関

係
各

局
及

び
関

係
機

関
｣が

具
体

的
に

わ
か

る
資

料
等

　
-4

)連
携

を
図

っ
て

･最
終

的
に

ど
の

様
な

目
標

を
掲

げ
て

ど
の

よ
う

な
竣

工
を

図
る

｣と
す

る
の

か
等

の
具

体
的

資
料

等 　
-5

)陸
の

玄
関

口
と

し
て

の
都

市
機

能
の

集
積

、
賑

わ
い

の
創

出
、

歴
史

･文
化

の
継

承
に

繋
が

る
等

へ
の

具
体

的
計

画
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等
の

わ
か

る
資

料
等

5.
-1

)横
断

歩
道

の
確

保
等

交
通

事
故

防
止

等
の

課
題

に
関

し
｢関

係
各

局
及

び
関

係
機

関
に

お
い

て
連

携
を

図
る

｣
と

す
る

、
具

体
的

な
各

局
･関

係
機

関
の

わ
か

る
資

料
等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

5
/
3
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2.
ご

意
見

(要
約

)→
･本

市
の

自
治

基
本

条
例

の
理

念
に

は
、

｢市
民

と
行

政
そ

し
て

市
議

会
｣が

対
等

な
立

場
に

立
ち

と
あ

る
が

、
西

区
振

興
ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

の
取

り
組

み
方

針
に

は
｢

区
民

と
行

政
が

対
等

な
立

場
に

立
ち

｣と
あ

る
た

め
、

｢区
民

と
行

政
と

市
議

会
が

対
等

に
立

ち
｣に

訂
正

す
べ

き
で

あ
る

。
と

あ
る

。
こ

れ
に

対
し

て
、

→
本

市
の

考
え

方
 こ

の
振

興
ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

は
、

区
の

め
ざ

す
ま

ち
の

姿
の

実
現

に
向

け
て

の
区

民
と

行
政

の
取

り
組

み
方

針
を

定
め

た
も

の
で

す
。

策
定

に
当

た
っ

て
は

、
市

議
会

か
ら

も
ご

意
見

を
い

た
だ

い
て

お
り

、
今

後
と

も
区

の
ま

ち
づ

く
り

に
関

し
議

会
の

場
等

で
、

ご
意

見
を

い
た

だ
く

こ
と

に
し

て
い

ま
す

。
と

あ
る

の
で

、
｢市

議
会

か
ら

も
ご

意
見

を
い

た
だ

い
て

お
り

｣と
の

回
答

記
述

根
拠

と
な

る
資

料
等

･西
区

の
振

興
ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

に
対

す
る

そ
こ

だ
け

が
わ

か
る

資
料

･等
の

開
示

請
求

。
3.

ご
意

見
(要

約
)→

･新
幹

線
熊

本
駅

前
･西

口
広

場
周

辺
等

へ
の

商
業

･業
務

施
設

の
誘

導
な

ど
、

都
市

機
能

の
集

積
を

図
る

こ
と

で
訪

れ
る

人
の

滞
在

期
間

を
増

や
し

、
賑

わ
い

を
創

出
し

て
ほ

し
い

。
熊

本
駅

で
は

、
乗

り
換

え
が

不
便

な
た

め
、

交
通

結
節

点
と

し
て

｢ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

機
能

｣を
新

設
し

、
新

幹
線

･利
活

用
を

充
分

に
発

揮
さ

せ
て

ほ
し

い
。

と
あ

る
。

と
こ

ろ
が

、
私

の
原

文
は

、
以

下
の

通
り

で
あ

る
に

も
拘

ら
ず

、
乱

暴
な

粗
野

な
･何

が
重

点
と

な
っ

て
い

る
意

見
な

の
か

･が
理

解
出

来
ず

、
重

大
な

過
失

･職
権

乱
用

も
甚

だ
し

い
。

　
-2

)こ
れ

ら
の

｢関
係

各
局

と
関

係
機

関
｣と

で
、

土
の

様
な

作
業

を
行

う
の

か
、

着
工

･竣
工

等
、

具
体

的
に

ど
の

地
域

ご
と

に
わ

か
る

工
期

･ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等
6.

-2
)何

時
か

ら
初

め
て

、
い

つ
頃

ま
で

か
か

る
の

か
等

の
工

期
期

間
等

の
わ

か
る

資
料

等
7.

緊
急

を
要

す
る

春
日

小
学

校
体

育
館

の
避

難
場

所
指

定
復

活
に

と
っ

て
今

年
の

梅
雨

時
期

を
身

近
に

控
え

ど
の

様
な

緊
急

避
難

防
災

対
策

等
を

す
る

の
か

具
体

的
対

策
･

整
備

計
画

等
の

わ
か

る
資

料
等

8.
-1

)交
通

拠
点

か
ら

の
観

光
ﾙ

ｰ
ﾄが

整
備

さ
れ

、
市

民
や

観
光

客
の

利
便

性
が

高
ま

る
よ

う
関

係
各

局
及

び
関

係
機

関
に

お
い

て
連

携
を

図
る

と
あ

る
が

、
こ

の
関

係
各

局
及

び
関

係
機

関
が

わ
か

る
資

料
等

　
-2

)｢
市

民
や

観
光

客
の

利
便

性
が

高
ま

る
よ

う
｣ど

の
様

な
熊

本
市

所
有

の
万

日
山

･花
岡

山
の

用
地

整
備

を
す

る
の

か
、

具
体

的
に

わ
か

る
資

料
等

　
-3

)こ
の

整
備

の
工

期
期

間
、

ど
の

様
な

整
備

項
目

、
着

手
･竣

工
等

の
具

体
的

に
わ

か
る

資
料

等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

5
/
3
0

-35-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

※
1→

2･
重

点
取

り
組

み
3･

｢楽
し

さ
あ

ふ
れ

る
ま

ち
づ

く
り

｣
-豊

か
な

自
然

や
伝

統
･文

化
を

活
か

し
た

賑
わ

い
創

出
-

→
｢･

熊
本

駅
周

辺
へ

の
商

業
･業

務
施

設
の

誘
導

な
ど

都
市

機
能

の
集

積
を

図
る

こ
と

で
、

訪
れ

る
人

の
滞

在
期

間
を

増
や

し
、

賑
わ

い
を

創
出

し
ま

す
。

と
あ

る
。

熊
本

県
･熊

本
市

･両
事

業
主

の
公

共
事

業
･熊

本
駅

周
辺

整
備

計
画

･で
は

、
現

在
の

在
来

線
駅

舎
を

解
体

し
、

1番
の

り
ば

･1
番

線
･2

番
線

･ま
で

解
体

し
、

現
在

の
仮

･東
口

広
場

の
約

2倍
に

拡
大

し
、

駅
前

広
場

を
｢癒

し
の

空
間

｣を
創

出
す

る
計

画
で

す
。

新
幹

線
熊

本
駅

前
西

口
広

場
、

在
来

線
熊

本
駅

前
東

口
広

場
は

、
交

通
結

節
点

･観
光

結
節

点
･等

の
遠

来
の

来
熊

者
･観

光
客

･等
へ

の
次

の
交

通
結

節
･観

光
総

合
案

内
等

が
要

求
さ

れ
る

配
慮

が
、

絶
対

必
須

条
件

で
あ

り
、

じ
っ

と
立

ち
止

ま
っ

て
、

東
口

広
場

で
留

ま
り

･精
神

修
養

･癒
し

の
空

間
に

浸
る

空
間

が
、

何
故

必
要

な
の

か
?両

事
業

主
の

こ
の

公
共

事
業

施
行

理
念

が
、

理
解

出
来

な
い

。
新

幹
線

熊
本

駅
前

･西
口

広
場

周
辺

も
住

宅
街

が
展

開
し

、
新

幹
線

熊
本

駅
舎

高
架

下
に

、
市

立
保

育
園

･春
日

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
病

院
･そ

の
横

に
は

45
0台

収
容

立
体

駐
車

場
･西

口
広

場
か

ら
90

m
地

点
に

は
、

児
童

教
育

施
設

･春
日

小
学

校
正

門
･等

が
、

遠
来

の
乗

降
客

･来
熊

者
の

目
の

前
に

展
開

し
て

い
る

。
新

幹
線

熊
本

駅
ﾎ

ｰ
ﾑ

か
ら

降
り

立
ち

、
西

口
広

場
周

辺
を

眺
め

た
来

熊
者

が
･熊

本
は

6万
か

7万
程

度
の

町
だ

っ
た

の
で

す
か

?と
出

迎
え

の
者

に
言

っ
た

そ
う

で
あ

る
。

今
後

も
、

在
来

線
･熊

本
駅

舎
･を

解
体

し
、

在
来

線
ﾎ

ｰ
ﾑ

を
隠

す
だ

け
の

為
に

、
有

名
な

建
築

家
に

よ
る

･｢
武

者
返

し
の

壁
｣で

覆
い

隠
す

と
の

事
。

○
熊

本
市

振
興

ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

(素
案

)等
に

対
す

る
ご

意
見

･ご
提

案
と

し
て

の
様

式
で

、
平

成
25

年
1月

24
日

付
･第

8号
で

ﾊ
ﾟ

ﾌ
ﾞﾘ

ｯ
ｸ
ｺ
ﾒ
ﾝ

ﾄを
提

出
し

た
。

そ
の

私
の

ﾊ
ﾟﾌ

ﾞｺ
ﾒ
に

対
す

る
｢

熊
本

市
区

振
興

ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

(素
案

)に
関

す
る

ﾊ
ﾟﾌ

ﾞﾘ
ｯ
ｸ
ｺ
ﾒ
ﾝ

ﾄ
結

果
に

つ
い

て
、

平
成

25
年

3月
13

日
付

提
出

さ
れ

た
ご

意
見

と
そ

れ
に

対
す

る
本

市
の

考
え

方
(西

区
)を

照
合

し
て

の
開

示
請

求
3.

-3
)｢

連
携

を
図

り
な

が
ら

｣と
あ

る
が

、
区

の
権

限
等

･関
係

各
局

･関
係

機
関

と
の

具
体

的
な

連
携

を
図

る
こ

と
の

わ
か

る
資

料
等

　
　

　
･区

の
権

限
等

:熊
本

市
区

役
所

等
事

務
分

掌
規

則
　

　
　

･具
体

的
連

携
を

図
る

こ
と

の
分

か
る

資
料

:西
区

ま
ち

づ
く

り
ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

(冊
子

及
び

概
要

版
)の

推
進

体
制

の
部

分
4.

今
ま

で
｢伝

統
･文

化
｣の

発
掘

調
査

･整
理

等
が

行
わ

れ
て

き
た

か
、

の
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
資

料
等

:平
成

24
年

度
政

策
立

案
経

費
計

画
書

及
び

報
告

書
6.

-1
)具

体
的

な
市

民
参

画
の

あ
り

方
、

情
報

共
有

等
の

具
体

的
協

働
の

内
容

が
わ

か
る

資
料

等
:西

区
ま

ち
づ

く
り

ﾋ
ﾞ

ｼ
ﾞｮ

ﾝ
(冊

子
及

び
概

要
版

)の
推

進
体

制
の

部
分

開
示

5
/
3
0

6
/
1
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

西
区

振
興

ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

の
･熊

本
駅

周
辺

へ
の

商
業

･業
務

施
設

の
誘

導
な

ど
都

市
機

能
の

集
積

を
図

る
こ

と
で

、
訪

れ
る

人
の

滞
在

時
間

を
増

や
し

、
賑

わ
い

を
創

出
し

ま
す

。
･こ

の
西

区
振

興
ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

を
現

実
の

物
と

し
て

創
出

し
て

頂
き

た
い

。
資

金
は

、
｢武

者
返

し
の

壁
｣の

投
資

製
作

費
･2

9
億

1千
万

円
･を

振
り

替
え

て
、

充
当

す
べ

き
で

す
。

更
に

、
交

通
結

節
点

を
、

計
画

で
は

三
箇

所
に

分
離

し
た

｢日
本

一
乗

り
換

え
の

不
便

な
熊

本
駅

｣と
の

悪
評

を
一

掃
す

る
為

に
、

｢ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

機
能

を
新

設
｣し

、
高

速
時

代
の

｢三
種

の
神

器
｣の

一
つ

、
新

幹
線

･利
活

用
･を

充
分

に
発

揮
さ

せ
る

こ
と

が
、

熊
本

県
熊

本
市

の
五

十
年

･百
年

の
大

計
に

繋
が

る
県

政
市

政
理

念
と

確
信

し
ま

す
。

と
の

記
述

内
容

で
西

区
振

興
ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

に
対

す
る

私
の

ﾊ
ﾟﾌ

ﾞ
ﾘｯ

ｸ
ｺ
ﾒ
ﾝ

ﾄを
平

成
25

年
1月

24
日

受
付

で
提

出
し

た
。

処
が

、
西

区
職

員
に

よ
る

職
権

乱
用

･杜
撰

な
要

約
･知

識
能

力
欠

乏
･市

民
の

声
に

真
摯

に
受

け
取

る
能

力
欠

乏
･

熊
本

市
憲

法
条

例
理

念
違

反
･怠

慢
･不

作
為

･等
に

よ
り

、
以

下
の

ご
意

見
(要

約
)に

さ
せ

ら
れ

て
し

ま
っ

た
。

こ
れ

が
、

市
民

参
画

･情
報

共
有

･協
働

の
ま

ち
づ

く
り

･等
の

市
政

執
行

の
現

実
の

実
態

の
現

実
の

証
拠

の
一

つ
で

あ
る

。
何

か
に

つ
け

て
、

市
民

参
画

は
、

ﾊ
ﾟﾌ

ﾞｺ
ﾒ
･意

見
集

約
･ｱ

ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ･

を
果

た
せ

ば
市

民
参

画
に

な
る

と
の

熊
本

市
市

政
理

念
で

あ
る

が
、

現
実

の
実

態
は

こ
の

様
な

理
念

が
横

行
し

て
い

る
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

※
再

度
掲

載
※

→
ご

意
見

(要
約

)｢
新

幹
線

熊
本

駅
前

･西
口

広
場

周
辺

等
へ

の
商

業
･業

務
施

設
の

誘
導

な
ど

、
都

市
機

能
の

集
積

を
図

る
こ

と
で

訪
れ

る
人

の
滞

在
時

間
を

増
や

し
、

賑
わ

い
を

創
出

し
て

ほ
し

い
。

熊
本

駅
で

は
、

乗
り

換
え

が
不

便
な

た
め

、
交

通
結

節
点

と
し

て
｢ﾊ

ﾞｽ
ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

機
能

｣を
新

設
し

、
新

幹
線

･利
活

用
を

充
分

に
発

揮
さ

せ
て

ほ
し

い
。

と
の

た
っ

た
こ

れ
だ

け
に

要
約

さ
れ

て
し

ま
っ

て
、

重
大

な
市

政
執

行
へ

の
意

見
提

言
が

抹
殺

喪
失

さ
せ

ら
れ

て
し

ま
っ

て
い

る
。

→
本

市
の

考
え

方
｢熊

本
駅

の
乗

り
換

え
利

便
性

の
向

上
や

熊
本

駅
周

辺
の

賑
わ

い
の

創
出

は
、

区
の

課
題

と
し

て
お

り
、

今
後

と
も

課
題

解
決

に
向

け
、

関
係

各
局

及
び

関
係

機
関

に
お

い
て

連
携

を
図

り
な

が
ら

、
取

り
組

ん
で

ま
い

り
ま

す
。

と
あ

る
が

、
1)

｢区
の

課
題

と
捉

え
て

お
り

、
今

後
と

も
課

題
解

決
に

向
け

～
｣と

あ
る

の
で

、
今

ま
で

も
取

り
組

ん
だ

と
の

記
述

で
あ

る
の

で
、

今
ま

で
取

り
組

ん
だ

実
績

等
･の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2)
｢関

係
各

局
及

び
関

係
機

関
｣と

あ
る

が
、

具
体

的
に

関
係

各
局

･関
係

機
関

の
具

体
的

に
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3)

｢連
携

を
図

り
な

が
ら

｣と
あ

る
が

、
区

の
権

限
等

･関
係

各
局

･関
係

機
関

と
の

具
体

的
な

連
携

を
図

る
事

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
4)

｢連
携

を
図

っ
て

･最
終

的
に

ど
の

様
な

目
標

｣を
掲

げ
て

、
｢ど

の
様

な
竣

工
を

図
る

｣と
す

る
の

か
等

、
の

具
体

的
資

料
等

の
開

示
請

求
。

5)
こ

の
事

に
よ

っ
て

、
｢日

本
一

乗
り

換
え

の
便

利
な

駅
｣･

｢
楽

し
さ

あ
ふ

れ
る

ま
ち

づ
く

り
に

繋
が

る
･陸

の
玄

関
口

と
し

て
の

都
市

機
能

の
集

積
、

賑
わ

い
の

創
出

、
歴

史
･文

化
の

継
承

に
繋

が
る

等
｣へ

の
具

体
的

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

10
3

5/
20

4.
ご

意
見

(要
約

)→
･地

域
に

は
｢歴

史
的

背
景

を
受

け
継

ぐ
貴

重
な

歴
史

遺
産

･名
所

旧
跡

｣が
至

る
所

に
散

在
し

て
い

る
。

こ
れ

ら
の

貴
重

な
区

民
の

遺
産

を
、

校
区

単
位

･町
内

単
位

等
で

徹
底

し
た

調
査

分
析

を
実

施
し

、
そ

の
歴

史
的

意
味

･教
育

的
価

値
等

を
整

理
し

、
散

策
道

を
整

備
し

て
、

後
世

に
引

き
継

い
で

行
く

事
業

を
迅

速
に

開
始

し
て

ほ
し

い
。

そ
し

て
、

そ
れ

ら
の

観
光

案
内

の
看

板
を

熊
本

駅
に

設
置

し
て

ほ
し

い
。

と
(要

約
)と

な
っ

て
い

る
。

→
本

市
の

考
え

方
･現

在
、

西
区

の
自

然
や

伝
統

･文
化

、
名

所
･旧

跡
な

ど
ま

ち
づ

く
り

資
源

の
発

掘
調

査
を

行
っ

て
い

る
と

こ
ろ

で
す

。
そ

の
調

査
結

果
を

今
後

の
ま

ち
づ

く
り

に
活

か
し

て
ま

い
り

ま
す

。
と

の
事

で
あ

る
が

、
現

在
ま

で
、

熊
本

県
･熊

本
市

･両
公

共
事

業
主

の
管

轄
内

で
の

熊
本

駅
周

辺
整

備
に

於
け

る
二

本
木

遺
跡

群
の

発
掘

調
査

、
池

辺
寺

遺
跡

群
の

発
掘

調
査

、
等

の
遺

跡
等

説
明

会
等

に
は

、
何

度
と

な
く

説
明

を
受

講
し

た
が

、
｢伝

統
･

文
化

｣の
｢ま

ち
づ

く
り

資
源

の
発

掘
｣に

つ
い

て
は

初
耳

の
為

、
今

ま
で

ど
の

様
な

｢伝
統

･文
化

｣の
発

掘
調

査
･整

理
･

等
が

行
わ

れ
て

来
た

か
?の

そ
こ

だ
け

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
5.

ご
意

見
(要

約
)→

･地
域

に
よ

っ
て

は
、

横
断

歩
道

の
確

保
が

出
来

て
い

な
い

場
所

が
あ

る
。

高
齢

者
や

身
障

者
、

ま
た

は
子

供
達

の
通

学
道

等
の

安
全

安
心

の
確

保
の

た
め

、
運

転
者

に
注

意
を

促
す

手
法

を
取

り
入

れ
て

ほ
し

い
。

と
な

っ
て

い
る

。

企
画

振
興

局
広

聴
課

｢熊
本

市
区

振
興

ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

(素
案

)に
関

す
る

ﾊ
ﾟﾌ

ﾞﾘ
ｯ
ｸ
ｺ
ﾒ
ﾝ

ﾄ
結

果
(平

成
25

年
3月

13
日

)｣
内

の
｢提

出
さ

れ
た

ご
意

見
と

そ
れ

に
対

す
る

本
市

の
考

え
方

(西
区

)｣
に

関
連

し
て

以
下

に
記

載
す

る
も

の
。

1 
私

の
意

見
に

対
し

て
、

熊
本

市
の

考
え

方
は

、
｢生

活
環

境
や

公
共

交
通

網
の

整
備

は
区

の
課

題
と

し
て

捉
え

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

り
、

ご
意

見
と

し
て

伺
い

ま
す

。
｣と

あ
る

が
、

区
と

し
て

の
今

後
の

対
処

の
仕

方
･具

体
的

計
画

対
応

等
の

わ
か

る
資

料
等

。
2 

私
の

意
見

に
対

し
て

、
熊

本
市

の
考

え
方

は
、

｢こ
の

振
興

ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

は
、

区
の

め
ざ

す
ま

ち
の

姿
の

実
現

に
向

け
て

の
区

民
と

行
政

の
取

り
組

み
方

針
を

定
め

た
も

の
で

す
。

策
定

に
当

た
っ

て
は

、
市

議
会

か
ら

も
ご

意
見

を
い

た
だ

い
て

お
り

、
今

後
と

も
区

の
ま

ち
づ

く
り

に
関

し
議

会
の

場
等

で
ご

意
見

を
い

た
だ

く
こ

と
に

し
て

い
ま

す
。

｣と
あ

る
の

で
、

｢市
議

会
か

ら
も

意
見

を
い

た
だ

い
て

お
り

｣の
根

拠
と

な
る

資
料

及
び

西
区

振
興

ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

に
対

す
る

市
議

会
か

ら
の

意
見

が
わ

か
る

資
料

。
3 

私
の

意
見

に
対

し
て

、
熊

本
市

の
考

え
方

は
、

｢熊
本

駅
の

乗
り

換
え

利
便

性
の

向
上

や
熊

本
駅

周
辺

の
賑

わ
い

の
創

出
は

、
区

の
課

題
と

し
て

お
り

、
今

後
と

も
課

題
解

決
に

向
け

、
関

係
各

局
及

び
関

係
機

関
に

お
い

て
連

携
を

図
り

な
が

ら
、

取
り

組
ん

で
ま

い
り

ま
す

。
｣と

記
載

さ
れ

て
い

る
。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

5
/
2
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

→
本

市
の

考
え

方
･子

供
た

ち
の

通
学

路
や

高
齢

者
の

生
活

道
路

等
で

の
交

通
事

故
防

止
は

重
要

な
課

題
と

捉
え

て
お

り
、

関
係

各
局

及
び

関
係

機
関

に
お

い
て

連
携

を
図

り
な

が
ら

、
安

全
確

保
に

取
り

組
ん

で
ま

い
り

ま
す

。
と

の
考

え
方

が
提

起
さ

れ
て

い
る

。
1)

そ
こ

で
、

こ
こ

で
の

｢関
係

各
局

及
び

関
係

機
関

に
お

い
て

連
携

を
図

る
｣と

す
る

具
体

的
な

各
局

･関
係

機
関

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2)

こ
れ

ら
の

｢関
係

各
局

と
関

係
機

関
｣と

で
、

ど
の

様
な

作
業

を
行

う
の

か
?着

手
･竣

工
･等

の
具

体
的

に
ど

の
地

域
毎

に
わ

か
る

･工
期

･ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

･等
の

開
示

請
求

。
6.

ご
意

見
(要

約
)→

･高
齢

者
･身

障
者

な
ど

の
交

通
弱

者
等

に
と

っ
て

｢住
み

続
け

ら
れ

る
町

｣に
な

る
に

は
、

民
間

の
力

を
待

つ
の

で
な

く
、

行
政

が
積

極
的

に
介

入
し

て
ほ

し
い

。
と

な
っ

て
い

る
。

→
本

市
の

考
え

方
･誰

も
が

住
み

や
す

い
ま

ち
と

な
る

よ
う

こ
の

振
興

ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

に
基

づ
き

、
区

民
の

皆
様

と
行

政
が

協
働

し
て

ま
ち

づ
く

り
に

取
り

組
ん

で
ま

い
り

ま
す

。
と

の
本

市
の

考
え

で
あ

る
の

で
、

1)
具

体
的

に
｢協

働
の

理
念

｣を
発

揮
す

る
と

の
事

で
あ

る
か

ら
、

区
民

と
行

政
が

対
等

な
立

場
で

･と
も

に
誰

も
が

住
み

良
い

町
を

目
指

し
て

、
同

じ
ﾃ

ｰ
ﾌ
ﾞﾙ

に
着

き
･議

論
･審

議
･を

尽
く

し
、

そ
の

実
現

に
向

け
施

行
す

る
と

の
決

意
で

あ
る

か
ら

、
具

体
的

な
そ

の
市

民
参

画
の

あ
り

方
･情

報
共

有
･

等
の

具
体

的
協

働
の

内
容

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2)

何
時

か
ら

始
め

て
、

い
つ

頃
ま

で
か

か
る

の
か

?等
の

工
期

期
間

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

(1
)｢

区
の

課
題

と
捉

え
て

お
り

、
今

後
と

も
課

題
解

決
に

向
け

～
｣と

あ
る

の
で

、
今

ま
で

も
取

り
組

ん
だ

と
の

記
述

で
あ

る
の

で
、

今
ま

で
に

取
り

組
ん

だ
実

績
が

わ
か

る
資

料
等

。
(2

)｢
関

係
各

局
及

び
関

係
機

関
｣と

あ
る

が
、

具
体

的
な

関
係

各
局

･関
係

機
関

が
わ

か
る

資
料

等
。

(3
)｢

連
携

を
図

り
な

が
ら

｣と
あ

る
が

、
区

の
権

限
等

、
関

係
各

局
、

関
係

機
関

と
の

具
体

的
な

連
携

が
わ

か
る

資
料

等
。

(4
)｢

連
携

を
図

っ
て

、
最

終
的

に
ど

の
よ

う
な

目
標

｣を
掲

げ
て

｢ど
の

よ
う

な
竣

工
を

図
る

｣と
す

る
の

か
等

の
具

体
的

な
資

料
等

。
(5

)こ
の

事
に

よ
っ

て
、

｢日
本

一
乗

り
換

え
の

便
利

な
駅

｣、
｢

楽
し

さ
あ

ふ
れ

る
ま

ち
づ

く
り

に
繋

が
る

、
陸

の
連

絡
口

と
し

て
の

都
市

機
能

の
集

積
、

賑
わ

い
の

創
出

、
歴

史
･文

化
の

継
承

に
繋

が
る

等
｣へ

の
具

体
的

な
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等
の

わ
か

る
資

料
等

。
4 

私
の

意
見

に
対

し
て

、
熊

本
市

の
考

え
方

は
、

｢現
在

、
西

区
の

自
然

や
伝

統
･文

化
、

名
所

･旧
跡

な
ど

ま
ち

づ
く

り
資

源
の

発
掘

調
査

を
行

っ
て

い
る

と
こ

ろ
で

す
。

そ
の

調
査

結
果

を
今

後
の

ま
ち

づ
く

り
に

活
か

し
て

ま
い

り
ま

す
。

｣と
あ

る
が

、
｢伝

統
･文

化
｣の

｢ま
ち

づ
く

り
資

源
の

発
掘

｣に
つ

い
て

、
今

ま
で

ど
の

よ
う

な
｢伝

統
･文

化
｣の

発
掘

調
査

･整
理

等
が

行
わ

れ
て

き
た

の
か

が
わ

か
る

資
料

等
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7.
ご

意
見

(要
約

)→
･万

日
山

･花
岡

山
の

麓
･裾

野
等

は
危

険
箇

所
が

多
く

、
避

難
場

所
で

あ
っ

た
春

日
小

学
校

体
育

館
も

避
難

場
所

と
し

て
不

適
切

に
な

っ
て

し
ま

っ
て

い
る

。
そ

の
た

め
、

専
門

家
を

交
え

た
ﾊ

ｻ
ﾞｰ

ﾄﾞ
ﾏ

ｯ
ﾌ
ﾟを

作
成

し
て

ほ
し

い
。

と
の

(要
約

)文
に

な
っ

て
い

る
。

→
本

市
の

考
え

方
･災

害
対

策
は

区
の

最
重

要
課

題
と

捉
え

て
お

り
、

地
域

単
位

で
の

ﾊ
ｻ

ﾞｰ
ﾄﾞ

ﾏ
ｯ
ﾌ
ﾟの

作
成

を
は

じ
め

、
安

心
安

全
な

ま
ち

づ
く

り
に

取
り

組
ん

で
ま

い
り

ま
す

。
と

な
っ

て
い

る
。

そ
こ

で
、

緊
急

を
要

す
る

春
日

小
学

校
体

育
館

の
避

難
場

所
指

定
復

活
に

と
っ

て
、

今
年

の
豪

雨
梅

雨
時

期
を

身
近

か
に

控
え

、
ど

の
様

な
･緊

急
避

難
防

災
対

策
･を

迅
速

に
実

施
し

、
今

年
の

梅
雨

時
期

を
･西

区
民

の
安

全
安

心
の

維
持

確
保

･を
確

立
す

る
の

か
等

、
具

体
的

対
策

･整
備

計
画

･避
難

場
所

へ
の

安
全

安
心

誘
導

道
順

確
保

･等
の

具
体

的
に

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

8.
ご

意
見

(要
約

)→
･万

日
山

や
花

岡
山

の
あ

る
こ

の
地

域
は

歴
史

的
名

所
･旧

跡
の

宝
庫

で
あ

る
り

、
熊

本
城

頬
当

門
ま

で
の

散
策

道
が

整
備

さ
れ

る
こ

と
を

望
む

。
と

(要
約

)さ
れ

て
い

る
。

→
本

市
の

考
え

方
･熊

本
駅

な
ど

の
交

通
拠

点
か

ら
の

観
光

ﾙ
ｰ

ﾄが
整

備
さ

れ
、

市
民

や
観

光
客

の
利

便
性

が
高

ま
る

よ
う

、
関

係
各

局
及

び
関

係
機

関
に

お
い

て
連

携
を

図
り

な
が

ら
、

取
り

組
ん

で
ま

い
り

ま
す

。
と

の
本

市
･熊

本
市

･の
考

え
方

と
な

っ
て

い
る

。

5 
私

の
意

見
に

対
し

て
、

熊
本

市
の

考
え

方
は

、
｢子

ど
も

た
ち

の
通

学
路

や
高

齢
者

の
生

活
道

路
等

で
の

交
通

事
故

防
止

は
重

要
な

課
題

と
捉

え
て

お
り

、
関

係
各

局
及

び
関

係
機

関
に

お
い

て
連

携
を

図
り

な
が

ら
、

安
全

確
保

に
取

り
組

ん
で

ま
い

り
ま

す
。

｣と
記

載
さ

れ
て

い
る

。
(1

)｢
関

係
各

局
及

び
関

係
機

関
に

お
い

て
連

携
を

図
る

｣と
す

る
具

体
的

な
各

局
、

関
係

機
関

が
わ

か
る

資
料

等
。

(2
)｢

関
係

各
局

と
関

係
機

関
｣と

で
、

ど
の

よ
う

な
作

業
を

行
う

の
か

。
着

手
、

竣
工

等
の

地
域

毎
の

具
体

的
な

工
期

、
ｽ

ｹ
ｼ

ﾞｭ
ｰ

ﾙ
等

。
6 

私
の

意
見

に
対

し
て

、
熊

本
市

の
考

え
方

は
、

｢誰
も

が
住

み
や

す
い

ま
ち

と
な

る
よ

う
こ

の
振

興
ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

に
基

づ
き

、
区

民
の

皆
様

と
行

政
が

協
働

し
て

ま
ち

づ
く

り
に

取
り

組
ん

で
ま

い
り

ま
す

。
｣と

記
載

さ
れ

て
い

る
。

(1
)具

体
的

な
市

民
参

画
の

あ
り

方
、

情
報

共
有

等
の

具
体

的
協

働
の

内
容

が
わ

か
る

資
料

等
。

(2
)何

時
か

ら
始

め
て

い
つ

頃
ま

で
か

か
る

の
か

等
の

工
期

期
間

等
の

わ
か

る
資

料
等

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

新
幹

線
熊

本
駅

前
･西

口
周

辺
に

は
、

一
戸

建
て

住
宅

･ﾏ
ﾝ

ｼ
ｮﾝ

･ｱ
ﾊ

ﾟｰ
ﾄ･

等
の

住
宅

団
地

群
、

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
･病

院
、

熊
本

市
立

春
日

保
育

園
、

等
が

、
新

幹
線

高
架

下
周

辺
ま

で
迫

っ
て

お
り

、
西

口
広

場
の

乗
降

客
等

の
騒

音
･ﾎ

ｰ
ﾑ

か
ら

の
拡

声
器

騒
音

･立
体

駐
車

場
45

0台
等

の
車

の
氾

濫
洪

水
に

曝
さ

れ
て

、
P
M

2.
5の

比
よ

り
も

深
刻

な
大

気
汚

染
･浮

遊
粒

子
状

物
質

に
さ

ら
さ

れ
て

い
る

に
も

拘
ら

ず
、

西
口

広
場

か
ら

90
m

到
達

地
点

に
児

童
教

育
施

設
･春

日
小

学
校

正
門

が
位

置
し

て
い

る
。

熊
本

県
教

育
長

は
、

こ
れ

は
熊

本
市

教
育

委
員

会
の

問
題

で
あ

る
と

し
て

、
無

視
し

て
い

る
。

こ
の

様
な

光
景

を
見

た
遠

来
の

来
熊

者
が

、
熊

本
市

は
6

万
か

7万
人

の
都

市
で

し
た

か
?と

の
驚

嘆
の

声
が

上
が

っ
た

と
の

事
。

新
幹

線
熊

本
駅

周
辺

の
悪

評
を

、
少

し
で

も
挽

回
す

る
為

に
も

、
西

口
広

場
正

面
の

万
日

山
･花

岡
山

･の
歴

史
的

遺
産

･名
所

旧
跡

の
宝

庫
を

迅
速

に
ｱ

ﾋ
ﾟｰ

ﾙ
す

べ
き

で
あ

る
。

そ
の

為
に

も
、

西
区

役
所

の
考

え
方

を
速

･着
手

竣
工

･す
べ

き
で

あ
る

。
1)

関
係

各
局

及
び

関
係

機
関

が
、

具
体

的
に

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2)
万

日
山

頂
上

の
一

部
は

、
熊

本
県

振
興

局
が

整
備

着
手

竣
工

し
た

が
、

熊
本

市
と

西
区

役
所

は
、

｢市
民

や
観

光
客

の
利

便
性

が
高

ま
る

よ
う

、
｣ど

の
様

な
熊

本
市

所
有

･万
日

山
･花

岡
山

･の
用

地
整

備
を

す
る

の
か

?具
体

的
に

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3)
こ

の
整

備
の

工
期

期
間

、
ど

の
様

な
整

備
項

目
、

着
手

･
竣

工
･等

の
具

体
的

に
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

添
付

参
照

熟
読

資
料

･A
3→

2枚
･

7 
私

の
意

見
に

対
し

て
、

熊
本

市
の

考
え

方
は

、
｢災

害
対

策
は

区
の

最
重

要
課

題
と

捉
え

て
お

り
、

地
域

単
位

の
ﾊ

ｻ
ﾞｰ

ﾄﾞ
ﾏ

ｯ
ﾌ
ﾟの

作
成

を
は

じ
め

、
安

全
安

心
な

ま
ち

づ
く

り
に

取
り

組
ん

で
ま

い
り

ま
す

。
｣と

な
っ

て
い

る
が

、
緊

急
を

要
す

る
春

日
小

学
校

体
育

館
の

避
難

場
所

指
定

復
活

に
と

っ
て

、
今

年
の

豪
雨

梅
雨

時
期

を
身

近
に

控
え

ど
の

様
な

緊
急

避
難

防
災

対
策

を
迅

速
に

実
施

し
、

今
年

の
梅

雨
時

期
を

西
区

民
の

安
全

安
心

の
維

持
確

保
を

確
立

す
る

の
か

等
、

具
体

的
対

策
、

整
備

計
画

、
避

難
場

所
へ

の
安

全
安

心
誘

導
道

順
確

保
等

が
具

体
的

に
わ

か
る

資
料

等
。

8 
私

の
意

見
に

対
し

て
、

熊
本

市
の

考
え

方
は

、
｢熊

本
駅

な
ど

の
交

通
の

拠
点

か
ら

の
観

光
ﾙ

ｰ
ﾄが

整
備

さ
れ

、
市

民
や

観
光

客
の

利
便

性
が

高
ま

る
よ

う
、

関
係

各
局

及
び

関
係

機
関

に
お

い
て

連
携

を
図

り
な

が
ら

、
取

り
組

ん
で

ま
い

り
ま

す
。

｣と
記

載
さ

れ
て

い
る

。
(1

)｢
関

係
各

局
及

び
関

係
機

関
｣が

具
体

的
に

わ
か

る
よ

う
な

資
料

等
。

(2
)万

日
山

頂
上

の
一

部
は

熊
本

県
振

興
局

が
、

整
備

着
手

竣
工

し
た

が
、

熊
本

市
と

西
区

役
所

は
、

｢市
民

や
観

光
客

の
利

便
性

が
高

ま
る

よ
う

、
｣ど

の
よ

う
な

熊
本

市
所

有
、

万
日

山
、

花
岡

山
の

用
地

整
備

を
す

る
の

か
具

体
的

に
わ

か
る

資
料

等
。

(3
)こ

の
整

備
の

工
期

期
間

、
ど

の
よ

う
な

整
備

項
目

、
着

手
、

竣
工

等
が

具
体

的
に

わ
か

る
資

料
等

。

10
4

5/
20

･住
所

 熊
本

市
北

区
植

木
町

円
台

寺
字

迫
○

-△
.○

-△
位

置
指

定
道

路
に

関
す

る
資

料
S5

4-
12

8-
20

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

･住
所

 熊
本

市
北

区
植

木
町

円
台

寺
字

迫
○

-△
、

○
-

△ 位
置

指
定

道
路

に
関

す
る

資
料

S5
4-

12
8-

2U

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
1

5
/
2
1

10
5

5/
20

辛
島

公
園

施
設

平
面

図
(現

況
が

分
か

る
も

の
)

都
市

建
設

局
河

川
公

園
課

辛
島

公
園

施
設

平
面

図
(現

況
が

分
か

る
も

の
)

開
示

5
/
2
4

5
/
2
4

10
6

5/
21

S5
9-

04
4

道
路

位
置

指
定

の
書

類
一

式
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

S5
9-

04
4

道
路

位
置

指
定

の
書

類
一

式
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
5
/
2
1

5
/
2
2

10
7

5/
21

道
路

位
置

指
定

関
係

書
類

位
置

指
定

年
月

日
 昭

和
45

年
9月

29
日

位
置

指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
第

21
2号

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

関
係

書
類

位
置

指
定

年
月

日
 昭

和
45

年
9月

29
日

位
置

指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
第

21
2号

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
7

5
/
2
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

10
8

5/
21

位
置

指
定

№
78

･道
路

指
定

書
 S

43
-0

78
･道

路
指

定
申

請
書

 S
43

.4
.2

 第
78

号
･実

測
図

、
土

地
字

図
(○

-△
、

○
-△

、
○

-△
、

○
-△

、
○

-△
)

道
路

判
定

№
23

･道
路

の
判

定
調

査
書

 0
4年

第
23

号
(表

･裏
)

･東
部

P
64

(ｾ
ﾞﾝ

ﾘﾝ
)

･昭
和

32
年

測
図

※
建

築
計

画
概

要
書

(ｾ
ﾞﾝ

ﾘﾝ
)

･道
路

の
判

定
申

込
書

 第
13

号
(申

請
者

 ○
○

)
･ｾ

ﾞﾝ
ﾘﾝ

地
図

3枚
 写

真
2枚

･道
路

調
査

書
 S

60
、

02
5号

･道
路

の
判

定
申

込
書

(申
請

者
)○

○
(ｾ

ﾞﾝ
ﾘﾝ

)写
真

･協
議

書
･土

地
謄

本
(字

図
)

･家
屋

登
記

簿
謄

本
に

よ
る

年
月

日
･道

路
の

判
定

申
込

書
(申

請
者

　
○

○
)

･ｾ
ﾞﾝ

ﾘﾝ
他

2枚
(地

図
)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

N
o7

8
･道

路
指

定
書

S4
3-

07
8 

･道
路

指
定

申
請

書
 S

43
.4

.2
第

78
号

･実
測

図
 ･

土
地

字
図

(○
-△

、
○

-△
、

○
-△

、
○

-△
、

○
-△

)
道

路
判

定
N

o2
3

･道
路

の
判

定
調

査
書

 0
4年

第
23

号
(表

･裏
) 

･東
部

P
64

(ｾ
ﾞﾝ

ﾘﾝ
)

･昭
和

32
年

測
図

 ･
建

築
計

画
概

要
書

(ｾ
ﾞﾝ

ﾘﾝ
) 

･道
路

の
判

定
申

込
書

 第
13

号
(申

請
者

 ○
○

)
･ｾ

ﾞﾝ
ﾘﾝ

地
図

 3
枚

 写
真

2枚
 ･

道
路

の
判

定
申

込
書

(申
請

者
) 

○
○

(ｾ
ﾞﾝ

ﾘﾝ
)写

真
･道

路
調

査
書

 S
60

、
02

5号
 ･

協
議

書
 ･

土
地

謄
本

(字
図

)
･家

屋
登

記
簿

謄
本

に
よ

る
年

月
日

 ･
道

路
の

判
定

申
込

書
(申

請
者

 ○
○

) 
･ｾ

ﾞﾝ
ﾘﾝ

他
2枚

(地
図

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
7

5
/
2
7

10
9

5/
21

■
下

記
工

事
の

金
入

り
工

事
費

内
訳

書
①

西
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

最
終

沈
殿

池
機

械
設

備
工

事
(６

７
工

区
)

②
新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

主
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ機

械
設

備
工

事
(６

２
工

区
)

③
西

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

最
初

沈
殿

池
機

械
設

備
そ

の
他

工
事

(６
５

工
区

)
④

植
木

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

主
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ機

械
設

備
工

事
(５

７
工

区
)

⑦
東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

B
系

送
風

機
機

械
設

備
工

事
(5

工
区

)
⑧

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

B
系

主
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ機

械
設

備
工

事
(1

工
区

)
⑨

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

B
系

主
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ機

械
設

備
工

事
(3

工
区

)
⑪

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

B
-1

系
最

終
沈

殿
池

機
械

設
備

(そ
の

2)
工

事
(6

5工
区

)
⑫

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

B
系

送
風

機
械

設
備

工
事

(6
1工

区
)

⑬
中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
系

最
終

沈
殿

池
機

械
設

備
そ

の
他

工
事

(5
8工

区
)

以
上

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

取
り

下
げ

11
0

5/
21

■
下

記
工

事
の

金
入

り
工

事
費

内
訳

書
⑤

麻
生

田
送

水
場

排
水

処
理

設
備

更
新

他
1件

工
事

⑥
城

山
送

水
場

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ設

備
製

作
及

び
据

付
他

1件
工

事
⑩

麻
生

田
送

水
場

機
械

設
備

更
新

他
1件

工
事

⑭
亀

井
送

水
場

機
械

設
備

改
良

他
1件

工
事

⑮
麻

生
田

送
水

場
ろ

過
機

機
械

設
備

他
1件

工
事

以
上

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

取
り

下
げ

-43-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

11
1

5/
21

■
動

植
物

園
花

の
休

憩
所

植
物

管
理

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
観

光
文

化
交

流
局

動
植

物
園

動
植

物
園

花
の

休
憩

所
植

物
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
2
4

6
/
5

11
2

5/
21

■
立

田
山

憩
の

森
下

草
刈

(北
地

区
)業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
立

田
山

憩
の

森
下

草
刈

(南
地

区
)業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

環
境

局
緑

保
全

課

･平
成

25
年

度
立

田
山

憩
の

森
下

草
刈

(北
地

区
)業

務
委

託
 金

入
り

設
計

書
･平

成
25

年
度

立
田

山
憩

の
森

下
草

刈
(南

地
区

)業
務

委
託

 金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
2
2

6
/
5

11
3

5/
21

■
旧

細
川

刑
部

邸
庭

園
除

草
外

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
観

光
文

化
交

流
局

熊
本

城
総

合
事

務
所

旧
細

川
刑

部
邸

庭
園

除
草

外
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
2
3

6
/
5

11
4

5/
21

■
市

道
 水

前
寺

公
園

水
前

寺
6丁

目
第

1号
線

外
1路

線
街

路
樹

剪
定

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

維
持

課

■
市

道
水

前
寺

公
園

水
前

寺
6丁

目
第

1号
線

外
1路

線
街

路
樹

剪
定

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
3
0

6
/
5

11
5

5/
21

■
市

庁
舎

周
り

植
栽

物
保

守
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

財
政

局
管

財
課

■
市

庁
舎

周
り

植
栽

物
保

守
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

(市
庁

舎
周

り
植

栽
物

保
守

管
理

業
務

委
託

内
訳

書
)

開
示

5
/
2
3

6
/
5

11
6

5/
21

■
塚

原
古

墳
公

園
維

持
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室

塚
原

古
墳

公
園

維
持

管
理

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書

開
示

5
/
2
9

6
/
5

11
7

5/
21

道
路

位
置

指
定

台
帳

 S
43

-0
56

号
(昭

和
42

年
度

)
道

路
判

定
台

帳
 1

1-
37

5(
平

成
23

年
)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

台
帳

 S
43

-0
56

号
(昭

和
42

年
度

)
道

路
判

定
台

帳
 1

1-
37

5(
平

成
23

年
)

ｶ
ﾗ
ｰ

又
は

白
黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
7

5
/
2
8

11
8

5/
22

熊
本

市
中

央
区

中
央

街
○

-△
の

○
○

の
図

面
関

係
(配

置
図

、
平

面
図

、
立

面
図

、
設

備
配

管
図

等
)

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
中

央
区

中
央

街
○

-△
関

係
図

面
(配

置
図

･平
面

図
･立

面
図

･設
備

配
管

図
等

)
開

示
6
/
3

6
/
5

11
9

5/
22

道
路

判
定

台
帳

H
18

年
 0

7-
00

8
･0

1～
07

･道
路

協
定

書
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

に
て

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

H
18

年
 0

7-
00

8
･0

1～
07

･道
路

協
定

書
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

に
て

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
7

5
/
2
7

12
0

5/
23

平
成

25
年

度
 海

底
構

造
物

(攪
拌

ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
)設

置
工

事
の

金
入

り
設

計
書

。
上

下
水

道
局

計
画

調
整

課
平

成
25

年
度

 海
底

構
造

物
(攪

拌
ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
)設

置
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
2
8

5
/
2
9

12
1

5/
23

熊
本

市
立

幼
稚

園
、

小
学

校
、

中
学

校
、

高
校

の
樹

木
害

虫
駆

除
委

託
の

入
札

状
況

の
わ

か
る

も
の

(業
者

名
、

入
札

価
格

、
落

札
価

格
)

H
24

年
度

分
～

H
20

年
度

分
｢入

札
状

況
調

書
｣

環
境

局
緑

保
全

課

平
成

24
年

度
～

平
成

20
年

度
公

共
施

設
等

樹
木

害
虫

駆
除

委
託

に
お

け
る

入
札

状
況

調
書

開
示

5
/
2
8

5
/
2
8

12
1-

2
5/

23

水
前

寺
土

地
区

画
整

理
確

定
図

住
所

 熊
本

市
中

央
区

水
前

4丁
目

○
番

地
(地

番
)○

番
△

号
(住

居
表

示
)

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

水
前

寺
土

地
区

画
整

理
確

定
図

住
所

 熊
本

市
中

央
区

水
前

寺
4丁

目
○

番
地

(地
番

)
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

○
番

△
号

(住
居

表
示

)

開
示

6
/
4

6
/
1
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

12
2

5/
24

道
路

位
置

指
定

図
(一

式
)

昭
和

54
年

7月
9日

 指
令

(計
建

)第
41

号
ｶ
ﾗ
ｰ

部
分

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

図
(一

式
)

昭
和

54
年

7月
9日

 指
令

(計
建

)第
41

号
ｶ
ﾗ
ｰ

部
分

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
5
/
2
8

5
/
2
9

12
3

5/
27

道
路

位
置

指
定

の
書

類
･昭

和
48

年
10

月
6日

･熊
本

市
指

令
(管

建
) 

第
14

9号
ｶ
ﾗ
ｰ

、
白

黒

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

の
書

類
･昭

和
48

年
10

月
6日

･熊
本

市
指

令
(管

建
)第

14
9号

ｶ
ﾗ
ｰ

、
白

黒

開
示

5
/
2
8

5
/
2
8

12
4

5/
27

･水
質

汚
濁

防
止

法
･熊

本
県

生
活

環
境

の
保

全
等

に
関

す
る

条
例

･熊
本

県
地

下
水

保
全

条
件

等
の

届
出

上
記

法
令

等
に

よ
る

熊
本

市
南

区
八

幡
○

丁
目

○
-△

○
○

㈱
に

関
す

る
届

出
の

内
容

が
わ

か
る

書
類

環
境

局
水

保
全

課

下
記

の
事

業
場

に
お

い
て

、
･水

質
汚

濁
防

止
法

の
規

定
に

基
づ

く
届

出
の

う
ち

特
定

施
設

の
種

類
及

び
使

用
し

て
い

る
特

定
有

害
物

質
の

種
類

が
確

認
で

き
る

箇
所

･熊
本

県
生

活
環

境
の

保
全

等
に

関
す

る
条

例
の

規
定

に
基

づ
く

届
出

の
う

ち
業

種
及

び
排

水
施

設
が

確
認

で
き

る
箇

所
･熊

本
県

地
下

水
保

全
条

例
の

規
定

に
基

づ
く

届
出

の
う

ち
区

分
･業

種
及

び
対

象
化

学
物

質
の

種
類

が
確

認
で

き
る

7箇
所

事
業

場
:○

○
㈱

○
○

所
在

地
:熊

本
市

南
区

八
幡

○
丁

目
○

-△
、

○
-△

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
7

6
/
1
1

郵
送

12
5

5/
27

○
熊

本
市

中
小

企
業

経
営

安
定

特
別

資
金

融
資

制
度

要
綱

･(
融

資
対

象
)第

3条
(5

)熊
本

市
都

市
計

画
事

業
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
施

行
に

伴
い

、
経

営
の

安
定

に
支

障
を

生
じ

て
い

る
者

で
あ

っ
て

市
長

が
特

に
必

要
と

認
め

た
も

の
等

に
関

す
る

も
の

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

す
る

。
1.

｢市
長

特
に

認
め

た
も

の
｣と

あ
る

が
、

(6
)経

営
環

境
の

急
激

な
変

化
(熊

本
市

都
市

計
画

事
業

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

･該
当

区
域

か
ら

概
ね

50
0

ｍ
の

範
囲

に
お

い
て

、
小

売
業

、
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

業
、

貸
家

業
、

駐
車

場
業

、
印

刷
業

、
医

業
、

ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
業

及
び

飲
食

業
を

営
む

者
で

、
等

)を
対

象
と

し
て

の
市

長
の

認
定

と
思

わ
れ

る
が

、
｢既

成
の

借
金

返
済

へ
の

融
資

資
金

と
し

て
も

認
定

し
て

も
良

い
｣と

す
る

事
実

発
生

に
対

し
て

、
融

資
を

受
け

た
後

に
認

定
が

間
違

っ
て

い
た

と
認

定
･気

づ
い

た
場

合
、

ど
の

様
な

処
置

を
し

た
か

?ま
た

は
、

何
も

し
な

か
っ

た
か

･｢
不

存
在

｣･
だ

っ
た

か
?等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2.

熊
本

市
中

小
企

業
経

営
安

定
特

例
融

資
制

度
要

綱
の

第
5条

に
、

取
扱

金
融

機
関

は
、

肥
後

銀
行

、
熊

本
銀

行
、

熊
本

信
用

金
庫

、
熊

本
第

一
信

用
金

庫
と

す
る

。
と

あ
る

が
、

1)
各

金
融

機
関

を
熊

本
市

に
よ

る
指

定
金

融
機

関
と

認
定

す
る

場
合

の
指

定
基

準
の

わ
か

る
資

料
･等

の
開

示
請

求
。

2)
県

外
に

本
店

が
あ

り
、

県
内

の
支

店
は

指
定

金
融

機
関

を
除

外
す

る
と

す
る

法
的

根
拠

等
の

開
示

請
求

。

農
水

商
工

局
産

業
政

策
課

熊
本

市
中

小
企

業
経

営
安

定
特

別
資

金
融

資
制

度
要

綱
･(

融
資

対
象

)第
3条

(5
)熊

本
市

都
市

計
画

事
業

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

施
行

に
伴

い
、

経
営

の
安

定
に

支
障

を
生

じ
て

い
る

者
で

あ
っ

て
市

長
が

特
に

必
要

と
認

め
た

も
の

等
に

関
す

る
も

の
に

つ
い

て
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
1.

｢市
長

特
に

認
め

た
も

の
｣と

あ
る

が
、

(6
)経

営
環

境
の

急
激

な
変

化
(熊

本
市

都
市

計
画

事
業

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

･該
当

区
域

か
ら

概
ね

50
0
m

の
範

囲
に

お
い

て
、

小
売

業
、

ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

業
、

貸
家

業
、

駐
車

場
業

、
印

刷
業

、
医

業
、

ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
業

及
び

飲
食

業
を

営
む

者
で

、
等

)を
対

象
と

し
て

の
市

長
の

認
定

と
思

わ
れ

る
が

、
｢

既
成

の
借

金
返

済
へ

の
融

資
資

金
と

し
て

も
認

定
し

て
も

良
い

｣と
す

る
事

実
発

生
に

対
し

て
、

融
資

を
受

け
た

後
に

認
定

が
間

違
っ

て
い

た
と

認
定

･気
づ

い
た

場
合

、
ど

の
様

な
処

置
を

し
た

か
?ま

た
は

、
何

も
し

な
か

っ
た

か
･｢

不
存

在
｣･

だ
っ

た
か

?等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3.
熊

本
市

中
小

企
業

経
営

安
定

特
例

資
金

融
資

制
度

要
綱

第
3条

第
1項

第
5号

に
基

づ
く

融
資

を
受

け
た

中
小

企
業

者
に

対
す

る
利

子
補

給
要

綱
の

第
2条

に
｢資

金
が

目
的

以
外

へ
の

使
用

｣、
第

7条
(2

)～
｢融

資
の

目
的

以
外

の
目

的
｣と

あ
る

が
、

1)
｢資

金
･融

資
が

目
的

と
す

る
使

用
･目

的
と

は
、

具
体

的
に

ど
の

様
な

使
用

･目
的

と
す

る
の

か
の

具
体

的
に

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
1
0

6
/
1
8

-45-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3.
熊

本
市

中
小

企
業

経
営

安
定

特
例

資
金

融
資

制
度

要
綱

第
3条

第
1項

第
5号

に
基

づ
く

融
資

を
受

け
た

中
小

企
業

者
に

対
す

る
利

子
補

給
要

綱
の

第
2条

に
｢資

金
が

目
的

以
外

へ
の

使
用

｣、
第

7条
(2

)～
｢融

資
の

目
的

以
外

の
目

的
｣と

あ
る

が
、

1)
｢資

金
･融

資
が

目
的

と
す

る
使

用
･目

的
と

は
、

具
体

的
に

ど
の

様
な

使
用

･目
的

と
す

る
の

か
の

具
体

的
に

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2)
｢資

金
･融

資
が

目
的

以
外

の
目

的
と

は
、

具
体

的
に

ど
の

様
な

事
に

使
用

さ
れ

た
場

合
を

言
う

の
か

、
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

4.
熊

本
市

中
小

企
業

信
用

保
証

料
補

給
要

綱
に

基
づ

き
、

熊
本

市
が

熊
本

県
信

用
保

証
協

会
に

対
し

て
、

1)
こ

の
制

度
開

始
か

ら
今

日
ま

で
支

払
っ

た
保

証
料

の
年

度
毎

の
総

額
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2)
第

6条
に

於
け

る
そ

の
金

額
を

一
括

返
済

し
て

、
協

会
が

熊
本

市
か

ら
補

給
を

受
け

た
金

額
を

返
戻

し
た

金
額

の
年

度
毎

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
5.

損
失

補
償

契
約

書
の

第
3条

こ
の

契
約

の
実

施
に

伴
い

、
乙

が
代

位
弁

済
を

行
っ

た
と

き
は

、
～

と
あ

る
が

、
1)

乙
が

甲
に

対
し

て
、

ど
の

様
な

様
式

の
請

求
金

額
･等

の
記

載
さ

れ
た

請
求

書
面

を
提

出
す

る
の

か
、

今
ま

で
年

度
毎

に
請

求
の

あ
っ

た
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2)
第

4条
乙

は
損

失
補

償
金

を
受

領
し

た
後

、
債

務
者

か
ら

弁
済

が
あ

っ
た

場
合

、
～

と
あ

る
が

、
甲

(熊
本

市
)に

返
戻

し
た

金
額

の
年

度
毎

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

4.
熊

本
市

中
小

企
業

信
用

保
証

料
補

給
要

綱
に

基
づ

き
、

熊
本

市
が

熊
本

県
信

用
保

証
協

会
に

対
し

て
、

1)
こ

の
制

度
開

始
か

ら
今

日
ま

で
支

払
っ

た
保

証
料

の
年

度
毎

の
総

額
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2)
第

6条
に

於
け

る
そ

の
金

額
を

一
括

返
済

し
て

、
協

会
が

熊
本

市
か

ら
補

給
を

受
け

た
金

額
を

返
戻

し
た

金
額

の
年

度
毎

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
5.

損
失

補
償

契
約

書
の

第
3条

こ
の

契
約

の
実

施
に

伴
い

、
乙

が
代

位
弁

済
を

行
っ

た
と

き
は

、
～

と
あ

る
が

、
1)

乙
が

甲
に

対
し

て
、

ど
の

様
な

様
式

の
請

求
金

額
･等

の
記

載
さ

れ
た

請
求

書
面

を
提

出
す

る
の

か
、

今
ま

で
年

度
毎

に
請

求
の

あ
っ

た
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2)
第

4条
乙

は
損

失
補

償
金

を
受

領
し

た
後

、
債

務
者

か
ら

弁
済

が
あ

っ
た

場
合

、
～

と
あ

る
が

、
甲

(熊
本

市
)に

返
戻

し
た

金
額

の
年

度
毎

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
6.

代
位

弁
済

の
場

合
、

融
資

期
間

が
･例

え
ば

10
年

･7
年

･
で

あ
っ

て
、

代
位

弁
済

が
発

生
し

た
と

し
て

、
そ

の
融

資
残

期
間

が
7年

･5
年

･で
あ

っ
て

も
、

熊
本

市
が

代
弁

元
金

･代
弁

利
息

を
返

済
す

る
場

合
、

発
生

件
に

対
し

て
ど

の
様

な
基

準
に

基
づ

き
･裏

面
調

査
･決

済
･等

を
執

行
す

る
の

か
･

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6.
代

位
弁

済
の

場
合

、
融

資
期

間
が

･例
え

ば
10

年
･7

年
･

で
あ

っ
て

、
代

位
弁

済
が

発
生

し
た

と
し

て
、

そ
の

融
資

残
期

間
が

7年
･5

年
･で

あ
っ

て
も

、
熊

本
市

が
代

弁
元

金
･代

弁
利

息
を

返
済

す
る

場
合

、
発

生
件

に
対

し
て

ど
の

様
な

基
準

に
基

づ
き

･裏
面

調
査

･決
済

･等
を

執
行

す
る

の
か

･
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

熊
本

市
中

小
企

業
経

営
安

定
特

別
資

金
融

資
制

度
要

綱
･(

融
資

対
象

)第
3条

(5
)熊

本
市

都
市

計
画

事
業

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

施
行

に
伴

い
、

経
営

の
安

定
に

支
障

を
生

じ
て

い
る

者
で

あ
っ

て
市

長
が

特
に

必
要

と
認

め
た

も
の

等
に

関
す

る
も

の
に

つ
い

て
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
2.

熊
本

市
中

小
企

業
経

営
安

定
特

例
融

資
制

度
要

綱
の

第
5条

に
、

取
扱

金
融

機
関

は
、

肥
後

銀
行

、
熊

本
銀

行
、

熊
本

信
用

金
庫

、
熊

本
第

一
信

用
金

庫
と

す
る

。
と

あ
る

が
、

1)
各

金
融

機
関

を
熊

本
市

に
よ

る
指

定
金

融
機

関
と

認
定

す
る

場
合

の
指

定
基

準
の

わ
か

る
資

料
･等

の
開

示
請

求
。

2)
県

外
に

本
店

が
あ

り
、

県
内

の
支

店
は

指
定

金
融

機
関

を
除

外
す

る
と

す
る

法
的

根
拠

等
の

開
示

請
求

。
3.

熊
本

市
中

小
企

業
経

営
安

定
特

例
式

融
資

制
度

要
綱

第
3条

第
1項

第
5号

に
基

づ
く

融
資

を
受

け
た

中
小

企
業

者
に

対
す

る
利

子
補

給
要

綱
の

第
2条

に
｢資

金
が

目
的

以
外

へ
の

使
用

｣、
第

7条
(2

)～
｢融

資
の

目
的

以
外

の
目

的
｣と

あ
る

が
、

2)
｢資

金
･融

資
が

目
的

以
外

の
目

的
と

は
、

具
体

的
に

ど
の

様
な

事
に

使
用

さ
れ

た
場

合
を

言
う

の
か

、
の

わ
か

る
資
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等

の
開
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請

求
。
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土
壌

汚
染

対
策

法
に

基
づ

く
形

質
変

更
時

要
届

出
区

域
(形

-7
)に

か
か

る
土

壌
汚

染
状

況
調

査
報

告
書

一
式

環
境

局
水

保
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課

土
壌

汚
染

対
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法
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基
づ

く
形

質
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届
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査
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告
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○
熊

本
市

･企
画

振
興

局
に

於
て

、
各

管
轄

の
熊

本
市

長
附

属
機

関
に

対
し

平
成

24
年

度
か

ら
今

日
ま

で
の

期
間

に
、

｢熊
本

市
長

公
印

押
印

の
諮

問
項

目
を

記
載

し
た

諮
問

書
｣を

提
示

し
、

各
々

の
諮

問
内

容
を

審
議

さ
せ

た
と

す
る

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
。

1.
以

下
の

各
課

が
発

遣
し

た
｢市

長
公

印
押

印
し

た
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
。

(ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局
･秘

書
課

･企
画

課
･広

報
課

･広
聴

課
･情

報
政

策
課

･統
計

課
･区

政
推

進
課

･市
民

協
働

課
(男

女
共

生
推

進
室

)生
涯

学
習

推
進

課
･人

権
推

進
総

室
･東

京
事

務
所

)･
2.

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

発
遣

｣は
、

ど
の

様
な

条
例

等
法

的
根

拠
に

よ
っ

て
発

遣
さ

れ
る

の
か

、
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

添
付

参
照

資
料

･(
市

民
協

働
課

･発
遣

･審
査

諮
問

書
)･

A
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興
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ﾝ
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ﾝ

事
務

局

1 
熊

本
市

企
画

振
興

局
に

お
い

て
、

各
管

轄
の

熊
本

市
長

附
属

機
関

に
対

し
平

成
24

年
度

か
ら

今
日

ま
で

の
期

間
に

、
｢熊

本
市

長
公

印
押

印
の

諮
問

項
目

を
記

載
し

た
諮

問
書

｣を
提

示
し

、
各

々
の

諮
問

内
容

を
審

議
し

た
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
｣

2 
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
発

遺
｣の

法
的
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拠
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の

あ
る

資
料

不
存
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第

1
1
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2
項

6
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/
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各
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の
熊
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市

長
附

属
機

関
に

対
し

平
成

24
年

度
か
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今

日
ま

で
の

期
間

に
、

｢熊
本

市
長

公
印

押
印

の
諮

問
項

目
を

記
載

し
た

諮
問

書
｣を

提
示

し
、

各
々

の
諮

問
内

容
を

審
議

さ
せ

た
と

す
る

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
。

1.
以

下
の

各
課

が
発

遣
し

た
｢市

長
公

印
押

印
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諮

問
書
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請

求
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ﾞﾏ
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課
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･広
聴

課
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政
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計

課
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政
推

進
課

･市
民
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働

課
(男

女
共

生
推

進
室

)生
涯
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習

推
進

課
･人

権
推

進
総

室
･東

京
事

務
所

)･
2.

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

発
遣

｣は
、

ど
の

様
な

条
例

等
法

的
根

拠
に

よ
っ

て
発

遣
さ

れ
る

の
か

、
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

添
付

参
照

資
料

･(
市

民
協

働
課

･発
遣

･審
査

諮
問

書
)･

A
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企
画

振
興

局
秘

書
課

･平
成

24
年

度
か

ら
今

日
(H

25
.5

.2
7)

ま
で

の
期

間
の

｢市
長

公
印

押
印

し
た

諮
問

書
｣

･｢
市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
｣の

発
遣

の
条

例
等

法
的

根
拠

の
わ

か
る

資
料

不
存

在
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1
1
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本
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･企
画
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興
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に

於
て

、
各

管
轄

の
熊

本
市

長
附

属
機

関
に

対
し

平
成

24
年

度
か

ら
今

日
ま

で
の

期
間

に
、

｢熊
本

市
長

公
印

押
印

の
諮

問
項

目
を

記
載

し
た

諮
問

書
｣を

提
示

し
、

各
々

の
諮

問
内

容
を

審
議

さ
せ

た
と

す
る

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
。

1.
以

下
の

各
課

が
発

遣
し

た
｢市

長
公

印
押

印
し

た
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
。

(ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局
･秘

書
課

･企
画

課
･広

報
課

･広
聴

課
･情

報
政

策
課

･統
計

課
･区

政
推

進
課

･市
民

協
働

課
(男

女
共

生
推

進
室

)生
涯

学
習

推
進

課
･人

権
推

進
総

室
･東

京
事

務
所

)･
2.

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

発
遣

｣は
、

ど
の

様
な

条
例

等
法

的
根

拠
に

よ
っ

て
発

遣
さ

れ
る

の
か

、
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

添
付

参
照

資
料

･(
市

民
協

働
課

･発
遣

･審
査

諮
問

書
)･

A
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企
画

振
興

局
企

画
課

○
熊

本
市

･企
画

振
興

局
に

於
て

、
各

管
轄

の
熊

本
市

長
附

属
機

関
に

対
し

平
成

24
年

度
か

ら
今

日
ま

で
の

期
間

に
、

｢熊
本

市
長

公
印

押
印

の
諮

問
項

目
を

記
載

し
た

諮
問

書
｣を

提
示

し
、

各
々

の
諮

問
内

容
を

審
議

さ
せ

た
と

す
る

｢市
長

公
印

押
印

し
た

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
1.

企
画

課
か

ら
発

遣
し

た
｢市

長
公

印
押

印
し

た
諮

問
書

｣
の

開
示

請
求

。
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1
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項
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課
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開
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○
熊

本
市
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画

振
興

局
に

於
て

、
各

管
轄
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熊

本
市

長
附

属
機

関
に

対
し

平
成

24
年

度
か

ら
今

日
ま

で
の

期
間

に
、

｢熊
本

市
長

公
印

押
印

の
諮

問
項

目
を

記
載

し
た

諮
問

書
｣を

提
示

し
、

各
々

の
諮

問
内

容
を

審
議

さ
せ

た
と

す
る

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
。

1.
以

下
の

各
課

が
発

遣
し

た
｢市

長
公

印
押

印
し

た
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
。

(ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局
･秘

書
課

･企
画

課
･広

報
課

･広
聴

課
･情

報
政
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課

･統
計

課
･区

政
推

進
課

･市
民
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働

課
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共
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推

進
室

)生
涯
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習

推
進

課
･人

権
推

進
総

室
･東

京
事

務
所

)･
2.

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

発
遣

｣は
、

ど
の

様
な

条
例

等
法

的
根

拠
に

よ
っ

て
発

遣
さ

れ
る

の
か

、
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

添
付

参
照

資
料

･(
市

民
協

働
課

･発
遣

･審
査

諮
問

書
)･

A
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企
画

振
興

局
広

報
課

1 
平

成
24
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度

か
ら

今
日

ま
で

の
期

間
の

｢市
長

公
印

押
印

し
た

諮
問

書
｣

2 
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
｣の

発
遣

の
条

例
等

法
的

根
拠

の
わ

か
る

資
料

不
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在
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1
1
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項
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○
熊

本
市

･企
画

振
興

局
に

於
て

、
各

管
轄

の
熊

本
市

長
附

属
機

関
に

対
し

平
成

24
年

度
か

ら
今

日
ま

で
の

期
間

に
、

｢熊
本

市
長

公
印

押
印

の
諮

問
項

目
を

記
載

し
た

諮
問

書
｣を

提
示

し
、

各
々

の
諮

問
内

容
を

審
議

さ
せ

た
と

す
る

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
。

1.
以

下
の

各
課

が
発

遣
し

た
｢市

長
公

印
押

印
し

た
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
。
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ﾞﾏ
ﾝ
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課
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進
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課
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推

進
室
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習

推
進

課
･人

権
推

進
総

室
･東

京
事

務
所
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2.

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

発
遣

｣は
、

ど
の

様
な
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例

等
法

的
根

拠
に

よ
っ

て
発

遣
さ

れ
る

の
か

、
等

の
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か
る

資
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の
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。
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た
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問
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｣
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｢市
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公

印
押

印
の

諮
問

書
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○
熊

本
市

･企
画

振
興

局
に

於
て

、
各

管
轄

の
熊

本
市

長
附

属
機

関
に

対
し

平
成

24
年

度
か

ら
今

日
ま

で
の

期
間

に
、

｢熊
本

市
長

公
印

押
印
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諮
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項

目
を
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載

し
た

諮
問

書
｣を

提
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し
、

各
々
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諮

問
内

容
を

審
議
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せ

た
と

す
る

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
。

1.
以

下
の

各
課

が
発

遣
し

た
｢市

長
公

印
押

印
し

た
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
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ﾞﾏ
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発
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、

ど
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れ
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、
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。
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｣
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か
る

資
料

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

6
/
3

6
/
1
0
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3
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○
熊

本
市

･企
画

振
興

局
に

於
て

、
各

管
轄

の
熊

本
市

長
附

属
機

関
に

対
し

平
成

24
年

度
か

ら
今

日
ま

で
の

期
間

に
、

｢熊
本

市
長

公
印

押
印

の
諮

問
項

目
を

記
載

し
た

諮
問

書
｣を

提
示

し
、

各
々

の
諮

問
内

容
を

審
議

さ
せ

た
と

す
る

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
。

1.
以

下
の

各
課

が
発

遣
し

た
｢市

長
公

印
押

印
し

た
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
。

(ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局
･秘

書
課

･企
画

課
･広

報
課

･広
聴

課
･情

報
政

策
課

･統
計

課
･区

政
推

進
課

･市
民

協
働

課
(男

女
共

生
推

進
室

)生
涯

学
習

推
進

課
･人

権
推

進
総

室
･東

京
事

務
所

)･
2.

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

発
遣

｣は
、

ど
の

様
な

条
例

等
法

的
根

拠
に

よ
っ

て
発

遣
さ

れ
る

の
か

、
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

添
付

参
照

資
料

･(
市

民
協

働
課

･発
遣

･審
査

諮
問

書
)･

A
4→

1枚
。

企
画

振
興

局
統

計
課

1.
平

成
24

年
度

か
ら

今
日

ま
で

の
期

間
の

｢市
長

公
印

押
印

し
た

諮
問

文
書

｣
2.

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
文

書
｣の

発
遣

の
条

例
等

法
的

根
拠

の
わ

か
る

資
料

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

5
/
3
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6
/
1
0
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号
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日
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求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
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決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等
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定

日
開

示
日
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○
熊

本
市

･企
画

振
興

局
に

於
て

、
各

管
轄

の
熊

本
市

長
附

属
機

関
に

対
し

平
成

24
年

度
か

ら
今

日
ま

で
の

期
間

に
、

｢熊
本

市
長

公
印

押
印

の
諮

問
項

目
を

記
載

し
た

諮
問

書
｣を

提
示

し
、

各
々

の
諮

問
内

容
を

審
議

さ
せ

た
と

す
る

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
。

1.
以

下
の

各
課

が
発

遣
し

た
｢市

長
公

印
押

印
し

た
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
。

(ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局
･秘

書
課

･企
画

課
･広

報
課

･広
聴

課
･情

報
政

策
課

･統
計

課
･区

政
推

進
課

･市
民

協
働

課
(男

女
共

生
推

進
室

)生
涯

学
習

推
進

課
･人

権
推

進
総

室
･東

京
事

務
所

)･
2.

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

発
遣

｣は
、

ど
の

様
な

条
例

等
法

的
根

拠
に

よ
っ

て
発

遣
さ

れ
る

の
か

、
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

添
付

参
照

資
料

･(
市

民
協

働
課

･発
遣

･審
査

諮
問

書
)･
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画
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政
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進
課
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本

市
町

界
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名
審

議
会

】
1.

町
の

名
称

の
変

更
等

に
つ

い
て

(諮
問

)
2.

熊
本

市
町

界
町

名
審

議
会

条
例

開
示

5
/
3
0

6
/
1
0

【熊
本

市
行

政
区

画
等

審
議

会
】

1.
諮

問
案

件
不

存
在

2.
熊

本
市

行
政

区
画

等
審

議
会

要
綱

【熊
本

市
地

域
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨづ
く

り
支

援
補

助
金

審
査

会
】

1.
諮
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案

件
不

存
在

2.
熊
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市
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域
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ﾆ
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ｨづ
く
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綱

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

5
/
3
0

13
5

5/
27

○
熊

本
市

･企
画

振
興

局
に

於
て

、
各

管
轄

の
熊

本
市

長
附

属
機

関
に

対
し

平
成

24
年

度
か

ら
今

日
ま

で
の

期
間

に
、

｢熊
本

市
長

公
印

押
印

の
諮

問
項

目
を

記
載

し
た

諮
問

書
｣を

提
示

し
、

各
々

の
諮

問
内

容
を

審
議

さ
せ

た
と

す
る

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
。

1.
以

下
の

各
課

が
発

遣
し

た
｢市

長
公

印
押

印
し

た
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
。
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報
課

･広
聴

課
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計
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推

進
課
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課
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生
推

進
室
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涯

学
習

推
進

課
･人

権
推

進
総

室
･東

京
事

務
所
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2.

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

発
遣

｣は
、

ど
の

様
な

条
例

等
法

的
根

拠
に

よ
っ

て
発

遣
さ

れ
る

の
か

、
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

添
付

参
照

資
料

･(
市

民
協

働
課

･発
遣

･審
査

諮
問

書
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公
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問

書
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問
書
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文

書
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件
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課
期
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延

長
決
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書
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決
定

内
容

不
開

示
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示
等
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日
開

示
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○
熊

本
市

･企
画

振
興

局
に

於
て

、
各

管
轄

の
熊

本
市

長
附

属
機

関
に

対
し

平
成

24
年

度
か

ら
今

日
ま

で
の

期
間

に
、

｢熊
本

市
長

公
印

押
印

の
諮

問
項

目
を

記
載

し
た

諮
問

書
｣を

提
示

し
、

各
々

の
諮

問
内

容
を

審
議

さ
せ

た
と

す
る

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
。

1.
以

下
の

各
課

が
発

遣
し

た
｢市

長
公

印
押

印
し

た
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
。

(ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局
･秘

書
課

･企
画

課
･広

報
課

･広
聴

課
･情

報
政

策
課

･統
計

課
･区

政
推

進
課

･市
民

協
働

課
(男

女
共

生
推

進
室

)生
涯

学
習

推
進

課
･人

権
推

進
総

室
･東

京
事

務
所

)･
2.

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

発
遣

｣は
、

ど
の

様
な

条
例

等
法

的
根

拠
に

よ
っ

て
発

遣
さ

れ
る

の
か

、
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

添
付

参
照

資
料

･(
市

民
協

働
課

･発
遣

･審
査

諮
問

書
)･

A
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企
画

振
興

局
生

涯
学

習
推

進
課

1.
平

成
24

年
度

か
ら

今
日

ま
で

の
期

間
の

｢市
長

公
印

押
印

し
た

諮
問

文
書

｣
2.

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

｣の
発

遣
の

条
例

等
法

的
根

拠
の

わ
か

る
資

料

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項
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/
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/
1
0

13
7

5/
27

○
熊

本
市

･企
画

振
興

局
に

於
て

、
各

管
轄

の
熊

本
市

長
附

属
機

関
に

対
し

平
成

24
年

度
か

ら
今

日
ま

で
の

期
間

に
、

｢熊
本

市
長

公
印

押
印

の
諮

問
項

目
を

記
載

し
た

諮
問

書
｣を

提
示

し
、

各
々

の
諮

問
内

容
を

審
議

さ
せ

た
と

す
る

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
。

1.
以

下
の

各
課

が
発

遣
し

た
｢市

長
公

印
押

印
し

た
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
。

(ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局
･秘

書
課

･企
画

課
･広

報
課

･広
聴

課
･情

報
政

策
課

･統
計

課
･区

政
推

進
課

･市
民

協
働

課
(男

女
共

生
推

進
室

)生
涯

学
習

推
進

課
･人

権
推

進
総

室
･東

京
事

務
所

)･
2.

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

発
遣

｣は
、

ど
の

様
な

条
例

等
法

的
根

拠
に

よ
っ

て
発

遣
さ

れ
る

の
か

、
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

添
付

参
照

資
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市
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協

働
課

･発
遣

･審
査

諮
問

書
)･

A
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企
画

振
興

局
人

権
推

進
総

室

1.
平

成
24

年
度

か
ら

今
日

ま
で

の
期

間
の

｢市
長

公
印

押
印

し
た

諮
問

文
書

｣
2.

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
文

書
｣の

発
遣

の
条

例
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法
的
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拠
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在
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書
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長
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日
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日
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○
熊

本
市

･企
画

振
興

局
に

於
て

、
各

管
轄

の
熊

本
市

長
附

属
機

関
に

対
し

平
成

24
年

度
か

ら
今

日
ま

で
の

期
間

に
、

｢熊
本

市
長

公
印

押
印

の
諮

問
項

目
を

記
載

し
た

諮
問

書
｣を

提
示

し
、

各
々

の
諮

問
内

容
を

審
議

さ
せ

た
と

す
る

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
。

1.
以

下
の

各
課

が
発

遣
し

た
｢市

長
公

印
押

印
し

た
諮

問
書

｣の
開

示
請

求
。
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ﾞﾏ
ﾝ
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務
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課
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課
･広

報
課

･広
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課
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報
政
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課
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計

課
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推
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課
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推

進
室
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涯
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進

課
･人

権
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進
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･東

京
事

務
所

)･
2.

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

発
遣

｣は
、

ど
の

様
な

条
例

等
法

的
根

拠
に

よ
っ

て
発

遣
さ

れ
る

の
か

、
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

添
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市

民
協

働
課

･発
遣

･審
査

諮
問

書
)･

A
4→

1枚
。

企
画

振
興

局
東

京
事

務
所

1.
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成
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度
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ら
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日

ま
で

の
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間
の

｢市
長

公
印

押
印

し
た

諮
問

書
｣

2.
｢市

長
公

印
押
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の
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問

書
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ﾝ
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57

-0
28

)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

熊
本

市
中

央
区

本
荘

6丁
目

○
-△

、
○

-△
道

路
位

置
指

定
 S

57
-6

-3
0 

第
27

号
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
5
/
3
0

5
/
3
1

14
2

5/
29

平
成

23
年

度
○

○
校

区
○

町
内

の
決

算
報

告
書

と
24

年
度

の
予

算
書

中
央

区
役

所
ま

ち
づ

く
り

推
進

課

取
り

下
げ

14
3

5/
29

○
○

5丁
目

公
園

及
び

市
営

団
地

横
の

公
園

に
対

す
る

市
か

ら
の

助
成

金
(○

○
)の

過
去

5年
分

の
決

算
報

告
及

び
活

動
報

告
書

助
成

金
の

受
領

の
初

年
度

が
い

つ
か

ら
か

と
○

○
の

役
員

の
名

簿
一

覧
表

。
(初

年
度

に
つ

い
て

は
、

文
書

保
存

年
限

以
降

で
一

番
古

い
も

の
)

(名
簿

は
初

年
度

と
当

初
開

示
請

求
の

過
去

5ヵ
年

度
)

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

1)
○

○
5丁

目
公

園
及

び
市

営
団

地
横

の
公

園
に

対
す

る
市

か
ら

の
助

成
金

(○
○

)の
過

去
5年

分
の

決
算

報
告

及
び

活
動

報
告

書
。

2)
1)

の
追

加
分

と
し

て
助

成
金

受
領

の
初

年
度

が
い

つ
か

ら
か

と
○

○
の

役
員

の
名

簿
一

覧
表

。
(初

年
度

に
つ

い
て

は
、

文
書

保
存

年
限

以
後

で
一

番
古

い
も

の
)

(名
簿

は
初

年
度

と
当

初
開

示
請

求
の

過
去

5ヵ
年

度
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
4

6
/
5

14
4

5/
29

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

45
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

07
工

区
)

(金
入

設
計

書
)

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

45
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

07
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
4

6
/
7

14
5

5/
29

道
路

位
置

指
定

関
係

書
類

S.
42

.6
.1

0
№

熊
本

県
指

令
第

93
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

関
係

書
類

S4
2.

6.
10

№
熊

本
県

指
令

第
93

号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
3
0

6
/
4

14
6

5/
30

平
成

25
年

度
公

共
施

設
等

樹
木

害
虫

駆
除

委
託

に
お

け
る

入
札

状
況

調
書

環
境

局
緑

保
全

課
･平

成
25

年
度

公
共

施
設

等
樹

木
害

虫
駆

除
委

託
に

お
け

る
入

札
状

況
調

書
開

示
6
/
5

6
/
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

14
7

5/
30

平
成

25
年

5月
22

日
開

札
･都

市
計

画
事

業
 東

部
汚

水
35

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

25
工

区
)

･都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

45
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

08
工

区
)

･都
市

計
画

事
業

 南
部

汚
水

18
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
09

工
区

)
･都

市
計

画
事

業
 東

部
汚

水
59

号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
35

工
区

)
･都

市
計

画
事

業
 東

部
汚

水
45

号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
07

工
区

)
･都

市
計

画
事

業
 東

部
汚

水
44

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

06
工

区
)

上
記

6件
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

35
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
25

工
区

)
都

市
計

画
事

業
 東

部
汚

水
45

号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
08

工
区

)
都

市
計

画
事

業
 南

部
汚

水
18

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

09
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

59
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

35
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

45
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

07
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

44
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

06
工

区
)

上
記

6件
の

当
初

設
計

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
5

6
/
7

14
8

6/
1

●
施

工
番

号
:1

38
00

67
●

工
事

名
:都

市
計

画
事

業
 南

部
汚

水
18

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

09
工

区
)【

総
合

評
価

方
式

】
●

該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 南
部

汚
水

18
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
09

工
区

)の
当

初
設

計
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
5

6
/
1
2

郵
送

14
9

6/
3

･西
部

地
区

3工
区

国
県

道
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

西
部

地
区

(3
工

区
)国

県
道

街
路

樹
管

理
業

務
委

託

開
示

6
/
6

6
/
1
7

15
0

6/
3

･東
部

地
区

4工
区

市
道

等
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

■
東

部
地

区
(4

工
区

)市
道

等
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

金
入

設
計

書
開

示
6
/
5

6
/
7

15
1

6/
3

･緑
の

じ
ゅ

う
た

ん
管

理
(郵

政
局

前
交

差
点

～
水

道
町

電
停

)業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

環
境

局
緑

保
全

課

緑
の

じ
ゅ

う
た

ん
管

理
(郵

政
局

前
交

差
点

～
水

道
町

電
停

)業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
6

6
/
1
7

15
2

6/
3

･動
植

物
園

花
の

休
憩

所
植

物
管

理
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
観

光
文

化
交

流
局

動
植

物
園

動
植

物
園

花
の

休
憩

所
植

物
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
1
1

6
/
1
7

15
3

6/
3

･大
町

11
7番

地
付

近
法

定
外

道
路

外
道

路
維

持
工

事
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

富
合

地
域

整
備

室

工
事

名
 大

町
11

17
番

地
付

近
法

定
外

道
路

外
道

路
維

持
工

事
上

記
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
6
/
7

6
/
1
7

15
4

6/
3

99
-2

22
-0

1 
道

路
判

定
　

　
　

　
　

-0
2

　
　

　
　

　
-0

3
　

　
　

　
　

-0
5

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

99
-2

22
-0

1 
道

路
判

定
　

　
　

　
　

-0
2

　
　

　
　

　
-0

3
　

　
　

　
　

-0
5

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
6

6
/
6

15
5

6/
3

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

様
式

3号
H

25
.1

.2
9～

H
25

.5
.3

1
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
(様

式
第

3号
)H

25
.1

.2
9～

5.
3
1

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
6

7
/
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

15
6

6/
3

平
成

25
年

5月
1日

か
ら

平
成

25
年

5月
31

日
ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

飲
食

店
の

一
覧

表
(食

品
営

業
許

可
台

帳
)

※
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･申

請
者

氏
名

･業
種

･営
業

所
電

話
番

号
･許

可
年

月
日

･許
可

満
了

日
等

に
つ

い
て

の
資

料
一

覧
表

(自
動

販
売

機
･露

店
営

業
を

除
く

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

5月
1日

～
平

成
25

年
5月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

露
店

営
業

) 
計

81
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
氏

名
、

業
種

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
満

了
日

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
6月

7日
 1

1:
00

開
示

6
/
1
2

6
/
1
7

郵
送

15
7

6/
3

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【地
域

】熊
本

市
内

全
域

【対
象

】飲
食

店
営

業
(H

25
年

5月
1日

～
H

25
年

5月
31

日
の

新
規

営
業

許
可

)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【内
容

】･
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･営
業

者
氏

名
･初

許
可

年
月

日
･業

種
詳

細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

5月
1日

～
平

成
25

年
5月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

移
動

店
舗

、
臨

時
営

業
及

び
露

店
を

除
く

) 
計

81
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

営
業

者
氏

名
、

初
許

可
年

月
日

、
業

種
詳

細
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

25
年

6月
7日

 1
1:

00

開
示

6
/
1
2

6
/
1
9

郵
送

15
8

6/
3

平
成

25
年

5月
1日

か
ら

平
成

25
年

5月
31

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
、

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

5月
1日

～
平

成
25

年
5月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

) 
計

81
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

25
年

6月
7日

 1
1:

00

開
示

6
/
1
2

6
/
1
9

郵
送

15
9

6/
3

都
市

計
画

事
業

阿
高

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(1
32

工
区

)
工

事
変

更
設

計
書

(金
入

り
)

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

阿
高

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(1
32

工
区

)
工

事
変

更
設

計
書

(金
入

り
)

開
示

6
/
7

6
/
1
4

16
0

6/
4

(開
札

日
)平

成
25

年
2月

27
日

(工
事

名
)一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
島

崎
高

架
橋

下
部

工
工

事
金

入
設

計
内

訳
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

島
崎

高
架

橋
下

部
工

工
事

金
入

設
計

内
訳

書
開

示
6
/
6

6
/
2
0

郵
送

16
1

6/
4

道
路

位
置

指
定

関
係

書
類

S3
9年

10
月

20
日

熊
本

県
指

令
(計

建
)第

S3
9-

11
8号

に
関

す
る

平
成

20
年

度
前

後
に

提
出

さ
れ

た
上

記
の

位
置

指
定

に
か

か
わ

る
協

議
書

及
び

図
面

白
黒

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

関
係

書
類

S3
9年

10
月

20
日

熊
本

県
指

令
(計

建
)第

S3
9-

11
8号

に
関

す
る

、
平

成
2
0

年
度

前
後

に
提

出
さ

れ
た

上
記

の
位

置
指

定
に

か
か

わ
る

協
議

書
及

び
図

面

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
6

6
/
7

16
2

6/
4

平
成

25
年

5月
22

日
開

札
都

市
計

画
事

業
 東

部
汚

水
44

号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
26

工
区

)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

44
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

26
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
1
0

6
/
1
1

16
3

6/
4

●
施

工
番

号
:1

38
00

83
●

工
事

名
:北

区
池

田
3丁

目
6番

付
近

φ
75

粍
配

水
管

布
設

他
3件

工
事

●
該

当
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

上
下

水
道

局
水

相
談

課

･北
区

池
田

3丁
目

6番
付

近
φ

75
粍

配
水

管
布

設
他

3
件

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
1
1

6
/
1
9

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

16
4

6/
5

道
路

判
定

関
係

書
類

判
定

年
月

日
 平

成
12

年
6月

9日
判

定
番

号
 0

0年
第

28
5号

ｶ
ﾗ
ｰ

の
場

合
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

関
係

書
類

判
定

年
月

日
 平

成
12

年
6月

9日
判

定
番

号
 0

0年
 第

28
5号

ｶ
ﾗ
ｰ

の
場

合
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
6

6
/
6

16
5

6/
5

■
立

田
山

配
水

池
外

9箇
所

樹
木

剪
定

及
び

害
虫

防
除

並
び

に
斜

面
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
健

軍
水

源
池

外
11

箇
所

樹
木

剪
定

及
び

害
虫

防
除

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
水

運
用

課

①
立

田
山

配
水

池
外

9箇
所

樹
木

剪
定

及
び

害
虫

防
除

並
び

に
斜

面
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

②
健

軍
水

源
地

外
11

箇
所

樹
木

剪
定

及
び

害
虫

防
除

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書

開
示

6
/
1
2

6
/
1
9

16
6

6/
5

■
城

南
町

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

植
栽

管
理

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

水
再

生
課

城
南

町
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

植
栽

管
理

除
草

業
務

委
託

　
の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
1
0

6
/
1
9

16
7

6/
5

■
西

部
環

境
工

場
植

栽
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

環
境

局
西

部
環

境
工

場

西
部

環
境

工
場

植
栽

管
理

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
1
8

6
/
1
9

16
8

6/
5

■
桃

尾
墓

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

■
花

園
墓

地
外

1墓
地

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
■

浦
山

墓
園

外
2墓

地
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

健
康

福
祉

政
策

課

桃
尾

墓
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
設

計
書

花
園

墓
地

外
1墓

地
除

草
業

務
委

託
の

金
入

設
計

書
浦

山
墓

園
外

2墓
地

除
草

業
務

委
託

の
金

入
設

計
書

開
示

6
/
1
2

6
/
1
9

16
9

6/
7

下
記

道
路

位
置

指
定

の
申

請
書

及
び

そ
れ

に
添

付
さ

れ
た

資
料

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

記
①

熊
本

市
指

令
(管

建
)第

68
号

 指
定

S
47

.5
.2

4
②

熊
本

市
指

令
(管

建
)第

12
6号

 指
定

S
50

.2
.1

9

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

下
記

道
路

位
置

指
定

の
申

請
書

及
び

そ
れ

に
添

付
さ

れ
た

資
料

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
記

①
熊

本
市

指
令

(管
建

)第
68

号
 指

定
S
47

.5
.2

4
②

熊
本

市
指

令
(管

建
)第

12
6号

 指
定

S
50

.2
.1

9

開
示

6
/
7

6
/
1
0

17
0

6/
7

平
成

25
年

5月
29

日
開

札
･都

市
計

画
事

業
 南

部
汚

水
18

号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
10

工
区

)
平

成
25

年
5月

31
日

開
札

･都
市

計
画

事
業

 舞
尾

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
45

工
区

)
上

記
2件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

平
成

24
年

7月
25

日
開

札
･都

市
計

画
事

業
 東

部
汚

水
1号

幹
線

枝
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(1

18
工

区
)

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 南
部

汚
水

18
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
10

工
区

)
都

市
計

画
事

業
 舞

尾
汚

水
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

45
工

区
)

上
記

2件
の

当
初

設
計

金
入

り
設

計
書

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

1号
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(1
18

工
区

)
上

記
1件

の
変

更
設

計
金

入
り

設
計

書

開
示

6
/
1
2

6
/
1
3

17
1

6/
7

平
成

25
年

5月
29

日
開

札
･一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)花

園
高

架
2号

線
下

部
工

(P
1)

工
事

･一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)小
塚

橋
下

部
工

A
2工

事
･一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
ﾗ
ﾝ

ﾌ
ﾟ部

道
路

改
良

工
事

上
記

3件
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

25
年

5月
29

日
開

札
･一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)花

園
高

架
2号

橋
下

部
工

(P
1)

工
事

･一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)小
塚

橋
下

部
工

A
2工

事
･一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
ﾗ
ﾝ

ﾌ
ﾟ部

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
 開

示

開
示

6
/
1
1

6
/
1
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

17
2

6/
7

平
成

25
年

5月
31

日
開

札
･市

道
 舞

原
東

西
7号

線
道

路
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室

市
道

舞
原

東
西

7号
線

道
路

改
良

工
事

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
1
1

6
/
1
3

17
3

6/
10

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
25

年
3月

11
日

～
4月

10
日

届
出

分
)

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
(様

式
第

3号
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
7

6
/
2
6

17
4

6/
12

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

届
出

書
の

う
ち

、
以

下
の

店
舗

の
｢周

辺
見

取
図

｣(
1:

20
00

程
度

)お
よ

び
｢建

物
配

置
図

｣
(1

:5
00

程
度

)の
白

黒
ｺ
ﾋ
ﾟｰ

を
希

望
い

た
し

ま
す

。
･○

○
熊

本
店

･○
○

店
以

上
2店

舗

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

･平
成

25
年

○
月

○
日

付
け

で
届

出
の

あ
っ

た
｢○

○
熊

本
店

｣に
係

る
大

規
模

小
売

店
舗

届
出

書
に

添
付

さ
れ

た
｢平

面
図

兼
配

置
図

｣(
1:

40
0)

及
び

｢周
辺

見
取

図
｣(

1:
1,

00
0
)

･平
成

25
年

○
月

○
日

付
け

で
届

出
の

あ
っ

た
｢○

○
店

｣
に

か
か

る
大

規
模

小
売

店
舗

届
出

書
に

添
付

さ
れ

た
｢建

物
配

置
図

｣(
1:

80
0)

及
び

｢周
辺

見
取

図
｣(

1:
2,

75
0)

開
示

6
/
1
8

6
/
2
4

郵
送

17
5

6/
12

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

35
号

線
幹

線
枝

線
外

設
計

業
務

委
託

(第
25

01
号

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

調
整

課
都

市
計

画
事

業
 東

部
汚

水
35

号
幹

線
枝

線
外

設
計

業
務

委
託

(第
25

01
号

)
開

示
6
/
1
6

6
/
2
6

17
6

6/
12

○
○

改
修

工
事

の
為

消
防

署
よ

り
図

面
写

し
の

交
付

を
希

望
し

ま
す

。
･必

要
図

面
地

階
の

平
面

図
、

求
積

図
、

立
面

図
、

各
設

備
図

(火
報

、
ｽ
ﾌ
ﾟﾘ

ﾝ
ｸ
ﾗ
ｰ

、
放

送
設

備
)

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
中

央
区

下
通

1丁
目

○
番

△
号

必
要

図
面

地
階

部
分

(平
面

図
･立

面
図

)
開

示
6
/
2
1

17
7

6/
12

平
成

25
年

5月
29

日
開

札
･城

東
保

育
園

移
転

新
築

工
事

上
記

工
事

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
営

繕
課

工
事

名
 城

東
保

育
園

移
転

新
築

工
事

の
内

訳
書

(金
入

設
計

書
)

契
約

日
 平

成
25

年
6月

5日
工

期
 平

成
25

年
6月

5日
～

平
成

26
年

3月
14

日

開
示

6
/
1
3

6
/
1
4

17
8

6/
12

道
路

位
置

指
定

関
係

書
類

一
式

熊
本

県
指

令
建

第
82

号
(S

38
-0

82
)

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

ｶ
ﾗ
ｰ

で
　

　
　

　
〃

　
　

　
 第

12
0号

(S
39

-1
20

)
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

関
係

書
類

一
式

熊
本

県
指

令
建

第
82

号
(S

38
-0

82
)ｶ

ﾗ
ｰ

で
熊

本
県

指
令

建
第

12
0号

(S
39

-1
20

)ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
3

6
/
1
4

17
9

6/
13

(工
事

名
)

北
区

植
木

町
広

住
草

葉
公

民
館

付
近

φ
10

0･
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
広

住
草

葉
公

民
館

付
近

φ
10

0･
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
6
/
1
4

6
/
2
6

18
0

6/
13

平
成

25
年

5月
22

日
開

札
都

市
計

画
事

業
 東

部
汚

水
44

号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
05

工
区

)
平

成
25

年
6月

5日
開

札
都

市
計

画
事

業
 南

部
汚

水
25

号
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
15

工
区

)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

44
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

05
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

都
市

計
画

事
業

 南
部

汚
水

25
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

15
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
1
7

6
/
1
9

18
1

6/
13

平
成

24
年

度
(平

成
25

年
度

に
実

施
)

文
部

科
学

省
 体

罰
調

査
票

○
○

小
学

校
○

年
○

組
(当

時
)

全
員

分

教
育

委
員

会
事

務
局

教
職

員
課

平
成

24
年

度
文

部
科

学
省

体
罰

調
査

票
○

○
小

学
校

○
年

○
組

全
員

分
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
0

6
/
2
0

閲
覧

-57-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

18
2

6/
14

○
熊

本
市

･企
画

振
興

局
の

以
下

の
各

課
等

が
、

熊
本

市
長

附
属

機
関

に
対

し
て

、
平

成
22

年
度

か
ら

今
日

ま
で

の
期

間
に

、
｢熊

本
市

長
公

印
押

印
の

諮
問

項
目

を
記

載
し

た
諮

問
書

｣を
提

示
し

、
各

々
の

諮
問

内
容

を
審

議
さ

せ
た

と
す

る
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
1.

以
下

の
各

課
が

発
遣

し
た

｢市
長

公
印

押
印

し
た

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
秘

書
課

、
企

画
課

、
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局
、

広
聴

課
、

広
報

課
、

情
報

政
策

課
、

統
計

課
、

区
政

推
進

課
、

市
民

協
働

課
(男

女
共

生
推

進
室

)、
生

涯
学

習
推

進
課

、
人

権
推

進
総

室
、

東
京

事
務

所
、

2.
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
発

遣
｣は

、
ど

の
様

な
条

例
等

法
的

根
拠

に
よ

っ
て

発
遣

さ
れ

る
の

か
、

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
資

料
･(

市
民

協
働

課
･発

遣
･審

査
諮

問
書

･
ｻ

ﾝ
ﾌ
ﾟﾙ

)･
A

4→
1枚

。

企
画

振
興

局
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局

1 
熊

本
市

企
画

振
興

局
の

各
課

等
が

、
熊

本
市

長
附

属
機

関
に

対
し

て
、

平
成

22
年

度
か

ら
今

日
ま

で
の

期
間

に
、

｢
熊

本
市

長
公

印
押

印
の

諮
問

項
目

を
記

載
し

た
諮

問
書

｣
を

提
示

し
、

各
々

の
諮

問
内

容
を

審
議

し
た

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

｣
2 

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

発
遺

｣の
法

的
根

拠
と

な
る

資
料

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

6
/
1
8

7
/
2

18
3

6/
14

○
熊

本
市

･企
画

振
興

局
の

以
下

の
各

課
等

が
、

熊
本

市
長

附
属

機
関

に
対

し
て

、
平

成
22

年
度

か
ら

今
日

ま
で

の
期

間
に

、
｢熊

本
市

長
公

印
押

印
の

諮
問

項
目

を
記

載
し

た
諮

問
書

｣を
提

示
し

、
各

々
の

諮
問

内
容

を
審

議
さ

せ
た

と
す

る
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
1.

以
下

の
各

課
が

発
遣

し
た

｢市
長

公
印

押
印

し
た

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
秘

書
課

、
企

画
課

、
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局
、

広
聴

課
、

広
報

課
、

情
報

政
策

課
、

統
計

課
、

区
政

推
進

課
、

市
民

協
働

課
(男

女
共

生
推

進
室

)、
生

涯
学

習
推

進
課

、
人

権
推

進
総

室
、

東
京

事
務

所
、

2.
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
発

遣
｣は

、
ど

の
様

な
条

例
等

法
的

根
拠

に
よ

っ
て

発
遣

さ
れ

る
の

か
、

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
資

料
･(

市
民

協
働

課
･発

遣
･審

査
諮

問
書

･
ｻ

ﾝ
ﾌ
ﾟﾙ

)･
A

4→
1枚

。

企
画

振
興

局
秘

書
課

(1
)熊

本
市

長
付

属
機

関
に

対
し

て
提

出
し

た
市

長
印

押
印

の
諮

問
書

(2
)(

1)
の

発
遣

の
法

的
根

拠
の

わ
か

る
資

料
等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

6
/
2
1

7
/
2

-58-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

18
4

6/
14

○
熊

本
市

･企
画

振
興

局
の

以
下

の
各

課
等

が
、

熊
本

市
長

附
属

機
関

に
対

し
て

、
平

成
22

年
度

か
ら

今
日

ま
で

の
期

間
に

、
｢熊

本
市

長
公

印
押

印
の

諮
問

項
目

を
記

載
し

た
諮

問
書

｣を
提

示
し

、
各

々
の

諮
問

内
容

を
審

議
さ

せ
た

と
す

る
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
1.

以
下

の
各

課
が

発
遣

し
た

｢市
長

公
印

押
印

し
た

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
秘

書
課

、
企

画
課

、
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局
、

広
聴

課
、

広
報

課
、

情
報

政
策

課
、

統
計

課
、

区
政

推
進

課
、

市
民

協
働

課
(男

女
共

生
推

進
室

)、
生

涯
学

習
推

進
課

、
人

権
推

進
総

室
、

東
京

事
務

所
、

2.
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
発

遣
｣は

、
ど

の
様

な
条

例
等

法
的

根
拠

に
よ

っ
て

発
遣

さ
れ

る
の

か
、

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
資

料
･(

市
民

協
働

課
･発

遣
･審

査
諮

問
書

･
ｻ

ﾝ
ﾌ
ﾟﾙ

)･
A

4→
1枚

。

企
画

振
興

局
企

画
課

(1
)熊

本
市

長
附

属
機

関
に

対
し

て
提

出
し

た
市

長
印

押
印

の
諮

問
書

(2
)(

1)
の

発
遣

の
法

的
根

拠
の

わ
か

る
資

料
等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

6
/
2
0

7
/
2

18
5

6/
14

○
熊

本
市

･企
画

振
興

局
の

以
下

の
各

課
等

が
、

熊
本

市
長

附
属

機
関

に
対

し
て

、
平

成
22

年
度

か
ら

今
日

ま
で

の
期

間
に

、
｢熊

本
市

長
公

印
押

印
の

諮
問

項
目

を
記

載
し

た
諮

問
書

｣を
提

示
し

、
各

々
の

諮
問

内
容

を
審

議
さ

せ
た

と
す

る
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
1.

以
下

の
各

課
が

発
遣

し
た

｢市
長

公
印

押
印

し
た

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
秘

書
課

、
企

画
課

、
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局
、

広
聴

課
、

広
報

課
、

情
報

政
策

課
、

統
計

課
、

区
政

推
進

課
、

市
民

協
働

課
(男

女
共

生
推

進
室

)、
生

涯
学

習
推

進
課

、
人

権
推

進
総

室
、

東
京

事
務

所
、

2.
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
発

遣
｣は

、
ど

の
様

な
条

例
等

法
的

根
拠

に
よ

っ
て

発
遣

さ
れ

る
の

か
、

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
資

料
･(

市
民

協
働

課
･発

遣
･審

査
諮

問
書

･
ｻ

ﾝ
ﾌ
ﾟﾙ

)･
A

4→
1枚

。

企
画

振
興

局
広

聴
課

1平
成

22
年

度
か

ら
今

日
ま

で
の

期
間

の
｢市

長
公

印
押

印
し

た
諮

問
書

｣
2｢

市
長

公
印

押
印

の
諮

問
書

｣の
発

遣
の

条
例

等
法

的
根

拠
わ

か
る

資
料

開
示

6
/
1
8

7
/
2

-59-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

18
6

6/
14

○
熊

本
市

･企
画

振
興

局
の

以
下

の
各

課
等

が
、

熊
本

市
長

附
属

機
関

に
対

し
て

、
平

成
22

年
度

か
ら

今
日

ま
で

の
期

間
に

、
｢熊

本
市

長
公

印
押

印
の

諮
問

項
目

を
記

載
し

た
諮

問
書

｣を
提

示
し

、
各

々
の

諮
問

内
容

を
審

議
さ

せ
た

と
す

る
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
1.

以
下

の
各

課
が

発
遣

し
た

｢市
長

公
印

押
印

し
た

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
秘

書
課

、
企

画
課

、
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局
、

広
聴

課
、

広
報

課
、

情
報

政
策

課
、

統
計

課
、

区
政

推
進

課
、

市
民

協
働

課
(男

女
共

生
推

進
室

)、
生

涯
学

習
推

進
課

、
人

権
推

進
総

室
、

東
京

事
務

所
、

2.
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
発

遣
｣は

、
ど

の
様

な
条

例
等

法
的

根
拠

に
よ

っ
て

発
遣

さ
れ

る
の

か
、

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
資

料
･(

市
民

協
働

課
･発

遣
･審

査
諮

問
書

･
ｻ

ﾝ
ﾌ
ﾟﾙ

)･
A

4→
1枚

。

企
画

振
興

局
広

報
課

(1
)熊

本
市

長
附

属
機

関
に

対
し

て
提

出
し

た
市

長
印

押
印

の
諮

問
書

(2
)(

1)
の

発
遣

の
法

的
根

拠
の

わ
か

る
資

料
等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

6
/
1
7

7
/
2

18
7

6/
14

○
熊

本
市

･企
画

振
興

局
の

以
下

の
各

課
等

が
、

熊
本

市
長

附
属

機
関

に
対

し
て

、
平

成
22

年
度

か
ら

今
日

ま
で

の
期

間
に

、
｢熊

本
市

長
公

印
押

印
の

諮
問

項
目

を
記

載
し

た
諮

問
書

｣を
提

示
し

、
各

々
の

諮
問

内
容

を
審

議
さ

せ
た

と
す

る
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
1.

以
下

の
各

課
が

発
遣

し
た

｢市
長

公
印

押
印

し
た

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
秘

書
課

、
企

画
課

、
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局
、

広
聴

課
、

広
報

課
、

情
報

政
策

課
、

統
計

課
、

区
政

推
進

課
、

市
民

協
働

課
(男

女
共

生
推

進
室

)、
生

涯
学

習
推

進
課

、
人

権
推

進
総

室
、

東
京

事
務

所
、

2.
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
発

遣
｣は

、
ど

の
様

な
条

例
等

法
的

根
拠

に
よ

っ
て

発
遣

さ
れ

る
の

か
、

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
資

料
･(

市
民

協
働

課
･発

遣
･審

査
諮

問
書

･
ｻ

ﾝ
ﾌ
ﾟﾙ

)･
A

4→
1枚

。

企
画

振
興

局
情

報
政

策
課

1 
平

成
22

年
度

か
ら

今
日

ま
で

の
期

間
の

｢市
長

公
印

押
印

し
た

諮
問

書
｣

2 
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
｣の

発
遣

の
条

例
等

法
的

根
拠

の
わ

か
る

資
料

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

6
/
1
8

7
/
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

18
8

6/
14

○
熊

本
市

･企
画

振
興

局
の

以
下

の
各

課
等

が
、

熊
本

市
長

附
属

機
関

に
対

し
て

、
平

成
22

年
度

か
ら

今
日

ま
で

の
期

間
に

、
｢熊

本
市

長
公

印
押

印
の

諮
問

項
目

を
記

載
し

た
諮

問
書

｣を
提

示
し

、
各

々
の

諮
問

内
容

を
審

議
さ

せ
た

と
す

る
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
1.

以
下

の
各

課
が

発
遣

し
た

｢市
長

公
印

押
印

し
た

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
秘

書
課

、
企

画
課

、
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局
、

広
聴

課
、

広
報

課
、

情
報

政
策

課
、

統
計

課
、

区
政

推
進

課
、

市
民

協
働

課
(男

女
共

生
推

進
室

)、
生

涯
学

習
推

進
課

、
人

権
推

進
総

室
、

東
京

事
務

所
、

2.
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
発

遣
｣は

、
ど

の
様

な
条

例
等

法
的

根
拠

に
よ

っ
て

発
遣

さ
れ

る
の

か
、

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
資

料
･(

市
民

協
働

課
･発

遣
･審

査
諮

問
書

･
ｻ

ﾝ
ﾌ
ﾟﾙ

)･
A

4→
1枚

。

企
画

振
興

局
統

計
課

1.
平

成
22

年
度

か
ら

今
日

ま
で

の
期

間
の

｢市
長

公
印

押
印

し
た

諮
問

文
書

｣
2.

｢市
長

公
印

押
印

の
諮

問
文

書
｣の

発
遣

の
条

例
等

法
的

根
拠

の
わ

か
る

資
料

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

6
/
2
1

18
9

6/
14

○
熊

本
市

･企
画

振
興

局
の

以
下

の
各

課
等

が
、

熊
本

市
長

附
属

機
関

に
対

し
て

、
平

成
22

年
度

か
ら

今
日

ま
で

の
期

間
に

、
｢熊

本
市

長
公

印
押

印
の

諮
問

項
目

を
記

載
し

た
諮

問
書

｣を
提

示
し

、
各

々
の

諮
問

内
容

を
審

議
さ

せ
た

と
す

る
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
1.

以
下

の
各

課
が

発
遣

し
た

｢市
長

公
印

押
印

し
た

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
秘

書
課

、
企

画
課

、
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局
、

広
聴

課
、

広
報

課
、

情
報

政
策

課
、

統
計

課
、

区
政

推
進

課
、

市
民

協
働

課
(男

女
共

生
推

進
室

)、
生

涯
学

習
推

進
課

、
人

権
推

進
総

室
、

東
京

事
務

所
、

2.
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
発

遣
｣は

、
ど

の
様

な
条

例
等

法
的

根
拠

に
よ

っ
て

発
遣

さ
れ

る
の

か
、

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
資

料
･(

市
民

協
働

課
･発

遣
･審

査
諮

問
書

･
ｻ

ﾝ
ﾌ
ﾟﾙ

)･
A

4→
1枚

。

企
画

振
興

局
区

政
推

進
課

【熊
本

市
町

界
町

名
審

議
会

】
1.

町
の

名
称

の
変

更
等

に
つ

い
て

(H
24

.1
1.

2付
)

2.
町

及
び

字
の

区
域

の
変

更
に

つ
い

て
(H

23
.9

.1
5付

)
3.

住
居

表
示

整
備

事
業

実
施

に
伴

う
町

の
区

域
及

び
名

称
の

変
更

等
に

つ
い

て
(H

22
.7

.2
8付

)
4.

熊
本

市
町

界
町

名
審

議
会

条
例

【熊
本

市
行

政
区

画
等

審
議

会
】

5.
熊

本
市

の
行

政
区

の
名

称
に

つ
い

て
(H

22
.6

.2
2付

)
6.

熊
本

市
行

政
区

画
等

審
議

会
要

綱
【熊

本
市

情
報

公
開

･個
人

情
報

保
護

審
議

会
】

7.
情

報
公

開
審

査
諮

問
書

(H
22

.7
.2

2付
)

8.
熊

本
市

情
報

公
開

条
例

開
示

6
/
1
8

7
/
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

19
0

6/
14

○
熊

本
市

･企
画

振
興

局
の

以
下

の
各

課
等

が
、

熊
本

市
長

附
属

機
関

に
対

し
て

、
平

成
22

年
度

か
ら

今
日

ま
で

の
期

間
に

、
｢熊

本
市

長
公

印
押

印
の

諮
問

項
目

を
記

載
し

た
諮

問
書

｣を
提

示
し

、
各

々
の

諮
問

内
容

を
審

議
さ

せ
た

と
す

る
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
1.

以
下

の
各

課
が

発
遣

し
た

｢市
長

公
印

押
印

し
た

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
秘

書
課

、
企

画
課

、
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局
、

広
聴

課
、

広
報

課
、

情
報

政
策

課
、

統
計

課
、

区
政

推
進

課
、

市
民

協
働

課
(男

女
共

生
推

進
室

)、
生

涯
学

習
推

進
課

、
人

権
推

進
総

室
、

東
京

事
務

所
、

2.
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
発

遣
｣は

、
ど

の
様

な
条

例
等

法
的

根
拠

に
よ

っ
て

発
遣

さ
れ

る
の

か
、

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
資

料
･(

市
民

協
働

課
･発

遣
･審

査
諮

問
書

･
ｻ

ﾝ
ﾌ
ﾟﾙ

)･
A

4→
1枚

。

企
画

振
興

局
市

民
協

働
課

市
民

協
働

課
が

熊
本

市
の

附
属

機
関

に
対

し
諮

問
し

た
際

の
｢熊

本
市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
｣3

通
(平

成
22

年
度

～
平

成
25

年
6月

17
日

現
在

)

開
示

6
/
1
8

7
/
2

19
1

6/
14

○
熊

本
市

･企
画

振
興

局
の

以
下

の
各

課
等

が
、

熊
本

市
長

附
属

機
関

に
対

し
て

、
平

成
22

年
度

か
ら

今
日

ま
で

の
期

間
に

、
｢熊

本
市

長
公

印
押

印
の

諮
問

項
目

を
記

載
し

た
諮

問
書

｣を
提

示
し

、
各

々
の

諮
問

内
容

を
審

議
さ

せ
た

と
す

る
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
1.

以
下

の
各

課
が

発
遣

し
た

｢市
長

公
印

押
印

し
た

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
秘

書
課

、
企

画
課

、
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局
、

広
聴

課
、

広
報

課
、

情
報

政
策

課
、

統
計

課
、

区
政

推
進

課
、

市
民

協
働

課
(男

女
共

生
推

進
室

)、
生

涯
学

習
推

進
課

、
人

権
推

進
総

室
、

東
京

事
務

所
、

2.
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
発

遣
｣は

、
ど

の
様

な
条

例
等

法
的

根
拠

に
よ

っ
て

発
遣

さ
れ

る
の

か
、

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
資

料
･(

市
民

協
働

課
･発

遣
･審

査
諮

問
書

･
ｻ

ﾝ
ﾌ
ﾟﾙ

)･
A

4→
1枚

。

企
画

振
興

局
生

涯
学

習
推

進
課

1.
熊

本
市

長
附

属
機

関
に

対
し

て
提

出
し

た
し

調
印

押
印

の
諮

問
書

2.
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
｣の

発
遣

の
法

的
根

拠
の

わ
か

る
資

料
等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

6
/
1
8

7
/
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

19
2

6/
14

○
熊

本
市

･企
画

振
興

局
の

以
下

の
各

課
等

が
、

熊
本

市
長

附
属

機
関

に
対

し
て

、
平

成
22

年
度

か
ら

今
日

ま
で

の
期

間
に

、
｢熊

本
市

長
公

印
押

印
の

諮
問

項
目

を
記

載
し

た
諮

問
書

｣を
提

示
し

、
各

々
の

諮
問

内
容

を
審

議
さ

せ
た

と
す

る
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
1.

以
下

の
各

課
が

発
遣

し
た

｢市
長

公
印

押
印

し
た

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
秘

書
課

、
企

画
課

、
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局
、

広
聴

課
、

広
報

課
、

情
報

政
策

課
、

統
計

課
、

区
政

推
進

課
、

市
民

協
働

課
(男

女
共

生
推

進
室

)、
生

涯
学

習
推

進
課

、
人

権
推

進
総

室
、

東
京

事
務

所
、

2.
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
発

遣
｣は

、
ど

の
様

な
条

例
等

法
的

根
拠

に
よ

っ
て

発
遣

さ
れ

る
の

か
、

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
資

料
･(

市
民

協
働

課
･発

遣
･審

査
諮

問
書

･
ｻ

ﾝ
ﾌ
ﾟﾙ

)･
A

4→
1枚

。

企
画

振
興

局
人

権
推

進
総

室

(1
)熊

本
市

長
附

属
機

関
に

対
し

て
提

出
し

た
市

長
印

押
印

の
諮

問
書

(2
)(

1)
の

発
遣

の
法

的
根

拠
の

わ
か

る
資

料
等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

6
/
2
6

7
/
2

19
3

6/
14

○
熊

本
市

･企
画

振
興

局
の

以
下

の
各

課
等

が
、

熊
本

市
長

附
属

機
関

に
対

し
て

、
平

成
22

年
度

か
ら

今
日

ま
で

の
期

間
に

、
｢熊

本
市

長
公

印
押

印
の

諮
問

項
目

を
記

載
し

た
諮

問
書

｣を
提

示
し

、
各

々
の

諮
問

内
容

を
審

議
さ

せ
た

と
す

る
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
1.

以
下

の
各

課
が

発
遣

し
た

｢市
長

公
印

押
印

し
た

諮
問

書
｣の

開
示

請
求

。
秘

書
課

、
企

画
課

、
ｵ

ﾝ
ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局
、

広
聴

課
、

広
報

課
、

情
報

政
策

課
、

統
計

課
、

区
政

推
進

課
、

市
民

協
働

課
(男

女
共

生
推

進
室

)、
生

涯
学

習
推

進
課

、
人

権
推

進
総

室
、

東
京

事
務

所
、

2.
｢市

長
公

印
押

印
の

諮
問

書
発

遣
｣は

、
ど

の
様

な
条

例
等

法
的

根
拠

に
よ

っ
て

発
遣

さ
れ

る
の

か
、

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
資

料
･(

市
民

協
働

課
･発

遣
･審

査
諮

問
書

･
ｻ

ﾝ
ﾌ
ﾟﾙ

)･
A

4→
1枚

。

企
画

振
興

局
東

京
事

務
所

(1
)熊

本
市

長
付

属
機

関
に

対
し

て
提

出
し

た
市

長
印

押
印

の
諮

問
書

(2
)(

1)
の

発
遣

の
法

的
根

拠
の

わ
か

る
資

料
等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

6
/
1
9

7
/
2

19
4

6/
14

道
路

位
置

指
定

の
図

面
平

成
5年

7月
5日

 熊
本

県
指

令
山

土
第

75
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

の
図

面
平

成
5年

7月
5日

 熊
本

県
指

令
山

土
第

75
号

開
示

6
/
1
8

6
/
1
9

19
5

6/
17

都
市

計
画

事
業

 南
部

汚
水

4号
幹

線
枝

線
外

設
計

業
務

(そ
の

2)
委

託
(第

25
03

号
)の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
調

整
課

都
市

計
画

事
業

 南
部

汚
水

4号
幹

線
枝

線
外

設
計

業
務

(そ
の

2)
委

託
(第

25
03

号
)金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
2
0

6
/
2
6

19
6

6/
19

開
札

日
 平

成
25

年
6月

12
日

 1
4時

40
分

工
事

名
 尾

ﾉ
上

小
学

校
屋

内
運

動
場

耐
震

補
強

工
事

上
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

尾
ノ

上
小

学
校

屋
内

運
動

場
耐

震
補

強
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
2
1

6
/
2
1

19
7

6/
19

■
一

般
県

道
 小

池
竜

田
線

(小
峯

工
区

)植
栽

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

 小
池

竜
田

線
(小

峯
工

区
)植

栽
工

事
【金

入
設

計
書

】
開

示
6
/
2
4

7
/
2

19
8

6/
19

○
○

病
院

1F
正

面
玄

関
の

右
横

施
設

の
届

出
(現

在
は

理
学

療
法

の
物

理
療

法
室

と
し

て
使

用
)

(1
F
の

図
面

と
変

更
分

も
含

む
)。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

医
療

政
策

課

○
○

病
院

1F
正

面
玄

関
の

右
横

施
設

の
届

出
(現

在
は

理
学

療
法

の
物

理
療

法
室

と
し

て
使

用
)

1F
の

図
面

と
変

更
分

も
含

む
開

示
7
/
3

7
/
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

19
9

6/
19

桜
木

小
学

校
耐

震
補

強
工

事
の

内
訳

書
(金

入
設

計
書

)
開

札
日

 H
25

年
6月

12
日

 1
3:

15
時

都
市

建
設

局
営

繕
課

桜
木

小
学

校
耐

震
補

強
工

事
 金

入
設

計
書

開
示

6
/
2
6

6
/
2
7

20
0

6/
20

市
道

 室
園

町
第

14
号

線
側

溝
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

(施
工

単
価

ま
で

す
べ

て
)開

示
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

25
年

6月
5日

開
札

市
道

 室
園

町
第

14
号

線
側

溝
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
6
/
2
1

6
/
2
8

20
1

6/
20

●
施

工
番

号
:1

20
04

52
●

工
事

名
:市

道
野

出
第

1号
線

道
路

改
良

工
事

【総
合

評
価

方
式

】
●

当
該

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
内

分
室

市
道

野
出

第
1号

線
道

路
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書

開
示

6
/
2
5

7
/
4

郵
送

20
2

6/
21

平
成

25
年

6月
5日

開
札

 上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
11

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

47
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

11
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
47

工
区

)
上

記
1件

の
当

初
設

計
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
2
5

7
/
3

20
3

6/
21

平
成

25
年

6月
12

日
開

札
 東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課
市

道
 子

飼
本

町
大

江
6丁

目
第

1号
線

道
路

維
持

等
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

25
年

6月
12

日
開

札
 東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課
市

道
 子

飼
本

町
大

江
6丁

目
第

1号
線

道
路

維
持

等
工

事
金

入
設

計
書

開
示

6
/
2
7

7
/
3

20
4

6/
21

城
北

小
学

校
耐

震
補

強
工

事
 金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
営

繕
課

城
北

小
学

校
耐

震
補

強
工

事
 金

入
設

計
書

開
示

6
/
2
1

6
/
2
4

20
5

6/
24

道
路

位
置

指
定

(H
08

-0
02

)
西

区
蓮

台
寺

5丁
目

ｶ
ﾗ
ｰ

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

(H
08

-0
02

)
西

区
蓮

台
寺

5丁
目

開
示

6
/
2
5

6
/
2
8

20
6

6/
25

開
札

日
 平

成
25

年
6月

19
日

 1
3時

30
分

工
事

名
 出

水
南

小
学

校
耐

震
補

強
工

事
上

記
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
営

繕
課

出
水

南
小

学
校

耐
震

補
強

工
事

 金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
1

7
/
2

20
7

6/
25

一
般

県
道

 託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
)道

路
改

良
工

事
(そ

の
1)

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

 託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
)道

路
改

良
工

事
(そ

の
1)

の
金

入
設

計
書

開
示

6
/
2
7

7
/
1
1

20
8

6/
25

･工
事

･業
務

名
:流

通
団

地
東

排
水

機
場

主
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ設

備
取

替
工

事
･開

札
日

:2
01

3.
6.

21
上

記
入

札
の

入
札

者
3社

の
競

争
参

加
資

格
確

認
申

請
書

総
務

局
契

約
検

査
総

室 西
部

土
木

河
川

公
園

整
備

課

流
通

団
地

東
排

水
機

場
主

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ設

備
取

替
工

事
競

争
参

加
資

格
審

査
調

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
5

7
/
8

20
9

6/
25

文
部

科
学

省
体

罰
の

実
態

把
握

の
調

査
(2

01
3年

3月
実

施
)

○
○

小
学

校
○

年
○

組
(当

時
)

調
査

票
の

う
ち

、
不

足
分

2通

教
育

委
員

会
事

務
局

教
職

員
課

平
成

24
年

度
文

部
科

学
省

体
罰

調
査

票
○

○
小

学
校

○
年

○
組

不
足

分
2通

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
6

6
/
2
7

21
0

6/
26

漏
水

調
査

業
務

委
託

(第
1工

区
)申

請
書

熊
本

市
北

西
部

･植
木

地
域

競
争

参
加

資
格

審
査

調
書

(そ
の

1)
(そ

の
2)

(そ
の

3)
水

研
ﾃ

ｯ
ｸ
㈱

　
契

約
書

の
写

し
･設

計
書

の
写

し
(そ

の
2添

付
書

類
)

上
下

水
道

局
水

相
談

課

･漏
水

調
査

業
務

委
託

(第
1工

区
)申

請
書

熊
本

市
北

西
部

･植
木

植
栽

競
争

参
加

資
格

審
査

調
書

(そ
の

1)
(そ

の
2)

(そ
の

3)
･水

研
ﾃ

ｯ
ｸ
㈱

契
約

書
の

写
し

、
設

計
書

の
写

し
(そ

の
2、

添
付

書
類

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
8

7
/
1
2

-64-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

21
1

6/
26

北
区

植
木

町
亀

甲
21

75
番

地
付

近
φ

15
0、

50
粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
亀

甲
21

75
番

地
付

近
φ

15
0･

50
粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
6
/
2
8

7
/
4

21
2

6/
27

平
成

24
年

度
社

会
福

祉
法

人
 ○

○
1.

現
況

報
告

書
(様

式
1-

1-
3)

2.
貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

3.
貸

借
対

照
表

内
訳

書
4.

損
益

計
算

書
5.

財
産

目
録

6.
監

事
監

査
報

告
書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
平

成
24

年
度

の
社

会
福

祉
法

人
現

況
報

告
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
8

7
/
1

21
3

6/
27

○
鹿

児
島

本
線

･熊
本

駅
～

川
尻

駅
間

･新
駅

設
置

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
し

ま
す

。
1.

熊
本

市
･幸

山
政

史
市

長
と

JR
九

州
㈱

･唐
池

恒
二

社
長

と
の

間
で

締
結

さ
れ

た
｢覚

書
｣一

式
の

開
示

請
求

。
2.

西
熊

本
駅

(仮
称

)の
D

区
画

･東
側

に
新

設
さ

れ
る

「駅
前

広
場

の
ｲ
ﾒ
ｰ

ｼ
ﾞ図

･諸
配

置
図

･ﾊ
ﾞｽ

乗
降

位
置

図
･乗

降
客

等
流

動
図

･C
区

画
と

の
共

有
図

･等
の

現
時

点
で

想
定

出
来

て
い

る
範

囲
の

わ
か

る
図

面
･資

料
･等

の
開

示
請

求
。

3.
熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
･自

治
基

本
原

則
条

例
理

念
･等

に
よ

れ
ば

、
熊

本
市

事
業

主
施

行
等

に
つ

い
て

は
、

｢設
計

立
案

の
段

階
か

ら
『協

働
理

念
』で

施
行

す
る

と
の

市
政

理
念

で
あ

る
と

の
事

で
あ

る
か

ら
、

市
民

参
画

･周
辺

住
民

等
･の

｢参
画

｣広
く

市
民

の
意

見
等

を
収

集
聴

集
し

て
、

計
画

に
反

映
さ

せ
る

作
業

等
は

、
何

時
頃

か
ら

始
め

る
の

か
、

等
の

わ
か

る
計

画
･ｽ

ｹ
ｼ

ﾞｭ
ｰ

ﾙ
表

･等
の

開
示

請
求

。

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室

鹿
児

島
本

線
･熊

本
駅

～
川

尻
駅

間
･新

駅
設

置
に

つ
い

て 2.
駅

前
広

場
平

面
図

5.
当

初
歳

出
予

算
要

求
書

6.
都

市
計

画
図

の
抜

粋

開
示

7
/
1
1

7
/
1
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4.
こ

の
西

熊
本

駅
新

設
で

は
、

熊
本

市
公

共
事

業
環

境
配

慮
指

針
を

遵
守

し
て

、
設

計
施

行
す

る
と

の
事

で
あ

っ
た

が
、

規
模

分
類

基
準

で
は

第
1種

事
業

と
思

わ
れ

る
が

、
1)

対
応

 環
境

特
性

把
握

ｼ
ｰ

ﾄ及
び

事
業

別
環

境
配

慮
ﾁ

ｪ
ｯ
ｸ
ｼ

ｰ
ﾄの

作
成

、
環

境
保

全
局

及
び

関
係

部
署

と
協

議
、

公
共

事
業

環
境

配
慮

評
価

会
議

で
の

審
査

･環
境

配
慮

の
妥

当
性

等
に

つ
い

て
評

価
･事

業
者

の
妥

当
性

に
つ

い
て

評
価

、
事

業
実

施
報

告
書

の
提

出
、

と
の

施
行

項
目

が
あ

る
が

、
現

在
迄

に
ど

の
様

な
項

目
等

が
作

成
済

み
と

な
っ

て
い

る
の

か
?作

成
済

み
の

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2)

｢不
存

在
｣の

場
合

、
何

時
ま

で
に

施
行

項
目

が
完

成
す

る
の

か
?等

の
わ

か
る

資
料

･予
定

表
･等

の
開

示
請

求
。

5.
平

成
25

年
度

一
般

会
計

･当
初

予
算

要
求

を
見

る
に

、
10

8,
00

0千
円

と
あ

る
。

1)
駅

舎
設

計
に

係
る

委
託

費
･J

R
負

担
金

の
具

体
的

項
目

金
額

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2)

交
通

渋
滞

等
の

影
響

調
査

業
務

委
託

費
の

具
体

的
な

項
目

目
的

別
金

額
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3)

道
路

概
略

設
計

業
務

委
託

費
の

具
体

的
に

ど
の

様
な

道
路

設
計

を
す

る
の

か
･等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

鹿
児

島
本

線
･熊

本
駅

～
川

尻
駅

間
･新

駅
設

置
に

つ
い

て 1.
覚

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
1
1

7
/
1
8

6.
｢J

R
近

見
新

駅
｣設

置
要

望
提

出
へ

【熊
本

市
】5

日
、

一
般

質
問

を
続

開
。

の
記

事
を

読
む

に
、

高
田

晋
都

市
建

設
局

長
は

｢東
ﾊ

ﾞｲ
ﾊ

ﾟｽ
沿

線
の

大
型

病
院

や
熊

本
港

へ
の

広
域

的
な

乗
り

継
ぎ

も
視

野
に

、
JR

と
ﾊ

ﾞｽ
の

結
節

強
化

を
持

つ
駅

前
広

場
の

整
備

を
進

め
た

い
｣と

述
べ

た
。

と
あ

る
の

で
、

D
区

画
の

ど
の

位
置

な
の

か
?又

は
A

区
画

の
一

部
を

充
当

す
る

の
か

?等
の

わ
か

る
図

面
･資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
熟

視
資

料
等

･A
3→

2.
3枚

。

鹿
児

島
本

線
･熊

本
駅

～
川

尻
駅

間
･新

駅
設

置
に

つ
い

て 3.
計

画
･ｽ

ｹ
ｼ

ﾞｭ
ｰ

ﾙ
表

･等
4.

1)
作

成
済

み
の

資
料

等
4.

2)
わ

か
る

資
料

･予
定

表
･等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

7
/
1
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

21
4

6/
27

○
産

政
発

第
11

8号
･平

成
25

年
6月

10
日

付
、

平
成

25
年

6月
18

日
受

領
･の

文
書

等
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)決

定
通

知
書

の
交

付
資

料
等

の
内

容
等

に
つ

い
て

、
再

度
･開

示
請

求
。

1.
熊

本
市

中
小

企
業

経
営

安
定

特
例

資
金

融
資

制
度

要
綱

運
用

規
定

･第
2条

･9
･(

1)
(2

)の
条

項
に

該
当

し
て

、
熊

本
市

長
が

認
定

し
た

･融
資

制
度

を
利

用
し

た
最

高
金

額
の

諸
条

件
を

ｸ
ﾘｱ

ｰ
し

た
資

料
等

の
一

式
の

開
示

請
求

。
2.

3の
｢融

資
の

目
的

以
外

の
目

的
｣･

｢資
金

が
目

的
以

外
へ

の
使

用
｣･

の
内

容
と

し
て

、
本

要
綱

･第
4条

(1
)資

金
使

途
 事

業
経

営
に

必
要

な
運

転
資

金
及

び
設

備
資

金
(但

し
要

綱
第

3条
第

1項
第

1号
又

は
要

綱
第

3条
第

1項
第

4号
に

つ
い

て
は

設
備

資
金

を
対

象
と

す
る

)と
あ

り
、

本
要

綱
･

第
3条

(5
)熊

本
都

市
計

画
事

業
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
施

行
に

伴
い

、
経

営
の

安
定

に
支

障
を

生
じ

て
い

る
者

で
あ

っ
て

市
長

が
特

に
必

要
と

認
め

た
も

の
。

(6
)経

営
環

境
の

急
激

な
変

化
に

よ
り

、
経

営
の

安
定

に
支

障
を

生
じ

て
い

る
と

市
長

が
特

に
認

め
た

者
と

な
っ

て
い

る
。

つ
ま

り
、

経
営

環
境

の
激

変
に

伴
い

、
事

業
経

営
の

継
続

の
為

･借
金

が
嵩

み
･｢

事
業

経
営

必
要

な
運

転
資

金
及

び
設

備
資

金
｣と

は
違

う
借

金
返

済
の

為
、

融
資

資
金

を
叩

い
て

し
ま

っ
た

場
合

、
こ

の
融

資
の

目
的

以
外

へ
の

使
用

･資
金

が
目

的
以

外
へ

の
使

用
｣等

の
場

合
に

、
市

長
が

認
定

基
準

の
基

と
な

る
許

容
範

囲
基

準
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

農
水

商
工

局
産

業
政

策
課

産
政

発
第

11
8号

･平
成

25
年

6月
10

日
付

、
平

成
25

年
6

月
18

日
受

領
･の

文
書

等
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)決

定
通

知
書

の
交

付
資

料
等

の
内

容
等

に
つ

い
て

、
再

度
･開

示
請

求
。

1.
熊

本
市

中
小

企
業

経
営

安
定

特
例

資
金

融
資

制
度

要
綱

運
用

規
定

･第
2条

･9
･(

1)
(2

)の
条

項
に

該
当

し
て

、
熊

本
市

長
が

認
定

し
た

･融
資

制
度

を
利

用
し

た
最

高
金

額
の

諸
条

件
を

ｸ
ﾘｱ

ｰ
し

た
資

料
等

一
式

の
開

示
請

求
。

3.
4の

2)
の

交
付

資
料

、
18

熊
信

保
第

13
6号

～
25

熊
信

保
第

17
号

･の
内

訳
熊

本
市

中
小

企
業

経
営

安
定

特
例

資
金

の
金

額
の

中
に

は
、

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

特
例

融
資

資
金

以
外

も
含

ま
れ

て
い

る
と

の
事

で
あ

る
の

で
、

こ
の

保
証

料
の

返
戻

に
つ

い
て

の
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
の

み
の

抽
出

し
た

件
数

･金
額

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
4.

5の
1)

の
請

求
書

の
制

度
名

の
熊

本
市

中
小

企
業

経
営

安
定

資
金

融
資

制
度

特
例

措
置

件
数

金
額

の
内

容
の

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

該
当

･件
数

･金
額

だ
け

を
抽

出
し

た
請

求
書

の
開

示
請

求
。

5.
5の

2)
の

損
失

補
償

金
の

回
収

返
戻

に
つ

い
て

の
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
に

該
当

す
る

件
数

金
額

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
6.

交
付

資
料

･起
案

用
紙

･の
最

下
段

･損
失

補
償

金
額

件
数

･金
額

の
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
･該

当
の

み
の

件
数

･金
額

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
1
1

7
/
1
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3.
4の

2)
の

交
付

資
料

、
18

熊
信

保
第

13
6号

～
25

熊
信

保
第

17
号

･の
内

訳
熊

本
市

中
小

企
業

経
営

安
定

特
例

資
金

の
金

額
の

中
に

は
、

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

特
例

融
資

資
金

以
外

も
含

ま
れ

て
い

る
と

の
事

で
あ

る
の

で
、

こ
の

保
証

料
の

返
戻

に
つ

い
て

の
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
の

み
抽

出
し

た
件

数
･金

額
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

4.
5の

1)
の

請
求

書
の

制
度

名
の

熊
本

市
中

小
企

業
経

営
安

定
資

金
融

資
制

度
特

例
措

置
件

数
金

額
の

内
容

の
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
該

当
･件

数
･金

額
だ

け
を

抽
出

し
た

請
求

書
の

開
示

請
求

。
5.

5の
2)

の
損

失
補

償
金

の
回

収
返

戻
に

つ
い

て
の

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

に
該

当
す

る
件

数
金

額
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

6.
交

付
資

料
･起

案
用

紙
･の

最
下

段
･損

失
補

償
金

額
件

数
･金

額
の

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

･該
当

の
み

の
件

数
･金

額
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

7.
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
に

対
す

る
こ

の
融

資
制

度
を

利
用

し
た

融
資

開
始

か
ら

今
日

ま
で

、
熊

本
市

血
税

資
金

･保
証

協
会

･等
の

間
で

ど
の

様
な

資
金

の
動

き
が

あ
っ

た
か

の
わ

か
る

一
覧

表
資

料
の

開
示

請
求

。
→

※
年

度
毎

･件
毎

、
･融

資
金

額
･代

位
弁

済
金

･信
用

保
証

料
･保

証
料

の
返

戻
･損

失
補

償
金

額
･損

失
補

償
金

の
回

収
返

戻
･等

の
一

覧
表

。
←

(※
作

成
お

願
い

し
ま

す
。

)
※

添
付

参
照

･現
行

条
例

等
損

失
補

償
等

･要
分

析
実

証
熟

視
等

･資
料

等
･A

3→
19

.4
枚

。

2.
3の

｢融
資

の
目

的
以

外
の

目
的

｣･
｢資

金
が

目
的

以
外

へ
の

使
用

｣･
の

内
容

と
し

て
、

本
要

綱
･第

4条
(1

)資
金

使
途

事
業

経
営

に
必

要
な

運
転

資
金

及
び

設
備

資
金

(但
し

要
綱

第
3条

第
1項

第
1号

又
は

要
綱

第
3条

第
1項

第
4
号

に
つ

い
て

は
設

備
資

金
を

対
象

と
す

る
)と

あ
り

、
本

要
綱

･
第

3条
(5

)熊
本

都
市

計
画

事
業

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

施
行

に
伴

い
、

経
営

の
安

定
に

支
障

を
生

じ
て

い
る

者
で

あ
っ

て
市

長
が

特
に

必
要

と
認

め
た

も
の

。
(6

)経
営

環
境

の
急

激
な

変
化

に
よ

り
、

経
営

の
安

定
に

支
障

を
生

じ
て

い
る

と
市

長
が

特
に

認
め

た
者

と
な

っ
て

い
る

。
つ

ま
り

、
経

営
環

境
の

激
変

に
伴

い
、

事
業

経
営

の
継

続
の

為
･借

金
が

嵩
み

･｢
事

業
経

営
必

要
な

運
転

資
金

及
び

設
備

資
金

｣と
は

違
う

借
金

返
済

の
為

、
融

資
資

金
を

叩
い

て
し

ま
っ

た
場

合
、

こ
の

融
資

の
目

的
以

外
へ

の
使

用
･資

金
が

目
的

以
外

へ
の

使
用

｣等
の

場
合

に
、

市
長

が
認

定
基

準
の

基
と

な
る

許
容

範
囲

基
準

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
7.

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

に
対

す
る

こ
の

融
資

制
度

を
利

用
し

た
融

資
開

始
か

ら
今

日
ま

で
、

熊
本

市
血

税
資

金
･保

証
協

会
･等

の
間

で
ど

の
様

な
資

金
の

動
き

が
あ

っ
た

か
の

わ
か

る
一

覧
表

資
料

の
開

示
請

求
。

→
※

年
度

毎
･件

毎
、

･融
資

金
額

･代
位

弁
済

金
･信

用
保

証
料

･保
証

料
の

返
戻

･損
失

補
償

金
額

･損
失

補
償

金
の

回
収

返
戻

･等
の

一
覧

表

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

7
/
1
1

21
5

7/
1

平
成

25
年

6月
5日

開
札

 都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
内

分
室

市
道

 船
津

第
10

号
線

側
溝

改
良

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
内

分
室

市
道

船
津

第
10

号
線

側
溝

改
良

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

7
/
3

7
/
3

21
6

7/
1

平
成

25
年

6月
19

日
開

札
 都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課
市

道
 山

室
大

窪
第

1号
線

道
路

改
良

工
事

(馬
々

鋏
交

差
点

)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

25
年

6月
19

日
開

札
市

道
 山

室
大

窪
第

1号
線

道
路

改
良

工
事

(馬
々

鋏
交

差
点

)の
金

入
設

計
書

開
示

7
/
5

7
/
5

21
7

7/
1

位
置

指
定

関
係

書
類

 昭
和

56
年

10
月

12
日

 指
令

(計
建

)第
47

号
 昭

和
54

年
11

月
30

日
 指

令
(計

建
)第

79
号

色
付

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

関
係

書
類

昭
和

56
年

10
月

12
日

 指
令

(計
建

)第
47

号
昭

和
54

年
11

月
30

日
 指

令
(計

建
)第

79
号

色
付

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
7
/
2

7
/
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

21
8

7/
1

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【地
域

】熊
本

市
内

全
域

【対
象

】飲
食

店
営

業
(H

25
年

6月
1日

～
H

25
年

6月
30

日
の

新
規

営
業

許
可

)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【内
容

】･
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･営
業

者
氏

名
･初

許
可

年
月

日
･業

種
詳

細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

6月
1日

～
平

成
25

年
6月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

移
動

店
舗

、
臨

時
営

業
及

び
露

天
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
営

業
者

氏
名

、
初

許
可

年
月

日
、

業
種

詳
細

、
業

種
 計

83
件

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
7月

5日
 1

1:
00

開
示

7
/
1
1

7
/
2
2

郵
送

21
9

7/
1

平
成

25
年

6月
1日

か
ら

平
成

25
年

6月
30

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
、

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

6月
1日

～
平

成
25

年
6月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

 計
83

件
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

25
年

7月
5日

 1
1:

00

開
示

7
/
1
1

7
/
2
2

郵
送

22
0

7/
1

○
○

氏
が

理
事

長
を

兼
任

し
た

、
社

会
福

祉
法

人
○

○
(北

区
□

□
□

□
○

-△
-×

)及
び

医
療

法
人

社
団

○
○

(北
区

□
□

□
□

○
-△

-×
)の

各
々

の
法

人
に

お
い

て
①

今
回

の
熊

本
市

上
下

水
道

局
に

よ
る

、
こ

れ
ら

の
両

法
人

に
対

す
る

｢下
水

道
料

逃
れ

問
題

｣の
調

査
に

関
係

す
る

一
切

の
資

料
、

及
び

こ
の

問
題

に
対

応
し

た
熊

本
市

の
関

係
す

る
一

切
の

、
詳

細
な

資
料

、
文

書
②

特
に

今
回

、
熊

本
市

が
下

水
道

料
の

過
去

5年
間

の
損

害
額

･未
払

額
が

計
約

34
00

万
円

(○
○

分
が

約
22

80
万

円
、

○
○

分
が

約
11

20
万

円
)と

認
定

し
た

根
拠

と
な

る
資

料
、

文
書

。
③

19
97

年
(平

成
9年

)か
ら

、
現

在
(平

成
25

年
6月

)ま
で

の
期

間
、

毎
月

の
下

水
道

使
用

量
及

び
そ

の
使

用
料

金
に

つ
い

て

上
下

水
道

局
料

金
課

給
排

水
設

備
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

及
び

医
療

法
人

社
団

○
○

に
係

る
以

下
の

文
書

①
今

回
の

熊
本

市
上

下
水

道
局

に
よ

る
、

こ
れ

ら
の

両
法

人
に

対
す

る
｢下

水
道

料
逃

れ
問

題
｣の

調
査

に
関

す
る

一
切

の
資

料
、

及
び

こ
の

問
題

に
対

応
し

た
熊

本
市

の
関

係
す

る
一

切
の

詳
細

な
資

料
、

文
書

の
う

ち
、

｢情
報

提
供

に
関

す
る

文
書

｣及
び

｢役
員

等
か

ら
の

聞
き

取
り

調
書

｣
不

開
示

1
号

　
法

令
秘

情
報

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
1
2

7
/
1
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

社
会

福
祉

法
人

○
○

及
び

医
療

法
人

社
団

○
○

に
係

る
以

下
の

文
書

①
今

回
の

熊
本

市
上

下
水

道
局

に
よ

る
、

こ
れ

ら
の

両
法

人
に

対
す

る
｢下

水
道

料
逃

れ
問

題
｣の

調
査

に
関

す
る

一
切

の
資

料
、

及
び

こ
の

問
題

に
対

応
し

た
熊

本
市

の
関

係
す

る
一

切
の

詳
細

な
資

料
、

文
書

･下
水

道
使

用
料

算
定

に
伴

う
井

戸
水

利
用

状
況

及
び

給
排

水
設

備
の

現
地

調
査

に
関

す
る

協
力

要
請

、
及

び
回

答
文

書
･下

水
道

使
用

料
算

定
に

伴
う

井
戸

水
使

用
並

び
に

当
該

給
排

水
設

備
に

関
す

る
調

査
報

告
及

び
資

料
の

提
出

要
請

、
及

び
調

査
報

告
書

･報
道

資
料

(下
水

道
使

用
料

免
脱

行
為

)
･迂

回
配

管
撤

去
要

請
②

特
に

今
回

、
熊

本
市

が
下

水
道

料
の

過
去

5年
間

の
損

害
額

･未
払

額
が

計
約

34
00

万
円

(○
○

分
が

約
22

80
万

円
、

○
○

分
が

約
11

20
万

円
)と

認
定

し
た

根
拠

と
な

る
資

料
、

文
書

･下
水

道
使

用
料

免
脱

行
為

に
か

か
る

下
水

道
使

用
料

の
請

求
･報

道
資

料
(下

水
道

使
用

料
免

脱
行

為
)

③
19

97
年

(平
成

9年
)か

ら
、

現
在

(平
成

25
年

6月
)ま

で
の

期
間

、
毎

月
の

下
水

道
資

料
量

及
び

そ
の

使
用

料
金

に
つ

い
て

･下
水

道
使

用
料

収
納

･調
定

情
報

(平
成

10
年

5月
か

ら
平

成
20

年
11

月
請

求
分

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報

7
/
1
2

7
/
1
7

22
1

7/
1

平
成

25
年

5月
29

日
開

札
熊

本
農

水
商

工
局

水
産

振
興

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

四
番

漁
港

外
3箇

所
浚

渫
覆

砂
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

農
水

商
工

局
水

産
振

興
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

四
番

漁
港

3箇
所

浚
渫

覆
砂

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

7
/
8

7
/
1
6

22
2

7/
2

平
成

25
年

6月
1日

か
ら

平
成

25
年

6月
30

日
ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

飲
食

店
の

一
覧

表
(食

品
営

業
許

可
台

帳
)

※
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･申

請
者

氏
名

･業
種

･営
業

所
電

話
番

号
･許

可
年

月
日

･許
可

満
了

日
等

に
つ

い
て

の
資

料
一

覧
表

(自
動

販
売

機
･露

店
営

業
を

除
く

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

6月
1日

～
平

成
25

年
6月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

露
店

営
業

を
除

く
) 

計
83

年
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

氏
名

、
業

種
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

満
了

日
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

25
年

7月
5日

 1
1:

00

開
示

7
/
1
1

7
/
2
2

郵
送

22
3

7/
2

平
成

25
年

6月
21

日
開

札
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課
北

区
植

木
町

大
和

35
番

地
付

近
φ

10
0･

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
大

和
35

番
地

付
近

φ
10

0･
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

(
金

入
り

設
計

書
)

開
示

7
/
4

7
/
5

22
4

7/
2

平
成

25
年

(○
月

○
日

)提
出

の
○

○
校

区
第

○
町

内
公

民
館

の
営

繕
費

補
助

金
申

請
に

係
る

書
類

東
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

平
成

25
年

(○
月

○
日

)提
出

の
○

○
校

区
第

○
町

内
公

民
館

の
営

繕
費

補
助

金
申

請
に

係
る

書
類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
1
6

7
/
1
7

-70-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

22
5

7/
2

老
朽

給
水

管
(鉛

管
)切

替
工

事
(3

工
区

)
工

事
費

内
訳

書
の

金
入

一
式

上
下

水
道

局
水

相
談

課
･老

朽
給

水
管

(鉛
管

)切
替

工
事

(3
工

区
)

工
事

費
内

訳
書

の
金

入
一

式
開

示
7
/
8

7
/
1
1

22
5-

2
7/

2

■
白

川
橋

左
岸

緑
地

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

白
川

橋
左

岸
緑

地
除

草
業

務
委

託

開
示

7
/
4

7
/
1
0

22
6

7/
2

■
中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

樹
木

管
理

及
び

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

水
再

生
課

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

樹
木

管
理

及
び

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
5

7
/
1
0

22
7

7/
2

■
東

部
環

境
工

場
樹

木
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

環
境

局
東

部
環

境
工

場

■
東

部
環

境
工

場
樹

木
剪

定
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
5

7
/
1
0

22
8

7/
2

平
成

25
年

06
月

19
日

開
札

戸
島

送
水

場
調

整
池

流
入

･流
出

管
布

設
工

事
平

成
25

年
06

月
21

日
開

札
北

区
植

木
町

鞍
掛

72
9番

地
付

近
φ

15
0･

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

上
記

2件
の

工
事

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･戸
島

送
水

場
調

整
池

流
入

･流
出

管
布

設
工

事
･北

区
植

木
町

鞍
掛

72
9番

地
付

近
φ

15
0･

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

7
/
5

7
/
8

22
9

7/
2

熊
本

市
上

下
水

道
事

業
管

理
者

発
注

の
下

記
工

事
の

金
額

入
り

内
訳

明
細

書
工

事
名

:戸
島

送
水

場
調

整
池

流
入

･流
出

管
布

設
工

事
担

当
課

:水
道

整
備

課
 施

設
係

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･戸
島

送
水

場
調

整
池

流
入

･流
出

管
布

設
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
7
/
5

7
/
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

23
0

7/
2

○
文

書
等

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)決
定

通
知

書
･企

画
発

第
49

号
･平

成
25

年
6月

3日
付

･平
成

25
年

6月
10

日
受

領
･｢

第
6次

総
合

計
画

基
本

計
画

中
間

見
直

し
委

員
会

･
公

募
委

員
選

定
評

価
表

｣に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

◎
熊

本
市

第
6次

総
合

計
画

中
間

見
直

し
委

員
会

の
公

募
委

員
選

考
基

準
、

1 
選

考
方

法
 候

補
者

は
、

選
考

委
員

会
委

員
の

審
査

に
よ

り
、

｢今
後

の
熊

本
市

の
ま

ち
づ

く
り

に
必

要
な

こ
と

｣を
ﾃ

ｰ
ﾏ

に
80

0字
以

内
に

ま
と

め
た

作
文

及
び

面
接

の
総

合
評

価
点

の
高

い
者

か
ら

選
考

す
る

。
2 

審
査

項
目

 審
査

項
目

は
、

以
下

の
と

お
り

と
し

、
作

文
の

内
容

と
面

接
内

容
を

合
わ

せ
て

総
合

的
に

判
断

す
る

。
(1

)理
解

度
と

目
的

意
識

 (
2)

熱
意

･積
極

性
 (

3)
視

野
の

広
さ

･柔
軟

性
 (

4)
関

心
度

･実
践

度
 (

5)
協

調
性

･公
平

性
･公

正
性

と
な

っ
て

い
る

が
、

1.
(1

)理
解

度
と

目
的

意
識

で
は

、
作

文
で

ど
の

様
に

表
現

し
、

面
接

で
ど

の
様

に
口

頭
回

答
す

れ
ば

、
非

常
に

優
れ

て
い

る
5点

と
評

価
配

点
す

る
の

か
?の

具
体

的
に

わ
か

る
凡

例
等

の
資

料
等

の
開

示
請

求
。

更
に

、
普

通
3点

と
評

価
配

点
す

る
の

か
?の

具
体

的
に

わ
か

る
格

差
の

凡
例

等
の

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

5点
･4

点
･3

点
･と

の
差

点
の

明
確

に
分

か
る

格
差

基
準

の
資

料
等

。

企
画

振
興

局
企

画
課

1.
(1

)理
解

度
と

目
的

意
識

で
は

、
作

文
で

ど
の

様
に

表
現

し
、

面
接

で
ど

の
様

に
口

頭
回

答
す

れ
ば

、
非

常
に

優
れ

て
い

る
5点

と
評

価
配

点
す

る
の

か
?の

具
体

的
に

わ
か

る
凡

例
等

の
資

料
等

の
開

示
請

求
。

更
に

、
普

通
3点

と
評

価
配

点
す

る
の

か
?の

具
体

的
に

わ
か

る
格

差
の

凡
例

等
の

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

5点
･4

点
･3

点
･と

の
差

点
の

明
確

に
分

か
る

格
差

基
準

の
資

料
等

。
2.

(2
)熱

意
･積

極
性

で
は

、
作

文
で

ど
の

様
に

表
現

し
、

面
接

で
ど

の
様

に
口

頭
回

答
す

れ
ば

、
優

れ
て

い
る

4点
と

評
価

配
点

す
る

の
か

?の
具

体
的

に
わ

か
る

凡
例

等
の

資
料

等
の

開
示

請
求

。
更

に
、

普
通

3点
と

評
価

配
点

す
る

の
か

?の
具

体
的

に
わ

か
る

格
差

の
凡

例
等

の
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
4点

･3
点

･と
の

差
点

の
明

確
に

分
か

る
格

差
基

準
の

資
料

等
。

3.
(3

)視
野

の
広

さ
･柔

軟
性

で
は

、
作

文
で

ど
の

様
に

表
現

し
、

面
接

で
ど

の
様

に
口

頭
回

答
す

れ
ば

、
非

常
に

優
れ

て
い

る
5点

と
評

価
配

点
す

る
の

か
?の

具
体

的
に

わ
か

る
凡

例
等

の
資

料
等

の
開

示
請

求
。

更
に

、
普

通
3点

と
評

価
配

点
す

る
の

か
?の

具
体

的
に

わ
か

る
格

差
の

分
か

る
格

差
基

準
の

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

5点
･3

点
･と

の
差

点
の

明
確

に
分

か
る

格
差

基
準

の
資

料
等

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

7
/
1
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2.
(2

)熱
意

･積
極

性
で

は
、

作
文

に
ど

の
様

に
表

現
し

、
面

接
で

ど
の

様
に

口
頭

回
答

す
れ

ば
、

優
れ

て
い

る
4点

と
評

価
配

点
す

る
の

か
?の

具
体

的
に

わ
か

る
凡

例
等

の
資

料
等

の
開

示
請

求
。

更
に

、
普

通
3点

と
評

価
配

点
す

る
の

か
?の

具
体

的
に

わ
か

る
格

差
の

凡
例

等
の

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

4点
･3

点
･と

の
差

点
の

明
確

に
分

か
る

格
差

基
準

の
資

料
等

。
3.

(3
)視

野
の

広
さ

･柔
軟

性
で

は
、

作
文

で
ど

の
様

に
表

現
し

、
面

接
で

ど
の

様
に

口
頭

回
答

す
れ

ば
、

非
常

に
優

れ
て

い
る

5点
と

評
価

配
点

す
る

の
か

?の
具

体
的

に
わ

か
る

凡
例

等
の

資
料

等
の

開
示

請
求

。
更

に
、

普
通

3点
と

評
価

配
点

す
る

の
か

?の
具

体
的

に
わ

か
る

格
差

の
分

か
る

格
差

基
準

の
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
5点

･3
点

･と
の

差
点

の
明

確
に

分
か

る
格

差
基

準
の

資
料

等
。

4.
(4

)関
心

度
･実

践
度

で
は

、
作

文
の

内
容

が
ど

の
様

に
表

現
･実

績
が

ど
の

様
な

も
の

を
表

現
し

、
面

接
で

は
、

ど
の

様
に

口
頭

回
答

す
れ

ば
、

非
常

に
優

れ
て

い
る

5点
と

評
価

配
点

す
る

の
か

?の
具

体
的

に
わ

か
る

凡
例

等
の

資
料

等
の

開
示

請
求

。
更

に
、

普
通

3点
と

評
価

配
点

す
る

の
か

?の
具

体
的

に
わ

か
る

格
差

の
分

か
る

格
差

基
準

の
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
5点

･3
点

･と
の

差
点

の
明

確
に

分
か

る
格

差
基

準
の

資
料

等
。

4.
(4

)関
心

度
･実

践
度

で
は

、
作

文
の

内
容

が
ど

の
様

に
表

現
･実

績
が

ど
の

様
な

も
の

を
表

現
し

、
面

接
で

は
、

ど
の

様
に

口
頭

回
答

す
れ

ば
、

非
常

に
優

れ
て

い
る

5点
と

評
価

配
点

す
る

の
か

?の
具

体
的

に
わ

か
る

凡
例

等
の

資
料

等
の

開
示

請
求

。
更

に
、

普
通

3点
と

評
価

配
点

す
る

の
か

?の
具

体
的

に
わ

か
る

格
差

の
分

か
る

格
差

基
準

の
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
5点

･3
点

･と
の

差
点

の
明

確
に

分
か

る
格

差
基

準
の

資
料

等
。

5.
(5

)協
調

性
･公

平
性

･公
正

性
で

は
、

作
文

の
内

容
が

ど
の

様
に

表
現

し
、

面
接

で
は

、
ど

の
様

に
口

頭
回

答
す

れ
ば

、
非

常
に

優
れ

て
い

る
5点

と
評

価
配

点
す

る
の

か
?の

具
体

的
に

わ
か

る
凡

例
等

の
資

料
等

の
開

示
請

求
。

更
に

、
普

通
3点

と
評

価
配

点
す

る
の

か
?の

具
体

的
に

わ
か

る
格

差
の

分
か

る
格

差
基

準
の

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

5点
･3

点
･と

の
格

差
の

明
確

に
分

か
る

格
差

基
準

の
資

料
等

。

5.
(5

)協
調

性
･公

平
性

･公
正

性
で

は
、

作
文

の
内

容
が

ど
の

様
に

表
現

し
、

面
接

で
は

、
ど

の
様

に
口

頭
回

答
す

れ
ば

、
非

常
に

優
れ

て
い

る
5点

と
評

価
配

点
す

る
の

か
?の

具
体

的
に

わ
か

る
凡

例
等

の
資

料
等

の
開

示
請

求
。

更
に

、
普

通
3点

と
評

価
配

点
す

る
の

か
?の

具
体

的
に

わ
か

る
格

差
の

分
か

る
格

差
基

準
の

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

5点
･3

点
･と

の
格

差
の

明
確

に
分

か
る

格
差

基
準

の
資

料
等

。
6.

熊
本

市
市

政
執

行
で

の
公

募
委

員
選

考
過

程
に

於
け

る
企

画
課

に
お

け
る

選
考

基
準

と
、

熊
本

市
他

主
幹

課
で

の
公

募
委

員
選

考
評

価
表

と
の

格
差

は
、

何
に

基
づ

く
格

差
な

の
か

?法
的

根
拠

に
基

づ
く

選
考

格
差

な
の

か
?等

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

特
に

、
公

募
委

員
応

募
原

稿
だ

け
の

評
価

配
点

も
な

く
、

面
接

と
応

募
原

稿
を

見
な

が
ら

応
募

者
･面

接
者

･の
全

人
格

を
庁

内
選

考
者

の
み

で
評

価
配

点
す

る
市

政
理

念
は

、
何

の
根

拠
に

よ
っ

て
、

市
政

執
行

で
き

る
の

か
･等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
職

権
乱

用
で

は
な

い
の

か
?

面
接

の
時

に
、

選
考

者
の

前
に

は
応

募
原

稿
の

書
面

は
見

ら
れ

な
か

っ
た

が
?

6.
熊

本
市

市
政

執
行

で
の

公
募

委
員

選
考

過
程

に
於

け
る

企
画

課
に

お
け

る
選

考
基

準
と

、
熊

本
市

他
主

幹
課

で
の

公
募

委
員

選
考

評
価

表
と

の
格

差
は

、
何

に
基

づ
く

格
差

な
の

か
?法

的
根

拠
に

基
づ

く
選

考
格

差
な

の
か

?等
が

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
特

に
、

公
募

委
員

応
募

原
稿

だ
け

の
評

価
配

点
も

な
く

、
面

接
と

応
募

原
稿

を
見

な
が

ら
応

募
者

･面
接

者
･の

全
人

格
を

庁
内

選
考

者
の

み
で

評
価

配
点

す
る

市
政

理
念

は
、

何
の

根
拠

に
よ

っ
て

、
市

政
執

行
で

き
る

の
か

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

職
権

乱
用

で
は

な
い

の
か

?
面

接
の

時
に

、
選

考
者

の
前

に
は

応
募

原
稿

の
書

面
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
が

?
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

23
1

7/
2

○
西

総
企

発
第

58
号

･平
成

25
年

5月
23

日
付

･平
成

25
年

5月
30

日
受

領
･の

第
1次

評
価

･第
2次

評
価

･審
査

表
･に

つ
い

て
、

開
示

請
求

。
1.

第
1次

評
価

 審
査

項
目

1)
ｱ

理
解

度
(1

)｢
西

区
の

現
状

や
課

題
、

特
性

に
つ

い
て

の
理

解
度

｣と
あ

る
が

、
非

常
に

優
れ

て
い

る
5点

 普
通

3点
･

等
と

す
る

基
準

は
、

ど
の

様
な

表
現

が
非

常
に

優
れ

て
い

る
と

評
点

す
る

の
か

?普
通

と
評

点
す

る
基

準
の

表
現

は
ど

の
様

な
基

準
で

の
判

定
評

価
な

の
か

?の
分

か
る

具
体

的
凡

例
の

開
示

請
求

。
2)

ｲ
理

解
度

(2
)｢

西
区

ま
ち

づ
く

り
ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

の
取

り
組

み
方

針
に

つ
い

て
の

理
解

度
｣と

あ
る

が
、

非
常

に
優

れ
て

い
る

5点
普

通
3点

･等
と

す
る

基
準

は
、

ど
の

様
な

表
現

が
非

常
に

優
れ

て
い

る
と

評
点

す
る

の
か

?普
通

と
評

点
す

る
基

準
の

表
。

現
は

ど
の

様
な

基
準

で
の

判
定

評
価

な
の

か
?の

分
か

る
具

体
的

凡
例

の
開

示
請

求
。

3)
ｳ
熱

意
･意

欲
｢西

区
を

良
い

ま
ち

と
す

る
た

め
の

前
向

き
な

姿
勢

が
あ

る
か

｣と
あ

る
が

、
非

常
に

優
れ

て
い

る
5点

 普
通

3点
･等

と
す

る
基

準
は

、
ど

の
様

な
表

現
が

非
常

に
優

れ
て

い
る

と
評

点
す

る
の

か
?普

通
と

評
点

す
る

基
準

の
表

現
は

ど
の

様
な

基
準

で
の

判
定

評
価

な
の

か
?の

分
か

る
具

体
的

凡
例

の
開

示
請

求
。

4)
ｴ

具
体

性
･論

理
性

｢内
容

が
具

体
的

で
あ

り
、

ま
た

論
理

が
整

然
と

し
て

、
表

現
が

明
確

で
あ

る
か

｣と
あ

る
が

、
非

常
に

優
れ

て
い

る
5点

 普
通

3点
･等

と
す

る
基

準
は

、
ど

の
様

な
表

現
が

非
常

に
優

れ
て

い
る

と
評

点
す

る
の

か
?普

通
と

評
点

す
る

基
準

の
表

現
は

、
ど

の
様

な
基

準
で

の
判

定
評

価
な

の
か

?の
分

か
る

具
体

的
凡

例
の

開
示

請
求

。

西
区

役
所

総
務

企
画

課

1 
第

1次
評

価
 審

査
項

目
1)

｢西
区

の
現

状
や

課
題

、
特

性
に

つ
い

て
の

理
解

度
｣の

判
定

評
価

の
分

か
る

具
体

的
凡

例
の

開
示

2)
｢西

区
ま

ち
づ

く
り

ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

の
取

り
組

み
方

針
に

つ
い

て
の

理
解

度
｣の

判
定

評
価

の
分

か
る

具
体

的
凡

例
の

開
示

3)
｢西

区
を

良
い

ま
ち

と
す

る
た

め
の

前
向

き
な

姿
勢

が
あ

る
か

｣の
判

定
評

価
の

分
か

る
具

体
的

凡
例

の
開

示
4)

｢内
容

が
具

体
的

で
あ

り
、

ま
た

論
理

が
整

然
と

し
て

、
表

現
が

明
確

で
あ

る
か

｣の
判

定
評

価
の

分
か

る
具

体
的

凡
例

の
開

示
2 

第
2次

評
価

 審
査

項
目

1)
｢応

募
の

動
機

 西
区

を
よ

り
良

い
ま

ち
に

す
る

た
め

の
熱

意
や

意
欲

が
あ

る
か

｣の
評

価
配

点
基

準
の

具
体

的
凡

例
等

の
わ

か
る

資
料

の
開

示
2)

｢理
解

度
･知

識
 西

区
の

現
状

や
課

題
に

つ
い

て
認

識
が

あ
る

か
｣の

評
価

配
点

基
準

の
具

体
的

凡
例

等
の

わ
か

る
資

料
と

面
接

で
の

評
価

配
点

根
拠

の
わ

か
る

根
拠

等
資

料
の

開
示

3)
｢具

体
性

･論
理

性
 自

ら
の

考
え

や
意

見
を

自
分

の
言

葉
で

分
か

り
や

す
く

、
か

つ
、

論
理

的
に

述
べ

る
こ

と
が

で
き

る
か

｣の
評

価
配

点
基

準
の

具
体

的
凡

例
等

の
わ

か
る

資
料

と
面

接
で

の
評

価
配

点
根

拠
の

わ
か

る
根

拠
等

資
料

の
開

示

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

7
/
1
6

7
/
1
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2.
第

2次
評

価
 審

査
項

目
1)

(1
)応

募
の

動
機

 西
区

を
よ

り
良

い
ま

ち
に

す
る

た
め

の
熱

意
や

意
欲

が
あ

る
か

【共
通

質
問

】･
懇

話
会

委
員

に
応

募
し

た
動

機
に

教
え

て
く

だ
さ

い
。

と
あ

る
が

、
ど

の
様

な
口

頭
回

答
が

5点
満

点
と

の
評

価
配

点
と

な
る

の
か

?ど
の

様
な

口
頭

回
答

が
3点

普
通

と
の

評
価

配
点

と
な

る
の

か
?こ

の
評

価
配

点
基

準
の

具
体

的
凡

例
等

の
わ

か
る

資
料

の
開

示
請

求
。

2)
(2

)理
解

度
･知

識
 西

区
の

現
状

や
課

題
に

つ
い

て
認

識
が

あ
る

か
【共

通
質

問
】･

現
在

の
西

区
に

つ
い

て
、

他
の

区
と

比
べ

て
ど

の
よ

う
な

特
徴

や
課

題
が

あ
る

と
お

考
え

で
す

か
?と

あ
る

が
、

ど
の

様
な

口
頭

回
答

が
5点

満
点

と
の

評
価

配
点

と
な

る
の

か
?ど

の
様

な
口

頭
回

答
が

3点
普

通
と

の
評

価
配

点
と

な
る

の
か

?こ
の

評
価

配
点

基
準

の
具

体
的

凡
例

等
の

わ
か

る
資

料
の

開
示

請
求

。
更

に
、

面
接

で
こ

の
項

目
に

対
し

て
質

問
が

な
か

っ
た

に
も

拘
ら

ず
、

評
価

配
点

が
な

さ
れ

て
い

る
が

、
そ

の
評

価
配

点
根

拠
は

何
に

依
っ

て
な

さ
れ

た
の

か
?の

わ
か

る
根

拠
等

資
料

の
開

示
請

求
。

4)
｢協

調
性

･公
平

性
･公

正
性

 人
の

意
見

を
聞

き
、

協
調

性
を

持
っ

て
会

議
に

参
加

し
、

議
論

の
中

で
公

平
、

公
正

な
思

考
が

で
き

る
か

｣の
評

価
配

点
基

準
の

具
体

的
凡

例
等

の
わ

か
る

資
料

の
開

示
5)

｢市
民

協
働

に
関

す
る

理
解

･意
欲

･行
動

力
 市

民
協

働
の

視
点

を
持

っ
て

、
よ

り
良

い
西

区
と

な
る

よ
う

ま
ち

づ
く

り
に

取
り

組
む

こ
と

が
で

き
る

か
｣の

評
価

配
点

基
準

の
具

体
的

凡
例

等
の

わ
か

る
資

料
と

面
接

で
の

評
価

配
点

根
拠

の
わ

か
る

根
拠

資
料

等
の

開
示

3)
(3

)具
体

性
･論

理
性

 自
ら

の
考

え
や

意
見

を
自

分
の

言
葉

で
分

か
り

や
す

く
、

か
つ

、
論

理
的

に
述

べ
る

こ
と

が
で

き
る

か
 【

共
通

問
題

】･
懇

話
会

委
員

と
な

っ
た

ら
、

ど
の

よ
う

な
こ

と
に

力
を

入
れ

て
取

り
組

み
た

い
と

思
っ

て
い

ま
す

か
?と

あ
る

が
、

ど
の

様
な

口
頭

回
答

が
5点

満
点

と
の

評
価

配
点

と
な

る
の

か
?ど

の
様

な
口

頭
回

答
が

3点
普

通
と

の
評

価
配

点
と

な
る

の
か

?こ
の

評
価

配
点

基
準

の
具

体
的

凡
例

等
の

わ
か

る
資

料
の

開
示

請
求

。
更

に
、

面
接

で
こ

の
項

目
に

対
し

て
質

問
が

な
か

っ
た

に
も

拘
ら

ず
、

評
価

配
点

が
な

さ
れ

て
い

る
が

、
そ

の
評

価
配

転
根

拠
は

何
に

依
っ

て
な

さ
れ

た
の

か
?の

わ
か

る
根

拠
等

資
料

の
開

示
請

求
。

4)
(4

)協
調

性
･公

平
性

･公
正

性
 人

の
意

見
を

聞
き

、
協

調
性

を
持

っ
て

会
議

に
参

加
し

、
議

論
の

中
で

公
平

、
公

正
な

思
考

が
で

き
る

か
 【

共
通

質
問

】･
話

し
合

い
の

中
で

、
ご

自
分

の
考

え
と

違
う

意
見

が
で

た
場

合
、

ど
の

よ
う

に
自

分
の

意
見

を
表

明
し

ま
す

か
?･

結
論

が
あ

る
特

定
の

事
項

に
備

っ
た

方
向

に
進

ん
で

い
る

場
合

、
あ

な
た

な
ら

ど
う

さ
れ

ま
す

か
?と

あ
る

が
、

ど
の

様
な

口
頭

回
答

が
5点

満
点

と
の

評
価

配
点

と
な

る
の

か
?ど

の
様

な
口

頭
回

答
が

3点
普

通
と

の
評

価
配

点
と

な
る

の
か

?こ
の

評
価

配
点

基
準

の
具

体
的

凡
例

等
の

わ
か

る
資

料
の

開
示

請
求

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5)
(5

)市
民

協
働

に
関

す
る

理
解

･意
欲

･行
動

力
 市

民
協

働
の

視
点

を
持

っ
て

、
よ

り
良

い
西

区
と

な
る

よ
う

ま
ち

づ
く

り
に

取
り

組
む

こ
と

が
で

き
る

か
 【

共
通

質
問

】･
こ

れ
ま

で
、

よ
り

良
い

ま
ち

と
す

る
た

め
の

活
動

を
実

践
、

ま
た

は
と

の
よ

う
な

活
動

に
参

加
さ

れ
た

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

?･
今

後
、

よ
り

良
い

西
区

に
す

る
た

め
に

区
民

は
ど

の
よ

う
な

役
割

を
担

う
べ

き
と

お
考

え
で

す
か

?･
あ

な
た

は
ど

の
よ

う
な

こ
と

に
取

り
組

み
た

い
と

思
っ

て
い

ま
す

か
?と

あ
る

が
、

ど
の

様
な

口
頭

回
答

が
10

点
満

点
(評

価
点

数
×

2倍
)と

の
評

価
配

点
と

な
る

の
か

?ど
の

様
な

口
頭

回
答

が
3点

普
通

と
の

評
価

配
点

と
な

る
の

か
?こ

の
評

価
配

点
基

準
の

具
体

的
凡

例
等

の
わ

か
る

資
料

の
開

示
請

求
。

更
に

、
こ

の
面

接
で

こ
の

項
目

に
対

し
て

質
問

が
な

か
っ

た
に

も
拘

ら
ず

、
評

価
配

点
が

な
さ

れ
て

い
る

が
、

そ
の

評
価

配
点

根
拠

は
何

に
依

っ
て

な
さ

れ
た

の
か

?の
わ

か
る

根
拠

資
料

等
の

開
示

請
求

。

23
2

7/
4

道
路

判
定

台
帳

 平
成

14
年

02
-5

19
の

情
報

開
示

ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

 平
成

14
年

02
-5

19
の

情
報

開
示

開
示

7
/
5

7
/
5

23
3

7/
4

白
坪

小
学

校
校

舎
耐

震
補

強
工

事
(6

/1
9)

(金
入

設
計

書
)

都
市

建
設

局
営

繕
課

白
坪

小
学

校
校

舎
耐

震
補

強
工

事
 金

入
設

計
書

開
示

7
/
5

7
/
5

23
4

7/
4

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
25

年
3月

期
の

現
況

報
告

書
1面

、
2面

及
び

決
算

書
(財

産
目

録
、

貸
借

対
照

表
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
)

(健
康

福
祉

政
策

課
所

管
分

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

健
康

福
祉

政
策

課

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
25

年
3月

期
の

現
況

報
告

書
1面

、
2面

及
び

決
算

書
(財

産
目

録
、

貸
借

対
照

表
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
0

7
/
1
8

23
5

7/
4

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
25

年
3月

期
の

現
況

報
告

書
1面

、
2面

及
び

決
算

書
(財

産
目

録
、

貸
借

対
照

表
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
)

(健
康

福
祉

政
策

課
 保

護
管

理
室

所
管

分
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

健
康

福
祉

政
策

課
保

護
管

理
室

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
25

年
3月

期
の

現
況

報
告

書
1面

、
2面

及
び

決
算

書
(財

産
目

録
、

貸
借

対
照

表
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
8

7
/
1
8

23
6

7/
4

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
25

年
3月

期
の

現
況

報
告

書
1面

、
2面

及
び

決
算

書
(財

産
目

録
、

貸
借

対
照

表
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
)

(子
ど

も
支

援
課

所
管

分
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

子
ど

も
支

援
課

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
25

年
3月

期
の

現
況

報
告

書
1面

、
2面

及
び

決
算

書
(財

産
目

録
、

賃
借

対
照

表
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
7

7
/
1
8

23
7

7/
4

平
成

25
年

度
都

市
計

画
事

業
 加

勢
川

第
6排

水
区

雨
水

調
整

池
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ

棟
(建

築
)築

造
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
営

繕
課

平
成

25
年

度
 都

市
計

画
事

業
加

勢
川

第
6排

水
区

雨
水

調
整

池
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ棟

(建
築

)築
造

工
事

 金
入

設
計

書
開

示
7
/
8

7
/
8

23
8

7/
5

位
置

指
定

道
路

S5
6-

06
8

ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

台
帳

 S
56

-0
68

開
示

7
/
8

7
/
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

23
9

7/
5

●
市

民
の

皆
様

の
声

(公
開

と
募

集
)･

Q
非

難
場

所
に

つ
い

て
登

録
さ

れ
て

い
る

分
類

(そ
の

他
)2

01
2年

9月
受

付
の

A
ご

回
答

い
た

し
ま

す
20

12
年

9月
回

答
の

内
容

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

◎
ま

た
、

昨
年

、
非

難
場

所
を

春
日

小
学

校
か

ら
急

遽
変

更
し

た
の

は
、

避
難

勧
告

発
令

の
要

因
が

｢土
砂

災
害

警
戒

情
報

｣に
基

づ
く

も
の

で
、

春
日

小
学

校
の

敷
地

の
一

部
が

土
砂

災
害

警
戒

区
域

に
か

か
っ

て
お

り
ま

し
た

と
こ

ろ
か

ら
一

時
的

に
避

難
場

所
を

変
更

し
た

も
の

で
あ

り
、

そ
の

他
の

災
害

に
お

い
て

は
春

日
小

学
校

を
一

時
避

難
場

所
と

し
て

指
定

し
て

い
る

も
の

で
す

。
土

砂
災

害
警

戒
区

域
の

指
定

及
び

ﾊ
ｰ

ﾄﾞ
対

策
は

、
県

が
実

施
し

て
い

る
も

の
で

す
の

で
、

今
後

の
計

画
等

に
つ

い
て

は
県

と
連

携
し

て
確

認
し

て
ま

い
り

ま
す

。
と

あ
る

。
1.

｢～
そ

の
他

の
災

害
に

お
い

て
は

春
日

小
学

校
を

一
時

避
難

場
所

と
し

て
指

定
し

て
い

る
も

の
で

す
。

｣と
あ

る
が

、
【そ

の
他

の
災

害
】と

は
、

具
体

的
に

ど
の

様
な

災
害

を
指

す
の

か
?等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
･→

こ
の

地
点

は
、

地
震

災
害

等
に

よ
っ

て
も

、
土

砂
崩

壊
･

崖
崩

れ
･等

が
起

こ
る

可
能

性
が

あ
る

の
に

、
｢土

砂
災

害
警

戒
区

域
｣に

指
定

さ
れ

て
い

る
場

所
が

、
豪

雨
以

外
で

あ
れ

ば
、

こ
の

地
点

を
｢そ

の
他

の
災

害
に

お
い

て
は

春
日

小
学

校
を

一
時

避
難

場
所

と
し

て
指

定
し

て
い

る
も

の
で

す
。

｣と
し

て
、

危
険

地
帯

で
あ

り
な

が
ら

、
敢

え
て

･そ
の

他
の

災
害

で
は

安
全

･安
心

･な
避

難
場

所
と

し
て

、
春

日
校

区
住

民
を

避
難

さ
せ

る
危

機
管

理
根

拠
が

不
明

の
為

、
開

示
請

求
。

総
務

局
危

機
管

理
防

災
総

室

1 
平

成
24

年
度

熊
本

市
地

域
防

災
計

画
、

資
料

編
の

写
し

2 
熊

本
県

｢土
砂

災
害

情
報

ﾏ
ｯ
ﾌ
ﾟ(
急

傾
斜

地
崩

落
危

険
箇

所
)｣

の
写

し

開
示

7
/
1
8

7
/
2
4

-77-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2.
｢土

砂
災

害
警

戒
区

域
の

指
定

及
び

ﾊ
ｰ

ﾄﾞ
対

策
は

、
県

が
実

施
し

て
い

る
～

｣と
の

事
で

あ
る

が
、

裏
面

調
査

し
た

ら
春

日
小

学
校

･体
育

館
裏

手
の

土
手

傾
斜

は
、

熊
本

県
所

有
地

で
は

な
い

の
で

、
熊

本
県

は
何

の
対

応
も

対
策

も
計

画
は

無
い

と
の

事
で

あ
っ

た
が

、
こ

の
回

答
の

根
拠

は
、

何
に

よ
っ

て
こ

の
様

な
回

答
記

述
が

可
能

だ
っ

た
の

か
?の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

･→
ま

さ
か

、
た

だ
回

答
す

れ
ば

良
い

･嘘
も

方
便

で
市

民
を

騙
す

回
答

が
熊

本
市

政
理

念
と

も
思

え
な

い
の

で
、

確
た

る
証

拠
･法

的
根

拠
･等

に
基

づ
い

て
回

答
が

な
さ

れ
て

、
幸

山
市

長
･自

筆
ｻ

ｲ
ﾝ

入
り

回
答

書
を

熊
本

市
民

に
郵

送
す

る
の

で
あ

る
か

ら
、

そ
の

根
拠

は
、

幸
山

市
長

承
認

済
み

と
思

わ
れ

る
の

で
、

明
確

な
根

拠
を

開
示

交
付

し
て

頂
き

た
い

。
3.

｢今
後

の
計

画
に

つ
い

て
は

県
と

連
携

し
て

確
認

し
て

ま
い

り
ま

す
。

｣と
あ

る
が

、
今

ま
で

に
熊

本
県

と
連

携
し

て
ど

の
様

な
確

認
作

業
を

お
こ

な
っ

た
か

?等
の

わ
か

る
年

月
日

･
場

所
･出

席
役

職
名

･会
議

録
･等

と
･今

後
の

ﾊ
ｰ

ﾄﾞ
整

備
ｽ

ｹ
ｼ

ﾞｭ
ｰ

ﾙ
表

･春
日

小
学

校
避

難
場

所
指

定
が

、
森

都
心

ﾌ
ﾟ

ﾗ
ｻ

ﾞ分
散

避
難

で
な

く
、

名
実

と
も

に
｢安

全
安

心
の

避
難

場
所

｣と
し

て
、

復
活

す
る

避
難

場
所

と
し

て
指

定
す

る
時

期
･等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

3 
｢今

後
の

計
画

に
つ

い
て

は
県

と
連

携
し

て
確

認
し

て
ま

い
り

ま
す

。
｣と

あ
る

が
、

今
ま

で
に

熊
本

県
と

連
携

し
て

ど
の

よ
う

な
確

認
作

業
を

行
っ

た
の

か
等

の
わ

か
る

年
月

日
･場

所
･出

席
役

職
名

等
と

今
後

の
ﾊ

ｰ
ﾄﾞ

整
備

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

表
･

春
日

小
学

校
避

難
場

所
指

定
が

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ分

散
避

難
で

は
な

く
、

名
実

と
も

に
｢安

全
安

心
の

避
難

場
所

｣と
し

て
、

復
活

す
る

避
難

場
所

と
し

て
指

定
す

る
時

期
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

7
/
1
8

･→
熊

本
市

政
だ

よ
り

7月
号

を
見

る
に

、
春

日
小

学
校

と
森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞが

並
列

で
春

日
区

住
民

の
避

難
場

所
と

し
て

表
示

さ
れ

て
い

る
。

花
岡

山
中

腹
か

ら
裾

野
に

か
け

て
居

住
す

る
住

民
は

、
新

幹
線

道
路

･春
日

池
上

線
幅

員
30

m
4

車
線

一
日

交
通

量
25

,0
00

台
通

過
の

横
断

道
路

の
白

線
も

な
く

、
｢命

が
け

の
避

難
横

断
｣を

強
い

ら
れ

、
｢安

全
安

心
の

ま
ち

づ
く

り
理

念
｣は

、
こ

の
地

域
で

は
無

視
さ

れ
た

市
政

執
行

で
あ

り
、

避
難

場
所

指
定

理
念

が
、

ど
の

様
な

根
拠

に
基

づ
く

指
定

な
の

か
?熊

本
市

民
の

目
線

で
は

、
全

く
不

可
解

で
あ

る
。

市
民

･住
民

の
生

命
を

守
る

責
務

も
、

危
機

管
理

に
含

ま
れ

る
筈

で
あ

る
が

?〃
※

添
付

参
照

熟
視

資
料

等
･A

3→
1.

4枚

-78-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

24
0

7/
5

○
市

民
の

皆
様

の
声

(公
開

と
募

集
)･

Q
非

難
場

所
に

つ
い

て
登

録
さ

れ
て

い
る

分
類

(そ
の

他
)2

01
2年

9月
受

付
の

A
ご

回
答

い
た

し
ま

す
20

12
年

9月
回

答
の

内
容

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

･→
熊

本
市

広
聴

課
の

回
答

が
、

主
幹

課
の

ど
の

様
な

資
料

に
基

づ
き

回
答

が
な

さ
れ

た
の

か
･等

の
わ

か
る

明
確

な
資

料
等

の
開

示
請

求
。

◎
ま

た
、

昨
年

、
非

難
場

所
を

春
日

小
学

校
か

ら
急

遽
変

更
し

た
の

は
、

避
難

勧
告

発
令

の
要

因
が

｢土
砂

災
害

警
戒

情
報

｣に
基

づ
く

も
の

で
、

春
日

小
学

校
の

敷
地

の
一

部
が

土
砂

災
害

警
戒

区
域

に
か

か
っ

て
お

り
ま

し
た

と
こ

ろ
か

ら
一

時
的

に
避

難
場

所
を

変
更

し
た

も
の

で
あ

り
、

そ
の

他
の

災
害

に
お

い
て

は
春

日
小

学
校

を
一

時
避

難
場

所
と

し
て

指
定

し
て

い
る

も
の

で
す

。
土

砂
災

害
警

戒
区

域
の

指
定

及
び

ﾊ
ｰ

ﾄﾞ
対

策
は

、
県

が
実

施
し

て
い

る
も

の
で

す
の

で
、

今
後

の
計

画
等

に
つ

い
て

は
県

と
連

携
し

て
確

認
し

て
ま

い
り

ま
す

。
と

あ
る

。
1.

｢～
そ

の
他

の
災

害
に

お
い

て
は

春
日

小
学

校
を

一
時

避
難

場
所

と
し

て
指

定
し

て
い

る
も

の
で

す
。

｣と
あ

る
が

、
【そ

の
他

の
災

害
】と

は
、

具
体

的
に

ど
の

様
な

災
害

を
指

す
の

か
?等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

企
画

振
興

局
広

聴
課

｢市
長

へ
の

手
紙

｣(
平

成
24

年
9月

3日
受

付
･第

59
1号

)の
回

答
文

の
根

拠
と

な
っ

た
担

当
課

回
答

文

開
示

7
/
1
1

7
/
2
4

･→
こ

の
地

点
は

、
地

震
災

害
等

に
よ

っ
て

も
、

土
砂

崩
壊

･
崖

崩
れ

･等
が

起
こ

る
可

能
性

が
あ

る
の

に
、

｢土
砂

災
害

警
戒

区
域

｣に
指

定
さ

れ
て

い
る

場
所

が
、

豪
雨

以
外

で
あ

れ
ば

、
こ

の
地

点
を

｢そ
の

他
の

災
害

に
お

い
て

は
春

日
小

学
校

を
一

時
避

難
場

所
と

し
て

指
定

し
て

い
る

も
の

で
す

。
｣と

し
て

、
危

険
地

帯
で

あ
り

な
が

ら
、

敢
え

て
･そ

の
他

の
災

害
で

は
安

全
･安

心
･な

避
難

場
所

と
し

て
、

春
日

校
区

住
民

を
避

難
さ

せ
る

危
機

管
理

根
拠

が
不

明
の

為
、

開
示

請
求

。
2.

｢土
砂

災
害

警
戒

区
域

の
指

定
及

び
ﾊ

ｰ
ﾄﾞ

対
策

は
、

県
が

実
施

し
て

い
る

～
｣と

の
事

で
あ

る
が

、
裏

面
調

査
し

た
ら

春
日

小
学

校
･体

育
館

裏
手

の
土

手
傾

斜
は

、
熊

本
県

所
有

地
で

は
な

い
の

で
、

熊
本

県
は

何
の

対
応

も
対

策
も

計
画

は
無

い
と

の
事

で
あ

っ
た

が
、

こ
の

回
答

の
根

拠
は

、
何

に
よ

っ
て

こ
の

様
な

回
答

記
述

が
可

能
だ

っ
た

の
か

?の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
･→

ま
さ

か
、

た
だ

回
答

す
れ

ば
良

い
･嘘

も
方

便
で

市
民

を
騙

す
回

答
が

熊
本

市
政

理
念

と
も

思
え

な
い

の
で

、
確

た
る

証
拠

･法
的

根
拠

･等
に

基
づ

い
て

回
答

が
な

さ
れ

て
、

幸
山

市
長

･自
筆

ｻ
ｲ
ﾝ

入
り

回
答

書
を

熊
本

市
民

に
郵

送
す

る
の

で
あ

る
か

ら
、

そ
の

根
拠

は
、

幸
山

市
長

承
認

済
み

と
思

わ
れ

る
の

で
、

明
確

な
根

拠
を

開
示

交
付

し
て

頂
き

た
い

。

○
市

民
の

皆
様

の
声

(公
開

と
募

集
)Q

｢避
難

場
所

に
つ

い
て

 登
録

さ
れ

て
い

る
分

類
(そ

の
他

)2
01

2年
9月

受
付

｣の
A

｢ご
回

答
い

た
し

ま
す

 2
01

2年
9月

回
答

｣の
回

答
内

容
に

関
連

す
る

以
下

に
記

載
す

る
も

の
。

◎
回

答
内

容
｢ま

た
、

昨
年

、
非

難
場

所
を

春
日

小
学

校
か

ら
急

遽
変

更
し

た
の

は
、

避
難

勧
告

の
発

令
の

要
因

が
｢土

砂
災

害
警

戒
情

報
｣に

基
づ

く
も

の
で

、
春

日
小

学
校

の
敷

地
の

一
部

が
土

砂
災

害
警

戒
区

域
に

か
か

っ
て

お
り

ま
し

た
と

こ
ろ

か
ら

一
時

的
に

避
難

場
所

を
変

更
し

た
も

の
で

あ
り

、
そ

の
他

の
災

害
に

お
い

て
は

春
日

小
学

校
を

一
時

避
難

場
所

と
し

て
指

定
し

て
い

る
も

の
で

す
。

土
砂

災
害

警
戒

区
域

の
指

定
及

び
ﾊ

ｰ
ﾄﾞ

対
策

は
、

県
が

実
施

し
て

い
る

も
の

で
す

の
で

、
今

後
の

計
画

等
に

つ
い

て
は

県
と

連
携

し
て

確
認

し
て

ま
い

り
ま

す
。

｣
1.

｢～
そ

の
他

の
災

害
に

お
い

て
は

春
日

小
学

校
を

一
時

避
難

場
所

と
し

て
指

定
し

て
い

る
も

の
で

す
。

｣と
あ

る
が

、
【そ

の
他

の
災

害
】と

は
、

具
体

的
に

ど
の

様
な

災
害

を
指

す
の

か
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

7
/
1
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3.
｢今

後
の

計
画

に
つ

い
て

は
県

と
連

携
し

て
確

認
し

て
ま

い
り

ま
す

。
｣と

あ
る

が
、

今
ま

で
に

熊
本

県
と

連
携

し
て

ど
の

様
な

確
認

作
業

を
お

こ
な

っ
た

か
?等

の
わ

か
る

年
月

日
･

場
所

･出
席

役
職

名
･会

議
録

･等
と

･今
後

の
ﾊ

ｰ
ﾄﾞ

整
備

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

表
･春

日
小

学
校

避
難

場
所

指
定

が
、

森
都

心
ﾌ
ﾟ

ﾗ
ｻ

ﾞ分
散

避
難

で
な

く
、

名
実

と
も

に
｢安

全
安

心
の

避
難

場
所

｣と
し

て
、

復
活

す
る

避
難

場
所

と
し

て
指

定
す

る
時

期
･等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
･→

熊
本

市
政

だ
よ

り
7月

号
を

見
る

に
、

春
日

小
学

校
と

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞが

並
列

で
春

日
区

住
民

の
避

難
場

所
と

し
て

表
示

さ
れ

て
い

る
。

花
岡

山
中

腹
か

ら
裾

野
に

か
け

て
居

住
す

る
住

民
は

、
新

幹
線

道
路

･春
日

池
上

線
幅

員
30

m
4

車
線

一
日

交
通

量
25

,0
00

台
通

過
の

横
断

道
路

の
白

線
も

な
く

、
｢命

が
け

の
避

難
横

断
｣を

強
い

ら
れ

、
｢安

全
安

心
の

ま
ち

づ
く

り
理

念
｣は

、
こ

の
地

域
で

は
無

視
さ

れ
た

市
政

執
行

で
あ

り
、

避
難

場
所

指
定

理
念

が
、

ど
の

様
な

根
拠

に
基

づ
く

指
定

な
の

か
?熊

本
市

民
の

目
線

で
は

、
全

く
不

可
解

で
あ

る
。

市
民

･住
民

の
生

命
を

守
る

責
務

も
、

危
機

管
理

に
含

ま
れ

る
筈

で
あ

る
が

?〃
※

添
付

参
照

熟
視

資
料

等
･A

3→
1.

4枚

2.
｢土

砂
災

害
警

戒
区

域
の

指
定

及
び

ﾊ
ｰ

ﾄﾞ
対

策
は

、
県

が
実

施
し

て
い

る
～

｣と
の

事
で

あ
る

が
、

裏
面

調
査

し
た

ら
、

春
日

小
学

校
体

育
館

裏
手

の
土

手
傾

斜
は

、
熊

本
県

所
有

地
で

は
な

い
の

で
、

熊
本

県
は

何
の

対
応

も
対

策
も

計
画

は
無

い
と

の
事

で
あ

っ
た

が
、

こ
の

回
答

の
根

拠
は

、
何

に
よ

っ
て

こ
の

様
な

回
答

記
述

が
可

能
だ

っ
た

の
か

わ
か

る
資

料
等

。
3.

｢今
後

の
計

画
に

つ
い

て
は

県
と

連
携

し
て

確
認

し
て

ま
い

り
ま

す
。

｣と
あ

る
が

、
今

ま
で

に
、

熊
本

県
と

連
携

し
て

ど
の

様
な

確
認

作
業

を
お

こ
な

っ
た

か
等

の
わ

か
る

、
年

月
日

･場
所

･出
席

役
職

名
･会

議
録

等
と

今
後

の
ﾊ

ｰ
ﾄﾞ

整
備

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

表
･春

日
小

学
校

避
難

場
所

指
定

が
、

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ分

散
避

難
で

な
く

、
名

実
と

も
に

｢安
全

安
心

の
非

難
場

所
｣と

し
て

、
復

活
す

る
避

難
場

所
と

し
て

指
定

す
る

時
期

等
の

わ
か

る
資

料
等

。

24
1

7/
8

平
成

25
年

6月
26

日
開

札
上

下
水

道
局

 下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 南
部

汚
水

25
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

16
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 南
部

汚
水

25
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

16
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
1
1

7
/
1
6

24
2

7/
8

平
成

25
年

6月
26

日
開

札
都

市
建

設
局

 西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 河
内

分
室

市
道

 野
出

第
1号

線
道

路
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
内

分
室

市
道

野
出

第
1号

線
道

路
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書

開
示

7
/
9

7
/
1
6

24
3

7/
8

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

25
年

6月
30

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

不
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

企
画

振
興

局
区

政
推

進
課

平
成

25
年

4月
1日

か
ら

平
成

25
年

6月
30

日
ま

で
の

住
居

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
7
/
1
6

7
/
1
8

郵
送

24
4

7/
8

道
路

位
置

指
定

済
証

明
関

係
図

面
等

昭
和

43
年

6月
6日

熊
本

県
指

令
第

19
1号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

済
証

明
関

係
図

面
等

昭
和

43
年

6月
6日

 熊
本

県
指

令
第

19
1号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
9

7
/
1
2

24
5

7/
8

工
事

名
 城

山
公

園
ﾄｲ

ﾚ
そ

の
他

新
築

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

営
繕

課
城

山
公

園
ﾄｲ

ﾚ
そ

の
他

新
築

工
事

に
お

け
る

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
9

7
/
9

24
6

7/
8

20
13

年
1月

1日
～

20
13

年
6月

末
日

ま
で

の
新

た
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
(熊

本
市

内
)

(臨
時

、
移

動
、

自
販

機
を

除
く

)
健

康
福

祉
子

ど
も

局
食

品
保

健
課

20
13

年
1月

1日
～

20
13

年
6月

末
日

ま
で

の
新

た
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
(移

動
、

臨
時

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)

項
目

:営
業

所
名

称
、

営
業

所
電

話
番

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

名
称

、
許

可
日

 計
51

4件
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

25
年

7月
16

日
 1

1:
0
0

開
示

7
/
1
8

24
7

7/
9

碩
台

幼
稚

園
耐

震
補

強
そ

の
他

工
事

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
営

繕
課

碩
台

幼
稚

園
耐

震
補

強
そ

の
他

工
事

 金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
9

7
/
1
0

-80-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

24
8

7/
9

①
○

○
病

院
が

診
療

科
目

と
し

て
ﾘﾊ

ﾋ
ﾞﾘ

ﾃ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

科
を

届
け

た
年

月
日

。
②

○
○

病
院

が
｢ﾘ

ﾊ
ﾋ
ﾞﾘ

ﾃ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

総
合

承
認

施
設

｣の
施

設
許

可
を

受
け

て
い

る
平

成
22

年
○

月
○

日
以

降
～

平
成

25
年

7月
9日

現
在

の
2F

理
学

療
法

(ﾘ
ﾊ

ﾋ
ﾞﾘ

ﾃ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

医
療

)
室

の
図

面
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

医
療

政
策

課

①
○

○
病

院
が

診
療

科
目

と
し

て
、

ﾘﾊ
ﾋ
ﾞﾘ

ﾃ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

科
を

届
け

た
年

月
日

②
○

○
病

院
が

｢ﾘ
ﾊ

ﾋ
ﾞﾘ

ﾃ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

総
合

承
認

施
設

｣の
施

設
許

可
を

受
け

て
い

る
平

成
22

年
○

月
○

日
以

降
～

平
成

25
年

7月
9日

現
在

の
2F

理
学

療
法

(ﾘ
ﾊ

ﾋ
ﾞﾘ

ﾃ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

医
療

)
室

の
図

面

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
9

8
/
2
9

24
9

7/
9

熊
本

市
内

全
域

の
食

品
営

業
施

設
に

つ
い

て
、

下
記

内
容

の
情

報
を

提
供

し
て

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。

(1
)現

在
営

業
中

で
、

最
初

の
許

可
年

月
日

が
20

13
年

4月
1日

か
ら

20
13

年
6月

30
日

ま
で

の
店

舗
の

飲
食

店
営

業
許

可
に

係
る

下
記

項
目

。
但

し
、

自
動

車
･自

動
販

売
機

･仮
設

お
よ

び
露

店
を

除
く

。
①

営
業

所
名

(屋
号

)
②

営
業

所
在

地
③

営
業

所
電

話
番

号
④

営
業

者
(申

請
者

)氏
名

⑤
代

表
者

氏
名

(営
業

者
が

法
人

の
場

合
に

限
る

)
⑥

最
初

の
許

可
年

月
日

(2
)2

01
3年

4月
１

日
か

ら
20

13
年

6月
30

日
ま

で
に

廃
業

届
出

の
あ

っ
た

店
舗

の
、

飲
食

店
営

業
許

可
に

係
る

下
記

項
目

。
但

し
、

自
動

車
･自

動
販

売
機

･仮
設

お
よ

び
露

店
等

を
除

く
。

①
営

業
所

名
(屋

号
)

②
営

業
所

在
地

③
営

業
所

電
話

番
号

④
営

業
者

(申
請

者
)氏

名
⑤

代
表

者
氏

名
(営

業
者

が
法

人
の

場
合

に
限

る
)

⑥
廃

業
届

出
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

((
1)

現
在

営
業

中
で

、
最

初
の

許
可

年
月

日
が

20
13

年
4

月
1日

か
ら

20
13

年
6月

30
日

ま
で

の
店

舗
の

飲
食

店
営

業
に

係
る

下
記

項
目

。
但

し
、

自
動

車
･自

動
販

売
機

･仮
設

お
よ

び
露

天
等

を
除

く
。

項
目

:①
営

業
所

名
、

②
営

業
所

在
地

、
③

営
業

所
電

話
番

号
、

④
営

業
者

氏
名

、
⑤

代
表

者
氏

名
、

⑥
最

初
の

許
可

年
月

日
 計

26
4件

(2
)2

01
3年

4月
1日

か
ら

20
13

年
6月

30
日

ま
で

に
廃

業
届

出
の

あ
っ

た
店

舗
の

、
飲

食
店

営
業

許
可

に
係

る
下

記
項

目
。

但
し

、
自

動
車

･自
動

販
売

機
･仮

設
お

よ
び

露
天

等
を

除
く

。
項

目
:①

営
業

所
名

、
②

営
業

所
在

地
、

③
営

業
所

電
話

番
号

、
④

営
業

者
氏

名
、

⑤
代

表
者

氏
名

、
⑥

廃
業

届
出

日
 計

25
3件

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
7月

16
日

 1
1:

0
0

開
示

7
/
1
8

7
/
2
5

25
0

7/
10

○
○

病
院

敷
地

内
(熊

本
市

南
区

○
○

-△
-×

)に
所

在
す

る
○

○
ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
の

開
設

に
関

す
る

全
て

の
一

連
書

類
の

開
示

お
願

い
し

ま
す

。
(開

設
年

、
月

、
日

、
設

計
図

等
も

含
む

)
○

○
ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
 熊

本
市

南
区

○
○

ﾉ
△

ﾉ
×

健
康

福
祉

子
ど

も
局

医
療

政
策

課

○
○

病
院

敷
地

内
(熊

本
市

南
区

○
○

-△
-×

)に
所

在
す

る
○

○
ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
の

開
設

に
関

す
る

全
て

の
一

連
書

類
の

開
示

お
願

い
し

ま
す

。
(開

設
年

月
日

 設
計

図
等

も
含

む
)

○
○

 熊
本

市
南

区
○

―
△

-×
―

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

7
/
1
2

25
1

7/
11

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
25

年
3月

期
の

現
況

報
告

書
1面

、
2面

及
び

決
算

書
(財

産
目

録
、

貸
借

対
照

表
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
)

(障
が

い
保

健
福

祉
課

所
管

分
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

障
が

い
保

健
福

祉
課

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
25

年
3月

期
の

現
況

報
告

書
1面

、
2面

及
び

決
算

書
(財

産
目

録
、

貸
借

対
照

表
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
7

8
/
6

25
2

7/
11

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
25

年
4月

11
日

～
5月

10
日

届
出

分
)

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
(様

式
第

3号
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
2

7
/
2
4

25
3

7/
12

平
成

25
年

7月
3日

開
札

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課
建

設
第

一
係

主
要

地
方

道
 熊

本
玉

名
線

(岳
工

区
)道

路
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

25
年

7月
3日

開
札

主
要

地
方

道
熊

本
玉

名
線

(岳
工

区
)道

路
改

良
工

事
開

示
7
/
1
7

7
/
1
7

-81-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

25
4

7/
16

土
地

利
用

計
画

図
面

(ｶ
ﾗ
ｰ

)
熊

本
県

指
令

鹿
本

企
調

第
41

号
H

18
年

12
月

28
日

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

土
地

利
用

計
画

図
面

(ｶ
ﾗ
ｰ

)
熊

本
県

指
令

鹿
本

企
調

第
41

号
H

18
年

12
月

28
日

開
示

7
/
1
7

7
/
2
3

25
5

7/
16

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
25

年
3月

期
の

現
況

報
告

書
1面

、
2面

及
び

決
算

書
(財

産
目

録
、

貸
借

対
照

表
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
)

(高
齢

介
護

福
祉

課
所

管
分

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

市
が

所
管

す
る

社
会

福
祉

法
人

の
現

況
報

告
書

及
び

決
算

書
(財

産
目

録
、

賃
借

対
照

業
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
7

8
/
6

25
6

7/
16

平
成

25
年

07
月

03
日

開
札

麻
生

田
水

源
地

付
近

排
水

管
布

設
工

事
(2

工
区

)
上

記
工

事
の

金
入

り
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･麻
生

田
水

源
地

付
近

排
水

管
布

設
工

事
(2

工
区

)
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
7
/
2
2

7
/
2
4

25
7

7/
17

○
○

病
院

同
敷

地
内

(熊
本

市
南

区
○

○
-△

-×
)に

○
○

(○
○

)の
協

力
医

療
機

関
と

し
て

市
へ

提
出

さ
れ

て
い

る
○

○
ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
の

所
在

地
を

明
記

し
て

あ
る

書
類

の
開

示
お

願
い

し
ま

す
。

･○
○

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
(熊

本
市

南
区

○
○

-△
-×

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

○
○

病
院

同
敷

地
内

(熊
本

市
南

区
○

○
-△

-×
)に

○
○

(○
○

)の
協

力
医

療
機

関
と

し
て

市
へ

提
出

さ
れ

て
い

る
、

○
○

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
の

所
在

地
を

明
記

し
て

あ
る

書
類

の
開

示
○

○
ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
(熊

本
市

南
区

○
○

-△
-×

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
2
2

7
/
2
3

25
8

7/
17

ば
い

煙
発

生
施

設
･工

場
･事

業
場

一
覧

①
名

称
②

住
所

③
設

置
日

④
燃

料
⑤

使
用

量
⑥

発
生

施
設

の
種

類
C

D
R
希

望

環
境

局
環

境
政

策
課

ば
い

煙
発

生
施

設
工

場
･事

業
所

一
覧

①
名

称
②

住
所

③
設

置
日

④
燃

料
⑤

使
用

量
(燃

焼
能

力
)

⑥
発

生
施

設
の

種
類

開
示

7
/
2
6

8
/
1

郵
送

25
9

7/
18

北
区

植
木

町
滴

水
緑

地
公

園
防

火
水

槽
設

置
外

1件
工

事 金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

植
木

地
域

整
備

室

北
区

植
木

町
滴

水
緑

地
公

園
防

火
水

槽
設

置
外

1件
工

事 金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
2
9

8
/
2
0

26
0

7/
18

工
事

名
 都

市
計

画
事

業
  

  
  

  
  

加
勢

川
第

6
排

水
区

雨
水

調
整

池
関

連
整

備
工

事 金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
河

川
公

園
課

都
市

計
画

事
業

 加
勢

川
第

6排
水

区
雨

水
調

整
池

関
連

整
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
2
3

7
/
2
6

26
1

7/
18

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
25

年
3月

期
の

現
況

報
告

書
1面

、
2面

及
び

決
算

書
(財

産
目

録
、

貸
借

対
照

表
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
)

(保
育

幼
稚

園
課

所
管

分
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

平
成

24
年

度
社

会
福

祉
法

人
現

況
報

告
書

1面
、

2面
及

び
貸

借
対

照
表

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

(保
育

幼
稚

園
課

所
管

社
会

福
祉

法
人

分
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1

8
/
6

-82-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

26
2

7/
19

｢熊
本

市
ﾎ

ﾞﾗ
ﾝ

ﾃ
ｨｱ

活
動

保
険

｣に
か

か
る

②
平

成
24

、
25

年
度

契
約

の
ｱ

.仕
様

書
 ｲ

.保
険

契
約

申
込

書
ｳ
.保

険
証

券
 ｴ

.約
款

の
中

の
｢特

約
｣部

分
③

平
成

22
、

23
、

24
年

度
契

約
の

年
度

別
ｱ

.事
故

発
生

件
数

ｲ
.支

払
わ

れ
た

保
険

金
の

額
H

25
.7

.3
1請

求
者

へ
℡

。
担

当
○

○
様

と
話

す
。

②
の

ｴ
に

つ
い

て
、

特
約

部
分

全
て

が
必

要
か

?そ
の

分
料

金
が

増
え

る
が

、
い

か
が

か
と

尋
ね

る
。

先
方

、
熊

本
市

ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
保

険
に

係
る

特
約

部
分

を
抜

粋
し

た
も

の
を

欲
し

い
と

の
こ

と
。

ま
た

、
ｲ
、

ｳ
に

つ
い

て
、

年
度

途
中

で
免

責
金

額
の

変
更

が
あ

っ
て

い
る

の
で

、
変

更
承

認
請

求
書

や
変

更
承

認
書

等
は

不
要

か
尋

ね
る

と
欲

し
い

と
の

こ
と

。
市

政
情

報
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞに

は
連

絡
済

企
画

振
興

局
市

民
協

働
課

｢熊
本

市
ﾎ

ﾞﾗ
ﾝ

ﾃ
ｨｱ

活
動

保
険

｣に
か

か
る

･平
成

24
、

25
年

度
契

約
の

ｱ
.仕

様
書

 ｲ
.保

険
契

約
申

込
書

ｳ
.保

険
証

券
 ｴ

.約
款

の
中

の
｢特

約
部

分
｣

･平
成

22
、

23
、

24
年

度
契

約
の

年
度

別
ｱ

.事
故

発
生

件
数

ｲ
.支

払
わ

れ
た

保
険

金
の

額
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
8
/
1

8
/
3

郵
送

26
3

7/
19

･平
成

25
年

7月
10

日
開

札
都

市
建

設
局

 北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課
一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
外

1路
線

花
園

ﾗ
ﾝ

ﾌ
ﾟ1

号
橋

外
2

橋
下

部
工

(A
2橋

台
3基

)工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

25
年

7月
10

日
開

札
･一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
外

1路
線

花
園

ﾗ
ﾝ

ﾌ
ﾟ1

号
橋

外
2橋

下
部

工
(A

2橋
台

3基
)工

事
金

入
設

計
書

 開
示

開
示

7
/
2
3

7
/
3
1

26
4

7/
19

･平
成

25
年

7月
10

日
開

札
農

水
商

工
局

 農
業

政
策

課
(仮

称
)城

南
物

産
館

敷
地

整
備

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

農
水

商
工

局
農

業
政

策
課

｢(
仮

称
)城

南
物

産
館

敷
地

整
備

工
事

｣に
係

る
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
3
1

7
/
3
1

26
5

7/
19

･平
成

25
年

7月
10

日
開

札
健

康
福

祉
子

ど
も

局
 健

康
福

祉
政

策
課

桃
尾

墓
園

拡
張

整
備

事
業

(墓
地

整
備

)工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

健
康

福
祉

政
策

課

桃
尾

墓
園

拡
張

整
備

事
業

(墓
地

整
備

)工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

7
/
2
4

7
/
3
1

26
6

7/
19

･熊
本

県
指

令
第

30
5の

69
号

 S
45

年
12

月
23

日
･ 

  
  

  
  

  
  

  
第

52
9号

 S
43

年
12

月
25

日
道

路
位

置
指

定
に

関
す

る
図

面
等

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

･熊
本

県
指

令
第

30
5の

69
号

 S
45

年
12

月
23

日
･熊

本
県

指
令

第
52

9等
 S

43
年

12
月

25
日

道
路

位
置

指
定

に
関

す
る

図
面

等

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
2

7
/
2
2

26
7

7/
19

東
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

が
平

成
25

年
度

に
受

付
け

た
公

民
館

の
営

繕
費

補
助

金
申

請
に

係
る

書
類

(○
○

区
第

○
町

内
公

民
館

分
を

除
く

)

東
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

東
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

が
、

平
成

25
年

度
に

受
付

け
た

公
民

館
の

営
繕

費
補

助
金

申
請

に
係

る
書

類
(○

○
校

区
第

○
町

内
公

民
館

分
を

除
く

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
1

8
/
2

26
8

7/
19

市
道

岳
平

山
1号

線
道

路
改

良
工

事
の

金
額

入
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
内

分
室

市
道

岳
平

山
第

1号
線

道
路

改
良

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

7
/
2
5

7
/
2
6

26
9

7/
22

道
路

判
定

に
関

す
る

図
面

等
･0

1-
21

2(
H

13
)

･0
6-

12
4(

H
18

)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

に
関

す
る

図
面

等
･0

1-
21

2(
H

13
)

･0
6-

12
4(

H
18

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
4

7
/
2
4

27
0

7/
23

業
務

委
託

名
｢熊

本
市

ﾎ
ｰ

ﾑ
ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞ公
開

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
刷

新
等

業
務

委
託

｣
担

当
課

:企
画

振
興

局
広

報
課

企
画

提
案

審
査

会
に

お
け

る
、

評
価

基
準

表
に

基
づ

く
各

項
目

の
評

価
点

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

企
画

振
興

局
広

報
課

熊
本

市
ﾎ

ｰ
ﾑ

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ公

開
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
刷

新
等

業
務

委
託

に
係

る 公
募

型
ﾌ
ﾟﾛ

ﾎ
ﾟｰ

ｻ
ﾞﾙ

に
お

け
る

評
価

点
集

計
表

開
示

7
/
2
4

7
/
2
5

-83-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

27
1

7/
23

上
下

水
道

に
係

る
賠

償
責

任
保

険
公

用
車

に
係

る
自

動
車

保
険

(自
賠

責
保

険
を

除
く

)
上

記
の

加
入

内
容

(保
険

期
間

･保
険

料
･補

償
内

容
･引

受
保

険
会

社
･取

扱
代

理
店

)が
わ

か
る

資
料

(保
険

証
券

の
写

し
等

)

上
下

水
道

局
総

務
課

上
下

水
道

局
が

加
入

し
て

い
る

下
記

保
険

の
内

容
(保

険
期

間
、

保
険

料
、

補
償

内
容

、
引

受
保

険
会

社
、

取
引

代
理

店
)が

わ
か

る
資

料
(証

券
の

写
し

等
)

･上
下

水
道

に
係

る
賠

償
責

任
保

険
･公

用
車

に
係

る
自

動
車

保
険

開
示

7
/
2
5

8
/
2
1

郵
送

27
2

7/
23

公
用

車
に

係
る

自
動

車
保

険
(自

賠
責

保
険

を
除

く
)

上
記

の
加

入
内

容
(保

険
期

間
･保

険
料

･補
償

内
容

･引
受

保
険

会
社

･取
扱

代
理

店
)が

わ
か

る
資

料
(保

険
証

券
の

写
し

等
)

財
政

局
車

両
管

理
課

公
用

車
に

係
る

自
動

車
保

険
(自

賠
責

保
険

を
除

く
)

上
記

の
加

入
内

容
(保

険
期

間
･保

険
料

･補
償

内
容

･引
受

保
険

会
社

･取
扱

代
理

店
)が

わ
か

る
資

料
(保

険
証

券
の

写
し

等
)

開
示

7
/
2
3

8
/
2
1

郵
送

27
3

7/
23

公
用

車
に

係
る

自
動

車
保

険
(自

賠
責

保
険

を
除

く
)

上
記

の
加

入
内

容
(保

険
期

間
･保

険
料

･補
償

内
容

･引
受

保
険

会
社

･取
扱

代
理

店
)が

わ
か

る
資

料
(保

険
証

券
の

写
し

等
)

交
通

局
総

務
課

公
用

車
に

係
る

自
動

車
保

険
(自

賠
責

保
険

を
除

く
)の

加
入

内
容

が
わ

か
る

資
料

開
示

7
/
2
9

8
/
2
1

郵
送

27
4

7/
23

市
営

ﾊ
ﾞｽ

に
係

る
自

動
車

保
険

(自
賠

責
保

険
を

除
く

)
上

記
の

加
入

内
容

(保
険

期
間

･保
険

料
･補

償
内

容
･引

受
保

険
会

社
･取

扱
代

理
店

)が
わ

か
る

資
料

(保
険

証
券

の
写

し
等

)

交
通

局
自

動
車

課

市
営

ﾊ
ﾞｽ

に
係

る
自

動
車

保
険

の
保

険
証

券
の

写
し

開
示

7
/
2
6

8
/
2
1

郵
送

27
5

7/
23

公
用

車
に

係
る

自
動

車
保

険
(自

賠
責

保
険

を
除

く
)

上
記

の
加

入
内

容
(保

険
期

間
･保

険
料

･補
償

内
容

･引
受

保
険

会
社

･取
扱

代
理

店
)が

わ
か

る
資

料
(保

険
証

券
の

写
し

等
)

病
院

局
市

民
病

院
総

務
課

1 
保

険
名

 自
動

車
損

害
共

済
2 

保
険

種
類

 車
両

共
済

 損
害

賠
償

共
済

3 
保

険
期

間
 平

成
25

年
4月

1日
～

平
成

26
年

3月
31

日
4 

保
険

料
 年

額
･9

0,
27

2円
開

示
7
/
2
5

8
/
2
1

郵
送

27
6

7/
23

公
用

車
に

係
る

自
動

車
保

険
(自

賠
責

保
険

を
除

く
)

上
記

の
加

入
内

容
(保

険
期

間
･保

険
料

･補
償

内
容

･引
受

保
険

会
社

･取
扱

代
理

店
)が

わ
か

る
資

料
(保

険
証

券
の

写
し

等
)

病
院

局
植

木
病

院
事

務
局

公
用

車
に

係
る

自
動

車
保

険
(自

賠
責

保
険

を
除

く
)

上
記

の
加

入
内

容
(保

険
期

間
･保

険
料

･補
償

内
容

･引
受

保
険

会
社

･取
扱

代
理

店
)が

わ
か

る
資

料
(保

険
証

券
の

写
し

等
)

開
示

8
/
6

8
/
2
1

郵
送

27
7

7/
23

市
営

住
宅

に
係

る
賠

償
責

任
保

険
上

記
の

加
入

内
容

(保
険

期
間

･保
険

料
･補

償
内

容
･引

受
保

険
会

社
･取

扱
代

理
店

)が
わ

か
る

資
料

(保
険

証
券

の
写

し
等

)

都
市

建
設

局
住

宅
課

市
営

住
宅

等
に

係
る

賠
償

責
任

保
険

の
保

険
証

券
の

写
し

開
示

7
/
2
3

8
/
2
1

郵
送

27
8

7/
23

市
民

活
動

に
係

る
(熊

本
市

ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
保

険
)損

害
保

険 上
記

の
加

入
内

容
(保

険
期

間
･保

険
料

･補
償

内
容

･引
受

保
険

会
社

･取
扱

代
理

店
)が

わ
か

る
資

料
(保

険
証

券
の

写
し

等
)

企
画

振
興

局
市

民
協

働
課

市
民

活
動

に
係

る
(熊

本
市

ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
保

険
)損

害
保

険 上
記

の
加

入
内

容
(保

険
期

間
･保

険
料

･補
償

内
容

･引
受

保
険

会
社

･取
扱

代
理

店
)が

分
か

る
資

料
(保

険
証

券
等

)

開
示

8
/
1

8
/
2
1

郵
送

27
9

7/
23

○
○

に
支

払
っ

た
、

平
成

24
年

度
、

23
年

度
、

22
年

度
の

介
護

保
険

料
の

支
払

額
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

平
成

22
、

23
、

24
年

度
の

○
○

へ
の

介
護

給
付

費

開
示

7
/
3
1

8
/
7

28
0

7/
23

道
路

位
置

指
定

に
関

す
る

図
面

･H
12

-0
53

 計
画

平
面

図
、

求
積

図
･H

24
-0

24
 実

測
平

面
図

(ｶ
ﾗ
ｰ

)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

に
関

す
る

図
面

･H
12

-0
53

 計
画

平
面

図
、

求
積

図
･H

24
-0

29
 実

測
平

面
図

(ｶ
ﾗ
ｰ

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
9

7
/
3
0

28
1

7/
24

平
成

25
年

1月
1日

か
ら

平
成

25
年

6月
30

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

(可
能

で
あ

れ
ば

、
電

磁
的

記
録

の
交

付
を

希
望

)

企
画

振
興

局
区

政
推

進
課

平
成

25
年

1月
1日

か
ら

平
成

25
年

6月
30

日
ま

で
の

住
居

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
9

7
/
3
1

郵
送

-84-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

28
2

7/
24

南
区

富
合

町
廻

江
･田

尻
間

(国
道

3号
)φ

10
0･

75
粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
(2

工
区

)
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･南
区

富
合

町
廻

江
･田

尻
間

(国
道

3号
)φ

10
0･

75
粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
(2

工
区

)
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
7
/
2
6

8
/
1

28
3

7/
24

○
第

1回
･第

2回
･西

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
(平

成
25

年
5

月
23

日
(木

))
･(

平
成

25
年

6月
1日

(土
))

･に
開

催
さ

れ
た

と
の

事
。

こ
の

事
に

つ
い

て
、

配
布

･使
用

さ
れ

た
資

料
等

は
、

傍
聴

者
に

は
何

処
で

も
無

料
交

付
が

常
識

て
あ

る
が

、
有

料
で

の
開

示
請

求
を

し
な

け
れ

ば
交

付
で

き
な

い
と

の
事

で
あ

る
の

で
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
1.

資
料

1-
1 

熊
本

市
西

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
設

置
要

綱
、

2.
資

料
1-

2 
｢熊

本
市

西
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

｣の
概

要
、

3.
資

料
2-

1 
西

区
ま

ち
づ

く
り

推
進

体
制

等
に

つ
い

て
、

4.
資

料
2-

2 
平

成
25

年
度

ま
ち

づ
く

り
事

業
年

間
事

業
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

5.
資

料
2-

4 
西

区
ま

ち
づ

く
り

ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

実
現

に
向

け
て

の
ま

ち
づ

く
り

事
業

【職
員

提
案

分
】、

6.
西

区
内

視
察

 行
程

表
。

7.
昼

食
･(

河
内

ま
ち

づ
く

り
交

流
室

)→
本

日
の

視
察

地
以

外
の

西
区

の
名

所
･旧

跡
等

に
つ

い
て

の
ﾊ

ﾟﾜ
ｰ

ﾎ
ﾟｲ

ﾝ
ﾄに

て
紹

介
。

の
ﾊ

ﾟﾜ
ｰ

ﾎ
ﾟｲ

ﾝ
ﾄの

わ
か

る
各

資
料

等
(ｶ

ﾗ
ｰ

の
場

合
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
の

交
付

)。

西
区

役
所

総
務

企
画

課

○
第

1回
･第

2回
･西

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
(平

成
25

年
5

月
23

日
(木

))
･(

平
成

25
年

6月
1日

(土
))

･に
開

催
さ

れ
た

と
の

事
。

こ
の

事
に

つ
い

て
、

配
布

･使
用

さ
れ

た
資

料
等

は
、

傍
聴

者
に

は
何

処
で

も
無

料
交

付
が

常
識

で
あ

る
が

、
有

料
で

の
開

示
請

求
を

し
な

け
れ

ば
交

付
で

き
な

い
と

の
事

で
あ

る
の

で
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
1.

資
料

1-
1 

熊
本

市
西

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
設

置
要

綱
、

2.
資

料
1-

2 
｢熊

本
市

西
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

｣の
概

要
、

3.
資

料
2-

1 
西

区
ま

ち
づ

く
り

推
進

体
制

等
に

つ
い

て
、

4.
資

料
2-

2 
平

成
25

年
度

ま
ち

づ
く

り
事

業
年

間
事

業
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

5.
資

料
2-

4 
西

区
ま

ち
づ

く
り

ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ

実
現

に
向

け
て

の
ま

ち
づ

く
り

事
業

【職
員

提
案

分
】、

6.
西

区
内

二
視

察
 行

程
表

。

開
示

7
/
3
0

8
/
8

○
第

1回
･第

2回
･西

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
(平

成
25

年
5

月
23

日
(木

))
･(

平
成

25
年

6月
1日

(土
))

･に
開

催
さ

れ
た

と
の

事
。

こ
の

事
に

つ
い

て
、

配
布

･使
用

さ
れ

た
資

料
等

は
、

傍
聴

者
に

は
何

処
で

も
無

料
交

付
が

常
識

で
あ

る
が

、
有

料
で

の
開

示
請

求
を

し
な

け
れ

ば
交

付
で

き
な

い
と

の
事

で
あ

る
の

で
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
7.

昼
食

･(
河

内
ま

ち
づ

く
り

交
流

室
)→

本
日

の
視

察
地

以
外

の
西

区
の

名
所

･旧
跡

等
に

つ
い

て
の

ﾊ
ﾟﾜ

ｰ
ﾎ

ﾟｲ
ﾝ

ﾄに
て

紹
介

。
の

ﾊ
ﾟﾜ

ｰ
ﾎ

ﾟｲ
ﾝ

ﾄの
わ

か
る

各
資

料
等

(ｶ
ﾗ
ｰ

の
場

合
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
の

交
付

)

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

7
/
3
0

-85-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

28
4

7/
24

○
添

付
資

料
･｢

市
民

の
皆

様
の

声
･(

公
開

と
募

集
)･

20
13

年
2月

受
付

｣の
Q

熊
本

駅
再

開
発

et
cに

対
し

て
、

A
ご

回
答

致
し

ま
す

と
し

て
、

開
発

が
な

さ
れ

る
た

め
に

、
地

元
の

意
向

を
反

映
し

て
も

ら
う

必
要

が
あ

る
と

考
え

て
お

り
、

現
在

、
県

･市
･経

済
団

体
の

事
務

ﾚ
ﾍ

ﾞﾙ
で

検
討

の
場

を
設

け
、

必
要

な
機

能
等

に
つ

い
て

具
体

的
な

議
論

を
行

っ
て

い
る

と
こ

ろ
で

す
。

今
後

も
県

や
地

元
経

済
団

体
と

連
携

し
、

議
論

を
深

め
、

開
発

主
体

と
な

る
JR

九
州

に
提

案
し

て
ま

い
り

た
い

と
考

え
て

お
り

ま
す

。
｣と

あ
る

の
で

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

1.
｢計

画
に

基
づ

き
着

実
に

整
備

を
進

め
て

い
る

と
こ

ろ
で

す
。

｣と
あ

る
が

、
･計

画
に

基
づ

き
･の

わ
か

る
各

項
目

･年
度

毎
･計

画
施

行
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

･の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2.

｢J
R
熊

本
駅

の
在

来
線

高
架

化
に

よ
り

｣と
あ

る
が

、
現

在
の

在
来

線
東

口
駅

前
広

場
前

の
現

･在
来

線
駅

舎
を

解
体

す
る

と
の

事
と

な
っ

て
い

る
筈

で
あ

る
が

、
現

･在
来

線
駅

舎
跡

地
が

ど
の

様
な

駅
舎

が
新

設
さ

れ
る

の
か

?の
わ

か
る

ｲ
ﾒ
ｰ

ｼ
ﾞ図

(ｶ
ﾗ
ｰ

)資
料

等
の

開
示

請
求

。
3.

｢生
ま

れ
る

0番
線

ﾎ
ｰ

ﾑ
跡

地
に

土
地

所
有

者
で

あ
る

JR
九

州
が

開
発

を
検

討
さ

れ
て

お
り

、
｣と

あ
る

が
、

0番
線

跡
地

は
、

細
長

い
線

路
区

等
用

地
で

あ
り

、
現

在
も

そ
の

入
り

口
に

は
･J

R
ﾋ
ﾞｼ

ﾞﾈ
ｽ
ﾎ

ﾃ
ﾙ

･が
営

業
し

て
お

り
、

歪
曲

の
細

長
い

敷
地

跡
地

に
、

総
合

複
合

商
業

駅
舎

が
新

設
出

来
る

の
か

?疑
問

に
思

っ
て

い
る

が
、

現
･万

日
通

り
道

路
を

挟
ん

で
、

0番
線

跡
地

の
敷

地
面

積
図

･使
用

可
能

な
総

平
方

米
･等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

企
画

振
興

局
企

画
課

有 9/
6

1.
｢計

画
に

基
づ

き
～

で
す

。
｣の

わ
か

る
各

項
目

、
年

度
毎

、
計

画
施

行
の

わ
か

る
資

料
等

3.
0番

線
跡

地
の

敷
地

面
積

図
･使

用
可

能
な

総
平

方
米

･
等

の
分

か
る

資
料

7.
熊

本
県

か
ら

引
継

い
だ

熊
本

駅
東

口
駅

前
広

場
の

構
想

図 9.
東

口
駅

前
広

場
は

JR
九

州
の

所
有

す
る

財
産

で
あ

る
が

、
そ

こ
を

行
政

が
血

税
を

投
入

し
て

ま
で

整
備

し
う

る
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

開
示

9
/
3

9
/
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4.
｢駅

ﾋ
ﾞﾙ

の
開

発
に

つ
い

て
は

、
熊

本
の

陸
の

玄
関

口
に

ふ
さ

わ
し

い
、

『熊
本

ら
し

い
開

発
が

な
さ

れ
る

た
め

に
、

地
元

の
意

向
を

反
映

し
て

も
ら

う
必

要
が

あ
る

と
考

え
て

お
り

、
』｣

と
あ

る
が

、
具

体
的

に
熊

本
ら

し
い

開
発

と
し

て
ど

の
様

な
熊

本
市

理
念

ｲ
ﾒ
ｰ

ｼ
ﾞを

構
想

し
て

い
る

の
か

?の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
更

に
、

｢地
元

の
意

向
を

反
映

し
て

も
ら

う
必

要
が

あ
る

｣と
あ

る
が

、
『地

元
の

意
向

』は
、

ど
の

様
な

手
段

に
よ

っ
て

集
約

･意
向

と
決

定
し

た
の

か
?ど

の
様

な
人

々
の

意
向

な
の

か
?県

民
市

民
等

の
ど

の
様

な
階

層
の

構
成

で
の

意
見

集
約

な
の

か
?等

の
具

体
的

に
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
5.

｢現
在

、
県

･市
･経

済
団

体
の

事
務

ﾚ
ﾍ

ﾞﾙ
で

検
討

の
場

を
設

け
、

必
要

な
機

能
等

に
つ

い
て

具
体

的
な

議
論

を
行

っ
て

い
る

と
こ

ろ
で

す
。

｣と
あ

る
が

、
1)

｢事
務

ﾚ
ﾍ

ﾞﾙ
｣の

各
種

団
体

名
･各

構
成

員
役

職
名

、
今

ま
で

開
催

さ
れ

た
検

討
会

の
年

月
日

時
･場

所
･議

題
･会

議
録

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2)
｢必

要
な

機
能

等
に

つ
い

て
具

体
的

な
議

論
を

行
っ

て
い

る
と

こ
ろ

で
す

。
｣と

あ
る

が
、

『必
要

な
機

能
等

』と
は

、
具

体
的

に
ど

の
様

な
機

能
な

の
か

?等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3)
こ

の
『機

能
等

』に
つ

い
て

具
体

的
な

議
論

を
し

た
と

す
る

出
席

者
名

･会
議

録
･等

の
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

6.
｢今

後
も

県
や

地
元

経
済

団
体

と
連

携
し

、
議

論
を

深
め

、
開

発
主

体
と

な
る

JR
九

州
に

提
案

し
て

ま
い

り
た

い
と

考
え

て
お

り
ま

す
。

｣と
あ

る
が

、
1)

今
ま

で
に

、
JR

九
州

に
対

し
て

提
案

し
た

内
容

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

2.
現

在
来

線
駅

舎
跡

地
が

ど
の

よ
う

な
駅

舎
が

新
設

さ
れ

る
の

か
分

か
る

資
料

。
4.

0番
線

跡
地

に
関

す
る

具
体

的
な

構
想

･ｲ
ﾒ
ｰ

ｼ
ﾞの

分
か

る
資

料
5.

(2
)｢

必
要

な
機

能
等

｣と
は

、
具

体
的

に
ど

の
よ

う
な

機
能

な
の

か
が

等
の

分
か

る
資

料
6.

検
討

の
場

で
取

り
ま

と
め

た
JR

へ
の

提
案

資
料

、
今

後
提

案
す

る
予

定
の

資
料

8.
県

の
策

定
し

た
熊

本
駅

東
口

駅
前

広
場

を
ど

の
よ

う
に

構
想

を
変

更
す

る
予

定
な

の
か

分
か

る
資

料
10

.在
来

線
熊

本
駅

舎
解

体
後

の
新

築
構

想
に

つ
い

て
、

協
働

の
ま

ち
づ

く
り

理
念

に
基

づ
き

、
何

時
公

の
場

で
の

議
論

を
行

う
の

か
わ

か
る

資
料

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

9
/
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2)
こ

れ
か

ら
、

JR
九

州
に

対
し

て
提

案
す

る
内

容
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

7.
在

来
線

東
口

広
場

の
整

備
は

、
熊

本
県

か
ら

引
き

継
ぎ

を
受

け
、

熊
本

市
が

事
業

主
と

な
っ

た
が

、
熊

本
県

か
ら

引
き

継
い

だ
在

来
線

駅
前

東
口

広
場

の
構

想
図

の
開

示
請

求
。

8.
熊

本
市

事
業

主
は

、
こ

の
熊

本
県

か
ら

の
在

来
線

駅
前

東
口

広
場

を
ど

の
様

に
構

想
変

更
す

る
予

定
な

の
か

?の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
9.

在
来

線
熊

本
駅

前
東

口
広

場
は

、
国

鉄
･J

R
九

州
･の

所
有

す
る

財
産

で
あ

る
が

、
今

は
JR

九
州

は
･民

営
･民

間
企

業
･で

あ
る

に
も

拘
ら

ず
、

国
民

･県
民

･市
民

･等
の

巨
額

血
税

を
投

資
し

て
、

民
間

企
業

の
営

業
権

に
介

入
し

て
、

民
間

企
業

を
支

援
?し

得
る

権
限

･義
務

･責
務

･等
の

ど
の

様
な

法
的

根
拠

に
よ

っ
て

可
能

な
の

か
?等

、
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

10
.熊

本
市

憲
法

･条
例

理
念

に
則

っ
て

、
｢協

働
の

ま
ち

づ
く

り
理

念
｣を

反
映

さ
せ

た
在

来
線

熊
本

駅
舎

解
体

後
の

新
築

構
想

を
公

開
の

場
で

の
議

論
･熊

本
ら

し
い

開
発

に
結

び
つ

く
･地

元
の

意
向

を
反

映
さ

せ
る

･協
働

の
ま

ち
づ

く
り

理
念

を
何

時
･開

催
施

行
す

る
の

か
?等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

添
付

参
照

熟
視

資
料

等
･A

4→
計

2枚
。

1)
市

民
の

皆
様

の
声

･Q
･A

･A
4→

1枚
。

2)
在

来
線

駅
前

･新
設

駅
舎

東
口

広
場

構
想

･A
4→

1枚
。

5.
(1

)｢
事

務
ﾚ
ﾍ

ﾞﾙ
｣の

各
種

団
体

名
･各

構
成

員
役

職
名

、
今

ま
で

開
催

さ
れ

た
検

討
会

の
年

月
日

時
･場

所
･議

題
･

会
議

録
等

の
分

か
る

資
料

5.
(3

)こ
の

『機
能

』に
つ

い
て

具
体

的
な

議
論

を
し

た
と

す
る

出
席

者
名

･会
議

録
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

5
号

　
審

議
、

検
討

に
関

す
る

情
報

9
/
3

9
/
3

28
5

7/
24

道
路

位
置

指
定

 熊
本

市
指

令
(管

建
)第

12
5号

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 昭

和
5
0年

2月
18

日
申

請
者

 熊
本

市
竜

田
町

弓
削

○
-△

、
○

○
道

路
の

位
置

 熊
本

市
竜

田
町

弓
削

字
小

坂
の

上
○

-△
、

○
-△

、
○

-△
、

○
-△

、
○

-△
  

S4
9-

12
5 

01
 S

49
-1

25
 0

8
  

  
  

〃
  

  
 0

2 
  

  
 〃

  
  

 0
9

　
　

  
〃

  
  

 0
3 

  
  

 〃
  

  
 1

0
  

  
  

〃
  

  
 0

4
  

  
  

〃
  

  
 0

7
　

ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 熊
本

市
指

令
(管

建
)第

12
5号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
昭

和
5
0年

2月
18

日
申

請
者

 熊
本

市
竜

田
町

弓
削

○
-△

 ○
○

道
路

の
位

置
 熊

本
市

竜
田

町
弓

削
小

坂
の

上
○

-△
、

○
-△

、
○

-△
、

○
-△

、
○

-△
S4

9-
12

5 
01

、
S4

9-
12

5 
02

、
S4

9-
12

5 
03

、
　

S
49

-1
2
5

04
、

S
49

-1
25

 0
7、

S4
9-

12
5 

08
、

S4
9-

12
5 

09
、

S4
9-

12
5 

10

開
示

7
/
2
9

7
/
3
0

28
6

7/
25

･南
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

場
内

整
備

工
事

(6
01

工
区

)→
変

更
後

分 金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

南
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

場
内

整
備

工
事

(6
01

工
区

)
の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
2
9

8
/
6

28
7

7/
25

･一
般

県
道

小
池

竜
田

線
(小

峯
工

区
)植

栽
工

事
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

 小
池

竜
田

線
(小

峯
工

区
)植

栽
工

事
【金

入
設

計
書

】
開

示
7
/
3
1

8
/
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

28
8

7/
25

･桃
尾

墓
園

拡
張

整
備

(公
園

部
分

そ
の

3)
工

事
･花

園
墓

地
外

1除
草

業
務

委
託

･浦
山

墓
園

外
2墓

地
除

草
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

健
康

福
祉

政
策

課

桃
尾

墓
園

拡
張

整
備

(公
園

部
分

そ
の

3)
工

事
の

金
入

設
計

書
花

園
墓

地
外

1墓
地

除
草

業
務

委
託

の
金

入
設

計
書

浦
山

墓
園

外
2墓

地
除

草
業

務
委

託
の

金
入

設
計

書

開
示

7
/
3
0

8
/
6

28
9

7/
25

･白
川

橋
左

岸
緑

地
除

草
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

白
川

橋
左

岸
緑

地
除

草
業

務
委

託

開
示

7
/
2
9

8
/
6

29
0

7/
25

･中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

樹
木

管
理

及
び

除
草

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
水

再
生

課
中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

樹
木

管
理

及
び

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
3
0

8
/
6

29
1

7/
25

･東
部

環
境

工
場

樹
木

管
理

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

環
境

局
東

部
環

境
工

場

■
東

部
環

境
工

場
樹

木
剪

定
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
2
6

8
/
6

29
2

7/
25

･立
田

山
配

水
池

外
9箇

所
樹

木
剪

定
及

び
害

虫
防

除
並

び
に

斜
面

除
草

業
務

委
託

･健
軍

水
源

地
外

11
箇

所
樹

木
剪

定
及

び
害

虫
駆

除
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
水

運
用

課

･立
田

山
配

水
池

外
9箇

所
樹

木
剪

定
及

び
害

虫
防

除
並

び
に

斜
面

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
･健

軍
水

源
地

外
11

箇
所

樹
木

剪
定

及
び

害
虫

防
除

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
2
6

8
/
6

29
3

7/
25

･城
南

町
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

植
栽

管
理

除
草

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
水

再
生

課
城

南
町

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

植
栽

管
理

除
草

業
務

委
託

 の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
3
0

8
/
6

29
4

7/
25

･西
部

環
境

工
場

植
栽

管
理

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

環
境

局
西

部
環

境
工

場

西
部

環
境

工
場

植
栽

管
理

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
7
/
3
1

8
/
6

29
5

7/
25

熊
本

市
民

病
院

付
属

芳
野

診
療

所
改

修
工

事
工

事
内

訳
書

(金
額

入
)

都
市

建
設

局
営

繕
課

熊
本

市
民

病
院

付
属

芳
野

診
療

所
改

修
工

事
工

事
内

訳
書

(金
額

入
)

開
示

7
/
2
6

7
/
2
6

29
6

7/
25

道
路

位
置

指
定

関
係

図
面

等
S5

1.
11

.1
3 

S
51

-0
91

ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

関
係

図
面

等
S5

1.
11

.1
3 

S
51

-0
91

開
示

7
/
2
9

7
/
3
0

29
7

7/
25

熊
本

市
ﾎ

ｰ
ﾑ

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ公

開
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
刷

新
等

業
務

審
査

会
に

お
け

る
評

価
の

採
点

結
果

 全
社

分
の

公
開

を
請

求
し

ま
す

。
ﾋ
ｱ

ﾘﾝ
ｸ
ﾞ実

施
日

(平
成

25
年

7月
8日

)

企
画

振
興

局
広

報
課

熊
本

市
ﾎ

ｰ
ﾑ

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ公

開
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
刷

新
等

業
務

委
託

に
係

る
公

募
型

ﾌ
ﾟﾛ

ﾎ
ﾟｰ

ｻ
ﾞﾙ

に
お

け
る

評
価

点
集

計
表

開
示

7
/
2
5

7
/
3
0

29
8

7/
29

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
(花

園
工

区
)外

1路
線

橋
梁

下
部

工
(花

園
高

架
2号

橋
P
2、

P
3、

花
園

ﾗ
ﾝ

ﾌ
ﾟ1

号
橋

P
2)

工
事

の
設

計
積

算
内

訳
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)外
1路

線
橋

梁
下

部
工

(花
園

高
架

2号
橋

P
2,

P
3、

花
園

ﾗ
ﾝ

ﾌ
ﾟ1

号
橋

P
2)

工
事

の
設

計
積

算
内

訳
書

開
示

8
/
1

29
9

7/
29

平
成

25
年

07
月

17
日

開
札

南
区

富
合

町
廻

江
･田

尻
間

(国
道

3号
)φ

10
0･

75
粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
(2

工
区

)
上

記
工

事
の

金
入

り
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･南
区

富
合

町
廻

江
･田

尻
間

(国
道

3号
)φ

10
0･

75
粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
(2

工
区

)
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
7
/
3
1

8
/
2

30
0

7/
30

20
11

年
4月

～
20

13
年

3月
ま

で
の

理
容

所
･美

容
所

の
開

設
届

け
(検

査
確

認
日

･施
設

名
称

･〃
所

在
地

･〃
電

話
番

号
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

20
11

年
4月

～
20

13
年

3月
ま

で
の

理
容

所
･美

容
所

の
開

設
届

(検
査

確
認

日
･施

設
名

称
･所

在
地

･電
話

番
号

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
8
/
7

8
/
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

30
1

7/
30

平
成

25
年

5月
31

日
開

札
上

下
水

道
局

 管
路

維
持

課
南

区
野

口
2丁

目
5番

付
近

φ
10

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

･南
区

野
口

2丁
目

5番
付

近
φ

10
0粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

8
/
2

8
/
1
3

30
2

7/
30

社
会

福
祉

法
人

 ○
○

平
成

23
年

、
24

年
、

25
年

3月
期

資
金

収
支

計
算

書
事

業
収

支
計

算
書

対
借

対
照

表
対

借
対

照
表

及
び

収
支

計
算

書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
過

去
3期

(平
成

22
年

度
、

23
年

度
、

24
年

度
)の

資
金

収
支

計
算

書
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
、

貸
借

対
照

業
及

び
収

支
計

算
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
9

8
/
9

30
3

7/
30

平
成

24
年

6月
6日

開
札

都
市

建
設

局
 河

川
公

園
課

都
市

計
画

事
業

 加
勢

川
第

6排
水

区
雨

水
調

整
池

遮
水

工
事

(3
工

区
)

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
河

川
公

園
課

都
市

計
画

事
業

 加
勢

川
第

6排
水

区
雨

水
調

整
池

遮
水

工
事

(3
工

区
)の

設
計

変
更

後
の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
1
2

8
/
1
3

30
4

7/
31

○
H

23
年

度
用

 小
学

校
教

科
書

採
択

に
関

す
る

議
事

録
○

H
24

年
度

用
 中

学
校

教
科

書
採

択
に

関
す

る
議

事
録

教
育

委
員

会
事

務
局

指
導

課

平
成

23
年

度
用

 小
学

校
教

科
書

採
択

に
関

す
る

議
事

録
平

成
24

年
度

用
 中

学
校

教
科

書
採

択
に

関
す

る
議

事
録

小
学

校
 国

語
･書

写
･社

会
･地

図
･算

数
･理

科
･生

活
･音

楽
･図

画
工

作
･家

庭
･保

健
中

学
校

 国
語

(国
語

、
書

写
)、

社
会

(地
理

、
歴

史
、

公
民

、
地

図
)、

数
学

、
理

科
、

音
楽

(一
般

、
器

楽
)、

美
術

、
保

健
体

育
、

技
術

･家
庭

(技
術

、
家

庭
)、

英
語

調
査

報
告

書
教

科
書

選
定

委
員

会
議

事
録

開
示

8
/
9

8
/
2
2

郵
送

30
5

7/
31

道
路

判
定

に
関

す
る

図
面

等
判

定
番

号
10

年
第

13
9号

必
要

書
類

01
,0

2,
03

,0
4,

05
,0

7,
08

,0
9,

10
,1

1,
12

,1
3

計
12

枚

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

に
関

す
る

図
面

等
判

定
番

号
10

年
第

13
9号

必
要

書
類

01
,0

2,
03

,0
4,

05
,0

7,
08

,0
9,

10
,1

1,
12

,1
3

計
12

枚

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2

8
/
5

30
6

7/
31

北
区

植
木

町
広

住
75

7番
地

付
近

φ
10

0･
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
広

住
75

7番
地

付
近

φ
10

0･
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
8
/
2

8
/
4

30
7

7/
31

平
成

25
年

7月
31

日
付

け
で

契
約

し
た

｢都
市

計
画

事
業

東
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(E

-1
2、

E
-1

4)
築

造
工

事
(5

37
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

東
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(E

-1
2,

E
-1

4)
築

造
工

事
(5

37
工

区
)

の
金

入
り

設
計

書

開
示

8
/
6

8
/
7

30
8

7/
31

動
物

愛
護

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

(仮
称

)動
物

愛
護

施
設

増
築

工
事

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
営

繕
課

動
物

愛
護

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

(仮
称

)動
物

愛
護

施
設

増
築

工
事

 金
入

設
計

書
開

示
7
/
3
1

8
/
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

30
9

8/
1

○
○

様
の

保
健

所
へ

の
届

出
者

の
住

所
、

氏
名

及
び

届
出

内
容

を
確

認
し

た
い

。
市

内
13

店
舗

全
て

1 
○

○
店

2 
○

○
店

3 
○

○
△

丁
目

店
4 

○
○

△
丁

目
店

5 
○

○
店

6 
○

○
店

7 
○

○
店

8 
○

○
店

9 
○

○
△

丁
目

店
10

 ○
○

店
11

 ○
○

店
12

 ○
○

店
13

 ○
○

店

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

○
○

市
内

13
店

舗
の

保
健

所
へ

の
申

請
内

容
の

確
認

。
計

13
件

項
目

:申
請

者
氏

名
、

業
種

詳
細

※
申

請
者

住
所

に
つ

い
て

は
、

熊
本

市
情

報
公

開
条

例
第

7条
第

1項
第

2号
に

よ
り

不
開

示
と

し
ま

す
。

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
8月

2日
　

13
:0

0

開
示

8
/
1
2

8
/
1
6

31
0

8/
1

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【地
域

】熊
本

市
内

全
域

【対
象

】飲
食

店
営

業
(H

25
年

7月
1日

～
H

25
年

7月
31

日
の

新
規

営
業

許
可

)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【内
容

】･
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･営
業

者
氏

名
･初

許
可

年
月

日
･業

種
詳

細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

7月
1日

～
平

成
25

年
7月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

) 
計

61
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

営
業

者
氏

名
、

許
可

年
月

日
、

業
種

詳
細

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
8月

2日
 1

5:
00

開
示

8
/
1
2

8
/
2
1

郵
送

31
1

8/
1

平
成

25
年

7月
1日

か
ら

平
成

25
年

7月
31

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
、

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

7月
1日

～
平

成
25

年
7月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

) 
計

61
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

25
年

8月
2日

 1
4:

00

開
示

8
/
1
2

8
/
2
3

郵
送

31
2

8/
1

平
成

25
年

7月
1日

か
ら

平
成

25
年

7月
31

日
の

間
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
(新

規
で

申
請

さ
れ

た
も

の
を

希
望

)
･申

請
者

氏
名

･屋
号

･商
号

･営
業

所
所

在
地

･電
話

番
号

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

7月
1日

～
平

成
25

年
7月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

) 
計

61
件

項
目

:屋
号

、
申

請
者

氏
名

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

25
年

8月
6日

 1
1:

00

開
示

8
/
1
2

8
/
2
1

31
3

8/
1

平
成

25
年

7月
1日

か
ら

平
成

25
年

7月
31

日
の

間
に

営
業

許
可

を
受

け
た

美
容

室
一

覧
(新

規
で

申
請

さ
れ

た
も

の
を

希
望

)
･申

請
者

氏
名

･屋
号

･商
号

･営
業

所
所

在
地

･電
話

番
号

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

25
年

7月
1日

か
ら

平
成

25
年

7月
31

日
の

間
に

確
認

を
受

け
た

美
容

室
一

覧
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
8
/
7

8
/
2
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

31
4

8/
1

平
成

25
年

7月
24

日
開

札
･上

下
水

道
局

 下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-5
)築

造
(管

渠
)工

事
(5

62
工

区
)【

総
合

評
価

方
式

】都
市

計
画

事
業

 中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-5
)築

造
(付

帯
)工

事
(6

02
工

区
)

･上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 東

部
･中

部
処

理
区

合
流

式
下

水
道

分
流

化
工

事
(5

55
工

区
)

･上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 南

部
汚

水
18

号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
27

工
区

)
上

記
3件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 中
部

処
理

区
雨

水
貯

留
管

(C
-5

)築
造

(管
渠

)工
事

(5
62

工
区

)･
都

市
計

画
事

業
 中

部
処

理
区

雨
水

貯
留

管
(C

-5
)築

造
(付

帯
)工

事
(6

02
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

都
市

計
画

事
業

 東
部

･中
部

処
理

区
合

流
式

下
水

道
分

流
化

工
事

(5
55

工
区

)の
金

入
り

設
計

書
都

市
計

画
事

業
 南

部
汚

水
18

号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
27

工
区

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
6

8
/
1
3

31
5

8/
1

平
成

25
年

7月
24

日
開

札
･北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)下

硯
川

高
架

橋
下

部
工

(P
16

、
P
17

)工
事

･北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)和

泉
2号

跨
道

橋
下

部
工

(A
1、

A
2)

工
事

･北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
ﾗ
ﾝ

ﾌ
ﾟ1

号
橋

下
部

工
(P

3、
P
4)

工
事

上
記

3件
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)下
硯

川
高

架
橋

下
部

工
(P

16
,P

17
)工

事
･一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)和

泉
2号

跨
道

橋
下

部
工

(A
1,

A
2)

工
事

･一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
ﾗ
ﾝ

ﾌ
ﾟ1

号
橋

下
部

工
(P

3,
P
4)

工
事

上
記

3件
の

金
入

設
計

書
開

示
8
/
6

8
/
1
3

31
6

8/
2

1.
市

道
の

管
理

上
契

約
し

て
い

る
賠

償
保

険
の

保
険

証
券

都
市

建
設

局
土

木
総

務
課

市
道

の
管

理
上

契
約

し
て

い
る

賠
償

保
険

の
保

険
証

券
(※

契
約

内
容

①
道

路
の

種
類

②
道

路
の

延
長

③
保

険
料

④
補

償
金

額
に

つ
い

て
確

認
で

き
る

も
の

)
開

示
8
/
1
2

8
/
1
9

郵
送

31
6-

2
8/

2
1.

市
営

住
宅

の
管

理
上

契
約

し
て

い
る

賠
償

保
険

の
保

険
証

券
都

市
建

設
局

住
宅

課
市

営
住

宅
等

に
係

る
賠

償
責

任
保

険
の

保
険

証
券

の
写

し
開

示
8
/
5

8
/
1
9

郵
送

31
6-

3
8/

2
2.

ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
保

険
の

保
険

証
券

企
画

振
興

局
市

民
協

働
課

ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
保

険
の

保
険

証
券

開
示

8
/
7

8
/
1
9

郵
送

31
7

8/
2

以
下

の
大

規
模

小
売

店
舗

立
地

法
5条

1項
に

係
る

届
け

で
一

式
の

う
ち

、
基

本
届

出
事

項
に

つ
い

て
記

載
さ

れ
た

概
要

部
分

及
び

添
付

資
料

中
の

周
辺

見
取

り
図

、
店

舗
配

置
図

(建
物

と
道

路
の

位
置

関
係

が
分

か
る

も
の

、
建

物
の

形
が

分
か

る
も

の
)

ｶ
ﾗ
ｰ

の
図

面
は

ｶ
ﾗ
ｰ

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

を
希

望
。

･○
○

店
･○

○
店

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

以
下

の
案

件
に

係
る

、
｢大

規
模

小
売

店
舗

届
出

書
(規

則
様

式
第

1)
｣及

び
｢設

置
者

、
建

物
等

の
概

要
｣、

｢周
辺

見
取

図
｣、

｢店
舗

配
置

図
｣

･平
成

25
年

○
月

○
日

付
け

届
出

｢○
○

店
｣

･平
成

25
年

○
月

○
日

付
け

届
出

｢○
○

店
｣

開
示

8
/
8

8
/
1
4

郵
送

31
8

8/
2

平
成

25
年

7月
24

日
開

札
西

区
花

園
7丁

目
46

番
地

付
近

φ
20

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

西
区

花
園

7丁
目

46
番

地
付

近
φ

20
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
1
3

7
/
8

31
9

8/
5

市
道

秋
津

新
町

新
外

3丁
目

第
1号

線
道

路
維

持
工

事
(そ

の
1)

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

秋
津

新
町

新
外

3丁
目

第
1号

線
道

路
維

持
工

事
(そ

の
1)

金
入

設
計

書
開

示
8
/
6

8
/
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

32
0

8/
5

平
成

25
年

度
に

、
熊

本
市

役
所

総
務

局
人

事
課

様
よ

り
発

注
さ

れ
ま

し
た

、
ﾌ
ﾟﾛ

ﾎ
ﾟｰ

ｻ
ﾞﾙ

案
件

｢熊
本

市
総

務
事

務
業

務
委

託
｣に

お
け

る
、

以
下

の
①

～
⑤

の
5点

の
情

報
を

開
示

頂
き

た
く

請
求

致
し

ま
す

。
(尚

、
開

示
要

求
度

の
高

い
順

番
は

①
→

⑤
と

な
り

ま
す

。
)

①
受

注
業

者
様

｢○
○

株
式

会
社

 熊
本

支
店

｣ご
提

出
の

提
案

書
全

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ

②
ﾌ
ﾟﾚ

ｾ
ﾞﾝ

ﾃ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

に
参

加
し

た
業

者
の

獲
得

評
点

(A
社

～
D

社
の

全
4社

分
)

③
評

価
員

の
得

点
差

が
特

に
業

者
毎

に
開

い
た

項
目

(評
価

項
目

名
3つ

程
)

④
全

4社
分

の
｢(

様
式

第
4号

)ﾌ
ﾟﾛ

ﾎ
ﾟｰ

ｻ
ﾞﾙ

参
加

者
の

中
核

市
、

政
令

指
定

都
市

及
び

都
道

府
県

に
お

け
る

同
種

業
務

の
実

績
調

書
｣

⑤
評

価
員

の
得

点
差

が
各

配
点

の
5%

以
内

で
あ

っ
た

項
目

(評
価

項
目

名
3つ

程
)

以
上

総
務

局
人

事
課

有
9/

19

｢熊
本

市
総

務
事

務
業

務
委

託
｣に

お
け

る
別

紙
文

書
等

開
示

請
求

書
①

～
⑤

の
う

ち
、

『④
全

4社
分

の
｢(

様
式

第
4

号
)ﾌ

ﾟﾛ
ﾎ

ﾟｰ
ｻ

ﾞﾙ
参

加
者

の
中

核
市

、
政

令
指

定
都

市
及

び
都

道
府

県
に

お
け

る
同

種
業

務
の

実
績

調
書

｣』
に

つ
い

て

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
1
3

9
/
1
7

郵
送

｢熊
本

市
総

務
事

務
業

務
委

託
｣に

お
け

る
別

紙
文

書
等

開
示

請
求

書
①

～
⑤

の
う

ち
、

『③
評

価
員

の
得

点
差

が
特

に
業

者
毎

に
開

い
た

項
目

(評
価

項
目

名
3つ

程
)』

･『
⑤

評
価

員
の

得
点

差
が

各
配

点
の

5%
以

内
で

あ
っ

た
項

目
(評

価
項

目
名

3つ
程

)』
に

つ
い

て

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

9
/
1
3

｢熊
本

市
総

務
事

務
業

務
委

託
｣に

お
け

る
別

紙
文

書
等

開
示

請
求

書
①

～
⑤

の
う

ち
、

『①
受

注
業

者
様

｢○
○

株
式

会
社

 熊
本

支
店

｣ご
提

出
の

提
案

書
全

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ』

に
つ

い
て

不
開

示
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
1
3

｢熊
本

市
総

務
事

務
業

務
委

託
｣に

お
け

る
別

紙
文

書
等

開
示

請
求

書
①

～
⑤

の
う

ち
、

『②
ﾌ
ﾟﾚ

ｾ
ﾞﾝ

ﾃ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

に
参

加
し

た
業

者
の

獲
得

評
点

(A
社

～
D

社
の

全
4社

分
)に

つ
い

て
』

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
3

32
1

8/
5

特
定

給
食

施
設

の
①

名
称

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

②
所

在
地

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

③
給

食
数

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

④
電

話
及

び
F
A

X
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
⑤

栄
養

士
の

人
数

 が
わ

か
る

文
書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

本
市

の
区

域
内

に
事

業
所

を
有

す
る

特
定

給
食

施
設

の
①

名
称

、
②

所
在

地
、

③
給

食
数

、
④

電
話

及
び

F
A

X
、

⑤
栄

養
士

の
人

数
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
8月

12
日

 9
:0

0
開

示
8
/
1
4

8
/
3
0

郵
送

32
2

8/
5

特
定

給
食

施
設

の
①

名
称

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

②
所

在
地

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

③
給

食
数

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

④
電

話
及

び
F
A

X
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
⑤

栄
養

士
の

人
数

 が
わ

か
る

文
書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

特
定

給
食

施
設

(保
育

所
）の

①
名

称
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
②

所
在

地
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
③

給
食

数
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
④

電
話

及
び

F
A

X
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
⑤

栄
養

士
の

人
数

開
示

8
/
9

8
/
3
0

郵
送

-93-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

32
3

8/
5

特
定

給
食

施
設

の
①

名
称

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

②
所

在
地

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

③
給

食
数

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

④
電

話
及

び
F
A

X
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
⑤

栄
養

士
の

人
数

 が
わ

か
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

健
康

教
育

課

特
定

給
食

施
設

(小
学

校
･中

学
校

･共
同

調
理

場
)

①
 名

称
②

 所
在

地
③

 給
食

数
④

 電
話

及
び

F
A

X
⑤

 栄
養

士
の

人
数

開
示

8
/
1
9

8
/
3
0

郵
送

32
4

8/
5

平
成

25
年

7月
1日

か
ら

平
成

25
年

7月
31

日
ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

飲
食

店
の

一
覧

表
(食

品
営

業
許

可
台

帳
)

※
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･申

請
者

氏
名

･業
種

･営
業

所
電

話
番

号
･許

可
年

月
日

･許
可

満
了

日
等

に
つ

い
て

の
資

料
一

覧
表

(自
動

販
売

機
･露

店
営

業
を

除
く

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

7月
1日

～
平

成
25

年
7月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

) 
計

61
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
氏

名
、

業
種

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
満

了
日

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
8月

6日
 1

3:
00

開
示

8
/
1
2

8
/
1
3

郵
送

32
5

8/
5

○
平

成
25

年
7月

23
日

開
催

さ
れ

た
筈

の
｢春

日
校

区
･古

町
校

区
･白

坪
校

区
･等

の
自

治
協

議
会

の
長

を
中

心
と

し
た

者
と

熊
本

市
熊

本
駅

周
辺

事
務

所
と

の
勉

強
会

｣の
内

容
に

つ
い

て
の

開
示

請
求

。
1.

開
催

さ
れ

た
･年

月
日

時
･場

所
･校

区
出

席
者

全
員

の
氏

名
役

職
名

･熊
本

市
職

員
出

席
者

氏
名

役
職

名
･の

開
示

請
求

。
2.

こ
の

場
で

使
用

さ
れ

た
資

料
等

･(
ｽ
ｸ
ﾘｰ

ﾝ
画

面
ｺ
ﾏ

･ｶ
ﾗ
ｰ

含
む

)･
等

の
開

示
請

求
。

3.
勉

強
会

で
の

熊
本

市
説

明
記

録
･各

議
題

等
の

質
疑

応
答

等
･会

議
録

等
･の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

平
成

25
年

7月
23

日
開

催
さ

れ
た

筈
の

｢春
日

校
区

･古
町

校
区

･白
坪

校
区

･等
の

自
治

協
議

会
の

長
を

中
心

と
し

た
者

と
熊

本
市

熊
本

駅
周

辺
事

務
所

と
の

勉
強

会
｣の

内
容

に
つ

い
て

の
開

示
請

求
。

1.
開

催
さ

れ
た

･年
月

日
時

･場
所

･校
区

出
席

者
全

員
の

氏
名

役
職

名
･熊

本
市

職
員

出
席

者
氏

名
役

職
名

2.
こ

の
場

で
使

用
さ

れ
た

資
料

等
･(

ｽ
ｸ
ﾘｰ

ﾝ
画

面
ｺ
ﾏ

･ｶ
ﾗ
ｰ

含
む

)･
等

3.
勉

強
会

で
の

熊
本

市
説

明
記

録
･各

議
題

等
の

質
疑

応
答

等
･の

わ
か

る
資

料
等

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
9

8
/
2
0

-94-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

32
6

8/
5

○
春

日
校

区
住

民
の

熊
本

市
避

難
場

所
指

定
は

、
｢春

日
小

学
校

」と
｢森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ｣

の
二

ヵ
所

指
定

と
な

っ
て

お
り

、
｢土

砂
崩

壊
危

険
性

大
｣の

場
合

は
｢春

日
小

学
校

｣で
は

な
く

、
｢森

都
心

ﾌ
ﾞﾗ

ｻ
ﾞ｣

に
避

難
す

る
事

に
な

っ
て

い
る

そ
う

で
あ

る
が

、
こ

の
事

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

1.
｢森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ｣

は
、

一
階

か
ら

六
階

ま
で

あ
る

が
、

一
階

部
分

は
金

融
機

関
等

の
商

業
施

設
で

あ
り

、
緊

急
の

場
合

･停
電

等
の

ｴ
ﾚ
ﾍ

ﾞｰ
ﾀ
･ｴ

ｽ
ｶ
ﾚ
ｰ

ﾀ
･等

が
止

ま
り

、
何

処
か

ら
入

っ
て

･ど
の

階
の

ど
の

部
分

が
、

住
民

の
避

難
場

所
と

し
て

住
民

が
安

全
安

心
し

て
安

住
の

避
難

場
所

と
の

指
定

な
の

か
?進

入
ﾋ
ﾞﾙ

行
路

等
･の

避
難

場
所

指
定

な
の

か
?の

わ
か

る
資

料
図

式
･等

の
開

示
請

求
。

2.
｢森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ｣

を
第

二
の

避
難

場
所

と
指

定
す

る
時

に
、

地
元

･春
日

校
区

自
治

協
議

会
･諸

団
体

･等
の

長
の

人
々

に
対

し
て

、
説

明
し

･承
諾

を
受

け
る

説
明

会
等

が
、

な
さ

れ
た

の
か

否
か

?等
。

も
し

、
説

明
会

が
開

催
さ

れ
て

い
れ

ば
、

そ
の

時
･使

用
し

た
資

料
等

･年
月

日
時

場
所

･説
明

内
容

･質
疑

応
答

･等
の

会
議

録
等

の
開

示
請

求
。

3.
も

し
、

こ
の

説
明

会
が

開
催

さ
れ

て
い

な
い

な
ら

ば
、

避
難

場
所

の
変

更
市

政
執

行
行

為
を

住
民

に
対

し
て

、
し

な
く

て
も

良
い

と
す

る
熊

本
市

法
的

根
拠

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

総
務

局
危

機
管

理
防

災
総

室

1 
災

害
等

緊
急

時
に

お
け

る
施

設
利

用
の

協
力

に
関

す
る

覚
書

の
写

し
2 

熊
本

市
防

災
会

議
条

例
の

写
し

開
示

8
/
1
5

8
/
2
0

｢森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ｣

を
第

二
の

避
難

場
所

と
指

定
す

る
時

に
、

地
元

･春
日

校
区

･自
治

協
議

会
･諸

団
体

･等
の

長
の

人
々

に
対

し
て

、
説

明
し

、
･承

諾
を

受
け

る
説

明
会

等
が

、
な

さ
れ

た
の

か
否

か
?等

。
も

し
、

説
明

会
が

開
催

さ
れ

て
い

れ
ば

、
そ

の
時

･使
用

し
た

資
料

等
･年

月
日

時
場

所
･説

明
内

容
･質

疑
応

答
･等

の
会

議
録

等
の

開
示

請
求

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

8
/
1
5

-95-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

32
7

8/
5

○
く

ま
も

と
市

政
だ

よ
り

･平
成

25
年

8月
号

･V
O

L
.7

85
･掲

載
の

｢校
区

単
位

の
ま

ち
づ

く
り

っ
て

な
あ

に
?｣

(添
付

参
照

資
料

･A
4→

1枚
)の

記
事

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

1.
各

区
の

目
標

 西
区

 西
区

の
自

然
の

恵
み

や
伝

統
文

化
を

活
か

し
、

区
民

協
働

に
よ

り
笑

顔
あ

ふ
れ

る
健

康
な

ま
ち

を
つ

く
る

。
と

あ
る

が
、

1)
｢西

区
の

自
然

の
恵

み
｣を

如
何

に
｢健

康
に

結
び

つ
け

る
｣と

す
る

根
拠

の
わ

か
る

資
料

等
(具

体
的

に
ど

の
様

な
施

策
に

よ
っ

て
･健

康
に

結
び

つ
け

る
の

か
?)

の
開

示
請

求
。

2)
｢伝

統
文

化
を

活
か

し
｣を

如
何

に
｢健

康
に

結
び

つ
け

る
｣と

す
る

根
拠

･ど
の

様
な

西
区

の
伝

統
文

化
活

か
し

て
｢

健
康

に
結

び
つ

け
る

｣と
す

る
の

か
等

の
具

体
的

地
域

･校
区

･の
伝

統
文

化
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3)
｢区

民
協

働
に

よ
り

｣と
あ

る
が

、
区

民
と

西
区

職
員

と
関

係
市

議
会

議
員

が
同

じ
目

標
･健

康
な

ま
ち

を
つ

く
る

と
す

る
協

働
作

業
の

場
･等

の
組

織
･検

討
分

析
･審

査
審

議
･

等
の

諸
施

策
等

の
｢協

働
理

念
｣を

発
揮

出
来

る
場

の
具

体
的

に
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2.

｢西
区

で
は

校
区

ご
と

に
“健

康
づ

く
り

を
考

え
る

組
織

“を
設

置
し

て
推

進
し

ま
す

。
｣と

あ
る

が
、

1)
春

日
校

区
で

は
、

『校
区

自
治

協
議

会
』を

母
体

に
“健

康
づ

く
り

を
考

え
る

組
織

“が
設

定
さ

れ
て

い
る

の
か

等
･具

体
的

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2)

設
定

さ
れ

て
い

な
け

れ
ば

、
何

故
･今

だ
･設

定
さ

れ
て

い
な

い
の

か
?等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

西
区

役
所

保
健

子
ど

も
課

○
く

ま
も

と
市

政
だ

よ
り

･平
成

25
年

8月
号

･V
O

L
.7

85
･掲

載
の

｢校
区

単
位

の
健

康
ま

ち
づ

く
り

っ
て

な
あ

に
?｣

(添
付

参
照

資
料

･A
4→

1枚
)の

記
事

に
つ

い
て

の
開

示
請

求
1.

各
区

の
目

標
 西

区
 西

区
の

自
然

の
恵

み
や

伝
統

文
化

を
活

か
し

、
区

民
協

働
に

よ
り

笑
顔

あ
ふ

れ
る

ま
ち

を
つ

く
る

。
と

あ
る

が
、

1)
｢西

区
の

自
然

の
恵

み
｣を

如
何

に
｢健

康
に

結
び

つ
け

る
｣と

す
る

根
拠

の
わ

か
る

資
料

等
(具

体
的

に
ど

の
様

な
施

策
に

よ
っ

て
･健

康
に

結
び

つ
け

る
の

か
?)

2)
｢伝

統
文

化
を

活
か

し
｣を

如
何

に
｢健

康
に

結
び

つ
け

る
｣と

す
る

根
拠

･ど
の

様
な

西
区

の
伝

統
文

化
活

か
し

て
｢

健
康

に
結

び
つ

け
る

｣と
す

る
の

か
等

の
具

体
的

地
域

･校
区

の
伝

統
文

化
の

わ
か

る
資

料
等

2.
｢西

区
で

は
校

区
ご

と
に

“健
康

づ
く

り
を

考
え

る
組

織
”
を

設
置

し
て

推
進

し
ま

す
。

｣と
あ

る
が

、
1)

春
日

校
区

で
は

、
『校

区
自

治
協

議
会

』を
母

体
に

“健
康

づ
く

り
を

考
え

る
組

織
”が

設
定

さ
れ

て
い

る
の

か
等

･具
体

的
資

料
等

2)
設

定
さ

れ
て

い
な

け
れ

ば
、

何
故

･今
だ

･設
定

さ
れ

て
い

な
い

の
か

?等
の

わ
か

る
資

料
等

4)
本

年
2月

に
西

区
の

全
校

区
が

参
加

す
る

｢健
康

ま
ち

づ
く

り
報

告
会

｣を
開

催
し

ま
し

た
。

と
あ

る
が

、
春

日
校

区
の

報
告

会
の

資
料

等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

8
/
9

8
/
2
0

-96-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3)
7月

3日
現

在
で

16
校

区
の

う
ち

10
校

区
に

設
置

さ
れ

、
地

域
の

特
性

や
健

康
課

題
な

ど
の

実
情

に
あ

わ
せ

た
住

民
の

健
康

づ
く

り
が

推
進

さ
れ

て
い

ま
す

。
と

あ
る

が
、

10
校

区
の

中
で

、
総

合
的

･協
働

的
･健

康
的

･視
点

に
優

れ
て

い
る

校
区

事
例

の
わ

か
る

資
料

･等
の

開
示

請
求

。
4)

本
年

2月
に

西
区

の
全

校
区

が
参

加
す

る
｢健

康
ま

ち
づ

く
り

報
告

会
｣を

開
催

し
ま

し
た

。
と

あ
る

が
、

春
日

校
区

の
報

告
会

の
資

料
等

の
開

示
請

求
。

5)
報

告
会

の
審

査
が

あ
っ

た
か

ど
う

か
は

不
明

だ
が

、
総

合
的

･協
働

的
･建

設
的

･視
点

に
優

れ
て

い
た

報
告

会
資

料
等

の
開

示
請

求
。

○
く

ま
も

と
市

政
だ

よ
り

･平
成

25
年

8月
号

･V
O

L
.7

85
･掲

載
の

｢校
区

単
位

の
健

康
ま

ち
づ

く
り

っ
て

な
あ

に
?｣

(添
付

参
照

資
料

･A
4→

1枚
)の

記
事

に
つ

い
て

の
開

示
請

求
1.

各
区

の
目

標
 西

区
 西

区
の

自
然

の
恵

み
や

伝
統

文
化

を
活

か
し

、
区

民
協

働
に

よ
り

笑
顔

あ
ふ

れ
る

ま
ち

を
つ

く
る

。
と

あ
る

が
、

3)
｢区

民
協

働
に

よ
り

｣と
あ

る
が

、
区

民
と

西
区

職
員

と
関

係
市

議
会

議
員

が
同

じ
目

標
･健

康
な

ま
ち

を
つ

く
る

と
す

る
協

働
作

業
の

場
･等

の
組

織
･検

討
分

析
･審

査
審

議
･

等
の

｢協
働

理
念

｣を
発

揮
出

来
る

場
の

具
体

的
に

わ
か

る
資

料
等

･第
7回

自
治

推
進

委
員

会
で

報
告

し
た

松
尾

北
校

区
の

取
組

状
況

資
料

･平
成

25
年

第
1回

定
例

会
会

議
録

、
市

長
答

弁
の

う
ち

｢
政

令
指

定
都

市
と

な
っ

て
の

健
康

分
野

に
お

け
る

今
後

の
活

動
の

方
向

性
と

第
2次

健
康

く
ま

も
と

21
の

特
徴

に
つ

い
て

｣の
部

分
2.

｢西
区

で
は

校
区

ご
と

に
“健

康
づ

く
り

を
考

え
る

組
織

”
を

設
置

し
て

推
進

し
ま

す
。

｣と
あ

る
が

、
3)

7月
3日

現
在

で
16

校
区

の
う

ち
10

校
区

に
設

置
さ

れ
、

地
域

の
特

性
や

健
康

課
題

な
ど

の
実

情
に

あ
わ

せ
た

住
民

の
健

康
づ

く
り

が
推

進
さ

れ
て

い
ま

す
。

と
あ

る
が

、
10

校
区

の
中

で
、

総
合

的
･協

働
的

･健
康

的
･視

点
に

優
れ

て
い

る
校

区
事

例
の

わ
か

る
資

料
等

･平
成

24
年

度
西

区
健

康
ま

ち
づ

く
り

報
告

会
資

料
5)

報
告

会
の

審
査

が
あ

っ
た

か
ど

う
か

は
不

明
だ

が
、

総
合

的
･協

働
的

･建
設

的
･視

点
に

優
れ

て
い

た
報

告
会

資
料

等 ･平
成

24
年

度
西

区
健

康
ま

ち
づ

く
り

報
告

会
資

料

開
示

8
/
9

8
/
2
0

32
8

8/
5

･煤
煙

発
生

施
設

の
名

称
･　

　
　

　
〃

　
　

　
 の

住
所

　
　

　
一

覧
表

･油
種

･使
用

用
途

(例
.ﾎ

ﾞｲ
ﾗ
ｰ

、
ﾃ

ﾞｨ
ｰ

ｾ
ﾞﾙ

機
関

)

環
境

局
環

境
政

策
課

煤
煙

発
生

施
設

工
場

･事
業

所
一

覧
表

･煤
煙

発
生

施
設

の
名

称
･煤

煙
発

生
施

設
の

住
所

･油
種

･使
用

用
途

(例
 ﾎ

ﾞｲ
ﾗ
ｰ

、
ﾃ

ﾞｨ
ｰ

ｾ
ﾞﾙ

機
関

)

開
示

8
/
8

8
/
2
1

郵
送

32
9

8/
5

道
路

判
定

(平
成

21
年

09
－

27
9)

の
道

路
協

定
書

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

(平
成

21
年

09
-2

79
)の

道
路

協
定

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
8
/
7

8
/
9

33
0

8/
6

桃
尾

墓
園

拡
張

整
備

(公
園

部
分

そ
の

3)
工

事
の

｢金
入

り
工

事
設

計
書

｣の
写

し
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

健
康

福
祉

政
策

課

桃
尾

墓
園

拡
張

整
備

(公
園

部
分

そ
の

3)
工

事
の

金
入

り
工

事
設

計
書

開
示

8
/
9

8
/
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

33
1

8/
6

出
仲

間
土

地
区

画
整

理
に

関
す

る
図

面
所

在
地

番
熊

本
市

南
区

出
仲

間
4丁

目
○

番
△

、
○

番
△

(換
地

後
地

番
)

の
土

地
の

区
画

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
、

境
界

点
座

標
及

び
近

傍
の

基
準

点
座

標

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

出
仲

間
土

地
区

画
整

理
に

関
す

る
図

面
所

在
地

番
熊

本
市

南
区

出
仲

間
4丁

目
○

番
△

、
○

番
△

(換
地

後
地

番
)

の
土

地
の

区
画

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
3

8
/
1
3

出
仲

間
土

地
区

画
整

理
に

関
す

る
図

面
所

在
地

番
熊

本
市

南
区

出
仲

間
4丁

目
○

番
△

、
○

番
△

(換
地

後
地

番
)

の
境

界
点

座
標

及
び

近
傍

の
基

準
点

座
標

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

8
/
1
3

33
2

8/
6

工
作

物
確

認
の

書
類

H
.2

2.
9.

28
 №

22
51

75
(ｶ

ﾗ
ｰ

で
写

し
)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

工
作

物
確

認
の

書
類

H
22

.9
.2

8 
N

o2
25

17
5

(ｶ
ﾗ
ｰ

で
写

し
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
0

8
/
2
1

33
3

8/
7

日
吉

共
同

調
理

場
ﾄﾞ

ﾗ
ｲ
改

修
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
営

繕
課

日
吉

共
同

調
理

場
ﾄﾞ

ﾗ
ｲ
改

修
工

事
に

お
け

る
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
8

8
/
9

33
4

8/
7

都
市

計
画

事
業

中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-1
8,

C
-2

0)
築

造
工

事
(5

48
工

区
)

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-1
8,

C
-2

0)
築

造
工

事
(5

48
工

区
)

の
金

入
り

設
計

書

開
示

8
/
1
2

8
/
1
9

33
5

8/
7

平
成

12
年

10
月

11
日

決
済

 0
0-

48
9

道
路

判
定

調
書

の
添

付
現

況
図

(ｶ
ﾗ
ｰ

)
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

平
成

12
年

10
月

11
日

決
済

 0
0-

48
9

道
路

判
定

調
書

の
添

付
現

況
図

(ｶ
ﾗ
ｰ

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
8
/
8

8
/
1
2

33
6

8/
7

市
道

 改
寄

町
第

3号
線

側
溝

改
良

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

25
年

7月
31

日
開

札
市

道
 改

寄
町

第
3号

線
側

溝
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
8
/
9

8
/
2
3

33
7

8/
8

城
山

公
園

施
設

整
備

工
事

(1
期

工
事

)【
総

合
評

価
方

式
】

金
入

り
設

計
書

○
○

共
同

企
業

体
平

成
25

年
8月

7日
契

約
分

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

城
山

公
園

施
設

整
備

工
事

(1
期

工
事

)【
総

合
評

価
方

式
】

の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
2
0

8
/
2
2

33
8

8/
8

平
成

25
年

7月
31

日
開

札
･東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
都

市
計

画
道

路
 子

飼
新

大
江

線
舗

装
外

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

25
年

7月
31

日
開

札
都

市
計

画
道

路
子

飼
新

大
江

舗
装

外
工

事
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
1
3

8
/
1
9

33
9

8/
8

平
成

25
年

7月
31

日
開

札
･西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 花

畑
町

慶
徳

堀
町

第
1号

線
舗

装
補

修
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

花
畑

町
慶

徳
堀

町
第

1号
線

舗
装

補
修

工
事

開
示

8
/
1
5

8
/
1
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

34
0

8/
8

平
成

25
年

7月
31

日
開

札
･上

下
水

道
局

 下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

人
孔

(C
-6

)
築

造
(人

孔
)工

事
(5

63
工

区
)～

都
市

計
画

事
業

 中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

人
孔

(C
-6

)築
造

(付
帯

)工
事

(6
04

工
区

)
･上

下
水

道
局

 下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

人
孔

(C
-2

2)
築

造
工

事
(5

61
工

区
)

平
成

25
年

8月
1日

開
札

･上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 舞

尾
汚

水
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
44

工
区

)
上

記
3件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

人
孔

(C
-6

)築
造

(人
孔

)工
事

(5
63

工
区

)
都

市
計

画
事

業
 中

部
処

理
区

雨
水

吐
貯

留
人

孔
(C

-6
)築

造
(付

帯
)工

事
(6

04
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

人
孔

(C
-2

2)
築

造
工

事
(5

6
1

工
区

)
都

市
計

画
事

業
 舞

尾
汚

水
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
44

工
区

)
の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
9

8
/
1
9

34
1

8/
8

●
施

行
番

号
:1

30
05

89
●

工
事

名
:一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)下

硯
川

高
架

橋
下

部
工

(P
16

、
P
17

)工
事

【総
合

評
価

方
式

】
●

該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)下
硯

川
高

架
橋

下
部

工
(P

16
,P

17
)工

事
 金

入
設

計
書

開
示

8
/
1
2

8
/
2
1

郵
送

34
2

8/
8

○
第

1回
･第

2回
･西

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
(平

成
25

年
5

月
23

日
(木

))
･(

平
成

25
年

6月
1日

(土
))

･に
開

催
さ

れ
た

と
の

事
。

こ
の

事
に

つ
い

て
、

配
布

･使
用

さ
れ

た
資

料
等

は
、

傍
聴

者
に

は
何

処
で

も
無

料
交

付
が

常
識

で
あ

る
が

、
有

料
で

の
開

示
請

求
を

し
な

け
れ

ば
交

付
で

き
な

い
と

の
事

で
あ

る
の

で
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
7.

昼
食

･(
河

内
ま

ち
づ

く
り

交
流

室
)→

本
日

の
視

察
地

以
外

の
西

区
の

名
所

･旧
跡

等
に

つ
い

て
の

ﾊ
ﾟﾜ

ｰ
ﾎ

ﾟｲ
ﾝ

ﾄに
て

紹
介

。
の

ﾊ
ﾟﾜ

ｰ
ﾎ

ﾟｲ
ﾝ

ﾄの
わ

か
る

各
資

料
等

(ｶ
ﾗ
ｰ

の
場

合
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
の

交
付

)。

西
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

第
1回

･第
2回

･西
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

(平
成

25
年

5月
23

日
(木

))
･(

平
成

25
年

6月
1日

(土
))

･に
開

催
さ

れ
た

と
の

事
。

こ
の

件
に

つ
い

て
、

配
布

･使
用

さ
れ

た
資

料
等

は
、

傍
聴

者
に

は
何

処
で

も
無

料
交

付
が

常
識

で
あ

る
が

、
有

料
で

の
開

示
請

求
を

し
な

け
ば

交
付

で
き

な
い

と
の

こ
と

で
あ

る
の

で
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
7.

昼
食

･(
河

内
ま

ち
づ

く
り

交
流

室
)→

本
日

の
視

察
地

以
外

の
西

区
の

名
所

･旧
跡

等
に

つ
い

て
の

ﾊ
ﾟﾜ

ｰ
ﾎ

ﾟｲ
ﾝ

ﾄに
て

照
会

。
の

ﾊ
ﾟﾜ

ｰ
ﾎ

ﾟｲ
ﾝ

ﾄの
わ

か
る

各
資

料
等

(ｶ
ﾗ
ｰ

の
場

合
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
の

交
付

)。

開
示

8
/
9

8
/
2
0

34
3

8/
9

道
路

位
置

指
定

関
係

書
全

て
S6

3-
1.

13
廃

止
届

出
日

S6
2-

05
1

白
黒

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

関
係

書
全

て
S6

3-
1.

13
廃

止
届

出
日

S6
2-

05
1

白
黒

開
示

8
/
1
4

8
/
1
6

34
4

8/
9

中
央

区
役

所
ま

ち
づ

く
り

推
進

課
が

平
成

25
年

度
に

受
付

け
た

公
民

館
の

営
繕

費
補

助
金

申
請

に
係

る
書

類
中

央
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

中
央

区
役

所
ま

ち
づ

く
り

推
進

課
が

平
成

25
年

度
に

受
け

付
け

た
公

民
館

の
営

繕
費

補
助

金
申

請
に

係
る

書
類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
1
6

8
/
2
6

34
5

8/
9

西
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

が
平

成
25

年
度

に
受

付
け

た
公

民
館

の
営

繕
費

補
助

申
請

に
係

る
書

類
西

区
役

所
ま

ち
づ

く
り

推
進

課

西
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

が
平

成
25

年
度

に
受

付
け

た
公

民
館

の
営

繕
費

補
助

金
申

請
に

係
る

書
類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
2
3

8
/
2
6

34
6

8/
9

南
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

が
平

成
25

年
度

に
受

付
け

た
公

民
館

の
営

繕
費

補
助

金
申

請
に

係
る

書
類

南
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

南
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

が
平

成
25

年
度

に
受

付
け

た
公

民
館

の
営

繕
費

補
助

金
申

請
に

係
る

書
類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
2
2

8
/
2
6

34
7

8/
9

北
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

が
平

成
25

年
度

に
受

付
け

た
公

民
館

の
営

繕
費

補
助

申
請

に
係

る
書

類
北

区
役

所
ま

ち
づ

く
り

推
進

課

北
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

が
平

成
25

年
度

に
受

付
け

た
公

民
館

の
営

繕
費

補
助

金
申

請
に

係
る

書
類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
2
0

8
/
2
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

34
8

8/
12

○
熊

本
市

景
観

審
議

会
公

募
委

員
･年

2回
程

度
開

催
す

る
審

議
会

に
出

席
で

き
る

･定
員

2名
(書

類
･面

接
に

よ
る

選
考

)･
面

接
日

8月
12

日
(月

)･
｢熊

本
ら

し
い

景
観

に
つ

い
て

｣を
80

0字
以

内
に

ま
と

め
る

･等
の

公
募

選
考

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

1.
面

接
に

先
が

け
て

、
景

観
発

第
47

7号
･平

成
25

年
8月

7
日

付
･に

よ
り

、
審

査
の

結
果

と
し

て
採

･不
採

･の
決

定
通

知
書

が
、

応
募

者
全

員
に

郵
送

さ
れ

て
い

る
筈

で
あ

る
が

、
熊

本
市

景
観

審
議

会
の

公
募

委
員

の
選

考
に

関
す

る
要

綱
の

第
一

次
選

考
評

価
表

を
見

る
に

、
(選

考
委

員
名

)･
審

査
項

目
→

関
心

度
 公

平
性

 表
現

力
と

あ
り

、
※

各
項

目
の

着
眼

点
と

し
て

、
関

心
度

:熊
本

市
の

景
観

特
性

や
現

状
認

識
を

踏
ま

え
た

具
体

的
な

意
見

を
備

え
て

い
る

か
。

公
平

性
:考

え
方

や
意

見
に

偏
り

が
な

い
か

。
表

現
力

:論
理

が
整

然
と

し
て

お
り

、
表

現
が

明
確

か
。

と
あ

る
。

そ
こ

で
、

5段
階

で
の

評
価

基
準

と
し

て
、

全
員

同
じ

･公
募

委
員

共
通

の
応

募
原

稿
題

名
･熊

本
ら

し
い

景
観

に
つ

い
て

･で
あ

る
か

ら
、

1)
関

心
度

 点
数

5 
非

常
に

優
れ

て
い

る
と

す
る

評
価

基
準

･具
体

的
に

ど
の

様
な

表
現

力
･等

を
以

て
5点

･非
常

に
優

れ
て

い
る

 4
点

･優
れ

て
い

る
 3

点
･普

通
 2

点
･劣

っ
て

い
る

 1
点

･非
常

に
劣

っ
て

い
る

と
の

評
価

配
点

･評
価

基
準

と
す

る
の

か
?の

わ
か

る
具

体
的

表
現

事
例

等
に

基
づ

き
、

各
選

考
委

員
が

評
価

配
点

を
執

行
し

た
の

か
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

熊
本

市
景

観
審

議
会

公
募

委
員

 公
募

選
考

に
つ

い
て

3全
選

考
委

員
の

全
応

募
者

の
評

価
配

点
の

わ
か

る
資

料

開
示

8
/
2
3

8
/
2
8

2)
公

平
性

 点
数

5点
･非

常
に

優
れ

て
い

る
 4

点
･優

れ
て

い
る

 3
点

･普
通

 2
点

･劣
っ

て
い

る
 1

点
･非

常
に

劣
っ

て
い

る
と

の
評

価
配

点
･評

価
基

準
と

す
る

の
か

?の
わ

か
る

具
体

的
表

現
事

例
等

に
基

づ
き

、
各

選
考

委
員

が
評

価
配

点
を

執
行

し
た

の
か

の
わ

か
る

具
体

的
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3)
表

現
力

 点
数

5点
･非

常
に

優
れ

て
い

る
 4

点
･優

れ
て

い
る

 3
点

･普
通

 2
点

･劣
っ

て
い

る
 1

点
･非

常
に

劣
っ

て
い

る
と

の
評

価
配

点
･評

価
基

準
と

す
る

の
か

?の
わ

か
る

具
体

的
表

現
事

例
等

に
基

づ
き

、
各

選
考

委
員

が
評

価
配

点
を

執
行

し
た

の
か

の
わ

か
る

具
体

的
資

料
等

の
開

示
請

求
。

4)
も

し
、

具
体

的
評

価
配

点
基

準
も

な
く

、
応

募
者

全
員

の
応

募
原

稿
を

審
査

審
議

し
た

の
で

あ
れ

ば
、

市
民

･応
募

者
･に

対
す

る
人

格
権

の
侵

害
･職

権
乱

用
･不

作
為

･が
疑

わ
れ

、
熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
理

念
･等

の
公

平
･公

正
･理

念
に

も
抵

触
す

る
と

思
わ

れ
る

が
、

熊
本

市
条

例
等

の
何

の
法

的
根

拠
に

よ
っ

て
、

各
選

考
委

員
の

裁
量

権
等

が
許

容
さ

れ
て

い
る

の
か

?等
の

わ
か

る
具

体
的

資
料

等
の

開
示

請
求

。

熊
本

市
景

観
審

議
会

公
募

委
員

 公
募

選
考

に
つ

い
て

1-
1)

-2
)-

3)
評

価
配

点
･評

価
基

準
と

す
る

具
体

的
表

現
事

例
等

の
わ

か
る

資
料

1-
4)

法
的

根
拠

に
よ

っ
て

各
選

考
委

員
の

裁
量

権
等

が
わ

か
る

具
体

的
資

料
4正

当
･公

平
公

正
な

制
度

で
あ

る
と

わ
か

る
資

料

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

8
/
2
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2.
今

回
の

熊
本

市
景

観
審

議
会

公
募

委
員

選
考

の
全

員
の

応
募

原
稿

の
開

示
請

求
。

但
し

、
個

人
情

報
は

除
く

。
他

主
幹

課
に

於
て

は
、

応
募

原
稿

を
開

示
し

て
、

今
ま

で
何

の
問

題
も

起
こ

ら
ず

、
公

募
制

度
に

支
障

は
発

生
し

て
い

な
い

。
熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
･(

市
民

の
責

務
)第

6条
･(

1)
(2

)を
見

る
に

、
積

極
的

に
応

募
参

画
し

た
応

募
者

が
、

自
ら

の
発

言
と

行
動

に
責

任
を

も
つ

と
の

条
例

理
念

を
遵

守
す

る
の

で
あ

る
か

ら
、

各
応

募
者

に
書

面
に

よ
る

承
諾

を
、

早
急

に
執

行
し

、
開

示
交

付
す

べ
き

で
あ

る
。

因
に

、
熊

本
市

自
治

基
本

条
例

は
、

(最
高

規
範

性
)第

38
条

の
法

的
効

力
性

を
有

し
て

い
る

事
を

、
認

識
す

べ
き

で
あ

る
。

3.
各

全
選

考
委

員
の

各
全

応
募

者
へ

の
評

価
配

点
の

わ
か

る
資

料
等

(個
人

情
報

は
除

く
)の

開
示

請
求

。

熊
本

市
景

観
審

議
会

公
募

委
員

 公
募

選
考

に
つ

い
て

2全
員

の
応

募
原

稿
の

開
示

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
8
/
2
3

4.
応

募
原

稿
･第

一
次

選
考

評
価

と
面

接
･第

二
次

選
考

評
価

と
の

今
回

の
選

考
手

法
が

施
行

さ
れ

た
が

、
市

民
の

積
極

的
市

政
へ

の
積

極
的

参
画

を
、

応
募

原
稿

の
み

の
第

一
次

選
考

で
の

評
価

配
点

の
み

で
、

応
募

市
民

の
全

人
格

を
評

価
し

て
し

ま
う

の
は

、
公

募
委

員
応

募
市

民
の

人
格

権
の

侵
害

と
思

わ
れ

る
が

、
公

僕
に

よ
る

市
民

の
全

人
格

を
評

価
す

る
の

で
な

く
、

面
接

で
の

全
人

格
を

評
価

す
る

の
が

、
公

平
公

正
な

市
政

執
行

で
あ

る
と

信
じ

る
。

片
面

だ
け

で
の

評
価

配
点

で
あ

れ
ば

、
明

ら
か

に
人

が
人

を
片

面
だ

け
の

評
価

材
料

に
基

づ
き

裁
く

と
す

る
今

回
の

公
募

委
員

選
考

制
度

は
、

明
ら

か
に

市
民

権
の

剥
奪

で
あ

り
、

人
格

権
の

侵
害

で
あ

り
、

公
僕

と
し

て
の

職
権

乱
用

に
繋

が
る

執
行

で
あ

る
。

公
募

等
に

よ
り

市
民

の
幅

広
い

層
か

ら
の

選
考

に
際

し
、

市
政

へ
の

実
践

実
績

･市
政

へ
の

参
画

実
績

･全
て

の
物

の
考

え
方

･等
が

、
一

つ
の

応
募

原
稿

題
目

･8
00

字
以

内
･等

の
制

約
の

基
に

あ
る

だ
け

に
も

拘
ら

ず
、

特
定

の
必

要
な

人
材

が
前

提
に

な
け

れ
ば

、
片

面
の

個
人

情
報

だ
け

で
･応

募
原

稿
だ

け
で

･選
考

評
価

配
点

出
来

る
訳

が
な

い
。

そ
の

為
、

今
回

の
選

考
手

法
が

正
当

で
あ

る
･公

平
公

正
な

選
考

制
度

で
あ

る
･と

す
る

熊
本

市
条

例
理

念
等

･政
策

指
針

･経
営

指
針

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
熟

視
資

料
等

･A
3→

計
1枚

。
1.

私
の

応
募

原
稿

･応
募

命
題

･｢
熊

本
ら

し
い

景
観

に
つ

い
て

｣(
80

0字
以

内
)･

A
4→

1枚
。

2.
熊

本
市

景
観

審
議

会
の

公
募

委
員

の
選

考
･第

一
次

選
考

評
価

表
･熊

本
市

景
観

審
議

会
の

公
募

委
員

の
選

考
に

関
す

る
要

綱
→

(選
考

委
員

会
の

組
織

)･
第

4条
 2

 委
員

長
に

は
都

市
建

設
局

次
長

を
、

委
員

に
は

開
発

景
観

課
長

及
び

景
観

開
発

課
長

補
佐

を
も

っ
て

充
て

る
。

等
。

A
4→

1
枚

。

-101-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

34
9

8/
12

開
札

日
:7

月
25

日
 落

札
社

:○
○

㈱
工

事
名

:一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)和
泉

2
号

跨
道

橋
下

部
工

(A
1,

A
2)

工
事

【総
合

評
価

方
式

】
上

記
工

事
の

金
入

り
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)和
泉

2号
跨

道
橋

下
部

工
(A

1,
A

2)
工

事
【総

合
評

価
方

式
】

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
2
0

8
/
2
1

35
0

8/
12

開
札

日
:7

月
31

日
 落

札
者

:○
○

工
事

名
:都

市
計

画
事

業
 中

部
処

理
区

雨
水

吐
貯

留
管

(C
-7

)築
造

工
事

(5
57

工
区

)【
総

合
評

価
方

式
】

開
札

日
:7

月
31

日
 落

札
者

:鶴
田

土
木

工
業

工
事

名
:都

市
計

画
事

業
 中

部
処

理
区

と
貯

留
管

(C
-

18
,C

-2
0)

築
造

工
事

(5
48

工
区

)【
総

合
評

価
方

式
】

上
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-7
)築

造
工

事
(5

57
工

区
)

都
市

計
画

事
業

中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-1
8、

C
-2

0)
築

造
工

事
(5

48
工

区
)

の
金

入
設

計
書

開
示

8
/
1
5

8
/
2
1

35
1

8/
13

障
害

者
総

合
支

援
法

基
づ

く
自

立
支

援
給

付
に

関
す

る
事

(他
の

課
の

所
管

に
属

す
る

も
の

を
除

く
)3

年
分

日
常

生
活

用
具

全
部

 西
区

を
の

ぞ
く

(中
央

区
役

所
分

)

中
央

区
役

所
福

祉
課

日
常

生
活

用
具

申
請

関
係

書
類

中
央

区
役

所
分

(日
常

生
活

用
具

給
付

申
請

書
、

調
査

票
、

日
常

生
活

用
具

決
定

通
知

書
、

日
常

生
活

用
具

給
付

依
頼

通
知

書
、

日
常

生
活

用
具

給
付

申
請

に
係

る
決

定
内

容
に

つ
い

て
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
6

9
/
2

閲
覧

35
2

8/
13

障
害

者
総

合
支

援
法

基
づ

く
自

立
支

援
給

付
に

関
す

る
事

(他
の

課
の

所
管

に
属

す
る

も
の

を
除

く
)3

年
分

日
常

生
活

用
具

全
部

 西
区

を
の

ぞ
く

(東
区

役
所

分
)

東
区

役
所

福
祉

課

日
常

生
活

用
具

申
請

関
係

書
類

東
区

役
所

分
(日

常
生

活
用

具
給

付
申

請
書

、
調

査
書

、
日

常
生

活
給

付
決

定
通

知
書

、
日

常
生

活
用

具
給

付
依

頼
通

知
書

、
重

度
障

害
者

日
常

生
活

用
具

給
付

申
請

に
係

る
決

定
内

容
に

つ
い

て
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
2

9
/
2

閲
覧

35
3

8/
13

障
害

者
総

合
支

援
法

基
づ

く
自

立
支

援
給

付
に

関
す

る
事

(他
の

課
の

所
管

に
属

す
る

も
の

を
除

く
)3

年
分

日
常

生
活

用
具

全
部

 西
区

を
の

ぞ
く

(南
区

役
所

分
)

南
区

役
所

福
祉

課

日
常

生
活

用
具

申
請

関
係

書
類

南
区

役
所

分
(日

常
生

活
用

具
給

付
申

請
書

、
調

査
票

、
日

常
生

活
用

具
決

定
通

知
書

、
日

常
生

活
用

具
給

付
依

頼
通

知
書

、
日

常
生

活
用

具
給

付
申

請
に

係
る

決
定

内
容

に
つ

い
て

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
7

9
/
2

閲
覧

35
4

8/
13

障
害

者
総

合
支

援
法

基
づ

く
自

立
支

援
給

付
に

関
す

る
事

(他
の

課
の

所
管

に
属

す
る

も
の

を
除

く
)3

年
分

日
常

生
活

用
具

全
部

　
西

区
を

の
ぞ

く
(北

区
役

所
分

)

北
区

役
所

福
祉

課

日
常

生
活

用
具

申
請

関
係

書
類

北
区

役
所

分
(日

常
生

活
用

具
給

付
申

請
書

、
調

査
票

、
日

常
生

活
用

具
決

定
通

知
書

、
日

常
生

活
用

具
給

付
依

頼
通

知
書

、
日

常
生

活
用

具
給

付
申

請
に

係
る

決
定

内
容

に
つ

い
て

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
3

9
/
2

閲
覧

35
5

8/
13

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
25

年
5月

11
日

～
6月

10
日

届
出

分
)

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
(様

式
第

3号
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
6

8
/
2
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

35
6

8/
14

1.
○

○
ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
(熊

本
市

○
○

-△
-×

㈹
○

○
-○

○
○

○
2.

○
○

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
(熊

本
市

○
○

-△
-×

㈹
○

○
-

○
○

○
○

①
立

入
り

調
査

前
、

○
○

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
へ

調
査

に
入

る
旨

の
連

絡
を

さ
れ

た
年

.月
.日

(1
.2

.2
件

分
)

②
立

入
り

調
査

実
施

日
.

年
.月

.日
.時

間
.担

当
者

名
(1

.2
.2

件
分

)
③

立
入

調
査

の
実

施
内

容
の

全
て

(1
.2

.2
件

分
)

④
○

○
ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
(○

○
-△

-×
)開

設
時

の
管

理
者

D
r名

  
 ○

○
ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
(○

(○
-△

-×
) 

 〃
　

　
　

〃
  

  
 D

r名
開

示
お

願
い

し
ま

す

健
康

福
祉

子
ど

も
局

医
療

政
策

課

1.
○

○
ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
(熊

本
市

○
○

-△
-×

)
①

(別
紙

1)
平

成
23

年
度

無
床

診
療

所
立

入
検

査
の

実
施

に
つ

い
て

･起
案

文
･診

療
所

の
立

入
検

査
(定

期
)の

実
施

に
つ

い
て

(通
知

)
･施

設
表

･従
業

員
名

簿
･平

成
23

年
度

無
床

診
療

所
自

主
点

検
票

②
、

③
(別

紙
2)

平
成

23
年

度
診

療
所

立
入

検
査

実
施

報
告

書
及

び
通

知
に

つ
い

て
(第

2報
)の

内
の

以
下

の
文

書
･起

案
文

･平
成

23
年

度
診

療
所

立
入

検
査

実
施

報
告

書
及

び
通

知
に

つ
い

て
･診

療
所

立
入

調
査

結
果

に
つ

い
て

(通
知

)
④

(別
紙

3)
診

療
所

開
設

届
2.

○
○

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
(熊

本
市

○
○

-△
-×

)に
つ

い
て

④
(別

紙
④

)診
療

所
開

設
届

※
2.

○
○

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
(熊

本
市

○
○

-△
-×

)に
つ

い
て

①
②

③
に

つ
い

て
は

除
く

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
8
/
2
6

8
/
2
9

1.
○

○
ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
(熊

本
市

○
○

-△
-×

)に
つ

い
て

(別
紙

2)
平

成
23

年
度

診
療

所
立

入
検

査
実

施
報

告
書

及
び

通
知

に
つ

い
て

(第
2報

)の
内

の
以

下
の

文
書

･施
設

表
･従

業
員

名
簿

･自
主

点
検

票
上

記
事

項
は

、
不

開
示

と
し

ま
す

。

不
開

示
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
8
/
2
6

2.
○

○
ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
(熊

本
市

○
○

-△
-×

㈹
○

○
-○

○
○

○
)

①
立

入
り

調
査

前
、

○
○

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
へ

調
査

に
入

る
旨

の
連

絡
を

さ
れ

た
年

、
月

、
日

②
立

入
り

調
査

実
施

日
年

、
月

、
日

 時
間

 担
当

者
名

③
立

入
り

調
査

の
実

施
内

容
の

全
て

上
記

内
容

は
不

存
在

で
す

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

8
/
2
6

35
7

8/
16

■
桃

尾
墓

園
拡

張
整

備
事

業
(墓

園
整

備
)工

事
【総

合
評

価
方

式
】の

金
入

り
設

計
書

■
桃

尾
墓

園
拡

張
整

備
(公

園
部

分
そ

の
3)

工
事

【総
合

評
価

方
式

】の
金

入
り

設
計

書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

健
康

福
祉

政
策

課

桃
尾

墓
園

拡
張

整
備

事
業

(墓
地

整
備

)工
事

の
金

入
り

工
事

設
計

書
桃

尾
墓

園
拡

張
整

備
(公

園
部

分
そ

の
3)

工
事

の
金

入
り

工
事

設
計

書

開
示

8
/
2
6

8
/
2
9

35
8

8/
16

■
4号

街
区

公
園

整
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

所

｢4
号

街
区

公
園

整
備

工
事

｣の
金

入
り

設
計

書

開
示

8
/
2
7

8
/
2
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

35
9

8/
16

道
路

判
定

の
書

類
･H

25
 2

02
･H

17
 0

5-
22

0
(ｶ

ﾗ
ｰ

)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

の
書

類
･H

25
 2

02
･H

17
 0

5-
22

0
(ｶ

ﾗ
ｰ

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
1

8
/
2
1

36
0

8/
19

平
成

25
年

8月
7日

開
札

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 中

部
処

理
区

雨
水

吐
貯

留
管

(C
-1

3)
築

造
工

事
(5

58
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-1
3)

築
造

工
事

(5
58

工
区

)
の

金
入

設
計

書
開

示
8
/
2
1

8
/
2
1

36
1

8/
19

平
成

25
年

7月
23

日
変

更
契

約
 都

市
計

画
事

業
 加

勢
川

第
6排

水
区

雨
水

調
整

池
遮

水
工

事
(3

工
区

)
上

記
の

変
更

金
入

り
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
河

川
公

園
課

平
成

25
年

7月
23

日
変

更
契

約
 都

市
計

画
事

業
 加

勢
川

第
6排

水
区

雨
水

調
整

池
遮

水
工

事
(3

工
区

)の
変

更
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
2
9

8
/
2
9

36
2

8/
20

道
路

位
置

指
定

関
係

書
類

一
式

 S
39

-1
20

、
S
38

-0
82

、
S3

8-
01

1
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

位
置

指
定

関
係

書
類

一
式

S3
9-

12
0、

S
38

-0
82

、
S
38

-0
11

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
1

8
/
2
2

36
3

8/
21

平
成

25
年

度
 定

期
報

告
対

象
建

築
物

一
覧

(熊
本

市
分

)
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課
平

成
25

年
度

 定
期

報
告

対
象

建
築

物
一

覧
(熊

本
市

分
)

開
示

8
/
2
6

8
/
2
9

36
4

8/
21

ば
い

煙
発

生
施

設
の

届
出

情
報

(事
業

所
名

、
所

在
地

、
設

置
年

月
日

、
使

用
燃

料
の

種
類

と
燃

焼
能

力
、

施
設

の
種

類
、

型
式

)
C

D
R
希

望

環
境

局
環

境
政

策
課

ば
い

煙
発

生
施

設
の

届
出

情
報

(大
気

汚
染

防
止

法
及

び
熊

本
県

生
活

環
境

の
保

全
等

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

ば
い

煙
発

生
施

設
)

･工
場

又
は

事
業

場
の

名
称

･工
場

又
は

事
業

場
の

所
在

地
･法

、
条

例
の

区
分

･ば
い

煙
発

生
施

設
の

種
類

･ば
い

煙
発

生
施

設
の

設
置

年
月

日
･燃

料
の

種
類

･燃
料

の
燃

焼
能

力
･ば

い
煙

発
生

施
設

の
型

式

開
示

8
/
2
3

8
/
2
7

郵
送

36
5

8/
21

市
道

 東
本

町
東

町
第

2号
線

歩
道

改
良

工
事

(そ
の

2)
に

伴
う

公
共

下
水

道
改

良
工

事
(1

05
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

8月
19

日
開

札

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

市
道

東
本

町
東

町
第

2号
線

歩
道

改
良

工
事

(そ
の

2)
に

伴
う

公
共

下
水

道
改

良
工

事
(1

05
工

区
)

開
示

8
/
2
7

8
/
2
8

36
6

8/
21

開
札

日
:8

月
7日

 落
札

者
:㈱

○
○

工
事

名
:都

市
計

画
事

業
 中

部
処

理
区

雨
水

吐
貯

留
管

(C
-1

3)
築

造
工

事
(5

58
工

区
)【

総
合

評
価

方
式

】
上

記
工

事
の

金
入

り
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-1
3)

築
造

工
事

(5
58

工
区

)
の

金
入

設
計

書

開
示

8
/
2
3

8
/
2
8

36
7

8/
21

城
山

公
園

夜
間

照
明

設
備

工
事

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
設

備
課

城
山

公
園

夜
間

照
明

設
備

工
事

 金
入

設
計

書
開

示
8
/
2
3

8
/
2
3

36
8

8/
22

都
市

計
画

道
路

、
熊

本
市

城
山

線
、

縦
覧

図
書

(平
面

図
)

連
立

高
架

橋
付

近
、

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

(A
3)

都
市

建
設

局
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

｢都
市

計
画

道
路

熊
本

駅
城

山
線

｣縦
覧

図
書

連
立

高
架

橋
付

近
(田

崎
1丁

目
)付

近
の

平
面

図
(ｶ

ﾗ
ｰ

A
3

ｻ
ｲ
ｽ
ﾞ)

開
示

8
/
2
6

8
/
2
9

36
9

8/
22

位
置

指
定

道
路

関
係

一
式

S3
8-

07
7-

01
～

05
全

て
白

黒
で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

関
係

一
式

S3
8-

07
7-

01
～

05
全

て
白

黒
で

開
示

8
/
2
6

9
/
1
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

37
0

8/
22

社
会

福
祉

法
人

 ○
○

平
成

25
年

3月
期

資
金

収
支

計
算

書
事

業
収

支
計

算
書

貸
借

対
照

表
収

支
計

算
書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

社
会

福
祉

法
人

 ○
○

の
平

成
24

年
度

決
算

報
告

書

開
示

8
/
2
7

8
/
2
9

37
1

8/
22

社
会

福
祉

法
人

 ○
○

平
成

25
年

3月
期

資
金

収
支

計
算

書
事

業
収

支
計

算
書

貸
借

対
照

表
収

支
計

算
書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
平

成
25

年
3月

期
の

資
金

収
支

計
算

書
、

事
業

収
支

計
算

書
、

貸
借

対
照

表
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
7

8
/
2
9

37
2

8/
23

道
路

判
定

に
関

す
る

書
類

･1
3-

12
6

(ｶ
ﾗ
ｰ

)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

に
関

す
る

書
類

･1
3-

12
6

(ｶ
ﾗ
ｰ

)
開

示
8
/
2
6

8
/
2
7

37
3

8/
26

位
置

指
定

道
路

関
係

図
面

等
S4

6-
09

1-
2

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

関
係

図
面

等
S4

6-
09

1-
2

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
7

9
/
4

37
4

8/
26

平
成

25
年

8月
14

日
開

札
上

下
水

道
局

 下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-2
4)

築
造

(管
渠

)工
事

(5
50

工
区

)～
都

市
計

画
事

業
 中

部
処

理
区

雨
水

吐
貯

留
管

(C
-2

4)
築

造
(付

帯
)工

事
(6

09
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-2
4)

築
造

(管
渠

)工
事

(5
50

工
区

)
都

市
計

画
事

業
 中

部
処

理
区

雨
水

吐
貯

留
管

(C
-2

4)
築

造
(付

帯
)工

事
(6

09
工

区
)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
2
8

9
/
2

37
5

8/
26

平
成

25
年

8月
14

日
開

札
･西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
主

要
地

方
道

 宇
土

甲
佐

線
(木

原
工

区
)道

路
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

25
年

8月
14

日
開

札
主

要
地

方
道

宇
土

甲
佐

線
(木

原
工

区
)道

路
改

良
工

事
開

示
8
/
3
0

9
/
2

37
6

8/
26

平
成

25
年

8月
14

日
開

札
･北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
楠

団
地

第
2期

外
構

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

楠
団

地
第

2期
外

溝
工

事
金

入
設

計
書

開
示

8
/
2
8

9
/
2

37
7

8/
26

熊
本

市
に

あ
る

専
用

水
道

の
施

設
名

称
お

よ
び

所
在

地
、

確
認

年
月

日
又

は
届

出
年

月
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

熊
本

市
に

あ
る

専
用

水
道

の
施

設
名

称
、

所
在

地
及

び
確

認
年

月
日

又
は

届
出

年
月

日
開

示
8
/
2
9

9
/
2

37
8

8/
27

平
成

24
年

8月
29

日
開

札
上

下
水

道
局

 下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

11
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(1
22

工
区

)
上

記
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

11
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(1
22

工
区

)
上

記
1件

の
設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
3
0

9
/
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

37
9

8/
27

①
平

成
22

年
6月

よ
り

○
○

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
(○

○
-△

-×
)○

○
(○

○
)の

訪
問

診
療

往
診

に
あ

た
ら

れ
て

い
る

○
○

医
師

の
医

師
免

許
履

歴
書

の
開

示
願

い
ま

す
※

存
在

し
て

い
な

い
時

の
開

示
も

願
い

ま
す

。
②

平
成

23
年

○
月

○
日

、
○

○
ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
(○

○
-△

-×
)

診
療

所
開

設
時

、
管

理
者

、
○

○
医

師
外

1面
、

医
師

免
許

証
の

氏
名

開
示

願
い

ま
す

③
医

療
法

人
○

○
(○

○
-△

-×
)(

○
○

-△
-×

)
両

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
に

○
○

医
師

、
採

用
さ

れ
た

年
、

月
、

日
開

示
願

い
ま

す
※

存
在

し
な

い
場

合
も

開
示

願
い

ま
す

④
○

○
ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
(○

○
-△

-×
)平

成
22

年
6月

よ
り

、
管

理
者

○
○

医
師

か
ら

○
○

医
師

へ
、

○
○

(○
○

)の
訪

問
診

療
、

往
診

変
更

さ
れ

て
い

る
管

理
者

、
○

○
医

師
の

変
更

届
出

開
示

願
い

ま
す

※
存

在
し

な
い

時
も

開
示

願
い

ま
す

健
康

福
祉

子
ど

も
局

医
療

政
策

課

②
平

成
23

年
○

月
○

日
○

○
ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
(○

○
-△

-×
)診

療
所

開
設

時
管

理
者

○
○

医
師

外
1名

、
医

師
免

許
証

の
氏

名
開

示
願

い
ま

す
。

別
紙

1 
○

○
医

師
の

医
師

免
許

証
別

紙
2 

○
○

医
師

の
医

師
免

許
証

③
医

療
法

人
○

○
(○

○
-△

-×
)に

○
○

医
師

採
用

さ
れ

た
年

月
日

開
示

願
い

ま
す

。
※

存
在

し
な

い
場

合
も

開
示

願
い

ま
す

別
紙

3 
診

療
所

開
設

許
可

申
請

書
に

つ
い

て
･診

療
所

開
設

許
可

申
請

書
･従

業
員

名
簿

別
紙

4 
診

療
所

開
設

届

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
9

9
/
9

①
平

成
22

年
6月

よ
り

○
○

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
(○

○
-△

-×
)○

○
(○

○
)の

訪
問

診
療

、
往

診
に

あ
た

ら
れ

て
い

る
○

○
医

師
の

医
師

免
許

履
歴

書
の

開
示

願
い

ま
す

※
存

在
し

て
い

な
い

と
き

の
開

示
も

願
い

ま
す

。
③

医
療

法
人

○
○

(○
○

-△
-×

)に
○

○
医

師
採

用
さ

れ
た

年
月

日
開

示
願

い
ま

す
。

※
存

在
し

な
い

場
合

も
開

示
願

い
ま

す
④

○
○

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
(○

○
-△

-×
)平

成
22

年
6月

よ
り

、
管

理
者

○
○

医
師

か
ら

○
○

医
師

へ
○

○
(○

○
)の

訪
問

診
療

、
往

診
変

更
さ

れ
て

い
る

管
理

者
、

○
○

医
師

の
変

更
届

出
開

示
願

い
ま

す
※

存
在

し
な

い
時

も
開

示
願

い
ま

す

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

9
/
9

38
0

8/
27

道
路

判
定

台
帳

07
年

第
45

号
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

判
定

台
帳

07
年

第
45

号
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
8
/
3
0

9
/
5

38
1

8/
27

道
路

位
置

指
定

関
係

図
面

等
①

昭
和

45
年

6月
29

日
第

10
5号

②
昭

和
45

年
6月

5日
第

76
号

③
昭

和
42

年
10

月
11

日
第

22
7号

④
昭

和
42

年
9月

11
日

第
19

8号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

関
係

図
面

等
①

昭
和

45
年

6月
29

日
第

10
5号

②
昭

和
45

年
6月

5日
第

76
号

③
昭

和
42

年
10

月
11

日
第

22
7号

④
昭

和
42

年
9月

11
日

第
19

8号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
3

9
/
4

38
2

8/
28

平
成

25
年

8月
28

日
付

け
で

変
更

契
約

を
締

結
し

た
、

｢都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

45
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(1

30
工

区
)｣

の
金

入
り

変
更

設
計

書
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

45
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(1

30
工

区
)の

金
入

り
変

更
設

計
書

開
示

9
/
3

9
/
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

38
3

8/
28

○
熊

本
市

防
災

会
議

条
例

<危
機

管
理

防
災

総
室

>に
則

り
防

災
会

議
が

開
催

さ
れ

、
熊

本
市

内
の

避
難

場
所

が
新

ら
た

に
【森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ】

も
、

春
日

小
学

校
体

育
館

と
二

箇
所

が
春

日
小

学
校

区
住

民
の

避
難

場
所

に
追

加
さ

れ
た

と
の

事
。

そ
し

て
、

平
成

24
年

5月
31

日
付

で
、

熊
本

市
長

と
く

ま
も

と
森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ管

理
運

営
共

同
体

代
表

取
締

役
の

間
で

｢災
害

等
緊

急
時

に
お

け
る

施
設

利
用

の
協

力
に

関
す

る
覚

書
｣が

交
わ

さ
れ

た
と

の
事

。
こ

の
事

に
関

連
し

て
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
1.

【森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ】

を
新

ら
た

に
追

加
指

定
す

る
為

に
開

催
さ

れ
た

熊
本

市
防

災
会

議
が

開
催

さ
れ

た
年

月
日

時
場

所
･出

席
者

名
役

職
名

･の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2.

会
議

の
席

上
･【

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ】

を
新

ら
た

に
追

加
す

る
と

し
て

、
会

議
席

上
使

用
さ

れ
た

説
明

資
料

等
、

ま
た

、
【森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ】

を
新

ら
た

に
追

加
し

て
、

春
日

校
区

住
民

の
避

難
場

所
を

二
箇

所
指

定
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
く

な
っ

た
理

由
･法

的
根

拠
･等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3.

こ
の

時
の

熊
本

市
防

災
会

議
開

催
時

の
会

議
録

･質
疑

応
答

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

総
務

局
危

機
管

理
防

災
総

室

4 
白

川
洪

水
避

難
地

図
(洪

水
ﾊ

ｻ
ﾞｰ

ﾄﾞ
ﾏ

ｯ
ﾌ
ﾟ)
を

見
れ

ば
、

春
日

小
学

校
は

指
定

避
難

場
所

に
な

っ
て

お
り

、
市

政
だ

よ
り

で
は

、
春

日
小

学
校

と
森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞが

二
段

に
重

な
っ

て
指

定
避

難
場

所
と

な
っ

て
い

る
。

昨
年

の
避

難
勧

告
の

時
に

は
、

春
日

校
区

住
民

に
も

避
難

勧
告

が
な

さ
れ

、
春

日
小

学
校

は
外

さ
れ

、
信

号
機

二
つ

待
ち

の
南

方
･狭

小
春

日
ｺ
ﾐｾ

ﾝ
･へ

の
避

難
勧

告
に

変
更

さ
れ

て
い

る
。

に
も

拘
ら

ず
、

春
日

小
学

校
と

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞが

指
定

避
難

場
所

･二
箇

所
が

明
記

さ
れ

て
い

る
。

春
日

校
区

住
民

は
、

都
合

の
良

い
場

所
に

避
難

す
れ

ば
良

い
?と

の
市

政
だ

よ
り

記
述

を
判

断
し

て
の

避
難

避
行

と
な

っ
た

場
合

、
誰

が
ど

の
様

な
責

任
を

取
る

の
か

?全
く

無
責

任
と

思
わ

れ
る

が
、

指
定

避
難

場
所

･春
日

小
学

校
と

指
定

避
難

場
所

･森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞへ

の
避

難
に

は
、

ど
の

様
な

気
象

条
件

で
も

･両
方

に
避

難
出

来
る

の
か

?春
日

小
学

校
区

住
民

は
、

事
前

の
知

識
･

危
機

意
識

は
必

要
な

い
の

か
?ど

の
様

な
場

合
は

→
春

日
小

学
校

が
指

定
避

難
場

所
に

な
る

の
か

?→
気

象
条

件
等

･豪
雨

土
砂

崩
壊

危
険

性
大

の
場

合
は

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ

が
指

定
避

難
場

所
と

な
る

の
か

?等
の

区
分

は
･ﾏ

ﾆ
ｭ
ｱ

ﾙ
は

･要
綱

･取
扱

規
定

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

9
/
5

9
/
1
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4.
白

川
洪

水
避

難
地

図
(洪

水
ﾊ

ｻ
ﾞｰ

ﾄﾞ
ﾏ

ｯ
ﾌ
ﾟ)
を

見
れ

ば
、

春
日

小
学

校
は

指
定

避
難

場
所

に
な

っ
て

お
り

、
市

政
だ

よ
り

で
は

春
日

小
学

校
と

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞが

二
段

に
重

な
っ

て
指

定
避

難
場

所
と

な
っ

て
い

る
。

昨
年

の
避

難
勧

告
の

時
に

は
、

春
日

校
区

住
民

に
も

避
難

勧
告

が
な

さ
れ

、
春

日
小

学
校

は
外

さ
れ

、
信

号
機

二
つ

待
ち

の
南

方
･狭

小
春

日
ｺ
ﾐｾ

ﾝ
･へ

の
避

難
勧

告
に

変
更

さ
れ

て
い

る
。

に
も

拘
ら

ず
、

春
日

小
学

校
と

森
都

心
ﾌ
ﾞﾗ

ｻ
ﾞが

指
定

避
難

場
所

･
二

箇
所

が
明

記
さ

れ
て

い
る

。
春

日
校

区
住

民
は

、
都

合
の

良
い

場
所

に
避

難
す

れ
ば

良
い

?と
の

市
政

だ
よ

り
記

述
を

判
断

し
て

の
避

難
避

行
と

な
っ

た
場

合
、

誰
が

ど
の

様
な

責
任

を
取

る
の

か
?全

く
無

責
任

と
思

わ
れ

る
が

、
指

定
避

難
場

所
･春

日
小

学
校

と
指

定
避

難
場

所
･森

都
心

ﾌ
ﾞﾗ

ｻ
ﾞ

へ
の

避
難

に
は

、
ど

の
様

な
気

象
条

件
で

も
･両

方
に

避
難

出
来

る
の

か
?春

日
小

学
校

区
住

民
は

、
事

前
の

知
識

･危
機

意
識

は
必

要
な

い
の

か
?ど

の
様

な
場

合
は

→
春

日
小

学
校

が
指

定
避

難
場

所
に

な
る

の
か

?→
気

象
条

件
等

･
豪

雨
土

砂
崩

壊
危

険
性

大
の

場
合

は
森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞが

指
定

避
難

場
所

と
な

る
の

か
?等

の
区

分
は

･ﾏ
ﾆ

ｭ
ｱ

ﾙ
は

･要
綱

･取
扱

規
定

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

5.
白

川
洪

水
避

難
地

図
(洪

水
ﾊ

ｻ
ﾞｰ

ﾄﾞ
ﾏ

ｯ
ﾌ
ﾟ)
(平

成
23

年
3

月
改

定
)で

は
、

春
日

小
学

校
だ

け
が

指
定

避
難

場
所

と
な

っ
て

い
る

が
、

春
日

小
学

校
区

住
民

は
こ

の
儘

の
ﾊ

ｻ
ﾞｰ

ﾄﾞ
ﾏ

ｯ
ﾌ
ﾟの

修
正

･追
加

が
な

け
れ

ば
、

混
乱

を
引

き
起

こ
す

可
能

性
が

あ
る

。
い

つ
頃

に
は

･森
都

心
ﾌ
ﾞﾗ

ｻ
ﾞ･

を
追

加
記

入
す

る
の

か
?の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

5 
白

川
洪

水
避

難
地

図
(洪

水
ﾊ

ｻ
ﾞｰ

ﾄﾞ
ﾏ

ｯ
ﾌ
ﾟ)
(平

成
23

年
3

月
改

定
)で

は
、

春
日

小
学

校
だ

け
が

指
定

避
難

場
所

と
な

っ
て

い
る

が
、

春
日

小
学

校
区

住
民

は
こ

の
儘

の
ﾊ

ｻ
ﾞｰ

ﾄﾞ
ﾏ

ｯ
ﾌ
ﾟの

修
正

･追
加

が
な

け
れ

ば
、

混
乱

を
引

き
起

こ
す

可
能

性
が

あ
る

。
い

つ
頃

に
は

･森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ･

を
追

加
記

入
す

る
の

か
?の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

6 
｢市

民
の

皆
様

の
声

｣Q
避

難
場

所
に

つ
い

て
　

20
12

年
9

月
受

付
の

A
ご

回
答

い
た

し
ま

す
.担

当
課

総
務

局
危

機
管

理
防

災
総

室
に

よ
れ

ば
、

～
ま

た
、

昨
年

、
避

難
場

所
を

春
日

小
学

校
か

ら
急

遽
変

更
し

た
の

は
、

避
難

勧
告

発
令

の
要

因
が

｢土
砂

災
害

警
戒

情
報

｣に
基

づ
く

も
の

で
、

春
日

小
学

校
の

敷
地

の
一

部
が

土
砂

災
害

警
戒

区
域

に
か

か
っ

て
お

り
ま

し
た

。
と

こ
ろ

か
ら

一
時

的
に

避
難

場
所

を
変

更
し

た
も

の
で

あ
り

、
そ

の
他

の
災

害
に

お
い

て
は

春
日

小
学

校
を

一
時

避
難

所
と

し
て

指
定

し
て

い
る

も
の

で
す

の
で

、
今

後
の

計
画

等
に

つ
い

て
【県

と
連

携
し

て
】確

認
し

て
ま

い
り

ま
す

。
と

の
回

答
書

で
あ

っ
た

。
2)

ま
だ

解
除

さ
れ

て
い

な
い

な
ら

ば
、

何
時

解
除

さ
れ

る
の

か
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3)
【県

と
連

携
し

て
】と

あ
る

の
で

、
20

12
年

9月
以

降
･熊

本
市

が
熊

本
県

と
連

携
し

て
、

会
合

を
開

き
対

応
策

を
何

度
検

討
し

た
の

か
?と

、
熊

本
県

に
問

い
合

わ
せ

た
ら

全
く

何
の

相
談

も
連

絡
も

一
度

も
な

か
っ

た
･不

存
在

･と
の

事
で

あ
っ

た
。

回
答

書
の

【県
と

連
携

し
て

】と
の

回
答

の
熊

本
市

市
政

執
行

の
真

意
が

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6.
｢市

民
の

皆
様

の
声

｣Q
避

難
場

所
に

つ
い

て
20

12
年

9
月

受
付

の
A

ご
回

答
い

た
し

ま
す

○
担

当
課

総
務

局
危

機
管

理
防

災
総

室
に

よ
れ

ば
、

～
ま

た
、

昨
年

、
避

難
場

所
を

春
日

小
学

校
か

ら
急

遽
変

更
し

た
の

は
、

避
難

勧
告

発
令

の
要

因
が

｢土
砂

災
害

警
戒

情
報

｣に
基

づ
く

も
の

で
、

春
日

小
学

校
の

敷
地

の
一

部
が

土
砂

災
害

警
戒

区
域

に
か

か
っ

て
お

り
ま

し
た

と
こ

ろ
か

ら
一

時
的

に
避

難
場

所
を

変
更

し
た

も
の

で
あ

り
、

そ
の

他
の

災
害

に
お

い
て

は
春

日
小

学
校

を
一

時
避

難
場

所
と

し
て

指
定

し
て

い
る

も
の

で
す

の
で

、
今

後
の

計
画

等
に

つ
い

て
は

【県
と

連
携

し
て

】確
認

し
て

ま
い

り
ま

す
。

と
の

回
答

書
で

あ
っ

た
。

1)
一

時
的

に
避

難
場

所
を

変
更

し
た

と
あ

る
が

、
｢一

部
が

土
砂

災
害

警
戒

区
域

｣の
解

除
が

な
さ

れ
た

と
言

う
意

味
な

の
か

?の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2)

ま
だ

解
除

さ
れ

て
い

な
い

な
ら

ば
、

何
時

解
除

さ
れ

る
か

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3)

【県
と

連
携

し
て

】と
あ

る
の

で
、

20
12

年
9月

以
降

･熊
本

市
が

熊
本

県
と

連
携

し
て

、
会

合
を

開
き

対
応

策
を

何
度

検
討

し
た

の
か

?と
、

熊
本

県
に

問
い

合
わ

せ
た

ら
全

く
何

の
相

談
も

連
絡

も
一

度
も

な
か

っ
た

･不
存

在
･と

の
事

で
あ

っ
た

。
回

答
書

の
【県

と
連

携
し

て
】と

の
回

答
の

熊
本

市
市

政
執

行
の

真
意

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
4)

熊
本

市
は

、
春

日
校

区
住

民
の

安
全

安
心

の
指

定
避

難
場

所
の

確
保

を
図

っ
て

、
市

民
が

安
心

し
て

住
み

続
け

ら
れ

る
ま

ち
づ

く
り

を
確

立
す

る
の

か
?の

具
体

的
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

4)
熊

本
市

は
、

春
日

校
区

住
民

の
安

全
安

心
の

指
定

避
難

場
所

を
確

保
を

図
っ

て
、

市
民

が
安

心
し

て
住

み
続

け
ら

れ
る

ま
ち

づ
く

り
を

確
立

す
る

の
か

?の
具

体
的

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

5)
熊

本
市

内
で

、
今

だ
今

日
ま

で
、

自
主

防
災

ｸ
ﾗ
ﾌ
ﾞが

組
織

で
き

て
い

な
い

校
区

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
7 

｢森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ｣

の
5階

(ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞﾎ

ｰ
ﾙ

、
ﾎ

ﾜ
ｲ
ｴ

、
ﾗ
ｳ
ﾝ

ｼ
ﾞ、

多
目

的
室

、
控

室
等

)と
6階

(A
～

D
会

議
室

等
)が

指
定

避
難

場
所

と
の

事
。

5階
と

6階
は

、
椅

子
･机

･で
満

杯
で

あ
り

、
床

は
冷

た
い

ｺ
ﾝ

ｸ
ﾘｰ

ﾄ床
で

あ
る

。
春

日
校

区
住

民
が

避
難

し
て

ゆ
っ

く
り

暖
か

く
横

た
わ

り
過

ご
せ

る
場

所
の

畳
敷

き
の

部
屋

も
な

く
、

床
ﾏ

ｯ
ﾄ･

蒲
団

は
各

自
持

参
の

避
難

避
行

を
強

要
さ

れ
る

の
か

?と
危

惧
し

て
い

る
が

、
ど

の
様

な
指

定
避

難
場

所
･避

難
生

活
環

境
と

す
る

の
か

等
?わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

5)
熊

本
市

内
で

、
今

だ
今

日
ま

で
、

自
主

防
災

ｸ
ﾗ
ﾌ
ﾞが

組
織

で
き

て
い

な
い

校
区

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
7.

｢森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ｣

の
5階

(ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞﾎ

ｰ
ﾙ

、
ﾎ

ﾜ
ｲ
ｴ

、
ﾗ
ｳ
ﾝ

ｼ
ﾞ、

多
目

的
室

、
控

室
等

)と
6階

(A
～

D
会

議
室

等
)が

指
定

避
難

場
所

と
の

事
。

5階
と

6階
は

、
椅

子
･机

･で
満

杯
で

あ
り

、
床

は
冷

た
い

ｺ
ﾝ

ｸ
ﾘｰ

ﾄ床
で

あ
る

。
春

日
校

区
住

民
が

避
難

し
て

ゆ
っ

く
り

暖
か

く
横

た
わ

り
過

ご
せ

る
場

所
の

畳
敷

き
の

部
屋

も
な

く
、

床
ﾏ

ｯ
ﾄ･

蒲
団

は
各

自
持

参
の

避
難

避
行

を
強

要
さ

れ
る

の
か

?と
危

惧
し

て
い

る
が

、
ど

の
様

な
指

定
避

難
場

所
･避

難
生

活
環

境
と

す
る

の
か

等
?の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

1 
【森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ】

を
新

た
に

追
加

指
定

す
る

為
に

開
催

さ
れ

た
熊

本
防

災
会

議
が

開
催

さ
れ

た
年

月
日

時
場

所
･出

席
者

名
役

職
名

開
催

日
 平

成
24

年
5月

25
日

 9
時

00
分

場
所

 　
 熊

本
市

役
所

14
階

大
ﾎ

ｰ
ﾙ

出
席

者
名

役
職

名
の

写
し

2 
【森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ】

を
新

た
に

追
加

す
る

と
し

て
、

会
議

席
上

で
使

用
さ

れ
た

説
明

資
料

の
写

し
(一

部
)

3 
熊

本
市

防
災

会
議

開
催

時
の

会
議

録
の

写
し

開
示

9
/
5

9
/
1
2

38
4

8/
29

■
城

山
公

園
施

設
整

備
工

事
(1

期
工

事
)【

総
合

評
価

方
式

】の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

城
山

公
園

施
設

整
備

工
事

(1
期

工
事

)【
総

合
評

価
方

式
】

の
金

入
り

設
計

書
開

示
9
/
4

9
/
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

38
5

8/
29

工
作

物
確

認
書

類
(ｶ

ﾗ
ｰ

)
№

13
57

23
 平

成
13

年
9月

7日
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

工
作

物
確

認
書

類
(ｶ

ﾗ
ｰ

)
№

13
57

23
 平

成
13

年
9月

7日
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
9
/
2

9
/
2

38
6

8/
30

平
成

25
年

8月
21

日
開

札
環

境
局

 環
境

施
設

整
備

室
扇

田
環

境
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

旧
埋

立
処

分
場

跡
地

2工
区

利
活

用
整

備
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

環
境

局
環

境
施

設
整

備
室

扇
田

環
境

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

旧
埋

立
処

分
場

跡
地

2工
区

利
活

用
整

備
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
9
/
2

9
/
3

38
7

8/
30

平
成

25
年

8月
21

日
開

札
･上

下
水

道
局

 下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

6号
幹

線
及

び
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

42
工

区
)

･上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 東

部
処

理
区

雨
水

吐
貯

留
管

(E
-1

6)
築

造
工

事
(5

68
工

区
)

上
記

2件
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

6号
幹

線
及

び
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

42
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 東
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(E

-1
6)

築
造

工
事

(5
68

工
区

)
開

示
9
/
3

9
/
1
0

38
8

8/
30

平
成

25
年

8月
21

日
開

札
･西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
国

道
50

1号
(河

内
工

区
)道

路
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

25
年

8月
21

日
開

札
国

道
50

1号
(河

内
工

区
)道

路
改

良
工

事
開

示
9
/
2

9
/
3

38
9

8/
30

平
成

25
年

8月
23

日
開

札
･上

下
水

道
局

 水
道

整
備

課
北

区
植

木
町

山
本

17
77

番
地

付
近

φ
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
･上

下
水

道
局

 水
道

整
備

課
北

区
植

木
町

大
和

55
番

地
付

近
φ

15
0･

10
0･

50
粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

上
記

2件
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
大

和
55

番
地

付
近

φ
15

0･
10

0･
50

粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
(金

入
り

設
計

書
)

･北
区

植
木

町
山

本
17

77
番

地
付

近
φ

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

(金
入

り
設

計
書

)
開

示
9
/
3

9
/
1
0

39
0

8/
30

道
路

判
定

台
帳

B
-1

 番
号

07
年

第
33

1号
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

判
定

台
帳

B
-1

 番
号

07
年

第
33

1号
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
9
/
5

9
/
1
0

39
1

8/
30

平
成

25
年

8月
14

日
開

札
上

下
水

道
局

 管
路

維
持

課
南

区
野

口
3丁

目
17

番
付

近
φ

10
0･

75
粍

配
水

管
布

設
他

3件
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

･南
区

野
口

3丁
目

17
番

付
近

φ
10

0･
75

粍
配

水
管

布
設

他
3件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

9
/
5

9
/
1
0

39
2

8/
30

平
成

25
年

8月
23

日
開

札
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 河
川

公
園

整
備

課
砂

入
公

園
外

1公
園

施
設

改
修

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

砂
入

公
園

外
1公

園
施

設
改

修
工

事

開
示

9
/
2

9
/
1
0

-110-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

39
3

8/
30

開
札

日
 平

成
25

年
7月

31
日

 1
3時

10
分

工
事

名
 都

市
計

画
事

業
 中

部
処

理
区

雨
水

吐
貯

留
管

(C
-7

)築
造

工
事

(5
57

工
区

)【
総

合
評

価
方

式
】

開
札

日
 平

成
25

年
8月

14
日

 1
3時

30
分

工
事

名
 都

市
計

画
事

業
 中

部
汚

水
6号

幹
線

及
び

外
枝

線
合

流
改

善
下

水
道

築
造

(管
渠

)工
事

(5
31

工
区

)【
総

合
評

価
方

式
】～

都
市

計
画

事
業

 中
部

汚
水

6号
幹

線
及

び
外

枝
線

合
流

改
善

下
水

道
築

造
(付

帯
)工

事
(6

07
工

区
)

【総
合

評
価

方
式

】
上

記
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-7
)築

造
工

事
(5

57
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 中
部

汚
水

6号
幹

線
及

び
外

枝
線

合
流

改
善

下
水

道
築

造
(管

渠
)工

事
(5

31
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 中
部

汚
水

6号
幹

線
及

び
外

枝
線

合
流

改
善

下
水

道
築

造
(付

帯
)工

事
(6

07
工

区
)

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

9
/
9

9
/
1
0

39
4

8/
30

平
成

15
年

度
 0

3-
38

7
道

路
判

定
関

係
書

類
(ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

平
成

15
年

度
 0

3-
38

7
道

路
判

定
関

係
書

類
(ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
5

9
/
5

39
5

9/
2

■
熊

本
市

上
下

水
道

局
発

注
工

事
の

金
入

り
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

(内
訳

、
明

細
、

代
価

、
単

価
表

)
工

事
名

:都
市

計
画

事
業

 植
木

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

外
溝

工
事

(5
56

工
区

)

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

植
木

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

外
構

工
事

(5
56

工
区

)
の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
4

9
/
2
6

39
6

9/
2

『都
市

計
画

事
業

 東
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(E

-1
2、

E
-1

4)
築

造
工

事
(5

37
工

区
)』

の
金

入
り

設
計

書
を

お
願

い
し

ま
す

。
『都

市
計

画
事

業
 中

部
汚

水
6号

幹
線

合
流

改
善

下
水

道
築

造
(管

渠
)工

事
(5

03
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 中
部

汚
水

6号
幹

線
合

流
改

善
下

水
道

築
造

(付
帯

)工
事

(6
03

工
区

)』
の

金
入

り
設

計
書

を
お

願
い

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

･都
市

計
画

事
業

 東
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(E

-1
2,

E
-1

4)
築

造
工

事
(5

37
工

区
)

･都
市

計
画

事
業

 中
部

汚
水

6号
幹

線
合

流
改

善
下

水
道

築
造

(管
渠

)工
事

(5
30

工
区

)
･都

市
計

画
事

業
 中

部
汚

水
6号

幹
線

合
流

改
善

下
水

道
築

造
(付

帯
)工

事
(6

03
工

区
)

の
金

入
り

設
計

書

開
示

9
/
5

9
/
2
4

郵
送

39
7

9/
2

指
定

管
理

者
導

入
制

度
導

入
施

設
で

あ
る

、
熊

本
市

植
木

健
康

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

か
が

や
き

館
(所

管
部

署
:健

康
福

祉
子

ど
も

局
健

康
福

祉
政

策
課

)の
直

近
の

指
定

管
理

公
募

に
あ

た
っ

て
提

示
さ

れ
た

、
株

式
会

社
○

○
が

提
出

し
た

直
近

の
一

切
の

書
類

及
び

平
成

23
年

度
･平

成
24

年
度

の
収

支
報

告
書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

健
康

福
祉

政
策

課

平
成

21
年

度
に

公
募

さ
れ

た
熊

本
市

植
木

健
康

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

に
お

け
る

指
定

管
理

者
(株

式
会

社
○

○
)の

事
業

計
画

一
式

及
び

平
成

24
年

度
の

年
次

報
告

書
の

中
で

、
平

成
19

年
度

貸
借

対
照

表
、

収
支

計
算

書
、

定
款

、
登

記
簿

謄
本

、
労

働
者

災
害

補
償

保
険

加
入

証
明

書
、

納
税

証
明

書
、

収
支

計
算

書
、

収
支

計
算

積
算

内
訳

明
細

、
自

主
事

業
収

入
予

定
明

細
に

か
か

る
部

分
を

除
く

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
1
3

9
/
1
8

平
成

21
年

度
に

公
募

さ
れ

た
熊

本
市

植
木

健
康

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

に
お

け
る

指
定

管
理

者
(株

式
会

社
○

○
)の

事
業

計
画

一
式

及
び

平
成

24
年

度
の

年
次

報
告

の
中

で
、

平
成

19
年

度
貸

借
対

照
表

、
収

支
計

算
書

、
定

款
、

登
記

簿
謄

本
、

労
働

者
災

害
補

償
保

険
加

入
証

明
書

、
納

税
証

明
書

、
収

支
計

算
書

、
収

支
計

算
積

算
内

訳
明

細
、

自
主

事
業

収
入

予
定

明
細

に
係

る
部

分
に

つ
い

て

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
1
3

-111-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

39
8

9/
2

指
定

管
理

者
導

入
施

設
で

あ
る

、
熊

本
市

現
代

美
術

館
(所

管
部

署
:観

光
文

化
交

流
局

文
化

振
興

課
)の

直
近

の
指

定
管

理
公

募
に

あ
た

っ
て

提
示

さ
れ

た
、

○
○

が
提

出
し

た
直

近
の

一
切

の
書

類
及

び
平

成
23

年
度

･平
成

24
年

度
の

収
支

報
告

書

観
光

文
化

交
流

局
文

化
振

興
課

有
10

/1
7

指
定

管
理

者
導

入
施

設
で

あ
る

、
熊

本
市

現
代

美
術

館
(所

管
部

署
:観

光
文

化
交

流
局

文
化

振
興

課
)の

直
近

の
指

定
管

理
公

募
に

あ
た

っ
て

提
示

さ
れ

た
、

○
○

が
提

出
し

た
直

近
の

一
切

の
書

類
及

び
平

成
23

年
度

･平
成

24
年

度
の

収
支

報
告

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
7

1
0
/
8

39
9

9/
2

指
定

管
理

者
導

入
制

度
で

あ
る

、
熊

本
市

国
際

交
流

会
館

(所
管

部
署

:観
光

文
化

交
流

局
ｼ

ﾃ
ｨﾌ

ﾟﾛ
ﾓ

ｰ
ｼ

ｮﾝ
課

国
際

室
)の

直
近

の
指

定
管

理
公

募
に

あ
た

っ
て

提
示

さ
れ

た
、

○
○

が
提

出
し

た
直

近
の

一
切

の
書

類
及

び
平

成
23

年
度

･平
成

24
年

度
の

収
支

報
告

書

観
光

文
化

交
流

局
ｼ

ﾃ
ｨﾌ

ﾟﾛ
ﾓ

ｰ
ｼ

ｮﾝ
課

国
際

室

○
○

が
提

出
し

た
直

近
の

指
定

管
理

者
公

募
の

申
請

書
並

び
に

○
○

の
指

定
管

理
の

平
成

23
年

度
･平

成
24

年
度

の
収

支
報

告
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
1
3

9
/
1
8

40
0

9/
2

指
定

管
理

者
導

入
制

度
で

あ
る

、
熊

本
市

南
部

万
年

青
年

会
館

(所
管

部
署

:健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課
)の

直
近

の
指

定
指

定
管

理
公

募
に

あ
た

っ
て

提
示

さ
れ

た
、

○
○

が
提

出
し

た
直

近
の

一
切

の
書

類
及

び
平

成
23

年
度

･平
成

24
年

度
の

収
支

報
告

書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

熊
本

市
南

部
万

年
青

年
会

館
の

直
近

の
指

定
管

理
公

募
に

あ
た

っ
て

提
示

さ
れ

た
一

切
の

書
類

及
び

平
成

23
年

度
･平

成
24

年
度

の
収

支
報

告
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
3

9
/
2
7

40
1

9/
2

指
定

管
理

者
導

入
制

度
で

あ
る

、
熊

本
市

東
部

は
つ

ら
つ

交
流

会
館

(所
管

部
署

:健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課
)の

直
近

の
指

定
管

理
公

募
に

あ
た

っ
て

提
示

さ
れ

た
、

○
○

が
提

出
し

た
直

近
の

一
切

の
書

類
及

び
平

成
23

年
度

･平
成

24
年

度
の

収
支

報
告

書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

熊
本

市
東

部
は

つ
ら

つ
交

流
会

館
の

直
近

の
指

定
管

理
公

募
に

あ
た

っ
て

提
示

さ
れ

た
一

切
の

書
類

及
び

平
成

2
3

年
度

･平
成

24
年

度
の

収
支

報
告

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
3

9
/
2
7

40
2

9/
2

指
定

管
理

者
導

入
制

度
で

あ
る

、
熊

本
市

お
達

者
文

化
会

館
(所

管
部

署
:健

康
福

祉
子

ど
も

局
高

齢
介

護
福

祉
課

)
の

直
近

の
指

定
指

定
管

理
公

募
に

あ
た

っ
て

提
示

さ
れ

た
、

○
○

が
提

出
し

た
直

近
の

一
切

の
書

類
及

び
平

成
23

年
度

･平
成

24
年

度
の

収
支

報
告

書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

熊
本

市
お

達
者

文
化

会
館

の
直

近
の

指
定

管
理

公
募

に
あ

た
っ

て
提

示
さ

れ
た

一
切

の
書

類
及

び
平

成
23

年
度

･
平

成
24

年
度

の
収

支
報

告
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
3

9
/
2
7

40
3

9/
2

平
成

25
年

8月
1日

～
平

成
25

年
8月

31
日

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

(食
品

営
業

許
可

台
帳

)
※

屋
号

･営
業

所
所

在
地

･申
請

者
氏

名
･業

種
･営

業
所

電
話

番
号

･許
可

年
月

日
･許

可
満

了
日

等
に

つ
い

て
の

資
料

一
覧

表
(児

童
販

売
機

･露
店

営
業

を
除

く
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

8月
1日

～
平

成
25

年
8月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
機

、
臨

時
営

業
を

除
く

) 
計

63
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
氏

名
、

業
種

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
満

了
日

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
9月

4日
 1

5:
00

開
示

9
/
9

9
/
1
7

郵
送

40
4

9/
2

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【地
域

】熊
本

市
内

全
域

【対
象

】飲
食

店
営

業
(H

25
年

8月
1日

～
H

25
年

8月
31

日
の

新
規

営
業

許
可

)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【内
容

】･
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･営
業

者
氏

名
･初

許
可

年
月

日
･業

種
詳

細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

8月
1日

～
平

成
25

年
8月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

) 
計

63
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

営
業

者
氏

名
、

許
可

年
月

日
、

業
種

詳
細

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
9月

4日
 1

5:
30

開
示

9
/
9

9
/
1
3

郵
送

40
5

9/
2

平
成

25
年

8月
1日

か
ら

平
成

25
年

8月
31

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
、

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

8月
1日

～
平

成
25

年
8月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

) 
計

63
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

25
年

9月
4日

 1
6:

30

開
示

9
/
9

9
/
1
7

郵
送

-112-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

40
6

9/
3

道
路

位
置

指
定

S4
4-

45
8 

01
～

05
道

路
判

定
 1

0～
43

3 
01

～
10

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 S
44

-4
58

 0
1～

05
道

路
判

定
 1

0～
43

3 
01

～
10

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
5

9
/
5

40
7

9/
3

平
成

25
年

8月
1日

～
平

成
25

年
8月

31
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
(自

動
販

売
機

、
仮

設
営

業
、

移
動

販
売

業
、

臨
時

営
業

を
除

く
)

項
目

:屋
号

、
申

請
者

氏
名

、
営

業
所

所
在

地
　

　
　

営
業

所
電

話
番

号

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

8月
1日

～
平

成
25

年
8月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

) 
計

63
件

項
目

:屋
号

、
申

請
者

氏
名

、
屋

号
･商

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
9月

5日
 1

3:
00

開
示

9
/
9

9
/
1
2

40
8

9/
3

平
成

25
年

8月
1日

～
平

成
25

年
8月

31
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

美
容

室
一

覧
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

　
　

　
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
名

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

25
年

8月
1日

～
同

年
8月

31
日

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
の

確
認

が
あ

っ
た

美
容

所
一

覧
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
9

9
/
1
2

40
9

9/
3

建
築

確
認

番
号

 第
47

6号
 平

成
3年

7月
5日

熊
本

市
中

央
区

船
場

2丁
目

○
.○

.○
.○

.○
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

○
.○

-
△

H
4.

4-
27

.　
完

了
検

査
日

報

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

建
築

確
認

番
号

 第
47

6号
 平

成
3年

7月
5日

熊
本

市
中

央
区

船
場

2丁
目

○
.○

.○
.○

.○
.○

.○
-△

H
4.

4.
27

 完
了

検
査

日
報

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
5

9
/
6

41
0

9/
3

○
第

1回
南

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
を

平
成

25
年

6月
18

日
に

開
催

し
た

と
の

事
。

1.
こ

の
時

に
使

用
し

た
南

区
提

示
の

資
料

等
･ｽ

ﾗ
ｲ
ﾄﾞ

ｶ
ﾗ
ｰ

ｽ
ﾎ

ﾟｯ
ﾄ･

等
の

開
示

請
求

。
第

1回
以

降
･第

2回
も

開
催

さ
れ

て
い

れ
ば

、
そ

れ
以

降
の

分
も

含
む

。
2.

こ
の

時
の

出
席

者
名

･役
職

名
･場

所
･時

間
･会

議
録

･
質

疑
応

答
･等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3.

今
後

の
｢南

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
｣開

催
等

の
日

程
･ｽ

ｹ
ｼ

ﾞｭ
ｰ

ﾙ
等

、
議

題
･方

向
性

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

南
区

役
所

総
務

企
画

課

第
1回

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

(平
成

25
年

6月
18

日
開

催
)及

び
第

2回
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
(平

成
25

年
7月

25
日

開
催

)
の

①
南

区
提

示
の

資
料

(ﾊ
ﾟﾜ

ｰ
ﾎ

ﾟｲ
ﾝ

ﾄ含
む

)、
②

出
席

者
名

･役
職

名
･場

所
･時

間
･会

議
録

･質
疑

応
答

等
の

資
料

、
③

今
後

の
懇

話
会

開
催

の
日

程
･ｽ

ｹ
ｼ

ﾞｭ
ｰ

ﾙ
･議

題
･

方
向

性
等

が
分

か
る

資
料

開
示

9
/
1
3

9
/
1
7

41
1

9/
4

都
市

計
画

事
業

南
部

汚
水

12
号

幹
線

枝
線

合
流

改
善

下
水

道
築

造
工

事
(1

08
工

区
)

金
入

り
設

計
書

(設
計

変
更

に
伴

う
変

更
契

約
分

)

都
市

建
設

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

南
部

汚
水

12
号

線
枝

線
合

流
改

善
下

水
道

築
造

工
事

(1
08

工
区

)
の

金
入

り
変

更
設

計
書

開
示

9
/
5

9
/
9

41
2

9/
4

工
事

名
:(

仮
称

)麻
生

田
三

丁
目

公
園

整
備

工
事

工
事

場
所

:熊
本

市
北

区
麻

生
田

三
丁

目
地

内
上

記
、

件
名

の
工

事
設

計
書

(金
額

入
り

)を
請

求
い

た
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

(仮
称

)麻
生

田
三

丁
目

公
園

整
備

工
事

開
示

9
/
1
1

9
/
1
8

41
3

9/
4

(仮
称

)城
南

図
書

館
･児

童
館

新
設

工
事

金
入

設
計

書
(建

築
)

都
市

建
設

局
営

繕
課

(仮
称

)城
南

図
書

館
･児

童
館

新
築

工
事

に
お

け
る

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
4

9
/
5

41
4

9/
5

平
成

25
年

8月
28

日
開

札
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課
市

道
 合

志
市

須
屋

鶴
羽

田
4丁

目
第

1号
線

側
溝

改
良

工
事 上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

市
道

 合
志

市
須

屋
鶴

羽
田

4丁
目

第
1号

線
側

溝
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
9
/
1
1

9
/
1
8

-113-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

41
5

9/
5

『東
区

佐
土

原
2丁

目
7番

付
近

φ
15

0･
10

0粍
配

水
管

布
設

他
2件

工
事

』の
金

入
り

。
内

訳
書

、
科

目
内

訳
、

施
工

内
訳

ま
で

す
べ

て
お

願
い

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

･東
区

佐
土

原
2丁

目
7番

付
近

φ
15

0･
10

0粍
配

水
管

布
設

他
2件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

9
/
1
1

9
/
1
3

41
6

9/
6

4号
街

区
公

園
ﾄｲ

ﾚ
新

築
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
営

繕
課

金
入

り
設

計
書

 4
号

街
区

公
園

ﾄｲ
ﾚ
新

築
工

事
開

示
9
/
1
2

9
/
1
2

41
7

9/
6

平
成

25
年

8月
28

日
開

札
･北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
ﾗ
ﾝ

ﾌ
ﾟ1

号
橋

下
部

工
(P

6,
P
7)

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

25
年

8月
28

日
開

札
･一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
ﾗ
ﾝ

ﾌ
ﾟ1

号
橋

下
部

工
(P

6,
P
7)

工
事

金
入

設
計

書
 開

示
開

示
9
/
1
0

9
/
1
8

41
8

9/
6

平
成

25
年

8月
28

日
開

札
･上

下
水

道
局

 下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

1号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
59

工
区

)
･上

下
水

道
局

 下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

1号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

65
工

区
)

上
記

2件
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

平
成

25
年

8月
28

日
開

札
･上

下
水

道
局

 下
水

道
整

備
課

 都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

1号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
59

工
区

)
･上

下
水

道
局

 下
水

道
整

備
課

 都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

1号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
65

工
区

)
上

記
2件

の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
1
0

9
/
1
8

41
9

9/
6

平
成

25
年

8月
28

日
開

札
･東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 河
川

公
園

整
備

課
井

出
の

口
公

園
外

1公
園

木
製

複
合

遊
具

改
修

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

〈件
名

〉
井

出
の

口
公

園
外

1公
園

木
製

複
合

遊
具

改
修

工
事

開
示

9
/
1
2

9
/
1
8

42
0

9/
9

■
(仮

称
)麻

生
田

三
丁

目
公

園
整

備
工

事
【総

合
評

価
方

式
】の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

(仮
称

)麻
生

田
三

丁
目

公
園

整
備

工
事

【総
合

評
価

方
式

】
開

示
9
/
1
1

1
0
/
3

42
1

9/
10

○
○

保
育

所
の

平
成

23
年

度
･2

4年
度

の
実

施
さ

れ
ま

し
た

施
設

の
指

導
監

査
結

果
報

告
書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

指
導

監
査

課

･平
成

23
年

度
 ○

○
保

育
園

に
対

す
る

指
導

監
査

結
果

報
告

書
･平

成
24

年
度

 ○
○

保
育

園
に

対
す

る
指

導
監

査
結

果
報

告
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
1
8

9
/
2
0

42
2

9/
10

道
路

判
定

台
帳

99
-0

20
 平

成
11

年
度

04
-2

32
 平

成
16

年
度

99
-0

47
 平

成
11

年
度

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

 9
9-

02
0 

平
成

11
年

度
 0

4-
23

2 
平

成
16

年
度

 9
9-

04
7 

平
成

11
年

度

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
1

1
/
2
3

42
3

9/
10

平
成

24
年

11
月

頃
有

限
会

社
○

○
が

、
熊

本
市

か
ら

受
注

し
た

熊
本

市
道

杭
埋

設
業

務
に

つ
い

て
の

契
約

書
、

顛
末

書
2通

、
及

び
、

こ
れ

ら
と

関
連

す
る

一
連

の
書

類
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

･平
成

24
年

度
熊

本
市

道
杭

埋
設

測
量

業
務

委
託

の
契

約
書

及
び

顛
末

書
開

示
9
/
1
9

9
/
2
0

42
4

9/
11

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
25

年
6月

11
日

～
7月

10
日

届
出

分
)

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
(様

式
第

3号
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
2

9
/
2
7

42
5

9/
11

西
区

花
園

7丁
目

46
番

地
付

近
φ

20
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

西
区

花
園

7丁
目

46
番

地
付

近
φ

20
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書
開

示
9
/
1
2

9
/
1
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

42
6

9/
11

熊
本

市
観

光
文

化
交

流
局

ｼ
ﾃ

ｨﾌ
ﾟﾛ

ﾓ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

課
 国

際
室

平
成

24
年

4月
1日

か
ら

平
成

25
年

3月
31

日
ま

で
ﾌ
ｪ
ｱ

ﾄ
ﾚ
ｰ

ﾄﾞ
関

係
予

算
と

し
て

30
万

円
が

計
上

さ
れ

て
い

る
は

ず
で

あ
り

、
そ

の
支

出
内

容
が

わ
か

る
文

書
。

添
付

資
料

は
前

年
度

の
も

の
で

あ
り

、
こ

の
よ

う
に

支
出

内
容

を
整

理
し

て
、

新
た

に
作

成
し

た
文

書
で

も
か

ま
わ

な
い

。
な

お
添

付
資

料
に

つ
い

て
は

別
紙

で
説

明
す

る
。

観
光

文
化

交
流

局
ｼ

ﾃ
ｨﾌ

ﾟﾛ
ﾓ

ｰ
ｼ

ｮﾝ
課

国
際

室

平
成

24
年

度
ﾌ
ｪ
ｱ

ﾄﾚ
ｰ

ﾄﾞ
理

念
啓

発
に

伴
う

関
係

予
算

開
示

9
/
1
3

9
/
2
5

42
7

9/
11

本
日

(9
月

11
日

)に
て

現
地

で
見

さ
せ

て
も

ら
っ

た
、

○
○

周
辺

の
平

面
図

と
、

雨
水

管
閉

塞
写

真
(ﾓ

ﾙ
ﾀ
ﾙ

等
の

詰
ま

っ
た

)

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

9月
11

日
に

て
現

地
で

み
さ

せ
て

も
ら

っ
た

、
○

○
周

辺
の

平
面

図
と

、
雨

水
管

閉
塞

写
真

(ﾓ
ﾙ

ﾀ
ﾙ

等
の

詰
ま

っ
た

)
開

示
9
/
1
7

9
/
1
8

42
8

9/
12

平
成

25
年

7月
1日

か
ら

平
成

25
年

8月
31

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

不
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

企
画

振
興

局
区

政
推

進
課

平
成

25
年

7月
1日

か
ら

平
成

25
年

8月
31

日
ま

で
の

住
居

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
9

9
/
2
4

郵
送

42
9

9/
12

(開
札

日
)平

成
25

年
2月

27
日

(工
事

名
)一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
島

崎
高

架
橋

下
部

工
工

事
　

　
　

　
　

(設
計

変
更

に
伴

う
変

更
契

約
分

)
金

入
設

計
内

訳
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

島
崎

高
架

橋
下

部
工

工
事

(設
計

変
更

に
伴

う
変

更
契

約
分

)
金

入
設

計
書

開
示

9
/
1
9

9
/
2
0

43
0

9/
12

平
成

25
年

9月
4日

開
札

･北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)下

硯
川

高
架

橋
下

部
工

(P
1,

P
6)

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)下
硯

川
高

架
橋

下
部

工
(P

1,
P
6)

工
事

金
入

設
計

書
開

示
9
/
1
9

9
/
2
0

43
1

9/
12

平
成

25
年

9月
4日

開
札

･都
市

建
設

局
 鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

都
市

計
画

道
路

 上
熊

本
駅

西
口

線
橋

梁
下

部
工

工
事

(A
2)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
駅

西
口

線
橋

梁
下

部
工

工
事

(A
2)

金
入

設
計

書
開

示
9
/
1
7

9
/
2
0

43
2

9/
12

平
成

25
年

9月
4日

開
札

･上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 中

部
処

理
区

雨
水

吐
貯

留
管

(C
-2

7)
築

造
(管

渠
)工

事
(5

49
工

区
)～

都
市

計
画

事
業

 中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-2
7)

築
造

(付
帯

)工
事

(6
08

工
区

)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-2
7)

築
造

(管
渠

)工
事

(5
49

工
区

)
都

市
計

画
事

業
 中

部
処

理
区

吐
貯

留
管

(C
-2

7)
築

造
(付

帯
)工

事
(6

08
工

区
)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
9
/
1
3

9
/
2
0

43
3

9/
12

私
の

自
宅

の
ｹ

ﾝ
ﾁ

石
に

つ
い

て
建

築
指

導
課

が
作

成
し

た
H

21
.3

.1
3以

降
の

内
容

が
わ

か
る

書
類

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

私
の

自
宅

の
ｹ

ﾝ
ﾁ

石
に

つ
い

て
建

築
指

導
課

が
作

成
し

た
H

21
.3

.1
3日

以
降

の
内

容
が

わ
か

る
文

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
8

9
/
1
9

43
4

9/
12

熊
本

市
が

許
可

し
た

美
容

所
の

一
覧

･美
容

所
の

店
舗

名
･美

容
所

の
住

所

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

熊
本

市
が

確
認

し
た

美
容

所
一

覧
美

容
所

の
店

舗
名

美
容

所
の

住
所

開
示

9
/
1
8

9
/
1
9

-115-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

43
5

9/
12

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

届
出

の
う

ち
、

｢周
辺

見
取

図
｣

(1
:2

00
0程

度
)及

び
｢建

物
配

置
図

｣(
1:

50
0程

度
)の

白
黒

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

を
希

望
し

ま
す

。
･○

○
店

以
上

1店
舗

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

･平
成

25
年

○
月

○
日

付
け

で
届

出
の

あ
っ

た
｢○

○
店

｣
に

係
る

大
規

模
小

売
店

舗
届

出
書

に
添

付
さ

れ
た

｢周
辺

見
取

図
｣(

1:
1,

00
0)

及
び

｢平
面

図
兼

配
置

図
｣(

1:
30

0)
開

示
9
/
2
6

1
0
/
2

郵
送

43
6

9/
12

競
輪

場
選

手
宿

舎
外

壁
改

修
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
営

繕
課

競
輪

場
宿

舎
外

壁
改

修
工

事
 金

入
設

計
書

開
示

9
/
1
3

9
/
1
3

43
7

9/
13

○
○

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
(熊

本
市

南
区

○
○

-△
-×

.○
○

病
院

同
敷

地
)

〔期
間

〕平
成

25
年

5月
～

現
在

迄
の

介
護

給
付

費
の

請
求

出
さ

れ
て

い
る

か
出

さ
れ

て
い

れ
ば

請
求

金
額

が
分

か
る

資
料

の
開

示
を

、
お

願
い

し
ま

す

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

平
成

25
年

度
5月

か
ら

7月
ま

で
の

○
○

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
へ

の
介

護
給

付
費

開
示

9
/
2
4

9
/
2
5

43
8

9/
13

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

42
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

70
工

区
)

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

42
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

70
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
1
7

9
/
1
7

43
9

9/
13

道
路

判
定

 関
係

書
類

12
年

第
15

7号
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

判
定

関
係

書
類

12
年

第
15

7号
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
7

9
/
1
9

44
0

9/
17

熊
本

市
が

社
会

福
祉

施
設

及
び

社
会

福
祉

法
人

に
対

し
て

実
施

し
た

｢特
別

監
査

｣の
内

容
や

指
摘

の
中

身
、

法
人

等
の

改
善

状
況

等
が

わ
か

る
文

書
。

20
11

年
度

、
20

12
年

度
及

び
20

13
年

4月
1日

か
ら

同
9月

12
日

ま
で

に
実

施
さ

れ
た

特
別

監
査

の
分

で
、

熊
本

市
が

所
有

し
て

い
る

文
書

に
限

る
。

※
枚

数
等

が
知

り
た

い
の

で
開

示
決

定
前

に
ご

一
報

い
た

だ
け

ま
す

と
幸

い
で

す
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

指
導

監
査

課

20
11

年
度

か
ら

20
13

年
9月

12
日

ま
で

に
実

施
し

た
、

社
会

福
祉

施
設

及
び

社
会

福
祉

法
人

に
対

す
る

｢特
別

監
査

｣
の

内
容

や
指

摘
の

中
身

、
法

人
等

の
改

善
状

況
等

が
わ

か
る

文
書

(2
01

2年
1件

該
当

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
1

1
0
/
2

郵
送

44
1

9/
18

道
路

判
定

台
帳

平
成

13
年

度
 0

2-
01

9-
03

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

平
成

13
年

度
 0

2-
01

9-
03

開
示

9
/
1
9

9
/
1
9

44
2

9/
19

市
道

 京
町

1丁
目

2丁
目

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

維
持

課

工
事

名
:市

道
 京

町
1丁

目
2丁

目
線

舗
装

打
換

工
事

開
札

日
:平

成
25

年
9月

12
日

開
示

文
書

:金
入

設
計

書
開

示
9
/
2
7

9
/
2
7

44
3

9/
19

平
成

25
年

9月
19

日
付

け
で

契
約

し
た

｢都
市

計
画

事
業

南
部

汚
水

6号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
43

工
区

)｣
の

金
入

り
設

計
書

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 南
部

汚
水

6号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
43

工
区

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
9
/
2
5

1
0
/
7

44
4

9/
19

水
質

汚
濁

防
止

法
に

基
づ

く
特

定
施

設
の

届
出

の
う

ち
施

設
名

称
及

び
施

設
所

在
地

が
わ

か
る

も
の

環
境

局
水

保
全

課

○
水

質
汚

濁
防

止
法

の
特

定
施

設
に

基
づ

く
特

定
施

設
の

届
出

の
う

ち
、

事
業

場
の

名
称

及
び

所
在

地
が

わ
か

る
も

の
開

示
9
/
2
4

9
/
2
4

44
5

9/
19

平
成

25
年

9月
11

日
開

札
･西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
主

要
地

方
道

 宇
土

甲
佐

線
(木

原
工

区
)舗

装
工

事
･西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
国

道
50

1号
(飽

田
ﾊ

ﾞｲ
ﾊ

ﾟｽ
)管

渠
敷

設
(そ

の
1)

工
事

上
記

2件
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

25
年

9月
11

日
開

札
主

要
地

方
道

宇
土

甲
佐

線
(木

原
工

区
)舗

装
工

事
国

道
50

1号
(飽

田
ﾊ

ﾞｲ
ﾊ

ﾟｽ
)管

渠
敷

設
(そ

の
1)

工
事

開
示

9
/
2
4

9
/
2
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

44
6

9/
19

道
路

位
置

指
定

昭
和

54
年

9月
27

日
 指

令
(計

建
)第

63
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

昭
和

54
年

9月
27

日
 指

令
(計

建
)第

63
号

開
示

9
/
2
0

9
/
2
0

44
7

9/
19

産
業

道
路

(中
央

区
九

品
寺

4丁
目

付
近

)φ
50

0粍
配

水
管

布
設

工
事

の
金

入
り

内
訳

書
、

科
目

内
訳

、
施

工
内

訳
ま

で
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

産
業

道
路

(中
央

区
九

品
寺

４
丁

目
付

近
)φ

50
0粍

配
水

管
布

設
工

事
上

記
の

設
計

金
額

の
内

訳
書

･科
目

内
訳

･施
工

内
訳

金
額

入
工

事
設

計
書

開
示

9
/
2
7

1
0
/
1
6

44
8

9/
20

(工
事

名
)

北
区

植
木

町
舟

島
44

4-
1番

地
付

近
φ

50
粍

配
水

管
布

設
工

事
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
舟

島
44

4-
1番

地
付

近
φ

50
粍

配
水

管
布

設
件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

9
/
2
4

9
/
2
5

44
9

9/
20

道
路

位
置

台
帳

S5
2-

00
9

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

台
帳

 S
52

-0
09

開
示

9
/
2
0

9
/
3
0

45
0

9/
24

09
-1

33
-0

1～
08

道
路

判
定

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

09
-1

33
-0

1～
08

道
路

判
定

開
示

9
/
2
5

9
/
2
6

45
1

9/
25

『東
区

水
源

2丁
目

φ
90

0粍
配

水
管

布
設

替
及

び
推

進
工

事
』の

金
入

り
設

計
書

を
お

願
い

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･東
区

水
源

2丁
目

φ
90

0粍
配

水
管

布
設

替
及

び
推

進
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

内
訳

明
細

書
開

示
9
/
3
0

1
0
/
3
1

郵
送

45
2

9/
25

･城
山

公
園

施
設

整
備

工
事

(1
期

工
事

)
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

城
山

公
園

施
設

整
備

工
事

(1
期

工
事

)【
総

合
評

価
方

式
】

の
金

入
り

設
計

書
開

示
9
/
3
0

1
0
/
3

45
3

9/
26

昭
和

55
-0

64
道

路
位

置
指

定
申

請
の

許
可

書
(一

式
)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

昭
和

55
-0

64
道

路
位

置
指

定
申

請
の

許
可

書
(一

式
)

開
示

9
/
3
0

9
/
3
0

45
4

9/
26

下
記

道
路

の
道

路
形

状
が

確
認

で
き

る
資

料
(平

面
図

又
は

計
画

平
面

図
)の

ご
提

供
を

お
願

い
し

ま
す

。
(平

面
図

縮
尺

1/
50

0～
1/

20
00

程
度

希
望

)
■

一
般

県
道

23
2号

 小
池

竜
田

線
 熊

本
市

東
区

小
峯

付
近

(0
.7

6k
m

)
　

平
成

25
年

10
月

上
旬

供
用

開
始

予
定

区
間

■
子

飼
橋

(熊
本

市
中

央
区

)平
成

25
年

9月
24

日
供

用
開

始

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

下
記

道
路

の
道

路
形

状
が

確
認

で
き

る
資

料
･一

般
県

道
 小

池
竜

田
線

(小
峯

付
近

)
･子

飼
橋

開
示

1
0
/
3

1
0
/
1
8

郵
送

45
5

9/
26

開
発

許
可

番
号

 指
令

(開
景

)発
第

19
-2

14
8号

許
可

日
 平

成
19

年
11

月
19

日
･公

共
施

設
求

積
図

(四
方

寄
町

字
上

ﾉ
迫

○
番

に
接

す
る

付
近

)
･公

共
施

設
求

積
表

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

指
令

(開
景

)第
19

-2
14

8号
、

平
成

19
年

11
月

19
日

付
け

の
開

発
許

可
に

関
す

る
公

共
施

設
求

積
図

、
公

共
施

設
求

積
表

(四
方

寄
町

字
上

ﾉ
迫

○
番

に
接

す
る

付
近

)
開

示
1
0
/
4

1
0
/
1
5

郵
送

45
6

9/
26

･(
仮

称
)麻

生
田

三
丁

目
公

園
整

備
工

事
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

(仮
称

)麻
生

田
三

丁
目

公
園

整
備

工
事

【総
合

評
価

方
式

】
開

示
1
0
/
9

1
0
/
1
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

45
7

9/
26

･4
号

街
区

公
園

整
備

工
事

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
所

｢4
号

街
区

公
園

整
備

工
事

｣の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
0
/
1

1
0
/
1
0

45
8

9/
26

･市
道

子
飼

本
町

大
江

6丁
目

第
1号

線
街

路
樹

剪
定

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

子
飼

本
町

大
江

6丁
目

第
1号

線
街

路
樹

剪
定

業
務

委
託

(金
入

設
計

書
)

開
示

1
0
/
2

1
0
/
1
0

45
9

9/
26

･改
寄

町
北

部
坪

井
農

道
伐

採
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
北

区
役

所
農

業
振

興
課

北
部

分
室

改
寄

町
北

部
坪

井
農

道
伐

採
業

務
委

託
開

示
9
/
3
0

1
0
/
1
0

46
0

9/
26

･桃
尾

墓
園

除
草

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

健
康

福
祉

政
策

課

桃
尾

墓
園

除
草

業
務

委
託

の
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
1

1
0
/
3

46
1

9/
27

平
成

24
年

9月
5日

開
札

上
下

水
道

局
 水

道
整

備
課

健
軍

水
源

地
か

ら
庄

口
公

園
南

側
間

φ
80

0粍
配

水
管

推
進

工
事

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

健
軍

水
源

地
か

ら
庄

口
公

園
南

側
間

φ
80

0粍
配

水
管

推
進

工
事

上
記

の
金

入
り

変
更

設
計

書
開

示
1
0
/
1

1
0
/
4

46
2

9/
27

○
私

の
｢市

長
へ

の
手

紙
｣へ

の
回

答
と

し
て

、
以

下
の

回
答

と
な

っ
て

い
る

。
こ

の
回

答
文

の
内

容
に

つ
い

て
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

1.
3)

清
水

寺
下

を
下

る
迂

回
付

替
え

道
路

の
安

全
安

心
の

市
民

の
生

命
を

守
る

舗
道

は
、

い
つ

着
手

竣
工

す
る

の
か

等
の

計
画

表
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

開
示

1
0
/
1
1

1
0
/
2
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

『 
立

春
と

は
い

え
、

寒
い

日
が

続
い

て
お

り
ま

す
。

 こ
の

た
び

は
、

お
手

紙
を

い
た

だ
き

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
。

 ご
意

見
を

い
た

だ
き

ま
し

た
五

反
･春

日
寺

ﾊ
ﾞｽ

停
に

つ
き

ま
し

て
、

担
当

課
か

ら
の

報
告

を
踏

ま
え

ま
し

て
ご

回
答

い
た

し
ま

す
。

 お
手

紙
に

あ
る

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

地
区

内
に

お
け

る
路

線
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄの

変
更

に
つ

き
ま

し
て

は
、

東
西

に
走

る
春

日
池

上
線

の
暫

定
供

用
に

あ
わ

せ
て

実
施

す
る

も
の

で
あ

り
、

地
元

説
明

会
等

を
通

じ
ま

し
て

、
地

域
の

皆
様

か
ら

様
々

な
ご

意
見

を
い

た
だ

い
て

い
る

と
こ

ろ
で

ご
ざ

い
ま

す
。

 そ
の

説
明

会
等

で
お

話
を

し
て

い
る

と
こ

ろ
と

存
じ

ま
す

が
、

現
在

の
ﾙ

ｰ
ﾄを

維
持

す
る

た
め

に
は

、
今

回
、

改
良

の
ご

提
案

を
い

た
だ

き
ま

し
た

春
日

池
上

線
と

新
幹

線
高

架
が

交
差

す
る

場
所

の
交

差
点

処
理

が
障

害
と

な
っ

て
お

り
ま

す
。

 具
体

的
に

は
、

春
日

池
上

線
の

祇
園

橋
方

面
か

ら
区

画
道

路
へ

侵
入

す
る

際
の

右
折

と
、

区
画

道
路

か
ら

春
日

池
上

線
へ

の
左

折
が

、
道

路
構

造
や

安
全

対
策

の
問

題
で

非
常

に
困

難
で

あ
り

、
暫

定
整

備
の

段
階

で
は

、
直

近
の

踏
切

や
道

路
幅

員
の

関
係

で
更

に
厳

し
い

状
況

と
な

り
ま

す
。

1.
1)

自
動

車
の

通
行

や
ﾊ

ﾞｽ
利

用
者

の
方

々
の

状
況

を
考

慮
し

て
、

今
ま

で
に

ど
の

様
な

考
慮

を
し

た
と

す
る

｢考
慮

し
た

と
す

る
｣資

料
等

の
開

示
請

求
。

2.
2)

｢再
度

見
直

し
の

検
討

を
進

め
る

｣と
の

決
意

が
記

述
さ

れ
て

い
る

が
、

そ
の

後
、

ど
の

様
な

再
検

討
が

な
さ

れ
た

の
か

等
の

わ
か

る
資

料
等

･再
検

討
内

容
･議

論
の

場
所

･年
月

日
時

･出
席

者
役

職
名

･会
議

録
等

の
開

示
請

求
。

不
開

示
5
号

　
審

議
、

検
討

に
関

す
る

情
報

1
0
/
1
1

1.
1)

自
動

車
の

通
行

や
ﾊ

ﾞｽ
利

用
者

の
方

々
の

状
況

を
考

慮
し

て
、

今
ま

で
に

ど
の

様
な

考
慮

を
し

た
と

す
る

｢実
績

調
査

｣資
料

等
の

開
示

請
求

。
2)

特
に

、
B

地
点

、
C

地
点

で
の

歩
行

者
･自

転
車

･身
障

者
等

に
対

し
て

、
ど

の
よ

う
な

考
慮

を
し

た
か

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2.
1)

今
ま

で
に

、
｢地

域
住

民
の

皆
様

に
ご

意
見

を
お

聞
き

し
な

が
ら

、
｣の

聞
き

取
り

調
査

の
実

績
簿

等
、

こ
れ

を
基

に
庁

内
で

ど
の

よ
う

な
分

析
審

議
し

た
か

等
の

わ
か

る
議

事
録

、
会

議
録

等
の

開
示

請
求

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
0
/
1
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

46
3

9/
27

　
こ

れ
ま

で
、

地
域

の
皆

様
か

ら
の

ご
意

見
も

踏
ま

え
、

関
係

機
関

と
も

協
議

･検
討

し
て

ま
い

り
ま

し
た

が
、

春
日

池
上

線
の

暫
定

二
車

線
整

備
の

段
階

で
は

、
こ

れ
ら

の
課

題
を

解
決

す
る

こ
と

が
困

難
な

状
況

の
た

め
、

現
在

の
市

道
を

経
由

す
る

ﾙ
ｰ

ﾄか
ら

、
春

日
池

上
線

を
経

由
す

る
ﾙ

ｰ
ﾄに

切
り

替
え

を
行

う
も

の
で

ご
ざ

い
ま

す
。

　
今

後
も

、
春

日
池

上
線

の
完

成
に

向
け

、
新

幹
線

開
業

後
の

自
動

車
の

通
行

や
ﾊ

ﾞｽ
利

用
者

の
方

々
の

状
況

を
考

慮
す

る
と

と
も

に
、

地
域

の
皆

様
の

ご
意

見
を

お
聴

き
し

な
が

ら
、

再
度

見
直

し
の

検
討

を
進

め
て

ま
い

り
ま

す
の

で
ご

理
解

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
　

今
後

と
も

、
熊

本
市

政
へ

の
ご

理
解

と
ご

協
力

を
お

願
い

申
し

上
げ

ま
す

と
と

も
に

、
末

川
様

の
益

々
の

ご
健

勝
を

祈
念

い
た

し
ま

す
。

平
成

二
十

三
年

二
月

十
五

日
○

○
様

』
1.

市
長

へ
の

手
紙

･回
答

日
付

･か
ら

、
二

年
七

カ
月

経
過

し
た

が
、

｢今
後

も
、

春
日

池
上

線
の

完
成

に
向

け
、

新
幹

線
開

業
後

の
自

動
車

の
通

行
や

ﾊ
ﾞｽ

利
用

者
の

方
々

の
状

況
を

考
慮

す
る

と
と

も
に

、
｣と

あ
る

が
、

1)
自

動
車

の
通

行
や

ﾊ
ﾞｽ

利
用

者
の

方
々

の
状

況
を

考
慮

し
て

、
今

ま
で

に
ど

の
様

な
考

慮
を

し
た

と
す

る
実

績
調

査
･

考
慮

し
た

と
す

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2)
特

に
、

B
地

点
･C

地
点

･で
の

歩
行

者
･自

転
車

･身
障

者
･等

に
対

し
て

、
ど

の
様

な
考

慮
を

し
た

か
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

企
画

振
興

局
広

聴
課

○
私

の
｢市

長
へ

の
手

紙
｣の

回
答

文
の

内
容

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

1.
市

長
へ

の
手

紙
･回

答
日

付
か

ら
、

二
年

七
カ

月
経

過
し

た
が

、
｢今

後
も

、
春

日
池

上
線

の
完

成
に

向
け

、
新

幹
線

開
業

後
の

自
動

車
の

通
行

や
ﾊ

ﾞｽ
利

用
者

の
方

々
の

状
況

を
考

慮
す

る
と

1)
自

動
車

の
通

行
や

ﾊ
ﾞｽ

利
用

者
の

方
々

の
状

況
を

考
慮

し
て

、
今

ま
で

に
ど

の
様

な
考

慮
を

し
た

と
す

る
実

績
調

査
、

考
慮

し
た

と
す

る
資

料
等

。
2)

特
に

、
B

地
点

･C
地

点
で

の
歩

行
者

･自
転

車
･身

障
者

等
に

対
し

て
、

ど
の

様
な

考
慮

を
し

た
か

等
の

わ
か

る
資

料
等 3)

清
水

寺
下

を
下

る
迂

回
･付

替
え

道
路

は
車

の
走

行
が

激
し

く
、

歩
行

者
自

転
車

等
で

の
通

行
は

、
危

険
性

が
一

杯
で

あ
る

。
自

己
防

衛
も

ま
ま

な
ら

ず
、

安
全

安
心

の
維

持
確

保
が

考
慮

さ
れ

て
い

な
い

迂
回

･付
替

え
道

路
で

あ
る

。
車

専
用

道
路

な
の

か
。

以
前

か
ら

、
歩

道
を

新
設

す
る

の
で

道
路

が
狭

く
な

り
、

定
期

ﾊ
ﾞｽ

の
運

行
が

出
来

な
い

と
し

て
、

祇
園

橋
か

ら
古

道
踏

切
り

を
渡

り
、

右
折

が
不

可
能

と
し

て
、

春
日

寺
前

ﾊ
ﾞｽ

停
･五

反
ﾊ

ﾞｽ
停

を
剥

奪
し

、
熊

本
市

事
業

主
･第

二
工

区
･新

設
･春

日
池

上
線

を
直

進
し

て
の

花
岡

山
中

腹
か

ら
裾

野
一

帯
･第

一
種

住
居

地
域

･住
民

千
二

百
余

名
居

住
地

帯
を

行
政

の
怠

慢
･不

作
為

の
為

、
公

共
交

通
不

便
地

域
に

陥
落

さ
せ

ら
れ

た
。

そ
の

懇
願

を
な

す
、

迂
回

付
替

え
道

路
の

安
全

安
心

の
市

民
の

生
命

を
守

る
舗

道
は

、
何

時
着

手
竣

工
す

る
の

か
等

の
計

画
表

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等
の

わ
か

る
資

料

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
0
/
3

1
0
/
2
2

3)
清

水
寺

下
を

下
る

迂
回

･付
替

え
道

路
は

、
車

の
走

行
が

激
し

く
、

歩
行

者
自

伝
者

等
で

の
通

行
は

、
危

険
性

が
一

杯
で

あ
る

。
自

己
防

衛
も

儘
な

ら
ず

、
安

全
安

心
の

維
持

確
保

が
考

慮
さ

れ
て

い
な

い
迂

回
･付

替
え

道
路

で
あ

る
。

車
専

用
道

路
な

の
か

?
以

前
か

ら
、

舗
道

を
新

設
す

る
の

で
･道

路
が

狭
く

な
り

、
定

期
ﾊ

ﾞｽ
の

運
行

が
出

来
な

い
と

し
て

、
祗

園
橋

か
ら

古
道

踏
切

り
を

渡
り

･右
折

が
不

可
能

･と
し

て
、

春
日

寺
前

ﾊ
ﾞｽ

停
･

五
反

ﾊ
ﾞｽ

停
･を

剥
奪

し
、

熊
本

市
事

業
主

･第
二

工
区

･新
設

･春
日

池
上

線
を

直
進

し
て

の
花

岡
山

中
腹

か
ら

裾
野

一
帯

･第
一

種
住

居
地

域
･住

民
千

二
百

余
名

居
住

地
帯

･
を

行
政

の
怠

慢
･不

作
為

の
為

、
公

共
交

通
不

便
地

域
に

陥
落

さ
せ

ら
れ

た
。

そ
の

悃
願

を
な

す
･迂

回
付

替
え

道
路

･の
安

全
安

心
の

市
民

の
生

命
を

守
る

舗
道

は
、

何
時

･
着

手
竣

工
･す

る
の

か
当

の
計

画
表

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2.
｢地

域
の

皆
様

の
ご

意
見

を
お

聴
き

し
な

が
ら

、
再

度
見

直
し

の
検

討
を

進
め

て
ま

い
り

ま
す

｣と
あ

る
が

、
1)

今
ま

で
に

、
｢地

域
の

皆
様

の
ご

意
見

を
お

聴
き

し
な

が
ら

、
｣の

聞
き

取
り

調
査

の
実

績
簿

等
、

こ
れ

を
基

に
庁

内
で

ど
の

様
な

分
析

審
議

し
た

か
等

の
わ

か
る

議
事

録
、

会
議

録
等

2)
｢再

度
見

直
し

の
検

討
を

進
め

る
｣と

の
決

意
が

記
述

さ
れ

て
い

る
が

、
そ

の
後

、
ど

の
様

な
再

検
討

が
な

さ
れ

た
の

か
等

の
わ

か
る

資
料

等
･再

検
討

内
容

･議
論

の
場

所
･年

月
日

時
･出

席
者

名
役

職
名

･会
議

録
等
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

46
4

9/
27

2.
｢地

域
の

皆
様

の
ご

意
見

を
お

聴
き

し
な

が
ら

、
再

度
見

直
し

の
検

討
を

進
め

て
ま

い
り

ま
す

｣と
あ

る
が

、
1)

今
ま

で
に

、
｢地

域
の

皆
様

の
ご

意
見

を
お

聴
き

し
な

が
ら

、
｣の

聞
き

取
り

調
査

の
実

績
簿

･等
、

こ
れ

を
基

に
･庁

内
で

ど
の

様
な

分
析

審
議

し
た

か
･等

の
わ

か
る

議
事

録
会

議
録

･等
の

開
示

請
求

。
2)

｢再
度

見
直

し
の

検
討

を
進

め
る

｣と
の

決
意

が
記

述
さ

れ
て

い
る

が
、

そ
の

後
、

ど
の

様
な

再
検

討
が

な
さ

れ
た

の
か

･
等

の
わ

か
る

資
料

等
･再

検
討

内
容

･議
論

の
場

所
･年

月
日

時
･出

席
者

名
役

職
名

･会
議

録
･等

の
開

示
請

求
。

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室

1-
1)

請
求

人
宛

の
｢市

長
へ

の
手

紙
｣の

回
答

に
あ

る
｢新

幹
線

開
業

後
の

自
動

車
の

通
行

や
バ

ス
利

用
者

の
状

況
｣

を
考

慮
し

て
、

今
ま

で
に

ど
の

様
な

考
慮

を
し

た
と

す
る

実
績

調
査

･考
慮

し
た

と
す

る
資

料
等

1-
2開

示
請

求
書

図
中

B
地

点
･C

地
点

で
の

歩
行

者
･自

転
車

･身
障

者
等

に
対

し
て

、
ど

の
よ

う
な

考
慮

を
し

た
か

等
の

わ
か

る
資

料
1-

3)
清

水
寺

下
を

下
る

迂
回

･付
替

え
道

路
の

舗
道

は
何

時
着

手
竣

工
す

る
の

か
等

の
計

画
表

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等
の

わ
か

る
資

料
等

2-
1)

｢地
域

の
皆

様
の

意
見

｣の
聞

き
取

り
調

査
の

実
績

簿
等

、
こ

れ
を

基
に

庁
内

で
ど

の
様

な
分

析
審

議
し

た
か

等
の

わ
か

る
議

事
録

会
議

録
等

2-
2)

｢再
度

見
直

し
の

検
討

を
進

め
る

｣こ
と

に
つ

い
て

、
そ

の
後

、
ど

の
様

な
再

検
討

が
な

さ
れ

た
の

か
等

の
わ

か
る

資
料

等
、

再
検

討
内

容
･議

論
の

場
所

･年
月

日
時

･出
席

者
名

役
職

名
･会

議
録

等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
0
/
1
0

1
0
/
2
2

46
5

9/
30

平
成

25
年

9月
1日

～
平

成
25

年
9月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

屋
号

･商
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

9月
1日

～
平

成
25

年
9月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

) 
計

88
件

項
目

:屋
号

、
申

請
者

氏
名

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

25
年

10
月

2日
 1

3:
3
0

開
示

1
0
/
3

1
0
/
4

46
6

9/
30

平
成

25
年

9月
1日

～
平

成
25

年
9月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

25
年

9月
1日

～
同

年
9月

30
日

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
の

確
認

が
あ

つ
た

美
容

所
一

覧
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
4

1
0
/
4
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

46
7

9/
30

○
地

方
紙

報
道

･平
成

25
年

9月
27

日
付

･9
月

28
日

付
･の

内
容

に
つ

い
て

、
熊

本
市

憲
法

条
例

理
念

等
に

基
づ

き
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
1.

ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

･ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
乗

降
場

･と
あ

る
が

、
ﾊ

ﾞｽ
ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

の
行

き
先

は
→

現
状

の
暫

定
東

口
広

場
で

は
、

三
ヵ

所
に

散
在

し
て

お
り

1)
第

一
環

状
線

上
熊

本
方

面
･交

通
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

･
各

東
地

域
方

面
･空

港
ﾘﾑ

ｼ
ﾞﾝ

･等
、

2)
第

一
環

状
線

大
学

病
院

方
面

･九
州

都
市

高
速

ﾊ
ﾞｽ

･等
、

そ
し

て
･3

)北
九

州
予

備
校

前
･小

島
･川

口
･河

内
･玉

名
･西

区
役

所
･熊

本
港

･等
、

に
分

散
さ

れ
た

交
通

結
節

点
機

能
と

な
っ

て
お

り
、

遠
来

の
来

熊
者

に
と

っ
て

不
評

を
買

っ
て

い
る

現
状

を
見

る
に

、
1)

こ
の

ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

の
敷

地
面

積
の

わ
か

る
資

料
等

･建
物

の
中

に
取

り
込

む
の

か
そ

れ
と

も
路

面
地

上
に

ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

が
･鹿

児
島

中
央

駅
前

の
ﾊ

ﾞｽ
ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

ﾋ
ﾞﾙ

内
に

納
め

る
の

か
?･

等
の

わ
か

る
図

式
ｲ
ﾒ
ｰ

ｼ
ﾞ図

等
の

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2)

記
事

の
内

容
か

ら
す

る
に

、
記

事
図

の
右

側
･西

部
方

面
へ

の
ﾊ

ﾞｽ
運

行
は

こ
の

ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

に
は

取
り

込
ま

な
い

様
な

記
事

内
容

に
な

っ
て

い
る

が
、

(ま
た

、
2ヵ

所
に

分
か

れ
て

い
た

ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

を
駅

舎
正

面
か

ら
見

て
左

側
に

ま
と

め
た

。
)と

あ
り

、
在

来
線

熊
本

駅
前

東
口

広
場

を
･ﾊ

ﾞｽ
の

ｻ
ﾌ
ﾞ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

と
位

置
づ

け
た

に
も

拘
ら

ず
、

3ヵ
所

に
集

約
す

る
の

で
は

な
く

、
2ヵ

所
だ

け
に

留
め

る
杜

撰
な

整
備

発
想

と
し

た
の

か
?遠

来
の

来
熊

者
に

対
し

て
又

も
や

混
迷

さ
せ

る
整

備
理

念
と

な
る

の
か

?中
途

半
端

な
お

も
て

な
し

の
心

の
な

い
整

備
計

画
な

の
か

?等
に

対
す

る
疑

問
を

、
正

当
と

す
る

熊
本

市
の

ま
ち

づ
く

り
理

念
等

の
法

的
根

拠
等

の
開

示
請

求
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

1.
1)

ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

の
敷

地
面

積
の

わ
か

る
資

料
等

、
図

式
ｲ

ﾒ
ｰ

ｼ
ﾞ図

等
の

資
料

等
1.

3)
ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
の

現
在

の
ｽ
ﾍ

ﾟｰ
ｽ
面

積
と

こ
の

計
画

の
面

積
の

わ
か

る
資

料
等

2.
1)

環
境

空
間

の
面

積
の

わ
か

る
資

料
等

3.
1)

ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ空

間
の

面
積

の
わ

か
る

資
料

等
4.

1)
ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
待

機
場

･乗
降

場
の

面
積

の
各

々
の

わ
か

る
資

料
等

4.
2)

一
般

車
か

ら
の

流
動

道
順

等
の

わ
か

る
図

画
等

資
料

等 5.
1)

JR
開

発
予

定
地

と
ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ空

間
と

の
境

目
の

わ
か

る
図

面
等

開
示

1
0
/
1
1

1
0
/
2
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3)
ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
乗

降
場

は
、

現
在

の
暫

定
広

場
で

は
2ヵ

所
あ

る
が

、
現

在
の

ｽ
ﾍ

ﾟｰ
ｽ
面

積
と

こ
の

計
画

の
面

積
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2.
環

境
空

間
と

あ
る

が
、

1)
空

間
の

面
積

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2)

こ
の

｢環
境

｣と
は

、
具

体
的

に
ど

の
様

な
意

味
が

あ
る

の
か

･意
味

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3.

ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ空

間
と

あ
る

が
、

1)
空

間
の

面
積

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2)

こ
の

｢ｲ
ﾍ

ﾟﾝ
ﾄ空

間
｣で

は
、

ど
の

様
な

ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄを

想
定

し
て

の
空

間
設

置
な

の
か

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

4.
ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
待

機
場

･一
般

車
乗

降
場

･と
あ

る
が

、
1)

こ
の

面
積

の
各

々
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2)
一

般
車

乗
降

場
は

、
ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ空

間
と

市
電

の
乗

り
入

れ
軌

道
敷

と
JR

開
発

予
定

地
に

隣
接

し
て

お
り

、
一

般
車

の
駐

車
は

出
来

な
い

と
思

う
が

、
一

般
車

か
ら

の
乗

降
客

等
の

流
動

道
順

は
ど

の
様

な
流

れ
に

な
る

の
か

･等
の

わ
か

る
図

面
等

資
料

等
の

開
示

請
求

。
5.

JR
開

発
予

定
地

と
あ

る
が

、
1)

現
在

･J
R
ﾋ
ﾞｼ

ﾞﾈ
ｽ
ﾎ

ﾃ
ﾙ

･が
建

っ
て

お
り

、
今

も
営

業
し

て
い

る
が

、
ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ空

間
と

の
境

目
の

わ
か

る
図

面
等

の
開

示
請

求
。

2)
JR

開
発

予
定

地
は

、
現

在
の

豊
肥

線
･客

留
線

･引
込

線
･跡

地
を

想
定

し
た

JR
開

発
予

定
地

と
思

わ
れ

る
が

、
そ

の
総

面
積

等
･図

面
等

･の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

5.
2)

JR
開

発
予

定
地

の
総

面
積

等
図

面
等

の
わ

か
る

資
料

等 6 
安

全
安

心
の

根
拠

と
な

っ
た

資
料

等
7 

民
間

企
業

に
任

せ
ら

れ
な

い
理

由
等

の
わ

か
る

法
的

根
拠

等

不
開

示

5
号

　
審

議
、

検
討

に
関

す
る

情
報

7
号

　
国

等
に

関
す

る
情

報

1
0
/
1
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6.
地

方
紙

･平
成

25
年

9月
28

日
付

･に
、

｢J
R
熊

本
駅

舎
へ

の
市

電
乗

り
入

れ
県

警
、

安
全

面
に

難
色

と
あ

る
が

、
市

電
軌

道
敷

が
一

般
車

乗
降

場
と

ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ空

間
に

隣
接

し
て

、
非

常
に

安
全

面
で

危
険

で
あ

り
、

熊
本

県
議

会
･新

幹
線

等
特

別
委

員
会

･に
於

て
、

県
警

の
見

解
等

が
記

載
さ

れ
て

い
る

が
、

｢安
全

対
策

の
課

題
解

消
後

に
駅

舎
乗

り
入

れ
を

実
施

す
る

｣と
あ

る
が

、
こ

の
｢熊

本
駅

東
口

駅
前

広
場

機
能

配
置

案
｣を

作
成

す
る

時
点

で
は

、
当

然
｢安

全
安

心
面

の
確

保
等

｣は
熟

慮
し

た
前

提
で

、
公

表
さ

れ
た

と
思

わ
れ

る
の

で
、

そ
の

時
点

で
の

｢安
全

安
心

の
根

拠
｣と

な
っ

た
基

と
な

っ
た

資
料

等
の

開
示

請
求

。
(ま

さ
か

、
見

切
り

発
車

し
て

の
公

表
で

は
な

い
?と

思
わ

れ
る

の
で

。
)･

7.
熊

本
県

の
2熊

本
駅

東
口

駅
前

広
場

の
計

画
案

に
つ

い
て

の
資

料
を

見
る

に
、

1 
こ

れ
ま

で
の

経
緯

、
今

後
の

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

(熊
本

市
提

示
)

～ H
24

.4
月

 熊
本

市
が

政
令

指
定

都
市

へ
以

降
　

　
　

　
　

　
(東

口
駅

前
広

場
整

備
の

事
業

主
体

は
熊

本
市

へ
以

降
。

以
後

、
県

の
費

用
負

担
は

な
し

。
)と

な
っ

て
い

る
。

何
故

、
在

来
線

熊
本

駅
前

東
口

広
場

は
JR

九
州

熊
本

支
社

の
民

間
私

所
有

地
で

あ
る

の
に

、
わ

ざ
わ

ざ
巨

額
血

税
･

国
民

県
民

市
民

等
の

税
金

を
投

資
し

て
ま

で
、

在
来

線
熊

本
駅

前
東

口
広

場
を

整
備

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
の

か
?民

間
企

業
等

へ
の

資
金

援
助

と
も

受
け

と
め

ら
れ

る
し

、
民

間
企

業
に

任
せ

ら
れ

な
い

理
由

は
何

な
の

か
等

の
わ

か
る

法
的

根
拠

等
の

開
示

請
求

。

1.
2)

熊
本

市
の

ま
ち

づ
く

り
理

念
等

の
法

的
根

拠
等

2.
2)

環
境

の
意

味
が

わ
か

る
資

料
等

3.
2)

ど
の

様
な

イ
ヘ

'ン
ト
を

想
定

し
て

の
空

間
設

置
な

の
か

等
の

わ
か

る
資

料
等

8 
県

と
ど

の
様

な
組

織
で

協
議

や
調

整
を

図
つ

て
い

く
か

等
の

わ
か

る
資

料
等

9 
ど

の
様

な
説

明
会

等
、

審
査

審
議

等
を

予
定

し
て

い
る

か
等

の
わ

か
る

資
料

等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
0
/
1
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

8.
熊

本
県

の
資

料
→

2 
今

後
の

対
応

 熊
本

駅
東

口
駅

前
広

場
が

、
広

域
交

通
拠

点
と

し
て

の
機

能
強

化
等

が
図

ら
れ

、
景

観
的

に
も

優
れ

た
も

の
と

な
る

よ
う

、
庁

内
関

係
各

課
が

連
携

し
て

熊
本

市
な

ど
と

協
議

や
調

整
を

行
な

っ
て

い
く

。
と

あ
る

。
今

後
、

熊
本

県
と

ど
の

様
な

組
織

を
つ

く
り

、
ど

の
様

な
協

議
や

調
整

を
図

っ
て

行
く

つ
も

り
な

の
か

･等
･

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
9.

熊
本

市
憲

法
･熊

本
市

自
治

基
本

条
例

･に
は

、
数

々
の

条
例

理
念

･自
治

の
基

本
理

念
･自

治
運

営
の

基
本

原
則

･
等

が
詩

っ
て

あ
る

が
、

特
に

、
情

報
共

有
･市

民
参

画
･協

働
の

ま
ち

づ
く

り
･理

念
等

を
遵

守
し

て
の

こ
の

計
画

の
遂

行
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
が

、
今

後
･市

議
会

･市
民

･市
長

等
行

政
･が

一
緒

に
な

っ
て

、
同

じ
目

標
に

向
か

っ
て

協
力

し
あ

う
条

例
理

念
等

を
発

揮
さ

せ
る

為
に

は
、

今
後

ど
の

様
な

説
明

会
･協

議
の

場
･審

査
審

議
･等

を
予

定
し

て
お

る
の

か
･等

、
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
資

料
等

･計
A

3→
１

枚
。

1.
地

方
紙

･平
成

25
年

9月
27

日
付

･9
月

28
日

付
･記

事
内

容
。

A
4→

1枚
。

2.
熊

本
県

･熊
本

駅
東

口
駅

前
広

場
の

計
画

案
･熊

本
市

が
事

業
主

体
。

A
4→

1枚
。

46
8

10
/1

道
路

位
置

指
定

通
知

.　
S3

7-
06

2
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課
道

路
位

置
指

定
通

知
 S

37
-0

62
開

示
1
0
/
1

1
0
/
7

郵
送

46
9

10
/1

平
成

25
年

10
月

1日
付

け
で

契
約

し
た

｢一
般

県
道

 植
木

河
内

港
線

(河
内

町
大

多
尾

工
区

)舗
装

補
修

工
事

｣の
金

入
り

設
計

書
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

一
般

県
道

 植
木

河
内

港
線

(河
内

町
大

多
尾

工
区

)舗
装

補
修

工
事

開
示

1
0
/
3

1
0
/
7

47
0

10
/1

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【地
域

】熊
本

市
内

全
域

【対
象

】飲
食

店
営

業
(H

25
年

9月
1日

～
H

25
年

9月
30

日
の

新
規

営
業

許
可

)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【内
容

】･
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･営
業

者
氏

名
･初

許
可

年
月

日
･業

種
詳

細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

9月
1日

～
平

成
25

年
9月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

) 
計

88
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

営
業

者
氏

名
、

許
可

年
月

日
、

業
種

詳
細

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
10

月
3日

 1
1:

3
0

開
示

1
0
/
4

1
0
/
1
1

郵
送

47
1

10
/1

平
成

25
年

9月
1日

か
ら

平
成

25
年

9月
30

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
、

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

9月
1日

～
平

成
25

年
9月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

) 
計

88
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

25
年

10
月

3日
 1

3:
0
0

開
示

1
0
/
4

1
0
/
1
1

郵
送

-125-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

47
2

10
/2

H
25

年
9月

24
日

供
用

開
始

子
飼

橋
道

路
平

面
図

(1
/5

00
～

1/
20

00
)

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

H
25

年
9月

24
日

供
用

開
始

子
飼

橋
道

路
平

面
図

(1
/5

00
～

1/
20

00
)

開
示

1
0
/
4

1
0
/
1
6

47
3

10
/2

･特
定

建
築

物
の

所
在

地
一

覧
.

･名
称

、
所

在
地

.
･市

内
全

体
の

最
新

の
も

の
.

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

熊
本

市
に

あ
る

特
定

建
築

物
の

施
設

名
称

及
び

所
在

地
開

示
1
0
/
4

1
0
/
1
1

郵
送

47
4

10
/2

市
が

所
管

す
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
24

年
度

財
務

諸
表 (貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

)
社

会
福

祉
法

人
①

○
○

 ⑥
○

○
 ⑫

○
○

②
○

○
 ⑦

○
○

 ⑬
○

○
③

○
○

 ⑧
○

○
 ⑭

○
○

④
○

○
 ⑨

○
○

⑤
○

○
 ⑩

○
○

　
　

　
　

　
⑪

○
○

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

市
が

所
管

す
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
24

年
度

財
務

諸
表

(貸
借

対
照

表
、

資
金

収
支

計
算

書
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
)

①
○

○
 ⑤

○
○

 ⑨
○

○
 ⑬

○
○

②
○

○
 ⑥

○
○

 ⑩
○

○
 ⑭

○
○

③
○

○
 ⑦

○
○

 ⑪
○

○
④

○
○

 ⑧
○

○
 ⑫

○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
4

1
0
/
1
7

47
5

10
/2

市
が

所
管

す
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
24

年
度

財
務

諸
表 (貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

)
社

会
福

祉
法

人
　

○
○

健
康

福
祉

子
ど

も
局

障
が

い
保

健
福

祉
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
平

成
24

年
度

財
務

諸
表

(貸
借

対
照

表
、

資
金

収
支

計
算

書
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
)

開
示

1
0
/
3

1
0
/
1
7

47
6

10
/2

市
が

所
管

す
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
24

年
度

財
務

諸
表 (貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

)
社

会
福

祉
法

人
　

○
○

健
康

福
祉

子
ど

も
局

子
ど

も
支

援
課

熊
本

市
が

所
管

す
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
24

年
度

財
務

諸
表

(賃
借

対
照

表
、

資
金

収
支

計
算

書
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
9

1
0
/
1
7

47
7

10
/2

市
が

所
管

す
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
24

年
度

財
務

諸
表 (貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

)
社

会
福

祉
法

人
①

○
○

、
②

○
○

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

及
び

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
平

成
24

年
度

の
貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
5

1
0
/
1
7

47
8

10
/2

河
内

町
河

内
法

定
外

道
路

落
石

防
止

対
策

工
事

の
金

入
り

設
計

書
9月

12
日

開
札

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
内

分
室

河
内

町
河

内
法

定
外

道
路

落
石

防
止

対
策

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
9

1
2
/
2
5

47
9

10
/3

道
路

位
置

指
定

関
係

書
類

一
式

S5
7-

02
7号

 位
置

指
定

道
路

 昭
和

57
年

6月
30

日
指

令
(計

建
)第

27
号

　
　

4.
00

m
1p

～
4p

 0
.1

 0
.2

.0
3.

04
熊

本
市

本
荘

6丁
目

○
-△

.○
-△

位
置

指
定

道
路

の
延

長
 5

5.
80

m

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

関
係

書
類

一
式

S5
7-

02
7号

 位
置

指
定

道
路

4.
00

m
 昭

和
57

年
6月

30
日

指
令

(計
建

)第
27

号
1p

～
4p

 0
1.

02
.0

3.
04

熊
本

市
本

荘
6丁

目
○

-△
、

○
-△

位
置

指
定

道
路

の
延

長
 5

5.
80

m

開
示

1
0
/
3

1
0
/
7

-126-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

48
0

10
/3

道
路

判
定

台
帳

 1
0年

第
41

2号
.

白
黒

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

 1
0年

第
41

2号
 白

黒
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
4

1
0
/
4

48
1

10
/3

麻
生

田
5丁

目
○

-△
 位

置
指

定
に

関
す

る
証

明
書

な
ど

関
係

書
類

全
て

S4
5-

30
5-

6
ｶ
ﾗ
ｰ

で
1枚

目
か

ら
5枚

目

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

麻
生

田
5丁

目
○

-△
位

置
指

定
に

関
す

る
証

明
書

な
ど

関
係

書
類

全
て

S5
4-

30
5-

6
ｶ
ﾗ
ｰ

で
1枚

目
か

ら
5枚

目

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
4

1
0
/
4

48
2

10
/3

豊
田

団
地

内
道

路
整

備
工

事
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

植
木

地
域

整
備

室

豊
田

団
地

内
道

路
整

備
工

事
金

入
り

設
計

書
開

示
1
0
/
8

1
0
/
1
6

48
3

10
/3

平
成

25
年

9月
1日

か
ら

平
成

25
年

9月
30

日
ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

飲
食

店
の

一
覧

表
(食

品
営

業
許

可
台

帳
)

※
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･申

請
者

氏
名

･業
種

･営
業

所
電

話
番

号
･許

可
年

月
日

･許
可

満
了

日
等

に
つ

い
て

の
資

料
一

覧
表

(自
動

販
売

機
･露

店
営

業
を

除
く

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

9月
1日

～
平

成
25

年
9月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

) 
計

88
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
氏

名
、

業
種

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
満

了
日

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
10

月
7日

 1
1:

0
0

開
示

1
0
/
8

1
0
/
1
8

郵
送

48
4

10
/4

都
市

計
画

事
業

 中
部

汚
水

6号
幹

線
合

流
改

善
下

水
道

築
造

(管
渠

)工
事

(5
30

工
区

)、
都

市
計

画
事

業
 中

部
汚

水
6号

幹
線

合
流

改
善

下
水

道
築

造
(付

帯
)工

事
(6

03
工

区
)工

事
全

て
の

各
工

種
に

お
け

る
単

価
(金

入
設

計
書

)

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

中
部

汚
水

6号
幹

線
合

流
改

善
下

水
道

築
造

(管
渠

)工
事

(5
30

工
区

)、
中

部
汚

水
6号

幹
線

合
流

改
善

下
水

道
築

造
(付

帯
)工

事
(6

03
工

区
)

の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
0
/
8

1
0
/
9

48
5

10
/4

●
施

工
番

号
:1

30
06

20
●

工
事

名
:西

田
北

公
園

外
1公

園
施

設
改

修
工

事
●

当
該

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て
●

施
工

番
号

:1
30

05
96

●
工

事
名

:堂
の

上
公

園
外

1公
園

施
設

改
修

工
事

●
当

該
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

●
施

工
番

号
:1

30
05

97
●

工
事

名
:田

淵
下

公
園

外
1公

園
施

設
改

修
工

事
●

当
該

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て
●

施
工

番
号

:1
30

05
98

●
工

事
名

:京
塚

上
公

園
外

1公
園

施
設

改
修

工
事

●
当

該
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

●
施

工
番

号
:1

30
05

99
●

工
事

名
:皿

田
公

園
外

2公
園

施
設

改
修

工
事

●
当

該
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

●
施

工
番

号
:1

30
04

93
●

工
事

名
:上

の
門

公
園

施
設

改
修

工
事

●
当

該
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

〈件
名

〉
西

田
北

公
園

外
1公

園
施

設
改

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

堂
の

上
公

園
外

1公
園

施
設

改
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
田

渕
下

公
園

外
1公

園
施

設
改

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

京
塚

上
公

園
外

1公
園

施
設

改
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
皿

田
公

園
外

2公
園

施
設

改
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
上

の
門

公
園

施
設

改
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
0
/
1
5

1
0
/
2
5

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

48
6

10
/4

○
熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
･が

平
成

22
年

4
月

1日
に

施
行

さ
れ

て
3年

半
経

つ
が

、
今

だ
そ

の
条

例
理

念
等

が
遵

守
さ

れ
ず

、
熊

本
市

市
政

執
行

が
至

る
処

で
不

遵
法

の
儘

、
市

政
執

行
が

遂
行

さ
れ

て
い

る
。

そ
の

一
つ

の
事

例
と

し
て

、
こ

の
熊

本
市

自
治

基
本

条
例

の
条

例
理

念
を

遵
守

さ
せ

る
様

、
指

導
監

督
す

べ
き

立
場

の
主

幹
課

･
熊

本
市

市
民

協
働

課
･の

熊
本

市
長

附
属

機
関

･自
治

推
進

委
員

会
･の

運
営

に
於

て
、

不
遵

法
の

運
営

が
執

行
さ

れ
て

い
る

の
で

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

1.
熊

本
市

長
附

属
機

関
･自

治
推

進
委

員
会

は
、

熊
本

市
憲

法
･熊

本
市

自
治

基
本

条
例

･第
37

条
に

よ
っ

て
設

置
さ

れ
た

も
の

で
あ

り
、

熊
本

市
憲

法
･条

例
理

念
を

遵
守

す
る

法
の

網
の

も
と

に
運

営
さ

れ
る

べ
き

事
は

、
当

然
の

理
で

あ
る

筈
で

あ
る

。
つ

ま
り

、
(自

治
の

基
本

理
念

)第
3条

、
(自

治
運

営
の

基
本

原
則

)第
4条

、
(市

長
の

責
務

)第
9条

、
(市

長
等

の
役

割
)第

10
条

、
(市

の
職

員
の

責
務

)第
11

条
、

(意
見

等
の

取
扱

い
)第

21
条

、
(危

機
管

理
)第

24
条

、
(参

画
の

原
則

)第
27

条
、

(協
働

の
原

則
)第

29
条

、
(市

民
参

画
･協

働
の

た
め

の
仕

組
み

)第
30

条
、

(参
画

と
協

働
に

よ
る

ま
ち

づ
く

り
条

例
)第

31
条

、
(自

治
推

進
委

員
会

)第
37

条
、

(最
高

規
範

性
)第

38
条

、
等

の
条

例
文

･条
例

理
念

･
等

を
正

確
に

熟
視

す
る

に
、

下
記

･記
述

の
市

民
協

働
課

職
員

に
よ

る
こ

の
運

営
方

針
は

、
熊

本
市

憲
法

条
例

理
念

に
違

反
･不

遵
法

し
て

い
る

と
思

う
が

?

企
画

振
興

局
市

民
協

働
課

○
熊

本
市

自
治

基
本

条
例

○
熊

本
市

自
治

推
進

委
員

会
規

則
【請

求
文

書
】

1 
自

治
推

進
委

員
会

に
お

い
て

、
委

員
以

外
の

市
民

の
方

か
ら

提
案

さ
れ

た
議

題
の

審
議

や
会

議
資

料
(関

連
資

料
)

の
配

布
に

つ
い

て
、

委
員

会
の

合
意

又
は

承
諾

が
な

い
と

で
き

な
い

(受
け

付
け

な
い

)こ
と

が
分

か
る

条
例

や
法

的
根

拠 2 
自

治
推

進
委

員
会

に
お

い
て

、
委

員
以

外
の

市
民

の
方

か
ら

の
提

言
･提

案
に

つ
い

て
、

委
員

を
介

し
な

け
れ

ば
受

け
付

け
な

い
と

す
る

条
例

や
法

的
根

拠
3 

自
治

推
進

委
員

会
に

お
い

て
、

市
民

か
ら

の
直

接
の

｢陳
情

｣等
は

受
け

付
け

な
い

と
す

る
条

例
や

法
的

根
拠

開
示

1
0
/
1
8

1
0
/
2
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

今
年

度
の

熊
本

市
自

治
推

進
委

員
会

の
ﾃ

ｰ
ﾏ

と
し

て
、

｢健
康

づ
く

り
｣と

｢防
災

｣を
分

析
審

議
す

る
事

に
、

委
員

の
多

数
決

に
よ

っ
て

決
定

さ
れ

た
。

そ
の

為
、

私
は

A
委

員
を

介
し

て
、

地
域

の
具

体
的

防
災

･避
難

場
所

指
定

･等
の

あ
り

方
の

熊
本

市
政

に
よ

る
問

題
点

等
の

資
料

･A
3→

5枚
を

委
員

長
は

じ
め

委
員

全
員

に
配

布
し

て
審

議
し

て
頂

く
様

依
頼

し
た

。
そ

の
時

は
、

委
員

長
の

承
諾

を
う

け
て

、
委

員
全

員
に

配
布

さ
れ

て
、

熊
本

市
内

で
の

｢防
災

･避
難

場
所

指
定

･等
｣に

懸
か

る
現

実
の

問
題

点
等

を
認

知
･分

析
･審

議
･今

後
の

市
政

の
対

策
･等

を
、

こ
の

自
治

推
進

委
員

会
委

員
の

意
識

を
喚

起
す

る
為

、
配

布
を

お
願

い
し

た
。

そ
の

後
、

様
々

な
(市

民
の

責
務

)第
6条

の
条

例
理

念
等

に
よ

り
、

参
画

･協
働

･等
の

動
向

が
あ

っ
た

の
で

、
更

な
る

私
の

資
料

等
･問

題
提

起
･等

を
委

員
全

員
に

配
布

し
て

良
い

か
と

、
市

民
協

働
課

職
員

に
伺

っ
た

ら
、

委
託

し
た

A
委

員
が

承
諾

し
、

委
員

長
の

事
前

承
諾

を
受

け
な

け
れ

ば
だ

め
だ

･市
民

が
直

接
持

参
し

て
も

受
け

付
け

な
い

。
A

委
員

を
介

し
な

け
れ

ば
だ

め
だ

と
の

事
で

あ
っ

た
。

熊
本

市
憲

法
･

熊
本

市
自

治
基

本
条

例
理

念
･等

の
該

当
条

文
を

、
上

記
し

て
い

る
が

、
何

故
、

A
委

員
を

介
さ

な
け

れ
ば

、
こ

の
委

員
会

の
運

営
違

反
と

な
る

の
か

。
こ

の
熊

本
市

憲
法

条
例

理
念

等
を

遵
法

す
る

な
ら

ば
、

熊
本

市
民

の
声

が
直

接
届

け
ら

れ
な

い
の

か
･等

の
法

的
根

拠
･条

文
･等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

2.
熊

本
市

憲
法

条
例

に
よ

っ
て

、
｢熊

本
市

市
民

参
画

と
協

働
の

推
進

条
例

｣が
平

成
23

年
4月

1日
付

･施
行

さ
れ

た
が

、
(市

民
参

画
の

拡
充

推
進

)第
4条

市
長

等
は

、
積

極
的

に
市

民
参

画
の

機
会

を
設

け
、

市
民

の
意

見
等

を
施

策
に

反
映

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
2市

民
及

び
市

長
等

は
、

信
頼

関
係

の
下

自
ら

の
役

割
と

責
任

を
認

識
し

、
積

極
的

に
市

民
参

画
に

取
り

組
む

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
と

あ
る

。
に

も
拘

ら
ず

、
こ

の
委

員
会

で
は

、
市

民
の

意
見

の
提

言
･提

案
を

受
つ

け
よ

う
と

も
し

な
い

。
こ

の
条

例
を

遵
守

･遵
法

す
る

な
ら

ば
、

市
民

の
声

が
直

接
届

け
る

事
も

可
能

な
筈

で
あ

う
に

も
拘

ら
ず

、
委

員
を

介
し

な
け

れ
ば

受
け

付
け

な
い

と
す

る
市

政
理

念
は

、
何

の
法

的
根

拠
等

が
あ

っ
て

の
正

当
性

を
主

張
す

る
の

か
?こ

の
条

文
以

外
に

優
越

性
を

も
っ

た
条

文
が

存
在

す
る

の
か

･等
の

市
民

に
わ

か
る

条
文

･法
例

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3.
熊

本
市

議
会

常
任

委
員

会
･等

で
は

、
陳

情
書

等
は

市
民

等
で

あ
れ

ば
直

接
･提

出
可

能
で

あ
り

、
そ

の
補

足
説

明
と

し
て

の
口

頭
陳

述
も

許
可

さ
れ

て
い

る
。

但
し

、
請

願
に

つ
い

て
は

、
市

会
議

員
の

承
認

捺
印

が
必

要
で

あ
る

事
は

、
認

知
し

て
い

る
。

し
か

し
、

市
民

個
人

の
提

出
行

為
･｢

陳
情

｣･
に

つ
い

て
は

、
受

け
付

け
る

し
、

補
足

説
明

･口
頭

陳
述

も
許

さ
れ

て
い

て
、

そ
の

後
の

審
議

も
継

続
し

て
慎

重
審

議
も

な
さ

れ
て

い
る

筈
で

あ
る

。
こ

の
熊

本
市

長
附

属
機

関
の

熊
本

市
自

治
推

進
委

員
会

で
は

、
市

民
直

接
の

｢陳
情

｣等
は

、
受

け
付

け
な

い
と

す
る

市
議

会
運

営
法

･熊
本

市
憲

法
･等

の
条

例
理

念
よ

り
も

優
越

す
る

条
例

理
念

等
が

存
在

す
る

か
ら

、
こ

の
様

な
･市

民
が

直
接

の
提

案
陳

情
等

は
受

け
付

け
な

い
と

す
る

市
民

協
働

課
職

員
に

よ
る

市
政

執
行

が
施

行
さ

れ
る

と
思

う
の

で
、

市
民

に
わ

か
る

法
的

根
拠

･条
例

･条
例

理
念

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

48
7

10
/4

平
成

25
年

9月
末

日
現

在
で

、
許

可
を

受
け

て
い

る
旅

館
業

の
施

設
一

覧
【項

目
】

施
設

名
、

施
設

所
在

地
、

施
設

電
話

番
号

、
申

請
者

名
(法

人
の

場
合

は
、

法
人

住
所

、
法

人
電

話
番

号
、

代
表

者
名

)、
業

種
、

種
別

、
営

業
許

可
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

熊
本

市
内

に
存

在
す

る
旅

館
業

許
可

施
設

の
名

称
、

所
在

地
、

電
話

番
号

、
申

請
者

氏
名

(法
人

の
場

合
の

み
住

所
、

氏
名

、
電

話
番

号
及

び
代

表
者

氏
名

)、
許

可
日

並
び

に
種

別
開

示
1
0
/
1
1

1
0
/
2
1

郵
送

48
8

10
/4

●
施

工
番

号
:1

30
08

63
●

工
事

名
:上

宅
地

公
園

外
1公

園
施

設
改

修
工

事
●

該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て
●

施
工

番
号

:1
30

06
28

●
工

事
名

:城
山

公
園

施
設

整
備

工
事

(1
期

工
事

)【
総

合
評

価
方

式
】

●
該

当
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

･上
宅

地
公

園
外

1公
園

施
設

改
修

工
事

･城
山

公
園

施
設

整
備

工
事

(1
期

工
事

)

開
示

1
0
/
1
0

1
0
/
2
5

郵
送

48
9

10
/5

●
施

工
番

号
:1

30
07

90
●

工
事

名
:上

油
称

公
園

外
2公

園
施

設
改

修
工

事
●

該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て
●

施
工

番
号

:1
30

07
59

●
工

事
名

:井
出

の
口

公
園

外
1公

園
木

製
複

合
遊

具
改

修
工

事
●

該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

〈件
名

〉
上

油
称

公
園

外
2公

園
施

設
改

修
工

事
井

出
の

口
公

園
外

1公
園

木
製

複
合

遊
具

改
修

工
事

開
示

1
0
/
1
1

1
0
/
2
5

郵
送

49
0

10
/5

●
施

工
番

号
:1

30
07

63
●

工
事

名
:(

仮
称

)麻
生

田
三

丁
目

公
園

整
備

工
事

【総
合

評
価

方
式

】
●

該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

(仮
称

)麻
生

田
三

丁
目

公
園

整
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
0
/
1
6

1
0
/
2
5

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

49
1

10
/5

●
施

工
番

号
:1

30
06

09
●

工
事

名
:4

号
街

区
公

園
整

備
工

事
●

該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
所

｢4
号

街
区

公
園

整
備

工
事

｣の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
0
/
1
5

1
0
/
2
5

郵
送

49
2

10
/5

●
施

工
番

号
:1

30
05

77
●

工
事

名
:桃

尾
墓

園
拡

張
整

備
(公

園
部

分
そ

の
3)

工
事

【総
合

評
価

方
式

】
●

該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

健
康

福
祉

子
ど

も
局

健
康

福
祉

政
策

課

桃
尾

墓
園

拡
張

整
備

(公
園

部
分

そ
の

3)
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
1
6

1
0
/
2
5

郵
送

49
3

10
/5

●
施

工
番

号
:1

30
02

12
●

工
事

名
:一

般
県

道
 小

池
竜

田
線

(小
峯

工
区

)植
栽

工
事 ●

該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

 小
池

竜
田

線
(小

峯
工

区
)植

栽
工

事
【金

入
設

計
書

】
開

示
1
0
/
1
1

1
0
/
2
5

郵
送

49
4

10
/8

平
成

25
年

9月
12

日
開

札
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課
北

区
植

木
町

宮
原

29
2番

地
付

近
φ

15
0･

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
宮

原
29

2番
地

付
近

φ
15

0･
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

1
0
/
1
1

1
0
/
1
7

49
5

10
/8

平
成

25
年

9月
11

日
開

札
上

下
水

道
局

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 東
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

人
孔

(E
-1

0)
築

造
(人

孔
)工

事
(5

69
工

区
)～

都
市

計
画

事
業

 東
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

人
孔

(E
-1

0)
築

造
(付

帯
)工

事
(6

10
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

○
都

市
計

画
事

業
東

部
処

理
区

雨
水

吐
貯

留
人

孔
(E

-1
0)

築
造

(人
孔

)工
事

(5
69

工
区

)
○

都
市

計
画

事
業

東
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

人
孔

(E
-1

0)
築

造
(付

帯
)工

事
(6

10
工

区
)

の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
0
/
1
1

1
0
/
1
7

49
6

10
/9

医
療

法
人

 ○
○

平
成

20
年

○
月

○
日

付
定

款
変

更
認

可
申

請
に

係
る

一
切

の
資

料

健
康

福
祉

子
ど

も
局

医
療

政
策

課

医
療

法
人

○
○

平
成

20
年

○
月

○
日

付
定

款
変

更
認

可
申

請
に

係
る

一
切

の
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
1
6

1
0
/
1
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

49
7

10
/9

○
｢市

長
へ

の
手

紙
｣･

平
成

25
年

8月
28

日
受

付
･第

25
-

50
6号

･に
対

し
、

平
成

25
年

10
月

2日
郵

送
受

領
･し

た
熊

本
市

長
･幸

山
政

史
氏

直
筆

入
り

ｻ
ｲ
ﾝ

･の
回

答
書

内
容

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

1.
｢ま

た
、

別
途

ご
意

見
を

い
た

だ
き

ま
し

た
熊

本
市

景
観

計
画

と
屋

外
広

告
物

に
つ

き
ま

し
て

は
、

本
市

で
は

、
平

成
22

年
1月

に
景

観
計

画
を

策
定

し
、

景
観

法
に

基
づ

く
届

出
制

度
を

実
施

し
て

お
り

ま
す

。
そ

れ
以

前
に

建
て

ら
れ

た
建

築
物

に
つ

い
て

は
、

平
成

22
年

1月
以

降
に

届
出

対
象

行
為

を
行

う
場

合
に

、
届

出
を

し
て

い
た

だ
く

こ
と

と
な

り
ま

す
。

そ
の

際
に

、
色

彩
等

が
景

観
計

画
の

基
準

に
適

合
す

る
か

を
判

断
し

、
然

る
べ

き
対

応
を

し
て

ま
い

り
ま

す
。

ご
指

摘
い

た
だ

い
て

お
り

ま
す

建
築

物
は

、
現

状
と

い
た

し
ま

し
て

は
届

け
出

は
不

要
な

も
の

で
ご

ざ
い

ま
す

。
｣と

の
熊

本
市

景
観

行
政

の
市

政
理

念
回

答
が

記
述

さ
れ

て
い

る
。

1)
｢平

成
22

年
1月

に
景

観
計

画
を

策
定

し
、

景
観

法
に

基
づ

く
届

出
制

度
を

実
施

し
て

お
り

ま
す

。
｣と

あ
る

が
、

こ
の

建
築

物
は

所
有

者
移

転
に

よ
っ

て
、

平
成

24
年

10
月

20
日

頃
･ﾘ

ﾆ
ｭ
ｱ

ﾙ
開

業
･と

な
り

、
熊

本
市

景
観

計
画

･平
成

22
年

1月
1日

施
行

･の
内

容
に

、
大

規
模

行
為

届
出

→
対

象
物

･建
築

物
 工

作
物

→
行

為
の

種
類

･新
築

 新
設

 増
築

改
築

 移
転

又
は

外
観

の
変

更
(修

繕
若

し
く

は
模

様
替

え
又

は
色

彩
の

変
更

)と
あ

り
、

ﾘﾆ
ｭ
ｱ

ﾙ
を

し
て

、
外

観
の

変
更

･真
っ

赤
っ

か
の

色
彩

の
変

更
)を

し
て

も
、

こ
の

建
築

物
は

届
出

は
不

要
と

す
る

根
拠

と
な

る
内

容
が

、
見

当
た

ら
な

い
の

で
、

何
処

に
ど

の
様

な
記

述
が

あ
る

の
か

?現
地

確
認

検
証

･審
査

審
議

･等
を

実
施

し
た

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求

企
画

振
興

局
広

聴
課

○
｢市

長
へ

の
手

紙
｣(

平
成

25
年

8月
28

日
受

付
、

第
50

6
号

)に
対

し
、

平
成

25
年

10
月

2日
郵

送
受

領
し

た
熊

本
市

長
自

筆
入

り
ｻ

ｲ
ﾝ

の
回

答
内

容
に

関
連

す
る

以
下

に
記

載
す

る
も

の
。

1･
｢ま

た
、

別
途

ご
意

見
を

い
た

だ
き

ま
し

た
熊

本
市

景
観

計
画

と
屋

外
広

告
物

に
つ

き
ま

し
て

は
、

本
市

で
は

平
成

22
年

1月
に

景
観

計
画

を
策

定
し

、
景

観
法

に
基

づ
く

届
出

制
度

を
実

施
し

て
お

り
ま

す
。

そ
れ

以
前

に
建

て
ら

れ
た

建
築

物
に

つ
い

て
は

、
平

成
22

年
1月

以
降

に
届

出
対

象
行

為
を

行
う

場
合

に
、

届
出

を
し

て
い

た
だ

く
こ

と
と

な
り

ま
す

。
そ

の
際

に
、

色
彩

等
が

景
観

計
画

の
基

準
に

適
合

す
る

か
を

判
断

し
、

然
る

べ
き

対
応

を
し

て
ま

い
り

ま
す

。
ご

指
摘

い
た

だ
い

て
お

り
ま

す
建

築
物

は
、

現
状

と
い

た
し

ま
し

て
は

届
け

出
は

不
要

な
も

の
で

ご
ざ

い
ま

す
。

｣
と

の
熊

本
市

景
観

行
政

の
市

政
理

念
回

答
が

記
述

さ
れ

て
い

る
。

1)
｢平

成
22

年
1月

に
景

観
計

画
を

策
定

し
、

景
観

法
に

基
づ

く
届

出
制

度
を

実
施

し
て

お
り

ま
す

。
｣と

あ
る

が
、

こ
の

建
築

物
は

所
有

者
移

転
に

よ
っ

て
、

平
成

24
年

10
月

20
日

頃
ﾘﾆ

ｭ
ｰ

ｱ
ﾙ

開
業

と
な

り
、

熊
本

市
景

観
計

画
(平

成
22

年
1

月
1日

施
行

)の
内

容
に

、
大

規
模

行
為

届
出

→
対

象
物

･
建

築
物

 工
作

物
→

行
為

の
種

類
、

新
築

、
新

設
、

増
築

、
改

築
、

移
転

又
は

外
観

の
変

更
(修

繕
若

し
く

は
模

様
替

え
又

は
色

彩
の

変
更

)と
あ

り
、

ﾘﾆ
ｭ
ｰ

ｱ
ﾙ

を
し

て
、

外
観

の
変

更
を

し
て

も
、

こ
の

建
築

物
の

届
出

は
不

要
と

す
る

根
拠

と
な

る
内

容
が

、
見

当
た

ら
な

い
の

で
、

何
処

に
ど

の
様

な
記

述
が

あ
る

の
か

。
現

地
確

認
検

証
･審

査
審

議
等

を
実

施
し

た
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
0
/
1
8

1
0
/
2
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2)
色

彩
に

つ
い

て
【別

記
1】

を
見

る
に

、
避

け
て

ほ
し

い
色

彩
･使

用
で

き
な

い
色

彩
･の

項
目

が
あ

る
が

、
こ

の
建

築
物

の
外

観
を

ﾘﾆ
ｭ
ｱ

ﾙ
し

て
、

市
民

の
目

線
で

は
、

異
様

な
輝

き
の

色
彩

と
な

っ
て

い
る

と
受

け
と

め
る

が
、

熊
本

市
景

観
行

政
目

線
で

は
、

問
題

な
い

と
し

て
何

年
も

放
置

し
て

お
ら

れ
る

が
、

こ
の

建
築

物
の

ﾘﾆ
ｭ
ｱ

ﾙ
色

彩
は

、
こ

の
熊

本
市

景
観

計
画

に
は

抵
触

し
て

い
な

い
と

す
る

現
地

確
認

検
証

･審
査

審
議

･等
を

実
施

し
た

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3)
熊

本
市

全
域

の
景

観
形

成
基

準
(重

点
地

域
を

服
務

)→
建

築
物

、
工

作
物

の
新

築
、

新
設

、
増

築
、

改
築

、
移

転
又

は
外

観
の

変
更

、
→

色
彩

･材
料

→
･基

調
と

な
る

色
は

、
周

囲
の

自
然

や
街

並
み

の
色

彩
(色

相
･明

度
･彩

度
)に

調
和

し
た

も
の

と
し

、
ｱ

ｸ
ｾ

ﾝ
ﾄと

な
る

色
は

ご
く

限
ら

れ
た

箇
所

に
限

定
す

る
よ

う
に

努
め

る
こ

と
。

･各
地

域
の

雰
囲

気
を

損
な

わ
な

い
｢地

域
で

推
奨

す
る

色
彩

｣を
使

用
す

る
よ

う
に

努
め

る
こ

と
。

･地
域

の
夜

間
景

観
を

損
な

う
、

過
度

の
明

る
さ

等
、

の
熊

本
市

景
観

形
成

指
針

が
記

述
さ

れ
て

い
る

が
、

こ
の

建
築

物
は

、
第

一
種

住
居

地
域

の
中

の
建

築
物

で
あ

る
が

、
上

記
･記

述
の

条
件

に
適

正
に

適
合

し
て

い
る

と
す

る
実

地
確

認
･検

証
･審

査
審

議
･等

に
依

っ
て

現
地

測
定

確
認

･実
証

検
証

等
を

実
施

し
て

、
正

当
･適

正
で

あ
る

と
す

る
行

政
判

断
資

料
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

2)
色

彩
に

つ
い

て
【別

記
1】

を
見

る
に

、
避

け
て

ほ
し

い
色

彩
、

使
用

で
き

な
い

色
彩

の
項

目
が

あ
る

が
、

こ
の

建
築

物
の

外
観

を
ﾘﾆ

ｭ
ｰ

ｱ
ﾙ

し
て

、
市

民
の

目
線

で
は

、
異

様
な

輝
き

の
色

彩
と

な
っ

て
い

る
と

受
け

と
め

る
が

、
熊

本
市

景
観

行
政

目
線

で
は

問
題

な
い

と
し

て
何

年
も

放
置

し
て

い
る

が
、

こ
の

建
築

物
の

色
彩

は
、

こ
の

熊
本

市
景

観
計

画
に

は
抵

触
し

て
い

な
い

と
す

る
実

地
確

認
検

証
･審

査
審

議
等

を
実

施
し

た
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

3)
熊

本
市

全
域

の
景

観
形

成
基

準
(重

点
地

域
を

含
む

)→
建

築
物

、
工

作
物

の
新

築
、

新
設

、
増

築
、

改
築

、
移

転
又

は
外

観
の

変
更

、
→

色
彩

･材
料

→
基

調
と

な
る

色
は

、
周

囲
の

自
然

や
街

並
み

の
色

彩
(色

相
･明

度
･彩

度
)に

調
和

し
た

も
の

と
し

、
ｱ

ｸ
ｾ

ﾝ
ﾄと

な
る

色
は

ご
く

限
ら

れ
た

箇
所

に
限

定
す

る
よ

う
に

努
め

る
こ

と
。

各
地

域
の

雰
囲

気
を

損
な

わ
な

い
｢地

域
で

推
奨

す
る

色
彩

｣を
使

用
す

る
よ

う
に

努
め

る
こ

と
。

地
域

の
夜

間
景

観
を

損
な

う
、

過
度

の
明

る
さ

等
、

の
熊

本
市

景
観

形
成

指
針

に
記

述
さ

れ
て

い
る

が
、

こ
の

建
築

物
は

、
第

一
種

住
居

地
域

の
中

の
建

築
物

で
あ

る
が

、
上

記
、

記
述

の
条

件
に

適
正

に
適

合
し

て
い

る
と

す
る

実
地

確
認

、
検

証
、

審
査

審
議

等
に

依
っ

て
、

現
地

測
定

確
認

･実
証

検
証

等
を

実
地

し
て

、
正

当
･適

正
で

あ
る

と
す

る
行

政
判

断
資

料
等

の
わ

か
る

資
料

等
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4)
特

定
施

設
届

出
地

区
→

熊
本

市
の

骨
格

と
な

る
よ

う
な

幹
線

道
路

等
(新

幹
線

熊
本

駅
ﾎ

ｰ
ﾑ

か
ら

正
面

に
見

え
る

花
岡

山
中

腹
に

、
昼

夜
聳

え
る

巨
大

な
ｺ
ﾝ

ｸ
ﾘｰ

ﾄ建
築

物
が

、
遠

来
の

来
熊

者
の

目
に

最
初

に
印

象
づ

け
ら

れ
る

玄
関

口
に

聳
え

る
建

築
物

)、
熊

本
市

を
最

初
に

印
象

づ
け

る
玄

関
口

と
な

る
場

所
で

す
。

特
定

施
設

及
び

付
帯

施
設

の
新

築
、

増
築

、
改

築
、

移
転

、
外

観
の

変
更

を
行

う
際

の
事

前
の

届
出

に
よ

り
、

(特
定

施
設

等
に

関
す

る
行

為
の

制
限

(景
観

形
成

基
準

)｣
に

沿
っ

た
調

和
の

と
れ

た
美

し
い

沿
道

景
観

(風
致

地
区

･花
岡

山
)の

形
成

を
進

め
ま

す
。

と
あ

り
、

･建
築

物
 工

作
物

→
新

築
、

新
設

、
増

築
、

改
築

、
移

転
又

は
外

観
の

変
更

、
→

風
俗

営
業

等
の

規
制

及
び

業
務

の
適

正
化

等
に

関
す

る
法

律
第

2条
第

1項
第

7号
及

び
第

8号
並

び
に

同
条

第
6項

4号
に

規
定

す
る

営
業

を
行

う
た

め
の

施
設

→
ﾊ

ﾞﾁ
ﾝ

ｺ
店

、
ﾏ

ｰ
ｼ

ﾞｬ
ﾝ

屋
、

ｹ
ﾞｰ

ﾑ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

、
ﾗ

ﾌ
ﾞﾎ

ﾃ
ﾙ

等
、

→
対

象
規

模
 床

面
積

が
10

m
2を

超
え

る
も

の
、

面
積

が
10

m
2を

超
え

る
も

の
、

と
な

っ
て

い
る

が
、

こ
の

建
築

物
は

、
届

出
を

し
な

く
て

も
良

い
?と

す
る

法
的

根
拠

･
等

が
、

他
に

熊
本

市
条

例
等

が
あ

る
の

か
?等

の
現

地
確

認
･実

証
審

査
審

議
等

を
実

施
し

て
、

正
当

適
合

し
て

い
る

と
の

熊
本

市
判

定
結

果
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2.

｢ま
た

、
建

築
物

の
提

出
さ

れ
て

い
る

屋
外

広
告

物
に

つ
き

ま
し

て
は

、
花

岡
山

風
致

地
区

と
の

境
界

近
く

に
建

設
さ

れ
て

は
お

り
ま

す
が

、
熊

本
市

屋
外

広
告

物
条

例
に

基
づ

く
許

可
基

準
に

適
合

す
る

範
囲

に
お

い
て

許
可

し
た

も
の

で
ご

ざ
い

ま
す

の
で

、
ご

理
解

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
｣と

の
回

答
が

記
述

さ
れ

て
い

る
。

4)
特

定
施

設
届

出
地

区
→

熊
本

市
の

骨
格

と
な

る
よ

う
な

幹
線

道
路

等
(新

幹
線

熊
本

駅
ﾎ

ｰ
ﾑ

か
ら

正
面

に
見

え
る

花
岡

山
中

腹
に

、
昼

夜
そ

び
え

る
巨

大
な

ｺ
ﾝ

ｸ
ﾘｰ

ﾄ建
築

物
が

、
遠

来
の

来
熊

者
の

目
に

最
初

に
印

象
づ

け
ら

れ
る

玄
関

口
と

な
る

場
所

で
す

。
特

定
施

設
及

び
付

帯
施

設
の

新
築

、
新

設
、

増
築

、
改

築
、

移
転

、
外

観
の

変
更

を
行

う
際

の
事

前
の

届
出

に
よ

り
、

特
定

施
設

等
に

関
す

る
行

為
の

制
限

(風
致

地
区

･花
岡

山
)形

成
を

進
め

ま
す

。
と

あ
り

、
建

築
物

、
工

作
物

→
新

築
、

新
設

、
増

築
、

改
築

、
移

転
又

は
外

観
の

変
更

→
風

俗
営

業
等

の
規

制
及

び
業

務
の

適
正

化
等

に
関

す
る

法
律

第
2条

第
1項

第
7号

及
び

第
8号

並
び

に
同

条
第

6項
4号

に
規

定
す

る
営

業
を

行
う

た
め

の
施

設
→

ﾊ
ﾟﾁ

ﾝ
ｺ
店

、
ﾏ

ｰ
ｼ

ﾞｬ
ﾝ

屋
、

ｹ
ﾞｰ

ﾑ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

、
ﾗ
ﾌ
ﾞﾎ

ﾃ
ﾙ

等
→

対
象

規
模

、
床

面
橙

が
10

㎡
を

超
え

る
も

の
、

面
積

が
10

㎡
を

超
え

る
も

の
、

と
な

っ
て

い
る

が
、

こ
の

建
築

物
は

、
届

出
を

し
な

く
て

も
良

い
と

す
る

法
的

根
拠

等
が

、
他

に
熊

本
市

条
例

等
が

あ
る

の
か

等
の

現
地

確
認

･実
証

審
査

審
議

等
を

実
施

し
て

、
正

当
適

合
し

て
い

る
と

の
熊

本
市

判
定

結
果

等
の

わ
か

る
資

料
等

。
2.

｢ま
た

、
建

築
物

の
提

出
さ

れ
て

い
る

屋
外

広
告

物
に

つ
き

ま
し

て
は

、
花

岡
山

風
致

地
区

と
の

境
界

近
く

に
建

設
さ

れ
て

は
お

り
ま

す
が

、
熊

本
市

屋
外

広
告

物
条

例
に

基
づ

く
許

可
基

準
に

適
合

す
る

範
囲

に
お

い
て

許
可

し
た

も
の

で
ご

ざ
い

ま
す

の
で

、
ご

理
解

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
｣ 

と
の

回
答

が
記

述
さ

れ
て

い
る

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1)
熊

本
市

屋
外

広
告

物
条

例
･(

禁
止

地
域

等
)第

3条
 次

に
掲

げ
る

地
域

又
は

場
所

に
お

い
て

は
、

広
告

物
を

表
示

し
、

又
は

広
告

物
を

掲
示

す
る

物
件

(以
下

｢掲
示

物
件

｣と
い

う
。

)を
設

置
し

て
は

な
ら

な
い

。
(1

2)
道

路
、

鉄
道

、
軌

道
及

び
素

道
並

び
に

こ
れ

ら
か

ら
展

望
す

る
こ

と
が

で
き

る
地

域
で

、
市

長
が

指
定

す
る

区
域

･(
第

2種
禁

止
地

域
)･

と
あ

る
が

、
こ

の
建

築
物

の
出

入
り

口
二

箇
所

の
建

物
の

側
面

に
、

市
民

の
目

線
で

は
通

学
路

等
沿

道
等

･公
序

良
俗

に
著

し
く

違
反

す
る

刺
激

的
な

け
ば

け
ば

し
い

看
板

と
見

え
る

看
板

掲
示

が
、

長
年

に
亘

り
黙

視
さ

れ
続

け
て

い
る

熊
本

市
景

観
行

政
理

念
は

、
ど

の
様

な
法

的
根

拠
･幸

山
熊

本
市

長
等

の
許

可
に

よ
っ

て
可

能
と

す
る

の
か

?等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2)
(広

告
物

設
置

者
等

に
対

す
る

指
導

等
)第

30
条

 市
長

は
、

広
告

物
設

置
者

等
に

対
し

、
こ

の
条

例
の

目
的

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
指

導
、

助
言

又
は

勧
告

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

と
あ

る
が

、
熊

本
市

内
の

ﾗ
ﾌ
ﾞﾎ

ﾃ
ﾙ

営
業

看
板

等
に

対
し

て
、

今
ま

で
ど

の
様

な
指

導
･助

言
又

は
勧

告
の

熊
本

市
行

政
執

行
が

行
わ

れ
た

か
等

の
現

地
確

認
検

証
･

審
査

審
議

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

但
し

、
中

心
市

街
地

･商
業

地
、

第
一

種
住

宅
地

、
そ

の
他

の
土

地
用

途
区

分
毎

に
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3)

(広
告

及
び

検
査

)第
30

条
の

条
例

に
基

づ
き

、
建

物
に

立
ち

入
り

、
広

告
物

若
し

く
は

掲
示

物
を

検
査

、
帳

簿
、

書
類

そ
の

他
の

物
件

を
検

査
し

、
若

し
く

は
関

係
者

に
質

問
さ

せ
た

経
緯

･実
績

･等
が

あ
れ

ば
、

そ
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

1)
熊

本
市

屋
外

広
告

物
条

例
(禁

止
地

域
等

)第
3条

に
は

、
次

に
掲

げ
る

地
域

又
は

場
所

に
お

い
て

は
、

広
告

物
を

表
示

し
、

又
は

広
告

物
を

掲
示

す
る

物
件

(以
下

｢掲
示

物
件

｣と
い

う
。

)を
設

置
し

て
は

な
ら

な
い

。
(1

2)
道

路
、

鉄
道

、
軌

道
及

び
素

道
並

び
に

こ
れ

ら
か

ら
展

望
す

る
こ

と
が

で
き

る
地

域
で

、
市

長
が

指
定

す
る

区
域

(第
2種

禁
止

地
域

)と
あ

る
が

、
こ

の
建

築
物

の
出

入
り

□
二

箇
所

の
建

物
の

側
面

に
、

市
民

の
目

線
で

は
通

学
路

等
沿

道
等

、
公

序
良

俗
に

著
し

く
違

反
す

る
刺

激
的

な
け

ば
け

ば
し

い
看

板
と

見
え

る
看

板
掲

示
が

、
長

年
に

亘
り

黙
視

さ
れ

続
け

て
い

る
熊

本
市

景
観

行
政

理
念

は
、

ど
の

様
な

法
的

根
拠

、
熊

本
市

長
等

の
許

可
に

よ
っ

て
可

能
と

す
る

の
か

等
 の

わ
か

る
資

料
等

。
2)

(広
告

物
設

置
者

等
に

対
す

る
指

導
等

)第
30

条
に

は
、

市
長

は
、

広
告

物
設

置
者

等
に

対
し

、
こ

の
条

例
の

目
的

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
指

導
、

助
言

又
は

勧
告

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

と
あ

る
が

、
熊

本
市

内
の

ﾗ
ﾌ
ﾞﾎ

ﾃ
ﾙ

営
業

看
板

等
に

対
し

て
、

今
ま

で
ど

の
様

な
指

導
･助

言
又

は
勧

告
の

熊
本

市
行

政
執

行
が

行
わ

れ
た

か
等

の
現

地
確

認
検

証
･審

査
審

議
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

但
し

、
中

心
市

街
地

･商
業

地
、

第
一

種
住

宅
地

、
そ

の
他

の
土

地
用

途
区

分
毎

、
に

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3)
(広

告
及

び
検

査
)第

30
条

の
条

例
に

基
づ

き
、

建
物

に
立

ち
入

り
、

広
告

物
若

し
く

は
掲

示
物

を
検

査
、

帳
簿

、
書

類
そ

の
他

の
物

件
を

検
査

し
、

若
し

く
は

関
係

者
に

質
問

さ
せ

た
経

緯
･実

績
等

が
あ

れ
ば

、
そ

の
わ

か
る

資
料

等
。

※
添

付
参

照
熟

慮
熟

視
･現

地
検

分
実

証
写

真
･資

料
等

･
A

３
→

計
2.

0枚
。

1.
市

長
へ

の
手

紙
(第

50
6号

･市
長

回
答

)･
A

3→
1枚

、
2.

巨
大

建
築

物
･ﾘ

ﾆ
ｭ
ｱ

ﾙ
･営

業
写

真
等

･A
3→

0.
5枚

、
3.

巨
大

建
築

物
･ﾘ

ﾆ
ｭ
ｱ

ﾙ
後

の
昼

夜
輝

き
の

風
景

と
鮮

や
か

な
刺

激
的

色
彩

変
更

の
写

真
と

路
面

露
出

の
公

序
良

俗
に

疑
問

の
通

学
路

に
相

応
し

く
な

い
ﾗ
ﾌ
ﾞﾎ

ﾃ
ﾙ

営
業

看
板

の
写

真
。

A
3→

1枚
。

49
8

10
/9

○
｢市

長
へ

の
手

紙
｣･

平
成

25
年

8月
28

日
受

付
･第

25
-

50
6号

･に
対

す
る

熊
本

市
長

･自
筆

ｻ
ｲ
ﾝ

入
り

･回
答

書
･

の
｢ま

た
、

別
途

ご
意

見
い

た
だ

き
ま

し
た

熊
本

市
景

観
計

画
と

屋
外

広
告

物
に

つ
き

ま
し

て
は

、
～

｣で
始

ま
る

回
答

文
は

、
担

当
主

幹
課

の
回

答
文

を
ｿ
ﾉ
ﾏ

ﾏ
な

の
か

･ｱ
ﾚ
ﾝ

ｼ
ﾞ

し
た

の
か

、
不

明
だ

が
、

担
当

主
幹

課
か

ら
の

生
の

回
答

文
の

開
示

請
求

。

企
画

振
興

局
広

聴
課

｢市
長

へ
の

手
紙

｣(
平

成
25

年
8月

28
日

受
付

･第
50

6号
)

の
回

答
文

の
根

拠
と

な
っ

た
担

当
課

回
答

文

開
示

1
0
/
1
8

1
0
/
2
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

49
9

10
/9

○
｢市

長
へ

の
手

紙
｣･

平
成

25
年

8月
28

日
受

付
･第

25
-

50
6号

･に
対

し
、

平
成

25
年

10
月

2日
郵

送
受

領
･し

た
熊

本
市

長
･幸

山
政

史
氏

直
筆

入
り

ｻ
ｲ
ﾝ

･の
回

答
書

内
容

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

1.
｢ま

た
、

別
途

ご
意

見
を

い
た

だ
き

ま
し

た
熊

本
市

景
観

計
画

と
屋

外
広

告
物

に
つ

き
ま

し
て

は
、

本
市

で
は

、
平

成
22

年
1月

に
景

観
計

画
を

策
定

し
、

景
観

法
に

基
づ

く
届

出
制

度
を

実
施

し
て

お
り

ま
す

。
そ

れ
以

前
に

建
て

ら
れ

た
建

築
物

に
つ

い
て

は
、

平
成

22
年

1月
以

降
に

届
出

対
象

行
為

を
行

う
場

合
に

、
届

出
を

し
て

い
た

だ
く

こ
と

と
な

り
ま

す
。

そ
の

際
に

、
色

彩
等

が
景

観
計

画
の

基
準

に
適

合
す

る
か

を
判

断
し

、
然

る
べ

き
対

応
を

し
て

ま
い

り
ま

す
。

ご
指

摘
い

た
だ

い
て

お
り

ま
す

建
築

物
は

、
現

状
と

い
た

し
ま

し
て

は
届

け
出

は
不

要
な

も
の

で
ご

ざ
い

ま
す

。
｣と

の
熊

本
市

景
観

行
政

の
市

政
理

念
回

答
が

記
述

さ
れ

て
い

る
。

1)
｢平

成
22

年
1月

に
景

観
計

画
を

策
定

し
、

景
観

法
に

基
づ

く
届

出
制

度
を

実
施

し
て

お
り

ま
す

。
｣と

あ
る

が
、

こ
の

建
築

物
は

所
有

者
移

転
に

よ
っ

て
、

平
成

24
年

10
月

20
日

頃
･ﾘ

ﾆ
ｭ
ｱ

ﾙ
開

業
･と

な
り

、
熊

本
市

景
観

計
画

･平
成

22
年

1月
1日

施
行

･の
内

容
に

、
大

規
模

行
為

届
出

→
対

象
物

･建
築

物
 工

作
物

→
行

為
の

種
類

･新
築

 新
設

 増
築

改
築

 移
転

又
は

外
観

の
変

更
(修

繕
若

し
く

は
模

様
替

え
又

は
色

彩
の

変
更

)と
あ

り
、

ﾘﾆ
ｭ
ｱ

ﾙ
を

し
て

、
外

観
の

変
更

･真
っ

赤
っ

か
の

色
彩

の
変

更
)を

し
て

も
、

こ
の

建
築

物
は

届
出

は
不

要
と

す
る

根
拠

と
な

る
内

容
が

、
見

当
た

ら
な

い
の

で
、

何
処

に
ど

の
様

な
記

述
が

あ
る

の
か

?現
地

確
認

検
証

･審
査

審
議

･等
を

実
施

し
た

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

1.
対

象
建

築
物

の
届

出
不

要
と

す
る

根
拠

お
よ

び
対

象
建

築
物

が
熊

本
市

景
観

計
画

に
抵

触
し

て
い

な
い

と
す

る
根

拠
資

料
。

(熊
本

市
景

観
計

画
概

要
版

の
添

付
。

)
2.

対
象

広
告

物
が

ど
の

よ
う

な
法

的
根

拠
･許

可
に

よ
っ

て
掲

示
可

能
と

す
る

の
か

わ
か

る
資

料
。

開
示

1
0
/
2
3

1
1
/
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2)
色

彩
に

つ
い

て
【別

記
1】

を
見

る
に

、
避

け
て

ほ
し

い
色

彩
･使

用
で

き
な

い
色

彩
･の

項
目

が
あ

る
が

、
こ

の
建

築
物

の
外

観
を

ﾘﾆ
ｭ
ｱ

ﾙ
し

て
、

市
民

の
目

線
で

は
、

異
様

な
輝

き
の

色
彩

と
な

っ
て

い
る

と
受

け
と

め
る

が
、

熊
本

市
景

観
行

政
目

線
で

は
、

問
題

な
い

と
し

て
何

年
も

放
置

し
て

お
ら

れ
る

が
、

こ
の

建
築

物
の

ﾘﾆ
ｭ
ｱ

ﾙ
色

彩
は

、
こ

の
熊

本
市

景
観

計
画

に
は

抵
触

し
て

い
な

い
と

す
る

現
地

確
認

検
証

･審
査

審
議

･等
を

実
施

し
た

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3)
熊

本
市

全
域

の
景

観
形

成
基

準
(重

点
地

域
を

服
務

)→
建

築
物

、
工

作
物

の
新

築
、

新
設

、
増

築
、

改
築

、
移

転
又

は
外

観
の

変
更

、
→

色
彩

･材
料

→
･基

調
と

な
る

色
は

、
周

囲
の

自
然

や
街

並
み

の
色

彩
(色

相
･明

度
･彩

度
)に

調
和

し
た

も
の

と
し

、
ｱ

ｸ
ｾ

ﾝ
ﾄと

な
る

色
は

ご
く

限
ら

れ
た

箇
所

に
限

定
す

る
よ

う
に

努
め

る
こ

と
。

･各
地

域
の

雰
囲

気
を

損
な

わ
な

い
｢地

域
で

推
奨

す
る

色
彩

｣を
使

用
す

る
よ

う
に

努
め

る
こ

と
。

･地
域

の
夜

間
景

観
を

損
な

う
、

過
度

の
明

る
さ

等
、

の
熊

本
市

景
観

形
成

指
針

が
記

述
さ

れ
て

い
る

が
、

こ
の

建
築

物
は

、
第

一
種

住
居

地
域

の
中

の
建

築
物

で
あ

る
が

、
上

記
･記

述
の

条
件

に
適

正
に

適
合

し
て

い
る

と
す

る
実

地
確

認
･検

証
･審

査
審

議
･等

に
依

っ
て

現
地

測
定

確
認

･実
証

検
証

等
を

実
施

し
て

、
正

当
･適

正
で

あ
る

と
す

る
行

政
判

断
資

料
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

屋
外

広
告

物
許

可
申

請
書

の
写

し

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
3

1
1
/
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4)
特

定
施

設
届

出
地

区
→

熊
本

市
の

骨
格

と
な

る
よ

う
な

幹
線

道
路

等
(新

幹
線

熊
本

駅
ﾎ

ｰ
ﾑ

か
ら

正
面

に
見

え
る

花
岡

山
中

腹
に

、
昼

夜
聳

え
る

巨
大

な
ｺ
ﾝ

ｸ
ﾘｰ

ﾄ建
築

物
が

、
遠

来
の

来
熊

者
の

目
に

最
初

に
印

象
づ

け
ら

れ
る

玄
関

口
に

聳
え

る
建

築
物

)、
熊

本
市

を
最

初
に

印
象

づ
け

る
玄

関
口

と
な

る
場

所
で

す
。

特
定

施
設

及
び

付
帯

施
設

の
新

築
、

増
築

、
改

築
、

移
転

、
外

観
の

変
更

を
行

う
際

の
事

前
の

届
出

に
よ

り
、

(特
定

施
設

等
に

関
す

る
行

為
の

制
限

(景
観

形
成

基
準

)｣
に

沿
っ

た
調

和
の

と
れ

た
美

し
い

沿
道

景
観

(風
致

地
区

･花
岡

山
)の

形
成

を
進

め
ま

す
。

と
あ

り
、

･建
築

物
 工

作
物

→
新

築
、

新
設

、
増

築
、

改
築

、
移

転
又

は
外

観
の

変
更

、
→

風
俗

営
業

等
の

規
制

及
び

業
務

の
適

正
化

等
に

関
す

る
法

律
第

2条
第

1項
第

7号
及

び
第

8号
並

び
に

同
条

第
6項

4号
に

規
定

す
る

営
業

を
行

う
た

め
の

施
設

→
ﾊ

ﾞﾁ
ﾝ

ｺ
店

、
ﾏ

ｰ
ｼ

ﾞｬ
ﾝ

屋
、

ｹ
ﾞｰ

ﾑ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

、
ﾗ

ﾌ
ﾞﾎ

ﾃ
ﾙ

等
、

→
対

象
規

模
 床

面
積

が
10

m
2を

超
え

る
も

の
、

面
積

が
10

m
2を

超
え

る
も

の
、

と
な

っ
て

い
る

が
、

こ
の

建
築

物
は

、
届

出
を

し
な

く
て

も
良

い
?と

す
る

法
的

根
拠

･
等

が
、

他
に

熊
本

市
条

例
等

が
あ

る
の

か
?等

の
現

地
確

認
･実

証
審

査
審

議
等

を
実

施
し

て
、

正
当

適
合

し
て

い
る

と
の

熊
本

市
判

定
結

果
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2.

｢ま
た

、
建

築
物

の
提

出
さ

れ
て

い
る

屋
外

広
告

物
に

つ
き

ま
し

て
は

、
花

岡
山

風
致

地
区

と
の

境
界

近
く

に
建

設
さ

れ
て

は
お

り
ま

す
が

、
熊

本
市

屋
外

広
告

物
条

例
に

基
づ

く
許

可
基

準
に

適
合

す
る

範
囲

に
お

い
て

許
可

し
た

も
の

で
ご

ざ
い

ま
す

の
で

、
ご

理
解

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
｣と

の
回

答
が

記
述

さ
れ

て
い

る
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1)
熊

本
市

屋
外

広
告

物
条

例
･(

禁
止

地
域

等
)第

3条
 次

に
掲

げ
る

地
域

又
は

場
所

に
お

い
て

は
、

広
告

物
を

表
示

し
、

又
は

広
告

物
を

掲
示

す
る

物
件

(以
下

｢掲
示

物
件

｣と
い

う
。

)を
設

置
し

て
は

な
ら

な
い

。
(1

2)
道

路
、

鉄
道

、
軌

道
及

び
素

道
並

び
に

こ
れ

ら
か

ら
展

望
す

る
こ

と
が

で
き

る
地

域
で

、
市

長
が

指
定

す
る

区
域

･(
第

2種
禁

止
地

域
)･

と
あ

る
が

、
こ

の
建

築
物

の
出

入
り

口
二

箇
所

の
建

物
の

側
面

に
、

市
民

の
目

線
で

は
通

学
路

等
沿

道
等

･公
序

良
俗

に
著

し
く

違
反

す
る

刺
激

的
な

け
ば

け
ば

し
い

看
板

と
見

え
る

看
板

掲
示

が
、

長
年

に
亘

り
黙

視
さ

れ
続

け
て

い
る

熊
本

市
景

観
行

政
理

念
は

、
ど

の
様

な
法

的
根

拠
･幸

山
熊

本
市

長
等

の
許

可
に

よ
っ

て
可

能
と

す
る

の
か

?等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2)
(広

告
物

設
置

者
等

に
対

す
る

指
導

等
)第

30
条

 市
長

は
、

広
告

物
設

置
者

等
に

対
し

、
こ

の
条

例
の

目
的

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
指

導
、

助
言

又
は

勧
告

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

と
あ

る
が

、
熊

本
市

内
の

ﾗ
ﾌ
ﾞﾎ

ﾃ
ﾙ

営
業

看
板

等
に

対
し

て
、

今
ま

で
ど

の
様

な
指

導
･助

言
又

は
勧

告
の

熊
本

市
行

政
執

行
が

行
わ

れ
た

か
等

の
現

地
確

認
検

証
･

審
査

審
議

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

但
し

、
中

心
市

街
地

･商
業

地
、

第
一

種
住

宅
地

、
そ

の
他

の
土

地
用

途
区

分
毎

、
に

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3)
(広

告
及

び
検

査
)第

30
条

の
条

例
に

基
づ

き
、

建
物

に
立

ち
入

り
、

広
告

物
若

し
く

は
掲

示
物

を
検

査
、

帳
簿

、
書

類
そ

の
他

の
物

件
を

検
査

し
、

若
し

く
は

関
係

者
に

質
問

さ
せ

た
経

緯
･実

績
･等

が
あ

れ
ば

、
そ

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

※
添

付
参

照
熟

慮
熟

視
･現

地
検

分
実

証
写

真
･資

料
等

･
A

３
→

計
2.

0枚
。

1.
市

長
へ

の
手

紙
(第

50
6号

･市
長

回
答

)･
A

3→
1枚

、
2.

巨
大

建
築

物
･ﾘ

ﾆ
ｭ
ｱ

ﾙ
･営

業
写

真
等

･A
3→

0.
5枚

、
3.

巨
大

建
築

物
･ﾘ

ﾆ
ｭ
ｱ

ﾙ
後

の
昼

夜
輝

き
の

風
景

と
鮮

や
か

な
刺

激
的

色
彩

変
更

の
写

真
と

路
面

露
出

の
公

序
良

俗
に

疑
問

の
通

学
路

に
相

応
し

く
な

い
ﾗ
ﾌ
ﾞﾎ

ﾃ
ﾙ

営
業

看
板

の
写

真
。

A
3→

1枚
。

50
0

10
/9

廻
江

団
地

駐
車

場
そ

の
他

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

富
合

地
域

整
備

室

工
事

名
 廻

江
団

地
駐

車
場

と
そ

の
他

工
事

上
記

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
2
2

50
1

10
/1

0
平

成
25

年
7月

10
日

 開
札

･楠
団

地
第

3期
21

号
棟

(8
0戸

)建
築

工
事

上
記

工
事

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
住

宅
課

楠
団

地
第

3期
21

号
棟

(8
0戸

)建
築

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
1
8

1
0
/
2
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

50
2

10
/1

1

平
成

25
年

10
月

2日
開

札
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 原

植
木

線
(岩

野
工

区
)交

差
点

改
良

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

 原
植

木
線

(岩
野

工
区

)交
差

点
改

良
工

事
(金

入
設

計
書

)
開

示
1
0
/
1
5

1
0
/
1
7

50
3

10
/1

1

平
成

24
年

12
月

12
日

開
札

 設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

 下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

45
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(1

31
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

45
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(1

31
工

区
)の

金
入

り
変

更
設

計
書

開
示

1
0
/
1
6

1
0
/
1
7

50
4

10
/1

1

ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
保

険
に

つ
い

て
の

下
記

文
書

○
上

記
制

度
の

概
要

が
わ

か
る

ﾊ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾚ
ｯ
ﾄ、

ﾁ
ﾗ
ｼ

等
○

上
記

制
度

の
実

施
要

綱
･災

害
補

償
規

定
等

(前
年

度
と

変
更

な
い

場
合

は
不

要
)

○
平

成
25

年
度

契
約

時
の

仕
様

書
○

平
成

25
年

度
契

約
時

の
入

札
お

よ
び

見
積

り
合

わ
せ

等
の

結
果

○
平

成
25

年
度

契
約

の
保

険
証

券
お

よ
び

特
約

書
(保

険
約

款
不

要
)

○
平

成
24

年
度

契
約

の
事

故
件

数
お

よ
び

支
払

い
保

険
金

額
(被

害
者

に
支

払
っ

た
保

険
金

額
)

企
画

振
興

局
市

民
協

働
課

熊
本

市
ﾎ

ﾞﾗ
ﾝ

ﾃ
ｨｱ

活
動

保
険

に
つ

い
て

下
記

の
も

の
･ﾘ

ｰ
ﾌ
ﾚ
ｯ
ﾄ、

要
綱

が
記

載
さ

れ
た

熊
本

市
ﾎ

ｰ
ﾑ

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞの

U
R
L

･仕
様

書
･平

成
25

年
度

契
約

の
入

札
状

況
調

書
･保

険
証

券
及

び
特

約
明

細
書

･平
成

24
年

度
保

険
実

績
開

示
1
0
/
1
7

1
0
/
3
1

郵
送

50
5

10
/1

1
道

路
位

置
指

定
資

料
  

昭
和

40
年

5月
7日

  
熊

本
県

指
令

第
49

号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

資
料

 昭
和

40
年

5月
7日

 熊
本

県
指

令
第

49
号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
7

1
0
/
1
8

50
6

10
/1

1
道

路
位

置
指

定
の

書
類

指
定

書
、

現
況

平
面

図
変

更
前

、
後

S5
1-

13
6

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

の
書

類
 指

定
書

、
現

況
平

面
図

変
更

前
、

後
 S

51
-1

36
開

示
1
0
/
1
6

1
0
/
1
6

50
7

10
/1

1

社
会

福
祉

法
人

○
○

(熊
本

県
熊

本
市

南
区

近
見

○
-△

-×
)

平
成

25
年

3月
期

、
平

成
24

年
3月

期
、

平
成

23
年

3月
期

決
算

書
(貸

借
対

照
表

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

、
資

金
収

支
計

算
書

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

障
が

い
保

健
福

祉
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

平
成

23
年

3月
期

、
平

成
24

年
3月

期
、

平
成

25
年

3月
期

決
算

書
(貸

借
対

照
表

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

、
資

金
収

支
計

算
書

)
開

示
1
0
/
1
5

1
0
/
2
9

50
8

10
/1

1
大

規
模

建
築

物
等

行
為

届
出

書
の

様
式

第
3号

(平
成

25
年

7月
11

日
～

8月
10

日
届

出
分

)
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
(様

式
第

3号
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
7

1
0
/
2
5

50
9

10
/1

1

平
成

24
～

25
年

度
開

通
の

以
下

の
路

線
の

道
路

平
面

図
・一

般
県

道
23

2号
 小

池
竜

田
線

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

(H
25

年
10

月
15

日
開

通
分

)(
東

区
小

峯
4～

小
峯

2)
・都

市
計

画
道

路
 船

場
神

水
線

(H
24

年
度

開
通

分
)(

東
区

出
水

2丁
目

～
神

水
本

町
)

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

24
～

25
年

度
開

通
の

以
下

の
路

線
の

道
路

平
面

図
･一

般
県

道
23

2号
 小

池
竜

田
線

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

･都
市

計
画

道
路

 船
場

神
水

線
開

示
1
0
/
1
8

1
0
/
2
5

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

51
0

10
/1

1

平
成

24
～

平
成

25
年

度
開

通
の

以
下

の
路

線
の

道
路

平
面

図
・主

要
地

方
道

38
号

 宇
土

甲
佐

線
阿

高
工

区
(H

25
年

3月
開

通
分

)(
南

区
城

南
町

阿
高

)

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

24
～

25
年

度
開

通
の

以
下

の
路

線
の

道
路

平
面

図
主

要
地

方
道

38
号

 宇
土

甲
佐

線
阿

高
工

区
(H

25
年

3月
開

通
分

)
(南

区
城

南
町

阿
高

)
開

示
1
0
/
1
8

1
0
/
2
5

郵
送

51
1

10
/1

6
道

路
協

定
書

(H
21

.1
0.

23
)

{道
路

判
定

 0
9年

第
29

3号
 判

定
内

容
C

-4
}

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

協
定

書
(H

21
.1

0.
23

)
 道

路
判

定
 0

9年
第

29
3号

 判
定

内
容

C
-4

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
7

1
0
/
1
8

51
2

10
/1

6

公
共

下
水

道
管

内
各

地
点

の
確

認
。

(H
25

年
10

月
8日

～
H

25
年

10
月

10
日

ま
で

の
作

業
前

、
作

業
中

、
作

業
後

の
写

真
)を

お
願

い
し

ま
す

。
【別

紙
添

付
】

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

公
共

下
水

道
管

内
各

地
点

の
確

認
。

(平
成

25
年

10
月

8日
～

平
成

25
年

10
月

10
日

ま
で

の
作

業
前

、
作

業
中

、
作

業
後

の
写

真
)を

お
願

い
し

ま
す

。
開

示
1
0
/
2
3

1
0
/
2
5

51
3

10
/1

7
道

路
判

定
関

係
書

類
13

-1
35

 0
01

～
00

8
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課
道

路
判

定
関

係
書

類
 1

3-
13

5 
00

1～
00

8
開

示
1
0
/
1
8

1
0
/
1
8

51
4

10
/1

7

平
成

19
年

3月
13

日
か

ら
平

成
25

年
10

月
17

ま
で

の
期

間
で

熊
本

市
附

属
機

関
設

置
条

例
に

基
づ

い
て

設
置

さ
れ

た
①

｢審
議

会
等

の
委

員
会

｣に
議

会
参

加
の

要
請

の
申

し
入

れ
が

市
長

等
か

ら
な

さ
れ

た
｢委

員
会

等
｣の

名
称

の
す

べ
て

②
議

会
議

員
参

加
の

｢委
員

会
等

｣の
名

称
と

議
員

数
と

氏
名 ③

｢各
委

員
等

｣ご
と

に
市

長
等

か
ら

議
長

に
申

し
入

れ
の

あ
っ

た
文

書
の

す
べ

て
④

市
長

等
の

｢委
員

会
等

｣へ
の

議
会

参
加

の
申

し
入

れ
に

対
し

て
議

会
の

回
答

の
す

べ
て

⑤
市

長
等

の
申

し
入

れ
を

拒
否

し
た

｢委
員

会
等

｣の
名

称
と

そ
の

理
由

の
文

書
⑥

市
長

等
の

議
会

へ
申

し
入

れ
に

対
す

る
手

続
に

つ
い

て
ｲ
.議

会
の

ど
の

よ
う

な
機

関
、

組
織

で
検

討
さ

れ
る

の
か

、
そ

の
名

称

議
会

事
務

局
総

務
課

1 
平

成
19

年
3月

13
日

か
ら

平
成

25
年

10
月

17
日

ま
で

の
期

間
で

、
熊

本
市

附
属

機
関

設
置

条
例

に
基

づ
い

て
設

置
さ

れ
た

①
 ｢

審
議

会
等

の
委

員
会

｣に
議

会
参

加
の

要
請

の
申

し
入

れ
が

市
長

等
か

ら
な

さ
れ

た
｢委

員
会

等
｣の

名
称

の
す

べ
て

②
 議

会
議

員
参

加
の

｢委
員

会
等

｣の
名

称
と

議
員

数
と

氏
名

③
 ｢

各
委

員
会

｣ご
と

に
市

長
等

か
ら

議
会

に
申

し
入

れ
の

あ
っ

た
文

書
の

す
べ

て
④

 市
長

等
の

｢委
員

会
等

｣へ
の

議
会

参
加

の
申

し
入

れ
に

対
し

て
議

会
の

回
答

の
す

べ
て

2 
熊

本
市

附
属

機
関

設
置

条
例

以
外

に
議

員
参

加
の

「
審

議
会

等
委

員
会

」（
現

在
)の

ｲ
 名

称
の

す
べ

て
ﾛ
 参

加
議

員
氏

名
 .

ﾊ
 要

綱
、

規
則

の
全

て

開
示

1
0
/
3
1

1
1
/
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

ﾛ
.市

長
等

の
議

会
へ

の
申

し
入

れ
は

ど
の

よ
う

な
基

準
で

検
討

さ
れ

る
の

か
。

そ
の

基
準

は
何

か
ﾊ

.検
討

論
議

の
記

録
は

誰
れ

が
ど

の
手

続
き

で
行

わ
れ

る
の

か
。

ﾆ
.実

務
者

に
は

誰
れ

が
責

任
を

負
う

の
か

、
作

成
保

存
は

誰
れ

に
な

る
の

か
。

(実
務

の
責

任
者

)議
長

以
外

で
⑦

熊
本

市
附

属
機

関
設

置
条

例
以

外
に

設
置

参
加

の
｢審

議
会

委
員

会
｣の

ｲ
.名

称
の

す
べ

て
 ﾛ

.参
加

議
員

氏
名

 ﾊ
.要

綱
規

則
の

全
べ

て

1 
平

成
19

年
3月

13
日

か
ら

平
成

25
年

10
月

17
日

ま
で

の
期

間
で

、
熊

本
市

附
属

機
関

設
置

条
例

に
基

づ
い

て
設

置
さ

れ
た

⑤
 市

長
等

の
申

入
れ

を
拒

否
し

た
｢委

員
会

等
｣の

名
称

と
そ

の
理

由
の

文
書

⑥
 市

長
等

の
議

会
へ

の
申

し
入

れ
に

対
す

る
手

続
き

に
つ

い
て

ｲ
 議

会
の

ど
の

よ
う

な
機

関
･組

織
で

検
討

さ
れ

た
か

、
そ

の
名

称
ﾛ
 市

長
等

の
議

会
へ

の
申

入
れ

は
ど

の
よ

う
な

基
準

で
検

討
さ

れ
た

か
。

そ
の

基
準

は
何

か
ﾊ

 検
討

論
議

の
記

録
は

誰
が

ど
の

機
関

で
行

わ
れ

る
の

か
。

ﾆ
 実

務
者

は
誰

か
、

責
任

を
負

う
の

か
、

作
成

保
存

は
誰

な
の

か
(実

務
の

責
任

者
)議

長
以

外
で

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
0
/
3
1

51
5

10
/1

7

日
吉

地
区

基
準

点
･境

界
点

再
現

測
量

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

総
務

課

日
吉

地
区

基
準

点
･境

界
点

再
現

測
量

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
0
/
1
8

1
1
/
7

51
6

10
/1

7
沼

山
津

送
水

場
φ

11
00

･9
00

粍
可

と
う

管
取

替
工

事
 金

入
り

設
計

書
施

工
内

訳
、

科
目

内
訳

ま
で

す
べ

て
お

願
い

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･沼
山

津
送

水
場

φ
11

00
･9

00
粍

可
と

う
管

取
替

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

1
0
/
2
2

1
0
/
2
5

51
7

10
/1

8
大

規
模

建
築

物
等

行
為

届
出

書
様

式
3号

H
25

.6
.1

～
H

25
.1

0.
17

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
(様

式
第

3号
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
2

1
0
/
2
8

51
8

10
/1

8
麻

生
田

三
丁

目
あ

そ
う

だ
公

園
ﾄｲ

ﾚ
新

築
工

事
の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

営
繕

課
金

入
り

設
計

書
麻

生
田

三
丁

目
あ

そ
う

だ
公

園
ﾄｲ

ﾚ
新

築
工

事
開

示
1
0
/
2
4

1
0
/
2
8

51
9

10
/1

8

工
事

(委
託

)番
号

 1
38

03
64

電
子

入
札

案
件

番
号

 0
20

05
10

01
00

20
13

02
74

工
事

･業
務

名
 (

熊
本

市
上

下
水

道
局

発
注

)
天

明
配

水
場

か
ら

奥
古

閑
郵

便
局

間
φ

30
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

(1
工

区
)

場
所

　
熊

本
市

南
区

奥
古

閑
町

上
記

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

天
明

配
水

場
か

ら
奥

古
閑

郵
便

局
間

φ
30

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
(1

工
区

)
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
2
3

1
0
/
3
1

郵
送

52
0

10
/1

8

工
事

(委
託

)番
号

 1
38

03
95

電
子

入
札

案
件

番
号

 0
20

05
10

01
00

20
13

03
00

工
事

･業
務

名
 (

熊
本

市
上

下
水

道
局

発
注

)
中

央
区

新
大

江
2丁

目
13

番
付

近
φ

20
0･

15
0･

10
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

場
所

　
熊

本
市

中
央

区
新

大
江

2丁
目

13
番

付
近

　
　

上
記

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

中
央

区
新

大
江

2丁
目

13
番

付
近

φ
20

0･
15

0･
10

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
上

記
の

設
計

金
額

の
内

訳
書

･科
目

内
訳

･施
工

内
訳

金
額

入
工

事
設

計
書

開
示

1
0
/
2
3

1
0
/
3
1

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

52
1

10
/1

8

工
事

(委
託

)番
号

 1
38

02
90

電
子

入
札

案
件

番
号

 0
20

05
10

01
00

20
13

02
04

工
事

･業
務

名
 (

熊
本

市
上

下
水

道
局

発
注

)
北

区
徳

王
1丁

目
20

番
地

付
近

φ
15

0･
10

0･
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

場
所

　
熊

本
市

北
区

徳
王

1丁
目

上
記

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

北
区

徳
王

1丁
目

20
番

地
付

近
φ

15
0･

10
0･

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
2
3

1
0
/
3
1

郵
送

52
2

10
/1

8

工
事

(委
託

)番
号

 1
38

02
69

電
子

入
札

案
件

番
号

 0
20

05
10

01
00

20
13

02
16

工
事

･業
務

名
 (

熊
本

市
上

下
水

道
局

発
注

)
北

区
植

木
町

石
川

74
6番

地
付

近
φ

15
0･

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

場
所

　
熊

本
市

北
区

植
木

町
石

川
74

6番
地

付
近

　
　

上
記

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
石

川
74

6番
地

付
近

φ
15

0･
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
(金

入
り

設
計

書
)

開
示

1
0
/
2
3

1
0
/
3
1

郵
送

52
3

10
/1

8

工
事

(委
託

)番
号

 1
38

03
30

電
子

入
札

案
件

番
号

 0
20

05
10

01
00

20
13

02
35

工
事

･業
務

名
 (

熊
本

市
上

下
水

道
局

発
注

)
北

区
植

木
町

鐙
田

国
道

3号
線

φ
15

0･
10

0･
75

･5
0粍

配
水

管
布

設
他

2件
工

事
場

所
　

熊
本

市
北

区
植

木
町

鐙
田

地
内

上
記

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
鐙

田
国

道
3号

線
φ

15
0･

10
0･

75
･5

0粍
配

水
管

布
設

他
2件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

1
0
/
2
3

1
0
/
3
1

郵
送

52
4

10
/1

8
S4

8 
17

2号
 道

路
位

置
指

定
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課
S4

8 
17

2号
 道

路
位

置
指

定
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
1
0
/
2
2

1
0
/
2
2

52
5

10
/2

2

一
般

県
道

 植
木

山
鹿

線
(内

工
区

)道
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
(施

工
単

価
ま

で
す

べ
て

)開
示

お
願

い
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

 植
木

山
鹿

線
(内

工
区

)道
路

改
良

工
事

(金
入

設
計

書
)

開
示

1
0
/
2
3

1
0
/
2
3

52
6

10
/2

2

道
路

位
置

指
定

関
係

書
類

位
置

指
定

日
平

成
14

年
5月

30
日

指
定

番
号

熊
本

県
指

令
鹿

本
企

調
第

16
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

関
係

書
類

位
置

指
定

日
 平

成
14

年
5月

30
日

指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
鹿

本
企

調
第

16
号

開
示

1
0
/
2
3

1
0
/
3

52
7

10
/2

2

平
成

24
年

度
公

園
の

農
薬

散
布

量
と

月
日

又
は

期
間

の
わ

か
る

資
料

農
薬

:樹
木

の
害

虫
駆

除
に

用
い

た
も

の
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
(予

防
)

(各
担

当
課

(所
属

)で
実

施
し

た
も

の
)

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

〈件
名

〉
平

成
24

年
度

 公
園

の
農

薬
散

布
量

と
月

日
又

は
期

間
の

わ
か

る
資

料
開

示
1
0
/
2
5

1
1
/
7

閲
覧

52
8

10
/2

2

平
成

24
年

度
街

路
樹

の
農

薬
散

布
量

と
月

日
又

は
期

間
の

わ
か

る
資

料
農

薬
:樹

木
の

害
虫

駆
除

に
用

い
た

も
の

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(予
防

)
(各

担
当

課
(所

属
)で

実
施

し
た

も
の

)

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

■
平

成
24

年
度

街
路

樹
の

農
薬

散
布

量
と

月
日

又
は

期
間

の
わ

か
る

資
料

開
示

1
0
/
2
5

1
1
/
7

閲
覧
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

52
9

10
/2

2

平
成

24
年

度
公

園
の

農
薬

散
布

量
と

月
日

又
は

期
間

の
わ

か
る

資
料

農
薬

:樹
木

の
害

虫
駆

除
に

用
い

た
も

の
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
(予

防
)

(各
担

当
課

(所
属

)で
実

施
し

た
も

の
)

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

･平
成

24
年

度
 公

園
農

薬
散

布
量

と
月

日
又

は
期

間
の

分
か

る
資

料
･樹

木
の

害
虫

駆
除

(予
防

)に
用

い
た

も
の

開
示

1
0
/
2
3

1
1
/
7

閲
覧

53
0

10
/2

2

平
成

24
年

度
街

路
樹

の
農

薬
散

布
量

と
月

日
又

は
期

間
の

わ
か

る
資

料
農

薬
:樹

木
の

害
虫

駆
除

に
用

い
た

も
の

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(予
防

)
(各

担
当

課
(所

属
)で

実
施

し
た

も
の

)

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

街
路

樹
の

農
薬

散
布

量
と

月
日

又
は

期
間

の
わ

か
る

資
料

農
薬

:樹
木

の
害

虫
駆

除
(予

防
)に

用
い

た
も

の
(市

道
分

)
開

示
1
0
/
2
5

1
1
/
7

街
路

樹
の

農
薬

散
布

量
と

月
日

又
は

期
間

の
わ

か
る

資
料

農
薬

:樹
木

の
害

虫
駆

除
(予

防
)に

用
い

た
も

の
(国

県
道

分
)

開
示

1
0
/
2
5

1
1
/
7

53
1

10
/2

2

平
成

24
年

度
公

園
の

農
薬

散
布

量
と

月
日

又
は

期
間

の
わ

か
る

資
料

街
路

樹
の

　
　

　
〃

　
　

　
　

　
　

　
〃

農
薬

:樹
木

の
害

虫
駆

除
に

用
い

た
も

の
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
(予

防
)

(各
担

当
課

(所
属

)で
実

施
し

た
も

の
)

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

富
合

地
域

整
備

室

平
成

24
年

度
 西

部
土

木
セ

ン
タ

ー
(富

合
地

域
整

備
室

)
管

轄
 街

路
樹

害
虫

駆
除

実
績

開
示

1
0
/
2
8

1
1
/
7

閲
覧

53
2

10
/2

2

平
成

24
年

度
公

園
の

農
薬

散
布

量
と

月
日

又
は

期
間

の
わ

か
る

資
料

農
薬

:樹
木

の
害

虫
駆

除
に

用
い

た
も

の
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
(予

防
)

(各
担

当
課

(所
属

)で
実

施
し

た
も

の
)

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室

平
成

24
年

度
 西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室
管

轄
公

園
害

虫
駆

除
委

託
実

績
開

示
1
0
/
3
1

1
1
/
7

閲
覧

53
3

10
/2

2

平
成

24
年

度
公

園
の

農
薬

散
布

量
と

月
日

又
は

期
間

の
わ

か
る

資
料

農
薬

:樹
木

の
害

虫
駆

除
に

用
い

た
も

の
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
(予

防
)

(各
担

当
課

(所
属

)で
実

施
し

た
も

の
)

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

平
成

24
年

度
公

園
の

農
薬

散
布

量
と

月
日

又
は

期
間

の
わ

か
る

資
料

開
示

1
0
/
2
4

1
1
/
7

閲
覧

53
4

10
/2

2

平
成

24
年

度
街

路
樹

の
農

薬
散

布
量

と
月

日
又

は
期

間
の

わ
か

る
資

料
農

薬
:樹

木
の

害
虫

駆
除

に
用

い
た

も
の

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(予
防

)
(各

担
当

課
(所

属
)で

実
施

し
た

も
の

)

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

北
部

地
区

(1
工

区
) 

市
道

等
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

北
部

地
区

(2
工

区
) 

市
道

等
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

北
部

地
区

(1
工

区
) 

国
県

道
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

北
部

地
区

(2
工

区
) 

国
県

道
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

北
部

地
区

(3
工

区
) 

国
県

道
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

北
部

地
区

(4
工

区
) 

国
県

道
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

上
記

の
街

路
樹

害
虫

駆
除

実
績

及
び

位
置

図

開
示

1
0
/
3
0

1
1
/
7

閲
覧

53
4-

2
10

/2
2

平
成

24
年

度
公

園
の

農
薬

散
布

量
と

月
日

又
は

期
間

の
わ

か
る

資
料

農
薬

:樹
木

の
害

虫
駆

除
に

用
い

た
も

の
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
(予

防
)

(各
担

当
課

(所
属

)で
実

施
し

た
も

の
)

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

植
木

地
域

整
備

室

平
成

24
年

度
 公

園
の

農
薬

散
布

量
と

月
日

又
は

期
間

の
わ

か
る

資
料

農
業

、
樹

木
の

害
虫

駆
除

(予
防

)に
用

い
た

も
の

(各
担

当
課

(所
属

)で
実

施
し

た
も

の
)

開
示

1
0
/
3
0

1
1
/
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

53
5

10
/2

2

社
会

福
祉

法
人

 ○
○

H
22

.H
23

.H
24

分
◎

財
産

目
録

◎
貸

借
対

照
表

◎
資

金
収

支
計

算
書

◎
事

業
活

動
収

支
計

算
書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
過

去
3期

(平
成

22
年

度
、

平
成

23
年

度
及

び
平

成
24

年
度

)の
財

産
目

録
、

貸
借

対
照

表
、

資
金

収
支

計
算

書
及

び
事

業
活

動
収

支
計

算
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
5

1
0
/
2
8

53
6

10
/2

3
道

路
判

定
関

係
書

類
06

-3
11

.0
1～

11
00

-5
38

.0
2～

12

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

関
係

書
類

 0
6-

31
1、

01
～

11
 0

0-
53

8、
02

～
12

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
4

1
0
/
2
4

53
7

10
/2

3

建
築

指
導

課
道

路
判

定
関

係
書

類
11

-3
11

-0
1

　
　

〃
　

-0
2

　
　

〃
　

-0
3

　
　

〃
　

-0
4

　
　

〃
　

-0
5

　
　

〃
　

-0
6

　
　

〃
　

-0
7

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

建
築

指
導

課
 道

路
判

定
関

係
書

類
 1

1-
31

1-
01

 1
1-

31
1-

02
 1

1-
31

1-
03

 1
1-

31
1-

04
 1

1
-

31
1-

05
 1

1-
31

1-
06

 1
1-

31
1-

07

開
示

1
0
/
2
4

1
0
/
2
4

53
8

10
/2

3
道

路
判

定
関

係
書

類
04

-6
12

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

関
係

書
類

 0
4-

61
2

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
4

1
0
/
2
5

53
9

10
/2

3

平
成

25
年

10
月

1日
現

在
で

現
に

営
業

許
可

を
受

け
て

い
る

飲
食

店
の

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
屋

号
、

営
業

所
住

所
、

許
可

年
月

日
、

業
種

、
電

話
番

号
健

康
福

祉
子

ど
も

局
食

品
保

健
課

平
成

25
年

10
月

1日
現

在
で

営
業

許
可

を
受

け
て

い
る

飲
食

店
一

覧
(自

動
販

売
機

、
仮

設
営

業
、

移
動

販
売

業
、

臨
時

営
業

を
除

く
) 

計
82

94
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

業
種

詳
細

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
10

月
24

日
 1

3
:3

0

開
示

1
0
/
3
1

1
1
/
5

54
0

10
/2

4
道

路
判

定
 0

1年
第

47
0号

の
書

類
一

式
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 0
1年

第
47

0号
の

書
類

一
式

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
5

1
0
/
2
5

54
1

10
/2

4

一
般

県
道

 原
植

木
線

(岩
野

工
区

)交
差

点
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

10
月

2日
開

札

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

 原
植

木
線

(岩
野

工
区

)交
差

点
改

良
工

事
〈金

入
設

計
書

)
開

示
1
0
/
2
9

1
1
/
7

54
2

10
/2

4
道

路
判

定
確

認
書

類
平

成
19

年
07

-2
81

　
　

　
　

1～
7ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

確
認

書
類

 平
成

19
年

 0
7-

28
1

 1
～

7ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
5

1
1
/
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

54
3

10
/2

5

医
療

法
人

社
団

○
○

(北
区

□
□

□
□

○
-△

-×
)に

お
い

て
、

平
成

5年
社

団
○

○
開

設
当

初
か

ら
、

今
日

に
至

る
ま

で
の

下
記

の
項

目
に

つ
い

て
(毎

年
の

)
①

決
算

届
(事

業
報

告
書

等
;定

款
、

事
業

報
告

書
、

財
産

目
録

、
貸

借
対

照
表

、
損

益
計

算
書

、
監

事
の

監
査

報
告

書
を

含
む

)〈
毎

年
〉

②
社

員
総

会
議

事
録

〈毎
年

〉(
す

べ
て

)
③

平
成

5年
社

団
開

設
当

初
及

び
今

日
(現

在
)の

就
業

規
則

(別
途

の
退

職
金

規
定

を
含

む
)

④
医

療
法

人
設

立
に

ま
つ

わ
る

概
況

届
を

含
む

い
っ

さ
い

の
資

料
及

び
社

団
自

由
が

丘
開

設
当

初
か

ら
の

社
員

の
死

亡
、

除
名

、
退

社
が

あ
れ

ば
、

そ
の

社
員

氏
名

及
び

、
現

在
の

社
員

名
簿

を
記

載
さ

れ
て

い
る

社
員

総
会

議
事

録
等

の
提

出
さ

れ
た

文
書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

医
療

政
策

課

有
12

/9

医
療

法
人

社
団

○
○

(北
区

□
□

□
□

○
-△

-×
)の

現
行

定
款

開
示

1
2
/
6

1
2
/
9

医
療

法
人

社
団

○
○

(北
区

□
□

□
□

○
-△

-×
)に

お
い

て
、

平
成

5年
社

団
○

○
開

設
当

初
か

ら
今

日
に

至
る

ま
で

の
次

の
文

書
等

①
 次

の
年

度
に

係
る

決
算

届
(事

業
報

告
書

等
;事

業
報

告
書

、
財

産
日

録
、

貸
借

対
照

表
、

損
益

計
算

書
、

幹
事

の
監

査
報

告
書

を
含

む
)

・平
成

12
年

度
(平

成
12

年
1月

1日
か

ら
平

成
12

年
12

月
31

日
)

・平
成

13
年

度
(平

成
13

年
1月

1日
か

ら
平

成
13

年
12

月
31

日
)

・平
成

16
年

度
(平

成
16

年
1月

1日
か

ら
平

成
16

年
12

月
31

日
)

・平
成

20
年

度
(平

成
26

年
1月

1日
か

ら
平

成
20

年
12

月
31

日
)

・平
成

21
年

度
(平

成
21

年
1月

1日
か

ら
平

成
21

年
12

月
31

日
)

・平
成

22
年

度
(平

成
22

年
1月

1日
か

ら
平

成
22

年
12

月
31

日
)

・平
成

23
年

度
(平

成
23

年
1月

1日
か

ら
平

成
23

年
12

月
31

日
)

・平
成

24
年

度
(平

成
24

年
1月

1日
か

ら
平

成
24

年
12

月
31

日
)

②
 次

の
年

月
日

に
開

催
さ

れ
た

社
員

総
会

議
事

録
(他

の
届

出
等

の
添

付
書

類
と

し
て

提
出

さ
れ

た
議

事
録

に
つ

い
て

は
、

当
該

他
の

届
出

等
の

文
書

等
に

含
む

)
・平

成
16

年
6月

20
日

・平
成

19
年

2月
26

日
・平

成
20

年
3月

15
日

③
 医

療
法

人
設

立
に

ま
つ

わ
る

概
況

届
を

含
む

一
切

の
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
6

1
2
/
9

-146-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

④
 次

の
年

月
日

に
生

じ
た

役
員

の
変

更
に

係
る

役
員

変
更

届
・平

成
19

年
5月

8日
・平

成
21

年
1月

1日
・平

成
21

年
4月

1日
及

び
平

成
21

年
4月

30
日

・平
成

22
年

1月
1日

医
療

法
人

社
団

○
○

(北
区

□
□

□
□

○
-△

-×
)に

お
い

て
、

平
成

5年
社

団
○

○
開

設
当

初
か

ら
今

日
に

至
る

ま
で

毎
年

の
下

記
の

項
目

に
係

る
文

書
等

①
 平

成
5年

(社
団

開
設

当
初

)及
び

今
日

(現
在

)の
就

業
規

則
(別

途
の

退
職

金
規

定
を

含
む

)
②

 次
の

年
度

に
係

る
決

算
届

(事
業

報
告

書
等

;事
業

報
告

書
、

財
産

日
録

、
貸

借
対

照
表

、
損

益
計

算
書

、
幹

事
の

監
査

報
告

書
を

含
む

)
・平

成
5年

度
(設

立
か

ら
平

成
5年

12
月

31
日

)
・平

成
6年

度
(平

成
6年

1月
1日

か
ら

平
成

6年
12

月
31

日
)

・平
成

7年
度

(平
成

7年
1月

1日
か

ら
平

成
7年

12
月

31
日

)
・平

成
8年

度
(平

成
8年

1月
1日

か
ら

平
成

8年
12

月
31

日
)

・平
成

9年
度

(平
成

9年
1月

1日
か

ら
平

成
9年

12
月

31
日

)
・平

成
10

年
度

(平
成

10
年

1月
1日

か
ら

平
成

10
年

12
月

31
日

)
・平

成
11

年
度

(平
成

11
年

1月
1日

か
ら

平
成

11
年

12
月

31
日

)
・平

成
14

年
度

(平
成

14
年

1月
1日

か
ら

平
成

14
年

12
月

31
日

)
・平

成
15

年
度

(平
成

15
年

1月
1日

か
ら

平
成

15
年

12
月

31
日

)
・平

成
17

年
度

(平
成

17
年

1月
1日

か
ら

平
成

17
年

12
月

31
日

)
・平

成
18

年
度

(平
成

18
年

1月
1日

か
ら

平
成

18
年

12
月

31
日

)
・平

成
19

年
度

(平
成

19
年

1月
1日

か
ら

平
成

19
年

12
月

31
日

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
6

54
4

10
/2

5

平
成

25
年

10
月

16
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(池

上
工

区
)他

1路
線

工
事

用
道

路
道

路
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(池
上

工
区

)他
1路

線
工

事
用

道
路

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
1

1
1
/
6

54
5

10
/2

5
道

路
判

定
99

年
第

32
0号

D
-6

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 9
9年

第
32

0号
 D

-6
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
8

1
0
/
2
9

-147-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

54
6

10
/2

8

発
生

日
時

、
平

成
25

年
○

月
○

日
午

前
○

時
こ

ろ
発

生
場

所
 熊

本
市

東
区

保
田

窪
3-

○
-△

　
　

　
　

　
　

○
○

医
療

機
関

 ○
○

病
院

上
記

の
救

急
搬

送
報

告
書

消
防

局
総

務
課

平
成

25
年

○
月

○
日

午
前

○
時

頃
熊

本
市

東
区

保
田

窪
3-

○
-△

 ○
○

に
お

い
て

発
生

し
た

救
急

事
案

の
救

急
活

動
報

告
書

。
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
6

1
1
/
3

郵
送

54
7

10
/2

8
道

路
位

置
指

定
関

係
書

類
H

13
-0

19
 中

央
区

保
田

窪
二

丁
目

○
-△

S3
6-

05
1 

東
区

健
軍

4丁
目

○
-△

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

関
係

書
類

H
13

-0
19

 中
央

区
保

田
窪

二
丁

目
○

-△
S3

6-
05

1 
東

区
健

軍
4丁

目
○

-△

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
9

1
1
/
1

54
8

10
/2

8

(1
)現

在
営

業
中

で
、

最
初

の
許

可
年

月
日

が
20

13
年

7月
1日

か
ら

20
13

年
9月

30
日

ま
で

の
店

舗
の

飲
食

店
営

業
許

可
に

係
る

下
記

項
目

。
但

し
、

自
動

車
･自

動
販

売
機

･仮
設

お
よ

び
露

店
等

を
除

く
。

①
営

業
所

名
(屋

号
)

②
営

業
所

住
所

③
営

業
所

電
話

番
号

④
営

業
者

(申
請

者
)氏

名
⑤

代
表

者
氏

名
(営

業
者

が
法

人
の

場
合

に
限

る
)

⑥
最

初
の

許
可

年
月

日
(2

)2
01

3年
7月

1日
か

ら
20

13
年

9月
30

日
ま

で
に

廃
業

届
出

の
あ

っ
た

店
舗

の
、

飲
食

店
営

業
許

可
に

係
る

下
記

項
目

。
但

し
、

自
動

車
･自

動
販

売
機

･仮
設

お
よ

び
露

店
等

を
除

く
。

①
営

業
所

名
(屋

号
)

②
営

業
所

在
地

③
営

業
所

電
話

番
号

④
営

業
者

(申
請

者
)氏

名
⑤

代
表

者
氏

名
(営

業
者

が
法

人
の

場
合

に
限

る
)

⑥
廃

業
届

出
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

(1
)現

在
営

業
中

で
、

許
可

日
が

平
成

25
年

7月
1日

か
ら

平
成

25
年

9月
30

日
ま

で
の

飲
食

店
一

覧
(自

動
販

売
機

、
仮

設
営

業
、

移
動

販
売

業
、

臨
時

営
業

を
除

く
) 

計
20

9件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
申

請
者

氏
名

、
代

表
者

氏
名

、
初

許
可

年
月

日
(2

)平
成

25
年

7月
1日

か
ら

平
成

25
年

9月
30

日
ま

で
に

廃
業

し
た

飲
食

店
一

覧
(自

動
販

売
機

、
仮

設
営

業
、

移
動

販
売

業
、

臨
時

営
業

を
除

く
)計

21
5件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

申
請

者
氏

名
、

代
表

者
氏

名
、

廃
業

受
付

日
、

廃
業

形
態

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
11

月
5日

 1
4:

3
0

開
示

1
1
/
8

1
1
/
1
4

郵
送

54
9

10
/2

8
H

24
年

度
に

実
施

し
た

市
立

幼
稚

園
の

あ
り

方
P
T

会
議

の
審

議
経

過
の

全
て

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

政
策

課

平
成

24
年

度
に

実
施

し
た

｢市
立

幼
稚

園
の

あ
り

方
P
T

会
議

｣の
審

議
経

過
の

全
て

開
示

1
1
/
1

1
1
/
5

55
0

10
/2

8
建

築
指

導
課

道
路

判
定

関
係

書
類

一
式

判
定

番
号

 0
9年

03
4号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

建
築

指
導

課
 道

路
判

定
関

係
書

類
一

式
 判

定
番

号
 0

9年
03

4号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
9

1
0
/
3
0

55
1

10
/2

9

沼
山

津
水

源
地

次
亜

室
外

壁
劣

化
及

び
屋

根
防

水
改

修
外

5件
工

事
の

金
入

り
設

計
図

書
上

下
水

道
局

水
運

用
課

①
沼

山
津

水
源

地
次

亜
室

外
壁

劣
化

及
び

屋
根

防
水

改
修

外
5件

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
6

1
1
/
7

55
2

10
/2

9
99

-0
20

道
路

判
定

申
請

書
及

び
図

面
一

式
19

-0
20

-0
1 

02
 0

3 
04

 0
5 

06
 0

7 
08

 0
9 

10
～

18
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

99
-0

2 
道

路
判

定
申

請
書

及
び

図
面

一
式

19
-0

20
-0

1 
02

 0
3 

04
 0

5 
06

 0
7 

08
 0

9 
10

～
18

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
3
1

1
0
/
3
1

55
3

10
/2

9

平
成

26
年

度
熊

本
市

立
学

校
教

員
採

用
選

考
試

験
第

一
次

試
験

、
第

二
次

試
験

そ
れ

ぞ
れ

に
お

け
る

各
教

科
ご

と
の

合
格

者
最

高
点

、
及

び
最

低
点

を
特

定
で

き
る

文
書

、
或

い
は

資
料

。

教
育

委
員

会
事

務
局

教
職

員
課

平
成

26
年

度
 熊

本
市

立
学

校
教

員
採

用
選

考
試

験
 合

格
者

の
最

高
点

･最
低

点
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
5

1
1
/
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

55
4

10
/3

0
今

公
園

外
1箇

所
ﾄｲ

ﾚ
新

築
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
営

繕
課

金
入

り
設

計
書

今
公

園
外

1箇
所

ﾄｲ
ﾚ
新

築
工

事
開

示
1
1
/
1

1
1
/
5

55
5

10
/3

1

平
成

25
年

10
月

23
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 工
務

課
市

道
 弓

削
第

32
号

線
歩

道
新

設
工

事
〔J

R
近

接
工

事
〕

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

25
年

10
月

23
日

開
札

市
道

 弓
削

第
32

号
線

歩
道

新
設

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
5

1
1
/
7

55
6

10
/3

1

熊
本

市
中

央
区

黒
髪

4丁
目

○
番

地
先

の
市

道
状

況
を

確
認

す
る

た
め

の
検

図
、

旧
字

図
都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

総
務

課

検
図

、
旧

字
図

場
所

:熊
本

市
中

央
区

黒
髪

4丁
目

○
番

地
先

開
示

1
1
/
6

1
1
/
7

55
7

10
/3

1
08

-1
74

号
月

出
4丁

目
○

番
△

地
先

～
○

番
△

地
先

道
路

判
定

調
書

開
示

請
求

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

08
-1

74
号

月
出

4丁
目

○
番

△
地

先
～

○
番

△
地

先
道

路
判

定
調

査
書

開
示

請
求

開
示

1
1
/
1

1
1
/
1

55
8

10
/3

1
道

路
位

置
指

定
済

証
明

に
係

る
関

係
書

類
熊

本
県

指
令

建
第

2号
昭

和
39

年
1月

14
日

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

済
証

明
に

係
る

関
係

書
類

熊
本

県
指

令
建

第
2号

 昭
和

39
年

1月
14

日
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1

1
1
/
5

55
9

11
/1

平
成

25
年

10
月

23
日

開
札

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 秋

津
新

町
新

外
3丁

目
第

1号
線

道
路

維
持

工
事

(そ
の

2)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

秋
津

新
町

新
外

3丁
目

第
1号

線
道

路
維

持
工

事
(そ

の
2)

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
5

1
1
/
6

56
0

11
/1

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【地
域

】熊
本

市
内

全
域

【対
象

】飲
食

店
営

業
(H

25
年

10
月

1日
～

H
25

年
10

月
31

日
の

新
規

営
業

許
可

)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【内
容

】･
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･営
業

者
氏

名
･初

許
可

年
月

日
･業

種
詳

細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

10
月

1日
～

平
成

25
年

10
月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)計
79

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
営

業
者

氏
名

、
許

可
年

月
日

、
業

種
詳

細
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

25
年

11
月

6日
 1

1:
0
0

開
示

1
1
/
8

1
1
/
2
2

郵
送

56
1

11
/1

平
成

25
年

10
月

1日
か

ら
平

成
25

年
10

月
31

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
、

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

10
月

1日
～

平
成

25
年

10
月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)計
79

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
11

月
6日

 1
1:

4
5

開
示

1
1
/
8

1
1
/
1
8

郵
送

56
2

11
/1

道
路

位
置

指
定

台
帳

S4
8-

02
6号

の
図

面
等

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

台
帳

 S
48

-0
26

号
の

図
面

等
開

示
1
1
/
5

1
1
/
7

56
3

11
/4

･城
山

公
園

施
設

整
備

工
事

(2
期

工
事

)
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

･城
山

公
園

施
設

整
備

工
事

(2
期

工
事

)

開
示

1
1
/
1
5

1
1
/
2
1

-149-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

56
4

11
/5

湖
東

中
学

校
運

動
場

改
良

工
事

金
入

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
施

設
課

湖
東

中
学

校
運

動
場

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
6

1
1
/
8

56
5

11
/6

孫
代

公
園

外
1箇

所
ﾄｲ

ﾚ
新

築
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
営

繕
課

孫
代

公
園

外
1箇

所
ﾄｲ

ﾚ
新

築
工

事
 金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
7

1
1
/
8

56
6

11
/6

平
成

25
年

10
月

1日
か

ら
平

成
25

年
10

月
31

日
ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

飲
食

店
の

一
覧

表
(食

品
営

業
許

可
台

帳
)

※
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･申

請
者

氏
名

･業
種

･営
業

所
電

話
番

号
･許

可
年

月
日

･許
可

満
了

日
等

に
つ

い
て

の
資

料
一

覧
表

(自
動

販
売

機
･露

店
営

業
を

除
く

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

10
月

1日
～

平
成

25
年

10
月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)計
79

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

氏
名

、
業

種
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

満
了

日
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

25
年

11
月

7日
 1

3:
1
0

開
示

1
1
/
8

1
1
/
1
8

郵
送

56
7

11
/6

･食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
34

業
種

の
営

業
許

可
施

設
台

帳
(自

動
販

売
機

･移
動

店
舗

･露
店

は
除

く
)

※
平

成
24

年
1月

～
平

成
25

年
10

月
ま

で
新

規
許

可
届

出
を

出
し

た
も

の
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･営
業

者
氏

名
･許

可
年

月
日

･業
種

詳
細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

24
年

1月
1日

か
ら

平
成

25
年

10
月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

食
品

衛
生

法
に

係
る

指
定

34
業

種
の

営
業

許
可

を
新

規
に

受
け

た
店

舗
一

覧
(自

動
販

売
機

、
仮

設
営

業
、

移
動

販
売

業
、

臨
時

営
業

を
除

く
) 

計
21

85
件

項
目

:屋
号

、
申

請
者

氏
名

、
代

表
者

名
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

許
可

年
月

日
、

業
種

詳
細

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
11

月
8日

 1
3:

3
0

開
示

1
1
/
1
3

1
/
1
8

郵
送

56
8

11
/6

･理
美

容
･公

衆
浴

場
･旅

館
･興

行
※

平
成

24
年

1月
～

平
成

25
年

10
月

ま
で

新
規

許
可

届
け

出
を

し
た

も
の

屋
号

･営
業

所
所

在
地

･営
業

所
電

話
番

号
･営

業
者

氏
名

･許
可

年
月

日
･業

種
詳

細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

理
美

容
･公

衆
浴

場
･旅

館
･興

行
場

※
平

成
24

年
1月

1日
～

平
成

25
年

10
月

31
日

ま
で

新
規

許
可

届
け

出
を

し
た

も
の

屋
号

･営
業

所
所

在
地

･営
業

所
電

話
番

号
･営

業
者

氏
名

･許
可

年
月

日
･業

種
詳

細

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
1

1
1
/
1
8

郵
送

56
9

11
/6

平
成

25
年

10
月

1日
～

平
成

25
年

10
月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

所
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

25
年

10
月

1日
～

同
年

10
月

31
日

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
の

確
認

が
あ

つ
た

美
容

所
一

覧
項

目
;施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
2

1
1
/
1
2

57
0

11
/6

平
成

25
年

10
月

1日
～

平
成

25
年

10
月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

10
月

1日
～

平
成

25
年

10
月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

) 
計

79
件

項
目

:屋
号

、
申

請
者

氏
名

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

25
年

11
月

8日
 1

1:
1
5

開
示

1
1
/
1
2

1
1
/
1
8

57
1

11
/6

20
13

年
5月

と
9月

の
○

○
中

学
校

及
び

○
○

小
学

校
で

の
農

薬
散

布
の

業
務

実
績

報
告

書

環
境

局
緑

保
全

課

平
成

25
年

度
5月

及
び

9月
に

実
施

し
た

、
○

○
中

学
校

及
び

○
○

小
学

校
に

お
け

る
樹

木
害

虫
駆

除
業

務
委

託
に

係
る

実
績

報
告

書
開

示
1
1
/
1
9

1
1
/
2
0

-150-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

57
2

11
/6

下
記

の
入

札
済

み
公

共
工

事
の

｢金
入

り
設

計
書

｣
工

事
名

:都
市

計
画

事
業

 東
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(E

-1
6)

築
造

工
事

(5
68

工
区

)
　

　
　

　
　

20
13

/0
8/

21
開

札
内

容
:本

工
事

内
訳

書
か

ら
内

訳
表

･明
細

表
･代

価
表

全
て 　

　
　

※
S
か

ら
始

ま
る

ｺ
ｰ

ﾄﾞ
表

の
内

訳
も

含
む

　
　

　
※

G
か

ら
始

ま
る

ｺ
ｰ

ﾄﾞ
表

の
内

訳
も

含
む

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 東
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(E

-1
6)

築
造

工
事

(5
68

工
区

)の
金

入
り

設
計

書
内

容
:本

工
事

内
訳

書
か

ら
内

訳
書

･明
細

表
･代

価
表

全
て

。
※

G
か

ら
始

ま
る

ｺ
ｰ

ﾄﾞ
表

の
内

訳
も

含
む

。
開

示
1
1
/
1
2

1
1
/
1
5

郵
送

都
市

計
画

事
業

 東
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(E

-1
6)

築
造

工
事

(5
68

工
区

)の
金

入
り

設
計

書
内

容
:本

工
事

内
訳

書
か

ら
内

訳
書

･明
細

表
･代

価
表

全
て

。
※

Sか
ら

始
ま

る
ｺ
ｰ

ﾄﾞ
表

の
内

訳
も

含
む

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
1
/
1
2

57
3

11
/7

道
路

位
置

指
定

 昭
和

58
年

12
月

26
日

 熊
本

市
指

令
(計

建
)第

72
号

道
等

の
判

定
調

書
 平

成
22

年
12

月
14

日
 1

0年
第

33
4号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 昭
和

58
年

12
月

26
日

 熊
本

市
指

令
(計

建
)第

72
号

道
等

の
判

定
調

査
書

 平
成

22
年

12
月

14
日

 1
0年

第
3
3
4

号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
1

1
1
/
1
2

57
4

11
/7

針
 治

療
院

の
開

設
届

け
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
致

し
ま

す
。

期
間

:2
01

3年
09

月
1日

～
20

13
年

11
月

7日
店

舗
名

、
住

所
、

申
請

者
氏

名
、

電
話

番
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

以
上

不
明

な
点

が
御

座
い

ま
し

た
ら

、
担

当
:○

○
 携

帯
:○

○
○

○
 迄

ご
連

絡
下

さ
い

。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

医
療

政
策

課

20
13

年
9月

1日
～

 2
01

3年
11

月
7日

の
間

に
開

設
届

出
の

あ
つ

た
針

 治
療

院
の

店
舗

名
(施

設
名

称
)、

住
所

(施
設

住
所

)、
申

請
者

氏
名

(開
設

者
氏

名
)、

電
話

番
号

開
示

1
1
/
1
8

1
1
/
2
1

57
5

11
/7

理
美

容
の

開
設

届
け

を
提

出
さ

れ
た

店
舗

の
店

名
･住

所
･

連
絡

先
･申

請
者

名
の

情
報

開
示

を
申

請
致

し
ま

す
。

期
間

:2
01

3年
09

月
1日

～
20

13
年

11
月

7日
店

舗
名

、
住

所
、

申
請

者
氏

名
、

電
話

番
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
以

上
不

明
な

点
が

御
座

い
ま

し
た

ら
、

担
当

:○
○

 携
帯

:○
○

○
○

 迄
ご

連
絡

下
さ

い
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

25
年

9月
1日

～
同

年
11

月
7日

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
の

確
認

が
あ

っ
た

理
容

所
、

美
容

所
の

一
覧

項
目

;施
設

の
名

称
、

所
在

地
、

電
話

番
号

、
開

設
者

の
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
2

1
1
/
2
1

57
6

11
/7

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
致

し
ま

す
。

た
だ

し
、

移
動

販
売

業
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
項

目
:屋

号
･営

業
所

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

:2
01

3年
09

月
1日

～
20

13
年

11
月

7日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

以
上

不
明

な
点

が
御

座
い

ま
し

た
ら

、
担

当
:○

○
 携

帯
:○

○
○

○
 迄

ご
連

絡
下

さ
い

。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

9月
1日

～
平

成
25

年
11

月
7日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

) 
計

18
1件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
電

話
番

号 ※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
11

月
11

日
 1

1
:3

0

開
示

1
1
/
1
3

1
1
/
2
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

57
7

11
/8

平
成

25
年

10
月

30
日

開
札

･上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 東

部
汚

水
59

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

72
工

区
)

･上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 東

部
処

理
区

雨
水

吐
貯

留
管

(E
-8

)築
造

工
事

(5
74

工
区

)
上

記
2件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

59
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
72

工
区

)
都

市
計

画
事

業
東

部
処

理
区

雨
水

吐
貯

留
管

(E
-8

)築
造

工
事

(5
74

工
区

)
の

金
入

設
計

書

開
示

1
1
/
1
2

1
1
/
1
9

57
8

11
/8

平
成

25
年

10
月

30
日

開
札

･東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 工
務

課
銀

座
橋

補
修

補
強

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

25
年

10
月

30
日

開
札

銀
座

橋
補

修
補

強
工

事
 金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
1
3

1
1
/
1
9

57
9

11
/8

平
成

25
年

10
月

30
日

開
札

･西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 河
川

公
園

整
備

課
麹

川
改

修
工

事
(1

k3
40

～
1k

37
5)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

工
事

名
 麹

川
改

修
工

事
(l
k3

40
～

 1
k3

75
)

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
1
2

1
1
/
1
9

58
0

11
/8

平
成

25
年

10
月

31
日

付
食

保
発

第
40

6号
文

書
等

開
示

決
定

を
受

け
た

、
飲

食
店

一
覧

の
項

目
に

｢代
表

者
氏

名
｣

を
追

加
。

平
成

25
年

10
月

1日
現

在
で

、
現

に
営

業
許

可
を

受
け

て
い

る
飲

食
店

の
一

覧
(移

動
、

臨
時

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)

屋
号

、
営

業
所

住
所

、
許

可
年

月
日

、
業

種
、

電
話

番
号

代
表

者
氏

名
(追

加
項

目
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

10
月

1日
現

在
で

営
業

許
可

を
受

け
て

い
る

飲
食

店
一

覧
(自

動
販

売
機

、
仮

設
営

業
、

移
動

販
売

業
、

臨
時

営
業

を
除

く
) 

計
82

94
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

業
種

詳
細

、
申

請
者

氏
名

、
代

表
者

氏
名

(法
人

の
場

合
)

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
11

月
12

日
 1

6
:3

0

開
示

1
1
/
1
3

1
1
/
1
8

58
1

11
/8

特
定

給
食

施
設

と
し

て
届

出
が

あ
っ

た
施

設
一

覧
項

目
(名

称
、

住
所

、
電

話
番

号
、

届
出

年
月

日
、

代
表

者
氏

名
)

平
成

25
年

11
月

8日
現

在
健

康
福

祉
子

ど
も

局
食

品
保

健
課

平
成

25
年

11
月

8日
現

在
で

特
定

給
食

施
設

と
し

て
届

出
が

あ
つ

た
施

設
一

覧
計

31
6件

項
目

:施
設

名
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
届

出
年

月
日

、
申

請
者

氏
名

、
代

表
者

氏
名

(法
人

の
場

合
)

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
11

月
13

日
 1

6
:5

2

開
示

1
1
/
1
4

1
1
/
1
8

58
2

11
/8

位
置

指
定

台
帳

(道
路

)
H

01
-0

18
　

　
　

　
01

～
04

頁

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

台
帳

(道
路

)
H

01
-0

18
 0

1～
04

頁
開

示
1
1
/
1
1

1
1
/
1
1

58
3

11
/9

平
成

26
年

度
熊

本
市

立
学

校
教

員
採

用
選

考
試

験
二

次
試

験
初

日
に

配
付

さ
れ

、
受

験
生

が
質

問
事

項
に

回
答

記
入

後
、

回
収

さ
れ

る
面

接
ｼ

ｰ
ﾄ

教
育

委
員

会
事

務
局

教
職

員
課

平
成

26
年

度
 熊

本
市

立
学

校
教

員
採

用
選

考
試

験
 面

接
カ

ー
ド

開
示

1
1
/
1
2

1
1
/
1
3

58
4

11
/1

0

銀
座

橋
補

修
補

強
工

事
の

金
入

り
、

内
訳

表
、

施
工

内
訳

表
ま

で
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

25
年

10
月

30
日

開
札

銀
座

橋
補

修
補

強
工

事
 金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
1
3

1
1
/
1
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

58
5

11
/1

0

一
般

県
道

 熊
本

空
港

線
(御

領
工

区
)舗

装
補

修
工

事
の

金
入

り
。

内
訳

表
、

科
目

内
訳

表
ま

で
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

一
般

県
道

熊
本

空
港

線
(御

領
工

区
)舗

装
補

修
工

事
の

金
入

り
。

内
訳

表
、

科
目

内
訳

表
開

示
1
1
/
1
2

1
1
/
1
9

58
6

11
/1

1

①
熊

本
市

中
央

区
水

前
寺

3丁
目

○
-△

番
周

辺
(別

紙
添

付
図

面
1の

赤
線

四
角

で
囲

っ
た

部
分

)
②

熊
本

市
中

央
区

水
前

寺
4丁

目
○

,○
,○

周
辺

(別
紙

添
付

図
面

2の
赤

線
四

角
で

囲
っ

た
部

分
)

区
画

整
理

図
面

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

区
画

整
理

図
面

①
熊

本
市

中
央

区
水

前
寺

3丁
目

○
-△

番
周

辺
②

熊
本

市
中

央
区

水
前

寺
4丁

目
○

、
○

、
○

周
辺

開
示

1
1
/
1
5

1
1
/
1
8

58
7

11
/1

2
一

新
小

学
校

校
舎

耐
震

補
強

工
事

 内
訳

書
(金

額
入

り
)

都
市

建
設

局
営

繕
課

一
新

小
学

校
校

舎
耐

震
補

強
工

事
 金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
1
5

1
1
/
1
5

58
8

11
/1

2
大

規
模

建
築

物
等

行
為

届
出

書
の

様
式

第
3号

(平
成

25
年

8月
11

日
～

9月
10

日
届

出
分

)
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
(様

式
第

3号
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
5

1
1
/
2
6

58
9

11
/1

3
渡

鹿
堰

二
の

井
手

護
岸

整
備

工
事

金
入

設
計

書
中

央
区

役
所

総
務

企
画

課

平
成

25
年

10
月

30
日

開
札

渡
鹿

堰
二

の
井

手
護

岸
整

備
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
1
4

1
1
/
1
4

59
0

11
/1

3

熊
本

市
八

王
寺

土
地

区
画

整
理

事
業

に
関

し
て

地
番

○
-△

地
番

○
-△

地
番

○
土

地
の

測
量

図
、

寸
法

の
分

か
る

も
の

地
籍

の
根

拠
と

な
る

図
面

、
座

標
そ

の
他

資
料

全
て

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

熊
本

市
八

王
寺

土
地

区
画

整
理

事
業

に
関

し
て

地
番

○
-△

、
○

-△
、

○
の

土
地

の
測

量
図

、
寸

法
の

分
か

る
も

の
、

地
積

の
根

拠
の

と
な

る
図

面
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
9

1
1
/
2
1

郵
送

熊
本

市
八

王
寺

土
地

区
画

整
理

事
業

に
関

し
て

地
番

○
-△

、
○

-△
、

○
の

土
地

の
座

標
、

そ
の

他
資

料
全

て
。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
1
/
1
9

59
1

11
/1

3

上
原

第
2号

橋
架

替
工

事
(下

部
工

)
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

工
事

名
 上

原
第

2号
橋

架
替

工
事

(下
部

工
)

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
1
8

1
1
/
1
8

59
2

11
/1

3

有
料

老
人

ﾎ
ｰ

ﾑ
に

か
か

る
医

療
機

関
に

関
す

る
覚

え
書

き
に

つ
い

て
株

式
会

社
○

○
が

経
営

す
る

有
料

老
人

ﾎ
ｰ

ﾑ
に

係
る

協
力

医
療

機
関

に
つ

い
て

の
覚

え
書

き
に

お
い

て
、

○
○

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
の

所
在

地
が

実
際

と
異

な
る

理
由

書
を

、
開

示
願

い
ま

す
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

協
力

医
療

機
関

所
在

地
の

誤
表

記
に

係
る

理
由

書

開
示

1
1
/
1
8

1
1
/
1
8

59
3

11
/1

4

平
成

25
年

11
月

6日
開

札
･上

下
水

道
局

 下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

10
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

75
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

10
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

75
工

区
)

開
示

1
1
/
1
8

1
1
/
2
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

59
4

11
/1

4

平
成

25
年

11
月

6日
開

札
･東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
主

要
地

方
道

 熊
本

高
森

線
(新

生
工

区
)舗

装
補

修
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

主
要

地
方

道
熊

本
高

森
線

(新
生

工
区

)舗
装

補
修

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
1
9

1
1
/
2
1

59
5

11
/1

4

平
成

25
年

11
月

6日
開

札
･南

区
役

所
 農

業
振

興
課

 飽
田

天
明

分
室

孫
代

町
水

路
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

南
区

役
所

農
業

振
興

課
飽

田
天

明
分

室

･孫
代

町
水

路
改

良
工

事
(金

入
り

設
計

書
)

開
示

1
1
/
1
9

1
1
/
2
1

59
6

11
/1

4

平
成

25
年

11
月

6日
開

札
･南

区
役

所
 農

業
振

興
課

古
閑

地
区

排
水

路
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

南
区

役
所

農
業

振
興

課

工
事

名
 古

閑
地

区
排

水
路

改
良

工
事

工
事

番
号

 1
30

10
77

当
該

工
事

の
金

額
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
1
9

1
1
/
2
1

59
7

11
/1

4

●
文

書
等

開
示

請
求

･1
･

｢開
景

発
第

79
1号

･平
成

25
年

10
月

23
日

付
･文

書
等

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)決
定

通
知

書
｣に

よ
り

、
平

成
25

年
11

月
5日

･熊
本

市
情

報
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞに

於
て

、
A

･屋
外

広
告

物
許

可
申

請
書

･B
･○

○
大

き
さ

→
1.

建
物

に
付

帯
す

る
広

告
物

(照
明

あ
り

)(
1)

壁
面

･2
.建

物
費

付
帯

す
る

広
告

物
(照

明
無

し
)(

壁
面

)3
.敷

地
内

広
告

物
-1

(照
明

あ
り

)(
建

物
)4

.
敷

地
内

広
告

物
-2

(照
明

あ
り

)(
建

物
)C

･Y
A

H
O

O
!位

置
図

D
･不

夜
城

建
物

正
面

図
の

交
付

を
受

け
た

。
こ

の
屋

外
広

告
物

許
可

申
請

書
に

対
し

て
、

熊
本

市
は

ど
の

様
な

許
可

書
面

･内
容

･等
で

許
可

し
た

の
か

の
わ

か
る

許
可

書
等

･資
料

等
の

開
示

請
求

。
○

文
書

等
開

示
請

求
･2

･
｢開

景
発

第
79

1号
･平

成
25

年
10

月
23

日
付

･文
書

等
開

示
決

定
通

知
書

｣に
よ

り
、

平
成

25
年

11
月

5日
･熊

本
市

情
報

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞに

於
て

、
A

･景
観

法
施

行
令

･(
政

令
第

三
百

九
十

八
号

)･
第

十
条

･条
文

、
B

･景
観

法
･(

法
律

第
百

十
号

)･
第

十
六

条
･条

文
･の

交
付

を
受

け
た

。
1.

景
観

法
施

行
令

 第
十

条
 四

 屋
外

広
告

物
法

(昭
和

二
十

四
年

法
律

第
百

八
十

九
号

)第
四

条
又

は
第

五
条

の
規

定
に

基
づ

く
条

例
の

規
定

に
適

合
す

る
屋

外
広

告
物

の
表

示
又

は
屋

外
広

告
物

を
提

出
す

る
物

件
の

設
置

と
あ

る
が

、
第

四
条

及
び

第
五

条
の

条
例

文
の

開
示

請
求

。
但

し
、

こ
の

両
条

文
の

中
に

、
｢外

の
条

文
を

参
照

す
る

必
要

が
あ

る
｣場

合
は

、
そ

の
条

文
も

含
む

。

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

○
文

書
等

開
示

請
求

 1
対

象
と

な
る

屋
外

広
告

物
の

｢屋
外

広
告

物
許

可
書

｣
○

文
書

等
開

示
請

求
･2

1 
景

観
法

施
行

令
第

10
条

の
4 

屋
外

広
告

物
法

第
4条

第
5条

の
規

定
に

基
づ

く
条

例
の

規
定

に
基

づ
く

屋
外

広
告

物
条

例
の

条
文

の
開

示

開
示

1
1
/
1
9

1
1
/
2
7

-154-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2.
景

観
法

･第
十

六
条

 一
 建

築
物

の
新

築
、

増
築

、
改

築
若

し
く

は
移

転
、

外
観

を
変

更
す

る
こ

と
と

な
る

修
繕

若
し

く
は

模
様

替
又

は
色

彩
の

変
更

と
あ

る
が

、
こ

の
建

物
で

は
、

模
様

替
え

も
施

行
し

て
お

り
、

色
彩

の
変

更
も

施
行

し
て

い
る

の
で

、
ど

の
様

な
届

け
出

を
し

た
の

か
?当

の
わ

か
る

資
料

等
･届

け
出

書
･等

の
開

示
請

求
。

3.
熊

本
市

屋
外

広
告

物
条

例
(平

成
7年

12
月

25
日

･条
例

第
79

号
)･

(禁
止

広
告

物
)第

12
条

(5
)道

路
交

通
の

安
全

を
疎

外
す

る
お

そ
れ

の
あ

る
も

の
と

あ
る

が
、

こ
の

巨
大

ｺ
ﾝ

建
物

･ﾗ
ﾌ
ﾞﾎ

ﾃ
ﾙ

?の
二

方
向

･両
･車

の
出

入
り

口
の

正
面

、
道

路
面

し
た

車
運

転
者

の
目

の
前

に
毛

羽
毛

羽
し

た
真

っ
赤

･黄
色

の
大

き
な

文
字

数
字

が
目

に
飛

び
込

ん
で

来
て

、
通

過
ﾄﾞ

ﾗ
ｲ
ﾊ

ﾞｰ
に

と
っ

て
は

道
路

交
通

の
安

全
を

阻
害

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

も
の

と
通

過
運

転
手

･自
転

車
運

転
手

･歩
行

者
･電

動
車

椅
子

運
転

手
･に

と
っ

て
は

認
定

す
る

。
何

故
･真

っ
赤

な
ま

っ
黄

色
･の

色
彩

看
板

が
、

何
時

ま
で

も
掲

示
可

能
な

の
か

の
わ

か
る

法
的

根
拠

･条
例

根
拠

･
等

の
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
法

的
･条

例
そ

の
も

の
･等

･の
開

示
請

求
。

○
文

書
等

開
示

請
求

･2
2 

景
観

法
第

十
六

条
 届

出
等

の
わ

か
る

資
料

3 
色

彩
看

板
が

掲
示

可
能

で
あ

る
か

が
わ

か
る

法
的

･条
例

根
拠

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
1
/
1
9

59
8

11
/1

5
○

○
の

周
辺

見
取

り
図

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

･平
成

25
年

○
月

○
日

付
け

で
届

出
の

あ
っ

た
｢○

○
店

｣
に

係
る

大
規

模
小

売
店

舗
届

出
書

に
添

付
さ

れ
た

｢周
辺

見
取

図
｣(

1:
2,

75
0)

開
示

1
1
/
2
5

1
1
/
2
6

59
9

11
/1

9

件
名

 主
要

地
方

道
熊

本
高

森
線

(秋
津

新
町

工
区

)舗
装

補
修

工
事

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

主
要

地
方

道
熊

本
高

森
線

(秋
津

新
町

工
区

)舗
装

補
修

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
2
8

1
2
/
9

60
0

11
/1

9

主
要

地
方

道
 植

木
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

菊
池

線
(米

塚
工

区
)道

路
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

科
目

内
訳

、
施

工
内

訳
ま

で
す

べ
て

お
願

い
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･主
要

地
方

道
植

木
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

菊
池

線
(米

塚
工

区
)道

路
改

良
工

事
(金

入
設

計
書

)
開

示
1
1
/
2
2

1
1
/
2
7

60
1

11
/1

9

上
原

第
2号

橋
架

替
工

事
(下

部
工

)の
金

入
り

設
計

書
科

目
内

訳
、

施
行

内
訳

ま
で

す
べ

て
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

工
事

名
:上

原
第

2号
橋

架
替

工
事

(下
部

工
)

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
2
2

1
1
/
2
7

60
2

11
/2

0
金

入
設

計
書

工
事

名
:中

央
区

米
屋

町
1丁

目
西

消
防

署
付

近
φ

15
0･

10
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･中
央

区
米

屋
町

1丁
目

西
消

防
署

付
近

φ
15

0･
10

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
1
1
/
2
1

1
1
/
2
9

60
3

11
/2

0
金

入
設

計
書

工
事

名
:老

朽
給

水
管

(鉛
管

)切
替

工
事

(8
工

区
)

上
下

水
道

局
水

相
談

課
金

入
設

計
書

･老
朽

給
水

管
(鉛

管
) 

切
替

工
事

(8
工

区
)

開
示

1
1
/
2
5

1
1
/
2
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

60
4

11
/2

0

飲
食

店
営

業
許

可
一

覧
H

25
年

7月
～

H
25

年
11

月
20

日
ま

で
。

新
規

(更
新

除
く

)
(仮

設
、

移
動

販
売

、
自

動
販

売
機

除
く

。
ｺ
ﾝ

ﾋ
ﾞﾆ

も
除

く
。

)
項

目
:店

舗
名

、
住

所
、

代
表

者
名

、
電

話
番

号
。

　
　

　
申

請
年

月
日

、
許

可
年

月
日

。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

7月
1日

～
平

成
25

年
11

月
20

日
新

規
に

営
業

許
可

申
請

を
行

っ
た

飲
食

店
営

業
施

設
一

覧
(仮

設
営

業
、

移
動

販
売

業
、

自
動

販
売

機
、

ｺ
ﾝ

ﾋ
ﾞﾆ

ｴ
ﾝ

ｽ
ｽ
ﾄｱ

を
除

く
)

計
34

9件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
申

請
者

氏
名

、
代

表
者

氏
名

(法
人

の
場

合
)、

申
請

年
月

日
、

許
可

年
月

日
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

25
年

11
月

26
日

 1
1
:5

5

開
示

1
1
/
2
8

1
2
/
2
3

60
5

11
/2

1

平
成

25
年

10
月

9日
開

札
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

1号
橋

下
部

工
(P

1)
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

25
年

10
月

9日
開

札
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課
一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

1号
橋

下
部

工
(P

1
)

工
事

の
金

入
我

計
書

開
示

1
1
/
2
6

1
1
/
2
8

60
6

11
/2

1

平
成

25
年

11
月

13
日

開
札

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

　
工

務
課

一
般

県
道

 天
明

川
尻

線
(海

路
口

工
区

)道
路

改
築

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

天
明

川
尻

線
(海

路
□

工
区

)道
路

改
築

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
2
6

1
1
/
2
8

60
7

11
/2

1

設
計

書
(金

入
)

工
事

名
 天

明
配

水
場

か
ら

奥
古

閑
郵

便
局

間
φ

20
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

(4
工

区
)

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

天
明

配
水

場
か

ら
奥

古
閑

郵
便

局
間

φ
20

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
(4

工
区

)
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
2
6

1
1
/
2
7

60
8

11
/2

1
健

軍
第

2区
画

整
理

事
業

熊
本

市
東

区
湖

東
2丁

目
○

区
画

整
理

の
図

面

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

健
軍

第
2区

画
整

理
事

業
熊

本
市

東
区

湖
東

2丁
目

○
区

画
整

理
の

図
面

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2

1
2
/
5

60
9

11
/2

1
○

平
成

25
年

度
 東

区
内

(○
○

小
学

校
と

○
○

中
学

校
を

除
く

)小
学

校
と

中
学

校
の

樹
木

害
虫

駆
除

業
務

委
託

の
実

績
報

告
書

環
境

局
緑

保
全

課

平
成

25
年

度
東

区
内

(○
○

小
学

校
と

○
○

中
学

校
を

除
く

)小
学

校
と

中
学

校
の

樹
木

害
虫

駆
除

業
務

委
託

の
実

績
報

告
書

開
示

1
1
/
2
7

1
1
/
2
7

61
0

11
/2

1
道

路
位

置
指

定
書

一
式

　
 S

50
-0

22
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 S

4
2-

06
5

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

書
一

式
 S

50
-0

22
 S

42
-0

65
開

示
1
1
/
2
2

1
1
/
2
5

61
1

11
/2

2
道

路
判

定
調

査
書

 0
7年

第
42

0号
01

,0
2,

03
,0

5,
06

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

調
査

書
 0

7年
第

42
0号

01
、

02
、

03
、

05
、

06
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
2

1
1
/
2
5

61
2

11
/2

2
道

路
判

定
関

係
書

類
04

-2
41

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

関
係

書
類

 0
4-

24
1

開
示

1
1
/
2

1
1
/
2
5

61
3

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

1.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
付

保
し

て
い

る
火

災
保

険
及

び
賠

償
責

任
保

険
･動

産
総

合
保

険

総
務

局
総

務
課

平
成

25
年

度
｢全

国
市

長
会

市
民

総
合

賠
償

補
償

保
険

加
入

証
｣

開
示

1
1
/
2
5

1
2
/
1
1

郵
送

-156-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

61
4

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

5.
市

民
ま

た
は

一
般

人
に

よ
る

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｰ
活

動
に

関
わ

る
傷

害
保

険
お

よ
び

賠
償

責
任

保
険

企
画

振
興

局
市

民
協

働
課

保
険

証
券

特
約

明
細

書

開
示

1
1
/
2
7

1
2
/
1
1

郵
送

61
5

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

企
画

振
興

局
市

民
協

働
課

男
女

共
生

推
進

室

熊
本

市
男

女
共

同
参

画
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

は
あ

も
に

い
･総

合
賠

償
責

任
保

険
証

券
･社

団
法

人
全

国
公

立
文

化
施

設
協

会
制

度
保

険
加

入
者

証
開

示
1
1
/
2
6

1
2
/
1
1

郵
送

61
6

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

企
画

振
興

局
生

涯
学

習
推

進
課

市
が

所
有

又
は

管
理

す
る

施
設

･建
物

等
に

お
い

て
、

市
が

管
理

･運
営

を
業

務
委

託
し

て
い

る
場

合
、

そ
の

指
定

業
者

が
加

入
し

て
い

る
損

害
責

任
保

険
お

よ
び

傷
害

保
険

(熊
本

市
地

域
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

59
箇

所
分

)
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
4

61
7

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

企
画

振
興

局
人

権
推

進
総

室

市
が

所
有

又
は

管
理

す
る

施
設

･建
物

等
に

お
い

て
、

市
が

管
理

･運
営

を
業

務
委

託
し

て
い

る
場

合
、

そ
の

指
定

業
者

が
加

入
し

て
い

る
賠

償
責

任
保

険
お

よ
び

傷
害

保
険

の
平

成
25

年
度

分
の

損
害

保
険

お
よ

び
共

済
等

の
保

険
証

券
、

承
認

証
お

よ
び

保
険

の
目

的
明

細
書

(一
覧

表
が

あ
る

契
約

は
、

そ
の

一
覧

表
も

含
む

)の
写

し
(熊

本
市

祖
崇

廟
納

骨
堂

分
)

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
6

61
8

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

1.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
付

保
し

て
い

る
火

災
保

険
及

び
賠

償
責

任
保

険
･動

産
総

合
保

険

財
政

局
管

財
課

市
が

所
有

又
は

管
理

す
る

施
設

･建
物

等
に

付
保

し
て

い
る

損
害

保
険

契
約

(火
災

等
)

開
示

1
1
/
2
7

1
2
/
1
1

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

61
9

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険
3.

市
が

所
有

す
る

公
用

車
(自

動
車

･原
動

機
付

自
転

車
･

ﾊ
ﾞｽ

･電
車

)の
自

動
車

保
険

又
は

共
済

(自
賠

責
保

険
は

除
く

)。
台

数
が

複
数

あ
る

場
合

は
、

そ
の

す
べ

て
の

台
数

(1
台

毎
の

保
険

料
と

補
償

内
容

が
分

る
も

の
)の

保
険

証
券

ま
た

は
承

認
証

財
政

局
車

両
管

理
課

市
が

保
有

す
る

公
用

車
の

自
動

車
共

済
(一

般
会

計
分

)の
承

認
証

開
示

1
1
/
2
5

1
2
/
1
1

郵
送

施
設

名
 熊

本
市

辛
島

公
園

地
下

駐
車

場
文

書
等

賠
償

責
任

保
険

及
び

動
産

総
合

保
険

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
1
/
2
5

62
0

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

健
康

福
祉

子
ど

も
局

健
康

福
祉

政
策

課

熊
本

市
斎

場
　

総
合

賠
償

責
任

保
険

付
保

証
明

書
熊

本
市

植
木

健
康

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

　
賠

償
責

任
保

険
証

券
(一

般
種

目
用

)
熊

本
市

南
部

在
宅

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

　
介

護
保

険
･社

会
福

祉
事

業
者

総
合

保
険

証
券

熊
本

市
東

部
在

宅
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

　
介

護
保

険
･社

会
福

祉
事

業
者

総
合

保
険

証
券

熊
本

市
中

央
在

宅
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

　
介

護
保

険
･社

会
福

祉
事

業
者

総
合

保
険

証
券

開
示

1
2
/
6

1
2
/
1
1

郵
送

熊
本

市
夢

も
や

い
館

の
賠

償
責

任
保

険
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
6

62
1

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

市
が

所
有

又
は

管
理

す
る

施
設

･建
物

等
に

お
い

て
、

市
が

管
理

･運
営

を
業

務
い

た
し

て
い

る
場

合
、

そ
の

指
定

業
者

が
加

入
し

て
い

る
賠

償
責

任
保

険
お

よ
び

傷
害

保
険

(該
当

施
設

)
熊

本
市

東
老

人
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

、
熊

本
市

老
人

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

(中
央

･北
･西

･南
･川

上
･河

内
･天

明
･西

里
)、

熊
本

市
お

達
者

文
化

会
館

、
熊

本
市

南
部

万
年

青
会

館
、

熊
本

市
東

部
は

つ
ら

つ
交

流
会

館
、

熊
本

市
雁

回
敬

老
園

、
熊

本
市

城
南

老
人

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

、
熊

本
市

養
護

老
人

ﾎ
ｰ

ﾑ
(明

生
園

･明
飽

苑
)、

熊
本

市
ﾃ

ﾞｲ
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

(長
寿

の
里

･西
里

･秋
津

)、
熊

本
市

老
人

憩
の

家
、

熊
本

市
高

齢
者

技
能

習
得

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
5

62
2

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

健
康

福
祉

子
ど

も
局

障
が

い
保

健
福

祉
課

賠
償

責
任

保
険

及
び

損
害

保
険

に
係

る
保

険
証

券
(熊

本
市

障
が

い
者

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

希
望

荘
、

熊
本

市
は

な
ぞ

の
学

苑
、

熊
本

市
平

成
学

園
)

開
示

1
2
/
3

1
2
/
1
1

郵
送

-158-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

62
3

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

健
康

福
祉

子
ど

も
局

子
ど

も
支

援
課

施
設

名
:熊

本
市

母
子

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

文
書

等
:指

定
管

理
者

が
加

入
し

て
い

る
賠

償
責

任
保

険
及

び
傷

害
保

険
の

保
険

証
券

等
の

写
し

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
1
/
2
7

62
4

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

健
康

福
祉

子
ど

も
局

青
少

年
育

成
課

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

請
求

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険
(熊

本
市

子
ど

も
文

化
会

館
分

)

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
1
/
2
7

62
5

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

1.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
付

保
し

て
い

る
火

災
保

険
及

び
賠

償
責

任
保

険
･動

産
総

合
保

険

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
及

び
共

済
等

の
保

険
証

券
、

承
認

証
お

よ
び

保
険

の
目

的
明

細
書

の
写

し
(市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
付

保
し

て
い

る
火

災
保

険
及

び
賠

償
責

任
保

険
･動

産
総

合
保

険
)

開
示

1
1
/
2
5

1
2
/
1
1

郵
送

62
6

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

環
境

局
環

境
政

策
課

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

市
が

所
有

又
は

管
理

す
る

施
設

･建
物

等
に

お
い

て
、

市
が

管
理

･運
営

を
業

務
委

託
し

て
い

る
場

合
、

そ
の

指
定

業
者

が
加

入
し

て
い

る
賠

償
責

任
保

険
お

よ
び

障
害

保
険

(熊
本

市
共

同
利

用
施

設
託

麻
東

部
会

館
)

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
1
/
2
8

62
7

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

環
境

局
緑

保
全

課

市
が

所
有

す
る

又
は

管
理

す
る

施
設

･建
物

等
に

お
い

て
、

市
が

管
理

･運
営

を
業

務
委

託
し

て
い

る
場

合
、

そ
の

指
定

業
者

が
加

入
し

て
い

る
平

成
25

年
度

分
の

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
の

写
し

(森
林

学
習

館
分

)
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
5

62
8

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

環
境

局
ご

み
減

量
推

進
課

｢熊
本

市
ﾘｻ

ｲ
ｸ
ﾙ

情
報

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ｣

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

1
1
/
2
6

-159-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

62
9

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

環
境

局
東

部
環

境
工

場

東
部

交
流

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

と
三

山
荘

に
お

け
る

賠
償

責
任

保
険

及
び

傷
害

保
険

に
つ

い
て

の
開

示
請

求

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
1
/
2
5

63
0

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

農
水

商
工

局
産

業
政

策
課

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(熊

本
市

勤
労

者
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

、
く

ま
も

と
森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ、

熊
本

市
事

業
内

高
等

職
業

訓
練

校
、

熊
本

市
職

業
訓

練
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

分
)

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
6

63
1

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

熊
本

市
食

品
交

流
会

館
 賠

償
責

任
保

険
証

券
 お

よ
び

熊
本

市
流

通
情

報
会

館
 賠

償
責

任
保

険
証

券
の

写
し

に
つ

い
て

開
示

1
2
/
3

1
2
/
1
1

郵
送

63
2

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

1.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
付

保
し

て
い

る
火

災
保

険
及

び
賠

償
責

任
保

険
･動

産
総

合
保

険

農
水

商
工

局
競

輪
事

務
所

*熊
本

市
役

所
の

競
輪

事
務

所
に

て
契

約
し

て
い

る
火

災
保

険
契

約

開
示

1
1
/
2
2

1
2
/
1
1

郵
送

63
3

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

観
光

文
化

交
流

局
ｼ

ﾃ
ｨﾌ

ﾟﾛ
ﾓ

ｰ
ｼ

ｮﾝ
課

国
際

室

市
が

所
有

又
は

管
理

す
る

施
設

･建
物

等
に

お
い

て
、

市
が

管
理

･運
営

を
業

務
委

託
し

て
い

る
場

合
、

そ
の

指
定

業
者

が
加

入
し

て
い

る
賠

償
責

任
保

険
及

び
傷

害
保

険
(熊

本
市

国
際

交
流

会
館

)
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

1
1
/
2
7

63
4

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

観
光

文
化

交
流

局
観

光
振

興
課

市
が

所
有

又
は

管
理

す
る

施
設

･建
物

等
に

お
い

て
、

市
が

管
理

･運
営

を
業

務
委

託
し

て
い

る
場

合
、

そ
の

指
定

管
理

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

及
び

損
害

保
険

26
 桜

の
馬

場
観

光
交

流
施

設
、

桜
の

馬
場

観
光

交
流

施
設

駐
車

場
開

示
1
2
/
3

1
2
/
1
1

郵
送

-160-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

市
が

所
有

又
は

管
理

す
る

施
設

･建
物

等
に

お
い

て
、

市
が

管
理

･運
営

を
業

務
委

託
し

て
い

る
場

合
、

そ
の

指
定

管
理

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

及
び

損
害

保
険

15
 熊

本
市

九
州

自
然

歩
道

利
用

拠
点

施
設

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
3

63
5

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

観
光

文
化

交
流

局
文

化
振

興
課

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

、
お

よ
び

保
険

の
目

的
明

細
書

(一
覧

表
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

一
覧

表
も

含
む

)
の

写
し

･市
が

所
有

又
は

管
理

す
る

施
設

･建
物

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

損
害

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険
公

の
施

設
名

:く
ま

も
と

工
芸

会
館

特
定

し
た

文
書

等
の

名
称

:保
険

証
券

(賠
償

責
任

保
険

)

開
示

1
1
/
2
9

1
2
/
1
1

郵
送

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

、
お

よ
び

保
険

の
目

的
明

細
書

(一
覧

表
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

一
覧

表
も

含
む

)
の

写
し

･市
が

所
有

又
は

管
理

す
る

施
設

･建
物

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

損
害

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険
公

の
施

設
名

:熊
本

市
現

代
美

術
館

及
び

ﾘﾃ
ﾞﾙ

･ﾗ
ｲ
ﾄ両

女
史

記
念

館

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
1
/
2
9

63
6

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

観
光

文
化

交
流

局
市

民
会

館

熊
本

市
健

軍
文

化
ﾎ

ｰ
ﾙ

が
加

入
し

て
い

る
平

成
25

年
度

分
の

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険
の

保
険

証
券

等
(写

し
)に

つ
い

て

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
1
/
2
6

63
7

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

観
光

文
化

交
流

局
ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
振

興
課

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険
(熊

本
市

総
合

体
育

館
･青

年
会

館
、

田
迎

運
動

施
設

、
南

部
総

合
ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

、
熊

本
市

総
合

屋
内

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
、

託
麻

ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

、
熊

本
市

水
前

寺
野

球
場

、
熊

本
市

水
前

寺
競

技
場

)

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
1
/
2
6

-161-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

63
8

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

1.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
付

保
し

て
い

る
火

災
保

険
及

び
賠

償
責

任
保

険
･動

産
総

合
保

険
2.

市
が

所
有

又
は

管
理

す
る

施
設

･建
物

等
に

お
い

て
、

市
が

管
理

･運
営

を
業

務
委

託
し

て
い

る
場

合
、

そ
の

指
定

業
者

が
加

入
し

て
い

る
賠

償
責

任
保

険
お

よ
び

傷
害

保
険

都
市

建
設

局
住

宅
課

住
宅

課
が

管
理

す
る

施
設

に
係

る
賠

償
責

任
保

険
の

保
険

証
券

の
写

し

開
示

1
1
/
2
6

1
2
/
1
1

郵
送

市
が

所
有

ま
た

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

及
び

損
害

保
険

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
1
/
2
6

63
9

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

1.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
付

保
し

て
い

る
火

災
保

険
及

び
賠

償
責

任
保

険
･動

産
総

合
保

険

都
市

建
設

局
土

木
総

務
課

市
が

所
有

又
は

管
理

す
る

施
設

･建
物

等
に

付
保

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

の
保

険
証

券
、

承
認

証
及

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

。
開

示
1
1
/
2
6

1
2
/
1
1

郵
送

64
0

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

都
市

建
設

局
土

木
管

理
課

自
転

車
対

策
室

市
が

所
有

又
は

管
理

す
る

施
設

･建
物

等
に

お
い

て
、

市
が

管
理

･運
営

を
業

務
委

託
し

て
い

る
場

合
、

そ
の

指
定

業
者

が
加

入
し

て
い

る
賠

償
責

任
保

険
及

び
傷

害
保

険
熊

本
市

辛
島

公
園

地
下

自
転

車
駐

車
場

、
熊

本
市

自
転

車
駐

車
場

、
熊

本
市

庁
舎

北
側

自
転

車
駐

車
場

、
熊

本
市

上
通

自
転

車
駐

車
場

、
熊

本
市

庁
舎

自
転

車
駐

車
場

、
熊

本
市

健
軍

自
転

車
駐

車
場

、
熊

本
市

武
蔵

塚
駅

前
自

転
車

駐
車

場

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
2

64
1

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

都
市

建
設

局
河

川
公

園
課

市
が

所
有

又
は

管
理

す
る

施
設

･建
物

等
に

お
い

て
、

市
が

管
理

･運
営

を
業

務
委

託
し

て
い

る
場

合
、

そ
の

指
定

業
者

が
加

入
し

て
い

る
賠

償
責

任
保

険
及

び
損

害
保

倹
 水

前
寺

江
津

湖
公

園
開

示
1
1
/
2
6

1
2
/
1
1

郵
送

64
2

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

北
区

役
所

総
務

企
画

課

熊
本

市
植

木
温

泉
福

祉
交

流
館

に
係

る
賠

償
責

任
保

険
お

よ
び

傷
害

保
険

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
1
/
2
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

64
3

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

1.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
付

保
し

て
い

る
火

災
保

険
及

び
賠

償
責

任
保

険
･動

産
総

合
保

険
3.

市
が

所
有

す
る

公
用

車
(自

動
車

･原
動

機
付

自
転

車
･

ﾊ
ﾞｽ

･電
車

)の
自

動
車

保
険

又
は

共
済

(自
賠

責
保

険
は

除
く

)。
台

数
が

複
数

あ
る

場
合

は
、

そ
の

す
べ

て
の

台
数

(1
台

毎
の

保
険

料
と

補
償

内
容

が
分

る
も

の
)の

保
険

証
券

ま
た

は
承

認
証

交
通

局
総

務
課

建
物

総
合

損
害

共
済

委
託

申
込

承
認

証
自

動
車

損
害

共
済

委
託

申
込

承
認

証
(総

合
契

約
)

開
示

1
1
/
2
8

1
2
/
1
1

郵
送

64
4

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

1.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
付

保
し

て
い

る
火

災
保

険
及

び
賠

償
責

任
保

険
･動

産
総

合
保

険
3.

市
が

所
有

す
る

公
用

車
(自

動
車

･原
動

機
付

自
転

車
･

ﾊ
ﾞｽ

･電
車

)の
自

動
車

保
険

又
は

共
済

(自
賠

責
保

険
は

除
く

)。
台

数
が

複
数

あ
る

場
合

は
、

そ
の

す
べ

て
の

台
数

(1
台

毎
の

保
険

料
と

補
償

内
容

が
分

る
も

の
)の

保
険

証
券

ま
た

は
承

認
証

交
通

局
電

車
課

標
記

の
件

の
う

ち
、

熊
本

市
電

に
関

す
る

文
書

1 
賠

償
責

任
保

険
証

券
(写

し
)

2 
公

営
交

通
事

業
者

等
鉄

道
特

約
(写

し
)

開
示

1
1
/
2
9

1
2
/
1
1

郵
送

64
5

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

3.
市

が
所

有
す

る
公

用
車

(自
動

車
･原

動
機

付
自

転
車

･
ﾊ

ﾞｽ
･電

車
)の

自
動

車
保

険
又

は
共

済
(自

賠
責

保
険

は
除

く
)。

台
数

が
複

数
あ

る
場

合
は

、
そ

の
す

べ
て

の
台

数
(1

台
毎

の
保

険
料

と
補

償
内

容
が

分
る

も
の

)の
保

険
証

券
ま

た
は

承
認

証

交
通

局
自

動
車

課

市
営

ﾊ
ﾞｽ

の
自

動
車

保
険

証
券

開
示

1
1
/
2
7

1
2
/
1
1

郵
送

64
6

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

1.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
付

保
し

て
い

る
火

災
保

険
及

び
賠

償
責

任
保

険
･動

産
総

合
保

険
3.

市
が

所
有

す
る

公
用

車
(自

動
車

･原
動

機
付

自
転

車
･

ﾊ
ﾞｽ

･電
車

)の
自

動
車

保
険

又
は

共
済

(自
賠

責
保

険
は

除
く

)。
台

数
が

複
数

あ
る

場
合

は
、

そ
の

す
べ

て
の

台
数

(1
台

毎
の

保
険

料
と

補
償

内
容

が
分

る
も

の
)の

保
険

証
券

ま
た

は
承

認
証

4.
市

が
所

有
又

は
管

理
し

て
い

る
上

下
水

道
に

関
わ

る
賠

償
責

任
保

険

上
下

水
道

局
総

務
課

上
下

水
道

局
が

加
入

し
て

い
る

下
記

保
険

の
内

容
(証

券
の

写
し

、
保

険
の

目
的

明
細

書
)

(1
)上

下
水

道
施

設
･建

物
等

に
付

保
し

て
い

る
火

災
保

険
及

び
賠

償
責

任
保

険
･動

産
総

合
保

険
(2

)上
下

水
道

局
が

所
有

す
る

公
用

車
に

係
る

自
動

車
保

険 (3
)上

下
水

道
に

関
わ

る
賠

償
責

任
保

険
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
5

1
2
/
1
1

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

64
7

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

2.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
お

い
て

、
市

が
管

理
･運

営
を

業
務

委
託

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
指

定
業

者
が

加
入

し
て

い
る

賠
償

責
任

保
険

お
よ

び
傷

害
保

険

上
下

水
道

局
経

営
企

画
課

熊
本

市
水

の
科

学
館

の
損

害
保

険
に

つ
い

て

開
示

1
1
/
2
6

1
2
/
1
1

郵
送

64
8

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

6.
市

が
所

有
す

る
医

療
機

関
に

付
保

し
て

い
る

火
災

保
険

･
自

動
車

保
険

･賠
償

責
任

保
険

(病
院

賠
償

責
任

保
険

を
含

む
)お

よ
び

医
療

機
器

動
産

総
合

保
険

病
院

局
市

民
病

院
総

務
課

6.
市

が
所

有
す

る
医

療
機

関
に

付
保

し
て

い
る

火
災

保
険

･
自

動
車

保
険

･賠
償

責
任

保
険

(病
院

賠
償

責
任

保
険

を
含

む
)お

よ
び

医
療

機
器

動
産

総
合

保
険

①
病

院
賠

償
責

任
保

険
②

建
物

総
合

損
害

共
済

(芳
野

診
療

所
含

む
)

③
自

動
車

損
害

共
済

(芳
野

診
療

所
含

む
)

④
動

産
総

合
保

険
(芳

野
診

療
所

含
む

)
⑤

立
体

駐
車

場
賠

償
責

任
保

険
※

詳
細

は
別

紙
の

と
お

り

開
示

1
1
/
2
8

1
2
/
1
1

郵
送

64
9

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

6.
市

が
所

有
す

る
医

療
機

関
に

付
保

し
て

い
る

火
災

保
険

･
自

動
車

保
険

･賠
償

責
任

保
険

(病
院

賠
償

責
任

保
険

を
含

む
)お

よ
び

医
療

機
器

動
産

総
合

保
険

病
院

局
市

民
病

院
芳

野
診

療
所

6.
市

が
所

有
す

る
医

療
機

関
に

付
保

し
て

い
る

火
災

保
険

･
自

動
車

保
険

･賠
償

責
任

保
険

(病
院

賠
償

責
任

保
険

を
含

む
)お

よ
び

医
療

機
器

動
産

総
合

保
険

病
院

賠
償

責
任

保
険

※
詳

細
は

別
紙

の
と

お
り

開
示

1
2
/
2

1
2
/
1
1

郵
送

65
0

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

6.
市

が
所

有
す

る
医

療
機

関
に

付
保

し
て

い
る

火
災

保
険

･
自

動
車

保
険

･賠
償

責
任

保
険

(病
院

賠
償

責
任

保
険

を
含

む
)お

よ
び

医
療

機
器

動
産

総
合

保
険

病
院

局
植

木
病

院
事

務
局

市
が

保
有

す
る

医
療

機
関

に
付

保
し

て
い

る
火

災
保

険
･

自
動

車
保

険
･賠

償
責

任
保

険
(病

院
賠

償
責

任
保

険
を

含
む

)お
よ

び
医

療
機

器
動

産
総

合
保

険
に

関
す

る
平

成
25

年
度

分
の

損
害

保
険

お
よ

び
共

済
等

の
保

険
証

券
、

承
認

証
お

よ
び

保
険

の
目

的
明

細
書

(一
覧

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

(熊
本

市
立

植
木

病
院

分
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
4

1
2
/
1
1

郵
送

65
1

11
/2

2

下
記

項
目

に
関

す
る

平
成

25
年

度
分

の
損

害
保

険
お

よ
び

共
済

等
の

保
険

証
券

、
承

認
証

お
よ

び
保

険
の

目
的

明
細

書
(一

覧
表

が
あ

る
契

約
は

、
そ

の
一

覧
表

も
含

む
)の

写
し

を
請

求
す

る
。

1.
市

が
所

有
又

は
管

理
す

る
施

設
･建

物
等

に
付

保
し

て
い

る
火

災
保

険
及

び
賠

償
責

任
保

険
･動

産
総

合
保

険

教
育

委
員

会
事

務
局

健
康

教
育

課

平
成

25
年

度
全

国
市

長
会

学
校

災
害

賠
償

補
償

保
険

開
示

1
2
/
4

1
2
/
1
1

郵
送

65
2

11
/2

6

市
道

 上
南

部
2丁

目
御

領
3丁

目
第

1号
線

舗
装

打
換

工
事

、
金

入
り

設
計

書
。

科
目

内
訳

、
施

工
内

訳
ま

で
す

べ
て

お
願

い
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

上
南

部
2丁

目
御

領
3丁

目
第

1号
線

舗
装

打
換

工
事 金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
2
8

1
2
/
4
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

65
3

11
/2

7

都
市

計
画

事
業

 中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-1
5)

築
造

(管
渠

)工
事

(5
53

工
区

)の
設

計
積

算
内

訳
書

都
市

計
画

事
業

 中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-1
5)

築
造

(付
帯

)工
事

(6
06

工
区

)の
設

計
積

算
内

訳
書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-1
5)

築
造

(管
渠

)工
事

(5
53

工
区

)
都

市
計

画
事

業
中

部
処

理
区

雨
水

吐
貯

留
管

(C
-1

5)
築

造
(付

帯
)工

事
(6

06
工

区
)

の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
1
/
2
9

1
2
/
3

65
4

11
/2

7

東
区

水
源

2丁
目

φ
90

0粍
配

水
管

布
設

替
及

び
推

進
工

事 の
工

事
設

計
書

(金
入

り
)

(熊
本

市
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課
発

注
工

事
)

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･東
区

水
源

2丁
目

φ
90

0粍
配

水
管

布
設

替
及

び
推

進
工

事
の

工
事

設
計

書
(金

入
り

)
開

示
1
2
/
2

1
2
/
5

65
5

11
/2

7
扇

田
環

境
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

浸
出

水
調

整
槽

躯
体

整
備

外
工

事
の

工
事

設
計

書
(金

入
り

)
環

境
局

環
境

施
設

整
備

室

扇
田

環
境

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

浸
出

水
調

整
槽

躯
体

整
備

外
工

事
の

工
事

設
計

書
(金

入
り

)
開

示
1
1
/
2
8

1
2
/
2
7

65
6

11
/2

7
南

区
御

幸
笛

田
6丁

目
(県

道
神

水
川

尻
線

)φ
15

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

南
区

御
幸

笛
田

6丁
目

(県
道

神
水

川
尻

線
)φ

 1
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
2
9

1
2
/
9

65
7

11
/2

7
開

発
許

可
番

号
 第

01
23

号
許

可
年

月
日

 平
成

8年
8月

29
日

図
面

一
式

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

開
発

許
可

 番
号

:第
01

23
号

、
許

可
日

:平
成

8年
8月

2
9

日
の

開
発

許
可

に
関

す
る

図
面

一
式

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
9

1
2
/
2

65
8

11
/2

8

道
路

判
定

書
類

一
式

判
定

場
所

:熊
本

市
中

央
区

渡
鹿

2丁
目

①
02

年
第

16
5号

②
02

年
第

23
7号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

書
類

一
式

判
定

場
所

:熊
本

市
中

央
区

渡
鹿

2丁
目

①
02

年
第

16
5号

②
02

年
第

23
7号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
9

1
1
/
2
9

65
9

11
/2

8
道

等
の

判
定

調
査

書
平

成
19

年
12

月
10

日
07

年
第

42
0号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
調

査
書

平
成

19
年

12
月

10
日

07
年

第
42

0号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
9

1
1
/
2
9

66
0

11
/2

8

道
路

位
置

指
定

台
帳

1.
昭

和
42

年
3月

14
日

.熊
本

県
指

令
(建

)第
29

号
2.

昭
和

44
年

3月
12

日
 熊

本
県

指
令

 第
79

号
1.

2の
1.

付
近

見
取

図
(ｾ

ﾞﾝ
ﾘﾝ

)
　

　
　

 2
.字

図
　

　
　

 3
.平

面
図

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

台
帳

1.
昭

和
42

年
3月

14
日

 熊
本

県
指

令
(建

)第
29

号
2.

昭
和

44
年

3月
12

日
 熊

本
県

指
令

第
79

号
1、

2の
 1

.付
近

見
取

図
(ｾ

ﾞﾝ
ﾘﾝ

)
  

  
  

  
 2

.字
図

  
  

  
  

 3
.平

面
図

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
9

1
2
/
2

66
1

11
/2

8

平
成

25
年

9月
25

日
開

札
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課
一

般
県

道
 熊

本
浜

線
(良

町
工

区
)歩

道
新

設
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

熊
本

浜
線

(良
町

工
区

)歩
道

新
設

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
2

1
2
/
6

66
2

11
/2

8

平
成

25
年

11
月

20
日

開
札

富
合

地
域

整
備

室
富

合
宇

土
南

北
線

道
路

改
良

工
事

(1
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

富
合

地
域

整
備

室

工
事

名
:富

合
宇

土
南

北
線

道
路

改
良

工
事

(1
工

区
)

上
記

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
3

1
2
/
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

66
3

11
/2

9

H
25

.1
0.

2付
け

の
○

○
に

許
可

さ
れ

た
法

定
外

公
共

物
使

用
許

可
(東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

)
田

迎
町

○
-△

地
先

に
係

る
通

路
橋

の
許

可
に

関
す

る
書

類

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

H
25

.1
0.

2付
け

の
○

○
に

許
可

さ
れ

た
法

定
外

公
共

物
使

用
許

可
(東

部
土

木
セ

ン
タ

ー
)

田
迎

町
○

-△
地

先
に

係
る

通
路

橋
の

許
可

に
関

す
る

書
類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
1
0

1
2
/
1
2

郵
送

66
4

11
/2

9

平
成

25
年

11
月

14
日

開
札

植
木

地
域

整
備

室
市

道
一

木
～

鞍
掛

第
二

線
舗

装
打

換
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

植
木

地
域

整
備

室

市
道

一
木

～
鞍

掛
第

二
線

舗
装

打
換

工
事

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
9

1
2
/
1
2

66
5

11
/2

9

平
成

25
年

11
月

20
日

開
札

教
育

委
員

会
事

務
局

 施
設

課
力

合
西

小
学

校
造

成
工

事
(第

3期
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

力
合

西
小

学
校

造
成

工
事

(第
3期

)の
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
3

1
2
/
6

66
6

11
/2

9
道

路
位

置
指

定
書

類
一

式
 S

54
-0

84
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課
道

路
位

置
指

定
書

類
一

式
 S

54
-0

84
開

示
1
2
/
2

1
2
/
2

66
7

11
/2

9
植

木
町

平
島

堰
災

害
復

旧
工

事
金

額
入

り
内

訳
書

北
区

役
所

農
業

振
興

課
植

木
町

平
島

堰
災

害
復

旧
工

事
(金

額
入

り
内

訳
書

)
開

示
1
2
/
2

1
2
/
9

66
8

11
/2

9

○
平

成
25

年
11

月
28

日
付

･報
道

記
事

内
容

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

1.
｢会

議
は

非
公

開
で

あ
り

、
終

了
後

、
会

見
し

た
蒲

島
知

事
と

幸
山

市
長

に
よ

る
と

、
駅

舎
乗

り
入

れ
に

伴
う

安
全

対
策

な
ど

の
課

題
解

消
を

目
指

す
こ

と
や

、
ﾊ

ﾞｽ
や

ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
乗

降
場

を
集

約
す

る
た

め
、

関
係

機
関

と
協

議
を

継
続

す
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

｣と
あ

る
。

1)
蒲

島
知

事
と

幸
山

市
長

の
記

者
会

見
の

内
容

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2)

そ
の

時
の

記
者

に
配

布
し

た
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3.
･0

番
線

跡
地

(約
3ﾍ

ｸ
ﾀ
ｰ

ﾙ
)の

利
活

用
･と

あ
る

が
、

0番
線

跡
地

の
万

日
通

り
に

面
し

た
延

長
何

ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
と

引
っ

込
み

線
･客

留
線

の
横

幅
何

ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
と

あ
る

の
で

約
3ﾍ

ｸ
ﾀ
ｰ

ﾙ
と

な
る

の
か

･等
の

図
式

･詳
細

図
･等

の
開

示
請

求
。

5.
も

し
、

こ
の

ﾄｯ
ﾌ
ﾟ会

議
決

定
事

項
が

、
審

査
審

議
に

計
ら

れ
な

い
場

合
は

、
ど

の
様

な
ﾄｯ

ﾌ
ﾟ会

議
出

席
者

の
特

権
･権

限
に

依
っ

て
審

査
審

議
が

免
除

さ
れ

る
の

か
?等

の
わ

か
る

法
的

根
拠

･慣
習

等
･特

権
権

限
条

例
･等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

企
画

振
興

局
企

画
課

1.
1)

蒲
島

知
事

と
幸

山
市

長
の

記
者

会
見

の
内

容
の

わ
か

る
資

料
等

2)
そ

の
時

の
記

者
に

配
布

し
た

資
料

等
3.

0番
線

跡
地

(約
3ﾍ

ｸ
ﾀ
ｰ

ﾙ
)の

利
活

用
と

あ
る

が
、

0番
線

跡
地

の
万

日
通

り
に

面
し

た
延

長
何

ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
と

引
っ

込
み

線
･客

留
線

の
横

幅
何

ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
と

あ
る

の
で

約
3ﾍ

ｸ
ﾀ
ｰ

ﾙ
と

な
る

の
か

等
の

わ
か

る
図

式
･詳

細
図

等

開
示

1
2
/
1
1

1
2
/
1
3

5.
ﾄｯ

ﾌ
ﾟ会

議
決

定
事

項
が

、
審

査
審

議
に

計
ら

れ
な

い
場

合
は

、
ど

の
様

な
ﾄｯ

ﾌ
ﾟ会

議
出

席
者

の
特

権
･権

限
に

依
っ

て
審

査
審

議
が

免
除

さ
れ

る
の

か
?等

の
わ

か
る

法
的

根
拠

･慣
習

等
･特

権
権

限
条

例
等

の
分

か
る

資
料

等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
1
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

66
9

11
/2

9

○
平

成
25

年
11

月
28

日
付

･報
道

記
事

内
容

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

1.
3)

市
電

の
駅

舎
乗

り
入

れ
に

つ
い

て
、

県
警

交
通

部
は

･
道

路
交

通
法

が
適

用
さ

れ
、

斜
め

横
断

が
禁

止
さ

れ
る

た
め

信
号

機
を

付
け

る
な

ど
の

安
全

対
策

が
必

要
･と

の
見

解
で

あ
る

が
、

･熊
本

市
と

し
て

安
全

対
策

な
ど

の
課

題
解

消
を

ど
の

様
な

手
法

で
目

指
す

･の
か

?等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

4)
･関

係
機

関
と

協
議

を
継

続
す

る
･と

あ
る

が
、

今
ま

で
に

･
ど

の
様

な
関

係
機

関
と

ど
の

様
な

協
議

を
継

続
し

て
い

た
か

?関
係

機
関

名
･開

催
年

月
日

･出
席

者
役

職
名

氏
名

･
議

事
録

記
録

等
･の

開
示

請
求

。
2.

｢市
が

示
し

た
広

場
整

備
案

で
は

、
市

電
を

現
在

の
軌

道
か

ら
ｽ
ｲ
ｯ
ﾁ

ﾊ
ﾞｯ

ｸ
方

式
で

駅
舎

に
延

伸
。

軌
道

敷
は

柵
で

仕
切

ら
ず

、
歩

行
者

が
自

由
に

行
き

来
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

従
来

案
で

は
2ヵ

所
あ

る
ﾊ

ﾞｽ
ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

も
一

ヵ
所

に
ま

と
め

る
。

｣と
あ

る
が

、
1)

県
警

交
通

部
は

、
･電

車
の

制
御

距
離

は
車

の
3倍

で
、

時
速

20
ｷ
ﾛ
で

も
18

ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
必

要
。

現
実

的
な

危
険

性
が

あ
る

･と
指

摘
し

て
い

る
が

、
熊

本
市

幸
山

市
長

の
市

電
の

駅
舎

乗
り

入
れ

の
図

面
で

は
市

電
鉄

軌
道

の
横

は
ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ広

場
が

展
開

し
、

歩
行

者
が

軌
道

敷
で

の
運

行
速

度
を

時
速

何
ｷ
ﾛ
に

す
る

予
定

な
の

か
?ま

た
、

ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ開

催
中

で
も

･市
電

の
ｽ
ｲ
ｯ
ﾁ

ﾊ
ﾞｯ

ｸ
運

行
を

す
る

と
の

事
な

の
か

?又
は

市
電

の
運

行
を

そ
の

開
催

中
に

は
運

行
中

止
す

る
の

か
?等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

1.
3)

安
全

対
策

な
ど

の
課

題
解

消
の

わ
か

る
資

料
等

開
示

1
2
/
1
0

1
2
/
1
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2)
･従

来
案

で
は

2ヶ
所

あ
る

ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

も
一

ヶ
所

に
ま

と
め

る
･と

あ
る

が
、

市
交

通
政

策
総

室
の

見
解

で
は

、
＋

西
側

･西
区

役
所

･天
草

･方
面

行
き

の
ﾊ

ﾞｽ
停

･も
計

3ヶ
所

を
一

緒
に

し
た

ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

を
計

画
し

て
お

り
、

車
の

流
動

調
査

も
い

予
算

を
付

け
て

実
施

し
て

い
る

と
の

事
で

あ
っ

た
が

、
こ

の
ﾄｯ

ﾌ
ﾟ会

議
の

説
明

と
は

食
い

違
っ

て
お

る
が

、
ど

う
し

て
な

の
か

?ど
ち

ら
が

正
し

い
の

か
?正

当
な

資
料

等
の

開
示

請
求

。
4.

こ
の

ﾄｯ
ﾌ
ﾟ会

議
決

定
事

項
は

、
い

つ
頃

･県
市

環
境

影
響

審
査

会
審

議
会

･都
市

計
画

審
査

会
審

議
会

･に
審

査
審

議
が

実
施

す
る

予
定

な
の

か
?の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

6.
在

来
線

･熊
本

駅
前

･東
口

駅
前

広
場

･は
、

国
鉄

･J
R
九

州
･民

間
企

業
の

歴
史

的
財

産
用

地
で

あ
る

。
に

も
拘

ら
ず

、
わ

ざ
わ

ざ
･民

間
企

業
の

財
産

用
地

に
巨

額
血

税
投

資
し

て
、

民
間

企
業

を
支

援
し

も
良

い
?と

す
る

法
的

根
拠

･
等

の
開

示
請

求
。

因
み

に
、

博
多

ｼ
ﾃ

ｨ･
鹿

児
島

中
央

駅
･大

分
駅

･長
崎

駅
･

等
は

、
JR

九
州

･民
間

企
業

が
独

自
に

整
備

し
て

い
る

。
新

幹
線

熊
本

駅
前

･西
口

広
場

で
は

、
巨

額
血

税
用

地
買

収
ま

で
執

行
し

て
整

備
し

て
お

り
、

今
後

も
在

来
線

･熊
本

駅
前

･東
口

広
場

･に
嘴

を
い

れ
て

、
敢

え
て

介
入

し
、

血
税

投
資

を
し

て
の

整
備

計
画

で
あ

り
、

熊
本

市
憲

法
条

例
理

念
･市

民
参

画
･情

報
共

有
･協

働
の

ま
ち

づ
く

り
･等

･自
治

基
本

原
則

等
を

不
遵

守
･不

順
法

･不
遵

法
の

市
政

執
行

が
施

行
さ

れ
よ

う
と

し
て

い
る

。
そ

の
法

的
根

拠
が

不
明

で
あ

る
。

1.
4)

関
係

機
関

名
･開

催
年

月
日

･出
席

者
名

･議
事

録
記

録
等

4.
審

査
審

議
を

い
つ

実
施

す
る

予
定

か
の

わ
か

る
資

料
等

不
開

示

5
号

　
審

議
、

検
討

に
関

す
る

情
報

7
号

　
国

等
に

関
す

る
情

報

1
2
/
1
0

6.
民

間
企

業
の

財
産

用
地

に
巨

額
血

税
投

資
し

て
整

備
す

る
法

的
根

拠
等

そ
の

他
他

請
求

と
同

様
1
2
/
1
0

2.
1)

市
電

の
運

行
速

度
を

時
速

ｷ
ﾛ
に

す
る

予
定

な
の

か
。

ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ開

催
中

で
も

市
電

の
ｽ
ｲ
ｯ
ﾁ

ﾊ
ﾞｯ

ｸ
を

運
行

す
る

の
か

。
市

電
の

運
行

を
ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ開

催
中

は
中

止
に

す
る

の
か

。
等

の
わ

か
る

資
料

等
2)

ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

に
関

す
る

資
料

等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
1
0

67
0

11
/3

0
城

西
小

学
校

児
童

育
成

ｸ
ﾗ
ﾌ
ﾞ新

築
そ

の
他

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

営
繕

課
城

西
小

学
校

児
童

育
成

ｸ
ﾗ
ﾌ
ﾞ新

築
そ

の
他

工
事

 金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
5

1
2
/
9

67
1

12
/2

熊
本

市
北

区
室

園
町

○
番

△
に

埋
設

し
て

あ
る

上
水

道
管

に
か

か
る

土
地

所
有

者
等

と
の

間
の

契
約

書
ま

た
は

協
定

書
,及

び
そ

れ
ら

に
付

属
す

る
図

面
等

。

上
下

水
道

局
総

務
課

･管
路

図
面

(切
出

図
)

･龍
田

山
使

用
貸

借
に

関
す

る
覚

書
(写

)
･管

理
証

明
書

(写
)

開
示

1
2
/
6

1
2
/
1
2

郵
送

67
2

12
/2

平
成

25
年

10
月

16
日

開
札

(仮
称

)龍
田

小
学

校
分

離
新

設
校

造
成

工
事

(第
1期

)の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

(仮
称

)龍
田

小
学

校
分

離
新

設
校

造
成

工
事

(第
1期

)の
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
3

1
2
/
4

67
3

12
/2

道
路

位
置

指
定

昭
和

44
年

4月
17

日
 第

12
6号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

昭
和

44
年

4月
17

日
 第

12
6号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
4

1
2
/
4
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

67
4

12
/2

道
路

判
定

書
類

 一
式

H
13

 0
1-

11
8

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

書
類

一
式

 H
13

 0
1-

11
8

開
示

1
2
/
4

1
2
/
4

67
5

12
/2

平
成

25
年

11
月

1日
か

ら
平

成
25

年
11

月
30

日
ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

飲
食

店
の

一
覧

表
(食

品
営

業
許

可
台

帳
)

※
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･申

請
者

氏
名

･業
種

･営
業

所
電

話
番

号
･許

可
年

月
日

･許
可

満
了

日
等

に
つ

い
て

の
資

料
一

覧
表

(自
動

販
売

機
･露

店
営

業
を

除
く

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

11
月

1日
～

平
成

25
年

11
月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

露
店

営
業

を
除

く
) 

計
89

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

氏
名

、
業

種
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

満
了

日
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

25
年

12
月

5日
 1

5:
3
0

開
示

1
2
/
1
0

1
2
/
2
0

郵
送

67
6

12
/2

平
成

25
年

11
月

1日
か

ら
平

成
25

年
11

月
30

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
(移

動
、

臨
時

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

11
月

1日
～

平
成

25
年

11
月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

) 
計

89
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

25
年

12
月

5日
 1

5:
3
0

開
示

1
2
/
1
0

1
2
/
1
8

67
7

12
/3

平
成

25
年

11
月

1日
～

平
成

25
年

11
月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

25
年

11
月

1日
～

同
年

11
月

30
日

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
の

確
認

が
あ

っ
た

美
容

所
の

一
覧

項
目

;施
設

の
名

称
、

所
在

地
、

電
話

番
号

、
開

設
者

の
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
5

1
2
/
1
2

67
8

12
/3

平
成

25
年

11
月

1日
～

平
成

25
年

11
月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)。
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

11
月

1日
～

平
成

25
年

11
月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

) 
計

89
件

項
目

:屋
号

、
申

請
者

氏
名

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

25
年

12
月

5日
 1

5:
3
0

開
示

1
2
/
1
0

1
2
/
1
2

67
9

12
/3

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【地
域

】熊
本

市
内

全
域

【対
象

】飲
食

店
営

業
(H

25
年

11
月

1日
～

H
25

年
11

月
30

日
の

新
規

営
業

許
可

)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【内
容

】･
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･営
業

者
氏

名
･初

許
可

年
月

日
･業

種
詳

細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

11
月

1日
～

平
成

25
年

11
月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

移
動

店
舗

、
臨

時
営

業
、

及
び

露
店

を
除

く
) 

計
89

件
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
初

許
可

年
月

日
、

業
種

詳
細

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
25

年
12

月
5日

 1
5:

3
0

開
示

1
2
/
1
0

1
2
/
1
8

68
0

12
/4

工
事

名
藻

器
堀

川
保

田
窪

放
水

路
改

修
工

事
(2

k8
53

～
2k

90
0)

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

工
事

名
 藻

器
堀

川
保

田
窪

放
水

路
改

修
工

事
(2

k8
53

～
2k

90
0)

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
9

1
2
/
1
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

68
1

12
/4

富
合

宇
土

南
北

線
道

路
改

良
工

事
(2

工
区

)
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

富
合

地
域

整
備

室

工
事

名
:富

合
宇

土
南

北
線

道
路

改
良

工
事

(2
工

区
)

上
記

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
9

68
2

12
/4

平
成

25
年

度
実

施
の

市
町

村
立

学
校

管
理

職
試

験
に

関
す

る
も

の
で

、
下

記
の

う
ち

、
該

当
す

る
も

の
や

類
す

る
も

の
が

ご
ざ

い
ま

し
た

ら
ご

開
示

く
だ

さ
い

。
○

実
施

要
項

･要
領

･要
綱

等
(実

施
日

が
記

載
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

、
別

途
実

施
日

を
ご

提
示

く
だ

さ
い

)
○

事
前

提
出

書
類

様
式

等
○

試
験

問
題

(提
出

論
文

/1
次

筆
記

･論
文

/2
次

筆
記

･論
文

/面
接

の
形

式
等

※
時

間
配

分
･論

文
字

数
含

む
)

教
育

委
員

会
事

務
局

教
職

員
課

平
成

26
年

度
熊

本
市

立
小

･中
学

校
管

理
職

採
用

選
考

試
験

に
係

る
･実

施
要

項
 ･

申
込

書
･校

長
採

用
一

次
試

験
問

題
(論

文
課

題
)

･教
頭

採
用

一
次

試
験

問
題

(筆
記

問
題

、
論

述
課

題
)

･校
長

採
用

及
び

教
頭

採
用

二
次

面
接

試
験

の
形

式
等

･教
頭

採
用

二
次

試
験

問
題

(論
文

課
題

) 
の

写
し

開
示

1
2
/
1
1

1
2
/
1
6

郵
送

68
3

12
/4

道
路

判
定

関
係

書
類

03
-1

61
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

判
定

関
係

書
類

 0
3-

16
1

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
5

1
2
/
5

68
4

12
/4

美
容

所
、

理
容

所
の

施
設

名
称

(廃
施

設
を

除
く

)営
業

所
所

在
地

、
電

話
番

号
、

申
請

者
氏

名
【期

間
】～

20
13

/1
2/

5迄
(C

D
-R

希
望

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

20
13

年
12

月
5日

現
在

の
熊

本
市

内
の

理
容

所
、

美
容

所
の

一
覧

項
目

;施
設

の
名

称
、

所
在

地
、

電
話

番
号

、
開

設
者

の
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
0

1
2
/
1
3

郵
送

68
5

12
/5

平
成

25
年

11
月

27
日

開
札

･東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 戸

島
熊

本
線

(水
前

寺
工

区
)道

路
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

戸
島

熊
本

線
(水

前
寺

工
区

)道
路

改
良

工
事

(金
入

設
計

書
)

開
示

1
2
/
1
0

1
2
/
1
2

68
6

12
/5

平
成

25
年

11
月

27
日

開
札

･北
区

役
所

 農
業

振
興

課
植

木
町

山
城

堰
災

害
復

旧
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

北
区

役
所

農
業

振
興

課

植
木

町
山

城
堰

災
害

復
旧

工
事

(金
入

設
計

書
)

開
示

1
2
/
9

1
2
/
1
7

68
7

12
/5

平
成

25
年

11
月

27
日

開
札

･西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 工
務

課
市

道
 川

尻
町

下
無

田
第

1号
線

道
路

改
良

工
事

(そ
の

3)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･市
道

 川
尻

町
下

無
田

第
1 

号
線

道
路

改
良

工
事

(そ
の

3) 金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
9

1
2
/
1
2

68
8

12
/5

平
成

25
年

11
月

27
日

開
札

･北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 工
務

課
市

道
 山

室
大

窪
第

1号
線

道
路

改
良

工
事

(山
室

交
差

点
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

市
道

 山
室

大
窪

第
1号

線
道

路
改

良
工

事
(山

室
交

差
点

)
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
6

1
2
/
1
2

68
9

12
/5

現
在

、
熊

本
市

競
争

入
札

等
参

加
資

格
(建

物
清

掃
)を

有
す

る
業

者
が

資
格

取
得

申
請

を
し

た
際

に
提

出
し

た
建

物
世

相
業

者
用

個
別

調
書

(様
式

第
1号

の
2(

第
2条

関
係

))
、

契
約

実
績

一
覧

表
(様

式
第

5号
(第

2条
関

係
))

及
び

財
務

諸
表

の
開

示
を

願
い

ま
す

。

総
務

局
契

約
検

査
総

室

現
在

、
熊

本
市

競
争

入
札

等
参

加
資

格
(建

物
清

掃
)を

有
す

る
業

者
が

資
格

取
得

申
請

を
し

た
際

に
提

出
し

た
建

物
清

掃
業

者
用

個
別

調
書

(様
式

第
1号

の
2(

第
2条

関
係

))
、

契
約

実
績

一
覧

表
(様

式
第

5号
(第

2条
関

係
))

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
1
7

現
在

、
熊

本
市

競
争

入
札

等
参

加
資

格
(建

物
清

掃
)を

有
す

る
業

者
が

資
格

取
得

申
請

を
し

た
際

に
提

出
し

た
財

務
諸

表
不

開
示

3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
1
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

68
9-

2
12

/5

道
路

判
定

01
-1

50
-1

01
-1

50
-2

01
-1

50
-3

01
-1

50
-4

01
-1

50
-2

3

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

01
-1

50
-1

、
01

-1
50

-2
、

01
-1

50
-3

、
0l

-1
50

-4
、

01
-

15
0-

23
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
6

1
2
/
9

69
0

12
/6

道
等

の
判

定
調

書
12

-1
53

-0
08

写
真

の
み

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
調

査
書

12
-1

53
-0

08
 写

真
の

み
開

示
1
2
/
6

1
2
/
6

69
1

12
/6

■
高

平
年

神
公

園
造

成
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

高
平

年
神

公
園

造
成

工
事

の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
2
/
1
2

1
2
/
1
9

69
2

12
/6

■
城

山
公

園
施

設
整

備
工

事
(2

期
工

事
)【

総
合

評
価

方
式

】の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

･城
山

公
園

施
設

整
備

工
事

(2
期

工
事

)

開
示

1
2
/
9

1
2
/
1
9

69
3

12
/6

■
力

合
西

小
学

校
植

栽
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
施

設
課

力
合

西
小

学
校

植
栽

工
事

(そ
の

2)
の

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
1
0

1
2
/
1
9

69
4

12
/6

①
都

市
計

画
道

路
 中

央
線

道
路

築
造

工
事

(2
工

区
)

開
札

日
 平

成
25

年
11

月
27

日
上

記
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

都
市

計
画

道
路

中
央

線
道

路
築

造
工

事
(2

工
区

)
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
1
0

1
2
/
1
6

69
5

12
/6

②
桃

尾
墓

園
拡

張
整

備
事

業
(案

内
施

設
設

置
)工

事
開

札
日

 平
成

25
年

11
月

27
日

上
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

健
康

福
祉

政
策

課

桃
尾

墓
園

拡
張

整
備

事
業

(案
内

施
設

設
置

)工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
1
0

1
2
/
1
6

69
6

12
/6

③
熊

本
市

上
下

水
道

局
庁

舎
建

設
外

構
工

事
(1

期
)【

総
合

評
価

方
式

】
上

記
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
総

務
課

熊
本

市
上

下
水

道
局

庁
舎

建
設

外
構

工
事

(1
期

)
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
1
3

1
2
/
1
6

69
7

12
/6

建
物

清
掃

の
要

綱
、

平
成

25
年

の
秋

に
清

掃
業

者
よ

り
受

領
し

た
様

式
第

1号
の

5及
び

熊
本

市
が

判
断

し
た

内
容

が
分

か
る

文
書

。

総
務

局
契

約
検

査
総

室

建
物

清
掃

の
要

綱
開

示
1
2
/
1
7

1
2
/
2
5

郵
送

平
成

25
年

の
秋

に
清

掃
業

者
よ

り
受

領
し

た
様

式
第

1号
の

5
不

開
示

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
2
/
1
7

及
び

熊
本

市
が

判
断

し
た

内
容

が
分

か
る

文
書

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
1
7

69
8

12
/6

中
央

区
の

平
成

25
年

度
連

合
会

長
･自

治
会

長
名

簿
。

中
央

区
役

所
ま

ち
づ

く
り

推
進

課

中
央

区
の

平
成

25
年

度
自

治
会

長
名

簿
開

示
1
2
/
2
0

1
2
/
2
8

郵
送

中
央

区
の

平
成

25
年

度
連

合
会

長
名

簿
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
2
0

69
9

12
/6

東
区

の
平

成
25

年
度

連
合

会
長

･自
治

会
長

名
簿

。
東

区
役

所
ま

ち
づ

く
り

推
進

課

東
区

の
平

成
25

年
度

自
治

会
長

名
簿

開
示

1
2
/
2
0

1
2
/
2
8

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

東
区

の
平

成
25

年
度

連
合

会
長

名
簿

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
2
0

70
0

12
/6

西
区

の
平

成
25

年
度

連
合

会
長

･自
治

会
長

名
簿

。
西

区
役

所
ま

ち
づ

く
り

推
進

課

西
区

の
平

成
25

年
度

自
治

会
長

名
簿

開
示

1
2
/
2
0

1
2
/
2
8

郵
送

西
区

の
平

成
25

年
度

連
合

会
長

名
簿

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
2
0

70
1

12
/6

南
区

の
平

成
25

年
度

連
合

会
長

･自
治

会
長

名
簿

。
南

区
役

所
ま

ち
づ

く
り

推
進

課

南
区

の
平

成
25

年
度

自
治

会
長

名
簿

開
示

1
2
/
2
0

1
2
/
2
8

郵
送

南
区

の
平

成
25

年
度

連
合

会
長

名
簿

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
2
0

70
2

12
/6

北
区

の
平

成
25

年
度

連
合

会
長

･自
治

会
長

名
簿

。
北

区
役

所
ま

ち
づ

く
り

推
進

課

北
区

の
平

成
25

年
度

自
治

会
長

名
簿

開
示

1
2
/
2
0

1
2
/
2
8

郵
送

北
区

の
平

成
25

年
度

連
合

会
長

名
簿

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
2
0

70
3

12
/6

熊
本

市
発

注
(熊

本
市

北
区

農
業

振
興

課
 北

部
分

室
)の

下
記

工
事

の
金

額
入

り
工

事
内

訳
書

工
事

名
:下

硯
川

町
小

園
鶴

水
兼

道
路

改
良

工
事

北
区

役
所

農
業

振
興

課
北

部
分

室

下
硯

川
町

小
園

鶴
水

兼
道

路
改

良
工

事
開

示
1
2
/
9

1
2
/
2
5

70
4

12
/9

工
事

名
 力

合
小

学
校

植
栽

工
事

(そ
の

2)
工

事
場

所
 熊

本
市

南
区

荒
尾

1丁
目

11
番

1号
上

記
力

合
西

小
学

校
植

栽
(そ

の
2)

工
事

の
設

計
金

額
【金

入
り

】の
開

示
を

御
願

い
い

た
し

ま
す

。

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

力
合

西
小

学
校

植
栽

工
事

(そ
の

2)
の

金
入

設
計

書

開
示

1
2
/
1
0

1
2
/
1
1

70
5

12
/9

市
道

長
嶺

町
第

16
3号

線
外

6路
線

舗
装

打
換

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

長
嶺

町
第

16
3号

線
外

6路
線

舗
装

打
換

工
事

 金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
1
1

1
2
/
1
3

70
6

12
/9

平
成

25
年

11
月

27
日

開
札

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 工
務

課
都

市
計

画
道

路
 二

本
木

新
大

江
線

道
路

改
築

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

工
事

名
 都

市
計

画
道

路
二

本
木

新
大

江
線

道
路

改
築

工
事 開

札
日

 平
成

25
年

11
月

27
日

金
入

設
計

書

開
示

1
2
/
1
3

1
2
/
1
7

70
7

12
/9

24
年

度
の

｢東
区

学
校

樹
木

害
虫

駆
除

業
務

委
託

に
関

す
る

支
出

命
令

書
｣

環
境

局
緑

保
全

課

平
成

24
年

度
東

区
学

校
樹

木
害

虫
駆

除
業

務
委

託
に

関
す

る
支

出
命

令
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
1
2

1
2
/
1
2

70
8

12
/9

熊
本

市
北

区
徳

王
2丁

目
○

-△
に

お
い

て
、

地
下

水
の

影
響

と
推

定
さ

れ
る

地
盤

沈
下

が
発

生
し

て
お

り
ま

す
。

そ
の

原
因

調
査

の
た

め
周

辺
地

区
の

状
況

の
確

認
作

業
を

実
施

し
て

お
り

、
熊

本
市

徳
王

配
水

池
が

市
道

の
拡

幅
工

事
に

伴
い

、
配

水
管

等
の

整
備

工
事

が
実

施
さ

れ
た

と
推

測
し

て
お

り
、

こ
の

工
事

過
程

で
配

水
池

よ
り

の
漏

水
が

疑
わ

れ
る

箇
所

の
有

無
並

び
に

配
水

量
に

関
す

る
資

料
の

情
報

公
開

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
配

水
量

に
関

す
る

資
料

請
求

に
つ

き
ま

し
て

は
、

平
成

20
年

1月
か

ら
平

成
25

年
11

月
ま

で
の

間
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
平

成
25

年
12

月
13

日
(金

)1
0:

15
○

○
へ

T
E
L

開
示

請
求

の
対

象
は

、
｢市

道
拡

幅
工

事
に

伴
う

水
道

工
事

(徳
王

配
水

池
及

び
公

道
)｣

と
の

事

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

徳
王

配
水

池
 配

水
量

(月
報

)
(平

成
20

年
1月

か
ら

平
成

25
年

11
月

ま
で

)

開
示

1
2
/
1
7

1
2
/
1
9

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

市
道

拡
幅

工
事

に
伴

う
配

水
管

整
備

等
工

事
に

お
け

る
漏

水
個

所
の

有
無

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
1
7

70
9

12
/1

0

市
道

 川
尻

町
下

無
田

第
1号

線
道

路
改

良
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
12

月
4日

開
札

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･市
道

 川
尻

町
下

無
田

第
1号

線
道

路
改

良
工

事
(そ

の
2
)

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
2
4

1
2
/
2
5

71
0

12
/1

0

平
成

25
年

10
月

23
日

開
札

環
境

局
 環

境
施

設
整

備
室

扇
田

環
境

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

新
埋

立
処

分
場

遮
水

施
設

維
持

等
工

事
(そ

の
2)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

環
境

局
環

境
施

設
整

備
室

扇
田

環
境

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

新
埋

立
処

分
場

遮
水

施
設

維
持

等
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
1
1

1
2
/
1
2

71
1

12
/1

1

都
市

計
画

道
路

 子
飼

新
大

江
線

構
造

物
撤

去
外

工
事

上
記

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

都
市

計
画

道
路

子
飼

新
大

江
線

構
造

物
撤

去
外

工
事

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
1
6

1
/
9

71
2

12
/1

1

1.
市

長
か

ら
、

市
議

会
議

長
へ

の
｢自

治
基

本
条

例
見

直
し

委
員

会
｣へ

の
参

画
･要

請
の

文
書

の
一

切
。

2 
そ

れ
に

対
す

る
市

議
会

齊
藤

議
長

か
ら

の
回

答
の

一
切

3.
自

治
基

本
条

例
「見

直
委

員
会

」の
公

募
選

考
に

つ
い

て
関

係
文

書
一

切
4 

選
考

結
果

、
他

企
画

振
興

局
市

民
協

働
課

1 
熊

本
市

自
治

基
本

条
例

見
直

し
委

員
会

委
員

の
推

薦
に

つ
い

て
(依

頼
)(

起
案

文
書

)
2 

熊
本

市
自

治
基

本
条

例
見

直
し

委
員

会
委

員
の

推
薦

に
つ

い
て

(依
頼

)(
依

頼
文

写
し

)
3 

熊
本

市
自

治
基

本
条

例
見

直
し

委
員

会
委

員
の

推
薦

に
つ

い
て

(回
答

)
4 

市
政

だ
よ

り
記

事
依

頼
5 

市
政

だ
よ

り
校

正
依

頼
6 

熊
本

市
自

治
基

本
条

例
見

直
し

委
員

会
の

公
募

委
員

募
集

要
項

に
つ

い
て

7 
熊

本
市

自
治

基
本

条
例

見
直

し
委

員
会

の
公

募
委

員
募

集
要

項
8 

熊
本

市
自

治
基

本
条

例
見

直
し

委
員

会
の

公
募

委
員

の
選

考
に

関
す

る
要

綱
の

制
定

に
つ

い
て

9 
熊

本
市

自
治

基
本

条
例

見
直

し
委

員
会

の
公

募
委

員
の

選
考

に
関

す
る

要
綱

10
 市

政
だ

よ
り

11
月

号
記

事
(写

し
)

11
 ﾎ

ｰ
ﾑ

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ掲

載
に

つ
い

て
12

 ﾎ
ｰ

ﾑ
ﾍ

ﾞｰ
ｼ

ﾞ各
課

入
カ

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
に

よ
る

掲
載

依
頼

書
13

 熊
本

市
ﾎ

ｰ
ﾑ

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞﾌ

ﾟﾚ
ﾋ
ﾞｭ

ｰ
画

面
14

 添
付

資
料

(熊
本

市
自

治
基

本
条

例
見

直
し

委
員

会
の

公
募

委
員

募
集

要
項

)
15

 熊
本

市
自

治
基

本
条

例
見

直
し

委
員

会
の

公
募

委
員

の
選

考
に

つ
い

て
(実

施
)

16
 ｢

熊
本

市
自

治
基

本
条

例
見

直
し

委
員

会
｣公

募
委

員
候

補
の

決
定

に
つ

い
て

17
 ｢

熊
本

市
自

治
基

本
条

例
見

直
し

委
員

会
｣の

公
募

委
員

選
考

結
果

に
つ

い
て

(通
知

)

開
示

1
2
/
1
9

1
2
/
2
0

全
公

募
者

の
提

出
さ

れ
た

論
文

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
2
/
1
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1 
｢熊

本
市

自
治

基
本

条
例

見
直

し
委

員
会

｣公
募

委
員

選
考

に
つ

い
て

2 
自

治
基

本
条

例
見

直
し

委
員

会
 選

考
評

価
一

覧
3 

自
治

基
本

条
例

見
直

し
委

員
会

公
募

委
員

 小
論

文
集

計
表

4 
自

治
基

本
条

例
見

直
し

委
員

会
公

募
委

員
 面

接
集

計
表 5 

｢熊
本

市
自

治
基

本
条

例
見

直
し

委
員

会
｣委

員
の

決
定

に
つ

い
て

6 
｢熊

本
市

自
治

基
本

条
例

見
直

し
委

員
会

｣の
公

募
委

員
選

考
結

果
に

つ
い

て
(通

知
)(

不
採

用
)

7 
承

諾
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
2
/
1
9

1
2
/
2
5

71
3

12
/1

2

平
成

22
年

11
月

は
じ

め
車

火
災

の
状

況
報

告
書

(火
災

原
因

判
定

書
)

○
○

の
家

で
お

き
た

こ
と

　
○

○
町

○
△

×
車

種
○

○

消
防

局
総

務
課

取
り

下
げ

71
4

12
/1

2

平
成

25
年

11
月

27
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 八

景
水

谷
3丁

目
新

地
第

1号
舗

装
打

換
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

工
事

名
:市

道
 八

景
水

谷
3丁

目
新

地
第

1号
線

舗
装

打
換

工
事

開
札

日
:平

成
25

年
11

月
27

日
開

示
文

書
:金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
1
7

1
2
/
1
9

71
5

12
/1

3

道
路

判
定

の
際

の
協

定
書

判
定

日
:2

00
8年

番
号

24
5号

の
協

定
書

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

の
際

の
協

定
書

判
定

日
:2

00
8年

番
号

:2
45

号
の

協
定

書
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
6

1
2
/
1
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

71
6

12
/1

3

本
年

9月
28

日
･2

9日
第

7回
ﾌ
ｪ
ｱ

ﾄﾚ
ｰ

ﾄﾞ
ﾀ
ｳ
ﾝ

国
際

会
議

(ｵ
ｽ
ﾛ
)に

熊
本

市
の

牧
副

市
長

が
参

加
さ

れ
ま

し
た

。
[1

]牧
副

市
長

の
ｵ

ｽ
ﾛ
へ

の
公

費
出

張
の

内
容

に
つ

い
て

[2
]国

際
会

議
出

張
の

成
果

に
つ

い
て

(詳
し

く
は

別
紙

に
て

)

情
報

公
開

請
求

の
具

体
的

内
容

来
年

3月
28

日
～

30
日

に
、

熊
本

市
で

第
8回

ﾌ
ｪ
ｱ

ﾄﾚ
ｰ

ﾄﾞ
ﾀ

ｳ
ﾝ

国
際

会
議

が
開

か
れ

ま
す

(ﾌ
ｪ
ｱ

ﾄﾚ
ｰ

ﾄﾞ
ｼ

ﾃ
ｨく

ま
も

と
推

進
委

員
会

の
ﾎ

ｰ
ﾑ

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞよ

り
)。

そ
れ

に
合

わ
せ

て
と

い
う

こ
と

で
し

ょ
う

、
熊

本
市

の
牧

副
市

長
が

ｵ
ｽ
ﾛ
の

第
7回

国
際

会
議

に
参

加
さ

れ
た

と
聞

き
、

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
準

備
が

進
め

ら
れ

て
い

る
の

か
を

知
り

た
い

、
と

い
う

の
が

今
回

の
請

求
の

趣
旨

で
す

。
以

下
、

思
い

つ
く

こ
と

を
書

き
ま

す
が

、
そ

の
全

て
の

資
料

が
出

て
く

る
こ

と
は

期
待

し
て

い
ま

せ
ん

。
概

略
が

分
か

れ
ば

い
い

の
で

す
。

[1
]9

月
28

日
･2

9日
の

ｵ
ｽ
ﾛ
へ

の
公

費
出

張
に

関
し

て
、

ｵ
ｽ

ﾛ
出

張
の

経
費

の
内

訳
(航

空
運

賃
･宿

泊
料

な
ど

)、
具

体
的

な
行

動
の

予
定

表
･日

程
表

、
実

際
に

ど
の

よ
う

な
行

動
だ

っ
た

の
か

(会
議

の
感

想
や

ｽ
ﾋ
ﾟｰ

ﾁ
の

内
容

な
ど

)、
会

議
に

お
い

て
受

け
取

っ
た

資
料

等
(も

し
そ

う
し

た
資

料
は

な
か

っ
た

の
で

あ
れ

ば
そ

の
旨

)、
随

行
者

(通
訳

と
し

て
い

か
れ

た
人

の
こ

と
で

す
。

〇
〇

氏
の

こ
と

で
は

あ
り

ま
せ

ん
)氏

名
な

ど
は

不
要

で
、

ど
の

よ
う

な
立

場
の

人
で

、
実

際
ど

ん
な

役
割

を
果

た
し

た
の

か
。

観
光

文
化

交
流

局
ｼ

ﾃ
ｨﾌ

ﾟﾛ
ﾓ

ｰ
ｼ

ｮﾝ
課

国
際

室

①
F
T

ﾀ
ｳ
ﾝ

国
際

会
議

参
加

に
伴

う
経

費
一

覧
 ②

派
遣

実
施

伺
 ③

F
T

ﾀ
ｳ
ﾝ

会
議

in
ｵ

ｽ
ﾛ
ﾌ
ﾟﾛ

ｸ
ﾞﾗ

ﾑ
 ④

F
T

ﾀ
ｳ
ﾝ

会
議

in
ｵ

ｽ
ﾛ
出

張
行

程
 ⑤

旅
行

復
命

書
 ⑥

報
告

書
(復

命
書

) 
⑦

ｵ
ｽ
ﾛ
会

議
で

配
布

さ
れ

た
資

料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
7

1
/
6

(通
訳

だ
け

な
ら

、
主

催
者

の
方

で
付

け
て

く
れ

た
の

で
は

)
[2

]国
際

会
議

出
張

の
成

果
に

関
し

て
帰

熊
後

、
国

際
会

議
に

つ
い

て
、

ど
の

よ
う

な
形

で
報

告
が

な
さ

れ
た

の
か

、
ま

た
そ

の
内

容
報

告
書

あ
る

い
は

報
告

会
の

記
録

な
ど

そ
し

て
、

来
年

の
国

際
会

議
に

向
け

て
、

熊
本

市
と

し
て

ど
の

よ
う

な
準

備
が

進
め

ら
れ

る
こ

と
と

な
り

、
ま

た
現

に
ど

の
よ

う
に

準
備

さ
れ

て
い

る
の

か
。

予
算

措
置

は
取

ら
れ

た
の

か
。

ｽ
ﾀ
ｯ
ﾌ
の

役
割

分
担

は
な

さ
れ

た
の

か
。

な
ど

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
以

上
添

付
資

料
資

料
1 

ﾌ
ｪ
ｱ

ﾄﾚ
ｰ

ﾄﾞ
熊

本
推

進
委

員
会

の
ﾎ

ｰ
ﾑ

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ

資
料

2 
第

5回
ｽ
ｳ
ｪ
ｰ

ﾃ
ﾞﾝ

国
際

会
議

の
ﾊ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾚ
ｯ
ﾄの

一
部

資
料

3 
第

5回
ｽ
ｳ
ｪ
ｰ

ﾃ
ﾞﾝ

国
際

会
議

の
報

告
書

資
料

4 
第

5回
ｽ
ｳ
ｪ
ｰ

ﾃ
ﾞﾝ

国
際

会
議

の
報

告
書

3月
の

ﾌ
ｪ
ｱ

ﾄﾚ
ｰ

ﾄﾞ
国

際
会

議
に

お
け

る
熊

本
市

の
準

備
状

況

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
1
7

-175-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

71
7

12
/1

3

市
道

東
本

町
東

町
第

2号
線

歩
道

改
良

工
事

(そ
の

2)
の

変
更

金
入

り
設

計
書

3月
13

日
開

札
10

月
30

日
変

更
契

約

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

25
年

3月
13

日
開

札
平

成
25

年
10

月
30

日
変

更
契

約
市

道
東

本
町

東
町

第
2号

線
歩

道
改

良
工

事
(そ

の
2)

の
変

更
金

入
り

設
計

書

開
示

1
2
/
1
9

1
2
/
2
5

71
8

12
/1

3

官
民

境
界

確
定

協
議

記
録

地
番

 熊
本

市
中

央
区

南
坪

井
町

○
番

△
、

○
番

△
、

○
番

△
、

○
番

△
、

○
番

△

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

官
民

境
界

確
定

協
議

書
(H

21
.8

.2
8 

第
25

-4
8号

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
7

1
2
/
2
4

71
9

12
/1

3
大

規
模

建
築

物
等

行
為

届
出

書
の

様
式

第
3号

(平
成

25
年

９
月

11
日

～
10

月
10

日
届

出
分

)
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
(様

式
第

3号
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
7

1
2
/
2
6

72
0

12
/1

3

熊
本

市
上

下
水

道
局

庁
舎

建
設

外
構

工
事

(1
期

)
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
総

務
課

庁
舎

建
設

管
理

室

取
り

下
げ

72
1

12
/1

6

貴
市

に
お

い
て

締
結

す
る

【施
設

(動
産

)に
か

か
る

損
害

保
険

契
約

】に
つ

い
て

下
記

の
内

容
が

わ
か

る
資

料
を

開
示

願
い

た
い

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
記

●
施

設
(動

産
)に

か
か

る
賠

償
責

任
保

険
【例

:市
営

住
宅

】
1.

保
険

証
券

(保
険

会
社

、
保

険
期

間
、

対
象

物
件

、
補

償
内

容
、

保
険

金
額

、
保

険
料

な
ど

が
わ

か
る

も
の

)
2.

明
細

書
(施

設
名

称
、

用
途

、
延

床
面

積
、

所
在

地
が

わ
か

る
も

の
)

3.
特

約
書

(無
い

場
合

は
省

略
可

)
4.

直
近

3年
間

の
保

険
請

求
履

歴
(保

険
期

間
毎

の
総

請
求

件
数

お
よ

び
請

求
総

額
で

も
可

)(
請

求
履

歴
が

無
い

場
合

は
省

略
可

)
5.

貴
市

の
仕

様
(書

)(
無

い
場

合
は

省
略

可
)

※
平

成
25

年
10

月
1日

時
点

有
効

且
つ

保
険

期
間

1年
以

上
の

契
約

に
つ

い
て

開
示

願
い

た
い

。
※

保
険

料
5万

円
未

満
の

契
約

に
つ

い
て

は
開

示
の

省
略

可
。

※
但

し
全

国
町

村
会

･全
国

市
有

物
件

災
害

共
済

会
で

加
入

の
場

合
は

開
示

の
省

略
可

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
以

上

総
務

局
総

務
課

平
成

25
年

度
｢全

国
市

長
会

市
民

総
合

賠
償

補
償

保
険

加
入

証
｣

｢市
民

総
合

賠
償

補
償

保
険

の
あ

ら
ま

し
｣P

2

開
示

1
2
/
2
7

1
/
1
0

郵
送

-176-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

72
2

12
/1

6

貴
市

に
お

い
て

締
結

す
る

【施
設

(動
産

)に
か

か
る

損
害

保
険

契
約

】に
つ

い
て

下
記

の
内

容
が

わ
か

る
資

料
を

開
示

願
い

た
い

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
記

●
施

設
(動

産
)に

か
か

る
賠

償
責

任
保

険
【例

:市
営

住
宅

】
2.

明
細

書
(施

設
名

称
、

用
途

、
延

床
面

積
、

所
在

地
が

わ
か

る
も

の
)

3.
特

約
書

(無
い

場
合

は
省

略
可

)
4.

直
近

3年
間

の
保

険
請

求
履

歴
(保

険
期

間
毎

の
総

請
求

件
数

お
よ

び
請

求
総

額
で

も
可

)(
請

求
履

歴
が

無
い

場
合

は
省

略
可

)
5.

貴
市

の
仕

様
(書

)(
無

い
場

合
は

省
略

可
)

※
平

成
25

年
10

月
1日

時
点

有
効

且
つ

保
険

期
間

1年
以

上
の

契
約

に
つ

い
て

開
示

願
い

た
い

。
※

保
険

料
5万

円
未

満
の

契
約

に
つ

い
て

は
開

示
の

省
略

可
。

※
但

し
全

国
町

村
会

･全
国

市
有

物
件

災
害

共
済

会
で

加
入

の
場

合
は

開
示

の
省

略
可

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
以

上

都
市

建
設

局
住

宅
課

熊
本

市
住

宅
課

が
管

理
す

る
建

物
に

か
か

る
賠

償
責

任
保

険

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
1
8

72
3

12
/1

6

貴
市

に
お

い
て

締
結

す
る

【施
設

(動
産

)に
か

か
る

損
害

保
険

契
約

】に
つ

い
て

下
記

の
内

容
が

わ
か

る
資

料
を

開
示

願
い

た
い

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
記

●
施

設
(動

産
)に

か
か

る
賠

償
責

任
保

険
【例

:市
営

住
宅

】
1.

保
険

証
券

(保
険

会
社

、
保

険
期

間
、

対
象

物
件

、
補

償
内

容
、

保
険

金
額

、
保

険
料

な
ど

が
わ

か
る

も
の

)
2.

明
細

書
(施

設
名

称
、

用
途

、
延

床
面

積
、

所
在

地
が

わ
か

る
も

の
)

3.
特

約
書

(無
い

場
合

は
省

略
可

)
4.

直
近

3年
間

の
保

険
請

求
履

歴
(保

険
期

間
毎

の
総

請
求

件
数

お
よ

び
請

求
総

額
で

も
可

)(
請

求
履

歴
が

無
い

場
合

は
省

略
可

)
5.

貴
市

の
仕

様
(書

)(
無

い
場

合
は

省
略

可
)

※
平

成
25

年
10

月
1日

時
点

有
効

且
つ

保
険

期
間

1年
以

上
の

契
約

に
つ

い
て

開
示

願
い

た
い

。
※

保
険

料
5万

円
未

満
の

契
約

に
つ

い
て

は
開

示
の

省
略

可
。

※
但

し
全

国
町

村
会

･全
国

市
有

物
件

災
害

共
済

会
で

加
入

の
場

合
は

開
示

の
省

略
可

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
以

上

教
育

委
員

会
事

務
局

健
康

教
育

課

平
成

25
年

度
全

国
市

長
会

学
校

災
害

賠
償

補
償

保
険

加
入

証
学

校
災

害
賠

償
補

償
保

険
 請

求
内

訳

開
示

1
2
/
2
0

1
/
1
0

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

72
4

12
/1

6

貴
市

に
お

い
て

締
結

す
る

【施
設

(動
産

)に
か

か
る

損
害

保
険

契
約

】に
つ

い
て

下
記

の
内

容
が

わ
か

る
資

料
を

開
示

願
い

た
い

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
記

●
施

設
(動

産
)に

か
か

る
賠

償
責

任
保

険
【例

:市
営

住
宅

】
1.

保
険

証
券

(保
険

会
社

、
保

険
期

間
、

対
象

物
件

、
補

償
内

容
、

保
険

金
額

、
保

険
料

な
ど

が
わ

か
る

も
の

)
2.

明
細

書
(施

設
名

称
、

用
途

、
延

床
面

積
、

所
在

地
が

わ
か

る
も

の
)

3.
特

約
書

(無
い

場
合

は
省

略
可

)
4.

直
近

3年
間

の
保

険
請

求
履

歴
(保

険
期

間
毎

の
総

請
求

件
数

お
よ

び
請

求
総

額
で

も
可

)(
請

求
履

歴
が

無
い

場
合

は
省

略
可

)
5.

貴
市

の
仕

様
(書

)(
無

い
場

合
は

省
略

可
)

※
平

成
25

年
10

月
1日

時
点

有
効

且
つ

保
険

期
間

1年
以

上
の

契
約

に
つ

い
て

開
示

願
い

た
い

。
※

保
険

料
5万

円
未

満
の

契
約

に
つ

い
て

は
開

示
の

省
略

可
。

※
但

し
全

国
町

村
会

･全
国

市
有

物
件

災
害

共
済

会
で

加
入

の
場

合
は

開
示

の
省

略
可

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
以

上

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

平
成

25
年

10
月

1日
時

点
有

効
且

つ
保

険
期

間
1年

以
上

の
施

設
(動

産
)に

か
か

る
損

害
保

険
契

約
の

保
険

証
券

お
よ

び
直

近
3年

間
の

保
険

請
求

履
歴

の
写

し

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
9

1
/
1
0

郵
送

72
5

12
/1

6

貴
市

に
お

い
て

締
結

す
る

【施
設

(動
産

)に
か

か
る

損
害

保
険

契
約

】に
つ

い
て

下
記

の
内

容
が

わ
か

る
資

料
を

開
示

願
い

た
い

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
記

●
施

設
(動

産
)に

か
か

る
賠

償
責

任
保

険
【例

:市
営

住
宅

】
1.

保
険

証
券

(保
険

会
社

、
保

険
期

間
、

対
象

物
件

、
補

償
内

容
、

保
険

金
額

、
保

険
料

な
ど

が
わ

か
る

も
の

)
2.

明
細

書
(施

設
名

称
、

用
途

、
延

床
面

積
、

所
在

地
が

わ
か

る
も

の
)

3.
特

約
書

(無
い

場
合

は
省

略
可

)
4.

直
近

3年
間

の
保

険
請

求
履

歴
(保

険
期

間
毎

の
総

請
求

件
数

お
よ

び
請

求
総

額
で

も
可

)(
請

求
履

歴
が

無
い

場
合

は
省

略
可

)
5.

貴
市

の
仕

様
(書

)(
無

い
場

合
は

省
略

可
)

※
平

成
25

年
10

月
1日

時
点

有
効

且
つ

保
険

期
間

1年
以

上
の

契
約

に
つ

い
て

開
示

願
い

た
い

。
※

保
険

料
5万

円
未

満
の

契
約

に
つ

い
て

は
開

示
の

省
略

可
。

※
但

し
全

国
町

村
会

･全
国

市
有

物
件

災
害

共
済

会
で

加
入

の
場

合
は

開
示

の
省

略
可

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
以

上

交
通

局
電

車
課

標
記

の
件

の
う

ち
、

熊
本

市
電

の
施

設
に

関
す

る
文

書
1 

賠
償

責
任

保
険

証
券

(写
し

)
2 

公
営

交
通

事
業

者
等

鉄
道

特
約

(写
し

)

開
示

1
2
/
1
8

1
/
1
0

郵
送

-178-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

72
6

12
/1

6

貴
市

に
お

い
て

締
結

す
る

【施
設

(動
産

)に
か

か
る

損
害

保
険

契
約

】に
つ

い
て

下
記

の
内

容
が

わ
か

る
資

料
を

開
示

願
い

た
い

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
記

●
施

設
(動

産
)に

か
か

る
賠

償
責

任
保

険
【例

:市
営

住
宅

】
2.

明
細

書
(施

設
名

称
、

用
途

、
延

床
面

積
、

所
在

地
が

わ
か

る
も

の
)

3.
特

約
書

(無
い

場
合

は
省

略
可

)
4.

直
近

3年
間

の
保

険
請

求
履

歴
(保

険
期

間
毎

の
総

請
求

件
数

お
よ

び
請

求
総

額
で

も
可

)(
請

求
履

歴
が

無
い

場
合

は
省

略
可

)
5.

貴
市

の
仕

様
(書

)(
無

い
場

合
は

省
略

可
)

※
平

成
25

年
10

月
1日

時
点

有
効

且
つ

保
険

期
間

1年
以

上
の

契
約

に
つ

い
て

開
示

願
い

た
い

。
※

保
険

料
5万

円
未

満
の

契
約

に
つ

い
て

は
開

示
の

省
略

可
。

※
但

し
全

国
町

村
会

･全
国

市
有

物
件

災
害

共
済

会
で

加
入

の
場

合
は

開
示

の
省

略
可

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
以

上

上
下

水
道

局
総

務
課

･水
道

･下
水

道
賠

償
責

任
保

険
の

直
近

3年
間

の
保

険
請

求
履

歴

開
示

1
2
/
2
4

1
/
1
0

郵
送

72
7

12
/1

6

貴
市

に
お

い
て

締
結

す
る

【施
設

(動
産

)に
か

か
る

損
害

保
険

契
約

】に
つ

い
て

下
記

の
内

容
が

わ
か

る
資

料
を

開
示

願
い

た
い

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
記

●
施

設
(動

産
)に

か
か

る
賠

償
責

任
保

険
【例

:市
営

住
宅

】
1.

保
険

証
券

(保
険

会
社

、
保

険
期

間
、

対
象

物
件

、
補

償
内

容
、

保
険

金
額

、
保

険
料

な
ど

が
わ

か
る

も
の

)
2.

明
細

書
(施

設
名

称
、

用
途

、
延

床
面

積
、

所
在

地
が

わ
か

る
も

の
)

3.
特

約
書

(無
い

場
合

は
省

略
可

)
4.

直
近

3年
間

の
保

険
請

求
履

歴
(保

険
期

間
毎

の
総

請
求

件
数

お
よ

び
請

求
総

額
で

も
可

)(
請

求
履

歴
が

無
い

場
合

は
省

略
可

)
5.

貴
市

の
仕

様
(書

)(
無

い
場

合
は

省
略

可
)

※
平

成
25

年
10

月
1日

時
点

有
効

且
つ

保
険

期
間

1年
以

上
の

契
約

に
つ

い
て

開
示

願
い

た
い

。
※

保
険

料
5万

円
未

満
の

契
約

に
つ

い
て

は
開

示
の

省
略

可
。

※
但

し
全

国
町

村
会

･全
国

市
有

物
件

災
害

共
済

会
で

加
入

の
場

合
は

開
示

の
省

略
可

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
以

上

病
院

局
市

民
病

院
総

務
課

●
施

設
(動

産
)に

か
か

る
賠

償
責

任
保

険
①

病
院

賠
償

責
任

保
険

(施
設

の
み

)
②

立
体

駐
車

場
賠

償
責

任
保

険
※

詳
細

は
別

紙
の

と
お

り
上

記
①

及
び

②
の

直
近

3年
間

の
保

険
請

求
履

歴
は

無
し

開
示

1
2
/
1
9

1
/
1
0

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

72
8

12
/1

6

貴
市

に
お

い
て

締
結

す
る

【施
設

(動
産

)に
か

か
る

損
害

保
険

契
約

】に
つ

い
て

下
記

の
内

容
が

わ
か

る
資

料
を

開
示

願
い

た
い

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
記

●
施

設
(動

産
)に

か
か

る
賠

償
責

任
保

険
【例

:市
営

住
宅

】
1.

保
険

証
券

(保
険

会
社

、
保

険
期

間
、

対
象

物
件

、
補

償
内

容
、

保
険

金
額

、
保

険
料

な
ど

が
わ

か
る

も
の

)
2.

明
細

書
(施

設
名

称
、

用
途

、
延

床
面

積
、

所
在

地
が

わ
か

る
も

の
)

3.
特

約
書

(無
い

場
合

は
省

略
可

)
4.

直
近

3年
間

の
保

険
請

求
履

歴
(保

険
期

間
毎

の
総

請
求

件
数

お
よ

び
請

求
総

額
で

も
可

)(
請

求
履

歴
が

無
い

場
合

は
省

略
可

)
5.

貴
市

の
仕

様
(書

)(
無

い
場

合
は

省
略

可
)

※
平

成
25

年
10

月
1日

時
点

有
効

且
つ

保
険

期
間

1年
以

上
の

契
約

に
つ

い
て

開
示

願
い

た
い

。
※

保
険

料
5万

円
未

満
の

契
約

に
つ

い
て

は
開

示
の

省
略

可
。

※
但

し
全

国
町

村
会

･全
国

市
有

物
件

災
害

共
済

会
で

加
入

の
場

合
は

開
示

の
省

略
可

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
以

上

病
院

局
市

民
病

院
芳

野
診

療
所

施
設

に
か

か
る

賠
償

責
任

保
険

病
院

賠
償

責
任

保
険

※
詳

細
は

別
紙

の
と

お
り

開
示

1
2
/
2
5

1
/
1
0

郵
送

72
9

12
/1

6

貴
市

に
お

い
て

締
結

す
る

【施
設

(動
産

)に
か

か
る

損
害

保
険

契
約

】に
つ

い
て

下
記

の
内

容
が

わ
か

る
資

料
を

開
示

願
い

た
い

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
記

●
施

設
(動

産
)に

か
か

る
賠

償
責

任
保

険
【例

:市
営

住
宅

】
1.

保
険

証
券

(保
険

会
社

、
保

険
期

間
、

対
象

物
件

、
補

償
内

容
、

保
険

金
額

、
保

険
料

な
ど

が
わ

か
る

も
の

)
2.

明
細

書
(施

設
名

称
、

用
途

、
延

床
面

積
、

所
在

地
が

わ
か

る
も

の
)

3.
特

約
書

(無
い

場
合

は
省

略
可

)
4.

直
近

3年
間

の
保

険
請

求
履

歴
(保

険
期

間
毎

の
総

請
求

件
数

お
よ

び
請

求
総

額
で

も
可

)(
請

求
履

歴
が

無
い

場
合

は
省

略
可

)
5.

貴
市

の
仕

様
(書

)(
無

い
場

合
は

省
略

可
)

※
平

成
25

年
10

月
1日

時
点

有
効

且
つ

保
険

期
間

1年
以

上
の

契
約

に
つ

い
て

開
示

願
い

た
い

。
※

保
険

料
5万

円
未

満
の

契
約

に
つ

い
て

は
開

示
の

省
略

可
。

※
但

し
全

国
町

村
会

･全
国

市
有

物
件

災
害

共
済

会
で

加
入

の
場

合
は

開
示

の
省

略
可

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
以

上

病
院

局
植

木
病

院
事

務
局

施
設

(動
産

)に
か

か
る

賠
償

責
任

保
険

1.
保

険
証

券
(保

険
会

社
、

保
険

期
間

、
対

象
物

件
、

補
償

内
容

、
保

険
金

額
、

保
険

料
な

ど
が

わ
か

る
も

の
)

2.
 明

細
書

(施
設

名
称

、
用

途
、

延
床

面
積

、
所

在
地

が
わ

か
る

も
の

)

開
示

1
2
/
2
7

1
/
1
0

郵
送

-180-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

73
0

12
/1

6

熊
本

市
消

防
局

様
が

お
持

ち
の

、
熊

本
市

全
域

に
お

け
る

防
火

対
象

物
【消

防
法

施
行

令
別

表
第

一
の

(一
)～

(二
十

)】
の

最
新

の
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
で

下
記

の
項

目
を

含
む

一
覧

表
を

公
開

し
て

い
た

だ
き

た
い

で
す

。
1～

13
す

べ
て

の
一

覧
表

で
あ

る
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。

熊
本

市
消

防
局

様
が

お
持

ち
の

一
覧

表
で

結
構

で
す

。
ま

た
、

項
目

の
名

称
が

若
干

異
な

る
場

合
も

、
下

記
の

内
容

を
指

し
て

い
る

項
目

は
公

開
し

て
い

た
だ

き
た

い
で

す
。

1.
対

象
物

名
称

2.
棟

名
称

3.
所

在
地

番
4.

主
用

途
(項

分
類

)
5.

棟
用

途
6.

地
上

階
数

･地
下

階
数

7.
建

物
高

さ
8.

建
築

面
積

9.
延

べ
面

積
10

.建
築

年
月

日
11

.消
防

同
意

年
月

日
12

.工
事

完
了

予
定

年
月

日
13

.使
用

開
始

年
月

日
※

政
令

指
定

都
市

化
に

伴
う

区
割

の
実

施
を

さ
れ

た
こ

と
で

、
『3

.所
在

地
番

』の
表

示
は

ど
の

よ
う

に
な

っ
て

い
ま

す
で

し
ょ

う
か

。
お

手
数

で
は

ご
ざ

い
ま

す
が

、
決

定
通

知
書

に
一

筆
添

え
て

い
た

だ
く

等
、

教
え

て
い

た
だ

け
る

と
助

か
り

ま
す

。
※

可
能

で
あ

れ
ば

電
磁

的
記

録
(E

xe
l、

A
cc

es
s、

C
SV

等
)

で
の

公
開

を
優

先
的

に
希

望
し

ま
す

。

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
全

域
の

防
火

対
象

物
(消

防
法

施
行

令
別

表
第

1
～

20
)の

一
覧

表
。

必
要

項
目

1 
対

象
物

名
称

　
　

8 
建

築
面

積
2 

棟
名

称
　

　
9 

延
べ

面
積

3 
所

在
地

番
　

　
10

 建
築

年
月

日
4 

主
用

途
(項

分
類

)　
　

11
 消

防
同

意
年

月
日

5 
棟

用
途

　
　

12
 工

事
完

了
予

定
年

月
日

6 
地

上
階

数
･地

下
階

数
　

　
13

 使
用

開
始

年
月

日
7 

建
物

高
さ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

(ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
ﾍ

ﾞｰ
ｽ
化

さ
れ

て
い

な
い

も
の

)
1
2
/
2
6

1
/
6

郵
送

※
正

式
な

情
報

公
開

の
手

続
き

で
は

な
く

任
意

の
情

報
提

供
の

形
の

方
が

ご
都

合
が

よ
ろ

し
い

場
合

は
、

改
め

て
情

報
提

供
申

請
を

さ
せ

て
い

た
だ

き
た

い
と

思
い

ま
す

。
そ

の
際

は
、

ご
連

絡
を

い
た

だ
け

ま
す

よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。

73
1

12
/1

6
道

等
の

判
定

調
査

書
平

成
16

年
6月

7日
04

年
第

26
6号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
調

査
書

平
成

16
年

6月
7日

 0
4年

第
26

6号
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
8

1
2
/
1
9

73
2

12
/1

8
平

成
25

年
12

月
18

日
付

け
で

契
約

し
た

｢都
市

計
画

事
業

南
部

汚
水

6号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
67

工
区

)｣
の

金
入

り
設

計
書

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 南
部

汚
水

6号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

67
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
2
0

73
3

12
/1

8

二
の

井
手

護
岸

工
事

23
年

度
～

25
年

3月
末

日
迄

分
･契

約
書

の
写

し
･工

事
図

(平
面

図
)

･工
事

写
真

(着
工

前
、

施
工

中
、

竣
工

)

中
央

区
役

所
総

務
企

画
課

渡
鹿

堰
二

の
井

手
護

岸
整

備
工

事
(平

成
23

年
～

平
成

2
5

年
3月

分
)

契
約

書
の

写
し

、
工

事
図

(平
面

図
)、

工
事

写
真

(着
工

前
、

施
工

中
、

竣
工

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
1
9

1
2
/
1
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

73
4

12
/1

8
工

事
名

 ﾘ
ｻ

ｲ
ｸ
ﾙ

情
報

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ駐

車
場

整
備

工
事

金
入

り
設

計
書

環
境

局
環

境
施

設
整

備
室

ﾘｻ
ｲ
ｸ
ﾙ

情
報

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ駐

車
場

整
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
1
9

1
2
/
2
0

73
5

12
/1

9

平
成

25
年

12
月

11
日

開
札

上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 東

部
汚

水
59

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

76
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

59
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
76

工
区

)の
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
2
4

1
/
8

73
6

12
/1

9

柿
原

公
園

園
路

改
修

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

柿
原

公
園

園
路

改
修

工
事

 金
入

設
計

書

開
示

1
2
/
2
4

1
2
/
2
7

73
7

12
/2

0

道
路

判
定

に
か

か
る

書
類

道
路

図
面

及
び

写
真

00
-1

69
-0

2～
04

00
-1

69
-0

5
00

-1
69

-0
6

00
-1

69
-0

7
00

-1
69

-0
8

00
-1

69
-0

9
00

-1
69

-1
0

00
-1

69
-1

1

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

に
か

か
る

書
類

道
路

図
面

及
び

写
真

00
-1

69
-0

2～
04

 0
0-

16
9-

05
 0

0-
16

9-
06

 0
0-

16
9-

0
7

00
-1

69
-0

8 
00

-1
69

-0
9 

00
-1

69
-1

0 
00

-1
69

-1
1

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
4

1
2
/
2
4

73
8

12
/2

0

市
道

 沖
新

町
第

11
号

線
外

3路
線

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

市
道

 沖
新

町
第

11
号

線
外

3路
線

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
2
6

1
2
/
2
6

73
9

12
/2

0
工

事
名

 画
図

町
所

島
水

路
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書
東

区
役

所
農

業
振

興
課

画
図

町
所

島
水

路
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
2
4

1
2
/
2
6

74
0

12
/2

4
･平

成
24

年
度

実
施

の
係

長
昇

任
試

験
の

筆
記

試
験

(択
一

式
及

び
記

述
式

)の
試

験
問

題
人

事
委

員
会

事
務

局

平
成

24
年

度
実

施
の

係
長

級
昇

任
試

験
の

筆
記

試
験

(択
一

式
及

び
記

述
式

)の
試

験
問

題
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
2
/
2
6

1
2
/
2
8

郵
送

74
1

12
/2

4
都

市
計

画
法

第
32

条
に

基
づ

く
公

園
の

協
議

書
類

一
式

①
第

17
02

号
 昭

和
56

年
12

月
8日

②
第

15
34

号
 昭

和
60

年
10

月
4日

都
市

建
設

局
河

川
公

園
課

都
市

計
画

法
第

32
条

に
基

づ
く

公
園

協
議

書
類

一
式

①
 第

17
02

号
 昭

和
56

年
12

月
8日

②
 第

15
34

号
 昭

和
60

年
10

月
4日

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
6

1
/
1
6

74
2

12
/2

5

平
成

25
年

12
月

11
日

開
札

上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 東

部
処

理
区

雨
水

吐
貯

留
人

孔
(E

-2
)

築
造

工
事

(5
52

工
区

)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

東
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

人
孔

(E
-2

)築
造

工
事

(5
52

工
区

)
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
2
7

1
/
8

74
3

12
/2

6

白
川

自
転

車
歩

行
者

専
用

道
路

整
備

工
事

(城
東

工
区

そ
の

2)
の

金
入

り
設

計
書

12
月

18
日

開
札

都
市

建
設

局
土

木
管

理
課

自
転

車
対

策
室

｢白
川

自
転

車
歩

行
者

専
用

道
路

整
備

工
事

(城
東

工
区

そ
の

2)
｣の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
7

1
/
1
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

74
4

12
/2

6
道

路
判

定
関

係
書

類
(ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
)

H
19

 0
7-

20
9

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

関
係

書
類

(ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
)

H
19

 0
7-

20
9

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
6

1
/
6

74
5

12
/2

6

市
道

 健
軍

2丁
目

第
24

号
線

道
路

改
良

そ
の

2工
事

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

25
年

12
月

4日
開

札
市

道
健

軍
2丁

目
第

24
号

線
道

路
改

良
そ

の
2工

事
 金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
9

1
/
2
0

74
6

12
/2

6

●
施

工
番

号
:1

30
10

49
●

工
事

名
:一

般
国

道
 3

87
号

(新
飛

田
橋

)橋
梁

補
修

工
事 ●

該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

一
般

国
道

38
7号

(新
飛

田
橋

)橋
梁

補
修

工
事

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
6

1
/
1
5

郵
送

74
7

12
/2

6

市
道

 笛
田

第
30

号
線

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

市
道

 笛
田

第
30

号
線

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
/
6

1
/
8

74
8

12
/2

6

市
道

 水
前

寺
5丁

目
第

10
号

線
外

1路
線

舗
装

打
換

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

水
前

寺
5丁

目
第

10
号

線
外

1路
線

舗
装

打
換

工
事

(金
入

設
計

書
)

開
示

1
/
6

1
/
8

74
9

12
/2

6

○
平

成
25

年
12

月
22

日
(日

)開
催

の
加

茂
公

民
館

で
開

催
さ

れ
た

熊
本

駅
周

辺
整

備
協

議
会

と
の

研
修

会
に

つ
い

て
の

開
示

請
求

。
1.

熊
本

県
･熊

本
市

･職
員

の
出

席
者

･役
職

名
氏

名
･等

の
わ

か
る

資
料

等
、

2.
こ

の
研

修
会

で
使

用
さ

れ
た

･出
席

者
に

配
布

さ
れ

た
･

資
料

等
･ｽ

ﾗ
ｲ
ﾄﾞ

ｶ
ﾗ
ｰ

･等
一

式
、

3.
熊

本
県

市
･職

員
に

よ
る

説
明

内
容

･質
疑

応
答

･等
の

会
議

録
等

、
4.

｢現
在

4ヵ
所

に
分

か
れ

て
い

る
ﾊ

ﾞｽ
乗

り
場

を
1ヵ

所
に

ま
と

め
る

｣と
す

る
･現

在
4ヵ

所
の

わ
か

る
資

料
図

等
と

ど
の

位
置

に
1ヵ

所
に

ま
と

め
る

の
か

、
等

の
具

体
的

に
わ

か
る

資
料

等
、

5.
こ

の
ほ

か
｢県

、
市

は
高

架
化

事
業

の
完

成
後

、
新

た
に

生
ま

れ
る

高
架

下
の

土
地

(約
5万

5千
平

方
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
)の

利
活

用
に

つ
い

て
｢地

元
の

意
見

を
聞

き
な

が
ら

計
画

を
立

て
た

い
｣と

あ
る

が
、

1)
高

架
下

利
活

用
に

つ
い

て
、

熊
本

市
域

の
高

架
下

利
用

可
能

平
方

ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
と

何
の

法
的

根
拠

に
よ

っ
て

の
利

活
用

が
可

能
な

の
か

の
わ

か
る

資
料

等
、

2)
｢地

元
の

意
見

を
聞

き
な

が
ら

計
画

を
立

て
た

い
｣と

あ
る

が
、

｢地
元

の
意

見
｣を

ど
の

様
な

方
法

等
で

｢意
見

を
聞

く
手

法
｣と

｢そ
の

意
見

を
ど

の
様

な
手

法
･工

程
｣を

経
て

、
計

画
に

反
映

さ
せ

る
事

が
可

能
な

の
か

、
具

体
的

な
手

法
･工

程
･等

の
わ

か
る

資
料

等
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

2.
 出

席
者

に
配

布
さ

れ
た

資
料

等
4.

 現
在

4ヶ
所

の
わ

か
る

資
料

図
等

と
ど

の
位

置
に

lヶ
所

に
ま

と
め

る
の

か
等

の
具

体
的

に
わ

か
る

資
料

等
5.

1)
 熊

本
市

域
の

高
架

下
利

用
可

能
平

方
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
  

2)
 具

体
的

な
手

法
･工

程
等

の
分

か
る

資
料

等

開
示

1
/
8

1
/
3
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1.
 出

席
者

役
職

名
氏

名
等

の
わ

か
る

資
料

等
3.

 説
明

内
容

･質
疑

応
答

等
の

会
議

録
等

5.
1)

 何
の

法
的

根
拠

に
よ

つ
て

の
利

活
用

が
可

能
な

の
か

わ
か

る
資

料
等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
/
8

75
0

12
/2

7

平
成

25
年

11
月

27
日

開
札

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 湖

東
1丁

目
栄

町
第

1号
線

舗
装

打
換

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

湖
東

1丁
目

栄
町

第
1号

線
舗

装
打

換
工

事
 金

入
設

計
書

開
示

1
/
7

1
/
8

75
1

12
/2

9

市
道

 花
立

6丁
目

第
5号

線
舗

装
打

換
工

事
の

金
入

内
訳

書 科
目

内
訳

、
施

工
内

訳
ま

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

花
立

6丁
目

第
5号

線
舗

装
打

換
工

事
設

計
書

(金
額

入
)

開
示

1
/
8

1
/
1
0

75
2

1/
6

平
成

25
年

11
月

27
日

開
札

市
道

 戸
坂

町
第

10
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

25
年

11
月

27
日

開
札

市
道

 戸
坂

町
第

10
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
/
1
0

2
/
1
4

75
3

1/
6

旧
産

業
文

化
会

館
解

体
工

事
に

お
け

る
詳

細
内

訳
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

旧
産

業
文

化
会

館
解

体
工

事
に

お
け

る
詳

細
内

訳
、

金
入

設
計

書
開

示
1
/
6

1
/
9

75
4

1/
6

平
成

25
年

12
月

1日
か

ら
平

成
25

年
12

月
31

日
ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

飲
食

店
の

一
覧

表
(食

品
営

業
許

可
台

帳
)

※
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･申

請
者

氏
名

･業
種

･営
業

所
電

話
番

号
･許

可
年

月
日

･許
可

満
了

日
等

に
つ

い
て

の
資

料
一

覧
表

(自
動

販
売

機
･露

店
営

業
を

除
く

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

12
月

1日
～

平
成

25
年

12
月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

露
店

営
業

を
除

く
) 

計
76

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

氏
名

、
業

種
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

満
了

日
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

26
年

1月
10

日
 1

0:
5
0

開
示

1
/
1
7

1
/
2
7

郵
送

75
5

1/
6

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【地
域

】熊
本

市
内

全
域

【対
象

】飲
食

店
営

業
(H

25
年

12
月

1日
～

H
25

年
12

月
31

日
の

新
規

営
業

許
可

)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【内
容

】･
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･営
業

者
氏

名
･初

許
可

年
月

日
･業

種
詳

細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

12
月

1日
～

平
成

25
年

12
月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

移
動

店
舗

、
臨

時
営

業
、

及
び

露
店

を
除

く
) 

計
76

件
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
初

許
可

年
月

日
、

業
種

詳
細

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
26

年
1月

10
日

 1
0:

5
0

開
示

1
/
1
7

1
/
2
7

郵
送

-184-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

75
6

1/
6

熊
本

市
内

全
域

の
食

品
営

業
施

設
に

つ
い

て
、

下
記

内
容

の
情

報
を

提
供

し
て

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。

(1
)現

在
営

業
中

で
、

最
初

の
許

可
年

月
日

が
20

13
年

10
月

1日
か

ら
20

13
年

12
月

31
日

ま
で

の
店

舗
の

飲
食

店
営

業
許

可
に

係
る

下
記

項
目

。
但

し
、

自
動

車
･自

動
販

売
機

･仮
設

お
よ

び
露

店
等

を
除

く
。

①
営

業
所

名
(屋

号
)

②
営

業
所

在
地

③
営

業
所

電
話

番
号

④
営

業
者

(申
請

者
)氏

名
⑤

代
表

者
氏

名
(営

業
者

が
法

人
の

場
合

に
限

る
)

⑥
最

初
の

許
可

年
月

日
(2

)2
01

3年
10

月
1日

か
ら

20
13

年
12

月
31

日
ま

で
に

廃
業

届
出

の
あ

っ
た

店
舗

の
、

飲
食

店
営

業
許

可
に

係
る

下
記

項
目

。
但

し
、

自
動

車
･自

動
販

売
機

･仮
設

お
よ

び
露

店
等

を
除

く
。

①
営

業
所

名
(屋

号
)

②
営

業
所

在
地

③
営

業
所

電
話

番
号

④
営

業
者

(申
請

者
)氏

名
⑤

代
表

者
氏

名
(営

業
者

が
法

人
の

場
合

に
限

る
)

⑥
廃

業
届

出
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

(1
)現

在
営

業
中

で
、

初
許

可
日

が
平

成
25

年
10

月
1日

か
ら

平
成

25
年

12
月

31
日

ま
で

の
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

) 
計

24
6件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
申

請
者

氏
名

、
代

表
者

氏
名

、
初

許
可

年
月

日
(2

)平
成

25
年

10
月

1日
か

ら
平

成
25

年
12

月
31

日
ま

で
に

廃
業

届
出

の
あ

っ
た

飲
食

店
一

覧
(自

動
販

売
機

、
仮

設
営

業
、

移
動

販
売

業
、

臨
時

営
業

を
除

く
) 

計
25

5件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
申

請
者

氏
名

、
代

表
者

氏
名

、
廃

業
受

付
日

、
廃

業
形

態
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

26
年

1月
10

日
 1

3:
4
5

開
示

1
/
1
7

1
/
2
4

郵
送

75
7

1/
6

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
致

し
ま

す
。

た
だ

し
、

移
動

販
売

業
･臨

時
営

業
･仮

説
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

･営
業

電
話

番
号

期
間

:2
01

3年
11

月
9日

～
20

14
年

1月
05

日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

以
上

不
明

な
点

が
御

座
い

ま
し

た
ら

、
担

当
:○

○
 携

帯
:○

○
○

○
 迄

ご
連

絡
下

さ
い

。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

11
月

9日
～

平
成

26
年

1月
5日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

) 
計

13
6件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
電

話
番

号 ※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
26

年
1月

10
日

 1
1:

4
0

開
示

1
/
1
7

1
/
2
7

75
8

1/
6

理
美

容
の

開
設

届
け

を
提

出
さ

れ
た

店
舗

の
店

名
･住

所
･

連
絡

先
･申

請
者

名
の

情
報

開
示

を
申

請
致

し
ま

す
。

期
間

:2
01

3年
11

月
9日

～
20

14
年

1月
6日

店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

氏
名

、
電

話
番

号
不

明
な

点
が

御
座

い
ま

し
た

ら
、

担
当

:○
○

 携
帯

:○
○

○
○

 迄
ご

連
絡

下
さ

い
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
以

上

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

25
年

11
月

９
日

～
平

成
26

年
1月

6日
の

間
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

の
確

認
し

た
理

容
所

、
美

容
所

の
一

覧
項

目
;施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
/
9

1
/
2
7

-185-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

75
9

1/
6

平
成

25
年

12
月

1日
か

ら
平

成
25

年
12

月
31

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
(移

動
、

臨
時

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

12
月

1日
～

平
成

25
年

12
月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

) 
計

76
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

26
年

1月
10

日
 1

0:
5
0

開
示

1
/
1
7

2
/
6

76
0

1/
7

平
成

24
年

10
月

10
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

1号
橋

下
部

工
(A

2)
工

事
上

記
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

24
年

10
月

10
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課
一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

1号
橋

下
部

工
(A

2
)

工
事

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

開
示

1
/
9

1
/
1
5

76
1

1/
7

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

様
式

3号
H

25
.1

0.
18

～
H

26
.1

.6
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
(様

式
第

3号
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
8

2
/
5

76
2

1/
7

道
路

位
置

指
定

台
帳

S5
6-

05
3

昭
和

56
年

度
所

在
 熊

本
市

西
区

島
崎

六
丁

目
○

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

台
帳

S5
6-

05
3

昭
和

56
年

度
所

在
 熊

本
市

西
区

島
崎

六
丁

目
○

開
示

1
/
8

1
/
8

76
3

1/
7

道
等

の
判

定
調

書
 判

定
番

号
 0

5年
第

48
6号

(0
1～

11
ま

で
)

ｶ
ﾗ
ｰ

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
調

書
判

定
番

号
05

年
第

48
6号

(0
1～

11
ま

で
)

ｶ
ﾗ
ｰ

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
8

1
/
1
0

郵
送

76
4

1/
7

平
成

25
年

12
月

1日
～

平
成

25
年

12
月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

25
年

12
月

1日
～

同
年

12
月

31
日

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
の

確
認

し
た

美
容

所
の

一
覧

項
目

;施
設

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
9

1
/
2
4

76
5

1/
7

平
成

25
年

12
月

1日
～

平
成

25
年

12
月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)。
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

12
月

1日
～

平
成

25
年

12
月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

) 
計

76
件

項
目

:屋
号

、
申

請
者

氏
名

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

26
年

1月
10

日
 1

0:
5
0

開
示

1
/
1
7

1
/
2
4

76
6

1/
7

道
路

位
置

指
定

関
係

書
類

B
-4

9-
64

-0
0

B
-5

9-
28

-0
9

･位
置

指
定

書
･実

測
図

･求
積

図

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

関
係

書
類

B
-4

9-
64

-0
0

B
-5

9-
28

-0
9

･位
置

指
定

書
 ･

実
測

図
 ･

求
積

図

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
8

1
/
9

-186-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

76
7

1/
8

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)下
硯

川
高

架
橋

(P
6～

P
11

)上
部

工
工

事
の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)下
硯

川
高

架
橋

(P
6～

P
11

)上
部

工
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
1
/
9

1
/
1
5

76
8

1/
8

平
成

25
年

12
月

18
日

開
札

農
水

商
工

局
 水

産
振

興
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

天
明

漁
港

水
産

生
産

基
盤

整
備

事
業

防
波

堤
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

農
水

商
工

局
水

産
振

興
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

天
明

漁
港

水
産

生
産

基
盤

整
備

事
業

防
波

堤
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
1
/
1
4

1
/
1
5

76
9

1/
8

金
入

り
設

計
書

中
央

区
京

町
1丁

目
5番

地
付

近
φ

30
0･

20
0･

15
0･

10
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

中
央

区
京

町
1丁

目
5番

地
付

近
φ

30
0･

20
0･

15
0･

10
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

1
/
9

1
/
1
0

77
0

1/
8

道
路

判
定

 9
9年

第
33

9号
道

路
位

置
指

定
 昭

和
41

年
8月

22
日

第
12

6号
 白

黒
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

判
定

 9
9年

第
33

9号
道

路
位

置
指

定
 昭

和
41

年
8月

22
日

第
12

6号
白

黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
0

1
/
1
0

77
1

1/
9

宅
地

造
成

工
事

規
制

区
域

図
 2

6P
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課
宅

地
造

成
工

事
規

制
区

域
図

26
P

開
示

1
/
1
4

77
2

1/
9

平
成

25
年

9月
1日

か
ら

平
成

25
年

12
月

31
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
企

画
振

興
局

区
政

推
進

課

平
成

25
年

9月
1日

か
ら

平
成

25
年

12
月

31
日

ま
で

の
住

居
番

号
付

定
申

請
に

伴
つ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
6

1
/
2
0

郵
送

77
3

1/
9

･店
舗

名
　

･初
許

可
年

月
日

･住
所

　
　

　
　

　
25

年
12

/1
～

26
年

1/
9

･申
請

者
･ 

〃
 T

E
L

･業
種

.飲
食

店
.

(除
.仮

.臨
.自

販
ｷ
)

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

12
月

1日
～

平
成

26
年

1月
9日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)計
82

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

、
申

請
者

電
話

番
号

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

26
年

1月
14

日
 1

1:
4
0

開
示

1
/
1
7

1
/
2
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

77
4

1/
9

ご
担

当
:環

境
局

水
保

全
課

■
土

壌
汚

染
対

策
法

に
基

づ
く

置
区

域
等

(要
-5

,形
-6

～
10

)に
係

る
○

最
新

の
区

域
台

帳
一

式
(区

域
図

及
び

調
査

結
果

を
含

む
)の

写
し

○
一

定
の

規
模

以
上

の
土

地
の

形
質

の
変

更
届

出
書

,土
壌

汚
染

状
況

調
査

結
果

報
告

書
,指

定
の

申
請

書
,土

地
の

形
質

の
変

更
の

確
認

申
請

書
,土

地
の

形
質

の
変

更
届

出
書

,汚
染

土
壌

の
区

域
外

搬
出

届
出

書
,措

置
完

了
報

告
書

の
類

の
受

理
文

書
の

鑑
の

写
し

○
法

第
4条

第
2項

に
基

づ
く

調
査

命
令

を
発

出
し

て
い

れ
ば

、
そ

の
鑑

の
写

し
■

要
措

置
区

域
(要

-3
～

4)
に

係
る

○
消

除
時

の
区

域
台

帳
(様

式
の

み
)の

写
し

○
土

地
の

形
質

の
変

更
の

確
認

申
請

書
,土

地
の

形
質

の
変

更
届

出
書

,汚
染

土
壌

の
区

域
外

搬
出

届
出

書
,措

置
完

了
報

告
書

の
類

の
受

理
文

書
(H

24
.6

.1
以

降
受

理
し

た
も

の
に

限
る

)の
鑑

の
写

し
■

形
質

変
更

時
要

届
出

区
域

(形
-1

～
5)

に
係

る
 ○

最
新

の
区

域
台

帳
(様

式
の

み
)の

写
し

環
境

局
水

保
全

課

■
土

壌
汚

染
対

策
法

に
基

づ
く

要
措

置
区

域
等

(要
-5

、
形

-6
～

10
)に

係
る

○
最

新
の

区
域

台
帳

一
式

(区
域

図
及

び
調

査
結

果
を

含
む

)の
写

し
○

一
定

の
規

模
以

上
の

土
地

の
形

質
の

変
更

届
出

書
、

土
壌

汚
染

状
況

調
査

結
果

報
告

書
、

指
定

の
申

請
書

、
土

地
の

形
質

の
変

更
の

確
認

申
請

書
、

土
地

の
形

質
の

変
更

届
出

書
、

汚
染

土
壌

の
区

域
外

搬
出

届
出

書
、

措
置

完
了

報
告

書
の

類
の

受
理

文
書

の
鑑

の
写

し
○

法
第

4条
第

2項
に

基
づ

く
調

査
命

令
を

発
出

し
て

い
れ

ば
、

そ
の

鑑
の

写
し

■
要

措
置

区
域

(要
-3

～
4)

に
係

る
○

消
除

時
の

区
域

台
帳

(様
式

の
み

)の
写

し
○

土
地

の
形

質
の

変
更

の
確

認
申

請
書

、
土

地
の

形
質

の
変

更
届

出
書

、
汚

染
土

壌
の

区
域

外
搬

出
届

出
書

、
措

置
完

了
報

告
書

の
類

の
受

理
文

書
(H

24
.6

.1
以

降
受

理
し

た
も

の
に

限
る

)の
鑑

の
写

し
■

形
質

変
更

時
要

届
出

区
域

(形
-1

～
5)

に
係

る
○

最
新

の
区

域
台

帳
(様

式
の

み
)の

写
し

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
1

1
/
2
3

郵
送

77
5

1/
10

道
路

判
定

台
帳

13
-0

15
-0

03
13

-0
15

-0
05

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

13
-0

15
-0

03
13

-0
15

-0
05

開
示

1
/
1
4

77
6

1/
10

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

様
式

第
3号

(平
成

25
年

10
月

11
日

～
11

月
10

日
届

出
分

)
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
(様

式
第

3号
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
4

1
/
2
4

77
7

1/
10

平
成

25
年

度
熊

本
市

職
員

採
用

試
験

(上
級

職
等

、
初

級
職

等
、

学
芸

員
文

化
財

専
門

職
、

助
産

師
看

護
師

)に
係

る
文

書
1.

第
一

次
試

験
･第

二
次

試
験

に
お

け
る

合
格

者
の

最
低

点
及

び
最

高
点

　
第

一
次

試
験

･第
二

次
試

験
に

お
け

る
試

験
種

目
別

最
低

点
及

び
最

高
点

2.
第

一
次

試
験

に
お

け
る

試
験

種
目

別
平

均
点

及
び

基
準

点
3.

第
二

次
試

験
に

お
け

る
口

述
試

験
･論

(作
)文

試
験

の
基

準
点

未
満

者
数

及
び

消
防

職
身

体
検

査
不

合
格

者
数

以
上

人
事

委
員

会
事

務
局

平
成

25
年

度
熊

本
市

職
員

採
用

試
験

(上
級

職
等

、
初

級
職

等
、

学
芸

員
文

化
財

専
門

職
、

助
産

師
看

護
師

)に
係

る
文

書
①

第
一

次
試

験
･第

二
次

試
験

に
お

け
る

合
格

者
の

最
低

点
及

び
最

高
点

第
一

次
試

験
･第

二
次

試
験

に
お

け
る

試
験

種
目

別
最

低
点

及
び

最
高

点
②

第
一

次
試

験
に

お
け

る
試

験
種

目
別

平
均

点
及

び
基

準
点

③
第

二
次

試
験

に
お

け
る

日
述

試
験

･論
(作

)文
試

験
の

基
準

点
未

満
者

数
及

び
消

防
職

身
体

検
査

不
合

格
者

数

開
示

1
/
2
1

1
/
2
4

郵
送

-188-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

77
8

1/
10

平
成

23
年

1月
1日

～
平

成
25

年
12

月
31

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
(自

動
販

売
機

、
仮

設
住

宅
、

移
動

販
売

業
、

臨
時

営
業

を
除

く
)。

項
目

:屋
号

、
施

設
面

積
、

席
数

、
申

請
者

氏
名

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

23
年

1月
1日

～
平

成
25

年
12

月
31

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
(自

動
販

売
機

、
仮

設
営

業
、

移
動

販
売

業
、

臨
時

営
業

を
除

く
)計

28
73

件
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
26

年
1月

15
日

 1
4:

0
0

開
示

1
/
2
3

1
/
2
4

77
9

1/
10

平
成

23
年

1月
1日

～
平

成
25

年
12

月
31

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

美
容

所
一

覧
。

項
目

:施
設

の
名

称
、

施
設

面
積

、
席

数
、

所
在

地
、

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

23
年

1月
1日

か
ら

平
成

25
年

12
月

31
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧
項

目
;施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

施
設

面
積

、
ｾ

ｯ
ﾄ等

椅
子

数
開

設
者

の
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

1
/
1
7

1
/
2
4

78
0

1/
14

○
○

中
学

校
分

校
地

質
調

査
(昭

和
51

年
分

)
･調

査
位

置
平

面
図

･地
質

調
査

柱
状

図

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

○
○

中
学

校
分

校
地

質
調

査
(昭

和
51

年
分

)
･調

査
位

置
平

面
図

･地
質

調
査

柱
状

図
開

示
1
/
1
5

1
/
2
7

78
1

1/
14

南
区

城
南

町
阿

高
26

9番
地

付
近

φ
30

0粍
配

水
管

布
設

工
事

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

南
区

城
南

町
阿

高
26

9番
地

付
近

φ
30

0粍
配

水
管

布
設

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
1
6

1
/
2
0

78
2

1/
14

｢熊
本

県
地

下
水

保
全

条
例

に
基

づ
く

事
業

場
の

届
出

の
内

容
｣

東
区

御
領

○
丁

目
△

番
-×

の
土

地
(㈱

○
○

の
○

○
が

建
っ

て
い

る
土

地
)

届
出

の
内

容
、

届
出

年
月

日
、

有
害

物
質

の
種

類
と

性
質

、
届

出
の

番
号

等

環
境

局
水

保
全

課

下
記

に
示

す
事

業
場

の
土

地
に

つ
い

て
、

｢熊
本

県
地

下
水

保
全

条
例

｣に
基

づ
く

届
出

内
容

(届
出

年
月

日
、

使
用

し
て

い
た

対
象

化
学

物
質

の
種

類
･性

質
、

届
出

の
番

号
等

)に
つ

い
て

･事
業

場
:株

式
会

社
○

○
･所

在
地

:熊
本

市
東

区
御

領
○

丁
目

△
番

×
号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
7

1
/
3
1

78
3

1/
14

工
事

名
天

明
新

川
外

1河
川

浚
渫

･除
草

業
務

委
託

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

委
託

名
 天

明
新

川
外

1河
川

浚
渫

･除
草

業
務

委
託

金
入

設
計

書
開

示
1
/
1
6

1
/
2
0

78
4

1/
14

平
成

20
～

25
年

度
公

共
施

設
等

樹
木

害
虫

駆
除

委
託

に
お

け
る

入
札

の
予

定
価

格
及

び
最

低
価

格
(設

定
が

あ
れ

ば
)

環
境

局
緑

保
全

課

平
成

20
～

25
年

度
公

共
施

設
等

樹
木

害
虫

駆
除

委
託

に
お

け
る

入
札

の
予

定
価

略
不

開
示

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
/
1
7

1
/
1
7

及
び

最
低

価
格

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
/
1
7

78
5

1/
14

『中
部

汚
水

6号
幹

線
合

流
改

善
下

水
道

築
造

(管
渠

)工
事

(5
30

工
区

)
中

部
汚

水
6号

幹
線

合
流

改
善

下
水

道
築

造
(付

帯
)工

事
(6

03
工

区
)』

の
金

入
り

設
計

書
を

1部
お

願
い

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

中
部

汚
水

6号
幹

線
合

流
改

善
下

水
道

築
造

(管
渠

)工
事

(5
30

工
区

)、
中

部
汚

水
6号

幹
線

合
流

改
善

下
水

道
築

造
(付

帯
)工

事
(6

03
工

区
)

の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
/
1
7

1
/
2
9

郵
送

78
6

1/
15

平
成

25
年

12
月

25
日

開
札

･西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 工
務

課
市

道
 護

藤
町

第
23

号
線

道
路

改
良

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

市
道

 護
藤

町
第

23
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
/
2
3

1
/
2
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

78
7

1/
15

平
成

25
年

12
月

26
日

開
札

･東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 佐
土

原
事

務
所

 河
川

公
園

整
備

課
鶯

川
分

水
路

工
事

(4
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

鶯
川

分
水

路
工

事
(4

工
区

)

開
示

1
/
2
4

1
/
2
8

78
8

1/
15

平
成

25
年

12
月

26
日

開
札

･北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 維
持

課
一

般
県

道
 熊

本
山

鹿
自

転
車

道
線

(植
木

町
豊

田
工

区
)

舗
装

(補
修

)工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

25
年

12
月

26
日

開
札

一
般

県
道

 熊
本

山
鹿

自
転

車
道

線
(植

木
町

豊
田

工
区

)
舗

装
(補

修
)工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
2
0

1
/
2
8

78
9

1/
15

･熊
本

都
市

計
画

公
園

の
変

更
(市

決
定

)
9.

6.
1号

 水
前

寺
江

津
湖

公
園

(平
成

24
年

4月
1日

)
の

図
面

→
　

2番
 計

画
図

　
　

　
　

　
　

　
5
番

 参
考

図
(丈

量
図

)
　

　
　

　
　

　
　

6
番

 参
考

図
(新

旧
対

照
図

)
　

　
　

　
　

　
　

7
番

 参
考

図
(施

設
参

考
図

)
･都

市
計

画
の

図
書

熊
本

都
市

計
画

公
園

の
変

更
 9

.6
.1

 水
前

寺
画

図
湖

公
園 (昭

和
57

年
7月

29
日

)
の

図
面

→
　

施
設

配
置

図
　

　
　

　
　

　
　

計
画

図
　

　
　

　
　

　
　

総
括

図

都
市

建
設

局
都

市
政

策
課

1.
熊

本
都

市
計

画
公

園
9.

6.
1号

 水
前

寺
江

津
湖

公
園

熊
本

市
告

示
第

24
4号

、
平

成
24

年
4月

1日
①

計
画

図
、

②
参

考
図

(丈
量

図
)、

③
参

考
図

(新
旧

対
照

図
)、

④
参

考
図

(施
設

参
考

図
)

2.
熊

本
都

市
計

画
公

園
9.

6.
1号

 水
前

寺
江

津
湖

公
園

熊
本

県
告

示
第

81
0号

、
昭

和
57

年
7月

29
日

①
施

設
配

置
図

、
②

計
画

図
、

③
総

括
図

開
示

1
/
2
2

1
/
2
4

79
0

1/
15

道
路

指
定

書
(S

40
-0

96
)

1 
S
40

-0
96

-0
1

2 
S
40

-0
96

-0
2

3 
S
40

-0
96

-0
3

4 
S
40

-0
96

-0
4

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

指
定

書
(S

40
-0

96
)

1 
S
40

-0
96

-0
1

2 
S
40

-0
96

-0
2

3 
S
40

-0
96

-0
3

4 
S
40

-0
96

-0
4

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
6

1
/
1
6

79
1

1/
16

小
島

5丁
目

法
定

外
道

路
外

1路
線

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

小
島

5丁
目

法
定

外
道

路
外

1路
線

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
/
2
3

1
/
2
9

79
2

1/
16

富
合

小
学

校
校

地
整

備
工

事
金

入
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

富
合

小
学

校
校

地
整

備
工

事
 金

入
設

計
書

開
示

1
/
2
0

1
/
2
0

79
3

1/
16

孫
代

公
園

外
1箇

所
ﾄｲ

ﾚ
新

築
工

事
(変

更
契

約
)

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
営

繕
課

孫
代

公
園

外
1箇

所
ト
イ

レ
新

築
工

事
(変

更
契

約
) 

金
入

設
計

書
開

示
1
/
1
7

1
/
2
0

79
4

1/
17

平
成

25
年

7月
1日

か
ら

平
成

25
年

12
月

31
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
(可

能
で

あ
れ

ば
、

電
磁

的
記

録
の

交
付

を
希

望
)

企
画

振
興

局
区

政
推

進
課

平
成

25
年

7月
1日

か
ら

平
成

25
年

12
月

31
日

ま
で

の
住

居
番

号
付

定
中

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
3

1
/
2
7

郵
送

79
5

1/
17

白
川

自
転

車
歩

行
者

専
用

道
路

整
備

工
事

(城
東

工
区

 そ
の

1)
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
管

理
課

自
転

車
対

策
室

｢白
川

自
転

車
歩

行
者

専
用

道
路

整
備

工
事

(城
東

工
区

そ
の

①
)｣

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
2
1

1
/
2
4
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

79
6

1/
17

･建
築

協
定

書
熊

本
市

西
区

島
崎

7丁
目

○
番

の
△

西
側

道
路

D
-5

(市
道

)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

建
築

協
定

書
熊

本
市

西
区

島
崎

7丁
目

○
番

の
△

西
側

道
路

D
-5

(市
道

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
0

1
/
2
1

79
7

1/
17

花
岡

山
公

園
ﾄｲ

ﾚ
新

築
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
営

繕
課

花
岡

山
公

園
ﾄｲ

ﾚ
新

築
工

事
 金

入
設

計
書

開
示

1
/
1
7

1
/
2
0

79
8

1/
20

平
成

25
年

度
実

施
 学

校
管

理
職

(市
立

学
校

及
び

義
務

教
育

諸
学

校
の

校
長

･教
頭

)
任

用
候

補
者

選
考

試
験

の
問

題
及

び
解

答
、

論
文

題
、

実
施

要
綱

教
育

委
員

会
事

務
局

教
職

員
課

平
成

26
年

度
熊

本
市

立
小

･中
学

校
管

理
職

採
用

選
考

試
験

に
係

る
･実

施
要

項
･校

長
採

用
一

次
試

験
問

題
(論

文
課

題
)

･教
頭

採
用

一
次

試
験

問
題

(筆
記

問
題

、
論

述
課

題
)

･教
頭

採
用

二
次

試
験

問
題

(論
文

課
題

) 
の

写
し

開
示

1
/
2
3

2
/
5

郵
送

○
平

成
26

年
度

熊
本

市
立

小
･中

学
校

管
理

職
採

用
選

考
試

験
に

係
る

･試
験

問
題

の
解

答
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

1
/
2
3

79
9

1/
20

既
設

管
(水

道
)の

分
水

栓
止

工
事

及
び

漏
水

修
理

工
事

後
の

舗
装

復
旧

工
事

に
関

す
る

文
書

で
下

記
が

含
ま

れ
る

も
の

①
市

内
京

町
本

丁
○

-△
に

お
い

て
20

13
.8

.1
9に

行
わ

れ
た

分
水

栓
止

工
事

の
届

出
書

(受
注

者
、

受
請

業
者

、
工

事
内

容
、

届
出

月
日

、
工

事
期

間
等

が
わ

か
る

も
の

)
②

上
記

の
工

事
完

了
の

報
告

書
(工

事
箇

所
、

工
事

内
容

詳
細

、
実

施
者

等
)

③
上

記
の

検
査

終
了

の
合

格
書

(検
査

日
、

検
査

実
施

責
任

者
、

検
査

内
容

等
)

④
工

事
後

の
舗

装
復

旧
工

事
に

関
す

る
書

類
が

あ
れ

ば
そ

の
書

類
も

。

上
下

水
道

局
給

排
水

設
備

課

熊
本

市
中

央
区

京
町

本
丁

○
-△

 既
設

管
(水

道
)の

分
水

栓
止

工
事

に
関

す
る

文
書

給
水

装
置

工
事

申
込

書
･指

定
給

水
装

置
工

事
事

業
者

工
事

施
工

許
可

申
請

書
①

給
水

装
置

工
事

検
査

願
②

③
、

給
水

装
置

工
事

竣
工

図
②

③
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
8

1
/
2
8

80
0

1/
20

熊
本

市
中

央
区

京
町

本
丁

○
-△

の
水

道
管

漏
水

に
よ

る
漏

水
止

工
事

に
関

す
る

文
書

で
下

記
が

含
ま

れ
る

も
の

①
漏

水
止

工
事

の
発

注
、

施
行

業
者

、
期

間
②

上
記

工
事

の
内

容
(漏

水
状

況
、

漏
水

箇
所

、
水

道
管

の
状

況
、

漏
水

止
工

事
の

方
法

)
③

上
記

工
事

後
の

舗
装

工
事

内
容

の
詳

細
④

市
担

当
者

(責
任

部
所

責
任

者
)の

工
事

終
了

後
の

検
査

内
容

と
結

果
※

上
記

の
漏

水
は

近
隣

の
給

水
管

の
破

損
に

よ
る

も
の

と
市

担
当

者
よ

り
報

告
さ

れ
て

い
る

上
下

水
道

局
水

相
談

課

熊
本

市
中

央
区

京
町

本
丁

○
-△

漏
水

修
繕

に
関

す
る

文
書 修

繕
依

頼
兼

清
算

書
①

②
③

 修
繕

地
点

報
告

書
②

 修
繕

写
真

②
③

精
算

払
業

務
検

査
報

告
書

④
 業

務
完

了
届

④
一

般
漏

水
修

繕
(8

月
分

)内
訳

明
細

④

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
7

1
/
2
8

80
1

1/
20

道
路

判
定

台
帳

 平
成

14
年

8月
26

日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 0
2年

第
3
79

号
位

置
指

定
台

帳
 昭

和
55

年
6月

4日
　

　
　

　
熊

本
市

指
令

(計
建

)第
18

号
白

黒
は

白
黒

、
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

 平
成

14
年

8月
26

日
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 0

2年
第

3
79

号
道

路
指

定
台

帳
 昭

和
55

年
6月

4日
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 熊

本
市

指
令

(計
建

)第
1
8号

白
黒

は
白

黒
、

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
2

1
/
2
2

80
2

1/
20

上
立

田
第

5排
水

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

上
立

田
第

5号
排

水
路

改
良

工
事

 の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
/
2
3

1
/
2
7

-191-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

80
3

1/
21

(開
札

日
)平

成
25

年
12

月
4日

(工
事

名
)市

道
 沖

新
町

第
17

号
線

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

内
訳

書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

市
道

 沖
新

町
第

17
号

線
道

路
改

良
工

事
の

金
入

設
計

内
訳

書
開

示
2
/
4

2
/
4

80
4

1/
22

平
成

25
年

度
公

共
施

設
等

樹
木

害
虫

駆
除

業
務

委
託

に
関

す
る

支
払

命
令

書
東

区
、

西
区

、
北

区
、

南
区

、
中

央
区

環
境

局
緑

保
全

課

平
成

25
年

度
公

共
施

設
等

樹
木

害
虫

駆
除

業
務

委
託

に
関

す
る

支
出

命
令

書
東

区
･西

区
･北

区
･南

区
･中

央
区

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
3

2
/
3

80
5

1/
23

道
等

の
判

定
調

査
書

(0
1-

第
21

6号
)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
調

査
書

(0
1-

第
21

6号
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
3

1
/
2
7

80
6

1/
23

道
路

判
定

資
料

一
式

01
-1

18
 平

成
13

年
度

(申
請

者
:○

○
)

ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

資
料

一
式

01
-1

18
 平

成
13

年
度

(申
請

者
:○

○
)

ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
7

2
/
1
7

80
7

1/
24

道
路

判
定

13
-2

53
の

一
式

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

13
-2

53
の

一
式

開
示

1
/
2
9

80
8

1/
27

万
楽

寺
町

笹
尾

能
動

舗
装

打
換

工
事

金
入

設
計

書
北

区
役

所
農

業
振

興
課

北
部

分
室

万
楽

寺
町

笹
尾

農
道

舗
装

打
換

工
事

開
示

1
/
2
9

1
/
3
1

80
9

1/
27

食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
台

帳
屋

号
、

住
所

、
電

話
番

号
、

代
表

者
氏

名
、

業
種

　
自

販
機

、
仮

店
舗

除
く

H
25

/1
2/

20
～

H
26

/1
/2

7
健

康
福

祉
子

ど
も

局
食

品
保

健
課

平
成

25
年

12
月

20
日

～
平

成
26

年
1月

27
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

営
業

許
可

申
請

を
行

っ
た

食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
(3

4業
種

)台
帳

の
一

覧
(自

動
販

売
機

、
仮

設
営

業
、

移
動

販
売

業
、

臨
時

営
業

を
除

く
) 

計
94

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
申

請
者

氏
名

、
代

表
者

氏
名

、
業

種
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

26
年

1月
30

日
 1

6:
1
0

開
示

2
/
4

2
/
5

81
0

1/
28

平
成

25
年

3月
6日

開
札

上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 中

央
汚

水
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(1

45
工

区
)

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

中
央

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(1
45

工
区

)
の

金
入

り
変

更
設

計
書

開
示

1
/
3
1

2
/
4

81
1

1/
28

道
路

位
置

指
定

S4
8-

20
6-

01
S4

8-
20

6-
02

S4
8-

20
6-

03
S4

8-
20

6-
04

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

S4
8-

20
6-

01
S4

8-
20

6-
02

S4
8-

20
6-

03
S4

8-
20

6-
04

開
示

1
/
3
1

1
/
3
1

81
2

1/
29

道
路

判
定

 0
0-

46
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

判
定

 0
0-

46
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
/
3
1

2
/
4
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

81
3

1/
29

東
町

西
側

排
水

路
外

改
良

工
事

の
金

入
り

工
事

内
訳

書
都

市
建

設
局

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

東
町

西
側

排
水

路
外

改
良

工
事

開
示

2
/
5

2
/
2
6

81
4

1/
29

指
定

管
理

者
制

度
導

入
施

設
(熊

本
市

営
住

宅
等

)に
係

る
公

文
書

･公
募

時
の

事
業

計
画

書
及

び
収

支
予

算
書

･平
成

24
年

度
 事

業
報

告
書

都
市

建
設

局
住

宅
課

平
成

24
年

度
か

ら
の

熊
本

市
営

住
宅

指
定

管
理

者
に

係
る

公
募

時
の

〇
〇

共
同

企
業

体
の

事
業

計
画

書
及

び
収

支
予

算
書

並
び

に
平

成
24

年
度

事
業

報
告

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
6

2
/
1
0

郵
送

81
5

1/
30

熊
本

市
に

於
け

る
、

平
成

25
年

1月
1日

現
在

の
｢土

地
･家

屋
価

格
等

縦
覧

帳
簿

｣に
登

録
･記

載
さ

れ
て

い
る

各
項

目
の

内
、

土
地

･家
屋

の
価

格
を

除
く

｢所
在

、
地

番
･家

屋
番

号
、

地
目

･用
途

、
地

籍
･床

面
積

、
構

造
、

階
層

、
建

築
年

(月
日

)｣
(不

動
産

登
記

事
項

)等
の

一
覧

表
(表

形
式

)。
※

電
磁

的
記

録
(ﾃ

ﾞｼ
ﾞﾀ

ﾙ
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
)で

の
開

示
を

第
一

に
希

望
い

た
し

ま
す

。

財
政

局
課

税
管

理
課

熊
本

市
に

於
け

る
、

平
成

25
年

1月
1日

現
在

の
｢土

地
･家

屋
価

格
等

縦
覧

帳
簿

｣に
登

録
･記

載
さ

れ
て

い
る

各
項

目
の

内
、

土
地

･家
屋

の
価

額
を

除
く

｢所
在

、
地

番
･家

屋
番

号
、

地
目

･用
途

、
地

積
･床

面
積

、
構

造
、

階
層

、
建

築
年

(月
日

)｣
(不

動
産

登
記

事
項

)等
の

一
覧

表
(表

形
式

･ﾃ
ﾞｼ

ﾞ
ﾀ
ﾙ

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
)。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

2
/
6

81
6

1/
30

平
成

21
年

度
に

実
施

さ
れ

た
熊

本
市

夢
も

や
い

館
の

指
定

管
理

者
公

募
に

お
い

て
指

定
管

理
者

に
選

定
さ

れ
た

法
人

(団
体

)が
熊

本
市

に
提

出
し

た
事

業
計

画
書

、
収

支
計

画
書

な
ど

の
一

切
の

書
類

(法
人

の
決

算
書

、
定

款
、

納
税

証
明

書
、

役
員

名
簿

な
ど

の
添

付
書

類
は

不
要

で
す

。
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

健
康

福
祉

政
策

課

熊
本

市
夢

も
や

い
館

指
定

管
理

者
募

集
平

成
21

年
度

分
 様

式
第

2号
 様

式
第

3号
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
1
3

2
/
1
8

郵
送

81
7

1/
30

平
成

23
年

度
に

実
施

さ
れ

た
熊

本
市

森
林

学
習

館
の

指
定

管
理

者
公

募
に

お
い

て
指

定
管

理
者

に
選

定
さ

れ
た

法
人

(団
体

)が
熊

本
市

に
提

出
し

た
事

業
計

画
書

、
収

支
計

画
書

な
ど

の
一

切
の

書
類

(法
人

の
決

算
書

、
定

款
、

納
税

証
明

書
、

役
員

名
簿

な
ど

の
添

付
書

類
は

不
要

で
す

。
)

環
境

局
緑

保
全

課

平
成

23
年

度
に

実
施

さ
れ

た
熊

本
市

森
林

学
習

館
の

指
定

管
理

者
公

募
に

お
い

て
指

定
管

理
者

に
選

定
さ

れ
た

法
人

が
熊

本
市

に
提

出
し

た
事

業
計

画
書

、
収

支
計

画
書

な
ど

の
一

切
の

書
類

開
示

2
/
1
3

2
/
1
8

郵
送

81
8

1/
30

平
成

26
年

1月
22

日
開

札
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
市

道
 二

本
木

3丁
目

世
安

町
第

1号
線

電
線

類
地

中
化

工
事

(2
51

1工
区

)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･市
道

 二
本

木
3丁

目
世

安
町

第
1号

線
電

線
類

地
中

化
工

事
(2

51
1工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
4

2
/
6

81
9

1/
30

平
成

26
年

1月
23

日
開

札
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 植
木

地
域

整
備

室
市

道
 上

岩
野

～
中

原
線

舗
装

打
換

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

植
木

地
域

整
備

室

市
道

上
岩

野
～

中
原

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
4

2
/
1
3

82
0

1/
30

○
熊

本
県

農
業

試
験

場
跡

地
･D

区
画

に
隣

接
し

た
･｢

新
駅

新
設

･駅
前

用
地

｣の
刈

草
1丁

目
･1

30
･等

･地
筆

･の
熊

本
市

都
市

計
画

決
定

･新
駅

駅
前

広
場

･等
の

開
示

請
求

。
3.

現
時

点
で

の
新

駅
駅

前
構

想
図

の
わ

か
る

ﾚ
ｲ
ｱ

ｳ
ﾄ･

資
料

等
の

開
示

請
求

。

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室

熊
本

県
農

業
試

験
場

跡
地

･D
区

画
に

隣
接

し
た

･｢
新

駅
新

設
･駅

前
用

地
｣の

刈
草

1丁
目

･1
30

･等
･地

筆
･の

熊
本

市
都

市
計

画
決

定
･新

駅
駅

前
広

場
･等

の
開

示
請

求
3.

 現
時

点
で

の
新

駅
駅

前
構

想
図

の
分

か
る

ﾚ
ｲ
ｱ

ｳ
ﾄ･

資
料

等
の

開
示

請
求

開
示

2
/
1
3

2
/
1
9

-193-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

82
1

1/
30

○
企

画
発

第
18

0号
･平

成
25

年
12

月
11

日
付

･文
書

等
開

示
請

求
拒

否
決

定
通

知
書

･5
.ﾄ

ｯ
ﾌ
ﾟ会

議
決

定
事

項
が

、
審

査
審

議
に

計
ら

れ
な

い
場

合
は

、
～

審
査

･審
議

が
免

除
さ

れ
る

の
か

?等
の

わ
か

る
法

的
根

拠
･慣

習
等

･特
権

権
限

条
例

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

に
対

し
て

、
→

｢不
存

在
｣･

熊
本

市
情

報
公

開
条

例
第

11
条

第
2項

に
該

当
(理

由
)請

求
さ

れ
た

文
書

が
存

在
し

な
い

た
め

、
更

に
、

→
請

求
拒

否
(不

存
在

)理
由

等
会

議
の

趣
旨

は
、

熊
本

駅
周

辺
の

整
備

を
行

う
に

あ
た

り
、

各
事

業
主

体
や

関
係

機
関

が
意

見
交

換
を

行
う

こ
と

で
、

～
任

意
で

設
置

さ
れ

て
い

る
。

～
法

的
手

続
き

が
必

要
な

事
業

に
つ

い
て

は
、

各
事

業
主

体
の

責
任

で
必

要
な

手
続

き
を

経
て

事
業

を
実

施
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

と
あ

る
が

、
1.

｢事
業

を
実

施
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

｣と
あ

り
、

こ
の

｢
ﾄｯ

ﾌ
ﾟ会

議
｣で

の
決

定
事

項
に

つ
い

て
、

今
ま

で
に

･｢
各

事
業

主
体

の
責

任
で

必
要

な
手

続
き

を
経

て
事

業
を

実
施

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

。
｣も

の
の

、
ど

の
様

な
必

要
な

手
続

き
を

経
て

事
業

を
実

施
し

た
の

か
?の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2.
こ

の
｢第

6回
･ﾄ

ｯ
ﾌ
ﾟ会

議
｣で

も
、

数
々

の
決

定
事

項
が

な
さ

れ
た

が
、

今
後

･各
事

業
主

体
は

、
ど

の
様

な
法

的
手

続
き

を
し

て
い

る
の

か
?の

具
体

的
事

項
に

つ
い

て
の

必
要

な
手

続
き

等
を

実
施

し
て

い
る

の
か

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

1.
 ど

の
様

な
必

要
な

手
続

き
を

経
て

事
業

を
実

施
し

た
の

か
?の

わ
か

る
全

て
の

資
料

等
(県

に
て

広
報

さ
れ

て
い

る
資

料
を

情
報

提
供

)
2.

 今
後

、
各

事
業

主
体

は
、

ど
の

様
な

法
的

手
続

き
を

し
て

い
る

の
か

?の
具

体
的

事
項

に
つ

い
て

の
必

要
な

手
続

き
等

を
実

施
し

て
い

る
の

か
等

の
分

か
る

資
料

等

開
示

2
/
1
3

2
/
1
9

82
2

1/
31

平
成

26
年

1月
23

日
開

札
上

下
水

道
局

 下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 大
和

広
住

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

90
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

大
和

広
住

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

90
工

区
)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
6

2
/
6

82
3

1/
31

食
品

衛
生

法
に

基
く

営
業

許
可

申
請

書
の

一
覧

業
種

:飲
食

店
営

業
(自

販
機

、
仮

店
舗

、
移

動
店

舗
除

く
)

必
要

項
目

:屋
号

、
住

所
、

電
話

番
号

、
F
A

X
番

号
、

申
請

者
(会

社
名

)、
申

請
者

T
el

、
F
A

X
、

許
可

日
期

間
:H

21
.1

.1
～

H
26

.1
.3

1(
新

規
ま

た
は

更
新

分
)有

効
な

も
の

要
望

:可
能

で
あ

れ
ば

E
xc

el
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
も

ら
え

れ
ば

助
か

り
ま

す
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

21
年

1月
1日

～
平

成
26

年
1月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

営
業

許
可

申
請

を
行

っ
た

飲
食

店
一

覧
(自

販
機

、
仮

設
店

舗
、

移
動

店
舗

を
除

く
)計

64
1
8

件
 た

だ
し

、
H

26
年

1月
31

日
時

点
で

許
可

の
有

効
な

も
の

。
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
申

請
者

、
申

請
者

電
話

番
号

、
申

請
日

、
許

可
日

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
26

年
2月

4日
 1

2:
04

開
示

2
/
1
2

2
/
2
0

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

82
4

1/
31

●
期

間
 2

6年
1月

1日
～

26
年

1月
31

日
新

規
●

屋
号

●
住

所
●

申
請

者
●

申
請

者
電

話
番

号
●

許
可

日
飲

食
店

営
業

施
設

(仮
設

、
臨

時
、

自
販

機
を

除
く

)
熊

本
市

の
み

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

26
年

1月
1日

～
平

成
26

年
1月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
臨

時
、

自
販

機
を

除
く

)
計

53
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

申
請

者
氏

名
、

許
可

日
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

26
年

2月
3日

 1
6:

04

開
示

2
/
1
2

2
/
1
3

82
5

2/
3

道
路

位
置

指
定

台
帳

S3
7-

08
5-

01
～

S3
7-

08
5-

08
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

位
置

指
定

台
帳

S3
7-

08
5-

01
～

S3
7-

08
5-

08
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
2
/
4

2
/
7

82
6

2/
3

熊
本

市
植

木
健

康
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

指
定

管
理

者
選

考
に

お
け

る
下

記
団

体
申

請
書

一
式

の
内

H
26

.4
.1

か
ら

の
選

考
関

係
○

○
共

同
企

業
体

構
成

員
○

○
株

式
会

社
株

式
会

社
○

○
○

○
･様

式
第

1号
･事

業
計

画
書

(様
式

第
2号

-1
･-

2、
様

式
第

3-
1･

-2
・-

3
号

、
添

付
資

料
含

む
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

健
康

福
祉

政
策

課

有
3/

20

平
成

25
年

度
に

公
募

さ
れ

た
熊

本
市

植
木

健
康

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

に
お

け
る

指
定

管
理

者
（○

○
共

同
企

業
体

）の
申

請
書

（様
式

第
1号

、
2号

、
3号

、
添

付
資

料
）の

中
で

、
事

業
計

画
書

の
一

部
、

企
画

事
業

収
支

予
算

書
の

一
部

、
添

付
資

料
の

一
部

に
か

か
る

部
分

を
除

く
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2
0

3
/
2
0

郵
送

82
7

2/
3

平
成

26
年

1月
1日

か
ら

平
成

26
年

1月
31

日
ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

飲
食

店
の

一
覧

表
(食

品
営

業
許

可
台

帳
)

※
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･申

請
者

氏
名

･業
種

･営
業

所
電

話
番

号
･許

可
年

月
日

･許
可

満
了

日
等

に
つ

い
て

の
資

料
一

覧
表

(自
動

販
売

機
･露

店
営

業
を

除
く

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

26
年

1月
1日

～
平

成
26

年
1月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

露
店

営
業

を
除

く
)

計
53

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

氏
名

、
業

種
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

満
了

日
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

26
年

2月
7日

 1
4:

40

開
示

2
/
1
2

2
/
1
3

郵
送

82
8

2/
3

平
成

26
年

1月
1日

～
平

成
26

年
1月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

26
年

1月
1日

～
平

成
26

年
1月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

53
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

26
年

2月
7日

 1
5:

00

開
示

2
/
1
2

3
/
3

郵
送

82
9

2/
3

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【地
域

】熊
本

市
内

全
域

【対
象

】飲
食

店
営

業
(2

6年
1月

1日
～

26
年

1月
31

日
の

新
規

営
業

許
可

)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【内
容

】･
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･営
業

者
氏

名
･初

許
可

年
月

日
･業

種
詳

細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

26
年

1月
1日

～
平

成
26

年
1月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

移
動

店
舗

、
臨

時
営

業
、

及
び

露
店

を
除

く
)計

53
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

申
請

者
氏

名
初

許
可

年
月

日
、

業
種

詳
細

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
26

年
2月

7日
 1

4:
40

開
示

2
/
1
2

2
/
2
4

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

83
0

2/
3

水
前

寺
土

地
区

画
整

理
事

業
の

辺
長

図
面

区
画

整
理

図
場

所
熊

本
市

中
央

区
水

前
寺

五
丁

目
○

番
地

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

水
前

寺
土

地
区

画
整

理
事

業
の

辺
長

図
、

区
画

整
理

図
場

所
熊

本
市

中
央

区
水

前
寺

五
丁

目
○

番
地

開
示

2
/
1
3

2
/
1
3

83
1

2/
4

都
市

計
画

事
業

 城
南

町
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

水
処

理
施

設
(土

木
)工

事
(5

73
工

区
)の

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

城
南

町
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

水
処

理
増

設
(土

木
)工

事
(5

73
工

区
)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
7

2
/
2
5

83
2

2/
4

(工
事

名
)

都
市

計
画

道
路

 中
央

線
道

路
築

造
工

事
(1

工
区

)
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

都
市

計
画

道
路

 中
央

線
道

路
築

造
工

事
(1

工
区

)
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
6

2
/
1
4

83
3

2/
4

谷
尾

崎
町

道
路

位
置

指
定

に
関

す
る

書
類

一
式

S4
5-

23
4-

01
～

05
S5

0-
07

1-
01

～
04

計
9部

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

谷
尾

崎
町

道
路

位
置

指
定

に
関

す
る

書
類

一
式

S4
5-

23
4-

0l
～

05
S5

0-
07

1-
01

～
04

計
9部

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
6

2
/
6

83
4

2/
4

以
下

の
店

舗
の

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

5条
1項

(新
設

)に
係

る
届

出
一

式
の

う
ち

、
基

本
届

出
事

項
に

つ
い

て
記

載
さ

れ
た

概
要

部
分

お
よ

び
添

付
資

料
中

の
周

辺
見

取
り

図
、

店
舗

の
配

置
図

。
(道

路
と

建
物

と
の

位
置

関
係

が
配

置
で

き
る

も
の

を
希

望
、

ｶ
ﾗ
ｰ

の
図

面
は

ｶ
ﾗ
ｰ

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

を
希

望
。

)
○

○
店

(平
成

25
年

○
月

○
日

)
○

○
(平

成
26

年
○

月
○

日
)

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

以
下

の
案

件
に

係
る

、
｢大

規
模

小
売

店
舗

届
出

書
(規

則
様

式
第

1)
｣及

び
｢周

辺
見

取
図

｣、
｢建

物
配

置
図

、
｢建

物
平

面
図

｣
・平

成
25

年
○

月
○

日
付

け
届

出
｢○

○
店

」
・ 

平
成

26
年

○
月

○
日

付
け

届
出

｢○
○

｣
開

示
2
/
1
2

2
/
1
9

郵
送

83
5

2/
5

1、
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

･児
童

家
庭

局
家

庭
福

祉
課

指
導

係
長

が
平

成
25

年
12

月
27

日
付

で
発

出
し

た
事

務
連

絡
｢平

成
24

年
度

養
子

縁
組

あ
っ

せ
ん

事
業

者
に

関
す

る
調

査
に

つ
い

て
｣に

基
づ

き
、

貴
自

治
体

が
、

厚
生

労
働

省
に

提
出

し
た

調
査

票
等

文
書

一
式

(※
事

業
者

が
存

在
し

な
い

場
合

で
も

、
厚

労
省

に
提

出
し

た
文

書
が

あ
れ

ば
、

開
示

を
希

望
し

ま
す

。
提

出
し

た
文

書
が

な
け

れ
ば

、
｢不

存
在

を
理

由
に

し
た

不
開

示
決

定
｣を

希
望

し
ま

す
)

2、
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

･児
童

家
庭

局
家

庭
福

祉
課

指
導

係
が

平
成

25
年

6月
28

日
付

で
発

出
し

た
事

務
連

絡
｢養

子
縁

組
あ

っ
せ

ん
事

業
の

指
導

に
つ

い
て

｣に
基

づ
き

、
貴

自
治

体
が

、
あ

っ
せ

ん
事

業
者

に
対

し
て

求
め

た
改

善
指

導
内

容
が

分
か

る
文

書
一

式
(事

業
者

に
当

て
た

指
導

文
書

等
)並

び
に

、
指

導
を

受
け

て
事

業
者

か
ら

提
出

さ
れ

た
文

書
一

式
(※

事
業

者
が

存
在

し
な

い
場

合
で

も
、

厚
労

省
に

提
出

し
た

文
書

が
あ

れ
ば

、
開

示
を

希
望

し
ま

す
。

提
出

し
た

文
書

が
な

け
れ

ば
、

｢不
存

在
を

理
由

に
し

た
不

開
示

決
定

｣を
希

望
し

ま
す

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

子
ど

も
支

援
課

1 
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

･児
童

家
庭

局
家

庭
福

祉
課

指
導

係
長

が
平

成
25

年
12

月
27

日
付

で
発

出
し

た
事

務
連

絡
｢平

成
24

年
度

養
子

縁
組

あ
っ

せ
ん

事
業

者
に

関
す

る
調

査
に

つ
い

て
｣に

基
づ

き
、

貴
自

治
体

が
、

厚
生

労
働

省
に

提
出

し
た

調
査

票
等

文
書

一
式

(※
事

業
者

が
存

在
し

な
い

場
合

で
も

、
厚

労
省

に
提

出
し

た
文

書
が

あ
れ

ば
、

開
示

を
希

望
し

ま
す

。
提

出
し

た
文

書
が

な
け

れ
ば

、
｢不

存
在

を
理

由
に

し
た

不
開

示
決

定
｣を

希
望

し
ま

す
)

・別
紙

 平
成

24
年

度
養

子
縁

組
あ

つ
せ

ん
事

業
者

に
関

す
る

調
査

に
つ

い
て

(回
答

)及
び

別
紙

調
査

票
1の

写
し

の
と

お
り

。
(該

当
な

し
)

開
示

2
/
7

2
/
1
2

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2 
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

･児
童

家
庭

局
家

庭
福

祉
課

指
導

係
が

平
成

25
年

6月
28

日
付

で
発

出
し

た
事

務
連

絡
｢

養
子

縁
組

あ
っ

せ
ん

事
業

の
指

導
に

つ
い

て
｣に

基
づ

き
、

貴
自

治
体

が
、

あ
つ

せ
ん

事
業

者
に

対
し

て
求

め
た

改
善

指
導

内
容

が
分

か
る

文
書

一
式

(事
業

者
に

当
て

た
指

導
文

書
等

)並
び

に
、

指
導

を
受

け
て

事
業

者
か

ら
提

出
さ

れ
た

文
書

一
式

(※
事

業
者

が
存

在
し

な
い

場
合

で
も

、
厚

労
省

に
提

出
し

た
文

書
が

あ
れ

ば
、

開
示

を
希

望
し

ま
す

。
提

出
し

た
文

書
が

な
け

れ
ば

、
｢不

存
在

を
理

由
に

し
た

不
開

示
決

定
｣を

希
望

し
ま

す
)

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

2
/
7

83
6

2/
5

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
業

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

･営
業

電
話

番
号

期
間

:2
01

4年
1月

7日
よ

り
20

14
年

2月
4日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

26
年

1月
7日

～
平

成
26

年
2月

4日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

申
請

を
行

っ
た

飲
食

店
一

覧
(移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
) 

計
64

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

所
電

話
番

号
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

26
年

2月
7日

 1
6:

00

開
示

2
/
1
4

2
/
2
5

83
7

2/
5

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

4年
1月

7日
よ

り
20

14
年

2月
4日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

26
年

1月
7日

か
ら

平
成

26
年

2月
4日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
理

容
所

、
美

容
所

の
一

覧 項
目

;施
設

の
名

称
、

所
在

地
、

電
話

番
号

、
開

設
者

の
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

2
/
1
2

2
/
2
5

83
8

2/
5

平
成

26
年

1月
1日

～
平

成
26

年
1月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)。
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

26
年

1月
1日

～
平

成
26

年
1月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

) 
計

53
件

項
目

:屋
号

、
申

請
者

氏
名

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

26
年

2月
7日

 1
4:

4
0

開
示

2
/
1
4

2
/
1
7

83
9

2/
5

平
成

26
年

1月
1日

～
平

成
26

年
1月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

26
年

1月
1日

か
ら

平
成

26
年

1月
31

日
ま

で
の

間
、

熊
本

市
内

に
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧
項

目
;施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

2
/
1
2

2
/
1
7

84
0

2/
6

杉
島

11
30

番
地

付
近

法
定

外
水

路
改

良
工

事
(金

入
設

計
書

)
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

富
合

地
域

整
備

室

杉
島

11
30

番
地

付
近

法
定

外
水

路
改

良
工

事
(金

入
設

計
書

)
開

示
2
/
7

2
/
1
0

-197-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

84
1

2/
6

(文
書

件
名

)
熊

本
市

西
部

ｸ
ﾘｰ

ﾝ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

か
ら

本
庁

人
事

課
あ

て
の

人
事

に
関

す
る

報
告

書
(書

面
の

内
容

)
H

25
年

7月
ご

ろ
、

ｸ
ﾘｰ

ﾝ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

有
志

が
参

加
し

た
送

別
会

の
二

次
会

で
、

職
員

(4
0代

)と
嘱

託
職

員
(2

0代
)の

間
で

暴
力

行
為

が
あ

っ
た

と
さ

れ
て

い
る

。
事

後
に

所
属

長
ら

が
当

事
者

2名
を

含
む

二
次

会
同

席
者

ら
に

事
情

を
聞

き
、

人
事

課
に

報
告

し
て

い
る

。
そ

の
報

告
内

容
と

、
注

意
処

分
等

を
行

っ
た

旨
が

記
載

さ
れ

て
い

る
文

書
の

開
示

を
求

め
る

。

総
務

局
人

事
課

平
成

25
年

7月
頃

、
本

市
ｸ
ﾘｰ

ﾝ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

職
員

が
参

加
し

た
送

別
会

の
二

次
会

に
お

い
て

、
職

員
と

嘱
託

職
員

の
間

で
な

さ
れ

た
暴

力
行

為
に

つ
い

て
、

事
後

に
所

属
長

ら
が

当
事

者
2名

を
含

む
二

次
会

同
席

者
ら

に
事

情
を

聞
い

て
人

事
課

へ
報

告
し

た
内

容
及

び
注

意
処

分
等

を
行

っ
た

旨
が

記
載

さ
れ

て
い

る
文

書
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

2
/
1
0

2
/
1
4

84
2

2/
6

道
路

判
定

 0
2年

第
32

2年
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課
道

路
判

定
 0

2年
第

32
2年

開
示

2
/
1
0

2
/
1
3

84
3

2/
6

飲
食

店
営

業
許

可
書

一
覧

。
H

25
年

11
月

21
日

～
H

26
年

2月
5日

ま
で

。
新

規
(更

新
除

く
)

仮
設

、
移

動
販

売
、

自
動

販
売

機
除

く
。

ｺ
ﾝ

ﾋ
ﾞﾆ

除
く

。
項

目
 店

舗
名

、
住

所
、

代
表

者
名

　
　

　
 電

話
番

号
。

申
請

年
月

日
、

許
可

年
月

日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

25
年

11
月

21
日

～
平

成
26

年
2月

5日
新

規
に

営
業

許
可

申
請

を
行

っ
た

飲
食

店
営

業
施

設
一

覧
(仮

設
、

移
動

販
売

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

16
4件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

代
表

者
名

(法
人

の
場

合
)、

申
請

年
月

日
、

許
可

年
月

日
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

26
年

2月
12

日
 1

1:
5
6

開
示

2
/
1
4

2
/
1
7

84
4

2/
7

下
記

保
険

の
平

成
25

年
度

分
の

証
券

写
し

若
し

く
は

下
記

内
容

の
わ

か
る

も
の

 保
険

金
額

、
保

険
料

、
保

険
期

間
排

水
機

場
運

転
管

理
委

託
に

伴
う

障
害

保
険

農
水

商
工

局
農

業
政

策
課

平
成

25
年

度
分

の
排

水
機

場
運

転
管

理
委

託
に

伴
う

傷
害

保
険

の
証

券
写

し
、

若
し

く
は

保
険

金
額

、
保

険
料

、
保

険
期

間
の

内
容

が
わ

か
る

も
の

開
示

2
/
1
4

2
/
2
6

84
5

2/
7

次
の

保
険

の
平

成
25

年
度

分
の

証
券

写
し

若
し

く
は

下
記

内
容

の
わ

か
る

も
の

 保
険

金
額

、
保

険
料

、
保

険
期

間
･旧

細
川

刑
部

邸
動

産
総

合
保

険
･旧

細
川

刑
部

邸
施

設
賠

償
責

任
保

険
･熊

本
城

宮
内

駐
車

場
自

動
車

管
理

者
賠

償
保

険
･熊

本
城

三
の

丸
第

一
駐

車
場

自
動

車
管

理
者

賠
償

責
任

保
険

観
光

文
化

交
流

局
熊

本
城

総
合

事
務

所

①
旧

細
川

刑
部

邸
展

示
品

の
盗

難
･破

損
等

保
険

及
び

施
設

賠
償

責
任

保
険

(H
25

年
度

)
②

熊
本

城
三

の
丸

第
一

駐
車

場
自

動
車

管
理

者
賠

償
責

任
保

険
(H

25
年

度
)

③
熊

本
城

宮
内

駐
車

場
自

動
車

管
理

者
賠

償
責

任
保

険
(H

25
年

度
)

開
示

2
/
1
2

2
/
2
6

84
6

2/
12

大
井

手
川

護
岸

改
修

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

大
井

手
川

護
岸

改
修

工
事

 金
入

設
計

書

開
示

2
/
1
4

2
/
1
7

84
7

2/
12

平
成

24
年

度
～

平
成

25
年

度
に

実
施

さ
れ

た
熊

本
市

職
員

採
用

選
考

試
験

(民
間

企
業

等
経

験
者

)〔
技

術
職

(土
木

)〕
第

二
次

試
験

の
問

題
(も

し
く

は
課

題
)用

紙
(論

文
･集

団
討

論
の

課
題

の
み

)

人
事

委
員

会
事

務
局

平
成

24
年

度
～

平
成

25
年

度
に

実
施

さ
れ

た
熊

本
市

職
員

採
用

選
考

試
験

(民
間

企
業

等
経

験
者

)〔
技

術
職

(土
木

)〕
第

二
次

試
験

の
問

題
(も

し
く

は
課

題
)用

紙
(論

文
･集

団
討

論
の

課
題

の
み

)

開
示

2
/
1
3

3
/
2
4

郵
送

84
8

2/
12

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
25

年
11

月
11

日
～

12
月

10
日

届
出

分
)

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
(様

式
第

3号
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
2

2
/
2
5

84
9

2/
12

熊
本

市
北

区
武

蔵
ヶ

丘
8丁

目
○

-△
(○

○
)の

建
物

に
関

す
る

平
面

図
、

立
面

図
、

配
置

図
消

防
局

総
務

課
熊

本
市

北
区

武
蔵

ヶ
丘

8丁
目

○
-△

○
○

の
建

物
に

関
す

る
平

面
図

、
立

面
図

、
配

置
図

開
示

2
/
2
5

2
/
2
6

-198-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

85
0

2/
12

公
共

汚
水

枡
設

置
承

諾
書

及
び

設
置

場
所

平
面

図
上

下
水

道
局

管
路

維
持

課

別
紙

①
図

の
朱

書
き

箇
所

公
共

汚
水

桝
設

置
承

諾
書

及
び

設
置

場
所

平
面

図
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
9

2
/
2
1

85
1

2/
13

道
路

判
定

台
帳

平
成

23
年

11
月

9日
 1

1年
29

3号
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

 白
黒

は
白

黒
で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

平
成

23
年

11
月

9日
 1

1年
第

29
3号

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

 白
黒

は
白

黒
で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
8

2
/
1
8

85
2

2/
14

平
成

26
年

2月
5日

開
札

上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
･都

市
計

画
事

業
 中

央
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
40

工
区

)
･都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
39

工
区

)
上

記
2件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

39
工

区
)

都
市

計
画

事
業

中
央

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

40
工

区
)

の
金

入
り

変
更

設
計

書
開

示
2
/
1
7

2
/
2
4

85
3

2/
14

平
成

26
年

2月
5日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
地

区
盛

土
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
地

区
盛

土
工

事
金

入
設

計
書

開
示

2
/
2
0

2
/
2
4

85
4

2/
14

道
路

位
置

指
定

 S
37

年
8月

11
日

 熊
本

県
指

令
建

第
60

号 道
路

位
置

指
定

書
道

路
指

定
申

請
書

実
測

平
面

図
位

置
図

字
図

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 S
37

年
8月

11
日

 熊
本

県
指

令
第

60
号

道
路

指
定

書
道

路
指

定
申

請
書

実
測

平
面

図
位

置
図

字
図

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
8

2
/
2
0

85
5

2/
14

道
路

位
置

指
定

書
昭

和
43

年
1月

30
日

 第
26

号
･指

定
書

 4
3-

02
6-

01
･図

面
 4

3-
02

6-
03

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

書
昭

和
43

年
1月

30
日

 第
26

号
･指

定
書

 4
3-

02
6-

01
･図

面
 4

3-
02

6-
03

開
示

2
/
1
8

2
/
1
8

85
6

2/
17

故
、

○
○

の
○

○
病

院
(歯

科
)開

示
さ

れ
た

ｶ
ﾙ

ﾃ
内

容
に

疑
義

を
持

っ
て

お
り

H
21

.1
1月

、
12

月
時

点
で

の
歯

科
医

師
全

員
(氏

名
)(

2名
と

思
わ

れ
る

)
H

21
.1

月
～

12
月

の
時

点
で

の
歯

科
医

師
全

員
(氏

名
)(

2
名

と
思

わ
れ

る
)の

開
示

願
い

ま
す

(○
○

病
院

歯
科

)
診

察
日

(月
曜

日
～

金
曜

日
)

　
〃

　
時

間
(9

:0
0～

12
:0

0.
13

:0
0～

17
:0

0)
訪

問
診

療
の

み
で

な
く

、
院

内
診

療
を

行
っ

て
い

る
※

参
考

の
為

○
○

病
院

(歯
科

)は
県

歯
科

医
師

会
に

加
入

せ
ず

、
会

員
で

は
な

い

健
康

福
祉

子
ど

も
局

医
療

政
策

課

･H
21

.1
1月

、
12

月
時

点
で

の
歯

科
医

師
(氏

名
)全

員
(2

名
と

思
わ

れ
る

)
･H

22
.1

月
～

12
月

の
時

点
で

の
歯

科
医

師
(氏

名
)全

員
(2

名
と

思
わ

れ
る

)
の

開
示

願
い

ま
す

。
該

当
書

類
①

病
院

開
設

許
可

事
項

変
更

許
可

申
請

書
の

添
付

書
類

 職
員

名
簿

(平
成

21
年

11
月

2日
受

付
)

 職
員

名
簿

(平
成

22
年

3月
19

日
受

付
)

②
病

院
立

入
検

査
に

伴
う

提
出

資
料

 従
業

員
名

簿
(平

成
21

年
度

)
 立

入
検

査
日

:平
成

21
年

12
月

22
日

 従
業

員
名

簿
(平

成
22

年
度

)
 立

入
検

査
日

:平
成

23
年

1月
27

日

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
6

2
/
2
8

-199-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

85
7

2/
17

道
路

判
定

01
-0

68
 0

1
  

  
  

  
  

 0
2

  
  

  
  

  
 0

6
  

  
  

  
  

 0
3

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

01
-0

68
 0

1、
02

、
06

、
03

開
示

2
/
1
8

2
/
1
8

85
8

2/
17

･植
木

健
康

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

の
指

定
管

理
者

が
指

定
管

理
者

に
指

定
さ

れ
た

際
に

自
治

体
に

提
出

し
た

事
業

計
画

書
健

康
福

祉
子

ど
も

局
健

康
福

祉
政

策
課

有
3/

28

平
成

25
年

度
に

公
募

さ
れ

た
熊

本
市

植
木

健
康

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

に
お

け
る

指
定

管
理

者
(○

○
共

同
企

業
体

)の
申

請
書

(様
式

1号
、

2号
、

3号
、

添
付

資
料

)の
中

で
、

事
業

計
画

書
の

一
部

、
企

画
事

業
収

支
予

算
書

の
一

部
、

添
付

資
料

の
一

部
に

か
か

る
部

分
を

除
く

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2
8

4
/
3

郵
送

85
9

2/
17

道
路

位
置

指
定

昭
和

36
年

7月
15

日
熊

本
県

指
令

第
51

号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

昭
和

36
年

7月
15

日
熊

本
県

指
令

第
51

号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
8

2
/
1
8

86
0

2/
18

平
成

25
年

12
月

4日
開

札
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 池

田
2丁

目
池

田
3丁

目
第

1号
線

舗
装

打
換

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

25
年

12
月

4日
開

札
市

道
 池

田
2丁

目
池

田
3丁

目
第

1号
線

舗
装

打
換

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
2
6

2
/
2
7

86
1

2/
18

協
定

書
一

式
平

成
23

年
11

月
9日

 1
1年

第
29

3号
道

路
判

定
分

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

、
白

黒
は

白
黒

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

協
定

書
一

式
平

成
23

年
11

月
9日

 1
1年

第
29

3号
道

路
判

定
分

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

、
白

黒
は

白
黒

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
5

2
/
2
5

86
2

2/
19

｢都
市

計
画

道
路

 子
飼

新
大

江
線

 子
飼

橋
区

間
｣

(平
成

25
年

9月
24

日
 暫

定
供

用
済

み
)

の
道

路
形

状
が

把
握

で
き

る
平

面
図

。
(紙

ﾍ
ﾞｰ

ｽ
)

縮
尺

1/
50

0～
1/

25
00

を
希

望
し

ま
す

。
用

紙
ｻ

ｲ
ｽ
ﾞは

問
い

ま
せ

ん
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

｢都
市

計
画

道
路

 子
飼

新
大

江
線

子
飼

橋
区

間
｣

(平
成

25
年

9月
24

日
暫

定
供

用
済

み
)の

道
路

形
状

が
把

握
で

き
る

平
面

図
(紙

ﾍ
ﾞｰ

ｽ
)

縮
尺

1/
50

0～
1/

25
00

用
紙

ｻ
ｲ
ｽ
ﾞ指

定
な

し

開
示

2
/
2
1

3
/
3

郵
送

86
3

2/
19

食
品

衛
生

法
及

び
熊

本
県

特
定

食
品

衛
生

条
例

で
定

め
ら

れ
て

い
る

営
業

許
可

に
お

い
て

、
食

品
の

加
工

を
営

ん
で

い
る

業
者

の
一

覧
(屋

号
、

住
所

、
電

話
番

号
、

代
表

者
氏

名
(申

請
者

)、
業

種
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

食
品

衛
生

法
及

び
熊

本
県

特
定

食
品

衛
生

条
例

で
定

め
ら

れ
て

い
る

営
業

許
可

に
お

い
て

、
食

品
の

加
工

を
営

ん
で

い
る

業
者

の
一

覧
(調

理
業

･販
売

業
･臨

時
･仮

設
を

除
く

) 
計

12
64

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
申

請
者

名
、

法
人

代
表

者
名

、
業

種
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

26
年

2月
27

日
 1

5:
0
0

開
示

3
/
3

3
/
6

86
4

2/
20

防
火

対
象

物
一

覧
に

つ
い

て
･取

得
項

目
必

須
:①

所
在

地
(住

所
)、

②
対

象
物

の
名

称
･取

得
内

容
可

能
な

範
囲

で
の

お
願

い
:③

用
途

、
④

建
築

面
積

(の
べ

面
積

)、
⑤

高
さ

、
⑥

階
数

、
⑦

更
新

日
(情

報
収

集
日

)
･受

取
方

法
:E

xc
el

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
を

ﾒ
ｰ

ﾙ
又

は
C

D
に

て
郵

送

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
全

域
(城

南
、

富
合

、
植

木
を

除
く

)の
防

火
対

象
物

一
覧

表
。

1 
所

在
地

　
　

6 
階

数
2 

名
称

　
　

　
 7

 軒
高

3 
用

途
4 

建
面

積
5 

延
面

積

開
示

3
/
3

3
/
1
0

郵
送

-200-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

86
5

2/
21

熊
本

市
管

轄
の

特
定

建
築

物
の

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
(保

健
所

管
轄

)
施

設
名

称
、

施
設

所
在

地
、

主
な

特
定

用
途

、
建

築
年

(不
明

の
場

合
は

使
用

開
始

年
)、

延
べ

建
築

面
積

、
所

有
者

氏
名

、
所

有
者

住
所

、
所

有
者

電
話

番
号

(所
有

者
が

複
数

の
場

合
は

主
要

所
有

者
上

位
2つ

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

熊
本

市
内

に
存

在
す

る
特

定
建

築
物

の
施

設
名

称
、

所
在

地
、

建
築

物
用

途
、

受
付

日
、

延
べ

床
面

積
届

出
者

住
所

、
名

称
、

代
表

者
役

職
･氏

名
及

び
電

話
番

号 所
有

者
住

所
、

名
称

、
代

表
者

役
職

･氏
名

開
示

2
/
2
6

3
/
1
2

郵
送

86
6

2/
21

･ば
い

煙
発

生
施

設
を

設
置

す
る

工
場

及
び

事
業

所
一

覧
･ば

い
煙

発
生

施
設

名
及

び
設

置
年

月
日

･所
在

地
･施

設
の

種
類

･使
用

燃
料

の
種

類
と

燃
焼

能
力

･型
式

環
境

局
環

境
政

策
課

ば
い

煙
発

生
施

設
の

届
出

情
報

(大
気

汚
染

防
止

法
及

び
熊

本
県

生
活

環
境

の
保

全
等

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

ば
い

煙
発

生
施

設
)

･工
場

又
は

事
業

場
の

名
称

･ば
い

煙
発

生
施

の
設

置
年

月
日

･工
場

又
は

事
業

場
の

所
在

地
･ば

い
煙

発
生

施
設

の
種

類
･燃

料
の

種
類

、
燃

焼
能

力
･ば

い
煙

発
生

施
設

の
型

式

開
示

2
/
2
6

3
/
6

86
7

2/
21

道
路

位
置

指
定

台
帳

昭
和

37
年

10
月

16
日

熊
本

県
指

令
建

第
77

号
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

、
白

黒
は

白
黒

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

台
帳

昭
和

37
年

10
月

16
日

熊
本

県
指

令
建

第
77

号
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

 白
黒

は
白

黒
で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
5

2
/
2
5

86
8

2/
21

熊
本

市
南

消
防

署
と

熊
本

市
南

消
防

署
富

合
出

張
所

の
、

建
物

と
敷

地
を

真
上

か
ら

見
た

形
状

が
わ

か
る

資
料

(平
面

図
、

配
置

図
等

)
周

辺
道

路
や

建
物

と
位

置
関

係
が

わ
か

る
よ

う
な

図
面

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
南

消
防

署
と

熊
本

市
南

消
防

署
富

合
出

張
所

の
、

建
物

と
敷

地
を

真
上

か
ら

見
た

形
状

が
わ

か
る

資
料

(配
置

図
)

周
辺

道
路

や
建

物
と

位
置

関
係

が
わ

か
る

よ
う

な
図

面

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
3

3
/
6

郵
送

86
9

2/
21

平
成

25
年

6月
30

日
(日

)実
施

 熊
本

市
職

員
採

用
試

験
上

級
職

･事
務

職
 第

一
次

試
験

で
出

題
さ

れ
た

教
養

試
験

問
題

と
専

門
試

験
問

題

人
事

委
員

会
事

務
局

平
成

25
年

6月
30

日
(日

)実
施

 熊
本

市
職

員
採

用
試

験
上

級
職

･事
務

職
 第

一
次

試
験

で
出

題
さ

れ
た

教
養

試
験

問
題

と
専

門
試

験
問

題
不

開
示

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
3
/
3

87
0

2/
24

一
般

県
道

植
木

河
内

港
線

(河
内

工
区

)防
護

柵
設

置
工

事
の

金
入

り
設

計
書

2月
14

日
開

札

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

26
年

2月
14

日
開

札
一

般
県

道
植

木
河

内
港

線
(河

内
工

区
)防

護
柵

設
置

工
事

開
示

2
/
2
6

2
/
2
8

87
1

2/
24

道
路

位
置

指
定

に
関

す
る

書
類

①
昭

和
35

年
20

号
(S

35
-0

20
号

)
②

昭
和

35
年

2号
(S

35
-0

02
号

)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

に
関

す
る

書
類

①
昭

和
35

年
20

号
(S

35
-0

20
号

)
②

昭
和

35
年

2号
(S

35
-0

02
号

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
5

2
/
2
5

87
2

2/
24

一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
地

区
盛

土
工

事
【総

合
評

価
方

式
】

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
地

区
盛

土
工

事
金

入
設

計
書

開
示

2
/
2
7

2
/
2
7

87
3

2/
24

道
路

位
置

指
定

 S
36

-0
51

測
量

図
指

定
書

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 S
36

-0
51

測
量

図
、

指
定

書
開

示
2
/
2
5

2
/
2
5

87
4

2/
25

開
札

日
 平

成
26

年
2月

18
日

工
事

名
 本

庁
舎

3階
危

機
管

理
防

災
総

室
改

修
工

事
上

記
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
営

繕
課

本
庁

舎
3階

危
機

管
理

防
災

総
室

改
修

工
事

 金
入

設
計

書
開

示
2
/
2
6

2
/
2
6

87
5

2/
26

道
路

協
定

書
(道

路
判

定
番

号
 1

1-
29

3分
)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

協
定

書
(道

路
判

定
番

号
 1

1-
29

3分
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
7

2
/
2
8

-201-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

87
6

2/
26

住
所

 熊
本

市
東

区
若

葉
一

丁
目

○
番

△
号

健
軍

第
2土

地
区

画
整

理
事

業
図

面
都

市
建

設
局

都
心

活
性

推
進

課

健
軍

第
2土

地
区

画
整

理
事

業
図

面
住

所
 熊

本
市

東
区

若
葉

一
丁

目
○

番
△

号
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
/
3

3
/
4

87
7

2/
26

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

4年
2月

5日
よ

り
20

14
年

2月
26

日
健

康
福

祉
子

ど
も

局
生

活
衛

生
課

平
成

26
年

2月
5日

か
ら

平
成

26
年

2月
26

日
の

間
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

確
認

し
た

理
容

所
、

美
容

所
の

一
覧

項
目

;施
設

の
名

称
、

所
在

地
、

電
話

番
号

、
開

設
者

の
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

名
*但

し
、

平
成

26
年

2月
5日

か
ら

平
成

26
年

2月
26

日
の

間
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

確
認

し
た

理
容

所
は

あ
り

ま
せ

ん
。

開
示

3
/
3

3
/
1
0

87
8

2/
26

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
業

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

･営
業

電
話

番
号

期
間

:2
01

4年
2月

5日
よ

り
20

14
年

2月
26

日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

26
年

2月
5日

～
平

成
26

年
2月

26
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

業
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

) 
計

52
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
所

電
話

番
号

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
26

年
2月

28
日

 1
6:

0
0

開
示

3
/
6

3
/
1
0

87
9

2/
27

熊
本

都
市

計
画

 高
度

利
用

地
区

の
変

更
(桜

町
地

区
) 

一
式 熊

本
都

市
計

画
 自

動
車

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

の
変

更
(熊

本
交

通
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

) 
一

式
熊

本
都

市
計

画
 第

一
種

市
街

地
再

開
発

事
業

の
決

定
一

式

都
市

建
設

局
都

市
政

策
課

1.
熊

本
都

市
計

画
高

度
利

用
地

区
の

変
更

(桜
町

地
区

)
一

式
2.

熊
本

都
市

計
画

自
動

車
ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

の
変

更
(熊

本
交

通
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

) 
一

式
3.

熊
本

都
市

計
画

第
一

種
市

街
地

再
開

発
事

業
の

決
定

(桜
町

地
区

第
一

種
市

街
地

再
開

発
事

業
) 

一
式

開
示

3
/
3

3
/
3

88
0

2/
27

熊
本

都
市

計
画

 第
一

種
市

街
地

再
開

発
事

業
の

決
定

(桜
町

地
区

第
一

種
市

街
地

再
開

発
事

業
 一

式
熊

本
都

市
計

画
 自

動
車

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

の
変

更
 熊

本
交

通
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

) 
一

式
熊

本
都

市
計

画
 高

度
利

用
地

区
の

変
更

 一
式

都
市

建
設

局
都

市
政

策
課

1.
熊

本
都

市
計

画
高

度
利

用
地

区
の

変
更

(桜
町

地
区

)
一

式
2.

熊
本

都
市

計
画

自
動

車
ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

の
変

更
(熊

本
交

通
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

) 
一

式
3.

熊
本

都
市

計
画

第
一

種
市

街
地

再
開

発
事

業
の

決
定

(桜
町

地
区

第
一

種
市

街
地

再
開

発
事

業
) 

一
式

開
示

3
/
3

3
/
3

88
1

2/
28

●
期

間
 2

6年
2月

1日
～

26
年

2月
28

日
●

屋
号

●
住

所
●

申
請

者
●

申
請

者
電

話
番

号
●

許
可

日
飲

食
店

営
業

施
設

(仮
設

、
臨

時
、

自
販

機
を

除
く

)
熊

本
市

の
み

新
規

申
請

が
あ

っ
た

も
の

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

26
年

2月
1日

～
平

成
26

年
2月

28
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
臨

時
、

自
販

機
を

除
く

)
計

60
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

申
請

者
氏

名
、

許
可

日
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

26
年

3月
3日

 1
5:

00

開
示

3
/
6

88
2

2/
28

東
区

新
生

1丁
目

29
番

付
近

φ
15

0･
10

0･
75

粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
、

(金
額

入
り

設
計

書
)変

更
契

約
分

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･東
区

新
生

1丁
目

29
番

付
近

φ
15

0･
10

0･
75

粍
配

水
布

設
替

他
1件

工
事

(変
更

契
約

分
)

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

3
/
4

3
/
1
1

-202-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

88
3

2/
28

･道
路

判
定

に
か

か
る

調
査

書
①

(判
定

番
号

 1
1年

第
18

0号
)

②
そ

の
裏

面
③

地
図

(東
部

(下
)P

10
5.

C
-5

)←
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

に
か

か
る

調
査

書
①

(判
定

番
号

11
年

第
18

0号
)

②
そ

の
裏

面
③

地
図

(東
部

(下
)P

10
5、

C
-5

)←
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

)

開
示

3
/
4

3
/
4

88
4

2/
28

･簡
易

専
用

水
道

施
設

の
一

覧
〈項

目
〉

･建
物

の
名

称
･所

在
地

･受
水

槽
の

材
質

･容
量

･高
地

水
槽

の
材

質
･容

量
※

H
26

.2
.2

8迄
に

熊
本

市
に

届
け

出
て

い
る

簡
易

専
用

水
道

施
設

の
ｴ

ｸ
ｾ

ﾙ
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
の

請
求

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

簡
易

専
用

水
道

施
設

の
一

覧
項

目
:建

築
物

の
名

称
･所

在
地

、
受

水
槽

の
材

質
･容

量
、

高
置

水
槽

の
材

質
･容

量
平

成
26

年
2月

28
日

ま
で

の
熊

本
市

に
届

出
さ

れ
て

い
る

簡
易

専
用

水
道

施
設

の
ｴ

ｸ
ｾ

ﾙ
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
の

請
求

開
示

3
/
1
1

3
/
2
0

88
5

3/
3

南
消

防
署

の
敷

地
配

置
図

〈上
か

ら
見

た
形

状
の

分
か

る
も

の
〉

※
1/

10
00

～
1/

50
00

程
度

の
縮

尺
で

周
辺

道
路

と
の

関
わ

り
が

分
か

り
方

位
と

縮
尺

が
明

確
な

も
の

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
南

消
防

署
の

敷
地

配
置

図
。

(上
か

ら
見

た
形

状
が

分
か

る
も

の
)

1/
20

0(
縮

尺
)で

周
辺

道
路

と
の

関
わ

り
が

分
か

り
方

位
と

縮
尺

が
明

確
な

も
の

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
1

3
/
1
3

郵
送

88
6

3/
3

道
路

位
置

指
定

台
帳

昭
和

43
年

10
月

23
日

第
41

7号
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

、
白

黒
は

白
黒

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

台
帳

昭
和

43
年

10
月

23
日

第
41

7号
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

、
白

黒
は

白
黒

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
5

3
/
5

88
7

3/
3

道
路

位
置

指
定

熊
本

市
島

崎
町

島
崎

字
小

山
田

○
-△

S3
7-

06
0-

01
～

S3
7-

06
0-

05
申

請
地

 熊
本

市
西

区
島

崎
6丁

目
○

-△
ｶ
ﾗ
ｰ

色

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

熊
本

市
島

崎
町

島
崎

字
小

山
田

○
-△

S3
7-

06
0-

01
～

S3
7-

06
0-

05
申

請
地

 熊
本

市
西

区
島

崎
6丁

目
○

-△
ｶ
ﾗ
ｰ

色

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
5

3
/
5

88
8

3/
3

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【地
域

】熊
本

市
内

全
域

【対
象

】飲
食

店
営

業
(2

6年
2月

1日
～

26
年

2月
28

日
の

新
規

営
業

許
可

)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【内
容

】･
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･営
業

者
氏

名
･初

許
可

年
月

日
･業

種
詳

細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

26
年

2月
1日

～
平

成
26

年
2月

28
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

移
動

店
舗

、
臨

時
営

業
、

及
び

露
店

を
除

く
) 

計
60

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
申

請
者

氏
名

　
　

　
 初

許
可

年
月

日
、

業
種

詳
細

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
26

年
3月

5日
 1

3:
00

開
示

3
/
7

3
/
2
4

郵
送

88
9

3/
3

平
成

26
年

2月
1日

～
平

成
26

年
2月

28
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

26
年

2月
1日

～
平

成
26

年
2月

28
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

) 
計

60
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

26
年

3月
5日

 1
3:

00

開
示

3
/
7

3
/
2
6

郵
送

89
0

3/
4

平
成

24
年

12
月

7日
開

札
都

市
建

設
局

 河
川

公
園

課
都

市
計

画
事

業
 井

芹
川

雨
水

9号
幹

線
ﾊ

ﾞｲ
ﾊ

ﾟｽ
管

築
造

工
事

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
河

川
公

園
課

平
成

24
年

12
月

7日
開

札
 都

市
計

画
事

業
 井

芹
川

雨
水

9号
幹

線
ﾊ

ﾞｲ
ﾊ

ﾟｽ
管

築
造

工
事

の
設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
1
1

3
/
1
1

-203-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

89
1

3/
5

○
○

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
(熊

本
市

東
区

○
○

-△
-×

)
診

療
所

開
設

届
出

事
項

変
更

に
於

け
る

管
理

者
、

○
○

医
師

(平
成

24
年

2月
10

日
就

任
)の

分
を

開
示

し
て

ほ
し

い
健

康
福

祉
子

ど
も

局
医

療
政

策
課

○
○

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
(熊

本
市

南
区

○
○

-△
-×

)
診

療
所

開
設

届
出

事
項

変
更

届
に

お
け

る
管

理
者

○
○

医
師

(平
成

24
年

2月
10

日
就

任
)の

分
を

開
示

し
て

ほ
し

い
①

診
療

所
開

設
届

出
事

項
変

更
届

管
理

者
変

更
(○

○
医

師
就

任
:H

24
.2

.1
7受

付
)

②
診

療
所

開
設

届
出

事
項

変
更

届
管

理
者

変
更

(○
○

医
師

退
任

:H
25

.6
.1

0受
付

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
7

3
/
1
1

89
2

3/
5

平
成

26
年

2月
1日

か
ら

平
成

26
年

2月
28

日
ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

飲
食

店
の

一
覧

表
(食

品
営

業
許

可
台

帳
)

※
屋

号
･営

業
所

所
在

地
･申

請
者

氏
名

･業
種

･営
業

所
電

話
番

号
･許

可
年

月
日

･許
可

満
日

等
に

つ
い

て
の

資
料

一
覧

表
(自

動
販

売
機

･露
店

営
業

を
除

く
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

26
年

2月
1日

～
平

成
26

年
2月

28
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

露
店

営
業

を
除

く
)

計
60

件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

氏
名

、
業

種
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

満
了

日
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

26
年

3月
5日

 1
3:

00

開
示

3
/
7

3
/
1
4

郵
送

89
3

3/
6

平
成

26
年

2月
1日

～
平

成
26

年
2月

28
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)。
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

26
年

2月
1日

～
平

成
26

年
2月

28
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
機

、
臨

時
営

業
を

除
く

) 
計

60
件

項
目

:屋
号

、
申

請
者

氏
名

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

26
年

3月
5日

 1
3:

00

開
示

3
/
1
1

3
/
1
7

89
4

3/
6

平
成

26
年

2月
1日

～
平

成
26

年
2月

28
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

26
年

2月
1日

か
ら

平
成

26
年

2月
28

日
ま

で
の

間
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

確
認

し
た

美
容

所
の

一
覧

項
目

;施
設

の
名

称
、

所
在

地
、

電
話

番
号

、
開

設
者

の
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

3
/
1
1

3
/
1
7

89
5

3/
7

健
軍

第
二

土
地

区
画

整
理

事
業

の
図

面
熊

本
市

東
区

若
葉

4丁
目

○
-△

の
分

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

健
軍

第
二

土
地

区
画

整
理

事
業

の
図

面
熊

本
市

東
区

若
葉

4丁
目

○
-△

の
分

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
2

3
/
1
4

郵
送

89
6

3/
7

･熊
本

市
都

市
計

画
第

一
種

市
街

地
再

開
発

事
業

(桜
町

地
区

第
一

種
市

街
地

再
開

発
事

業
･熊

本
市

都
市

計
画

高
度

利
用

地
区

(桜
町

地
区

)
･熊

本
都

市
計

画
自

動
車

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

(熊
本

交
通

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

)
の

一
切

の
文

書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
課

1.
熊

本
都

市
計

画
第

一
種

市
街

地
再

開
発

事
業

の
決

定
(桜

町
地

区
第

一
種

市
街

地
再

開
発

事
業

) 
一

式
2.

熊
本

都
市

計
画

高
度

利
用

地
区

の
変

更
(桜

町
地

区
)

一
式

3.
熊

本
都

市
計

画
自

動
車

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

の
変

更
(熊

本
交

通
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

) 
一

式

開
示

3
/
1
1

3
/
1
2

89
7

3/
7

熊
本

市
各

部
局

と
花

畑
地

区
の

企
業

等
個

人
、

団
体

等
と

の
間

で
取

り
交

わ
し

た
文

書
契

約
等

の
関

係
文

書
の

一
切

の
公

開
を

請
求

し
ま

す
。

平
成

18
年

～
現

在
ま

で

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

･熊
本

市
花

畑
地

区
開

発
協

議
会

へ
の

参
画

に
つ

い
て

(要
望

)
･熊

本
市

花
畑

地
区

開
発

協
議

会
へ

の
参

画
に

つ
い

て
(承

諾
)

開
示

3
/
2
4

4
/
4

89
8

3/
7

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
平

成
24

年
度

貸
借

対
照

表
、

事
業

収
支

報
告

書
を

1通
ず

つ
。

(内
訳

不
要

)
健

康
福

祉
子

ど
も

局
保

育
幼

稚
園

課

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
平

成
24

年
度

の
貸

借
対

照
表

及
び

事
業

収
支

報
告

書
(事

業
活

動
収

支
計

算
書

)
開

示
3
/
1
1

3
/
1
2

-204-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

89
9

3/
10

道
路

位
置

指
定

台
帳

S4
5-

30
5-

75
 一

式
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

位
置

指
定

台
帳

S4
5-

30
5-

75
 一

式
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
1

3
/
1
1

90
0

3/
10

25
災

補
河

第
3号

準
用

河
川

馬
瀬

川
護

岸
災

害
復

旧
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

25
 災

補
川

第
3号

 準
用

河
川

馬
瀬

川
護

岸
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
1
1

3
/
1
4

90
1

3/
10

平
成

25
年

5月
29

日
開

札
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
ﾗ
ﾝ

ﾌ
ﾟ部

道
路

改
良

工
事

2/
13

変
更

契
約

済
上

記
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
ﾗ
ﾝ

ﾌ
ﾟ部

道
路

改
良

工
事

の
金

入
変

更
設

計
書

開
示

3
/
1
2

3
/
1
4

90
2

3/
10

S3
9-

15
2

道
路

位
置

指
定

の
資

料
(ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

S3
9-

15
2

道
路

位
置

指
定

の
資

料
(ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
3

3
/
1
3

90
3

3/
11

道
路

判
定

 0
6年

13
6号

　
　

〃
　

　
　

03
年

02
1号

　
　

〃
　

　
　

H
元

年
13

4号
位

置
指

定
指

令
(計

建
)第

46
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 0
6年

13
6号

道
路

判
定

 0
3年

02
1号

道
路

判
定

 H
元

年
13

4号
位

置
指

定
 指

令
(計

建
)第

46
号

 H
5.

2.
18

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
3

3
/
1
3

90
4

3/
11

道
路

判
定

 0
6年

13
6号

　
　

〃
　

　
　

03
年

02
1号

　
　

〃
　

　
　

H
元

年
13

4号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 0
6年

13
6号

道
路

判
定

 0
3年

02
1号

道
路

判
定

 H
元

年
13

4号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
3

3
/
1
8

90
5

3/
11

道
路

位
置

指
定

 S
52

.-
04

5
一

式
(ｶ

ﾗ
ｰ

)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

S5
2-

04
5 

一
式

(ｶ
ﾗ
ｰ

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
3

3
/
1
3

-205-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

90
6

3/
12

Ⅰ
1.

ﾏ
ｲ
ｽ
の

施
設

整
備

基
本

計
画

(素
案

)の
作

成
に

当
っ

て
〇

〇
、

△
△

等
の

設
計

、
ｺ
ﾝ

ｻ
ﾙ

ﾀ
ﾝ

ﾄ等
の

組
織

、
団

体
、

個
人

等
と

か
わ

し
た

約
束

、
契

約
覚

え
書

等
又

助
言

等
の

事
項

と
内

容
に

関
す

る
文

書
(ﾒ

ﾓ
等

を
含

む
)の

一
切

。
2.

ﾏ
ｲ
ｽ
の

施
設

、
整

備
、

基
本

計
画

(素
案

)の
作

成
に

当
っ

て
の

市
の

方
針

を
作

る
た

め
に

使
用

、
活

用
さ

れ
た

資
料

、
材

料
等

に
関

す
る

文
書

、
又

助
言

等
の

文
書

一
切

。
3.

ﾏ
ｲ
ｽ
施

設
整

備
基

本
計

画
等

に
関

す
る

市
の

財
政

に
つ

い
て

の
長

期
見

通
し

と
財

政
の

状
況

と
使

用
し

た
資

料
、

材
料

の
一

切
の

文
書

。
(4

.会
議

に
提

出
、

公
開

さ
れ

た
ﾏ

ｲ
ｽ
施

設
整

備
に

関
す

る
関

係
文

書
一

切
。

(資
料

提
供

等
)

Ⅱ
①

ﾏ
ｲ
ｽ
施

設
整

備
基

本
計

画
(素

案
)の

費
用

対
策

効
果

の
算

定
の

(1
)効

果
(便

益
)の

算
定

(2
)ｺ

ｽ
ﾄ(

費
用

)の
算

定
(3

)費
用

対
効

果
の

分
析

結
果

(1
)(

2)
(3

)に
つ

い
て

①
熊

本
市

が
委

託
し

た
業

者
名

②
契

約
し

た
内

容
と

項
目

③
委

託
期

間
④

算
定

方
法

⑤
算

定
(計

算
)に

使
用

さ
れ

た
資

料
、

材
料

、
数

値
⑥

こ
の

算
定

方
法

の
目

的
と

原
理

⑦
委

託
業

者
よ

り
市

に
提

出
さ

れ
た

文
書

、
計

算
書

等
の

一
切

⑧
市

の
費

用
対

効
果

の
算

定
に

対
す

る
方

針
、

計
画

。

観
光

文
化

交
流

局
ｼ

ﾃ
ｲ
ﾌ
ﾟﾛ

ﾓ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

課
M

IC
E
推

進
室

Ⅰ
-①

:業
務

委
託

契
約

書
(Ⅱ

-①
･②

･③
を

含
む

)、
桜

町
再

開
発

事
業

に
お

け
る

新
た

な
集

客
施

設
整

備
検

討
委

員
会

資
料

Ⅰ
-②

:熊
本

ｺ
ﾝ

ﾍ
ﾞﾝ

ｼ
ｮﾝ

ｼ
ﾃ

ｨ基
本

構
想

、
桜

町
･花

畑
地

区
に

お
け

る
賑

わ
い

と
潤

い
の

都
市

空
間

の
新

た
な

方
向

性 Ⅰ
-③

:熊
本

市
財

政
の

中
期

見
通

し
Ⅰ

-④
:中

心
市

街
地

の
活

性
化

に
関

す
る

特
別

委
員

会
資

料
Ⅱ

-④
⑥

⑧
:熊

本
市

M
IC

E
施

設
整

備
基

本
計

画
(案

)
Ⅱ

-⑤
⑦

:経
済

波
及

効
果

の
前

提
条

件
に

つ
い

て

開
示

3
/
2
5

90
7

3/
12

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
平

成
24

年
度

貸
借

対
照

表
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
1通

ず
つ

。
健

康
福

祉
子

ど
も

局
保

育
幼

稚
園

課

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
平

成
24

年
度

の
貸

借
対

照
表

及
び

事
業

活
動

収
支

計
算

書
開

示
3
/
2
4

3
/
2
5

90
8

3/
12

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

届
出

の
う

ち
、

｢周
辺

見
取

図
｣

(1
:2

00
0程

度
)及

び
｢建

物
配

置
図

｣(
1:

50
0程

度
)の

白
黒

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

を
希

望
し

ま
す

。
○

○
店

○
○

建
物

配
置

図
は

、
1階

2階
と

あ
っ

て
も

、
1階

で
建

物
形

状
が

わ
か

れ
ば

1階
の

み
で

結
構

で
す

。

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

以
下

の
案

件
に

係
る

大
店

立
地

法
に

基
づ

く
届

出
書

の
添

付
資

料
の

う
ち

｢周
辺

見
取

図
｣及

び
｢建

物
配

置
図

｣
･平

成
26

年
○

月
○

日
付

け
届

出
｢○

○
店

｣
･平

成
26

年
○

月
○

日
付

け
届

出
｢○

○
｣

開
示

3
/
1
7

3
/
2
6

郵
送

90
9

3/
13

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
25

年
12

月
11

日
～

平
成

26
年

1月
10

日
届

出
分

)
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
(様

式
第

3号
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
4

3
/
2
7

91
0

3/
13

下
通

1丁
目

○
-△

○
○

の
平

面
図

、
立

面
図

、
配

置
図

、
及

び
各

設
備

図
有

限
会

社
 ○

○
㈹

○
○

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
中

央
区

下
通

1丁
目

○
-△

○
○

平
面

図
･率

面
図

･配
置

図
･誘

導
灯

設
備

図
開

示
3
/
2
4

3
/
2
6

91
1

3/
13

位
置

指
定

道
路

 S
35

-1
02

　
　

　
　

　
　

　
　

　
S3

7-
79

ｶ
ﾗ
ｰ

の
書

類
は

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

S3
5-

10
2

S3
7-

79
ｶ
ﾗ
ｰ

の
書

類
は

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
8

3
/
1
8

-206-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

91
2

3/
14

健
軍

第
2土

地
区

画
整

理
事

業
の

換
地

図
若

葉
四

丁
目

○
番

△
号

(住
居

表
示

)①
若

葉
三

丁
目

○
番

△
(地

番
)②

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

健
軍

第
2土

地
区

画
整

理
事

業
の

換
地

図
若

葉
四

丁
目

○
番

△
号

(住
居

表
示

)①
若

葉
三

丁
目

○
番

△
号

(地
番

)②

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
9

3
/
1
9

91
3

3/
14

①
計

画
図

、
総

括
図

、
参

考
図

〈桜
町

地
区

第
一

種
市

街
地

再
開

発
事

業
〉

②
参

考
図

③
用

途
地

域
図

、
容

積
率

現
況

図
〈高

度
利

用
地

区
の

変
更

〉

都
市

建
設

局
都

市
政

策
課

1.
熊

本
都

市
計

画
第

一
種

市
街

地
再

開
発

事
業

の
決

定
(桜

町
地

区
第

一
種

市
街

地
再

開
発

事
業

)
計

画
図

、
総

括
図

(参
考

図
)

2.
熊

本
都

市
計

画
高

度
利

用
地

区
の

変
更

(桜
町

地
区

)
総

括
図

(参
考

図
)、

用
途

地
域

図
、

容
積

率
現

況
図

開
示

3
/
1
8

3
/
1
9

91
4

3/
14

花
岡

山
中

腹
･春

日
○

丁
目

･地
域

包
括

ｹ
ｱ

･○
○

･新
築

工
事

･に
於

け
る

重
機

使
用

等
に

伴
う

(騒
音

･振
動

･等
)に

対
す

る
届

け
出

書
一

式
の

開
示

請
求

。

環
境

局
環

境
政

策
課

花
岡

山
中

腹
･春

日
○

丁
目

･地
域

包
括

ｹ
ｱ

･○
○

･新
築

工
事

･に
於

け
る

重
機

使
用

等
に

伴
う

(騒
音

･振
動

･等
)に

対
す

る
届

け
書

等
一

式
の

開
示

請
求

。
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

3
/
1
9

4
/
2

91
5

3/
14

○
｢熊

本
駅

周
辺

開
発

推
進

協
議

会
勉

強
会

｣が
平

成
26

年
2月

22
日

(土
)1

4:
30

～
か

ら
開

催
さ

れ
た

が
、

こ
の

事
に

つ
い

て
以

下
の

開
示

請
求

。
1.

当
課

等
出

席
者

･役
職

氏
名

･の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2.

説
明

資
料

等
と

し
て

配
布

し
た

資
料

一
式

と
ｽ
ﾗ
ｲ
ﾄﾞ

等
で

説
明

し
た

場
合

は
、

そ
の

ｺ
ﾏ

(ｶ
ﾗ
ｰ

)の
開

示
請

求
。

3.
そ

の
時

の
会

議
録

･質
疑

応
答

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

市
･熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
に

係
る

も
の

。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

1.
当

課
出

席
者

、
役

職
氏

名
の

わ
か

る
資

料
等

3.
そ

の
と

き
の

会
議

録
、

質
疑

応
答

等
の

わ
か

る
資

料
等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

3
/
1
9

4
/
2

2.
説

明
資

料
等

と
し

て
配

布
し

た
資

料
一

式
と

ｽ
ﾗ
ｲ
ﾄﾞ

等
で

説
明

し
た

場
合

は
、

そ
の

ｺ
ﾏ

(ｶ
ﾗ
ｰ

)
開

示
3
/
1
9

91
6

3/
14

○
｢熊

本
駅

周
辺

開
発

推
進

協
議

会
勉

強
会

｣が
平

成
26

年
2月

22
日

(土
)1

4:
30

～
か

ら
開

催
さ

れ
た

が
、

こ
の

事
に

つ
い

て
以

下
の

開
示

請
求

。
1.

当
課

等
出

席
者

･役
職

氏
名

･の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2.

説
明

資
料

等
と

し
て

配
布

し
た

資
料

一
式

と
ｽ
ﾗ
ｲ
ﾄﾞ

等
で

説
明

し
た

場
合

は
、

そ
の

ｺ
ﾏ

(ｶ
ﾗ
ｰ

)の
開

示
請

求
。

3.
そ

の
時

の
会

議
録

･質
疑

応
答

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

市
･企

画
課

に
係

る
も

の
。

企
画

振
興

局
企

画
課

平
成

26
年

2月
22

日
(土

)1
4:

30
～

開
催

の
｢熊

本
駅

周
辺

開
発

推
進

協
議

会
 勉

強
会

｣に
お

け
る

、
1.

当
課

等
出

席
者

･役
職

氏
名

の
わ

か
る

資
料

2.
説

明
資

料
等

と
し

て
配

布
し

た
資

料
一

式
と

ｽ
ﾗ
ｲ
ﾄﾞ

等
で

説
明

し
た

場
合

は
、

そ
の

ｺ
ﾏ

(ｶ
ﾗ
ｰ

)
3.

そ
の

時
の

会
議

録
･質

疑
応

答
等

の
わ

か
る

資
料

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

3
/
1
8

4
/
2

91
7

3/
14

工
事

名
 都

市
計

画
事

業
東

部
汚

水
第

35
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
24

工
区

)第
3回

変
更

契
約

分
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

35
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
24

工
区

)の
金

入
り

設
計

書
(第

3回
変

更
契

約
分

)
開

示
3
/
1
9

3
/
2
7

91
8

3/
14

道
路

位
置

指
定

S5
8-

06
8-

02
白

黒

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

S5
8-

06
8-

02
開

示
3
/
1
8

4
/
8

-207-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

91
9

3/
14

熊
本

市
に

お
け

る
食

品
衛

生
法

に
基

づ
く

許
可

業
種

全
て

の
施

設
一

覧
平

成
25

年
4月

1日
か

ら
平

成
26

年
2月

28
日

の
間

に
新

規
で

許
可

を
受

け
た

全
業

種
の

施
設

全
て

(既
に

廃
業

し
て

い
る

施
設

は
除

く
)

〈項
目

〉
C

D
-R

郵
送

希
望

店
名

、
店

住
所

、
店

電
話

番
号

、
申

請
者

名
(申

請
者

が
法

人
の

場
合

は
、

法
人

住
所

･法
人

電
話

番
号

･法
人

代
表

者
名

)、
許

可
日

、
許

可
満

了
日

、
業

種
、

業
態

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

熊
本

市
に

お
け

る
食

品
衛

生
法

に
基

づ
く

許
可

業
種

全
て

の
施

設
一

覧
平

成
25

年
4月

1日
か

ら
平

成
26

年
2月

28
の

間
に

新
規

で
許

可
を

受
け

た
施

設
項

目
:屋

号
、

営
業

所
住

所
、

営
業

所
電

話
番

号
、

申
請

者
名

(法
人

の
場

合
は

、
法

人
の

住
所

、
電

話
番

号
、

代
表

者
名

)、
許

可
日

、
許

可
満

了
日

、
業

種
※

既
に

廃
業

し
て

い
る

施
設

を
除

く
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

26
年

3月
18

日
 1

6:
3
0

開
示

3
/
2
4

3
/
3
1

郵
送

92
0

3/
14

H
12

.0
0-

51
8の

道
路

判
定

資
料

(ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

H
12

.0
0-

51
8の

道
路

判
定

資
料

(ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
8

3
/
1
8

92
1

3/
16

【地
域

】熊
本

市
内

【対
象

】2
01

4年
02

月
01

日
～

20
14

年
02

月
28

日
に

新
規

許
可

を
と

っ
た

飲
食

店
施

設
(固

定
店

舗
を

持
た

な
い

臨
時

営
業

、
自

動
販

売
機

、
移

動
販

売
、

露
店

を
除

く
)

【内
容

】屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

者
氏

名
(法

人
の

場
合

は
代

表
者

氏
名

も
)、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

業
種

(種
目

)
【提

供
方

法
】E

-m
ai

l(
○

○
@

gm
ai

l.
co

m
宛

)に
E
xc

el
ﾌ
ｧ
ｲ

ﾙ
を

添
付

し
て

の
送

付
を

希
望

。
E
m

ai
lが

不
可

で
あ

れ
ば

C
D

-R
に

E
xc

el
形

式
で

格
納

し
て

の
郵

送
を

希
望

。
C

D
-R

が
不

可
で

あ
れ

ば
紙

の
写

し
を

郵
送

で
送

付
希

望
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

26
年

2月
1日

～
平

成
26

年
2月

28
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(固
定

店
舗

を
持

た
な

い
臨

時
営

業
、

自
動

販
売

機
、

移
動

販
売

、
露

店
を

除
く

) 
計

60
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

者
氏

名
(法

人
の

場
合

は
代

表
所

氏
名

含
む

)、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
業

種
(種

目
)

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
26

年
3月

5日
 1

3:
00

開
示

3
/
2
5

4
/
2

郵
送

92
2

3/
17

平
成

25
年

度
公

共
施

設
等

樹
木

害
虫

駆
除

委
託

に
お

け
る

入
札

仕
様

書

環
境

局
緑

保
全

課

平
成

25
年

度
公

共
施

設
等

樹
木

害
虫

駆
除

委
託

に
お

け
る

入
札

仕
様

書
開

示
3
/
2
4

3
/
2
4

閲
覧

92
3

3/
17

㈱
○

○
が

届
出

を
行

っ
た

、
熊

本
市

中
央

区
南

千
反

畑
町

○
番

○
に

建
築

中
の

13
階

賃
貸

ﾏ
ﾝ

ｼ
ｮﾝ

の
建

築
計

画
届

出
書

の
開

示
を

請
求

し
ま

す
。

○
開

示
請

求
す

る
文

書
建

築
計

画
届

出
書

(近
隣

住
民

へ
の

説
明

会
等

の
経

過
報

告
)

建
築

用
途

:1
3階

建
協

働
住

宅
(賃

貸
)

建
築

場
所

:熊
本

市
中

央
区

南
千

反
畑

町
○

番
○

建
築

主
:㈱

○
○

施
工

者
:○

○
㈱

工
事

期
間

:平
成

26
年

3月
3日

～
平

成
27

年
3月

7日
予

定

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

(仮
称

)南
千

反
畑

町
M

新
築

工
事

に
お

け
る

建
築

計
画

届
出

書
(近

隣
住

民
へ

の
説

明
会

等
の

経
過

報
告

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2
4

3
/
2
5

92
4

3/
17

位
置

指
定

道
路

の
資

料
(ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
)

S4
3-

52
6

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

の
資

料
(ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
)

S4
3-

52
6

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
9

3
/
1
9

-208-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

92
5

3/
17

●
花

岡
山

中
腹

･春
日

○
丁

目
･地

域
包

括
ｹ

ｱ
･○

○
･新

築
工

事
･(

建
築

基
準

法
･確

認
年

月
日

平
成

25
年

8月
31

日
･市

建
第

25
00

61
号

･建
築

主
医

療
法

人
社

団
理

事
長

○
○

･有
限

会
社

○
○

代
表

取
締

役
○

○
･工

事
施

行
者

株
式

会
社

○
○

代
表

取
締

役
○

○
･)

に
於

け
る

以
下

の
熊

本
市

市
政

執
行

に
つ

い
て

の
開

示
請

求
。

1.
建

築
許

可
書

等
一

式
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2.
敷

地
内

に
L
P
G

ﾀ
ﾝ

ｸ
(容

量
1t

)の
建

設
許

可
書

等
一

式
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3.
建

築
許

可
書

等
の

開
示

請
求

執
行

に
依

っ
て

、
過

去
か

ら
現

在
ま

で
に

重
大

な
事

故
等

が
発

生
し

た
事

例
が

あ
れ

ば
、

そ
の

事
例

等
の

わ
か

る
資

料
の

開
示

請
求

。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

●
花

岡
山

中
腹

･春
日

○
丁

目
･地

域
包

括
ｹ

ｱ
･○

○
･新

築
工

事
･(

建
築

基
準

法
･確

認
年

月
日

平
成

25
年

8月
3
1

日
･市

建
第

25
00

61
号

･建
築

主
医

療
法

人
社

団
理

事
長

○
○

･有
限

会
社

○
○

代
表

取
締

役
○

○
･工

事
施

行
者

株
式

会
社

○
○

代
表

取
締

役
○

○
･)

に
於

け
る

以
下

の
熊

本
市

市
政

執
行

に
つ

い
て

の
開

示
請

求
。

1.
建

築
許

可
書

等
一

式
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

不
開

示

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

3
/
2
0

2.
敷

地
内

に
L
P
G

ﾀ
ﾝ

ｸ
(容

量
1ｔ

)の
建

築
許

可
書

等
一

式
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3.
建

築
許

可
書

等
の

開
示

請
求

執
行

に
依

っ
て

、
過

去
か

ら
現

在
ま

で
に

重
大

な
事

故
等

が
発

生
し

た
事

例
が

あ
れ

ば
、

そ
の

事
例

等
の

わ
か

る
資

料
の

開
示

請
求

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

3
/
2
0

92
6

3/
17

●
花

岡
山

中
腹

･春
日

○
丁

目
･地

域
包

括
ｹ

ｱ
･○

○
･新

築
工

事
･(

建
築

基
準

法
･確

認
年

月
日

平
成

25
年

8月
31

日
･市

建
第

25
00

61
号

･建
築

主
医

療
法

人
社

団
理

事
長

○
○

･有
限

会
社

○
○

代
表

取
締

役
○

○
･工

事
施

行
者

株
式

会
社

○
○

代
表

取
締

役
○

○
･)

に
於

け
る

以
下

の
熊

本
市

市
政

執
行

に
つ

い
て

の
開

示
請

求
。

1.
建

設
敷

地
内

･新
設

･の
L
P
G

ﾀ
ﾝ

ｸ
(容

量
1t

)に
対

す
る

建
築

許
可

書
等

一
式

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2.

L
P
G

ﾀ
ﾝ

ｸ
(容

量
1t

)新
設

に
伴

う
関

係
す

る
消

防
法

規
定

等
･危

険
物

設
置

条
例

等
に

関
連

す
る

そ
こ

だ
け

が
わ

か
る

条
例

等
の

開
示

請
求

。
3.

熊
本

市
政

執
行

に
於

て
、

過
去

に
L
P
G

ﾀ
ﾝ

ｸ
(容

量
1t

)新
設

許
可

書
を

発
行

執
行

し
、

新
設

さ
せ

た
場

所
の

住
所

所
在

地
番

地
等

の
わ

か
る

資
料

等
(三

ヶ
所

程
度

)の
開

示
請

求
。

消
防

局
総

務
課

○
○

敷
地

内
の

L
P
G

ﾀ
ﾝ

ｸ
(容

量
1t

)に
対

す
る

建
築

許
可

書
一

式

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

3
/
3
1

･L
P
G

ﾀ
ﾝ

ｸ
(容

量
1t

)を
新

設
す

る
際

に
関

係
す

る
法

令
等

･熊
本

市
に

お
い

て
L
P
G

ﾀ
ﾝ

ｸ
(容

量
1t

)を
設

置
し

て
い

る
対

象
物

(3
箇

所
)の

住
所

等
開

示
3
/
3
1

4
/
2

92
7

3/
17

平
成

25
年

1月
24

日
開

札
上

下
水

道
局

管
路

維
持

課
公

共
下

水
道

管
渠

更
生

工
事

(1
11

工
区

)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

公
共

下
水

道
管

渠
更

生
工

事
(1

11
工

区
)の

金
入

設
計

書

開
示

3
/
2
0

3
/
2
6

-209-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

92
8

3/
17

■
○

○
 熊

本
市

民
病

院
○

○
科

部
長

･○
○

長
の

寄
付

金
、

受
託

研
究

、
共

同
研

究
な

ど
(そ

の
他

の
研

究
費

が
あ

れ
ば

そ
れ

も
含

む
)や

、
｢寄

附
講

座
｣｢

共
同

研
究

講
座

｣｢
一

般
の

寄
附

｣な
ど

(そ
の

他
の

寄
付

が
あ

れ
ば

そ
れ

も
含

む
)に

つ
い

て
記

し
た

文
書

(寄
付

や
契

約
の

相
手

方
、

研
究

者
名

、
研

究
題

目
、

金
額

の
分

か
る

も
の

)。
(期

間
は

可
能

な
限

り
全

て
)

■
○

○
 熊

本
市

民
病

院
○

○
科

部
長

･○
○

長
の

、
兼

業
に

つ
い

て
詳

細
を

記
載

し
た

文
書

(期
間

は
可

能
な

限
り

全
て

)

病
院

局
市

民
病

院
総

務
課

○
○

 熊
本

市
民

病
院

 ○
○

科
長

･○
○

長
の

寄
付

金
、

受
託

研
究

、
共

同
研

究
な

ど
(そ

の
他

の
研

究
費

が
あ

れ
ば

そ
れ

も
含

む
)や

、
｢寄

附
講

座
｣｢

一
般

の
寄

附
｣な

ど
(そ

の
他

の
寄

付
が

あ
れ

ば
そ

れ
も

含
む

)に
つ

い
て

記
し

た
文

書
(寄

付
や

契
約

の
相

手
方

、
研

究
者

名
、

研
究

題
日

、
金

額
の

分
か

る
も

の
)。

【開
示

文
書

】
･△

△
使

用
成

績
調

査
契

約
書

･治
験

契
約

書
(△

△
)

･製
造

販
売

後
調

査
委

託
契

約
書

(△
△

)
･製

造
販

売
後

調
査

実
施

契
約

書
(△

△
)

･製
造

販
売

後
調

査
等

契
約

書
(△

△
)

･臨
床

研
究

委
託

契
約

書
(△

△
)

･製
造

販
売

後
調

査
の

実
施

に
関

す
る

契
約

書
(△

△
)

開
示

3
/
2
7

3
/
3
0

郵
送

○
○

 熊
本

市
民

病
院

 ○
○

科
部

長
･○

○
長

の
兼

業
に

つ
い

て
詳

細
を

記
載

し
た

文
書

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

3
/
2
7

92
9

3/
18

道
路

判
定

の
書

類
 0

1-
06

8
P
.1

P
.2

区
域

図

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

の
書

類
 0

1-
06

8
P
.1

 P
.2

 区
域

図
開

示
3
/
1
9

3
/
1
9

93
0

3/
19

平
成

26
年

3月
12

日
開

札
･都

市
建

設
局

 鉄
道

高
架

関
連

整
備

室
都

市
計

画
道

路
 熊

本
駅

城
山

線
道

路
改

良
(そ

の
3)

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

都
市

計
画

道
路

熊
本

駅
城

山
線

道
路

改
良

(そ
の

3)
工

事
金

入
設

計
書

開
示

3
/
2
4

3
/
2
6

93
1

3/
19

平
成

26
年

3月
12

日
開

札
水

産
振

興
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

農
林

水
産

局
天

明
漁

港
水

産
生

産
基

盤
整

備
事

業
泊

地
航

路
浚

渫
工

事 上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

農
水

商
工

局
水

産
振

興
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

天
明

漁
港

水
産

生
産

基
盤

整
備

事
業

泊
地

航
路

浚
渫

工
事 の

金
入

設
計

書
開

示
3
/
2
4

3
/
2
6

93
2

3/
19

(食
堂

名
)○

○
申

請
者

の
氏

名
住

所
(氏

名
)を

知
り

た
い

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

(食
堂

名
)○

○
申

請
者

の
氏

名
、

住
所

を
知

り
た

い
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

26
年

3月
20

日
 1

4:
0
0

開
示

3
/
2
4

3
/
2
5

93
3

3/
20

市
道

池
田

1丁
目

4丁
目

第
1号

線
道

路
改

良
工

事
（そ

の
2） の

金
入

り
設

計
書

3月
6日

改
札

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

26
年

3月
6日

開
札

市
道

池
田

1丁
目

4丁
目

第
1号

線
道

路
改

良
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
設

計
書

開
示

3
/
2
5

3
/
2
5

93
4

3/
20

南
区

富
合

町
志

々
水

44
0番

地
付

近
φ

15
0･

50
粍

配
水

管
布

設
他

2件
工

事
（金

額
入

り
設

計
書

）設
計

変
更

分
東

区
江

津
1丁

目
33

番
地

付
近

φ
10

0･
75

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

（金
額

入
り

設
計

書
）

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･南
区

富
合

町
志

々
水

44
0番

地
付

近
φ

15
0･

50
粍

配
水

管
布

設
他

2件
工

事
(設

計
変

更
分

)
･東

区
江

津
1丁

目
33

番
地

付
近

φ
10

0･
75

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

3
/
2
8

4
/
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

93
5

3/
20

平
成

25
年

7月
24

日
改

札
上

下
水

道
局

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-5
)築

造
(管

渠
)工

事
(5

62
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-5
)築

造
(付

帯
)工

事
(6

02
工

区
)

上
記

2件
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-5
)築

造
(管

渠
)工

事
(5

62
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-5
)築

造
(付

帯
)工

事
(6

02
工

区
)

の
金

入
り

変
更

設
計

書

開
示

3
/
2
5

3
/
2
7

93
6

3/
24

･都
市

計
画

事
業

 城
南

町
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

水
処

理
増

設
(土

木
)工

事
(5

73
工

区
)の

発
注

用
設

計
書

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

城
南

町
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

水
処

理
増

設
(土

木
)工

事
(5

73
工

区
)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2
6

3
/
3
1

93
7

3/
24

市
立

小
･中

学
校

に
お

い
て

、
①

｢個
人

情
報

の
取

扱
い

｣
②

｢危
機

管
理

ﾏ
ﾆ

ｭ
ｱ

ﾙ
｣

③
休

日
出

勤
に

係
る

教
職

員
の

服
務

や
職

務
の

範
囲

な
ど

に
つ

い
て

言
及

し
て

い
る

文
書

④
防

犯
ｶ
ﾒ
ﾗ
の

設
置

時
期

(設
置

さ
れ

て
い

れ
ば

)と
各

学
校

内
の

設
置

場
所

⑤
臨

時
採

用
を

実
施

し
て

い
る

職
種

と
そ

の
採

用
方

法
か

ら
任

用
ま

で
の

一
連

の
流

れ
に

言
及

し
て

い
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

政
策

課

①
･個

人
情

報
保

護
事

務
の

手
引

　
 ･

熊
本

市
情

報
ｾ

ｷ
ｭ
ﾘﾃ

ｨ基
本

方
針

⑤
･別

紙
一

覧
の

と
お

り

開
示

4
/
7

4
/
2
5

93
8

3/
24

市
立

小
･中

学
校

に
お

い
て

、
①

｢個
人

情
報

の
取

扱
い

｣
②

｢危
機

管
理

ﾏ
ﾆ

ｭ
ｱ

ﾙ
｣

③
休

日
出

勤
に

係
る

教
職

員
の

服
務

や
職

務
の

範
囲

な
ど

に
つ

い
て

言
及

し
て

い
る

文
書

④
防

犯
ｶ
ﾒ
ﾗ
の

設
置

時
期

(設
置

さ
れ

て
い

れ
ば

)と
各

学
校

内
の

設
置

場
所

⑤
臨

時
採

用
を

実
施

し
て

い
る

職
種

と
そ

の
採

用
方

法
か

ら
任

用
ま

で
の

一
連

の
流

れ
に

言
及

し
て

い
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
務

課

⑤
･別

紙
一

覧
の

と
お

り

開
示

4
/
7

4
/
2
5

93
9

3/
24

市
立

小
･中

学
校

に
お

い
て

、
①

｢個
人

情
報

の
取

扱
い

｣
②

｢危
機

管
理

ﾏ
ﾆ

ｭ
ｱ

ﾙ
｣

③
休

日
出

勤
に

係
る

教
職

員
の

服
務

や
職

務
の

範
囲

な
ど

に
つ

い
て

言
及

し
て

い
る

文
書

④
防

犯
ｶ
ﾒ
ﾗ
の

設
置

時
期

(設
置

さ
れ

て
い

れ
ば

)と
各

学
校

内
の

設
置

場
所

⑤
臨

時
採

用
を

実
施

し
て

い
る

職
種

と
そ

の
採

用
方

法
か

ら
任

用
ま

で
の

一
連

の
流

れ
に

言
及

し
て

い
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
職

員
課

③
･熊

本
市

立
学

校
非

常
勤

講
師

等
配

置
要

綱
　

 ･
熊

本
市

立
富

合
小

中
一

貫
教

育
に

係
る

補
助

教
員

就
業

要
綱

　
　

･主
幹

教
諭

配
置

に
係

る
小

中
学

校
非

常
勤

講
師

の
任

用
等

に
関

す
る

要
綱

　
　

･小
学

校
に

お
け

る
妊

娠
中

の
教

員
の

体
育

実
技

指
導

に
係

る
非

常
勤

講
師

の
任

用
等

に
関

す
る

要
綱

　
　

･熊
本

市
立

学
校

及
び

幼
稚

園
に

勤
務

す
る

講
師

等
の

給
与

そ
の

他
の

勤
務

条
件

等
の

取
扱

い
に

関
す

る
要

綱 　
　

･教
職

員
の

産
前

休
暇

及
び

育
児

休
業

取
得

に
伴

う
事

務
引

継
ぎ

等
に

関
す

る
要

項
　

　
･熊

本
市

立
小

中
学

校
臨

時
的

任
用

職
員

の
勤

務
時

間
、

休
暇

等
取

扱
要

綱
⑤

･別
紙

一
覧

の
と

お
り

開
示

4
/
7

4
/
2
5

-211-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

94
0

3/
24

市
立

小
･中

学
校

に
お

い
て

、
①

｢個
人

情
報

の
取

扱
い

｣
②

｢危
機

管
理

ﾏ
ﾆ

ｭ
ｱ

ﾙ
｣

③
休

日
出

勤
に

係
る

教
職

員
の

服
務

や
職

務
の

範
囲

な
ど

に
つ

い
て

言
及

し
て

い
る

文
書

④
防

犯
ｶ
ﾒ
ﾗ
の

設
置

時
期

(設
置

さ
れ

て
い

れ
ば

)と
各

学
校

内
の

設
置

場
所

⑤
臨

時
採

用
を

実
施

し
て

い
る

職
種

と
そ

の
採

用
方

法
か

ら
任

用
ま

で
の

一
連

の
流

れ
に

言
及

し
て

い
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

総
合

支
援

課

⑤
･別

紙
一

覧
の

と
お

り

開
示

4
/
7

4
/
2
5

94
1

3/
24

市
立

小
･中

学
校

に
お

い
て

、
①

｢個
人

情
報

の
取

扱
い

｣
②

｢危
機

管
理

ﾏ
ﾆ

ｭ
ｱ

ﾙ
｣

③
休

日
出

勤
に

係
る

教
職

員
の

服
務

や
職

務
の

範
囲

な
ど

に
つ

い
て

言
及

し
て

い
る

文
書

④
防

犯
ｶ
ﾒ
ﾗ
の

設
置

時
期

(設
置

さ
れ

て
い

れ
ば

)と
各

学
校

内
の

設
置

場
所

⑤
臨

時
採

用
を

実
施

し
て

い
る

職
種

と
そ

の
採

用
方

法
か

ら
任

用
ま

で
の

一
連

の
流

れ
に

言
及

し
て

い
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

健
康

教
育

課

②
･危

機
管

理
ﾏ

ﾆ
ｭ
ｱ

ﾙ
作

成
の

手
引

き
《改

訂
版

》
　

 ･
市

立
小

中
学

校
の

危
機

管
理

ﾏ
ﾆ

ｭ
ｱ

ﾙ
⑤

･別
紙

一
覧

の
と

お
り

開
示

4
/
7

4
/
2
5

市
立

小
･中

学
校

に
お

い
て

、
④

防
犯

ｶ
ﾒ
ﾗ
の

設
置

時
期

(設
置

さ
れ

て
い

れ
ば

)と
、

各
学

校
内

の
設

置
場

所
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

4
/
7

94
2

3/
24

市
立

小
･中

学
校

に
お

い
て

、
①

｢個
人

情
報

の
取

扱
い

｣
②

｢危
機

管
理

ﾏ
ﾆ

ｭ
ｱ

ﾙ
｣

③
休

日
出

勤
に

係
る

教
職

員
の

服
務

や
職

務
の

範
囲

な
ど

に
つ

い
て

言
及

し
て

い
る

文
書

④
防

犯
ｶ
ﾒ
ﾗ
の

設
置

時
期

(設
置

さ
れ

て
い

れ
ば

)と
各

学
校

内
の

設
置

場
所

⑤
臨

時
採

用
を

実
施

し
て

い
る

職
種

と
そ

の
採

用
方

法
か

ら
任

用
ま

で
の

一
連

の
流

れ
に

言
及

し
て

い
る

文
書

教
育

委
員

会
事

務
局

指
導

課

⑤
･別

紙
一

覧
の

と
お

り

開
示

4
/
7

4
/
2
5

94
3

3/
24

道
路

位
置

指
定

台
帳

S4
3年

6月
6日

 第
19

0号
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

、
白

黒
は

白
黒

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

台
帳

 S
43

年
6月

6日
第

19
0号

 ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

、
自

黒
は

自
黒

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
5

3
/
2
7

94
4

3/
24

S4
5-

26
3の

道
路

位
置

指
定

の
資

料
(ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

S4
5-

26
3の

道
路

位
置

指
定

の
資

料
(ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
)

開
示

3
/
2
5

3
/
3
1

94
5

3/
24

平
成

25
年

10
月

30
日

開
札

上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 東

部
処

理
区

雨
水

吐
貯

留
管

(E
-8

)築
造

工
事

(5
74

工
区

)
上

設
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

東
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(E

-8
)築

造
工

事
(5

74
工

区
)

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

開
示

3
/
2
6

3
/
2
7

94
6

3/
24

大
気

汚
染

防
止

法
に

基
づ

く
、

産
業

廃
棄

物
焼

却
炉

の
設

置
者

氏
名

お
よ

び
設

置
場

所
住

所
な

ら
び

に
連

絡
先

環
境

局
環

境
政

策
課

大
気

汚
染

防
止

法
に

基
づ

く
、

廃
棄

物
焼

却
炉

の
設

置
者

氏
名

お
よ

び
設

置
場

所
な

ら
び

に
連

絡
先

開
示

3
/
2
8

4
/
4

94
7

3/
24

天
明

漁
港

水
産

生
産

基
盤

整
備

事
業

泊
地

航
路

浚
渫

工
事

の
金

入
り

設
計

書
。

内
訳

書
、

施
工

内
訳

、
ま

で
す

べ
て

お
願

い
し

ま
す

。

農
水

商
工

局
水

産
振

興
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

天
明

漁
港

水
産

生
産

基
盤

整
備

事
業

泊
地

航
路

浚
渫

工
事 の

金
入

設
計

書
開

示
3
/
3
1

4
/
3

-212-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

94
8

3/
24

国
道

57
号

線
(共

同
溝

)φ
50

0粍
配

管
hu

布
設

工
事

の
金

入
り

設
計

書
。

内
訳

書
、

施
工

内
訳

、
科

目
内

訳
ま

で
す

べ
て

お
願

い
し

ま
す

。
戸

島
送

水
場

小
水

力
発

電
設

備
φ

50
0･

15
0粍

配
水

管
布

設
工

事
ﾉ
金

入
り

設
計

書
。

内
訳

書
、

科
目

内
訳

、
施

工
内

訳
ま

で
す

べ
て

お
願

い
し

ま
す

。
南

区
富

合
町

木
原

57
6番

地
付

近
φ

30
0･

20
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

。
内

訳
書

、
科

目
内

訳
、

施
工

内
訳

ま
で

す
べ

て
お

願
い

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･国
道

57
号

線
(共

同
溝

)φ
50

0粍
配

水
管

布
設

工
事

･南
区

富
合

町
木

原
57

6番
地

付
近

φ
30

0･
20

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

･戸
島

送
水

場
小

水
力

発
電

施
設

φ
50

0･
15

0粍
配

水
管

布
設

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

3
/
2
7

4
/
3

閲
覧

94
9

3/
24

北
区

貢
町

12
45

番
付

近
φ

50
0･

30
0･

15
0粍

配
水

管
布

設
替

工
事

ﾉ
金

入
り

設
計

書
。

内
訳

書
、

科
目

内
訳

、
施

工
内

訳
ま

で
す

べ
て

お
願

い
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

北
区

貢
町

12
45

番
付

近
φ

50
0･

30
0･

15
0粍

配
水

管
布

設
替

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

3
/
2
7

4
/
3

95
0

3/
25

平
成

25
年

3月
12

日
開

札
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
主

要
地

方
道

 熊
本

田
原

坂
線

(植
木

町
轟

工
区

)舗
装

(補
修

)工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

主
要

地
方

道
 熊

本
田

原
坂

線
(植

木
町

轟
工

区
)舗

装
(補

修
)工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

。
開

示
4
/
1

4
/
8

95
1

3/
25

所
在

 西
区

池
上

町
字

大
石

崎
○

-△
周

辺
大

石
崎

土
地

区
画

整
理

事
業

 平
成

4年
～

平
成

8年
区

画
整

理
図

面
、

及
び

、
座

標
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

市
道

路
線

番
号

 ○
-△

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 ○
-△

 周
辺

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 ○
-△

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

所
在

 西
区

池
上

町
字

大
石

崎
○

-△
周

辺
大

石
崎

土
地

区
画

整
理

事
業

 平
成

4年
～

平
成

8年
区

画
整

理
図

面
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
/
3
1

3
/
3
1

所
在

 西
区

池
上

町
字

大
石

崎
○

-△
周

辺
大

石
崎

土
地

区
画

整
理

事
業

 平
成

4年
～

平
成

8年
座

標
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

3
/
3
1

3
/
3
1

95
2

3/
26

工
事

名
都

市
計

画
事

業
 中

部
汚

水
1号

幹
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

17
工

区
)

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

中
部

汚
水

1号
幹

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
17

工
区

)
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
開

示
3
/
3
1

4
/
1

95
3

3/
26

桃
尾

墓
園

拡
張

整
備

事
業

(墓
地

整
備

)工
事

金
入

り
設

計
書

(変
更

)
健

康
福

祉
子

ど
も

局
健

康
福

祉
政

策
課

桃
尾

墓
園

拡
張

整
備

事
業

(墓
地

整
備

)工
事

の
金

入
り

変
更

設
計

書
開

示
3
/
2
8

4
/
4

95
4

3/
27

平
成

25
年

度
高

卒
試

験
の

、
事

務
職

、
学

校
事

務
、

消
防

士
、

救
命

士
、

土
木

職
の

、
1次

合
格

最
低

点
、

及
び

、
2次

合
格

最
低

点
に

つ
い

て
、

お
教

え
く

だ
さ

い
。

人
事

委
員

会
事

務
局

平
成

25
年

度
熊

本
市

職
員

採
用

試
験

(初
級

職
等

)に
係

る
文

書
次

の
職

種
の

第
1次

試
験

及
び

第
2次

試
験

の
合

格
者

最
低

点
事

務
職

、
学

校
事

務
職

、
技

術
職

(土
木

)、
初

級
消

防
職

、
初

級
消

防
職

(救
急

救
命

士
)

開
示

3
/
3
1

3
/
3
1

95
5

3/
27

飲
食

店
営

業
許

可
証

の
代

表
取

締
役

の
名

前
の

確
認

○
○

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

飲
食

店
 営

業
許

可
証

の
代

表
取

締
役

の
名

前
の

確
認

･○
○

開
示

4
/
4

閲
覧

不
要

95
6

3/
27

南
区

富
合

町
廻

江
･田

尻
間

(国
道

3号
)φ

10
0･

75
粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
(3

工
区

)の
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･南
区

富
合

町
廻

江
･田

尻
間

(国
道

3号
)φ

10
0・

75
粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
(3

工
区

)
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
3
/
3
1

4
/
1
1

-213-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

95
7

3/
27

・○
○

組
合

と
の

団
体

交
渉

の
記

録
。

団
体

の
要

望
が

分
か

る
記

録
。

男
女

共
生

に
係

る
部

分
が

わ
か

る
も

の
。

直
近

1年

総
務

局
人

事
課

取
り

下
げ

95
8

3/
27

・○
○

へ
の

団
体

補
助

金
。

及
び

実
績

報
告

、
事

業
報

告
書

、
決

算
書

(直
近

1年
分

)
南

区
役

所
城

南
総

合
出

張
所

城
南

ま
ち

づ
く

り
交

流
室

○
○

へ
の

団
体

補
助

金
。

実
績

報
告

(事
業

報
告

書
、

決
算

書
)

〈直
近

1年
分

〉
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
4
/
9

4
/
1
6

郵
送

95
9

3/
27

下
記

の
土

地
に

つ
い

て
、

○
○

よ
り

引
き

継
い

だ
資

料
、

引
継

書
、

ﾒ
ﾓ

等
熊

本
市

が
保

有
す

る
一

切
の

文
書

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
記

1 
所

在
 熊

本
市

北
区

龍
田

五
丁

目
　

地
番

 ○
番

△
　

地
目

 公
衆

用
道

路
　

地
積

 8
6㎡

2 
所

在
 熊

本
市

北
区

龍
田

五
丁

目
  

地
番

○
番

△
　

地
目

 宅
地

　
地

積
 2

95
.9

9㎡
3 

所
在

 熊
本

市
北

区
龍

田
五

丁
目

　
地

番
 ○

番
△

　
地

目
 畑

　
地

積
 3

70
㎡

4 
所

在
 熊

本
市

北
区

龍
田

五
丁

目
　

地
番

 ○
番

△
　

地
目

 畑
　

地
積

 7
9㎡

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

以
上

都
市

建
設

局
住

宅
課

熊
本

市
北

区
龍

田
五

丁
目

○
番

△
(公

衆
用

道
路

)8
6㎡

、
○

番
△

(宅
地

)2
95

.9
9㎡

、
○

番
△

(畑
)3

70
㎡

、
○

番
△

(畑
)7

9㎡
の

土
地

に
つ

い
て

、
○

○
よ

り
引

き
継

い
だ

資
料

、
引

継
書

、
ﾒ
ﾓ

等
熊

本
市

が
保

有
す

る
一

切
の

文
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
8

4
/
1
0

96
0

3/
27

平
成

25
年

7月
3日

開
札

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

 工
務

課
主

要
地

方
道

 熊
本

玉
名

線
(岳

工
区

)道
路

改
良

工
事

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

主
要

地
方

道
熊

本
玉

名
線

(岳
工

区
)道

路
改

良
工

事
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

開
示

4
/
3

4
/
8

-214-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

96
1

3/
27

｢熊
本

県
生

活
環

境
の

保
全

に
関

す
る

条
例

｣に
基

づ
き

届
け

出
が

な
さ

れ
て

い
る

工
場

の
一

覧
情

報
(大

気
、

騒
音

に
関

す
る

も
の

)
○

一
覧

項
目

1.
社

名
(工

場
名

)
2.

住
所

3.
業

種
4.

主
要

生
産

品
目

5.
届

出
年

月
日

6.
廃

止
年

月
日

･現
存

し
て

い
る

も
の

。
た

だ
し

、
6廃

止
年

月
日

に
つ

い
て

は
、

管
理

台
帳

に
記

載
(ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
が

残
っ

て
い

る
も

の
)が

あ
る

も
の

。
･各

項
目

に
つ

い
て

も
台

帳
に

記
載

が
あ

る
も

の

環
境

局
環

境
政

策
課

｢熊
本

県
生

活
環

境
の

保
全

等
に

関
す

る
条

例
｣に

基
づ

き
届

出
が

な
さ

れ
て

い
る

も
工

場
の

一
覧

情
報

(大
気

、
騒

音
に

関
す

る
も

の
)

○
一

覧
項

目
1.

社
名

(工
場

名
)

2.
住

所
3.

業
種

4.
主

要
生

産
品

目
5.

届
出

年
月

日
6.

廃
止

年
月

日

開
示

4
/
1
0

4
/
2
1

郵
送

96
2

3/
27

｢熊
本

県
生

活
環

境
の

保
全

に
関

す
る

条
例

｣に
基

づ
き

届
け

出
が

な
さ

れ
て

い
る

工
場

の
一

覧
情

報
(水

質
に

関
す

る
も

の
)

○
一

覧
項

目
1.

社
名

(工
場

名
)

2.
住

所
3.

業
種

4.
主

要
生

産
品

目
5.

届
出

年
月

日
6.

廃
止

年
月

日
･現

存
し

て
い

る
も

の
。

た
だ

し
、

6廃
止

年
月

日
に

つ
い

て
は

、
管

理
台

帳
に

記
載

(ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
が

残
っ

て
い

る
も

の
)が

あ
る

も
の

。
･各

項
目

に
つ

い
て

も
台

帳
に

記
載

が
あ

る
も

の

環
境

局
水

保
全

課

｢熊
本

県
生

活
環

境
の

保
全

等
に

関
す

る
条

例
｣に

基
づ

き
届

出
さ

れ
て

い
る

指
定

工
場

の
一

覧
(水

質
に

関
す

る
も

の
)

･指
定

工
場

名
･所

在
地

･届
出

年
月

日

開
示

4
/
2

4
/
2
1

郵
送

96
3

3/
27

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:2
01

4年
2月

27
日

よ
り

20
14

年
3月

28
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

26
年

2月
27

日
～

平
成

26
年

3月
28

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

申
請

を
行

っ
た

飲
食

店
一

覧
(移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
) 

計
10

0件
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

所
電

話
番

号
※

開
示

情
報

取
り

出
し

目
時

:平
成

26
年

3月
31

日
 1

3:
3
0

開
示

4
/
2

4
/
4

96
4

3/
27

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
01

4年
2月

27
日

よ
り

20
14

年
3月

28
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

26
年

2月
27

日
か

ら
平

成
26

年
3月

28
日

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
理

容
所

、
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 

施
設

の
名

称
、

所
在

地
、

電
話

番
号

、
開

設
者

の
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

4
/
2

4
/
4

-215-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

96
5

3/
31

●
期

間
 2

6年
3月

1日
～

26
年

3月
31

日
●

屋
号

●
住

所
●

申
請

者
電

話
番

号
●

許
可

日
飲

食
店

営
業

施
設

(仮
設

、
臨

時
、

自
販

機
を

除
く

)
熊

本
市

の
み

新
規

申
請

が
あ

っ
た

も
の

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

26
年

3月
1日

～
平

成
26

年
3月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
臨

時
、

自
販

機
を

除
く

)
計

93
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

申
請

者
氏

名
、

許
可

日
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

26
年

4月
1日

 1
5:

00

開
示

4
/
3

4
/
8

96
6

3/
31

平
成

26
年

3月
19

日
開

札
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)和

泉
4号

跨
道

橋
下

部
工

(A
1、

A
2)

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)和
泉

4号
跨

道
橋

下
部

工
(A

l,
A

2)
工

事
(金

入
設

計
書

)
開

示
4
/
2

4
/
3

96
7

3/
31

●
南

区
城

南
町

東
阿

高
φ

20
0･

15
0･

10
0粍

配
水

管
布

設
工

事
(2

工
区

)
●

麻
生

田
送

水
場

補
給

水
管

布
設

他
1件

工
事

●
南

区
十

禅
寺

2丁
目

7番
付

近
φ

10
0･

75
粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
上

記
工

事
の

金
入

り
内

訳
書

(工
種

明
細

表
及

び
科

目
内

訳
表

)
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(変
更

契
約

前
の

当
初

の
設

計
)

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

南
区

城
南

町
東

阿
高

φ
20

0･
15

0･
10

0粍
配

水
管

布
設

工
事

(2
工

区
)

麻
生

田
送

水
場

補
給

水
管

布
設

他
1件

工
事

南
区

十
禅

寺
2丁

目
7番

付
近

φ
10

0･
75

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

上
記

工
事

の
金

入
り

内
訳

書
(工

種
明

細
表

及
び

科
目

内
訳

表
)

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
(変

更
契

約
前

の
当

初
の

設
計

)

開
示

4
/
7

4
/
1
0

96
8

3/
31

位
置

指
定

台
帳

 S
39

-0
84

(昭
和

39
年

6月
19

日
)

申
請

者
 熊

本
市

河
原

町
○

番
地

 ○
○

株
式

会
社

　
取

締
役

社
長

○
○

(ｲ
)-

(ﾛ
)4

.0
M

 2
2.

3M
 寺

原
町

○
番

地
/(

ﾛ
)-

(ﾊ
)4

.0
M

 1
6.

9M
 寺

原
町

○
番

地
道

路
判

定
台

帳
08

年
第

25
2号

(平
成

20
年

8月
13

日
決

裁
)

申
請

者
 熊

本
市

清
水

本
町

○
-△

 ○
○

ｲ
 ○

番
△

地
先

～
○

番
△

地
先

 B
-1

ﾛ
 ○

番
地

先
～

○
番

地
先

 E

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

台
帳

 S
39

-0
84
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

1 4/3 熊本市立小学校からの事故報告書
開示

教育委員会
事務局
指導課

4/15 4/17

2 4/3 火災原因判定証と火災損害調査書
一部開示 6号　第三者情報

消防局
総務課

4/17 4/22

3 4/5 東部環境工場の事故報告書及び事故にかかわる
顛末書

一部開示

3号　行政運営情報
4号　公共の安全情
報
6号　第三者情報

環境局
東部環境工
場 4/10 4/17

4 4/10 熊本市中央区水前寺3丁目の土地に関する
1.建築に関する各種申請書等(○○名義にかかわ
るもの)

不存在 第18条　第2項
都市建設局
建築指導課 4/16

5 4/10 熊本市中央区水前寺3丁目の土地に関する
2.上、下水道敷設に関する各種申請書等
①排水設備工事完了届(○○名義○○名義のもの)
②排水設備工事検査済証(○○名義)
③公共下水道使用届(○○名義･○○名義のもの)
④給水装置工事申込書･指定給水装置工事業者
工事施行許可申請書(○○名義･○○名義のもの)
⑤上記④にかかわる許可証(○○名義･○○名義の
もの)
⑥○○名義のものが他にあればその写し

一部開示 6号　第三者情報

上下水道局
給排水設備
課

4/17 4/18

6 4/10 平成23年4月10日から平成25年4月9日までの私の
印鑑登録証明書交付申請書

不存在 第18条　第2項
企画振興局
区政推進課

4/23

7 4/12 平成20年1月より24年3月までの生活保護費の福祉
部長名の支給決定通知内容及び支給実施内容(支
給の年月日、振込先、金額、内容)

開示
中央区役所
保護課 4/26 5/9

8 4/18 亡父の印かん登録をしなおした時の関係書類
不存在 第18条　第2項

企画振興局
区政推進課

5/1

9 4/22 平成25年4月8日から平成25年4月21日までの私の
印鑑登録証明書交付申請書

不存在 第18条　第2項
企画振興局
区政推進課

5/1

10 4/24 私の印鑑証明の発行履歴
一部開示 6号　第三者情報

企画振興局
区政推進課

5/8 5/8

11 4/24 私の印鑑証明の発行履歴(旧姓分も含む)
一部開示 6号　第三者情報

企画振興局
区政推進課

5/8 5/8

12 4/25 平成25年4月1日から平成25年4月25日までの私の
印鑑登録証明書交付申請書

開示
企画振興局
区政推進課

5/9 5/13

13 4/26 平成25年3月8日から平成25年4月25日までの私の
印鑑登録証明書交付申請書

不存在 第18条　第2項
企画振興局
区政推進課

5/10

14 5/17 子ども･子育て会議公募委員2次選考審査で審査
項目の審査員がつけた点数がわかるもの。開示で
きなければ合算した点数、審員委員の名前･役職
名

一部開示 6号　第三者情報

健康福祉子ど
も局
子ども支援課 5/24 5/31

15 5/23 平成25年1月16日から平成25年5月17日までの
私の住民票関係請求書

開示
企画振興局
区政推進課

5/24 5/24

16 5/27 平成24年3月1日から平成25年2月28日までの
･私の住民票関係請求書
世帯主:○○○○
郵便による請求書も含む。

一部開示 6号　第三者情報

企画振興局
区政推進課

5/31 5/31

17 5/27 平成24年3月1日から平成25年28日までの私の戸
籍関係請求書(戸籍附票)

不存在 第18条　第2項
企画振興局
区政推進課

5/31

18 6/3 自立支援医療手帳の継続に伴い、障害者手帳が
交付された際に提出した診断書

開示

健康福祉子ど
も局
こころの健康
ｾﾝﾀｰ

6/6 6/7

19 6/11 平成24年4月1日から平成25年6月11日までの私の
住民票関係請求書

不存在 第18条　第2項
企画振興局
区政推進課

6/17

20 6/19 平成22年4月1日から平成25年6月18日までの私の
戸籍関係請求書(全部事項証明書･個人事項証明
書･戸籍附票)

一部開示 6号　第三者情報
企画振興局
区政推進課 7/3

7/5
郵送

21 6/19 ･亡母の介護認定を受けた月日、内容のわかる書
類
･介護認定を受けた機関の調査票、認定情報、主
治医意見書

不開示
2号　評価・診断等
情報

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

7/3

一部開示
2号　評価・診断等
情報

7/3 7/4

平　成　２５　年　度　個　人　情　報　開　示　請　求　一　覧
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

22 7/1 熊本市中央区黒髪4丁目○地番、○地番と熊本市
道の境界が確認出来る文書一式

一部開示 6号　第三者情報

都市建設局
北部土木ｾﾝ
ﾀｰ
総務課

7/9 7/11

23 7/2 福祉課関係全般で使用されるHAWﾈｯﾄと名称され
ているﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに記録された私の個人情報すべ
て

一部開示 6号　第三者情報
南区役所
保健子ども課 7/16

7/20
郵送

24 7/4 平成22年4月1日から平成25年7月4日までの私の
戸籍関係請求書(全部事項証明書･個人事項証明
書･戸籍附票)

開示
企画振興局
区政推進課 7/18

25 7/4 平成23年4月1日から平成25年7月4日までの私の
印鑑登録証明書交付申請書、亡父・母の分も

開示
企画振興局
区政推進課

7/18

26 7/5 ﾎﾃﾙでの火災速報、火災報告書
一部開示 6号　第三者情報

消防局
総務課

7/16 7/16

27 7/8 対象課 児童相談所
2011年10月24日～2012年1月末日までの子供の病
状や様子が判る個人情報のすべて(入院中だった
ので経過で判るよう記してあると思います)

一部開示

2号　評価・診断等
情報
3号　行政運営情報
6号　第三者情報

健康福祉子ど
も局
児童相談所 7/22

7/27
郵送

28 7/10 平成25年5月1日から平成25年7月9日までの
･私の住民票関係請求書
世帯主:○○○○
郵便による請求も含む。

不存在 第18条　第2項

企画振興局
区政推進課

7/24

29 7/12 亡○○○○に対し熊本市が支払った高額介護ｻｰ
ﾋﾞｽ費の支給額及び支給口座のわかる書類

開示

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

7/16 7/16

30 7/17 平成25年3月1日から平成25年7月10日までの私の
市県民税(所得･課税)証明交付申請書(委任状含
む)

不存在 第18条　第2項
財政局
中央税務課 7/29

31 7/18 平成25年5月11日から平成25年6月30日までの住
民票の除票(○○○○分)
平成25年5月11日から平成25年6月30日までの戸
籍謄本の附票(○○○○分)

不存在 第18条　第2項

企画振興局
区政推進課

7/24

32 7/22 平成25年5月1日から平成25年7月22日までの
･私の戸籍関係請求書
(全部事項証明書･個人事項証明書)
本籍:熊本市南区内田町○－△
筆頭者:○○○○

不存在 第18条　第2項

企画振興局
区政推進課

8/5

33 7/22 平成23年4月1日から平成25年7月22日までの私の
印鑑登録証明書交付申請書
私の印鑑登録をした日が分る書類と印鑑登録番号
(№○○○○)かどうか。
印鑑登録を廃止した事がわかる書類。

開示

企画振興局
区政推進課

8/5 8/23

34 7/26 ･〇〇小学校第2学年の通知表にかかる｢評価基
準｣
※通知表の｢項目｣とその｢観点｣に対し、どのような
方法でそれを確認または把握するか(したか)を示す
もの
｢忘れ物、提出物、態度、発表、ﾉｰﾄ、実技を多面的
に評価｣とｸﾗｽだよりにあったか、このことについて、
･上記項目の評価に対する比重若しくは評価への
反映について示すもの
･私の各教科ごとの｢忘れ物、提出物、態度、発表、
ﾉｰﾄ、実技｣の結果詳細及びｸﾗｽ内での順位
･私の1学期に受けたﾃｽﾄ結果(音楽、図画工作、体
育を含む)
･その他、私の通知表の結果に至る根拠となるもの
全て

開示

教育委員会
事務局
指導課

8/8 8/12

一部開示 6号　第三者情報 8/8 8/12
不存在 第18条　第2項 8/8

35 7/29 私が連帯保証人となった母子寡婦福祉資金貸付
金の債務状況(現在の分)が分る書類
(債務者)○○○○の分

一部開示 6号　第三者情報
健康福祉子ど
も局
子ども支援課

7/31 8/1

36 8/2 熊本市中央区保護課が保有する、○○○○のｹｰｽ
記録、及び、医師の意見書一式。

一部開示 6号　第三者情報
中央区役所
保護課

8/15
8/19
郵送

不存在 第18条　第2項 8/15
37 8/5 対象課 南区役所保健子ども課

福祉課関係で使用されるHAWﾈｯﾄと称されるﾃﾞｰﾀ
ﾍﾞｰｽに記さいされた○○○○の個人情報のすべ
て

一部開示 6号　第三者情報

南区役所
保健子ども課

8/19
8/24
郵送
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

38 8/5 対象課 児童相談所 ○○○○のもので2011年8月
～10月末までの相談支援記録などの個人情報が
記さいされたものすべて
(HAWﾈｯﾄ上記さいのものをふくむ)

一部開示
5号　国等協力関係
情報

健康福祉子ど
も局
児童相談所 8/19

8/24
郵送

39 8/5 対象課(教育ｾﾝﾀｰ) 教育委員会総合支援課 教育
相談室
2009年1月から2009年12月末までで○○○○の個
人情報が、記さいされたものすべて

一部開示 6号　第三者情報

教育委員会
事務局
総合支援課
教育相談室

8/19
8/24
郵送

40 8/5 (教育ｾﾝﾀｰ)教育委員会総合支援課教育相談室
が、対象課で
2010年1月～2011年10月末までで○○○○の個人
情報が、記さいされたものすべて

不存在 第18条　第2項

教育委員会
事務局
総合支援課
教育相談室

8/19
8/24
郵送

41 8/5 平成23年9月1日から平成25年8月5日までの私の
印鑑登録証明書交付申請書

不存在 第18条　第2項
企画振興局
区政推進課

8/19

42 8/5 平成24年8月5日から平成25年8月5日までの
･私の住民票関係請求書
世帯主:○○○○
郵便による請求も含む。

開示

企画振興局
区政推進課

8/19

43 8/5 平成22年8月5日から平成25年8月5日までの
･私の戸籍関係請求書
(全部事項証明書･個人事項証明書･戸籍附票)
本籍:熊本市南区八幡6丁目△－×
筆頭者:○○○○

不存在 第18条　第2項

企画振興局
区政推進課

8/19

44 8/5 私の情報がある書類で
平成24年3月○日発生した事故報告書
(○○○○工事分) 開示

都市建設局
東部土木ｾﾝ
ﾀｰ
工務課

8/20 8/21

45 8/7 対象課 児童相談所
2012年5月1日～7月末日で、○○○○の個人情報
が、記さいされたものすべて。○○○○の様子、経
過が、判るものを含めたもの

一部開示

2号　評価・診断等
情報
3号　行政運営情報
6号　第三者情報

健康福祉子ど
も局
児童相談所 8/21

8/31
郵送

46 8/7 対象課 児童相談所
2012年5月1日～7月末日で○○○○の個人情報
が、記さいされたものすべて
(相談支援記録などを含めたもの)

一部開示

2号　評価・診断等
情報
3号　行政運営情報
6号　第三者情報

健康福祉子ど
も局
児童相談所 8/21

8/31
郵送

47 8/7 対象課 子供総合相談室(電話相談)
2012年4月1日～6月末日までの○○○○の個人情
報が、記さいされたものすべて(相談支援記録など)
(HAWﾈｯﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに記さいされたものを含む)

一部開示
2号　評価・診断等
情報
6号　第三者情報

健康福祉子ど
も局
子ども支援課
子ども総合相
談室

8/20
8/31
郵送

48 8/7 対象課 子供総合相談室(電話相談)
2012年7月1日～現在までの○○○○の個人情報
が、記さいされたものすべて(相談支援記録など)
(HAWﾈｯﾄﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ上に記さいされたものを含む)

一部開示
2号　評価・診断等
情報
6号　第三者情報

健康福祉子ど
も局
子ども支援課
子ども総合相
談室

8/20
8/31
郵送

49 8/7 ○○○○(M○.△.×生)分の特別養護老人ﾎｰﾑ〇
〇〇〇〇へ支払われた介護給付費
(H12～H15年まで) 開示

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

8/13 8/19

50 8/14 亡.○○○○(T.○.△.×)が平成22年7月～H23.12.
迄利用した、介護給付の内容を全て開示願いま
す。 開示

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

8/27 8/27

51 8/23 平成24年1月1日から平成24年12月31日までの
･私の戸籍関係請求書
(全部事項証明書･個人事項証明書･戸籍附票)
本籍:熊本市秋津町沼山津○△×
筆頭者:○○○○

一部開示 6号　第三者情報

企画振興局
区政推進課

9/11 9/11

52 9/2 平成24年4月1日から平成25年9月1日までの
･私の住民票関係請求書
世帯主:○○○○
郵便による請求も含む。

開示

企画振興局
区政推進課

9/13 9/17

一部開示 6号　第三者情報 9/13 9/17

不開示 3号　行政運営情報

53 9/3 平成24年4月1日から平成25年8月31日までの
･私の住民票関係請求書
世帯主:○○○○
郵便による請求も含む。

一部開示 6号　第三者情報

企画振興局
区政推進課

9/17
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

54 9/9 1月○日 熊本託麻台病院から国立病院機構熊本
医療ｾﾝﾀｰへ搬送の書類
亡○○○○分

開示
消防局
総務課 9/18 9/30

55 9/18 熊本市居住支援協議会との裁判で得た収入報告
に9月生活保護課に行ったさい、
平成23年裁判をするにあたり弁護士費用の件で係
長が示された当時の内容を書かれているところ、
平成23年2月のｹｰｽ記録で訴訟費用の負担に関す
るところ

一部開示 6号　第三者情報

中央区役所
保護課

10/1 4/2

56 9/19 被後見人である○○○○氏(○○○○　住所;熊本
市南区近見1丁目△－×、生年月日;昭和○年○
月○日)は、平成25年○月○日付で熊本市西区役
所において生活保護の受給申請をし、現在受給中
です。そこで生活保護受給の審査にあたり熊本市
で調査された結果判明した○○○○氏本人の
①金融資産に関する情報の一切(金融機関名及び
支店名、口座番号、預貯金の種類、預貯金残高、
保険会社名、保険の種類、保険の解約返戻金額
等)
②不動産資産に関する情報の一切
③年金に関する情報の一切(年金番号、年金の種
類、加入月数、加入時期)
④健康保険に関する情報の一切(保険証番号、健
康保険の種類等)
現在まだ調査中である場合には、今後判明した上
記に関する情報も開示願います

開示

南区役所
保護課

10/2 10/7

57 10/2 亡父 ○○○○と熊本市が〇〇ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ建
設のため売買した時契約書、
地番
熊本市〇〇町△△田○番
　　　　　〃　　　　　△番
　　　　　〃　　　　　×番

一部開示 6号　第三者情報

観光文化交
流局
ｽﾎﾟｰﾂ振興課

10/9 10/10

58 10/7 平成24年4月1日から平成25年10月5日までの
･私の住民票関係請求書
世帯主:○○○○
郵便による請求も含む。

一部開示 6号　第三者情報

企画振興局
区政推進課

10/21 10/21

59 10/7 平成22年4月1日から平成25年10月7日までの
･私の戸籍関係請求書
(全部事項証明書･個人事項証明書･戸籍附票)
本籍:熊本市西区城山大塘2丁目△－×
筆頭者:○○○○

開示

企画振興局
区政推進課

10/17 10/25

60 10/9 平成25年10月8日から平成25年10月9日までの私
の印鑑登録証明書交付申請書

不存在 第18条　第2項
企画振興局
区政推進課

10/11

61 10/15 介護認定取消し申請書(H25.○.○)
介護認定変更申請書(H25.○.○）
○○○○が行なった父(○○)の上記申請

開示
中央区役所
福祉課 10/25 10/30

62 10/15 平成23年4月1日から平成25年10月14日までの私
の印鑑登録証明書交付申請書

不存在 第18条　第2項
企画振興局
区政推進課

10/22

63 10/18 国保年金課(当時保険料収納課)において平成22
年3月頃～8月頃、私の個人情報の閲覧等があった
かどうか分かるもの
(H22.3.1～H22.8.31)

開示

健康福祉子ど
も局
国保年金課 10/29 11/1

64 11/1 5月26日の○○での転落事故について
その時の救急搬送についての書類
○○から日赤までの搬送

開示
消防局
総務課 11/13 11/20

65 11/1 国保年金課(当時保険料収納課)において平成22
年3月1日～8月31日、私の個人情報のﾃﾞｰﾀ閲覧等
(熊本市総合行政情報ｼｽﾃﾑ及び収納支援ｼｽﾃﾑ)
の画面の写し

開示

健康福祉子ど
も局
国保年金課 11/8

66 11/6 亡父 ○○○○の認定情報がわかる書類(平成24年
7月から先のぼって5年間がほしい)
熊本市住所中央区世安町○△× 開示

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

11/15 11/15

67 11/6 要介護認定結果通知書に係る認定結果要介護1の
審査判定に至る資料及び前回判定の要支援1認定
時の資料(両申請書を含む)

開示
南区役所
福祉課 11/18

11/25
郵送

68 11/8 平成25年8月1日から平成25年11月7日までの私の
印鑑登録証明書交付申請書

不存在 第18条　第2項
企画振興局
区政推進課

11/14
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

69 11/13 私が平成25年○月○日に申請しました地域生活支
援事業(移動支援事業)の審査･判定に系る関係書
類の開示をお願いします.対象児 ○○○○(平成○
年○月○日生)

開示

中央区役所
福祉課

11/20 11/26

70 11/18 〇〇〇発第○○号｢□□の内容及び△△△｣に記
載された内容での決定に至った理由、及び、同決
定に際し参考とされた資料の一切の開示をお願い
します。
又、請求者に対してなされた〇〇〇〇費の決定に
関し、平成15年から平成23年までの決定内容及
び、その決定に際し参考とされた資料の一切の開
示をお願いします。

開示

北区役所
福祉課

12/2
12/5
郵送

不存在 第18条　第2項 12/2
71 11/26 私が所有する〇〇の火災(平成○年○月○日)(楠7

丁目)に関する火災関係書類。
一部開示 6号　第三者情報

消防局
総務課

12/5 12/9

72 11/27 平成24年11月26日から平成25年11月26日までの
私の印鑑登録証明書交付申請書

不存在 第18条　第2項
企画振興局
区政推進課

12/3 12/3

73 12/3 平成25年2月1日から平成25年12月1日までの
･私の戸籍関係請求書
(全部事項証明書･個人事項証明書･戸籍附票)
本籍:熊本市東区戸島6丁目○△×
筆頭者:○○○○

不存在 第18条　第2項

企画振興局
区政推進課

12/13 12/13

74 12/3 平成25年2月1日から平成25年12月1日までの
･私の戸籍関係請求書
(全部事項証明書･個人事項証明書･戸籍附票)
本籍:熊本市東区戸島6丁目○△×
筆頭者:○○○○

不存在 第18条　第2項

企画振興局
区政推進課

12/13 12/13

74-2 12/12 平成22年11月はじめ
車火災の状況報告書
(火災原因判定書)
□□町○△× 車種○○

一部開示 6号　第三者情報

消防局
総務課

12/18 12/24

75 12/13 平成25年4月○日 ○時頃
私が、熊本市北区○○から熊本医療ｾﾝﾀｰへの搬
送された時の救急搬送報告書

一部開示 6号　第三者情報

消防局
総務課 12/26 1/7

76 12/13 平成25年4月○日 ○時頃
熊本市北区○○から熊本医療ｾﾝﾀｰへの搬送され
た時の通報記録

開示

消防局
総務課 12/16 1/7

77 12/24 私の子〇〇小学校5年生
○○○○分の指導要録の指導に関する記録と出
席簿
3年、4年、5年生分

開示

教育委員会
事務局
指導課 12/27 1/6

一部開示 6号　第三者情報 12/27 1/6
78 12/27 ・〇〇小学校第2学年の通知表にかかる｢評価基

準｣
※通知表の｢項目｣とその｢観点｣に対し、どのような
方法でそれを確認または把握するか(したか)を示す
もの
・私の各教科ごとの｢忘れ物、提出物、態度、発表、
ﾉｰﾄ、実技｣の結果詳細及びｸﾗｽ内での順位
・私の2学期に受けたﾃｽﾄ結果(音楽･図画工作･体
育を含む)
・その他私の通知表の結果に至る根拠となるもの全
て

開示

教育委員会
事務局
指導課

1/10 1/16

一部開示 6号　第三者情報 1/10 1/16
不存在 第18条　第2項 1/10

79 1/17 平成22年4月1日から平成26年1月15日までの
･私の戸籍関係請求書
(全部事項証明書･個人事項証明書･戸籍附票)
本籍:熊本市練兵町○△×番地
筆頭者:○○○○

不開示 6号　第三者情報

企画振興局
区政推進課

1/31

80 1/21 H20.7.1～H21.7.1
私の印かん証明書のりれき
熊本市北区楡木3丁目○－△

不存在 第18条　第2項
企画振興局
区政推進課 1/28

81 1/22 平成25年3月○日、○○自宅から熊本機能病院迄
私が搬送された記録(救急搬送報告書)

開示
消防局
総務課

2/4 2/7

82 1/23 平成25年10月3日から平成25年10月3日までの
･私の住民票関係請求書
世帯主:○○○○
郵便による請求も含む。

開示

企画振興局
区政推進課

1/28 1/30
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

83 2/10 平成25年11月1日から平成26年2月10日までの私
の印鑑登録証明書交付申請書

不存在 第18条　第2項
企画振興局
区政推進課

2/17

84 2/10 10月○日 熊本市西区二本木三丁目○－△
○○にて火災
火災判定証明書

不開示
5号　国等協力関係
情報

消防局
総務課 2/21 3/3

一部開示
5号　国等協力関係
情報
6号　第三者情報

2/21 3/3

85 3/5 ･受験番号(本人)のH26年度小･中学校教員採用選
考試験(第二次選考試験)の得点の詳細。
･｢論文｣｢実技･模擬授業｣｢集団討論｣｢個人面接｣
のそれぞれの採点結果をできるだけ詳しく。
また、評価項目。

開示

教育委員会
事務局
教職員課 3/18 3/19

不開示
2号　評価・診断等
情報

3/18

86 3/12 平成24年４月１日から平成26年3月12日までの私の
印鑑登録証明書交付申請書
･私が印鑑登録した年月日がわかるもの
紙またはﾃﾞｰﾀでかまいません

開示

企画振興局
区政推進課

3/18
3/25
郵送

87 3/12 私が所有する
熊本市新市街○－△
○○（マンション名）
ﾏﾝｼｮﾝ図面一式

開示

消防局
総務課

3/24 3/25

88 3/17 2014年〇月○日○時より△△△△△で行われた｢
平成25年度熊本市××××××について｣の陳述
における録音内容を全て開示して下さい。

開示

監査事務局

3/25

89 3/19 平成23年4月1日から平成26年3月19日までの私の
印鑑登録証明書交付申請書

開示
企画振興局
区政推進課

3/31 4/1

90 3/24 平成26年2月○日熊本市より神戸市へ転出した○
○○○の転出先神戸市住所をどのようにして長野
県松本市の弁護士△△△は知り得たのでしょうか?
○○は長野県→兵庫県→熊本市→神戸市と住所
を変えているが、弁護士は問い合わせを1ｺ1ｺの市
町村に問いあわせして、熊本→神戸市の住所をつ
きとめたのか?熊本市に△△弁護士が問いあわせ
をした形跡紙申請書がありますか?また熊本市は
(教えたとしたら仮に)なぜおしえたのでしょうか?開
示願います!弁護士に知ってもらいたくない情報で
す。個人情報保護違反です。

開示

企画振興局
区政推進課

3/31
4/16
郵送

91 3/25 ･通知表の｢項目｣とその｢観点｣に対し、どのような方
法でそれを確認、または、把握するか(したか)を示
すもの。
･各教科の｢提出物･態度･発表･ﾉｰﾄ･実技｣の結果
詳細及び3学期に受けたﾃｽﾄ結果(音楽･図画工作･
体育を含む)
〇〇小学校第2学年3学期の通知表にかかるもの。

開示

教育委員会
事務局
指導課

3/28 3/31

一部開示 6号　第三者情報 3/28 3/31
92 3/31 平成21年1月5日から平成21年2月28日までの私の

印鑑登録証明書交付申請書にかかる発行履歴が
判るもの

不存在 第18条　第2項
企画振興局
区政推進課 4/9
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情個審答申第１号   

平成２５年４月２６日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  江  藤   孝 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２３年４月１４日付け建指発第２１９号による下記の諮問について、別紙のとおり

答申します。 

 

記 

 

「平成２２年４月１日から平成２２年９月３０日に、熊本市が受理した建築計画概要書

（又は建築工事届）のうち、提出者本人の個人情報が特定される氏名、現住所、建築地等

を除いた項目について、情報公開を請求します。建築計画概要書（又は建築工事届）のう

ち個人情報が特定される項目を抜いた一覧表を出力させていただき、それを閲覧させてい

ただけないでしょうか。」という開示請求に伴う開示請求却下に対する異議申立てについ

て 

 

 

 

 

 

 

 

［ 諮問第５号 ］ 
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別 紙 

                                    

 

答     申  

 

１ 審議会の結論 

 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求却下）は妥当である。 

 

２ 異議申立ての経緯 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が、全国的な住宅市場の

実態調査、研究を目的として、熊本市情報公開条例（以下「条例」という。）に基づき、

平成２２年４月１日から同年９月３０日までの間に熊本市が受理した建築計画概要書又

は建築工事届のうち、提出者本人の個人情報が特定される氏名、現住所及び建築地等を

除いた項目（以下「本件請求文書等」という。）の開示請求をしたのに対し、実施機関

が、申立人は条例第５条（請求当時。以下同じ。）所定の開示請求をできるものに該当

しないとの理由で請求却下の決定をしたことから、申立人が、この実施機関の決定（請

求却下）の取消しを求めたものである。 

 

３ 本件の論点 

条例第５条は、「次に掲げるものは、実施機関に対して文書等の開示（第５号に掲げ

るものにあっては、そのものの有する利害関係に係る文書等の開示に限る。）を請求す

ることができる。」として、 

(1)  本市の区域内に住所を有する者 

(2)  本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

(3)  本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

(4)  本市の区域内に存する学校に在学する者 

(5)  前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認め

られるもの 

 を列挙している。 

  そこで、本件においては、①申立人が条例第５条第５号の「実施機関が行う事務事業

に利害関係を有すると認められるもの」といえるか、②①が認められる場合、本件請求

文書等が「そのもの（申立人）の有する利害関係に係る文書等」といえるかが基本的な

論点となる。 

 

諮問第５号 
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４ 申立人の主張 

 (1) 申立人が「実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの」といえ

るかについて 

  ア 「実施機関が行う事務事業」について 

    建築計画概要書は、建築確認申請に際して建築主事に提出されるものであり、文

書の保有者は特定行政庁たる熊本市長であるから、建築計画概要書に関する事務は

「実施機関が行う事務事業」に該当する。建築計画概要書を受領し、保有し、閲覧

等に供すること等が実施機関の事務であることには争いがなく、これら建築計画概

要書を取り扱う一連の事務が「実施機関が行う事務事業」である。 

    また、建築工事届についても、建築確認申請に際して建築主事（又は建築主事を

置く市町村の長）を経由して都道府県知事に提出されるのが原則であるから、建築

工事届に関する事務も、「実施機関が行う事務事業」に該当する。建築工事届を受

領して都道府県に送付する等の一連の事務が「実施機関が行う事務事業」である。 

  イ 申立人の「利害関係」について 

    「何人も」行政文書の開示を請求できることとしている行政機関の保有する情報

の公開に関する法律（行政機関情報公開法）の趣旨からすれば、地方公共団体の制

定する条例の解釈においても、同法の趣旨が十分生かされるよう、請求権者の範囲

をできる限り限定しない方向での解釈運用が求められているというべきである。よ

って、「利害関係」については、自己の権利や利益に直接影響を受ける場合に限定

して解釈すべきではなく、事実上の利害関係や間接的な利害関係を有していれば足

りるものと解するべきである。 

       しかるに、長期間にわたって建築計画概要書の記載内容に基づいて業務を行って

きた結果、申立人の業務にとって建築計画概要書の記載内容が必要不可欠なものと

なっている現状においては、建築計画概要書又はそれに代わる建築工事届の開示に

ついて、申立人は、法律上保護されるべき利益を有しているか、少なくとも事実上

の利害関係を有していることは明らかである。 

 (2) 本件請求文書等が「申立人の有する利害関係に係る文書等」といえるかについて 

   建築計画概要書の閲覧は、異議申立人の業務において大きな位置を占めるものであ

り、現実に過去２５年間、熊本市より閲覧を認められた実績があり、それを前提とし

て異議申立人の業務が成り立っているということからすれば、建築計画概要書又はそ

れに代わる建築工事届の内容について、異議申立人は多大な利害関係を有しており、

これらの書面は申立人の有する利害関係に係る文書そのものであるといえる。 

 

５ 実施機関の主張 

 (1) 「実施機関が行う事務事業」について 
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   「建築計画概要書及び建築工事届に関する事務」という表現が具体的に何の事務を

指すのか判然としないが、建築計画概要書が、建築主が建築基準法第６条に規定する

建築主事の確認を受ける際に提出すべき確認申請書の一部であることからして、ここ

にいう「建築計画概要書に関する事務」とは、本市で行われる建築確認の事務と解さ

れる。そして、これには、建築計画概要書などの確認申請書の書類受領など、建築確

認に必要な一連の業務も含むということができ、これが「実施機関が行う事務事業」

に該当することについては、当庁も認めるところである。 

      建築工事届は、建築主が都道府県知事に提出する書類であり、都道府県知事は、こ

の届出に基づき、建築統計を作成し、これを国土交通大臣に送付し、かつ、関係書類

を国土交通省令で定める期間保存しなければならないとされる。このように、建築工

事届については、本市の建築主事はその経由先となっているのみであり、これを取得

し、組織的に用い、保有するのは都道府県知事であるから、そもそも熊本市情報公開

条例に基づく開示の対象となる「文書等」に該当しない。このことは、県知事へ送付

する前の建築工事届が一時的に本市の建築主事の手元にある場合等においても同様で

ある。 

 (2) 申立人の「利害関係」について 

   ①建築確認の事務は、申請者の申請に対して行うものであること、②建築確認制度

は、建築基準法が定める建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する各種最低基準の

実現を図ることにより、確認される建築物並びにその居住者の生命又は身体の安全及

び健康を保護するとともに、当該建築物の倒壊、炎上等により直接的な被害を被るこ

とが想定される周辺の一定範囲の地域に存する他の建築物及びその居住者の生命、身

体の安全を保護することを目的としていること、の２点からすれば、建築確認の事務

に「利害関係」を有する者の範囲は、建築確認の申請者、その入居者、一定の周辺住

民など、当該建築物に建築確認がされていることから直接影響を受ける者（又はその

おそれがある者）と解するのが妥当である。 

   このような建築確認の事務の目的から、建築確認の事務における「利害関係」の有

無の判断は、その者が建築確認の申請者、その入居者、一定の周辺住民など、当該建

築物に建築確認がされることから直接影響を受ける者（又はそのおそれがある者）で

あるかどうかが基準となる。しかるに、申立人はこれらのいずれにも該当しないため、

「利害関係」が認められない。 

   さらに、申立人のいう「建築計画概要書に関する事務」が建築基準法第９３条の２

の規定等による建築計画概要書の閲覧等に係る事務を指すとしても、建築基準法第９

３条の２による閲覧の制度は、建築物の所有者等の権利利益に配慮しつつ、当該建築

物の周辺住民及びこれを取得しようとする者の生命、健康及び財産の保護を図るため、

これらの者に対し、当該建築物が違反建築物であるか否か、その建築物によって自ら
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の敷地や建築物等がどのような影響を受けるかなどを知らせるとともに、周辺住民の

協力のもとに違反建築を未然に防止し、併せて無確認建築物の売買等をも防止しよう

とすることを趣旨とする制度であるから、たとえば、自らの営業活動等による利益の

ために閲覧請求をする場合など、明らかにこの制度の趣旨と異なる目的で閲覧請求を

する場合にまで閲覧を認めることは、建築基準法が予定していない事態であって、こ

のような閲覧請求の場合まで保護する趣旨ではない。このような同条の趣旨からして、

建築基準法第９３条の２等による閲覧に係る事務に利害関係を有するといえるのは、

建築物の周辺住民及びこれの取得等をしようとする者である、そして、申立人は、建

築物の周辺住民でもこれを取得しようとする者でもないので、当該利害関係を有して

いない。 

   また、建築工事届については、仮にこれが開示の対象となる「文書等」というべき

特別の事情があったとしても、申立人は建築工事届の経由業務から直接影響を受ける

者ではないから、「利害関係」が認められない。 

 

６ 審議会の判断 

 (1) 申立人が「実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの」といえ

るかについて 

  ア 「実施機関が行う事務事業」について 

    実施機関は、建築基準法第６条に規定する建築主事の確認（いわゆる「建築確認」）

に係る業務を行うほか、同法第９３条の２等による建築計画概要書の閲覧等に係る

業務も行うものである。したがって、本件においては、まず、実施機関が行うこの

建築確認に係る事務と、建築基準法第９３条の２等による建築計画概要書の閲覧等

に係る事務が、「実施機関が行う事務事業」となる。 

        さらに、建築基準法１５条第１項により、建築主が建築物を建築しようとする場

合においては、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事へ届け出なければなら

ないことから、実施機関が建築主から建築工事届を受領して都道府県に送付する事

務及びこれに付随して建築工事届を保管する事務も、「実施機関が行う事務事業」

となる。 

    イ 申立人の「利害関係」について 

     申立人は、全国的な住宅市場の実態調査、研究を目的として建築計画概要書の項

目の閲覧を求めるものであるから、建築確認に係る事務自体について、利害関係を

有していないことは明らかである。 

    しかしながら、他方、申立人は、前記の目的のため、建築計画概要書について、

過去に長期にわたって建築基準法第９３条の２による閲覧をし、この結果を業務に

用いてきたのであるから、同条による閲覧ができるかどうかは申立人にとって重大
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な問題である。したがって、建築基準法第９３条の２等による閲覧等に係る事務に

ついては、申立人は「利害関係」を有しているものと認めることができる。これに

対し、実施機関は、建築基準法第９３条の２の趣旨から、同条等による閲覧に係る

事務に利害関係を有するといえるのは、建築物の周辺住民及びこれの取得等をしよ

うとする者に限られると主張する。しかしながら、ここでの問題は、本件請求文書

等の開示請求が認められるかどうかであり、建築基準法第９３条の２の閲覧請求が

認められるかどうかではない。したがって、「利害関係」を有するかどうかの判断

は、情報公開制度の趣旨に照らしてなされるべきであって、建築基準法第９３条の

２の趣旨を根拠として、開示請求の要件である「利害関係」を限定することはでき

ない。しかるに市政運営に関する情報を一般に公開するという情報公開制度の趣旨

からすれば、むしろ「利害関係」は広く解するのが相当であり、とりわけ、後述の

とおり、平成２４年３月２２日に条例第５条が改正され、「何人」も開示請求でき

ることとされた現在においてはなおさらである。 

    以上に対し、実施機関が建築主から建築工事届を受領して都道府県に送付する事

務及びこれに付随して建築工事届を保管する事務については、それ自体について申

立人は何ら利害関係を有しておらず、また、建築工事届には建築基準法による閲覧

等の制度もないことから、これに係る事務についての利害関係も問題とならない。 

 (2) 本件請求文書等が「申立人の有する利害関係に係る文書等」といえるかについて 

   本件請求文書のうち、建築工事届については、実施機関が行う事務事業についての

「利害関係」自体が認められないので、ここでは専ら建築計画概要書が、「申立人の

有する利害関係に係る文書等」といえるかどうかが問題となる。 

   前記のとおり、申立人は、建築基準法第９３条の２等による閲覧等に係る事務に「利

害関係」を有しているものと認められるが、この「利害関係」は、建築計画概要書に

ついて、申立人が過去に長期にわたって同条による閲覧をし、この結果を業務に用い

てきたことに基づいて、同条による閲覧ができるかどうかについて認められるものに

ほかならない。したがって、このような申立人の利害関係に係る文書等とは、例えば、

同条による閲覧の要件に関する文書、同条による閲覧手続の取扱いに関する文書、さ

らに同条による閲覧の要件ないし取扱いに変更があったのであればその点に関する文

書のように、申立人が同条による閲覧ができるかどうかに関する文書等をいう。しか

るに、建築計画概要書は、同条による閲覧の対象そのものであって、申立人が同条に

よる閲覧ができるかどうかに関する文書等ではない。 

したがって、建築計画概要書は、「申立人の有する利害関係に係る文書等」にはあ

たらない。 

 

 (3) 結論 
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      以上のとおり、申立人は、建築基準法第９３条の２等による閲覧等に係る事務につ

いては、「実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの」であるが、

建築計画概要書は「申立人の有する利害関係に係る文書等」に該当しないから、その

開示を請求することができない。また、建築主から建築工事届を受領して都道府県に

送付する事務及びこれに付随して建築工事届を保管する事務については、申立人は、

「実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの」に該当しないから、

建築工事届についても、その開示を請求することができない。 

   よって、審議会としては、実施機関の行った決定（請求却下）は妥当であると判断

する。 

 

７ その他の論点についての判断 

 (1) 条例改正 

   審議会の判断は、実施機関が請求却下決定をした平成２３年２月２３日時点での条

例を前提とするものである。 

     しかるに、その後の平成２４年３月２２日、条例第５条が改正され、「何人」も開

示請求できることとされた。このため、改正後の条例に基づいて開示請求がなされる

ときには条例第５条によって請求却下されることはない。この場合、実施機関が建築

工事届について条例に基づく開示の対象となる「文書等」に該当しないと主張し、か

つ、建築計画概要書について条例第２１条を根拠に条例の適用除外となると主張して

いることから、さらに、①建築工事届が条例に基づく開示の対象となる「文書等」（条

例第５条等）に該当するか、②建築計画概要書が条例第２１条によって情報公開条例

の適用除外となるかが論点として検討の対象となるので、念のため、さらにこれらの

論点について判断する。 

 (2) 建築工事届の「文書等」（条例第５条等）該当性 

  ア 実施機関の主張 

    建築工事届は、建築主が都道府県知事に提出する書類であり、都道府県知事は、

この届出に基づき、建築統計を作成し、これを国土交通大臣に送付し、かつ、関係

書類を国土交通省令で定める期間保存しなければならないとされる。 

    このように、建築工事届については、本市の建築主事はその経由先となっている

のみであり、これを取得し、組織的に用い、保有するのは都道府県知事であるから、

熊本市情報公開条例に基づく開示の対象となる「文書等」に該当しない。このこと

は、県知事へ送付する前の建築工事届が一時的に本市の建築主事の手元にある場合

等においても同様である。 

   イ  申立人の主張 

        建築工事届は、一旦は建築主事において受領し、都道府県知事に送付するという
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事務を行う以上、少なくとも建築工事届が建築主事の手元にある間については、職

員である建築主事がこれを取得し、組織的に用い、保有しているものということが

できるものであり、「文書等」に該当するものというべきである。後日送付する予

定があるからといって、現実に保有している間についてまで、「文書等」から除外

される理由はない。 

 (3) 条例第２１条該当性 

  ア 実施機関の主張 

    条例第２１条は、「この条例は、法令等の規定により、文書等を閲覧し、縦覧し、

又は文書等の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合については、

適用しない。」と規定している。したがって、建築基準法第９３条の２等の規定に

より建築計画概要書の閲覧等が認められている以上、建築計画概要書は情報公開条

例の適用除外となる。 

    条例第２１条の趣旨は、法令等の規定によって文書等の閲覧等の手続きが定めら

れている場合におけるこの条例と当該法令等の適用関係について、他の法令等にお

いて文書等の閲覧等が認められる場合は他の法令等の規定を優先させ、この条例は

適用しないことを定めることにある。 

ただ、他の法令等が閲覧等の手続を定めていても、①閲覧等をすることができる

者を限定している場合、②閲覧等の期間を限定している場合、③閲覧等の対象文書

等の範囲を限定している場合、④閲覧若しくは縦覧の手続のみを定めている場合、

又は⑤写しの交付の手続のみを定めている場合には、なお条例の適用を認めること

ができると解釈することもできるが、建築計画概要書の開示はこのいずれの場合に

も該当しない。 

このように、熊本市建築基準法施行細則第３５条第６項の規定は、閲覧の手続を

定めるものであり、閲覧することができる者を限定しているわけでも、閲覧対象文

書の範囲を限定しているわけでもないことは明らかであり、申立人の主張は失当で

ある。 

   イ  申立人の主張 

    行政機関情報公開法第１５条の趣旨にのっとれば、条例第２１条についても同様

に、他の法令等によって何人にも例外なく開示される場合のみが除外される場合の

みが除外されているものと厳格に解釈すべきである。 

    平成２２年１０月１日改正後の熊本市建築基準法施行細則第３５条６項において

は、「概要書等を閲覧しようとする者は…閲覧しようとする概要書等に記載されて

いる建築物若しくは工作物又は指定道路を特定するために必要な事項その他必要な

事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。」とされ、申立人による建築

基準法第９３条の２に基づく閲覧請求については、対象物件の特定がないとして現
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在は閲覧を認められていない状況である。対象物件の特定を要求する改正を行った

のは、まさしく「商業利用目的の大量請求者」からの閲覧請求を制限することが目

的であったことは明らかである。そして、事実上も上記改正によって、異議申立人

が従前と同様に一定期間内に受理されたすべての建築計画概要書を閲覧しようとす

れば、相当程度の時間と労力を費やして対象物件について事前調査しなければなら

ず、閲覧は事実上不可能となったと言っても過言ではない。このような施行細則の

規定及びその運用を前提とする限り、建築計画概要書は「何人にも例外なく」開示

されているものということはできない。 

        なお、建築工事届については、そもそも建築基準法第９３条の２に基づく閲覧の

対象外であるから、条例第２１条に該当しないことは明らかである。 

  (4) 審議会の判断 

  ア 建築工事届の「文書等」（条例第５条等）該当性について 

        「文書等」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写

真、フィルム、磁気テープその他これらに類するもので、当該実施機関の職員が組

織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう（条例第 2 条第 2

号）。 

        しかるに、建築工事届は、建築基準法１５条第１項により、建築主が建築物を建

築しようとする場合に、建築主事を経由して県知事へ届け出る文書である。したが

って、これを取得し、組織的に用い、保有するのは都道府県知事であり、建築主事

（市）ではないと解される。また、実際上も、このように解さないと、建築工事届

について、その開示・不開示の判断を、建築工事届を所管する都道府県ではなく建

築主事（市）がしなければならないことになって相当でない。 

    よって、建築工事届は、開示の対象となる「文書等」（条例第５条等）には該当

しない。 

    イ 条例第２１条該当性について 

        条例第２１条は、法令等の規定によって文書等の閲覧等の手続きが定められてい

る場合には、当該法令等の規定を尊重してそちらを適用し、条例の適用を差し控え

る趣旨であると解される。 

        これを建築計画概要書についていえば、前記のとおり、建築計画概要書は、建物

の面積、構造及び配置等、個人の財産・住居に関する項目を含んでいることから、

もともと個人情報として保護されるべき性格を有しているのであって、建築基準法

第９３条の２が建築計画概要書の閲覧を認めたのは、当該建築物の周辺住民及びこ

れを取得しようとする者の生命、健康及び財産の保護を図るために他ならない。そ

うだとすれば、建築計画概要書については、建築基準法第９３条の２の規定を尊重

し、閲覧等の手続や要件を同法やその施行規則及び施行細則に委ねるのが条例第２
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１条の趣旨に合致する。 

    なお、仮に申立人のいうように、他の法令等によって何人にも例外なく開示され

る場合のみが除外されるとの見解に立脚したとしても、建築計画概要書については、

対象物件の特定さえすれば何人も例外なく閲覧等できるのであるから、何ら条例第

２１条によって情報公開条例の適用が除外されると解することの妨げとなるもので

はない。これに対し、申立人は、従前と同様に一定期間内に受理されたすべての建

築計画概要書を閲覧しようとすれば、相当程度の時間と労力を費やして対象物件に

ついて事前調査しなければならず、閲覧は事実上不可能であると主張する。しかし

ながら、前記のとおり、そもそも建築基準法第９３条の２が建築計画概要書の閲覧

を認めたのは、当該建築物の周辺住民及びこれを取得しようとする者の生命、健康

及び財産の保護を図るためであって、申立人のように一定期間内に受理されたすべ

ての建築計画概要書を閲覧しようとする者のためではないのであるから、建築基準

法第９３条の２による申立人の閲覧が事実上不可能になったからといって、情報公

開条例の適用を認めなければならない理由は存しない。 

        以上のとおりであるから、建築計画概要書については、条例第２１条に該当し、

情報公開条例の適用が除外されると解すべきである。 

    なお、建築工事届については、前記のとおり、開示の対象となる「文書等」に該

当しないことから、条例第２１条該当性について論じる余地はない。 

 

 (5) 結語 

      したがって、仮に改正後の条例に基づいて開示請求がなされたとしても、申立人の

請求は却下を免れない。 

                                                                           

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  江 藤  孝 

会長職務代理者  荒 木 昭次郎 

委     員  大 江 正 昭 

委     員  高 木 絹 子 

委     員  馬 場  啓 
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年  月  日 審  議  経  過 

平成２３年  ４月１４日  熊本市長から諮問を受けた。 

平成２３年  ８月１９日  実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。 

平成２３年  ９月２０日 
 異議申立人から請求拒否理由説明書に対する 

 意見書を受理した。 

平成２４年  ６月２７日  諮問の審議を行った。 

平成２４年  ７月２３日  諮問の審議を行った。 

平成２４年  ８月２０日  諮問の審議を行った。 

平成２４年  ９月２４日  諮問の審議を行った。 

平成２４年 １０月３１日  諮問の審議を行った。 

平成２４年 １１月２２日  諮問の審議を行った。 

平成２４年 １２月２０日  諮問の審議を行った。 

平成２５年  １月２４日  答申（案）の審議を行った。 

平成２５年  ２月２１日  答申（案）の審議を行った。 

平成２５年  ３月２８日  答申（案）の審議を行った。 

平成２５年  ４月２６日  答申（案）の審議を行った。 

 

 

 

-233-



情 個 審 答 申 第 ２ 号   

平成２５年１２月９日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  江  藤   孝 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２４年３月７日付け廃指発第８６号による下記の諮問について、別紙のとおり答申

します。 

 

記 

 

熊本市の公の施設（リサイクル情報プラザ）の指定管理者の指定に係る「リサイクルプ

ラザ管理運営共同企業体」の申請書に関する文書等開示（一部請求拒否）決定（平成２４

年１月２４日付け廃指発第２９号）に対する異議申立てについて 

 

 

 

 

 

 

［ 諮問第１号 ］  
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別 紙 

        

答     申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 審議会の結論 

 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った文書等開示決定は、一部妥当でない。 

  平成２４年１月２４日付け廃指発第２９号により行った文書等の開示請求に対する開

示決定で開示するとした部分のうち、本件異議申立人（以下「申立人」という。）の主

張する熊本市情報公開条例第７条第３号アに該当するとして不開示を求めた部分につい

ては、指定管理者選定の申請にあたって共同企業体から提出された申請書における構成

企業の実印の印影部分を不開示とすべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諮問第１号 

目  次 

 第１ 審議会の結論     ・・・Ｐ １ 

 第２ 異議申立ての経緯   ・・・Ｐ ２ 

 第３ 申立人の主張     ・・・Ｐ ３～４ 

 第４ 実施機関の主張    ・・・Ｐ ５～２０ 

 第５ 審議会の判断     ・・・Ｐ ２１～２４ 
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第２ 異議申立ての経緯 

平成２３年１２月２１日に「平成２４年度から熊本市リサイクル情報プラザの指定管

理者として選定されたリサイクルプラザ管理運営共同企業体が申請にあたって提出され

た申請書（添付書類 2～10を除く）」（以下「本件文書」という。）について、請求者

から文書等開示請求書が提出された。開示請求に係る文書等には第三者に関する情報が

記録されているため、熊本市情報公開条例第１４条及び熊本市情報公開事務取扱要綱第

４第２項の規定に基づき、当該第三者となる申立人から「文書等の開示請求に関する意

見書」により意見を聴取し、熊本市情報公開条例第７条第２号及び第４号に該当する部

分を除き文書等開示（一部請求拒否）決定をした。 

本件異議申立ては、申立人がその文書等開示決定の開示部分に熊本市情報公開条例第

７条第３号アに該当する部分があるとして、同部分の不開示を求めたものである。 
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第３ 申立人の主張 

申立人が、異議申立書、意見書及び口頭による意見陳述において主張した内容は、お 

おむね次のとおりである。 

 

この度の情報公開に関して特別な理由があり異議申立てをしている。申立人の管理す

る他指定管理施設の申請書は過去にも数回、情報公開条例に基づく部分開示に応じてき

た。しかしながら、今回の情報開示請求者が、請求者の関係者から私自らが聞き及んで

いる事実で、一市民ではなく指定管理者を業としている同業他社であることを知ってい

ることから異議申立てを行っている。 

よって、同業他社が申請書の開示請求を行っていることを前提に、以下の通り不開示

に関する考えを申し立てる。 

１ 熊本市情報公開条例第７条第３号アの規定にあるように、同業他社が申請書を開

示し、申立人のノウハウや営業秘密（提案書の情報）を利用又は公開された場合、

申立人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害する結果となることが強く

懸念される。 

２ 熊本市情報公開条例第４条に開示を請求するものの責務が規定されているが、請

求者が同業他社であることから、絶対に第三者の権利等を害する恐れが無いとい

う担保が何もなく、請求者の個人・法人に何らかのアプローチがされるなど、不

当目的で使用される恐れを否定できない。 

３ 熊本市情報公開条例第７条第１号に規定されているように、法令等によって開示

されることが許されないと考えられる事項として、以下のケースがあてはまると

考える。（請求者が同業他社である事から特に許されない） 

ア 不正競争防止法第２条第４項で営業秘密の定義があるが、ここで定める「事

業活動に有用な技術上又は営業上の情報とは、指定管理者施設運営のノウハウ

と指定管理者申請書自体にあたるといえる。 

イ 知的財産基本法第２条に知的財産とは「事業活動に用いられる商品又は役務

を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情

報をいう」と定義されている。申立人は、指定管理者申請書作成コンサルタン

トも業としていることから申請書自体が知的財産（意匠権も含む）にあたると

いえる。 

４ 申請書には、申請者の知的所有権が含まれていると考える。申立人の培ってきた

管理運営のノウハウは、申立人独自のものであることから権利が発生する。この

知的所有権をむやみに公開することは出来ないと考え、同業他社に公開する事で

権利を剥奪される可能性もあると考える。 

     申立人は、指定管理者業界における民間の競争経済活動の中で切磋琢磨しなが
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ら収益を上げている。それだけに申請書（提案書）は、営業秘密であり知的財産

が多数含まれた商品である。この商品価値を是非ご理解頂きたい。 

情報公開制度を利用して申請書（提案書）を取得し、指定期間満了時の次回の 

公募又は他指定管理者施設の提案書に利用されることがあれば、申立人と同様の

提案がなされ、公平な公募審査が行われないと考える。このような手法は、情報

公開条例の「市民の知る権利」を悪用した最たるものと考える。 
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第４ 実施機関の主張 

  実施機関が、請求拒否理由説明書及び口頭による意見陳述において主張した内容は、 

おおむね次のとおりである。 

 

申立人の異議申立ての趣旨及び理由は、熊本市情報公開条例（以下「条例」という。）

第７条３号ア「開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権

その他正当な利益を害する恐れがあるもの」が開示決定をした文書、図画等に多数記載

されているとしている。 

しかし、申立人に照会し、開示されると支障が生じると回答した部分に熊本市「情報

公開事務の手引」の第７条第３号（法人等に関する情報）の具体例に該当する部分は 

見当たらなかった。 

また、指定管理者に選定された団体については、指定管理者のノウハウに属するもの 

であっても選定の透明性、公平性を確保するため、又、公の施設を管理運営するもので 

あり、利用する市民に影響のある部分については行政運営の透明性を確保するため公開 

すべきと考え処分を決定した。 

  申立人は、開示決定された文書（以下「申請書」という。）にリサイクルプラザ管理

運営共同企業体（以下「企業体」という。）の構成企業の企業秘密が多数記されており、

開示されることで企業体の構成企業の競争上の地位を害され、企業運営に多大なる損害

を被る可能性があるなどとして、今回の開示決定に対して異議を申し立てている。 

  本件文書はプラザの指定管理者として選定されるべく申立人によって作成されたもの

であり、本件文書に盛り込まれている項目、事業内容、表現手法等には、これまでに申

立人が蓄積してきた企業経営による経験や他の指定管理施設での実績に基づくノウハウ

と言える部分が多々あると思われる。 

しかし、申立人が不開示とすべきと指摘した部分には、指定管理者による管理運営が

始まればプラザ利用者が当然知ることとなるような内容が数多く含まれており、また、

公の施設の管理運営において、プラザ利用者の安全安心に関する基本的な部分、例を挙

げれば、緊急時の対応体制（プラザ利用者の安全安心に関わる部分）などについても不

開示にすべきとしている。 

情報公開請求できる者が、申立人の企業経営と競合する他企業のみであれば異議申立

人の今回の申立てもある程度は容認できる。しかしながら、情報公開請求は何人も可能

であり、前記した緊急時の対応体制などについて市民から開示請求があれば開示すべき

ものと考えられる。 

このような点に留意しながら、当庁が開示するか否かについて再度検討を加え判断し

た理由を「（１）条例第７条の不開示情報に該当せず、開示することが妥当と考えられ

るもの」及び「（２）開示することにより、企業体の競争上の地位、財産権その他正当
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な利益を害する恐れがあると考えられ、不開示が妥当と判断したもの」に区分し、それ

ぞれの区分について申請書の各ページの当該部分及び別添資料について説明を行ってい

く。 

１ 条例第７条の不開示情報に該当せず、開示することが妥当と考えられるもの。 

（１）公の施設の管理運営を指定管理者に委ねるにあたって、プラザ利用者である市民に

対しての説明責任の点に着目して開示の可否を判断したもの。 

 ア Ｐ２の文書１段目本文の６行～８行、２段目の７行～８行、４段目の２行～５行の

文書 

Ｐ３の文書３段目の４行～５行の文書 

これは企業体個々の企業経営方針等ではなく、プラザの管理運営方針であり、市民

に対しプラザの設置目的を周知するとともに、プラザの利用促進のためにも開示する

のが妥当である。 

 イ Ｐ９の本文３行～５行、１３行～１４行の文書及び下段の図画中の文言 

   公の施設の管理運営業務を受託したものとして取り組むべき当然の運営姿勢が記載

されたものであり、また「隠す」から「見せる」への業務姿勢の変化については、構

成企業が工場見学者を多数迎え入れていることは周知のことであり、これらを開示す

ることによって不利益が生じるとは考えられないため、開示するのが妥当である。 

   また、図画中の文言については、顧客サービスを業としている者であれば当然念頭

に置く内容であり、異議申立人が不開示とすべきとしている一部の文言を開示しても

特段の不利益が生じるとは考えられないため、開示するのが妥当である。 

ウ Ｐ１７の上段の文書と写真とその下の文言 

 上段の見出し文書、本文３行目から４行目の文書及び１１行目の文書については、

石坂グループの運営手法の導入や民間リサイクルショップとの競争について記載され

ているが、通常考え得る手法であり営業上のノウハウといえるほどの情報とは考えら

れず、開示するのが妥当である。 

   写真については構成企業のリサイクルショップの風景写真であり、その場所を訪問

した者は誰でも目にする光景であり、開示するのが妥当である。 

上段本文の５行目から８行目の文書については、構成企業全体ではなく、リサイク

ルショップのみの年間売り上げや販売個数が記載されており、これは社会的評価、社

会的信用に関する情報に該当すると判断され、不開示とする。 

エ Ｐ２０下段の図画 

   この図画は、Ｐ２０の本文を図式化したものであり、本文を開示するのであれば不

開示とする必要はなく、また、不平等な差別的取り扱いやクレームなどが、施設の管

理運営を行うものによって、どのように処理され、どのような対応がなされるのかを

市民に説明するためにも、開示するのが妥当である。 
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オ Ｐ２１～２３の文書と図画 

   法令順守や高齢者、障がい者などへの配慮、人権、プラザ利用者の平等利用など、

市民が利用する施設の管理運営者として当然なすべきことを表現したものであり、開

示するのが妥当である。 

 カ Ｐ２４の文書の４行目見出しとその本文の４行～６行の文書 

ＳＷＯＴ分析は、経営者等には一般的に知られた戦略計画ツールであり、インター

ネットにより容易に情報の入手が可能で、この分析手法を取り入れることを開示して

も不利益が生じるとは考えられないため、開示するのが妥当である。 

キ Ｐ２４の中段本文の３行～５行の文書 

これは企業体個々の企業経営方針等ではなく、プラザの管理運営方針であり、市民

に対しプラザの設置目的を周知するとともにプラザの利用促進のためにも、開示する

のが妥当である。 

 ク Ｐ２６中段の２行 

ＳＷＯＴ分析については、このページのカで説明したとおりであり、またその分析

結果を具現化することは当然のことで、開示するのが妥当である。 

 ケ Ｐ３３の表 

   管理運営に係る組織体制や職員配置については、市民への説明責任や施設の管理運

営の透明性の確保の観点から開示するのが妥当である。 

ただし、Ｐ３３表中の氏名（代表は除く）、年齢及び「資格・経歴」欄の代表者と

しての役職名については除く、個人が特定され得る情報であり不開示とする。 

   また、Ｐ３２の図画の最下段の構成企業より出向予定部分については、人事等の企

業の内部管理に関する情報であり不開示とする。 

コ Ｐ３４の２行目見出し、６行～１１行の文書 

構成企業の代表者が別企業の取締役社長であることは、Ｐ３３表中の最上部に記載

されており、またセキュリティアドバイザーとして活動していることは、インターネ

ット等によって容易に知り得る事実であることから、開示するのが妥当である。 

警備体制の構築や警備計画の策定は施設管理者とし当然行われるべきものであり、

具体的な警備体制の構築内容や警備計画が記載されていないこと、またプラザ利用者

の安全安心に関わる事項であることから開示するのが妥当である。 

 サ Ｐ３５の写真 

   防犯カメラについては、ダミーカメラの存在や設置箇所を伏せれば警備上の支障は

なく、また防犯カメラのイメージ写真を開示したとしても問題はないと考えられる。 

その他３点の写真についても一般的に目にするものであり、市民に対する説明責任

やプラザ利用者の安全安心の観点から、開示するのが妥当である。 

 シ Ｐ３７の下から５行目～１行目の文書 
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廃棄業務や警備体制など施設の管理運営に関する部分については、適切な管理運営

が可能な体制であることを市民へ説明するためにも開示するのが妥当である。 

構成企業名については、異議申立人がこの企業の取締役社長を務める企業であるこ

とが、Ｐ３３表中の最上部に記載されており、プラザの管理運営に協力することは容

易に想像できることから開示するのが妥当である。 

 ス Ｐ３８の下から５行目の見出しと文書 

 この文書の末尾で「これこそが、リサイクル情報プラザが率先垂範して市民の方々

にお伝えすべきことと考えています。」と自ら述べている。 

また、構成企業は、廃棄物処理関連の企業であることは周知の情報であり、一般廃

棄物処理・譲渡品処分等を企業体の構成企業が行うことは誰しも想像に難くはないと

考えられる。 

このようなことから、開示するのが妥当である。 

 セ Ｐ４５の下段の図画 

   図画上部の３行の文書の内容を模式図にしたものであり、特にノウハウといえる内

容とは考えられず、開示するのが妥当である。 

ソ Ｐ４８の上段本文の８行目、下から４行目からＰ４９にかけての文書 

Ｐ４８、Ｐ５０の図画 

  Ｐ５１の１段目本文の３行～４行の文書 

個人情報保護に関する４つの対策については、インターネットによって容易に知り

得るものであり、また、その他の個人情報保護の取り組みに関する部分については、

プラザ利用者の安心と市民への説明責任の観点から開示するのが妥当である。 

タ Ｐ５４の写真と図画 

 写真については、施設を訪れた者は当然目にするものであり、また、図画に記載さ

れている苦情対応のＰＤＣＡサイクルの手法は、ＩＳＯにより規格化されており、各

種企業において利用されている。 

さらに、施設の管理運営等に対する意見や要望がどのように処理されどのように活

かされるかはプラザ利用者にとって重要な事柄であり、市民への説明責任の観点から、

開示するのが妥当である。 

チ Ｐ５８の中段本文の６行～７行の文書と下段の図画 

   企業体構成企業の代表者が警備会社の代表であることは周知のことであり、当人の

点検結果を基に安全確保のための方策を立てることを公開しても不利益が生じるとは

考えられない。 

また、施設の管理運営においてどのような安全対策が採られているかはプラザ利用

者にとって重要な事項であり、プラザ利用者の安全安心と市民への説明責任の観点か

ら開示するのが妥当である。 
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 ツ Ｐ５９の図画と写真 

 緊急時の対応体制や危険防止の対策は、プラザ利用者の安全確保に直結するもので

あり、開示するのが妥当である。 

テ Ｐ６０の図画と写真 

 ＡＥＤの使用方法についての職員研修や機器の日常点検は企業体に限らず、通常一

般的に行われるものである。 

また、防犯監視カメラシステムについても、他に例を見ない特別な防犯対策とは考

えられず、開示することによってプラザ利用者等の安全が脅かされるような情報とも

言えない。 

プラザ利用者の安全安心と市民への説明責任の観点から、当庁が不開示とした部分

以外は開示するのが妥当である。 

ト Ｐ６１の上段文書と写真 

   広い施設の死角となる部分を監視カメラで監視するのは当然のことであり、また企

業体の構成企業の事務所で監視カメラの状況を確認することを開示しても警備上の支

障となるとは考えられず、プラザ利用者の安全安心と市民への説明責任の観点からも

当庁が不開示とした部分以外については、開示するのが妥当である。 

ナ Ｐ６２の図画 

 このような災害対応マニュアルは、インターネットで他施設のマニュアルが容易に

閲覧可能である。また施設の管理運営において緊急事態が発生した際に、どのような

対応が採られるのかということはプラザ利用者にとって重要な事項であり、プラザ利

用者の安全安心と市民への説明責任の観点から開示するのが妥当である。 

ニ Ｐ６４の図画 

 同上（当庁が不開示とした部分を除く） 

 

（２）自治体等が指定管理者制度を導入する理由を改めて説明するものである点に着目し

て開示の可否を判断したもの。 

 ア Ｐ４の中段本文５行～７行の文書と下段の図画 

   指定管理業務を受託しようとするものが、当然考慮すべき事項であり、開示しても

不利益が生じるとは考えられない。また、図画については本文の内容を模式図にした

ものであるが、秘密にするまでの情報とは言えないと判断されるため、開示するのが

妥当である。 

 イ Ｐ６の上段本文３行～４行の文書と図画 

 文書については、Ｐ６の上段本文１行～３行に記載されているプラザを取り巻くい

ろいろな環境の関係を理解していないとプラザの管理運営が成功しないとして、フロ

ーチャートを作成したことを述べているものであり、開示することによって不利益が
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生じるとは考えられず、開示するのが妥当である。 

図画については、プラザを取り巻く環境について異議申立人が独自に考えた関係図

であり営業上又は販売上のノウハウに関する情報に類するものと判断されるため不開

示とする。 

ウ Ｐ６の下段本文４行～６行の文書 

指定管理業務を受託しようとするものが、当然考慮すべき事項を記載したものであ

り、開示しても不利益が生じるとは考えられず、開示するのが妥当である。 

 

（３）指定管理者によるプラザの管理運営が始まれば、プラザ利用者や講座受講者、その

他に広く知られる内容である点に着目して開示の可否を判断したもの。 

 ア Ｐ５の中段の見出し、中段の１行～３行及び７行から８行の文書と図画 

  仕様書Ｐ４「３．協力体制(4)②」の中で、東部環境工場、三山荘、東部交流セン

ターとの交流体制の構築が謳われており、５施設の一元化など、プラザの管理運営が

始まれば各施設の役割分担も明らかになることから開示するのが妥当である。 

 イ Ｐ７～８見学ツアーや講座等の事業の説明 

   事業が実施されれば、講座等の事業告知を見た者や事業に参加した者には内容が明

らかになるものであり、開示するのが妥当である。 

 ウ Ｐ１０の上段本文３行～５行、中段本文１行～５行の文書と図画中の文言 

   仕様書Ｐ４「３．協力体制(4)②」の中で、東部環境工場、三山荘、東部交流セン

ターとの交流体制の構築が謳われており、事業が実施され、参加者募集などの情報提

供が開始されれば明らかとなるものであり、開示するのが妥当である。 

また、図画中の文言についても、プラザを環境学習の拠点として活用するのであれ

ば、市民のために学習の目的を明らかにする必要があると考えられることから、開示

するのが妥当である。 

 エ Ｐ１１の上段見出しと本文１行～４行の文書 

   事業が実施されれば、事業への参加者には内容が明らかになるものであり、開示す

るのが妥当である。 

 オ Ｐ１１の中段本文のア）、イ）、エ）及びＰ１２上段のオ）の文書 

   ア）の「定期的に各図書館の蔵書を長期間（３ヶ月程度・１回あたり５０冊）借り

受けることも計画します。」の部分は、営業上又は販売上のノウハウに関する情報に

類するものと判断されるため、不開示とする。 

イ）の「各種資料（図書・ＤＶＤ）」以下の部分、オ）の「九州・沖縄の加盟企業」

以下の部分については、事業が実施されれば利用者が知ることとなるため、開示する

のが妥当である。 

ア）、イ）、オ）の協力企業名の部分については、第三者との取引関係を示すもの
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で、この情報は営業上又は販売上のノウハウに関する情報に類するものと判断される

ため、不開示とする。 

   エ）の部分については企業体の構成企業が保有する資料を展示することについての

記載内容であり、展示されれば周知のものなるため、開示するのが妥当である。 

カ Ｐ１２の上段④の本文４行～６行の文書、イ）、ウ）の文書 

 事業が実施されれば、事業への参加者には内容が明らかになるものであり、開示す

るのが妥当である。 

Ｐ１２のウ）の協力企業名及び協力団体名の部分については、協力企業であること

は第三者との取引関係を示すもので、この情報は営業上又は販売上のノウハウに関す

る情報に類するものと判断されるため不開示とする。 

キ Ｐ１３の上段本文６行～７行の文書、各写真とその下の文言 

的確な情報を伝えるために各種の資料を収集することは当然のことであり、独自に

資料を収集することをあえて伏せる必要はなく、また写真の資料でなければ相談対応

や研修ができないとは考えられないことから、開示するのが妥当である。 

 ク Ｐ１３の下段本文３行～５行の文書 

   プラザに寄せられる相談が、構成企業でなければ回答が不可能なものとは考えられ

ず、また、構成企業に寄せられた相談についての回答をプラザに寄せられた相談の回

答に利用することを開示しても構成企業に不利益が生じるとは考えられないことから、

開示するのが妥当である。 

 ケ Ｐ１４の下段の見出しと本文２行～５行の文書 

 来館者がプラザに設置されたパソコンを利用すれば明らかになる内容であり、開示

するのが妥当である。 

 コ Ｐ１５の上段の見出しと本文２行～４行の文書 

 事業が実施されれば、事業の告知を見た者や事業への参加者には内容が明らかにな

るものであり、開示するのが妥当である。 

サ Ｐ１５の下段の文書 

市民からの個別相談に対する回答の基となる情報が記載されているが、開示するこ

とにより、企業体が不利益を被るような特別の情報源やノウハウとは考えられず、開

示するのが妥当である。 

シ Ｐ１６の２行目の見出しと直下の本文５行～８行の文書 

「魅せる展示方法の導入」については、Ｐ１６の下段②の本文１行～２行に「見せ

る展示から魅せる展示方法に変更することで、商品の価値を最大限に引き出し譲渡数

の増加に寄与できるような陳列努力を致します。」と記載されており、また、「焼却

処分ゼロへの挑戦」については、Ｐ１９の⑥の本文６行～７行に「これこそが、リサ

イクル情報プラザが率先垂範して市民の方々にお伝えすべきことと考えています。」
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と記載されており、こういう考えであればこれらの見出しの文言を開示しても問題は

ないと言える。 

再使用品の譲渡件数の促進手法の検討は、指定管理者として指定されたものが当然

行うべきものであり、また、焼却処分はしないという考え方については、上記のとお

り「却処分ゼロへの挑戦」という文言を開示することから、開示が妥当である。 

ス Ｐ１６の下段の本文４行～５行、写真とその下の文言 

   展示されれば一般の目に触れるものであり、開示するのが妥当である。 

セ Ｐ１８の１行目の見出しと文書及び図画 

   会員を募集し、カードを発行する際に、利用者に必然的に説明しなければならない

内容であり、開示するのが妥当である。 

ソ Ｐ１９の上段の見出しと本文１行～７行の文書 

  この文書の末尾で「これこそが、リサイクル情報プラザが率先垂範して市民の方々

にお伝えすべきことと考えています。」と自ら述べており、開示するのが妥当である。 

 タ Ｐ１９の下段の見出しと本文２行～１０行の文書、写真と下の文言 

   雨天時にフリーマーケットが開催されれば明らかになる内容であり、開示するのが

妥当である。 

   市の施設におけるフリーマーケットの風景写真であり、開示しても問題はないと考

えられる。 

チ Ｐ２５の中段本文２行目の文書 

   見出しで「エコ活動の拠点として・・・」と表現してあり、２行目以外の文書を開

示して構わないのであれば、当該部分を不開示とする理由はないと考えられるため、

開示するのが妥当である。 

ツ Ｐ２５の下段本文２行～６行の文書、写真とその上の文言 

   事業が実施されれば、来館者や事業への参加者には内容が明らかになるものであり、

開示するのが妥当である。 

   写真ついては、一般に公開された絵画コンクールのものであり、開示するのが妥当

である。 

テ Ｐ２６の写真 

ユニフォームや名札は、プラザの管理運営が始まれば必然的に来館者の目に触れる

ものであり、当庁が不開示としている部分を除き、開示するのが妥当である。 

ト Ｐ２７の写真とその下の文言 

   来館者に情報提供するための掲示板であり、開示するのが妥当である。 

ナ Ｐ２８の下段の④と⑤の文書 

   ④のホームページのリンク先の設定は利用者の利便性の向上を図るものであり、ま

た、ホームページを閲覧すれば誰でも確認できるものであることから、開示するのが
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妥当である。 

   ⑤のＱ＆Ａについては、ホームページが公開され利用者が閲覧すればＱ＆Ａの存在

は明らかになるものであり、開示するのが妥当である。 

ニ Ｐ２９の上から３行目～４行目の文書と写真 

 Ｐ２９の上から７行目の文書と写真 

 Ｐ２９の上から９行目の文書と写真 

Ｐ２９の下から８行目～６行目の文書 

いずれも、ホームページが公開され閲覧可能になれば容易に知り得る情報であり、

開示するのが妥当である。 

ヌ Ｐ３０の文書、写真、図画 

  特にノウハウ的なものの記載はなく、ラジオの放送や情報誌の発行が行われれば、

周知のものとなることから、開示するのが妥当である。 

  ただし、中段１行目の「（協力企業）」の文言については、異議申立人が経営する

企業のこれまでの事業活動で培った関係を示すものであり、また、この情報は第三者

との取引関係を示すものであることから、この情報は営業上又は販売上のノウハウに

関する情報に類するものと判断されるため不開示とする。 

また、ＰＢＪ取締役の個人名は個人が特定される情報であり、不開示とする。 

ネ Ｐ３１の２行目～４行目の文書及びその下の文言、図画 

  ２行目～４行目の文書は、異議申立人が経営する企業のこれまでの事業活動で培っ

た関係を示すものであり、また、この情報は第三者との取引関係を示すものであるこ

とから、この情報は営業上又は販売上のノウハウに関する情報に類するものと判断さ

れるため不開示とする。 

  文言及び図画については、「【協力表明媒体社】」の文言を上記と同じ理由で不開

示とし、その他の社名、図画は周知のものであるため、開示するのが妥当である 

ノ Ｐ３１の中段の文書 

 広報資料を施設等に置かせてもらうためにお願いして回るのは一般的な広報手法で

あり、リーフレットや新聞が各施設等に置かれることで、周知のものとなることから、

開示するのが妥当である。 

ハ Ｐ３６の写真及びその下の文言 

   日常清掃の風景写真であり、また顔の部分を開示しなければ個人が特定される情報

ではないため、開示するのが妥当である。 

ヒ Ｐ４６の下段の写真 

   研修会場の写真であり、個人が特定できる部分を不開示とすれば写真自体の開示に

問題となる点はなく、開示するのが妥当である。 

フ Ｐ６７の上段の写真及びその下の文言 
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   マンション関連企業のペットボトル回収運動用の回収容器の写真であり、文言につ

いても開示することによって企業体が不利益を被ることはないと判断されることから

開示するのが妥当。 

 ヘ Ｐ６７の中段の写真及びその下の文言 

   一般的に目にするエコ活動の啓発ポップなどの写真であり、文言についても開示す

ることによって企業体が不利益を被ることはないと判断されることから開示するのが

妥当。 

ホ 様式２－２「企画事業実施計画書（２４～２８年度）」 

  １ページ目の「図書・資料室の運営（本・ＤＶＤ貸出し）」欄の③協力企業との連

携の部分、４ページ目の「情報プラザに案内人を配置・育成」欄の②協力企業の協力

の部分、５ページ目の「新しい図書資料・ＤＶＤの購入と蔵書の提供」欄の①協力企

業との連携の部分については、第三者との取引関係を示すものであり、不開示とする。 

その他の部分については、事業が実施されれば、来館者や事業への参加者には内容

が明らかになるものであり、開示するのが妥当である。 

マ 様式３－２「企画事業収支予算書」（２４～２８年度）の事業名欄の項目 

  実施予定の事業の名称であり、事業が実施されれば明らかになるものであり、開示

するのが妥当である。 

 

（４）インターネット等で公開されている、あるいは施設見学により誰でも容易に知り得

る情報である点に着目して開示の可否について判断したもの。 

 ア Ｐ４１写真 

   施設名称はＰ４２に記載されており、施設の外観写真はインターネットで公開され

ていることから容易に閲覧できるため、開示するのが妥当である。 

 イ Ｐ４３写真 

   施設名称はＰ４０に記載されており、施設の外観写真はインターネットで公開され

ていることから容易に閲覧できるため、開示するのが妥当である。 

ウ Ｐ６６の上から５行目の見出しと中段の下線入り文書の２行～３行の文書及び写真 

 熊本市や環境省が策定した環境マネジメントシステムの認証については、宣言後や

認証取得後は、インターネットで公開されるものであり、情報を開示しても不利益が

生じるとは考えられず、宣言したりするのであれば敢えて秘密にする必要はなく、開

示するのが妥当である。 

エ Ｐ６９の１行～３行の文書と写真 

   当該施設は施設見学を受け入れており、施設見学を行えば容易に知り得る情報であ

り、開示するのが妥当である。 

オ Ｐ７２の中段５行目～７行目の文書 
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  Ｐ７２の下段の３行目～４行目の文書 

  Ｐ７２の写真及びその下の文言 

  熊本県の「くまもと子育て応援の店・企業推進事業」は登録後、熊本県のホームペ

ージで公開されるもので、構成企業もそれを承知で登録を行っているものと考えられ

ることから、開示するのが妥当である。 

  また、「両立を支援する当社独自の雇用環境整備を実施しています。」との部分に

ついては、どのような雇用環境整備が実施されているのか具体的内容が記載されてお

らず、この部分を開示しても不利益が生じるとは考えられず、開示することに問題は

ないと考えられる。 

  写真や文言についても、マッサージやヨガ教室の一般的に目にするような風景写真

等であり、顔など個人が特定できる部分を不開示とすれば、開示することに問題はな

いと考えられる。 

 

（５）町内自治会など地域の団体等が参加するものであるが、こうした取り組みを行うこ

とをノウハウだとしても、市民協働の取組みとして、地域の代表者などを交えてプラザ

の活性化に取り組んでいることを公開した方が、地域住民の活動の活発化や企業の利益

に繋がると考えられる点に着目して開示の可否について判断したもの。 

 ア Ｐ２７の中段の文書と図画 

   地域に活用され愛される施設を目指して地域振興と活性化を目的に開催される地域

住民を交えた協議会を設置することは経営上のノウハウかもしれない。 

しかし、管理運営開始後は、プラザが地域の代表者などとともにプラザの利用促進

のために、協働で取り組んでいることを市民（特に地域住民）に対して積極的に公開

した方が、企業のイメージアップやプラザの利用促進に繋がると考えられ、また、協

議会に参加する地域の代表者の積極的な発言の促進や地域住民の活動の活発化にも効

果があると考えられる。 

こうしたことから、この文書と図画は開示するのが妥当である。 

 イ Ｐ３１下段の文書 

   地域の町内会などの回覧板を利用することは当該地域の住民には周知のこととなり、

回覧板を利用して広報することを公開しても、企業体や町内会などに不利益が生じる

とは考えられないことから、開示するのが妥当である。 

 

２ 開示することにより、企業体の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害する恐れ

があると考えられ、不開示が妥当と判断したもの。 

（１） Ｐ５の中段本文の４行から５行の文書 

   企画立案に関する文書であり、営業上又は販売上のノウハウに関する情報に類す
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るものと考えられるため、不開示とする。 

（２） Ｐ１３の上段本文８行～９行の文書 

   企業内部での独自の勉強会についての情報であり、経営方針、人事等の内部管理に

関する情報に該当すると考えられるため不開示とする。 

（３） Ｐ１７の下段本文の７行目から８行目の文書 

プラザ利用者数の増加を図るための独自の取組みと考えられ、営業上又は販売上の

ノウハウに関する情報と判断されるため、不開示とする。 

（４） Ｐ２４の最下段本文の２行～５行の文書 

協力企業の存在は、異議申立人が経営する企業のこれまでの事業活動で培った関係

に基づくものであり、また、この情報は第三者との取引関係を示すものである。 

   このため、この情報は営業上又は販売上のノウハウに関する情報に類するものと判

断されるため不開示とする。 

（５） Ｐ２４下段～Ｐ２５にかけての協力表明企業一覧 

   他の企業への事業協力の呼びかけは、異議申立人が経営する企業のこれまでの事業

活動で培った関係を基に行うものであり、また、この情報は第三者との取引関係を示

すものである。 

   このため、この情報は営業上又は販売上のノウハウに関する情報に類するものと判

断されるため不開示とする。 

（６） Ｐ２６上段の図画 

図画については、公の施設の効用を最大限に発揮する方策について異議申立人が独

自に考えた関係図と考えられ、営業上又は販売上のノウハウに関する情報に類するも

のと判断されるため不開示とする。 

（７） Ｐ３７の中段の「４．定期清掃業務」の段の１行～２行目の文言 

「プラザ企業体協力企業」の文言は、異議申立人が経営する企業のこれまでの事業

活動で培った関係を示すものであり、また、この情報は第三者との取引関係を示すも

のであることから、この情報は営業上又は販売上のノウハウに関する情報に類するも

のと判断されるため不開示とする。 

（８） Ｐ４４上段本文の５行目～６行目の文書及びその下の図画 

  経営上発生する権利・義務の履行など、企業の内部管理に関する情報が記載されて

おり、不開示とする。 

（９） Ｐ４６の上段２行目～７行目の文書及びその下の文言 

 企業内の研修制度や資格取得の際の融資制度についての説明であり、企業の内部管

理に関する情報と判断されるため、不開示とする。 

（１０）Ｐ５７の中段表内の文書と表直下の文書 

   企業体の構成企業の労働災害件数等が記載されており、企業の内部管理に関する情
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報であり、不開示とする。 

（１１）Ｐ５８上段の図画 

 職員の労働災害防止対策について記載されており、企業の内部管理に関する情報に

類するものと考えられることから、不開示とする。 

（１２）様式３－１「事業計画に関する収支予算書（２４～２９年度）」の支出に関する

金額 

   プラザの指定管理者となった場合の経費配分に関する情報であり、予算の内訳が公

開されると営業上のノウハウや経営方針等が明らかになる恐れがあるため、不開示と

する。 

（１３）様式第８号「職員配置・組織体制計画書」の「２職員配置計画」及び「３組織図」 

管理運営に係る組織体制や職員配置については、市民への説明責任や施設の管理運

営の透明性の確保の観点から開示するのが妥当である。 

ただし、「２職員配置計画」表中の氏名（代表は除く）、年齢及び「資格・経験等」

欄の代表者としての役職名については、個人が特定され得る情報であり、また雇用状

況については人事等に関する企業の内部管理に関する情報と考えられるため不開示と

する。 

また、「３組織図」最下段の構成企業より出向予定の部分についても、人事等に関

する企業の内部管理に関する情報と考えられるため不開示とする。 

（１４）Ｐ７０～Ｐ７１の文書 

  障害者雇用や高齢者雇用など、経営方針、人事等の内部管理に関する情報に該当す

ると判断されることから、不開示とする。 

 

※別添資料の開示の可否についての判断 

別添-１（Ｐ５の上段本文１行目） 

  「熊本市リサイクル情報プラザ管理運営業務仕様書」のＰ１２からＰ１５に記載さ

れている内容であり、開示するのが妥当である。 

別添-２（Ｐ１０の①本文４行目） 

  体験会や施設見学の写真であり、これらの内容は事業が実施されれば一般に知られ

ることとなるため、写っている人の顔など個人を特定できる部分を不開示とすれば、

写真自体を開示することに問題はないと考える。 

別添-３（Ｐ１１の②本文２行目） 

  事業実施にあたって、会員募集の際に説明すべき内容であり開示するのが妥当であ

る。 

別添-４（Ｐ１１の③アの２行目） 

  Ｐ１１の③のアの２行目に、最新リストを公開すると記載されていることから、開
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示するのが妥当である。 

別添-５（Ｐ１２の上から２行目） 

  「九州環境ネットワーク協力加盟店一覧」は、インターネットで確認可能であるた

め開示するのが妥当である。 

別添-６（Ｐ１２の④本文５行目） 

  エコ・クッキングについては、インターネットでその概要は把握可能であり、開示

するのが妥当である。 

別添-７（Ｐ１２の④アの２行目） 

事業が実施されれば、プラザ利用者や事業参加者には周知のものとなる内容であり、

開示するのが妥当である。 

別添-８（Ｐ１３の①本文１行目） 

  一般的な電話対応マニュアルの内容であり、独自のノウハウが盛り込まれているよ

うなことがないことから、開示するのが妥当である。 

別添-９（Ｐ１５の⑤エ） 

  記載されているのは、家電４品目の処分についての通常の対応方法であり、開示す

るのが妥当である。 

別添-１０（Ｐ１７の④本文の下から１行目） 

  プラザ利用者数の増加を図るための取組みであり、営業上又は販売上のノウハウに

関する情報と考えられるため、不開示とする。 

別添-１１（Ｐ１９の⑦本文の下から３行目） 

  Ｐ１９下段⑦の青空フリーマーケットの雨天時開催についての取組みを、より詳細

に記載したものであり、営業上又は販売上のノウハウに関する情報と考えられるため、

不開示とする。 

別添-１３（Ｐ２４の表） 

  協力企業であることは第三者との取引関係を示すもので、この情報は営業上又は販

売上のノウハウに関する情報に類するものと判断されるため不開示とする。 

別添-１４（Ｐ２８の中段）、別添-１５（Ｐ２８の最下段） 

  ホームページデザインのサンプルであり、ホームページの運用が始まれば一般に広

く閲覧可能となるため、開示するのが妥当である。 

別添-１６（Ｐ３０の上から３行目） 

  情報媒体へのニュースリリースの際に使用する依頼文のひな形であり、内容に特別

な部分は見受けられず、開示するのが妥当である。 

別添-１７（Ｐ３０の中段本文５行目） 

  この文書は、協力企業のラジオ番組のタイムテーブルで、同社のホームページから

容易に入手できるものであり、開示するのが妥当である。 
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別添-１８（Ｐ３０の下段本文２行目） 

  この文書は、子ども新聞に実施計画事業の告知を掲載する場合の掲載例であり、事

業が実施されることになり子ども新聞に掲載されれば周知のものとなることから、開

示するのが妥当である。 

別添-１９（Ｐ３１の中段６行目） 

  この文書は、リサイクルプラザ新聞の内容見本であるが、新聞が発行されれば周知

のものとなることから、開示するのが妥当である。 

別添-２０（Ｐ３６の１の①３行目） 

  「熊本市リサイクル情報プラザ管理運営業務仕様書」のＰ３４からＰ３５に記載さ

れている「清掃業務の周期」及びＰ３６からＰ４５に記載されていると同様の内容で

あり、開示するのが妥当である。 

別添-２１（Ｐ３７の２）、別添-２２（Ｐ３７の３） 

  これらの文書は、清掃体制を示したものであり、「経営方針、経理、人事等の内部

管理に関する情報」に類すると考えられるため、不開示とする。 

別添-２４（Ｐ５３の①）、別添-２５（Ｐ５３の②） 

  アンケート調査が実施され、結果がまとまればアンケート項目も公表することとな

るため、この文書を開示しても問題はないと考えられる。 

別添-２６（Ｐ５４の中段４行目）、別添-２７（Ｐ５５の上から２行目） 

 業務日報及び苦情・意見処理簿については、最終的に委託者と指定管理者が打合せ

のうえ決定されるべきものであり、また文書の中に秘密にすべき特別な記載項目がな

いことから開示するのが妥当である。 

別添-２８（Ｐ５６の下から１行目） 

 クレーム処理のフローチャートであるが、フローチャートに基づき対応したクレー

ムの対応結果が蓄積されればそれはノウハウといえるかもしれないが、フローチャー

ト自体は同様のフローチャートがインターネットで容易に閲覧可能であることから、

開示するのが妥当である。 

別添-２９（Ｐ６２の上段本文６行目） 

 これらは、非常時のマニュアルであるが、プラザ利用者の安全安心の観点からすれ

ば、非常時に如何なる対応がとられ、どのようにプラザ利用者の安全安心の確保がな

されるのかということは重要なことである。 

また、これらのマニュアルは他の企業等においても一般的に作成されるのが通常で

あり、インターネットによって容易に閲覧可能である。 

こうした点を考慮すると開示するのが妥当である。 

別添-３０（Ｐ６３の上から６行目） 

  災害や事故が発生した際に関係機関にその状況を報告することは当然のことであり、
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また記載内容を見ても特別秘密にすべき部分はなく、開示するのが妥当である。 

別添-３２（様式２－２）、別添-３３（様式２－２）、別添-３４（様式２－２） 

 指定管理者によるプラザの管理運営が始まれば、プラザ利用者や講座受講者などに

周知のものとなるため、開示するのが妥当である。 
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第５ 審議会の判断 

１ 本件の争点 

本件請求文書に係る本市の公の施設の指定管理者制度については、熊本市「公の施

設の指定管理者制度に関する指針」に沿って運用されている。 

同指針において、選定された申請者の申請関係書類については、熊本市情報公開条

例第７条にあたる部分を除き、申請者の承諾を得ず開示することとされている。 

   今回、実施機関は、文書等の開示決定を行うに当たり、申立人が開示されると支障

が生じると回答した部分には熊本市情報公開条例第７条第３号ア「開示することによ

り、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそ

れがあるもの」に該当する部分は見当たらなかったとしている。 

 したがって、本件異議申立てにおける争点は、本件文書で実施機関が開示決定した

部分のうち、申立人が不開示を求める箇所が熊本市情報公開条例第７条第３号アに該

当するかが基本的な争点となる。 

 

２ 不開示情報の存否に係る判断（条例第７条第３号アの該当性） 

本市情報公開条例の基本的な理念において、本市が保有する文書等の開示を請求す

る権利を保障し、本市の諸活動を市民に対する説明責務を全うし、もって市政運営の

発展に寄与することを定めており、同条例第５条において何人も実施機関に文書等の

開示を請求できるものとしている。 

しかしながら、条例はすべての文書等の開示を義務づけているわけではなく、第７

条本文において、開示請求に係る文書等に同条各号のいずれかに該当する不開示情報

が記載されている場合は、原則開示の例外として実施機関は開示請求に対して開示し

てはならない義務を負うとしている。もちろん、この第７条各号が定める情報のいず

れかに該当するか否かの具体的判断に当たっては、当該各号の定めの趣旨を十分に考

慮しつつ、条例の上記理念に照らし、かつ公文書の公開を請求する市民の権利を十分

尊重する見地から、厳正になされなければならないことはいうまでもない。 

本審議会は、審査にあたり開示決定した情報（平成２４年１月２４日に実施機関が

決定したもの）のうち不開示部分を除いた情報のみでは、申立人の主張のとおり不開

示理由があるか否かの判断がつかないことから、実施機関に対して、条例第１９条第

１項の規定により、不開示部分の情報の提出を求めた。 

当該不開示部分を含む情報を確認し、申立人の主張及び実施機関の主張の内容を検

討した。 

検討を行ううえで、申立人の主張及び実施機関の主張にある詳細な分類及び理由等

を踏まえ、当審議会として本件文書の該当部分を下記に分類し、判断した。 

（１） 分類について 
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ア 企業秘密・ノウハウについて 

(ｱ) 生産技術、営業・販売上のノウハウ 

・企業活動において蓄積した高度な技能・手法、実績に基づく分析データ等 

・その企業又は特定企業のみが保有する物の名称や技術等を表す記号等 

・時間の経過に関係が無いもの（次回の指定管理の際も秘密とすべき事項等） 

など、一般に対外的に秘密とすべき事柄 

(ｲ) 申請書の記載事項・内容、表現・表示について 

・記載に使用される文言は、一般的に知られ、使用されるものであるが、記載

の方法として、文章の書き方に独自性があり、図画を入れることで、特に効果

的に内容を表現する工夫がされているもの 

・記載の語句や名称は、一般的に知られ、使用されるもの及び通常の企業活動

等の業務を表したもの 

・上記の語句等を単体又は合わせて申請書に記載することを通常行わないもの

など、特殊な表記又は効果的な文章・図画等を用いて独自性の高い記載もの、

また、申請書のアピールを効果的に行うために用いたもの 

 

イ 共同企業体に関する情報について 

(ｱ) 共同企業体の構成企業に関する情報 

ａ 構成企業活動に関する情報 

リサイクル情報プラザ運営共同企業体としての事業活動等の情報ではなく、

構成企業の事業活動内容等に関するもの 

ｂ 経営方針、経理、人事等の内部管理の情報 

リサイクル情報プラザ運営共同企業体に係る書類等に押印された実印（実 

印と分かる場合）、財務内容を示す帳簿、人事管理に係る書類等、企業体の

内部管理に係るもの、社会的評価・信用等に関するもの 

(ｲ) 共同企業体の協力企業に関する情報 

       リサイクル情報プラザの管理運営に当たって、同運営共同企業体への協力

表明している企業に係る名称及び事業活動等に係るもの 

 

（２） 分類別の判断 

ア 企業秘密・ノウハウについて 

(ｱ) 生産技術、営業・販売上のノウハウ 

上記の情報は、条例第７条第３号に該当すると考えられるが、本件文書に該

当部分があると認めることができない。 
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(ｲ) 申請書作成上のノウハウ（記載事項・内容、表現・表示） 

本件文書の記載事項・内容に申立人がこれまでの事業活動等により培ってき

た施設管理運営上のノウハウが含まれていること及び本件文書の作成にあたっ

て申立人の創意・工夫による独自の表現・表示方法が用いられている部分があ

ることは、申立人が主張するとおりである。 

しかしながら、本件文書は、熊本市の公の施設であるリサイクル情報プラザ

の指定管理者に選定されることを目的として提出された申請書であり、申請者

が当該施設の管理運営をするにあたりいかなるノウハウを有しているかを、独

自の表現・表示方法によって、選定者にプレゼンテーションするためのものに

他ならない。そして、市の公の施設に関するものである以上、その指定管理者

となるべき者がいかなる管理運営上のノウハウを有しているか、また、指定管

理者に選定されるにあたりいかなるプレゼンテーションがなされたかについて

は、当然に市民が知ることができなければならない。 

したがって、本件文書の記載事項・内容に含まれている申立人の施設管理運

営上のノウハウ及び本件文書の作成にあたって用いられている申立人の独自の

表現・表示方法はいずれも、条例第７条第３号アの「開示することにより、当

該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそ

れがあるもの」には該当しないというべきである。 

これに対し、申立人は、一般の市民に対する開示については理解を示す一方

で、本件開示請求者が同業他社によるものであることを理由に、申立人のノウ

ハウや提案書（申請書）が利用・公開された場合、申立人の競争上の地位、財

産権その他正当な利益を害する結果となると主張する。 

しかしながら、前記のとおり、情報公開条例は、市民に対し、市が保有する

文書等の開示を請求する権利を保障し、市の諸活動を市民に対して説明する責

務を全うする観点から、「何人」に対しても等しく開示請求権を認めている。

このような条例の趣旨からして、同業者である等の開示請求者の属性によって

開示・不開示についての取扱いを異にすることは許されない。よって、開示請

求者が同業他社であることを理由に不開示を求める申立人の主張は容れること

ができない。 

なお、本市条例に基づき文書等の開示をする場合は、著作権法第４２条の２

により著作権を侵害するものとはならないとされていることなどから、申立人

の主張する知的所有権の問題とはならない。 

よって、開示が適当と判断した。 

 

イ 共同企業体に関する情報について 
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(ｱ)共同企業体の構成企業に関する情報 

ａ 構成企業活動に関する情報 

上記の情報には、共同企業体の構成企業としての活動等を示しているもの

であり、具体的に営業等の活動として行っているものであり、その活動を通

じて当然に知り得る情報等であるため、開示が適当と判断した。 

 

ｂ 経営方針、経理、人事等の内部管理の情報 

上記の情報は、構成企業の経理、人事等の内部管理に関する情報であり、

当該構成企業の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあ

るものと認められる。 

実印の印影が公開することにより、印鑑が偽造され、法人の利益が損なわ

れるという事態が生じる蓋然性が高いことから不開示が相当であると判断し

た。 

 

(ｲ) 共同企業体の協力企業に関する情報 

上記の情報は、リサイクル情報プラザの管理運営に当たって、共同企業体へ

の協力を表明し、構成企業と共に同プラザの活動を行うこととなるものである。 

その活動を通じて当然に知り得る情報等であり、協力企業の情報を開示する

ことにより当該企業等の信用力、社会的評価の利益阻害性を侵害するとは考え

られないため、開示が適当と判断した。 

 

３ 結論 

以上により「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  江 藤  孝 

会長職務代理者  高 木 絹 子 

委     員  大 江 正 昭 

委     員  馬 場  啓 

委     員  澤 田 道 夫 
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２４年３月７日 熊本市長から諮問を受けた。 

平成２４年１１月３０日 実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。 

平成２５年 １月２１日 
異議申立人から請求拒否理由説明書に対する 

意見書を受理した。 

平成２５年 ４月２６日 諮問の審議を行った。 

平成２５年 ５月２２日 諮問の審議を行った。 

平成２５年 ６月２４日 
異議申立人及び実施機関から意見を聴取した後

に諮問の審議を行った。 

平成２５年 ７月１７日 諮問の審議を行った。 

平成２５年 ８月 ７日 諮問の審議を行った。 

平成２５年 ９月 ４日 答申（案）の審議を行った。 

平成２５年１０月１０日 答申（案）の審議を行った。 

平成２５年１１月２０日 答申（案）の審議を行った。 

平成２５年１２月 ９日 答申（案）の審議を行った。 
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